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は
じ
め
に

　
　

東
京
二
十
三
区
は
、
法
令
上
、
特
別
区
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
特
別
区
制
度
は
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
地
方
自
治

法
の
制
定
と
と
も
に
誕
生
し
ま
し
た
。そ
の
後
、昭
和
二
十
七（
一
九
五
二
）年
、昭
和
四
十（
一
九
六
五
）年
、昭
和
五
十（
一
九
七
五
）

年
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
年
（
い
ず
れ
も
法
改
正
の
施
行
時
期
）
と
、
四
回
の
大
き
な
制
度
改
正
を
経
て
、
今
日
に
至
っ

て
い
ま
す
。
地
方
自
治
法
制
定
以
来
、こ
の
よ
う
に
大
き
な
制
度
改
正
を
何
度
も
重
ね
て
き
た
自
治
体
は
他
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　

そ
こ
で
、
地
方
自
治
法
施
行
八
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
の
機
に
、
特
別
区
と
い
う
制
度
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
、
変
化
し
て
き
た
の
か
、
制
度
改
正
の
際
の
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
や
国
会
等
で
の
議
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
、
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
関
係
法
令
は
ど
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
き
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
法
令
、
国
会
審
議
、
答
申
等

を
中
心
に
、
改
め
て
こ
れ
ら
の
関
係
資
料
を
資
料
集
と
し
て
と
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
な
お
、
特
別
区
と
い
う
制
度
の

誕
生
に
は
、
そ
れ
以
前
の
東
京
都
制
の
制
定
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
特
別
区
制
度
誕
生
の
前
史
と
し
て
、

東
京
都
制
制
定
前
の
時
期
か
ら
収
録
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

　
　

第
一
期
と
な
る
本
書
で
は
、
東
京
都
制
制
定
前
か
ら
地
方
自
治
法
制
定
後
ま
で
の
時
期
の
関
係
資
料
を
収
録
し
て
お
り
、
今
後

引
き
続
き
、
第
二
期
以
降
の
資
料
集
の
作
成
も
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

　
　

特
別
区
制
度
の
変
遷
を
振
り
返
り
、
あ
る
い
は
今
後
を
展
望
す
る
上
で
、
こ
の
資
料
集
が
少
し
で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
を
心
か

ら
願
っ
て
い
ま
す
。
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凡

例

１

本
書
の
基
本
的
な
体
裁

　
　

本
書
が
資
料
集
で
あ
る
こ
と
か
ら
、資
料
と
説
明
部
分
と
の
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
と
し
、原
則
と
し
て
、資
料
は
行
頭
か
ら
、

説
明
部
分
は
三
字
下
げ
（
書
き
出
し
は
四
字
下
げ
）
た
形
で
記
載
し
た
。

２

資
料
と
引
用
文
献
の
区
分

（
１
）
次
の
も
の
を
資
料
と
し
て
扱
っ
た
。

　
　

・
法
令
、
通
達

　
　

・
国
会
等
の
会
議
録

　
　

・
諮
問
及
び
答
申

　
　

・
判
決

　
　

・
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
、
使
節
団
の
勧
告
、
公
的
組
織
か
ら
発
せ
ら
れ
た
要
望
書
等
）

（
２
）
前
記
の
資
料
以
外
で
、
説
明
等
の
中
で
文
献
か
ら
引
用
し
て
い
る
部
分
は
、
資
料
と
は
位
置
づ
け
な
か
っ
た
が
、
極
力
出

　
　

典
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
。

３

引
用
に
当
た
っ
て
の
原
則

（
１
）
掲
載
資
料
及
び
文
献
の
引
用
に
つ
い
て
は
、「
原
典
か
ら
原
文
の
ま
ま
」
を
基
本
と
し
た
。
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v

   

・
法
令
（
条
例
や
規
則
も
含
む
）
は
、
官
報
、
公
報
ま
た
は
法
令
全
書
か
ら

・
帝
国
議
会
、
国
会
で
の
発
言
は
会
議
録
（
＝
官
報
）
か
ら

（
２
）
原
典
の
参
照
が
難
し
い
場
合
は
、
あ
る
程
度
信
頼
で
き
る
と
思
わ
れ
る
二
次
資
料
か
ら
引
用
し
た
。

　
　
（
例
）
自
治
法
制
定
前
の
地
方
制
度
調
査
会
の
会
議
録
は
、
改
正
地
方
制
度
資
料
第
三
部
か
ら

（
３
）
仮
名
遣
い
は
、
旧
仮
名
遣
い
は
旧
仮
名
遣
い
の
ま
ま
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
ま
ま
と
し
た
。

（
４
）
会
議
録
等
に
は
、現
在
か
ら
み
る
と
差
別
的
と
さ
れ
る
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、本
書
の
性
質
上
、原
文
の
ま
ま
収
録
し
た
。

４
「
原
文
の
ま
ま
」
に
つ
い
て
の
例
外
的
な
扱
い

（
１
）
国
会
の
会
議
録
等
、
比
較
的
容
易
に
ア
ク
セ
ス
及
び
複
写
で
き
る
電
子
デ
ー
タ
が
旧
字
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
旧
字
体
の

　
　

ま
ま
と
し
て
い
る
が
、
入
力
し
直
す
必
要
の
あ
る
も
の
（
古
い
法
令
や
著
作
物
か
ら
の
引
用
）
は
、
一
部
を
除
き
新
字
体
を
使
っ

　
　

た
。

（
２
）
原
本
に
誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
当
該
箇
所
の
直
後
に
、（

）
書
き
で
「
マ
マ
」
と
し
、
必
要

　
　

に
応
じ
て
そ
の
後
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
語
を
「

」
で
記
し
た
。

　
　
（
例
）
配
（
マ
マ
「
廃
」
か
）
置
分
合

（
３
）
法
令
に
つ
い
て
、
現
行
法
令
と
異
な
る
形
式
の
法
令
は
、
行
頭
の
一
字
下
げ
等
、
現
行
法
令
と
同
じ
形
式
と
し
、
項
番
号

　
　

の
付
さ
れ
て
い
な
い
法
令
に
は
、
予
め
項
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
法
令
と
区
別
が
付
く
よ
う
、
②
、
③
と
丸
付
き
数
字
で
項
番

　
　

号
を
示
し
た
。

（
４
）
会
議
録
に
つ
い
て
、
発
言
者
の
表
記
が
苗
字
だ
け
の
も
の
は
、
便
宜
の
た
め
（

）
書
き
で
名
前
を
記
し
た
。
ま
た
、
帝

　
　

国
議
会
及
び
国
会
の
会
議
録
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
付
さ
れ
て
い
る
発
言
者
番
号
を
、
検
索
の
便
宜
の
た
め
発
言

　
　

者
名
の
後
ろ
に
記
し
た
。

５

そ
の
他

（
１
）
年
号

　
　

ア

引
用
部
分
は
当
該
資
料
の
表
記
に
従
っ
た
。
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イ

そ
れ
以
外
（
説
明
書
き
等
の
地
の
文
、
法
令
番
号
と
と
も
に
記
す
年
号
、
文
献
の
出
版
年
等
）
は
和
暦
を
使
用
し
、
法
令

　
　
　

番
号
と
と
も
に
記
す
年
号
を
除
き
、
和
暦
の
後
ろ
に
（

）
書
き
で
西
暦
を
併
記
し
た
。

（
２
）
数
字

　
　

ア

原
則
と
し
て
漢
数
字
と
し
た
。（
例
）
２
１
＝
二
十
一

　
　

イ

和
暦
の
後
ろ
に
（

）
書
き
で
記
す
西
暦
及
び
引
用
文
献
の
発
行
年
表
記
に
は
十
、百
等
を
付
さ
ず
、
頁
表
記
は
算
用
数
字

　
　
　

と
し
た
。

（
３
）
人
名
の
字
体
及
び
肩
書
は
、
原
則
と
し
て
当
時
の
も
の
を
使
用
し
た
。

（
４
）
説
明
の
重
複
に
関
し
て
、
各
章
を
比
較
す
る
と
説
明
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
資
料
集
と
い
う
本
書
の
性
格
上
、

　
　

通
読
す
る
よ
り
も
必
要
箇
所
を
参
照
す
る
と
い
っ
た
利
用
方
法
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
重
複
箇
所
の
整
理
は
行
わ
な
か
っ
た
。
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序

章

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
地
方
制
度
改
革
の
動
き

　
　

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月
十
四
日
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
（
後
掲
）
を
受
諾
し
、
九
月
二
日
に
米
戦
艦
ミ
ズ
ー

リ
号
上
で
降
伏
文
書
の
調
印
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
米
国
政
府
は
、
九
月
二
十
二
日
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初

期
の
対
日
方
針
」（
後
掲
）
を
公
表
し
、
翌
十
月
二
日
に
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（General H

eadquarters, the Su-

prem
e Com

m
ander for the Allied Pow

ers

以
下
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と
い
う
。）
を
設
置
し
て
、
実
質
米
国
に
よ
る
日
本
間
接

統
治
を
開
始
す
る
。

　
　

十
月
四
日
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
「
政
治
的
、公
民
的
及
宗
教
的
自
由
ニ
対
ス
ル
制
限
除
去
ノ
件
（
覚
書
）」（
い
わ
ゆ
る
「
人
権
指
令（
１
）」）

を
日
本
政
府
に
発
す
る
。
続
い
て
十
一
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
新
任
の
幣
原
首
相
と
の
会
談
の
際
、
憲
法
改
正
を
示
唆

す
る
と
と
も
に
、
秘
密
警
察
等
圧
政
的
諸
制
度
の
廃
止
を
盛
り
込
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
五
大
改
革
を
指
令
（
後
掲
）
し
た
。
Ｇ
Ｈ

Ｑ
は
こ
れ
に
引
き
続
き
、
軍
国
主
義
教
員
の
即
時
追
放
、
財
閥
の
解
体
、
皇
室
財
産
凍
結
、
農
地
改
革
、
国
家
と
神
道
の
分
離
、

公
職
追
放
等
の
指
令
を
矢
継
ぎ
早
に
発
し
て
い
く
。

　
　

一
方
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
設
け
ら
れ
た
民
政
局
は
、「
発
足
早
々
、
内
務
省
係
官
及
び
田
中
二
郎
東
大
教
授
を
招
致
し
て
日
本
の
地
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方
制
度
の
研
究
に
着
手
し
た
（
２
）」。
ま
た
内
務
省
も
、
民
政
局
に
よ
る
研
究
が
始
ま
っ
た
頃
か
ら
、
後
に
第
一
次
地
方
制
度
改
革
と

い
わ
れ
る
地
方
制
度
四
法
（
東
京
都
制
、
府
県
制
、
市
制
、
町
村
制
）
の
一
部
改
正
に
向
け
た
検
討
を
開
始
し
た
（
３
）（
４
）。

○
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言（
５
）

（
英
文
）

PO
TSDAM

 D
ECLARATIO

N

Proclam
ation D

efining Term
s for Japanese Surrender

Issued, at Potsdam
, July 26, 1945

   1. W
e-the President of the U

nited States, the President of the N
ational Governm

ent of the Republic of China, 

and the Prim
e M

inister of Great Britain, representing the hundreds of m
illions of our countrym

en, have conferred 

and agree that Japan shall be given an opportunity to end this w
ar.

   2. The prodigious land, sea and air forces of the U
nited States, the British Em

pire and of China, m
any tim

es re-

inforced by their arm
ies and air fleets from

 the w
est, are poised to strike the final blow

s upon Japan. This m
ilitary 

pow
er is sustained and inspired by the determ

ination of all the Allied N
ations to prosecute the w

ar against Japan 

until she ceases to resist.
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   3. The result of the futile and senseless Germ
an resistance to the m

ight of the aroused free peoples of the 

w
orld stands forth in aw

ful clarity as an exam
ple to the people of Japan. The m

ight that now
 converges on Japan 

is im
m

easurably greater than that w
hich, w

hen applied to the resisting N
azis, necessarily laid w

aste to the lands, 

the industry and the m
ethod of life of the w

hole Germ
an people. The full application of our m

ilitary pow
er, backed 

by our resolve, w
ill m

ean the inevitable and com
plete destruction of the Japanese arm

ed forces and just as inevi-

tably the utter devastation of the Japanese hom
eland.

   4. The tim
e has com

e for Japan to decide w
hether she w

ill continue to be controlled by those self-w
illed

m
ilitaristic advisers w

hose unintelligent calculations have brought the Em
pire of Japan to the threshold of annihi-

lation, or w
hether she w

ill follow
 the path of reason.

   5. Follow
ing are our term

s. W
e w

ill not deviate from
 them

. There are no alternatives. W
e shall brook no delay.

   6. There m
ust be elim

inated for all tim
e the authority and influence of those w

ho have deceived and m
isled 

the people of Japan into em
barking on w

orld conquest, for w
e insist that a new

 order of peace, security and jus-

tice w
ill be im

possible until irresponsible m
ilitarism

 is driven from
 the w

orld.

   7. U
ntil such a new

 order is established and until there is convincing proof that Japan’s w
ar-m

aking pow
er is 
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destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievem
ent 

of the basic objectives w
e are here setting forth.

   8. The term
s of the Cairo D

eclaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be lim
ited to the is-

lands of H
onshu, H

okkaido, Kyushu, Shikoku and such m
inor islands as w

e determ
ine.

   9. The Japanese m
ilitary forces, after being com

pletely disarm
ed, shall be perm

itted to return to their

hom
es w

ith the opportunity to lead peaceful and productive lives.

   10. W
e do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice 

shall be m
eted out to all w

ar crim
inals, including those w

ho have visited cruelties upon our prisoners. The Japa-

nese Governm
ent shall rem

ove all obstacles to the revival and strengthening of dem
ocratic tendencies am

ong the 

Japanese people. Freedom
 of speech, of religion, and of thought, as w

ell as respect for the fundam
ental hum

an 

rights shall be established.

   11. Japan shall be perm
itted to m

aintain such industries as w
ill sustain her econom

y and perm
it the exaction of 

just reparations in kind, but not those w
hich w

ould enable her to re-arm
 for w

ar. To this end, access to, as distin-

guished from
 control of, raw

 m
aterials shall be perm

itted. Eventual Japanese participation in w
orld trade relations 
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shall be perm
itted.

   12. The occupying forces of the Allies shall be w
ithdraw

n from
 Japan as soon as these objectives have been 

accom
plished and there has been established in accordance w

ith the freely expressed w
ill of the Japanese people 

a peacefully inclined and responsible governm
ent.

   13. W
e call upon the governm

ent of Japan to proclaim
 now

 the unconditional surrender of all Japanese arm
ed 

forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan 

is prom
pt and utter destruction.

（
和
訳
）

日
本
降
伏
ノ
條
件
ヲ
定
メ
タ
ル
宣
言

千
九
百
四
十
五
年
七
月
二
十
六
日
「
ポ
ツ
ダ
ム
」
ニ
於
テ
發
表

一

吾
等
合
衆
國
大
統
領
、
中
華
民
國
政
府
主
席
及
「
グ
レ
ー
ト
、
ブ
リ
テ
ン
」
國
總
理
大
臣
ハ
吾
等
ノ
數
億
ノ
國
民
ヲ
代
表
シ
協
議

ノ
上
日
本
國
ニ
對
シ
今
次
ノ
戰
爭
ヲ
終
結
ス
ル
ノ
機
會
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ニ
意
見
一
致
セ
リ

二

合
衆
國
、
英
帝
國
及
中
華
民
國
ノ
巨
大
ナ
ル
陸
、
海
、
空
軍
ハ
西
方
ヨ
リ
自
國
ノ
陸
軍
及
空
軍
ニ
依
ル
數
倍
ノ
増
強
ヲ
受
ケ
日
本

國
ニ
對
シ
最
後
的
打
撃
ヲ
加
フ
ル
ノ
態
勢
ヲ
整
ヘ
タ
リ
右
軍
事
力
ハ
日
本
國
ガ
抵
抗
ヲ
終
止
ス
ル
ニ
至
ル
迄
同
國
ニ
對
シ
戰
爭
ヲ
遂
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行
ス
ル
ノ
一
切
ノ
聯
合
國
ノ
決
意
ニ
依
リ
支
持
セ
ラ
レ
且
鼓
舞
セ
ラ
レ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ

三

蹶
起
セ
ル
世
界
ノ
自
由
ナ
ル
人
民
ノ
力
ニ
對
ス
ル
「
ド
イ
ツ
」
國
ノ
無
益
且
無
意
義
ナ
ル
抵
抗
ノ
結
果
ハ
日
本
國
國
民
ニ
對
ス
ル

先
例
ヲ
極
メ
テ
明
白
ニ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ
現
在
日
本
國
ニ
對
シ
集
結
シ
ツ
ツ
ア
ル
力
ハ
抵
抗
ス
ル
「
ナ
チ
ス
」
ニ
對
シ
適
用
セ
ラ
レ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
全
「
ド
イ
ツ
」
國
人
民
ノ
土
地
、
産
業
及
生
活
様
式
ヲ
必
然
的
ニ
荒
廢
ニ
歸
セ
シ
メ
タ
ル
力
ニ
比
シ
測
リ
知
レ
ザ
ル

程
度
ニ
強
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
吾
等
ノ
決
意
ニ
支
持
セ
ラ
ル
ル
吾
等
ノ
軍
事
力
ノ
最
高
度
ノ
使
用
ハ
日
本
國
軍
隊
ノ
不
可
避
且
完
全
ナ

ル
壞
滅
ヲ
意
味
ス
ベ
ク
又
同
様
必
然
的
ニ
日
本
國
本
土
ノ
完
全
ナ
ル
破
壞
ヲ
意
味
ス
ベ
シ

四

無
分
別
ナ
ル
打
算
ニ
依
リ
日
本
帝
國
ヲ
滅
亡
ノ
淵
ニ
陥
レ
タ
ル
我
儘
ナ
ル
軍
國
主
義
的
助
言
者
ニ
依
リ
日
本
國
ガ
引
續
キ
統
御
セ

ラ
ル
ベ
キ
カ
又
ハ
理
性
ノ
經
路
ヲ
日
本
國
ガ
履
ム
ベ
キ
カ
ヲ
日
本
國
ガ
決
定
ス
ベ
キ
時
期
ハ
到
來
セ
リ

五

吾
等
ノ
條
件
ハ
左
ノ
如
シ

吾
等
ハ
右
條
件
ヨ
リ
離
脱
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
右
ニ
代
ル
條
件
存
在
セ
ズ
吾
等
ハ
遲
延
ヲ
認
ム
ル
ヲ
得
ズ

六

吾
等
ハ
無
責
任
ナ
ル
軍
國
主
義
ガ
世
界
ヨ
リ
驅
逐
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
迄
ハ
平
和
、
安
全
及
正
義
ノ
新
秩
序
ガ
生
ジ
得
ザ
ル
コ
ト
ヲ

主
張
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
日
本
國
國
民
ヲ
欺
瞞
シ
之
ヲ
シ
テ
世
界
征
服
ノ
擧
ニ
出
ヅ
ル
ノ
過
誤
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ノ
權
力
及
勢

力
ハ
永
久
ニ
除
去
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
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七

右
ノ
如
キ
新
秩
序
ガ
建
設
セ
ラ
レ
且
日
本
國
ノ
戰
爭
遂
行
能
力
ガ
破
砕
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ノ
確
證
ア
ル
ニ
至
ル
迄
ハ
聯
合
國
ノ
指

定
ス
ベ
キ
日
本
國
領
域
内
ノ
諸
地
點
ハ
吾
等
ノ
玆
ニ
指
示
ス
ル
基
本
的
目
的
ノ
達
成
ヲ
確
保
ス
ル
爲
占
領
セ
ラ
ル
ベ
シ

八
「
カ
イ
ロ
」
宣
言
ノ
條
項
ハ
履
行
セ
ラ
ル
ベ
ク
又
日
本
國
ノ
主
權
ハ
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
國
及
吾
等
ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島

ニ
局
限
セ
ラ
ル
ベ
シ

九

日
本
國
軍
隊
ハ
完
全
ニ
武
装
ヲ
解
除
セ
ラ
レ
タ
ル
後
各
自
ノ
家
庭
ニ
復
歸
シ
平
和
的
且
生
産
的
ノ
生
活
ヲ
營
ム
ノ
機
會
ヲ
得
シ
メ

ラ
ル
ベ
シ

十

吾
等
ハ
日
本
人
ヲ
民
族
ト
シ
テ
奴
隷
化
セ
ン
ト
シ
又
ハ
國
民
ト
シ
テ
滅
亡
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
圖
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ザ
ル
モ

吾
等
ノ
俘
虜
ヲ
虐
待
セ
ル
者
ヲ
含
ム
一
切
ノ
戰
爭
犯
罪
人
ニ
對
シ
テ
ハ
嚴
重
ナ
ル
処
罰
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ベ
シ
日
本
國
政
府
ハ
日
本
國
國

民
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
民
主
主
義
的
傾
向
ノ
復
活
強
化
ニ
對
ス
ル
一
切
ノ
障
礙
ヲ
除
去
ス
ベ
シ
言
論
、
宗
敎
及
思
想
ノ
自
由
竝
ニ
基
本
的

人
權
ノ
尊
重
ハ
確
立
セ
ラ
ル
ベ
シ

十
一

日
本
國
ハ
其
ノ
經
濟
ヲ
支
持
シ
且
公
正
ナ
ル
實
物
賠
償
ノ
取
立
ヲ
可
能
ナ
ラ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
産
業
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ル

ベ
シ
但
シ
日
本
國
ヲ
シ
テ
戰
爭
ノ
爲
再
軍
備
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ガ
如
キ
産
業
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
右
目
的
ノ
爲
原
料
ノ
入
手

（
其
ノ
支
配
ト
ハ
之
ヲ
區
別
ス
）
ヲ
許
可
サ
ル
ベ
シ
日
本
國
ハ
將
來
世
界
貿
易
関
係
ヘ
ノ
參
加
ヲ
許
サ
ル
ベ
シ
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十
二

前
記
諸
目
的
ガ
達
成
セ
ラ
レ
且
日
本
國
國
民
ノ
自
由
ニ
表
明
セ
ル
意
思
ニ
從
ヒ
平
和
的
傾
向
ヲ
有
シ
且
責
任
ア
ル
政
府
ガ
樹
立

セ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
聯
合
國
ノ
占
領
軍
ハ
直
ニ
日
本
國
ヨ
リ
撤
収
セ
ラ
ル
ベ
シ

十
三

吾
等
ハ
日
本
國
政
府
ガ
直
ニ
全
日
本
軍
隊
ノ
無
條
件
降
伏
ヲ
宣
言
シ
且
右
行
動
ニ
於
ケ
ル
同
政
府
ノ
誠
意
ニ
付
適
當
且
充
分
ナ

ル
保
障
ヲ
提
供
セ
ン
コ
ト
ヲ
同
政
府
ニ
對
シ
要
求
ス
右
以
外
ノ
日
本
國
ノ
選
擇
ハ
迅
速
且
完
全
ナ
ル
壞
滅
ア
ル
ノ
ミ
ト
ス

○
降
伏
後
に
於
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針（

６
）

　
　
　

降
伏
後
ニ
於
ケ
ル
米
國
ノ
初
期
ノ
對
日
方
針
（
假
譯
）

以
下
ハ
降
伏
後
ノ
日
本
ニ
對
ス
ル
初
期
ノ
全
般
的
政
策
ニ
關
シ
國
務
省
、
陸
軍
省
及
海
軍
省
ニ
依
リ
共
同
ニ
作
成
セ
ラ
レ
九
月
六
日
大

統
領
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
聲
明
ナ
リ
、
本
文
書
ノ
概
要
ハ
八
月
二
十
九
日
「
マ
ク
ア
ー
サ
ー
」
元
帥
ニ
對
シ
書
信
ヲ
以
テ
通
達
セ
ラ
レ
九

月
六
日
大
統
領
ノ
承
認
ヲ
經
タ
ル
後
傳
書
使
ニ
依
リ
同
元
帥
ニ
送
付
セ
ラ
レ
タ
リ

本
文
書
ノ
目
的

本
文
書
ハ
降
伏
後
ノ
日
本
ニ
對
ス
ル
初
期
ノ
全
般
的
政
策
ニ
關
ス
ル
聲
明
ナ
リ
本
文
書
ハ
大
統
領
ノ
承
認
ヲ
經
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
聯
合

國
最
高
司
令
官
及
米
國
內
關
係
各
省
及
機
關
ニ
對
シ
指
針
ト
シ
テ
配
布
セ
ラ
レ
タ
リ
、
本
文
書
ハ
日
本
占
領
ニ
關
ス
ル
諸
問
題
中
政
策

決
定
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ヲ
網
羅
シ
居
ラ
ス
本
文
書
ニ
含
マ
レ
ス
又
ハ
充
分
盡
サ
レ
居
ラ
サ
ル
事
項
ハ
旣
ニ
別
個
ニ
取
扱
ハ
レ
乃
至
ハ

將
來
別
個
ニ
取
扱
ハ
ル
ヘ
シ
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第
一
部

究
極
ノ
目
的

日
本
ニ
關
ス
ル
米
國
ノ
究
極
ノ
目
的
ニ
シ
テ
當
初
ノ
時
期
ニ
於
ケ
ル
政
策
カ
遵
フ
ヘ
キ
モ
ノ
左
ノ
如
シ

Ａ
日
本
カ
再
ヒ
米
國
ノ
脅
威
ト
ナ
リ
又
ハ
世
界
ノ
平
和
ト
安
全
ノ
脅
威
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
樣
保
證
ス
ル
コ
ト

Ｂ
他
國
家
ノ
權
利
ヲ
尊
重
シ
聯
合
國
憲
章
ノ
理
想
ト
原
則
ニ
示
サ
レ
タ
ル
米
國
ノ
目
的
ヲ
支
持
ス
ヘ
キ
平
和
的
且
責
任
ア
ル
政
府
ヲ
追

テ
樹
立
ス
ル
コ
ト
、
米
國
ハ
斯
ル
政
府
カ
出
來
得
ル
限
リ
民
主
主
義
的
自
治
ノ
原
則
ニ
合
致
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
自
由
ニ
表
示

セ
ラ
レ
タ
ル
國
民
ノ
意
思
ニ
支
持
セ
ラ
レ
サ
ル
カ
如
キ
政
體
ヲ
日
本
ニ
強
要
ス
ル
コ
ト
ハ
聯
合
國
ノ
責
任
ニ
ア
ラ
ス

此
等
ノ
目
的
ハ
左
ノ
如
キ
主
要
手
段
ニ
依
リ
達
成
セ
ラ
ル
ヘ
シ

Ａ
日
本
ノ
主
權
ハ
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
國
竝
ニ
「
カ
イ
ロ
」
宣
言
及
米
國
カ
旣
ニ
參
加
シ
又
ハ
將
來
參
加
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ

他
ノ
協
定
ニ
依
リ
決
定
セ
ラ
ル
ヘ
キ
重
要
ナ
ラ
サ
ル
附
近
島
嶼
ニ
限
ラ
ル
ヘ
シ

Ｂ
日
本
ハ
完
全
ニ
武
裝
解
除
セ
ラ
レ
且
非
軍
國
主
義
化
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
軍
國
主
義
者
ノ
權
力
ト
軍
國
主
義
ノ
影
響
力
ハ
日
本
ノ
政
治
、

經
濟
及
社
會
生
活
ヨ
リ
一
掃
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
軍
國
主
義
及
侵
略
ノ
精
神
ヲ
表
示
ス
ル
制
度
ハ
强
力
ニ
抑
壓
セ
ラ
ル
ヘ
シ

Ｃ
日
本
國
民
ハ
個
人
ノ
自
由
竝
ニ
基
本
的
人
權
ノ
尊
重
特
ニ
信
敎
集
會
言
論
出
版
ノ
自
由
ニ
對
ス
ル
欲
求
ヲ
增
大
ス
ル
樣
獎
勵
セ
ラ
ル

ヘ
ク
且
民
主
主
義
的
及
代
議
的
組
織
ノ
形
成
ヲ
獎
勵
セ
ラ
ル
ヘ
シ

Ｄ
日
本
國
民
ハ
平
治
ノ
要
求
ヲ
充
シ
得
ル
カ
如
キ
經
濟
ヲ
自
力
ニ
依
リ
發
達
セ
シ
ム
ヘ
キ
機
會
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ヘ
シ

第
二
部

聯
合
國
ノ
權
力

１
軍
事
占
領

降
伏
條
項
ヲ
實
施
シ
更
ニ
上
述
ノ
究
極
目
的
達
成
ヲ
促
進
ス
ル
爲
日
本
本
土
ハ
軍
事
占
領
セ
ラ
ヘ
シ
（
マ
マ
「
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
か
）
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右
占
領
ハ
日
本
ト
戰
爭
狀
態
ニ
在
ル
聯
合
各
國
ノ
利
益
ノ
爲
行
動
ス
ル
主
要
聯
合
國
ノ
爲
ノ
軍
事
行
動
タ
ル
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ヘ
シ

右
ノ
理
由
ニ
因
リ
對
日
戰
爭
ニ
於
テ
指
導
的
役
割
ヲ
演
シ
タ
ル
他
ノ
諸
國
ノ
軍
隊
ノ
占
領
ヘ
ノ
參
加
ハ
歡
迎
セ
ラ
レ
且
期
待
セ
ラ

ル
ル
モ
占
領
軍
ハ
米
國
ノ
指
定
ス
ル
最
高
司
令
官
ノ
指
揮
下
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

日
本
ノ
占
領
及
管
理
ノ
施
行
ニ
關
シ
充
分
協
議
ヲ
行
フ
ト
共
ニ
適
當
ナ
ル
諮
問
機
關
ヲ
設
ケ
テ
主
要
聯
合
諸
國
ヲ
滿
足
セ
シ
ム
ベ

キ
政
策
ヲ
樹
立
ス
ル
樣
有
ラ
ユ
ル
努
力
ヲ
盡
ス
ヘ
キ
モ
萬
一
主
要
聯
合
諸
國
ニ
意
見
ノ
不
一
致
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
米
國

ノ
政
策
ニ
從
フ
モ
ノ
ト
ス

２
日
本
政
府
ト
ノ
關
係

天
皇
及
日
本
政
府
ノ
權
力
ハ
降
伏
條
項
ヲ
實
施
シ
日
本
ノ
占
領
及
管
理
ノ
施
行
ノ
爲
樹
立
セ
ラ
レ
タ
ル
政
策
ヲ
實
行
ス
ル
爲
必
要

ナ
ル
一
切
ノ
權
力
ヲ
有
ス
ル
最
高
司
令
官
ニ
隸
屬
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

日
本
社
會
ノ
現
在
ノ
性
格
並
ニ
最
小
ノ
兵
力
及
資
材
ニ
依
リ
目
的
ヲ
達
成
セ
ン
ト
ス
ル
米
國
ノ
希
望
ニ
鑑
ミ
最
高
司
令
官
ハ
米
國

ノ
目
的
達
成
ヲ
滿
足
ニ
促
進
ス
ル
限
リ
ニ
於
テ
ハ
天
皇
ヲ
含
ム
日
本
政
府
機
關
及
諸
機
關
ヲ
通
シ
テ
其
權
力
ヲ
行
使
ス
ヘ
シ
日
本

政
府
ハ
最
高
司
令
官
ノ
指
示
ノ
下
ニ
國
內
行
政
事
項
ニ
關
シ
通
常
ノ
政
治
機
能
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
容
セ
ラ
ル
ヘ
シ
但
シ
右
方

針
ハ
天
皇
又
ハ
他
ノ
日
本
ノ
機
關
カ
降
伏
條
項
實
施
上
最
高
司
令
官
ノ
要
求
ヲ
満
足
ニ
果
サ
サ
ル
場
合
最
高
司
令
官
カ
政
府
機
構

又
ハ
人
事
ノ
變
更
ヲ
要
求
シ
乃
至
ハ
直
接
行
動
ス
ル
權
利
及
義
務
ノ
下
ニ
置
カ
ル
ル
モ
ノ
ト
ス
尙
右
方
針
ハ
最
高
司
令
官
ヲ
シ
テ

米
國
ノ
目
的
達
成
ヲ
目
途
ス
ル
前
進
的
改
革
ヲ
抑
ヘ
テ
天
皇
又
ハ
他
ノ
日
本
ノ
政
府
機
關
ヲ
支
持
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
卽
チ

右
方
針
ハ
現
在
ノ
日
本
統
治
形
式
ヲ
利
用
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
支
持
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
封
建
的
又
ハ
權
力
主

義
的
傾
向
ヲ
修
正
セ
ン
ト
ス
ル
統
治
形
式
ノ
變
更
ハ
日
本
政
府
ニ
依
ル
ト
日
本
國
民
ニ
依
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
許
容
セ
ラ
レ
且
支
持
セ
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ラ
ル
ヘ
シ
斯
ル
變
更
ノ
實
現
ノ
爲
日
本
國
民
又
ハ
日
本
政
府
カ
其
ノ
反
對
者
抑
壓
ノ
爲
强
力
ヲ
行
使
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
最
高
司

令
官
ハ
麾
下
ノ
部
隊
ノ
安
全
竝
ニ
占
領
ノ
目
的
達
成
ヲ
保
障
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
限
度
ニ
於
テ
之
ニ
干
渉
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

３
政
策
ノ
弘
布

　
　

日
本
國
民
及
世
界
一
般
ハ
占
領
ノ
目
的
及
政
策
竝
ニ
其
ノ
達
成
上
ノ
進
展
ニ
關
シ
詳
細
ナ
ル
情
報
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ヘ
シ

第
三
部

政
治

一
、
武
裝
解
除
及
非
軍
國
主
義
化

武
裝
解
除
竝
ニ
非
軍
國
主
義
化
ハ
軍
事
占
領
ノ
主
要
任
務
ニ
シ
テ
卽
時
且
斷
乎
ト
シ
テ
實
行
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
日
本
國
民
ニ
對
シ
テ

ハ
其
ノ
現
在
及
將
來
ノ
苦
境
招
來
ニ
關
シ
陸
海
軍
指
導
者
及
其
ノ
協
力
者
カ
爲
シ
タ
ル
役
割
ヲ
徹
底
的
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
爲
一
切
ノ

努
力
カ
行
ハ
ル
ヘ
シ

日
本
ハ
陸
海
空
軍
、
秘
密
警
察
組
識
又
ハ
何
等
ノ
民
間
航
空
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
日
本
ノ
地
上
航
空
竝
ニ
海
軍
兵
力
ハ
武
裝

ヲ
解
除
セ
ラ
レ
且
解
体
（
マ
マ
）
シ
、
日
本
大
本
營
、
參
謀
本
部
（
軍
令
部
）
及
凡
テ
ノ
秘
密
警
察
組
識
ハ
解
消
セ
シ
メ
ラ
ル
ヘ

シ
、
陸
海
軍
資
材
、
陸
海
軍
艦
船
、
陸
海
軍
施
設
及
陸
海
軍
竝
民
間
航
空
機
ハ
引
渡
サ
レ
且
ツ
最
高
司
令
官
ノ
要
求
ス
ル
所
ニ
從

ヒ
處
分
セ
ラ
ル
ヘ
シ

日
本
大
本
營
及
參
謀
本
部
（
軍
令
部
）
ノ
高
級
職
員
、
日
本
政
府
ノ
其
他
ノ
陸
海
軍
高
級
職
員
、
其
他
ノ
國
家
主
義
的
竝
ニ
軍
國

主
義
的
組
織
ノ
指
導
者
其
他
ノ
軍
國
主
義
竝
ニ
侵
略
ノ
重
要
ナ
ル
代
表
人
物
ハ
拘
禁
セ
ラ
レ
、
將
來
ノ
處
分
ノ
爲
留
置
セ
ラ
ル
ヘ

シ
、
軍
國
主
義
竝
ニ
好
戰
的
國
家
主
義
ノ
積
極
的
代
表
人
物
タ
リ
シ
者
ハ
公
共
的
職
務
竝
ニ
公
的
又
ハ
重
要
ナ
ル
私
的
責
任
ア
ル
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如
何
ナ
ル
地
位
ヨ
リ
モ
排
除
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
極
端
ナ
ル
國
家
主
義
的
又
ハ
軍
國
主
義
的
ノ
社
會
、
政
治
職
業
竝
ニ
商
業
上
ノ
團
体

（
マ
マ
）
及
機
關
ハ
解
消
セ
ラ
ル
ヘ
シ

理
論
上
竝
ニ
實
踐
上
ノ
軍
國
主
義
及
極
端
ナ
ル
國
家
主
義
（
軍
事
敎
訓
ヲ
含
ム
）
ハ
敎
育
制
度
ヨ
リ
除
去
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
嘗
テ
陸

海
軍
ノ
職
業
的
將
校
竝
ニ
下
士
官
タ
リ
シ
者
其
他
軍
國
主
義
竝
ニ
極
端
ナ
ル
國
家
主
義
ノ
代
表
人
物
タ
リ
シ
者
ハ
凡
テ
監
督
的
及

敎
育
的
地
位
ヨ
リ
排
除
セ
ラ
ル
ヘ
シ

二
、
戰
爭
犯
罪
人

最
高
司
令
官
又
ハ
適
當
ナ
ル
聯
合
國
機
關
ニ
ヨ
リ
戰
爭
犯
罪
人
ト
シ
テ
告
發
セ
ラ
レ
タ
ル
者
（
聯
合
國
俘
虜
又
ハ
其
ノ
國
民
ヲ
虐

待
セ
ル
廉
ニ
ヨ
リ
告
發
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ヲ
含
ム
）ハ
逮
捕
セ
ラ
レ
裁
判
ニ
付
サ
レ
有
罪
ノ
判
決
ア
リ
タ
ル
時
ハ
處
罰
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、

聯
合
國
中
ノ
他
ノ
國
ヨ
リ
其
ノ
國
民
ニ
對
ス
ル
犯
罪
ヲ
理
由
ニ
要
求
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
最
高
司
令
官
ニ
ヨ
リ
裁
判
ノ
爲
又
ハ
證
人

ト
シ
テ
或
ハ
其
他
ノ
理
由
ニ
依
リ
必
要
ト
セ
ラ
レ
サ
ル
限
リ
當
該
國
ニ
引
渡
シ
拘
禁
セ
ラ
ル
ヘ
シ

三
、
個
人
ノ
自
由
及
民
主
主
義
過
程
ヘ
ノ
冀
求
ノ
獎
勵

宗
教
的
信
仰
ノ
自
由
ハ
占
領
ト
共
ニ
直
ニ
宣
言
セ
ラ
ル
ヘ
シ
同
時
ニ
日
本
人
ニ
對
シ
極
端
ナ
ル
國
家
主
義
的
竝
ニ
軍
國
主
義
的
組

織
及
運
動
ハ
宗
教
ノ
外
被
ノ
蔭
ニ
隱
ル
ル
ヲ
得
サ
ル
旨
明
示
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、日
本
國
民
ハ
米
國
及
其
他
ノ
民
主
主
義
國
家
ノ
歷
史
、

制
度
、
文
化
及
成
果
ヲ
知
ル
機
會
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
且
ツ
其
ノ
事
ヲ
獎
勵
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
占
領
軍
人
員
ノ
日
本
人
ト
ノ
交
渉
ハ
所
要
ノ

限
度
ニ
於
テ
ノ
ミ
占
領
政
策
竝
ニ
占
領
目
的
ヲ
促
進
ス
ル
爲
統
制
セ
ラ
ル
ヘ
シ

集
會
及
公
開
言
論
ノ
權
利
ヲ
保
有
ス
ル
民
主
的
政
黨
ハ
獎
勵
セ
ラ
ル
ヘ
シ
但
シ
占
領
軍
ノ
安
全
ヲ
保
持
ス
ル
必
要
ニ
依
リ
制
限
セ
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ラ
ル
ヘ
シ

人
種
、
國
籍
、
信
敎
又
ハ
政
治
的
見
解
ヲ
理
由
ニ
差
別
待
遇
ヲ
規
定
ス
ル
法
律
、
命
令
及
規
則
ハ
廢
止
セ
ラ
ル
ヘ
シ
又
本
文
書
ニ

述
ヘ
ラ
レ
タ
ル
諸
目
的
竝
ニ
諸
政
策
ト
矛
盾
ス
ル
モ
ノ
ハ
廢
止
、
停
止
又
ハ
所
要
程
度
ニ
修
正
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
此
等
諸
法
規
ノ
實

施
ヲ
特
ニ
其
ノ
任
務
ト
ス
ル
諸
機
關
ハ
廢
止
又
ハ
適
宜
改
組
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
政
治
的
理
由
ニ
ヨ
リ
日
本
當
局
ニ
ヨ
リ
不
法
ニ
監
察

セ
ラ
レ
居
ル
者
ハ
釋
放
セ
ラ
ル
ヘ
シ

司
法
、
法
律
及
警
察
組
織
ハ
第
三
部
ノ
一
及
二
ニ
於
テ
揭
ケ
ラ
レ
タ
ル
諸
政
策
ニ
適
合
セ
シ
ム
ル
爲
出
來
得
ル
限
リ
速
ニ
改
革
セ

ラ
ル
ル
ヘ
ク
爾
後
個
人
ノ
自
由
竝
ニ
民
權
ヲ
保
護
ス
ル
樣
進
歩
的
ニ
指
導
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
四
部

經
濟　
　

省
略

○
五
大
改
革
指
令
（
７
）

　
　
　

十
月
十
一
日
幣
原
首
相
ニ
対
シ
表
明
セ
ル
「
マ
ク
ア
ー
サ
ー
」
意
見

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ
實
現
ニ
當
リ
テ
ハ
日
本
國
民
カ
數
世
紀
ニ
亘
リ
隷
屬
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
傳
統
的
社
會
秩
序
ハ
是
正
セ
ラ
ル
ル
ヲ

要
ス
右
ハ
疑
ヒ
モ
ナ
ク
憲
法
ノ
自
由
主
義
化
ヲ
包
含
ス
ヘ
シ

日
本
國
民
ハ
其
ノ
心
理
ヲ
事
實
上
奴
隷
化
ス
ル
日
常
生
活
ニ
關
シ
テ
ノ
有
ラ
ユ
ル
形
式
ニ
於
ケ
ル
政
府
ノ
秘
密
審
問
ヨ
リ
解
放
セ
ラ
レ

思
想
、
言
論
及
信
敎
ノ
自
由
ヲ
抑
壓
ス
ル
有
ラ
ユ
ル
形
式
ノ
統
制
ヨ
リ
解
放
セ
ラ
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
能
率
化
ノ
名
ヲ
籍
リ
又
ハ
其
ノ
必

要
ヲ
理
由
ト
シ
テ
爲
サ
ル
ル
國
民
ノ
組
織
化
ハ
政
府
ノ
如
何
ナ
ル
名
ニ
於
テ
爲
サ
ル
ル
モ
ノ
モ
一
切
廢
止
セ
ラ
ル
ル
ヲ
要
ス
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斯
ル
諸
要
求
ノ
履
行
及
諸
目
的
ノ
實
現
ノ
爲
日
本
ノ
社
會
制
度
ニ
對
ス
ル
下
記
ノ
諸
改
革
ヲ
日
本
社
會
ニ
同
化
シ
得
ル
限
リ
出
來
得
ル

限
リ
速
ニ
實
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
待
ス

一
、
参
政
權
ノ
賦
與
ニ
依
リ
日
本
ノ
婦
人
ヲ
解
放
ス
ル
コ
ト
―
婦
人
モ
國
家
ノ
一
員
ト
シ
テ
各
家
庭
ノ
福
祉
ニ
役
立
ツ
ヘ
キ
新
シ
キ
政

治
ノ
概
念
ヲ
齎
ス
ヘ
シ

ニ
、
勞
働
組
合
ノ
組
織
獎
励
―
以
テ
勞
働
ニ
威
嚴
ヲ
賦
與
シ
勞
働
者
階
級
カ
搾
取
ト
濫
用
ヨ
リ
己
レ
ヲ
擁
護
シ
生
活
程
度
ヲ
向
上
セ
シ

ム
ル
爲
大
ナ
ル
發
言
權
ヲ
與
へ
ラ
ル
ヘ
シ
、
之
ト
共
ニ
現
存
ス
ル
幼
年
勞
働
ノ
惡
弊
ヲ
是
正
ス
ル
爲
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
採
ル
コ
ト

三
、
學
校
ヲ
ヨ
リ
0

0

自
由
主
義
的
ナ
ル
敎
育
ノ
爲
開
校
ス
ル
コ
ト
―
以
テ
國
民
カ
事
實
ニ
基
礎
付
ケ
ラ
レ
タ
ル
知
識
ニ
依
リ
自
身
ノ
將
來

ノ
發
展
ヲ
形
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
政
府
カ
國
民
ノ
主
人
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
使
用
人
タ
ル
ノ
制
度
ヲ
理
解
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
解
答
ス
ル
ヲ
得

ヘ
シ

四
、
國
民
ヲ
秘
密
ノ
審
問
ノ
濫
用
ニ
依
リ
絶
エ
ス
恐
怖
ヲ
與
フ
ル
組
織
ヲ
撤
廢
ス
ル
コ
ト
―
故
ニ
專
制
的
恣
意
的
且
不
正
ナ
ル
手
段
ヨ

リ
國
民
ヲ
守
ル
正
義
ノ
制
度
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ

五
、
日
本
ノ
經
済
制
度
ヲ
民
主
主
義
化
シ
以
テ
所
得
竝
ニ
生
産
及
商
業
手
段
ノ
所
有
權
ヲ
葊
ク
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
保
障
ス
ル
方
法
ヲ
發

達
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
依
リ
獨
占
的
産
業
支
配
ヲ
是
正
ス
ル
コ
ト

刻
下
ノ
行
政
部
面
ニ
就
テ
ハ
國
民
ノ
住
宅
、
食
糧
、
衣
料
ノ
問
題
ニ
關
シ
政
府
カ
力
强
ク
且
迅
速
ナ
ル
行
動
ニ
出
テ
疫
病
、
疾
病
、

饑
餓
其
他
重
大
ナ
ル
社
会
的
政
局
ヲ
防
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
、
今
冬
ハ
危
機
タ
ル
ヘ
ク
來
ル
ヘ
キ
困
難
克
服
ノ
道
ハ
總
テ
ノ
人
々

ヲ
有
效
ナ
ル
仕
事
ニ
就
業
セ
シ
ム
ル
ノ
他
ナ
シ
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注
（
１
）
人
権
指
令
に
つ
い
て
、
国
立
国
会
図
書
館
の
電
子
展
示
会
「
日
本
国
憲
法
の
誕
生
」
用
語
解
説
・
略
語
一
覧
（
同
解
説
で
は
「
人
権
指
令
」

で
は
な
く
「
自
由
の
指
令
」
の
名
称
を
用
い
て
い
る
）
で
は
、
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
反
体
制
的
な
思
想
や
言
動
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
日
本
政
府
に
対
し
、
１
９
４
５
（
昭
和
２
０
）
年
１
０
月
４
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、

自
由
を
抑
圧
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
よ
う
命
じ
た
指
令
。
正
式
に
は『
政
治
的
、公
民
的
及
び
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
限
の
除
去
の
件（
覚
書
）』

と
い
う
。『
人
権
指
令
』
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
指
令
は
、
思
想
、
信
仰
、
集
会
及
び
言
論
の
自
由
を
制
限
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
法
令
の
廃
止
、

内
務
大
臣
・
特
高
警
察
職
員
ら
約
４
、０
０
０
名
の
罷
免
・
解
雇
、
政
治
犯
の
即
時
釈
放
、
特
高
の
廃
止
な
ど
を
命
じ
て
い
た
。
東
久
邇
宮
内

閣
は
こ
の
指
令
を
実
行
で
き
な
い
と
し
て
、
翌
５
日
に
総
辞
職
し
た
。
つ
ぎ
の
幣
原
内
閣
で
は
、
こ
の
指
令
に
基
づ
き
共
産
党
員
な
ど
政
治
犯

約
３
、０
０
０
人
を
釈
放
、
治
安
維
持
法
な
ど
15
の
法
律
・
法
令
を
廃
止
し
た
。」

（
２
）
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
））
１
０
頁

（
３
）
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
１
２
頁

（
４
）
鈴
木
俊
一
元
都
知
事
は
、「
内
務
省
の
中
で
は
、
終
戦
後
ま
ず
第
一
に
や
る
べ
き
こ
と
は
何
か
と
い
う
議
論
が
さ
れ
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
第
一
〇
条
を
受
諾
し
た
以
上
は
、『
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化
』
の
線
に
沿
っ
た
こ
と
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

選
挙
制
度
と
地
方
制
度
の
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。」（
鈴
木
俊
一
『
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
』
ぎ
ょ
う
せ
い
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
５
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
　

な
お
、
前
記
で
地
方
制
度
の
改
革
と
並
ん
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
選
挙
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
八
月
十
七
日
に
成
立
し
た
東
久
邇
内
閣
の

「
山
崎
巌
内
務
大
臣
は
、
新
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
は
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
が
絶
対
必
要
と
な
る
と
考
え
」（
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
二
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅳ
）』
１
頁
）
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
就
任
後
す
ぐ
に
法
改
正
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
。

　
　

改
正
法
案
（
主
な
改
正
内
容
は
、
大
選
挙
区
制
限
連
記
制
の
採
用
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
の
年
齢
引
下
げ
、
女
性
参
政
権
の
賦
与
、
選
挙
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運
動
制
限
の
緩
和
等
）
は
、
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
一
月
二
十
七
日
に
第
八
十
九
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
、
十
二
月
十
五
日
に
可
決

成
立
、
十
二
月
十
七
日
法
律
第
四
十
二
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
翌
日
の
十
八
日
に
衆
議
院
は
解
散
す
る
。
翌
十
九
日
に
閣
議
が
開
か
れ
、
昭
和

二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
一
月
二
十
二
日
に
総
選
挙
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
が
、突
然
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
総
選
挙
日
程
の
発
表
が
禁
止
さ
れ
、結
局
、

総
選
挙
は
、
第
一
次
公
職
追
放
へ
の
対
応
（
立
候
補
予
定
者
の
多
く
が
公
職
追
放
令
に
基
づ
く
公
職
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
）
が
一
定
程
度
進

む
ま
で
延
期
（
四
月
十
日
に
実
施
）
さ
れ
た
。

（
５
）
「
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集

第
１
巻

基
本
篇
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B17070032600

、
連

合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件
「
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
」
録

第
１
巻
（A'.1.0.0.2-4_001

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

　
　

な
お
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
５
頁
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、「
米
、
英
、
支
三
国
宣
言
」、「
米
、
英
、
華
三
国
宣
言
」
等
、

公
文
書
の
中
で
も
複
数
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
６
）
「
５
．
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
（
一
九
四
六
．
九
．
六
）
及
び
降
伏
後
の
日
本
軍
政
基
本
指
令
（
一
九
四
五
．

一
一
．
三
）
／
(1)
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針

昭
和
二
〇
．
九
．
六
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.

B18090039900

、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
関
係
一
件

経
緯
説
明
資
料
及
び
研
究
論
文

第
１
巻
（A'.1.0.0.1-6

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

（
７
）
「
27
．
10
月
11
日
幣
原
首
相
ニ
対
シ
表
明
セ
ル
「
マ
ク
ア
ー
サ
ー
」
意
見
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.

B18090006800

、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
関
係
一
件

第
３
巻
（
終
戦
関
係
調
書
）（A'.1.0.0.1

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
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第
一
章

第
一
次
地
方
制
度
改
革
―
東
京
都
制
等
の
改
正
―

　
　
　

一

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
け
る
東
京
の
区
の
制
度

　
　
　
　

東
京
都
制
の
改
正
を
見
て
い
く
前
に
、
そ
の
少
し
前
に
遡
っ
て
、
東
京
の
区
の
制
度
的
な
状
況
を
概
観
し
て
お
く
。

　
　
（
１
）
東
京
都
制
制
定
前

　
　

明
治
末
期
か
ら
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
東
京
都
制
制
定
ま
で
、
東
京
の
区
を
律
し
て
い
た
基
本
的
な
組
織
法
は
、
市

制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号

明
治
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
法
律
第
一
号
を
全
部
改
正
し
た
も
の
）
及

び
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
五
日
勅
令
第
二
百
四
十
四
号（
１
））
で
あ
る
。
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○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）

第
六
条

勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ノ
区
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事

務
ヲ
処
理
ス

（
第
二
項

省
略
）

第
八
十
条

第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
区
長
一
人
ヲ
置
キ
市
有
給
吏
員
ト
シ
市
長
之
ヲ
任
免
ス

（
第
二
項

省
略
）

第
八
十
六
条

前
数
条
ニ
定
ム
ル
者
ノ
外
第
六
条
及
第
八
十
二
条
第
三
項
ノ
市
ノ
区
ニ
必
要
ノ
市
有
給
吏
員
ヲ
置
キ
区
長
ノ
申
請
ニ
依

リ
市
長
之
ヲ
任
免
ス

②

前
項
吏
員
ノ
定
数
ハ
市
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム

○
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
二
日
勅
令
第
二
百
三
十
九
号
）

市
制
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

　
　

東

京

市

　
　

京

都

市

　
　

大

阪

市

○
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
五
日
勅
令
第
二
百
四
十
四
号
）
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第
一
条

市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
シ
テ
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
条

府
県
知
事
ハ
市
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
府
県
参
事
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
市
条
例
ヲ
設
定
シ
新
ニ
区
会
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

（
第
三
条
～
第
五
条

省
略
）

第
六
条

区
会
議
員
ハ
市
ノ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
第
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

③

議
員
ノ
定
数
ニ
異
動
ヲ
生
シ
タ
ル
為
解
任
ヲ
要
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
毎
級
各
別
ニ
区
長
抽
籤
シ
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
解
任
ヲ
要
ス
ル

等
級
ニ
欠
員
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
欠
員
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ヘ
シ

④

議
員
ノ
定
数
ニ
異
動
ヲ
生
シ
タ
ル
為
新
ニ
選
挙
セ
ラ
レ
タ
ル
議
員
ハ
総
選
挙
ニ
依
リ
選
挙
セ
ラ
レ
タ
ル
議
員
ノ
任
期
満
了
ノ
日
迄

在
任
ス

（
第
七
条
、
第
八
条

省
略
）

第
九
条

区
会
ノ
組
織
及
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
関
シ
テ
ハ
前
数
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
市
制
第
十
三
条
第
十
七
条
第
二
十
条
乃
至
第

二
十
六
条
第
二
十
八
条
乃
至
第
三
十
三
条
第
三
十
五
条
乃
至
第
三
十
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
区
会
議
員
ノ
定
数
ニ
付
テ
ハ
市
ハ

区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
市
条
例
ヲ
以
テ
特
ニ
之
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
条

区
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
シ
テ
ハ
市
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

②

区
長
ト
区
会
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
市
長
ト
市
会
ト
ノ
関
係
ニ
関
ス
ル
規
定
及
市
制
第
九
十
二
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
一
条

区
会
ヲ
設
ケ
サ
ル
区
ニ
於
テ
ハ
区
会
ノ
職
務
ハ
市
会
之
ヲ
行
フ

第
十
二
条

市
ハ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
区
ノ
営
造
物
ニ
関
シ
市
条
例
又
ハ
市
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

②

市
制
第
百
二
十
九
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス
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③

区
ハ
前
二
項
ノ
市
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ノ
営
造
物
ノ
使
用
ニ
付
使
用
料
ヲ
徴
収
シ
又
ハ
過
料
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト

キ
ハ
市
ハ
其
ノ
区
ニ
於
テ
特
ニ
賦
課
徴
収
ス
ル
市
税
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ヘ
シ

③

前
項
ノ
市
税
ニ
付
市
会
ノ
議
決
ス
ヘ
キ
事
項
ハ
区
会
之
ヲ
議
決
ス
但
シ
市
ノ
定
メ
タ
ル
制
限
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

④

市
制
第
九
十
八
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
ノ
負
担
ス
ル
費
用
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
四
条

前
数
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
区
ニ
関
シ
テ
ハ
市
制
第
百
十
四
条
第
百
十
五
条
第
百
三
十
条
第
二
項
乃
至
第
六
項
第

百
三
十
一
条
及
第
百
三
十
三
条
乃
至
第
百
四
十
三
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
第
百
三
十
条
第
三
項
ノ
市
参
事
会
ハ
区
会
、
第

百
四
十
一
条
第
二
項
ノ
名
誉
職
参
事
会
員
ハ
区
会
議
員
ト
ス

②

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
制
第
百
三
十
一
条
第
一
項
ヲ
準
用
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
ハ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
市
条
例
ヲ
定
メ
区
ヲ
シ

テ
手
数
料
ヲ
徴
収
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
条

区
ノ
監
督
ニ
付
テ
ハ
市
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

　
　

区
は
法
人
で
あ
り
、
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
第
十
三
条
（
後
に
、
市
制
町
村
制
施
行
令
（
大
正
十
五
年
六
月

二
十
四
日
勅
令
第
二
百
一
号
）第
七
十
条
に
移
行
）に
よ
り
、限
定
的
な
が
ら
実
質
的
な
課
税
権
を
有
す
る（「
区
に
属
す
る
市
税
」

と
い
わ
れ
た
。）
と
と
も
に
、
東
京
市
で
は
、
各
区
そ
れ
ぞ
れ
が
教
育
行
政
に
お
け
る
一
つ
の
学
区
と
し
て
教
育
財
産
を
保
有
・

管
理
し
、
教
育
事
務
は
区
の
主
要
な
事
務
と
な
っ
て
い
た
（
２
）。
東
京
市
の
区
に
お
け
る
教
育
事
務
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と

し
て
、
次
の
記
述
を
挙
げ
て
お
く
。
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「
学
区
の
制
度
は
区
の
制
度
と
共
存
し
て
区
政
を
形
作
っ
て
ゐ
る
。
学
区
は
地
方
学
事
通
則
に
依
つ
て
規
律
さ
れ
て
ゐ
る
所

で
あ
つ
て
、
其
の
第
一
条
第
一
項
に
於
て
『
市
町
村
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
教
育
事
務
ノ
為
之
ヲ
学
区
ニ
分
割
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
』
と
あ
り
、
其
の
第
二
条
に
於
て
『
学
区
カ
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ト
区
域
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
区
ニ
区
会

ノ
設
ア
ル
ト
キ
ハ
学
区
ニ
関
ス
ル
事
件
ハ
其
ノ
区
会
之
ヲ
議
決
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

』
と
あ
る
。
即
ち
学
区
は
地
方
制
度
上
区
と
は
別
箇
の
存
在

で
あ
る
が
、
東
京
市
の
学
区
の
如
く
其
の
区
と
区
域
を
同
じ
く
す
る
場
合
に
於
て
は
学
区
の
意
思
機
関
は
区
会
即
ち
区
の
意
思

機
関
を
以
て
之
に
充
つ
る
機
構
で
あ
る
。
又
学
区
の
費
用
負
担
に
付
て
も
第
三
条
第
一
項
に
於
て
『
学
区
ニ
於
テ
専
ラ
使
用
ス

ル
学
校
幼
稚
園
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
其
ノ
学
区
内
ニ
於
テ
市
税
ヲ
納
ム
ル
義
務
ア
ル
者
之
ヲ
負
担
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
』
と
あ
り
、
区
の
費
用
負

担
が
所
謂
区
に
属
す
る
市
税
と
し
て
区
内
に
於
て
市
税
を
納
む
る
義
務
あ
る
者
の
負
担
す
る
所
な
る
と
相
応
じ
て
ゐ
る
。
尚
学

区
の
費
用
負
担
を
市
に
於
て
統
制
し
得
る
為
に
第
三
条
第
二
項
に
於
て
『
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘

ラ
ズ
監
督
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
市
町
村
ニ
於
テ
其
ノ
費
用
ノ
一
部
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
』
と
規
定
せ
ら
れ
、
現
に
教
員
の
給

与
・
手
当
・
賞
与
等
の
所
謂
人
件
費
は
東
京
市
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
を
る
。

　
　

要
之
、
学
区
の
制
度
は
区
の
制
度
と
は
概
念
上
全
く
別
箇
の
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
市
に
関
す
る
限
り
其
の
区
域
に
於
て
、

其
の
意
思
機
関
に
於
て
、
其
の
費
用
負
担
に
於
て
等
、
両
者
は
合
一
し
て
ゐ
る
も
の
と
看
做
し
て
差
支
な
い
。
故
に
広
く
区
政

と
い
へ
ば
学
区
の
施
設
を
含
み
、
而
か
も
実
際
に
於
て
学
区
の
施
設
は
区
政
の
大
宗
を
成
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
区
の

予
算
総
額
の
三
分
の
二
以
上
を
占
む（
３
）。」

　
　

し
か
し
、「
昭
和
十
五
年
の
地
方
税
の
改
正
に
よ
つ
て
、『
区
に
属
す
る
市
税
』
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
（
４
）
区
は
課
税
権
を
失

い
、
つ
い
で
昭
和
十
六
年
に
は
、
国
民
学
校
制
度
の
実
施
に
際
し
て
、
国
民
学
校
及
び
青
年
学
校
に
つ
い
て
、
区
の
学
区
た
る

性
質
が
廃
さ
れ
て
か
ら
は
、
区
は
そ
の
財
源
の
七
割
を
市
の
財
政
交
付
金
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
区
平
均
予
算
は
約
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八
万
八
千
円
（
昭
和
十
七
年
度
当
初
予
算
）
と
い
う
貧
弱
な
状
態
と
な
り
、
仕
事
の
大
半
を
失
う
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
た
（
５
）。」

　
　

東
京
都
制
制
定
直
前
の
区
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
も
あ
る
。

　
　
「
都
制
施
行
前
の
状
態
に
就
て
見
れ
ば
、
旧
東
京
市
の
区
域
に
於
て
は
三
十
五
区
が
置
か
れ
、
其
の
財
産
及
び
営
造
物
に
関

す
る
事
務
そ
の
他
法
令
に
依
り
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
法
令
に
依
て
区
に
属
せ
し
め
ら
れ

た
事
務
は
な
く
、
又
区
に
は
課
税
権
も
起
債
権
も
独
立
の
立
法
権
も
認
め
ら
れ
ず
、
区
長
其
の
他
の
区
の
職
員
は
総
て
市
長
の

任
命
す
る
市
吏
員
で
あ
つ
て
、
区
の
権
能
は
極
め
て
狭
少
で
あ
つ
た
（
６
）。」

　
　

東
京
都
制
施
行
直
前
の
区
は
、
自
治
体
と
し
て
財
産
、
営
造
物
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
権
能
を
有
し
、
こ
れ
ら
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
外
、
国
や
東
京
府
の
委
任
に
よ
る
事
務
が
仕
事
の
多
く
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
東
京
都
制
の
制
定

　
　

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
一
月
、
政
府
は
第
八
十
一
回
帝
国
議
会
に
東
京
都
制
案
を
提
出
し
た
。
東
京
都
制
案
の
提
案
の

趣
旨
に
つ
い
て
、
湯
澤
三
千
男
内
務
大
臣
は
一
月
二
十
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。

○
国
務
大
臣
（
湯
澤
三
千
男
君
）（
０
２
７
）
只
今
上
程
ニ
相
成
リ
マ
シ
タ
東
京
都
制
案
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
其
ノ
提
案
ノ
理
由
並
ニ
法

案
中
主
要
ナ
ル
事
項
ノ
概
略
ヲ
御
説
明
申
上
ゲ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス

　
　

東
京
都
制
制
定
ノ
趣
旨
ト
致
シ
マ
ス
所
ハ
、
之
ヲ
要
約
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
凡
ソ
次
ノ
三
点
ニ
帰
着
ス
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
其
ノ
一
ツ

ハ
帝
都
タ
ル
東
京
ニ
真
ニ
其
ノ
国
家
的
性
格
ニ
適
応
致
シ
マ
シ
タ
確
固
タ
ル
体
制
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
二
ハ
帝
都
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ニ
於
ケ
ル
従
来
ノ
府
市
並
存
ノ
弊
ヲ
是
正
解
消
シ
、帝
都
一
般
行
政
ノ
一
元
的
ニ
シ
テ
強
力
ナ
ル
遂
行
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、

其
ノ
三
ハ
帝
都
行
政
ノ
運
営
ニ
付
キ
根
本
的
刷
新
ト
高
度
ノ
能
率
化
ト
ヲ
図
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス

惟
フ
ニ
我
ガ
東
京
ハ
内
地
人
口
ノ
約
一
割
ヲ
擁
ス
ル
国
内
無
類
ノ
巨
大
都
市
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
実
ニ
我
ガ
国
ノ
帝
都
ト

シ
テ
比
類
ナ
キ
国
家
的
意
義
ト
重
要
性
ト
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
更
ニ
今
日
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
大
東
亜
建
設
ノ
本
拠
ト
シ
テ
、
全

世
界
ニ
其
ノ
大
イ
ナ
ル
地
位
ヲ
示
ス
ニ
至
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
テ
之
ヲ
単
ナ
ル
一
地
方
都
市
乃
至
ハ
一
地
方
ト
シ
テ
経
営

致
シ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
根
本
的
ニ
其
ノ
性
格
ニ
適
応
セ
ヌ
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
宜
シ
ク
其
ノ
国
家
的
意
義
ト
性

格
ト
ニ
適
応
ス
ル
確
固
タ
ル
体
制
ヲ
確
立
ス
ベ
キ
デ
ア
リ
、
是
コ
ソ
大
東
亜
建
設
ノ
基
礎
ヲ
固
ウ
ス
ル
所
以
ノ
根
本
策
デ
ア
ル
ト
考

ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

飜
ツ
テ
帝
都
行
政
ノ
現
状
ヲ
見
マ
ス
ル
ノ
ニ
、
府
市
ノ
並
存
ハ
典
型
的
ナ
ル
二
重
機
構
ヲ
現
出
致
シ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
間
行

政
ノ
錯
雑
ト
不
統
一
ト
ヲ
来
シ
、
到
底
敏
活
強
力
ナ
ル
行
政
ノ
遂
行
ハ
望
ミ
得
ザ
ル
状
況
ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
時
局
下
緊
要
ナ

ル
諸
施
策
ハ
帝
都
ニ
於
テ
コ
ソ
最
モ
其
ノ
成
績
ヲ
揚
グ
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、常
ニ
之
ガ
遂
行
上
困
難
ヲ
伴
ヒ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、

此
ノ
点
ニ
根
本
ノ
原
因
ガ
存
ス
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
此
ノ
一
般
行
政
ニ
於
ケ
ル
機
構
ノ
弱
体
ハ
、
動
モ
ス
レ

バ
警
視
庁
ノ
負
担
ヲ
重
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
ツ
テ
居
ル
コ
ト
ハ
一
ツ
ノ
閑
却
シ
難
キ
事
実
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ク
ノ
如
ク
致
シ
マ
シ
テ
一

朝
非
常
ノ
事
態
ニ
直
面
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
帝
都
行
政
ノ
確
保
ハ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ

シ
テ
、
帝
都
ノ
重
要
性
ニ
鑑
ミ
、
洵
ニ
寒
心
ニ
堪
へ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
仍
テ
此
ノ
際
帝
都
ノ
一
般
行
政

ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
一
元
的
ニ
シ
テ
強
力
ナ
ル
行
政
機
構
ヲ
確
立
致
シ
、
凡
ユ
ル
場
面
ニ
対
応
シ
テ
、
帝
都
行
政
ノ
万
全
ヲ
期
ス
ル
コ

ト
ガ
頗
ル
緊
要
ナ
リ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
帝
都
行
政
ノ
新
機
構
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
従
来
ノ
東
京
市
政
ノ
実
績
等
ニ

深
ク
省
察
致
シ
マ
シ
テ
、
其
ノ
根
本
的
刷
新
ト
高
度
ノ
能
率
化
ト
ヲ
図
ル
ベ
キ
ハ
申
ス
マ
デ
モ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ク
シ
テ
帝
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都
行
政
ガ
真
ニ
全
国
、
否
全
東
亜
ノ
範
タ
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
切
ニ
冀
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
以
下
省
略
）

　
　

こ
の
後
、
東
京
都
制
案
は
、
衆
議
院
、
貴
族
院
で
の
審
議
を
経
て
、
同
年
三
月
十
日
、
貴
族
院
本
会
議
に
お
い
て
可
決
成
立

し
、
六
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
。

　
　
（
３
）
東
京
都
制
の
規
定

　
　

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
六
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
東
京
都
制
の
「
第
八
章

第
一
節

区
」
の
規
定
（
第
百
四
十
条
～

第
百
五
十
九
条
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

　
　
　

第
八
章

区
市
町
村

　
　
　
　

第
一
節

区

第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル

事
務
ヲ
処
理
ス

②

区
ノ
区
域
及
名
称
ハ
従
来
ノ
東
京
市
ノ
区
ノ
区
域
及
名
称
ニ
依
ル

第
百
四
十
一
条

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
都
長
官
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
内
務
大

臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
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②

都
ノ
境
界
変
更
ニ
伴
フ
区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

③

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ノ
場
合
ニ
於
テ
財
産
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
処
分
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
都
長
官

之
ヲ
定
ム
但
シ
前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
財
産
処
分
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

④

所
属
未
定
地
ヲ
都
ノ
区
域
ニ
編
入
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
所
属
ス
ベ
キ
区
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
テ
ハ
第
三
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
百
四
十
二
条

区
ノ
境
界
ニ
関
ス
ル
争
論
ハ
都
長
官
之
ヲ
裁
定
ス
其
ノ
裁
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ
内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

②

区
ノ
境
界
判
明
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
争
論
ナ
キ
ト
キ
ハ
都
長
官
之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ
其
ノ
決
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ

内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁
定
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
ハ
文
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
其
ノ
理
由
ヲ
附
シ
之
ヲ
関
係
区
市
町
村
ニ
交

付
ス
ベ
シ

④

都
ノ
境
界
ニ
渉
リ
テ
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
場
合
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
百
四
十
三
条

都
ハ
区
ノ
営
造
物
又
ハ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
都
条
例
又
ハ
都
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
都
条
例
ニ
付
テ
ハ
都
議
会
ニ
代
リ
テ
区
会
之
ヲ
議
決
ス

第
百
四
十
四
条

区
ニ
区
会
ヲ
置
ク

②

区
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

③

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　

十
五
人

二

人
口
十
五
万
以
上
二
十
五
万
未
満
ノ
区　
　

二
十
人
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三

人
口
二
十
五
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

④

議
員
ノ
定
数
ハ
総
選
挙
ヲ
行
フ
場
合
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
増
減
セ
ズ

第
百
四
十
五
条

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
都
公
民
ハ
総
テ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
但
シ
公
民
権
停
止
中
ノ
者
又
ハ
第
八
条
ノ
規
定

ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
百
四
十
六
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
都
公
民
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

在
職
ノ
検
事
、
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

③

選
挙
事
務
ニ
関
係
ア
ル
官
吏
及
吏
員
ハ
其
ノ
関
係
区
域
内
ニ
於
テ
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

④

都
ノ
官
吏
、
有
給
ノ
吏
員
其
ノ
他
ノ
職
員
ニ
シ
テ
在
職
中
ノ
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ト
相
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
四
十
七
条

区
会
議
員
ハ
都
ノ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
百
四
十
八
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
ハ
其
ノ
区
ニ
於
ケ
ル
都
議
会
議
員
選
挙
人
名
簿
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

第
百
四
十
九
条

第
五
十
九
条
ノ
規
定
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
百
五
十
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

二

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

三

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

四

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
都
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

　
　

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ



第一章　第一次地方制度改革―東京都制等の改正―

27

五

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

六

営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
都
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

七

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

八

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

第
百
五
十
一
条（
７
）

区
会
ハ
議
員
中
ヨ
リ
議
長
及
其
ノ
代
理
者
一
人
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

②

議
長
及
其
ノ
代
理
者
ノ
任
期
ハ
議
員
ノ
任
期
ニ
依
ル

第
百
五
十
二
条

区
長
ハ
区
ノ
事
務
及
都
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
区
内
ニ
関
ス
ル
都
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

②

区
長
ハ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ニ
委
任
シ
又
ハ
吏
員
ヲ
シ
テ
臨
時
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
三
条

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
財
産
及
経
費
ノ
管
理
並
ニ
区
域
ノ
変
更
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ズ
ル

コ
ト
ヲ
得

②

区
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ハ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
財
産
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
長
ヲ
シ
テ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
援
助
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
四
条

区
所
属
ノ
官
吏
ノ
区
行
政
ニ
関
ス
ル
職
務
関
係
ハ
本
法
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
国
ノ
行
政
ニ
関
ス
ル
其
ノ
職

務
関
係
ノ
例
ニ
依
ル

第
百
五
十
五
条

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
区
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
ニ
従
事
ス

②

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
及
府
県
其
ノ
他
ノ
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

第
百
五
十
六
条

区
ニ
区
出
納
吏
ヲ
置
キ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ノ
中
ニ
就
キ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ

②

区
出
納
吏
ハ
区
ノ
出
納
事
務
ヲ
掌
ル
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第
百
五
十
七
条

区
ハ
其
ノ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル

ト
キ
ハ
都
ハ
都
費
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ

第
百
五
十
八
条

区
ハ
第
一
次
ニ
於
テ
都
長
官
、
第
二
次
ニ
於
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
監
督
ス

第
百
五
十
九
条

本
法
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
会
議
員
ノ
選
挙
、
区
会
ノ
職
務
権
限
、
区
ノ
財
務
、
区
ノ
監
督
其
ノ
他
区
ニ
関
シ
必

要
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

　
　
（
４
）
東
京
都
制
に
お
け
る
区
制
度
の
概
要

　
　

先
に
掲
げ
た
東
京
都
制
案
の
提
案
趣
旨
説
明
（
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
一
月
二
十
九
日

衆
議
院
本
会
議
）
の
中
で
、

湯
澤
大
臣
は
区
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
。

○
国
務
大
臣
（
湯
澤
三
千
男
君
）（
０
２
７
）（
前
段
省
略
）

　
　

第
三
ハ
都
ノ
下
級
組
織
ニ
付
テ
デ
ア
リ
マ
ス
、
都
ノ
下
級
組
織
ハ
原
則
ト
シ
テ
区
ト
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
現
在
ノ
東
京
市

以
外
ノ
地
域
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
差
当
リ
概
ネ
従
来
ノ
如
ク
市
町
村
ヲ
存
続
セ
シ
メ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
是
等
ノ
地
域
ノ
実

情
上
、
洵
ニ
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
区
ノ
制
度
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
或
ハ
区
ノ
自
治
権
ヲ
此
ノ
際
大
イ
ニ
拡
充
ス

ベ
シ
ト
ノ
論
、
或
ハ
寧
ロ
自
治
区
ヲ
廃
シ
マ
シ
テ
、
是
ヲ
純
然
タ
ル
行
政
区
ト
ナ
ス
ベ
シ
ト
ス
ル
論
等
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、

今
次
都
制
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
所
謂
区
ノ
自
治
権
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
概
ネ
従
来
ノ
制
度
ニ
則
リ
マ
シ
テ
、
唯
都
条
例
ノ
定
ム
ル
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所
ニ
依
リ
都
ノ
事
務
ヲ
之
ニ
移
譲
シ
得
ル
ノ
途
ヲ
拓
イ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
惟
フ
ニ
所
謂
区
ノ
自
治
権
ヲ
拡
張
致
シ
、
都
ヲ
三
十
五

ノ
独
立
市
ニ
分
割
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
独
リ
都
民
生
活
ノ
実
情
ニ
即
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
都
行
政
ノ
統
一
ヲ
破
壊
シ
、
更
ニ
都

民
ノ
負
担
ヲ
区
々
ナ
ラ
シ
メ
、
決
シ
テ
適
当
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ル
モ
ノ
デ
ナ
イ
ト
信
ズ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
又
区
ノ
多

年
ノ
沿
革
ニ
鑑
ミ
マ
シ
テ
、
且
ツ
都
ト
下
級
隣
保
組
織
ト
ノ
間
、
簡
素
ナ
ル
自
治
体
ヲ
認
メ
テ
、
都
ノ
体
制
ニ
全
体
ト
シ
テ
ノ
調
和

ヲ
与
フ
ル
ノ
ヲ
必
要
ト
ス
ル
見
地
カ
ラ
見
テ
、
区
ヲ
純
然
タ
ル
行
政
区
ト
致
シ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
必
ズ
シ
モ
適
当
ノ
措
置
デ
ナ
イ
ト

考
ヘ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
区
会
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
其
ノ
職
務
権
限
等
ニ
照
応
シ
、
簡
素
ナ
ル
構
成
ト
ナ
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
ル
ガ
、
一
面
区
役
所
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
可
及
的
ニ
是
ガ
陣
容
ヲ
整
備
充
実
シ
、
第
一
線
機
関
ト
シ
テ
大
イ
ニ
其
ノ
機
能
ヲ
発
揮
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
期
シ
テ
居
リ
マ
ス
（
以
下
省
略
）

　
　

東
京
都
制
に
お
け
る
区
制
度
の
概
要
と
し
て
、
参
考
に
次
の
記
述
も
掲
げ
て
お
く
（
８
）。

　
　
「
東
京
都
制
に
よ
り
、
東
京
市
と
と
も
に
区
は
廃
止
せ
ら
れ
（
東
京
都
制
一
八
〇
）、
あ
ら
た
に
東
京
都
制
第
百
四
十
条
に
よ

り
、
従
来
の
区
域
及
び
名
称
に
よ
り
更
生
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
　

東
京
都
制
に
よ
る
区
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
市
制
第
六
条
の
市
の
区
と
し
て
の
旧
来
の
区
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
少
く
、

課
税
権
、
起
債
権
及
び
独
立
の
立
法
権
を
有
せ
ず
、
且
つ
そ
の
固
有
事
務
は
、
財
産
及
び
営
造
物
に
関
す
る
事
務
に
限
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
事
務
、
換
言
す
れ
ば
機
能
の
点
に
つ
い
て
、『
区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
其
ノ
財
産
及
営

造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
』
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
結
果
（
東
京
都
制

一
四
〇
）、
区
に
対
す
る
事
務
の
委
任
が
、
従
前
は
、
法
令
に
よ
る
こ
と
を
要
し
た
が
、
都
条
例
を
以
て
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

こ
と
は
、
重
大
な
変
革
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
区
に
独
立
の
財
政
上
の
権
能
が
認
め
ら
れ
ず
、
固
有
財
源
が
な
い
た
め
に
、
法
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令
で
事
務
を
委
任
し
て
も
結
局
都
の
負
担
と
な
る
の
で
、
都
に
お
い
て
費
用
の
財
源
を
も
併
せ
考
慮
し
て
、
条
例
で
委
任
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
及
び
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
都
行
政
の
統
一
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等

の
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
区
会
の
意
義
を
尊
重
し
て
、
従
来
必
置
の
機
関
で
な
か
つ
た
の
を
必
置
機
関
と
し
た

の
で
あ
る
。（
東
京
都
制
一
四
四
Ⅰ
Ⅱ
）（
但
し
、
そ
の
議
員
の
定
数
が
減
少
さ
れ
た
。）

　
　

右
の
外
、
区
会
の
権
限
は
、
従
来
区
に
関
す
る
事
件
の
す
べ
て
に
つ
い
て
議
決
権
を
有
し
て
い
た
（
概
括
列
挙
主
義
）
の
を

改
め
て
、
市
町
村
会
と
同
様
に
東
京
都
制
第
百
五
十
条
に
列
挙
す
る
事
項
に
限
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
外
（
制
限
列
挙
主
義
）、

区
長
は
国
の
官
吏
と
し
、
且
つ
区
長
の
外
、
区
に
官
吏
を
置
く
こ
と
と
せ
ら
れ
た
点
に
お
い
て
、
自
治
権
を
制
約
す
る
も
の
で

あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
変
化
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。（
東
京
都
官
制
三
六
）」

　
　

ま
た
、
区
会
が
必
置
機
関
と
さ
れ
た
理
由
は
、
次
の
と
お
り
説
明
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

　
　
「
区
は
狭
少
な
り
と
は
云
へ
固
有
の
自
治
権
能
を
も
つ
こ
と
、
明
治
初
年
以
来
七
十
余
年
の
長
き
に
亘
る
東
京
の
区
会
の
沿

革
、
都
の
第
一
線
機
関
た
る
区
の
行
政
は
こ
れ
を
都
民
に
緊
密
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
、
等
に
稽
へ
て
区
会

の
存
在
は
相
当
理
由
あ
る
も
の
と
認
め
、
上
述
の
如
く
今
回
は
こ
れ
を
区
に
必
ず
設
置
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
八
十
条

東
京
府
、
東
京
市
及
東
京
市
ノ
区
ハ
之
ヲ
廃
ス

○
東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）

第
三
十
六
条

各
区
ニ
区
長
ヲ
置
キ
書
記
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
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②

区
長
ハ
長
官
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ケ
法
律
命
令
ヲ
執
行
シ
部
内
ノ
行
政
事
務
ヲ
掌
理
シ
部
下
ノ
官
吏
ヲ
指
揮
監
督
ス

　
　

都
制
第
百
四
十
条
に
基
づ
く
都
条
例
に
よ
る
区
へ
の
事
務
の
委
任
は
、
戦
後
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
経
た
昭
和
二
十
二

年
四
月
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
東
京
都
制
第
九
十
五
条
及
び
東
京
都
官
制
第
七
条
に
基
づ
く
区
長
へ
の
機
関
委
任

は
、
東
京
都
制
の
施
行
と
同
時
に
実
施
さ
れ
た
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
九
十
五
条

都
長
官
ハ
都
行
政
ニ
関
シ
其
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
事
務
ノ
一
部
ヲ
都
ノ
官
吏
及
吏
員
ニ
委
任
シ
又
ハ
都
吏
員
ヲ
シ
テ
臨
時

代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

②

都
長
官
ハ
都
行
政
ニ
関
シ
其
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
事
務
ノ
一
部
ヲ
市
町
村
吏
員
ヲ
シ
テ
補
助
執
行
セ
シ
メ
又
ハ
之
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

○
東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）

第
七
条

長
官
ハ
其
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
事
務
ノ
一
部
ヲ
区
長
、
支
庁
長
、
警
察
署
長
又
ハ
市
町
村
長
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

○
東
京
都
区
長
委
任
条
項
（
昭
和
十
八
年
七
月
一
日
東
京
都
令
第
七
号
）

一

雇
傭
員
ノ
進
退
、
服
務
及
賞
罰
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
員
ノ
管
内
出
張
及
二
日
以
内
ノ
隣
接
県
下
ヘ
ノ
出
張
ニ
関
ス
ル
事
項

（
10
）（
11
）
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三

大
正
十
四
年
十
月
商
工
省
令
第
十
二
号
会
社
統
計
規
則
ニ
依
ル
会
社
票
、
昭
和
十
四
年
九
月
商
工
省
令
第
四
十
八
号
商
業
調
査
規

則
ニ
依
ル
調
査
票
、
昭
和
十
四
年
九
月
商
工
省
令
第
四
十
九
号
工
業
調
査
規
則
ニ
依
ル
調
査
票
、
昭
和
十
四
年
十
一
月
厚
生
省
令
第

三
十
八
号
労
務
動
態
調
査
規
則
ニ
依
ル
調
査
票
、
昭
和
十
五
年
十
月
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
国
民
職
業
能
力
申
告
令
第
二
条
第
六
号

ノ
要
申
告
者
ニ
対
ス
ル
申
告
ノ
特
例
ニ
関
ス
ル
申
告
票
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
農
林
省
令
第
百
十
一
号
農
林
水
産
業
調
査
規
則
ニ
依

ル
調
査
報
告
、
昭
和
十
六
年
一
月
農
林
省
令
第
九
号
農
林
省
所
管
重
要
物
資
現
在
高
調
査
規
則
ニ
依
ル
申
告
書
及
昭
和
十
六
年
二
月

商
工
省
令
第
七
号
商
工
省
所
管
重
要
物
資
現
在
高
調
査
規
則
ニ
依
ル
申
告
書
ノ
取
纏
ニ
関
ス
ル
事
項

四

国
費
及
都
費
ノ
支
払
ニ
関
ス
ル
事
項

五

令
達
シ
タ
ル
歳
出
予
算
執
行
ニ
関
ス
ル
事
項

六

指
名
入
札
資
格
者
ノ
決
定
ニ
関
ス
ル
事
項

七

保
管
金
、
保
存
物
及
供
託
物
証
書
ノ
出
納
並
ニ
預
託
ニ
関
ス
ル
事
項

八

入
札
保
証
金
ノ
取
扱
ニ
関
ス
ル
事
項

九

庁
舎
及
敷
地
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

十

官
有
地
ノ
枯
損
障
害
及
測
量
支
障
ノ
竹
木
伐
採
ニ
関
ス
ル
事
項

十
一

天
災
地
変
ニ
際
シ
公
益
ノ
為
必
要
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
官
有
地
ノ
竹
木
伐
採
ニ
関
ス
ル
事
項

十
二

官
有
地
拝
借
人
所
有
ノ
建
物
ヲ
売
却
、
譲
与
、
質
入
及
書
入
ス
ル
ト
キ
ノ
加
印
ニ
関
ス
ル
事
項

十
三

区
役
所
内
不
用
物
件
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
事
項

十
四

公
園
地
内
ノ
不
用
物
件
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
事
項

十
五

国
税
ノ
徴
収
ニ
関
ス
ル
事
項
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十
六

都
税
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
事
項

十
七

使
用
料
、
手
数
料
、
延
滞
金
、
延
滞
損
害
金
、
繰
替
費
、
償
還
金
、
弁
償
金
、
滞
納
処
分
費
、
過
料
、
過
怠
金
、
追
徴
金
及
納

付
金
ノ
徴
収
ニ
関
ス
ル
事
項

十
八

土
地
物
件
ノ
賃
貸
料
、
借
地
権
利
金
、
督
促
料
及
区
役
所
ニ
於
テ
処
分
シ
タ
ル
物
件
売
払
代
ノ
収
納
ニ
関
ス
ル
事
項

十
九

歳
入
金
滞
納
処
分
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十

明
治
四
十
年
四
月
法
律
第
三
十
四
号
及
昭
和
十
五
年
三
月
法
律
第
六
十
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
租
税
其
ノ
他
ノ
収
入
徴
収
処
分
嘱
託

ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
一

区
役
所
ニ
於
テ
収
入
シ
タ
ル
歳
入
金
ノ
当
該
年
度
出
納
閉
鎖
前
ノ
払
戻
ニ
関
ス
ル
事

項

二
十
二

区
役
所
ニ
於
テ
支
払
ヒ
タ
ル
歳
出
金
ノ
誤
払
、
過
渡
其
ノ
他
ノ
返
納
金
収
納
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
三

大
正
三
年
大
蔵
省
令
第
八
号
市
町
村
交
付
金
交
付
規
程
第
三
条
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
四

水
利
組
合
法
第
五
十
四
条
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
五

商
工
経
済
会
法
第
二
十
六
条
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
六

健
康
保
険
法
第
十
一
条
ノ
二
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
七

農
会
法
第
三
十
条
第
三
項
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
八

畜
産
組
合
法
第
十
三
条
第
一
項
ニ
関
ス
ル
事
項

二
十
九

水
産
会
法
第
二
十
六
条
第
二
項
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十

耕
地
整
理
法
第
七
十
九
条
第
一
項
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
一

都
営
住
宅
及
都
営
浴
場
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項
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三
十
二

住
宅
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
三

方
面
館
及
方
面
事
務
所
ノ
庁
舎
並
ニ
敷
地
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
四

方
面
事
業
其
ノ
他
要
保
護
者
ノ
保
護
救
済
及
教
化
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
五

乳
幼
児
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
六

賑
恤
救
済
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
七

東
京
都
方
面
館
使
用
条
例
ニ
依
ル
方
面
館
ノ
使
用
及
使
用
料
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
八

医
療
保
護
法
第
十
三
条
及
第
十
四
条
並
ニ
医
療
保
護
法
施
行
細
則
第
十
二
条
第
一
項
及
第
十
九
条
ニ
関
ス
ル
事
項

三
十
九

軍
事
援
護
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十

救
護
法
ニ
依
ル
救
護
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
一

少
年
救
護
法
第
十
三
条
及
第
十
四
条
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
二

母
子
保
護
法
ニ
依
ル
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
三

医
療
保
護
法
第
十
二
条
及
第
十
六
条
並
ニ
医
療
保
護
法
施
行
細
則
第
三
条
及
第
十
八
条
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
四

戦
時
災
害
保
護
法
第
二
章
救
助
ニ
関
ス
ル
事
項
中
左
ノ
事
項
ヲ
除
キ
タ
ル
事
項

イ

法
第
七
条
乃
至
第
十
条
及
第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
強
制
命
令
ノ
発
動

ロ

戦
時
災
害
保
護
法
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
限
度
ヲ
超
ユ
ル
救
助
費
ノ
支
出

ハ

仮
設
住
宅
ノ
建
設

ニ

被
服
又
ハ
寝
具
ノ
給
与

ホ

日
数
十
日
ヲ
超
ユ
ル
避
難
所
ノ
開
設
又
ハ
焚
出
若
ハ
食
品
ノ
給
与
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ヘ

金
銭
給
付
ニ
関
ス
ル
救
助

四
十
五

国
民
体
力
法
ニ
依
ル
体
力
検
査
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
六

伝
染
病
予
防
法
及
同
法
施
行
規
則
中
左
ノ
事
項
ヲ
除
キ
タ
ル
事
項

イ

伝
染
病
院
、
隔
離
所
及
消
毒
所
ニ
関
ス
ル
事
項

ロ

患
者
及
隔
離
者
ノ
送
致
並
ニ
貧
民
及
死
者
ノ
取
扱

ハ

消
毒
方
法
ノ
施
行

四
十
七

癩
病
者
及
其
ノ
同
伴
者
、
同
居
者
ノ
送
致
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
八

癩
病
ニ
関
ス
ル
報
告
並
ニ
救
護
中
死
亡
シ
タ
ル
者
ノ
仮
埋
葬
及
告
示
ニ
関
ス
ル
事
項

四
十
九

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
公
示
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十

清
澄
園
店
舗
向
住
宅
ノ
使
用
並
ニ
之
ニ
伴
フ
収
納
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
一

学
校
長
ノ
勤
務
地
域
外
居
住
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項
（
学
校
ト
ハ
公
立
ノ
幼
稚
園
、
国
民
学
校
、
国
民
夜
学
校
及
青
年
学
校
ヲ

謂
フ
以
下
同
ジ
）

五
十
二

学
校
職
員
赴
任
延
期
ノ
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
三

学
校
長
ノ
出
張
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
四

学
校
長
ノ
事
務
引
継
届
、
病
気
欠
勤
届
、
忌
引
届
及
休
業
中
旅
行
届
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
五

学
校
長
ノ
事
故
欠
勤
認
可
及
旅
行
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
六

学
校
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
七

学
校
設
備
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項
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五
十
八

学
校
事
務
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
事
項

五
十
九

学
校
ノ
建
設
及
造
修
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十

学
校
ノ
校
地
及
校
舎
ノ
登
記
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
一

学
校
ノ
授
業
料
及
保
育
料
ノ
徴
収
並
ニ
減
免
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
二

学
校
教
職
員
ノ
俸
給
、
加
俸
、
死
亡
賜
金
、
旅
費
其
ノ
他
ノ
諸
給
与
ノ
支
払
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
三

学
齢
児
童
及
青
年
学
校
義
務
就
学
者
ノ
就
学
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
四

神
職
除
服
達
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
五

郷
社
以
下
神
社
、
寺
院
及
教
会
ノ
修
理
願
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
式
内
及
国
史
所
載
ノ
神
社
並
ニ
公
園
地
ノ
社
寺
ヲ
除
ク

六
十
六

郷
社
以
下
神
社
並
ニ
寺
院
境
外
所
有
地
ノ
立
木
伐
採
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
時
価
五
百
円
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

六
十
七

社
寺
境
内
立
木
枝
葉
伐
採
願
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
八

寺
院
境
内
枯
損
木
竹
伐
採
願
ニ
関
ス
ル
事
項

六
十
九

寺
院
境
内
障
碍
木
竹
伐
採
願
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十

寺
院
境
内
三
十
日
以
内
使
用
願
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
一

郷
社
以
下
神
社
ニ
都
名
ヲ
以
テ
制
札
建
設
届
書
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
二

改
氏
名
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
三

士
族
家
督
相
続
延
期
願
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
四

諸
証
明
、
閲
覧
、
奥
書
、
奥
印
及
之
ニ
対
ス
ル
手
数
料
ノ
免
除
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
五

生
産
増
強
ニ
関
ス
ル
事
項



第一章　第一次地方制度改革―東京都制等の改正―

37

七
十
六

水
利
組
合
法
第
十
条
及
第
三
十
三
条
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
七

森
林
開
墾
願
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
八

茶
業
組
合
規
則
第
九
条
及
第
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

七
十
九

猟
区
ノ
管
理
及
之
ニ
伴
フ
収
納
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十

畜
産
組
合
法
第
十
七
条
及
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
一

砂
糖
配
給
統
制
規
則
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
業
務
上
砂
糖
ヲ
使
用
ス
ル
者
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
同
規
則
ニ
依
リ
商
工

大
臣
又
ハ
都
長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
ヲ
除
ク

八
十
二

砂
糖
配
給
統
制
規
則
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
指
定
シ
タ
ル
者
ニ
対
ス
ル
同
規
則
第
十
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
業
務
用
砂
糖

購
入
票
ノ
発
行
及
交
付
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
三

各
種
通
帳
又
ハ
切
符
類
ノ
交
付
事
務
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
四

公
園
地
及
都
有
地
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
五

共
同
物
揚
場
及
附
属
施
設
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
港
域
内
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク

八
十
六

児
童
遊
園
地
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
七

都
費
支
弁
ノ
地
先
及
横
切
下
水
ニ
自
費
覆
蓋
設
置
許
否
ニ
関
ス
ル
事
（
マ
マ
）

八
十
八

共
同
物
揚
場
占
用
保
証
金
及
都
有
地
貸
付
保
証
金
ノ
領
収
並
ニ
払
戻
ニ
関
ス
ル
事
項

八
十
九

受
益
者
負
担
金
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
事
項

九
十

道
路
、
河
川
、
在
来
下
水
渠
其
ノ
他
公
有
土
地
水
面
ノ
占
用
使
用
並
ニ
其
ノ
生
産
物
ノ
払
下
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
別
ニ
指
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
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九
十
一

道
路
、
橋
梁
、
河
川
、
水
路
、
堤
塘
、
濠
池
、
在
来
下
水
渠
、
土
揚
敷
、
排
水
場
、
水
門
、
樋
門
及
圦
樋
ノ
維
持
並
ニ
修
繕

ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
別
ニ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

九
十
二

堤
塘
敷
、
下
水
敷
、
土
揚
敷
及
認
定
外
道
路
敷
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
別
ニ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

九
十
三

堀
鑿
及
損
傷
道
路
ノ
復
旧
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
水
道
経
済
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

九
十
四

既
設
道
路
ノ
舗
装
ニ
関
ス
ル
事
項

九
十
五

街
路
照
明
ノ
維
持
並
ニ
修
繕
ニ
関
ス
ル
事
項

九
十
六

道
路
、
橋
梁
、
河
川
、
水
路
、
堤
塘
、
在
来
下
水
渠
及
土
揚
敷
ノ
自
費
工
事
並
ニ
委
託
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
別
ニ
指
定

シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

九
十
七

防
空
用
貯
水
槽
、
防
空
濠
（
マ
マ
「
壕
」
か
）
其
ノ
他
防
空
用
土
木
施
設
工
事
ノ
実
施
、
監
督
及
同
施
設
ノ
維
持
修
繕
ニ

関
ス
ル
事
項

九
十
八

都
ノ
収
入
ニ
属
ス
ル
公
有
土
地
水
面
占
使
用
料
並
ニ
生
産
物
払
下
代
金
ノ
徴
収
ニ
関
ス
ル
事
項

九
十
九

土
地
区
画
整
理
ノ
指
導
助
成
ニ
関
ス
ル
事
項

百

耕
地
整
理
ノ
指
導
助
成
ニ
関
ス
ル
事
項

百
一

農
地
助
成
改
良
事
業
ノ
指
導
助
成
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二

防
空
貸
付
ノ
配
給
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三

町
会
用
防
空
濠
（
マ
マ
「
壕
」
か
）
及
防
空
井
ノ
助
成
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四

市
街
地
建
築
物
法
施
行
規
則
第
百
四
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
但

シ
市
街
地
建
築
物
法
及
之
ニ
基
ク
命
令
ニ
依
リ
許
可
又
ハ
認
可
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
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イ

昭
和
七
年
六
月
警
視
庁
告
示
第
二
百
六
号
（
ニ
）
中
イ
乃
至
ホ
ニ
関
ス
ル
事
項

ロ

市
街
地
建
築
物
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
ニ
関
ス
ル
事
項

ハ

市
街
地
建
築
物
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
但
書
ニ
関
ス
ル
事
項

ニ

防
火
地
区
内
ニ
設
ク
ル
門
及
障
塀
ノ
類
ニ
シ
テ
高
四
メ
ー
ト
ル
ヲ
超
エ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
関
ス
ル
事
項

ホ

木
造
建
築
物
ノ
一
部
ヲ
市
街
地
建
築
物
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
三
号
ノ
構
造
ト
為
ス
モ
ノ
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
其
ノ
部
分

　
　

ノ
床
面
積
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
且
高
五
メ
ー
ト
ル
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

百
五

市
街
地
建
築
物
施
行
規
則
（
マ
マ
「
建
築
物
法
施
行
規
則
」
か
）
第
百
四
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
届
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六

防
空
建
築
規
則
第
二
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七

農
林
水
産
業
調
査
員
重
要
物
資
現
在
高
調
査
員
（
マ
マ
「
農
林
水
産
業
調
査
員
及
」
か
）
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八

区
役
所
ニ
於
ケ
ル
都
税
ノ
賦
課
徴
収
事
務
ニ
関
ス
ル
規
程
（
従
来
ノ
東
京
市
税
賦
課
徴
収
事
務
規
程
）
第
四
十
六
条
及
第
六
十

八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
滞
納
整
理
及
徴
収
嘱
託
並
ニ
昭
和
十
三
年
十
二
月
末
以
前
ニ
滞
納
ト
ナ
リ
タ
ル
負
担
金
使
用
料
等
ノ
滞
納
整
理

ニ
関
ス
ル
事
項

百
九

倶
楽
部
税
賦
課
資
料
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十

都
税
及
税
外
欠
損
処
分
審
査
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
一

母
子
保
護
法
施
行
規
則
第
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
費
用
徴
収
及
償
還
ニ
ス
（
マ
マ
「
ニ
関
ス
ル
」
か
）
事
項

百
十
二

児
童
虐
待
防
止
法
施
行
規
則
第
十
三
条
及
第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
三

児
童
虐
待
防
止
法
施
行
規
則
第
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
処
分
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
四

児
童
虐
待
防
止
法
施
行
規
則
第
三
条
及
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
届
書
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項
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百
十
五

児
童
虐
待
防
止
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
乃
至
第
七
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
六

少
年
教
護
法
施
行
細
則
第
二
十
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
調
書
提
出
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
七

少
年
教
護
法
施
行
細
則
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
繰
替
支
弁
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
八

教
護
法
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
第
二
十
七
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
費
用
徴
収
並
ニ
償
還
ニ
関
ス
ル
事
項

百
十
九

医
療
保
護
法
第
十
八
条
第
二
項
及
同
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
調
査
連
絡
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十

医
療
保
護
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
費
用
徴
収
及
償
還
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
一

結
核
予
防
法
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
消
毒
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
二

結
核
予
防
法
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
接
客
業
態
者
ニ
対
ス
ル
健
康
診
断
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
三
「
ト
ラ
ホ
ー
ム
」
予
防
法
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
接
客
業
態
者
ニ
対
ス
ル
検
診
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
四

貸
家
組
合
法
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
五

地
代
家
賃
統
制
令
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
六

妊
産
婦
手
帳
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
七

妊
産
婦
扶
助
規
程
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
八

死
屍
、
死
胎
解
剖
並
ニ
保
存
ノ
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
二
十
九

麻
薬
中
毒
者
ノ
救
護
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十

体
力
章
検
定
員
ノ
任
免
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
一

体
力
錬
成
委
員
設
置
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
二

融
和
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項
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百
三
十
三

協
和
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
四

移
植
民
ノ
宣
伝
奨
励
及
募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
五

戦
時
託
児
所
ノ
庁
舎
並
ニ
敷
地
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
六

戦
時
託
児
所
使
用
条
例
ニ
依
ル
託
児
保
育
並
ニ
使
用
料
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
七

妊
産
婦
ノ
指
導
委
託
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
八

宿
泊
所
、
一
泊
所
（
宿
泊
所
附
設
食
堂
ヲ
含
ム
）
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
三
十
九

労
務
者
住
宅
及
寄
宿
寮
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十

健
民
運
動
場
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十
一

学
校
職
員
ノ
応
召
其
ノ
他
諸
報
告
書
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十
二

学
校
職
員
（
幼
稚
園
職
員
ヲ
除
ク
）
ニ
係
ル
官
吏
服
務
紀
律
第
八
条
第
一
項
及
第
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ニ
関
ス
ル

事
項

百
四
十
三

幼
稚
園
職
員
ニ
係
ル
幼
稚
園
令
施
行
規
則
第
十
四
条
ノ
十
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十
四

公
立
学
校
職
員
ノ
進
退
並
ニ
服
務
ニ
関
ス
ル
規
程
第
二
十
五
条
乃
至
第
二
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
諸
届
処
理
其
ノ
他
学
校

職
員
ノ
服
務
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十
五

青
年
学
校
ノ
兼
任
（
判
任
待
遇
以
下
）
並
ニ
嘱
託
教
員
（
六
十
円
未
満
）
ノ
進
退
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
懲
戒
処
分
ヲ
除
ク

百
四
十
六

国
民
学
校
、
国
民
夜
間
学
校
准
訓
導
並
ニ
助
教
及
幼
稚
園
代
用
保
母
ノ
進
退
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
懲
戒
処
分
ヲ
除
ク

百
四
十
七

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
学
校
薬
剤
師
ノ
進
退
ニ
関
ス
ル
事
項

百
四
十
八

学
校
教
育
施
設
及
教
授
用
資
材
ノ
証
明
ニ
関
ス
ル
事
項
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百
四
十
九

学
校
教
員
、
保
母
ノ
検
定
手
数
料
及
免
許
状
手
数
料
ノ
調
定
並
ニ
収
入
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十

国
民
学
校
学
級
数
制
限
超
過
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
一

国
民
学
校
一
学
級
児
童
数
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
二

国
民
学
校
学
級
編
成
及
変
更
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
三

国
民
学
校
二
部
教
授
実
施
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
四

国
民
学
校
高
等
科
ノ
科
目
加
除
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
五

国
民
学
校
ノ
特
定
ノ
日
授
業
ヲ
行
ワ
ザ
ル
日
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
六

国
民
学
校
ノ
教
授
時
数
変
更
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
七

青
年
学
校
ノ
教
授
及
訓
練
日
時
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
八

青
年
学
校
使
用
教
科
書
ノ
報
告
並
ニ
開
申
書
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
五
十
九

私
立
青
年
学
校
設
置
社
団
（
法
人
ヲ
除
ク
）
代
表
者
変
更
及
曠
欠
届
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十

私
立
青
年
学
校
職
員
ノ
採
用
及
解
職
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
学
校
長
ヲ
除
ク

百
六
十
一

青
年
学
校
ニ
於
ケ
ル
講
習
会
開
催
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
二

私
立
青
年
学
校
学
則
変
更
ノ
開
申
書
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
三

学
齢
児
童
及
青
年
学
校
義
務
就
学
者
ノ
就
学
猶
予
並
ニ
免
除
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
四

国
民
学
校
及
青
年
学
校
ノ
校
外
教
授
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
五

幼
稚
園
三
歳
未
満
幼
児
ノ
入
園
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
六

幼
稚
園
休
職
員
ノ
給
与
停
止
ニ
関
ス
ル
事
項
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百
六
十
七

壮
丁
学
力
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

百
六
十
八

郷
社
以
下
神
社
ノ
神
職
候
補
者
ノ
推
薦
方
ヲ
氏
子
総
代
ニ
命
ズ
ル
事
項

百
六
十
九

社
寺
境
内
地
又
ハ
教
会
所
構
内
地
ニ
シ
テ
信
徒
休
憩
所
等
一
箇
年
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ノ
使
用
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十

寺
院
境
内
建
物
又
ハ
教
会
所
構
内
建
物
ノ
目
的
外
使
用
ニ
シ
テ
一
時
限
ノ
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
一

寺
院
境
内
建
物
又
ハ
教
会
所
構
内
建
物
ノ
用
途
変
更
認
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
二

企
業
許
可
令
第
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
報
告
徴
取
並
ニ
検
査
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
三

企
業
許
可
令
第
五
条
第
四
項
、
第
七
条
及
第
八
条
並
ニ
昭
和
十
七
年
商
工
省
告
示
第
百
五
十
七
号
及
昭
和
十
七
年
農
林
省

告
示
第
百
五
十
七
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
報
告
書
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
四

木
造
建
築
資
金
貸
付
条
例
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
各
区
商
工
信
用
組
合
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
五

農
畜
蚕
漁
業
団
体
ノ
予
算
認
可
及
役
員
選
任
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
六

産
業
組
合
法
第
六
十
条
ノ
二
農
村
負
債
整
理
組
合
法
第
二
十
四
条
及
漁
業
組
合
令
第
三
十
八
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
仮

理
事
選
任
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
七

産
業
組
合
法
施
行
細
則
第
九
条
、
第
十
四
条
及
負
債
整
理
組
合
法
（
マ
マ
「
農
村
負
債
整
理
組
合
法
」
か
）
施
行
細
則

第
五
条
、
第
七
条
、
第
十
八
条
並
ニ
漁
業
組
合
令
第
十
九
条
、
第
二
十
五
条
第
五
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
及
第

四
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
報
告
及
届
出
処
理
ニ
関
ス
ル
事
項

百
七
十
八

明
治
四
十
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
及
同
省
訓
令
第
一
号
（
第
八
条
ヲ
除
ク
）
ニ
依
ル
船
舶
検
査
並
ニ
鑑
札
下
附
ニ
関
ス

ル
事
項

百
七
十
九

登
録
屯
数
五
屯
未
満
ノ
船
舶
航
行
ノ
用
ニ
供
セ
ザ
ル
船
舶
及
櫓
櫂
ノ
ミ
ヲ
以
テ
運
行
ス
ル
船
舶
ノ
積
量
測
度
並
ニ
鑑
札
下



44

一　第二次世界大戦前における東京の区の制度

附
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十

漁
業
法
施
行
規
則
第
五
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
漁
業
鑑
札
ノ
下
附
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
一

個
人
及
業
務
用
燃
料
（
木
炭
、
薪
、
練
炭
）
ノ
需
要
量
申
請
書
ノ
取
纏
並
ニ
配
給
許
可
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
二

配
給
決
定
セ
ラ
レ
タ
ル
統
制
物
資
ノ
購
入
票
、
証
明
書
及
承
認
書
ノ
交
付
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
三

各
種
日
用
品
配
給
統
制
規
則
ニ
基
ク
検
査
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
四

度
量
衡
法
施
行
令
ニ
依
ル
計
量
ノ
取
締
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
五

転
廃
業
者
ノ
更
生
ニ
関
ス
ル
事
項

百
八
十
六

防
衛
施
設
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
別
ニ
指
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

百
八
十
七

防
空
従
事
者
扶
助
金
支
払
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　
　
　

附

則

①

本
令
中
第
百
七
号
乃
至
第
百
八
十
七
号
ノ
規
定
ハ
昭
和
十
八
年
八
月
一
日
ヨ
リ
其
ノ
他
ノ
部
分
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

②

明
治
三
十
九
年
四
月
東
京
府
令
第
二
十
七
号
東
京
市
区
長
委
任
条
項
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
廃
止
ス

　
　

注（
１
）
こ
の
勅
令
は
、
後
に
市
制
町
村
制
施
行
令
（
大
正
十
五
年
六
月
二
十
四
日
勅
令
第
二
百
一
号
）
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
同
施
行
令
の
第
八

章
と
し
て
概
ね
同
じ
内
容
で
規
定
し
直
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
当
時
に
お
け
る
学
区
制
の
根
拠
法
令
は
、
地
方
学
事
通
則
（
大
正
三
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
十
三
号
）
及
び
第
三
次
の
小
学
校
令
（
明
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治
三
十
三
年
八
月
二
十
日
勅
令
第
三
百
四
十
四
号
）
で
あ
る
。

（
３
）
中
島
賢
蔵
「
区
制
論
―
都
制
の
主
要
問
題

其
の
三
―
」
自
治
研
究
第
九
巻
第
七
号
（
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
）
２
８
頁
以
下

（
４
）
市
制
町
村
制
施
行
令
中
改
正
（
昭
和
十
五
年
四
月
一
日
勅
令
第
二
百
三
十
四
号
）（
公
布
日
施
行
）

第
七
十
条
第
二
項
中
「
其
ノ
区
ニ
於
テ
特
ニ
賦
課
徴
収
ス
ル
市
税
」
ヲ
「
市
費
」
ニ
改
メ
同
条
第
三
項
及
第
四
項
ヲ
削
ル

（
以
下
に
新
旧
条
文
を
対
照
）

〔
旧
条
文
〕

第
七
十
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
市

　
　

ハ
其
ノ
区
ニ
於
テ
特
ニ
賦
課
徴
収
ス
ル
市
税
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ

③

前
項
ノ
市
税
ニ
付
市
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
項
ハ
区
会
之
ヲ
議
決
ス
但
シ
市
ノ
定
メ
タ
ル
制
限
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

④

市
制
第
九
十
八
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
ノ
負
担
ス
ル
費
用
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

〔
新
条
文
〕

第
七
十
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
市

　
　

ハ
市
費
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ

（
５
）
金
丸
三
郎
『
地
方
自
治
法
精
義

下
巻
』
春
日
出
版
社
（
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
）
３
５
０
頁

（
６
）
加
藤
陽
三
『
東
京
都
制
概
説
』
良
書
普
及
会
（
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
）
１
３
０
頁

（
７
）
政
府
提
出
の
東
京
都
制
案
で
は
、
第
百
五
十
一
条
は
「
区
会
ハ
区
長
ヲ
以
テ
議
長
ト
ス
区
長
故
障
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
代
理
者
議
長
ノ
職
務

ヲ
代
理
ス
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
衆
議
院
に
お
い
て
「
区
会
ハ
議
員
中
ヨ
リ
議
長
及
其
ノ
代
理
者
一
人
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ
」
と
す
る
修
正
議
決
が

な
さ
れ
、
貴
族
院
で
も
衆
議
院
の
修
正
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。

（
８
）
金
丸
三
郎

前
掲
書

３
５
０
頁
以
下

（
９
）
加
藤
陽
三

前
掲
書

１
４
０
頁
以
下
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（
10
）
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
東
京
都
制
の
施
行
と
同
時
に
定
め
ら
れ
た
東
京
都
区
長
委
任
条
項
は
、
そ
の
後
、
何
度
も
改
正
を
重
ね

（
数
多
く
の
改
正
の
う
ち
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
は
廃
止
・
制
定
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
、

二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
、
四
十
（
一
九
六
五
）
年
及
び
五
十
（
一
九
七
五
）
年
は
全
部
改
正
）、
平
成
十
（（
一
九
九
八
））
年
の
地
方
自
治

法
改
正
（
平
成
十
年
五
月
八
日
法
律
第
五
十
四
号
）
を
受
け
、
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

（
11
）
区
長
委
任
の
規
定
を
遡
る
と
、
郡
区
町
村
編
制
法
が
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
七
月
に
公
布
さ
れ
、
そ
の
同
じ
年
の
十
二
月
、
東
京
府

知
事
か
ら
布
達
甲
第
七
十
四
号
（
及
び
達
乙
第
四
十
八
号
）
が
発
せ
ら
れ
、
郡
区
長
に
対
し
二
十
六
項
目
の
事
務
が
委
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

甲
第
七
十
四
号
は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
全
部
改
正
さ
れ
（
明
治
十
九
年
九
月
二
十
七
日
東
京
府
令
第
二
十
二
号
）、
委
任
項
目
は

十
三
項
目
に
整
理
さ
れ
た
。

　
　

明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
九
月
三
十
日
を
以
て
市
制
特
例
が
廃
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
の

東
京
府
令
第
二
十
二
号
は
廃
止
さ
れ
（
明
治
三
十
一
年
十
月
七
日
東
京
府
令
第
八
十
号
）、
改
め
て
、
東
京
府
知
事
か
ら
東
京
市
の
区
長
に
対

し
十
五
項
目
の
事
務
が
委
任
さ
れ
た
（
明
治
三
十
一
年
十
月
七
日
東
京
府
令
第
八
十
二
号
）。
そ
の
後
何
度
か
の
改
正
（
明
治
三
十
九
（
一
九

○
六
）
年
に
は
全
部
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
改
正
以
降
、「
東
京
市
区
長
委
任
条
項
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
）
を
経
て
、
昭
和

十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
東
京
都
区
長
委
任
条
項
の
制
定
に
伴
い
、
東
京
市
区
長
委
任
条
項
は
廃
止
さ
れ
た
。

　
　

参
考
に
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
全
部
改
正
時
の
府
令
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

○
明
治
三
十
九
年
四
月
二
十
六
日
東
京
府
令
第
二
十
七
号

一
、
死
体
患
部
解
剖
願
ノ
件

二
、
官
有
地
ノ
枯
損
障
害
及
測
量
支
障
ノ
竹
木
伐
採
ノ
件

三
、
天
災
地
変
ニ
際
シ
公
益
ノ
為
メ
必
要
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
官
有
地
ノ
竹
木
伐
採
ノ
件

四
、
官
有
地
拝
借
人
所
有
ノ
建
物
ヲ
売
却
譲
与
質
入
書
入
ス
ル
ト
キ
加
印
ノ
件

五
、
私
設
道
路
ノ
新
設
変
更
修
理
廃
止
使
用
及
建
設
物
埋
設
物
ニ
関
ス
ル
願
ノ
件

六
、
涼
台
、
桟
橋
、
足
代
等
ノ
水
上
建
設
物
（
河
川
法
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ニ
関
ス
ル
願
ノ
件

七
、
郷
社
以
下
神
社
及
寺
院
（
式
内
及
国
史
現
在
ノ
神
社
公
園
地
ノ
社
寺
ヲ
除
ク
）
修
理
願
ノ
件
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八
、
社
寺
境
外
持
添
山
林
雑
木
伐
採
願
ノ
件

九
、
社
寺
境
内
立
木
枝
葉
伐
採
願
ノ
件

十
、
社
寺
境
内
枯
損
木
竹
伐
採
願
ノ
件

十
一
、
社
寺
境
内
三
十
日
以
内
使
用
願
ノ
件

十
二
、
神
職
候
補
者
ノ
推
薦
方
ヲ
氏
子
総
代
ニ
命
ス
ル
件

十
三
、
改
氏
名
願
ノ
件

十
四
、
士
族
家
督
相
続
延
期
願
ノ
件

な
お
、
前
記
の
東
京
府
か
ら
の
委
任
の
外
、
件
数
は
少
な
い
が
、
東
京
市
か
ら
も
そ
の
時
々
に
応
じ
て
委
任
が
行
わ
れ
て
い
た
。
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二

憲
法
改
正
と
地
方
制
度
改
革
関
連
法
案
の
帝
国
議
会
へ
の
提
出

　
　

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
二
月
十
三
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
作
成
し
た
憲
法
改
正
案
を
我
が
国
政
府
に
手
交
し
た
。

政
府
は
こ
れ
を
受
け
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
折
衝
を
重
ね
、
三
月
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
憲
法
改
正
草
案
が
確
定
す
る
。
翌
六
日
、
政
府

は
、
こ
の
案
を
憲
法
改
正
草
案
要
綱
と
し
て
発
表
し
た
。

○
憲
法
改
正
草
案
要
綱
（「
第
八
章

地
方
自
治
」
を
抜
粋（
１
））

第
八
十
八

地
方
公
共
団
体
ノ
組
織
及
運
営
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
地
方
自
治
ノ
本
旨
ニ
基
キ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
キ
コ
ト

第
八
十
九

地
方
公
共
団
体
ニ
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
議
事
機
関
ト
シ
テ
議
会
ヲ
設
ク
ベ
キ
コ
ト

地
方
公
共
団
体
ノ
長
、
其
ノ
議
会
ノ
議
員
及
法
律
ノ
定
ム
ル
其
ノ
他
ノ
吏
員
ハ
当
該
地
方
公
共
団
体
ノ
住
民
ニ
於
テ
直
接
之
ヲ
選
挙

ス
ベ
キ
コ
ト

第
九
十

地
方
公
共
団
体
ハ
其
ノ
財
産
ヲ
管
理
シ
、
行
政
ヲ
執
行
シ
及
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
ノ
権
能
ヲ
有
シ
、
且
法
律
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ

条
例
ヲ
制
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト

第
九
十
一

一
ノ
公
共
団
体
ニ
ノ
ミ
適
用
ア
ル
特
別
法
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当
該
地
方
公
共
団
体
ノ
住
民
多
数
ノ
承
認
ヲ
得
ル

ニ
非
ザ
レ
バ
国
会
之
ヲ
制
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
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な
お
、こ
の
憲
法
改
正
草
案
要
綱
に
先
立
ち
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
二
月
十
三
日
に
政
府
に
示
し
た
草
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（「
第

八
章

地
方
自
治
」
を
抜
粋（
２
））

第
八
十
六
条

府
県
知
事
、
市
長
、
町
長
、
徴
税
権
ヲ
有
ス
ル
其
ノ
他
ノ
一
切
ノ
下
級
自
治
体
及
法
人
、
府
県
及
地
方
議
会
並
ニ
国
会

ノ
定
ム
ル
其
ノ
他
ノ
府
県
及
地
方
役
員
ハ
夫
レ
夫
レ
其
ノ
社
会
内
ニ
於
テ
直
接
普
遍
選
挙
ニ
依
リ
選
挙
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
八
十
七
条

首
都
地
方
、
市
及
町
ノ
住
民
ハ
彼
等
ノ
財
産
、
事
務
及
政
治
ヲ
処
理
シ
並
ニ
国
会
ノ
制
定
ス
ル
法
律
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ

彼
等
自
身
ノ
憲
章
ヲ
作
成
ス
ル
権
利
ヲ
奪
ハ
ル
ル
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
シ

第
八
十
八
条

国
会
ハ
一
般
法
律
ノ
適
用
セ
ラ
レ
得
ル
首
都
地
方
、
市
又
ハ
町
ニ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
地
方
的
又
ハ
特
別
ノ
法
律
ヲ
通
過

ス
ヘ
カ
ラ
ス
但
シ
右
社
会
ノ
選
挙
民
ノ
大
多
数
ノ
受
諾
ヲ
条
件
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

　
　

こ
の
要
綱
は
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
は
す
べ
て
住
民
が
直
接
選
挙
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、「
憲
法
改
正

草
案
要
綱
が
発
表
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
、（
中
略
）
内
務
省
に
対
し
、
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
及
び
府
県
知
事
の
公
選

制
度
を
実
現
す
る
た
め
の
地
方
制
度
改
正
案
を
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
て
き
た
（
３
）」。

　
　

当
時
、
市
町
村
長
に
つ
い
て
は
、
地
方
議
会
の
選
挙
に
よ
る
間
接
公
選
制
の
実
績
が
積
ま
れ
て
い
た
（
４
）が
、
地
方
長
官
（
東
京

都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
及
び
府
県
知
事
）
は
明
治
以
来
一
貫
し
て
国
の
機
関
と
さ
れ
、
常
に
政
府
が
任
命
し
て
き
た
（
５
）。
ま
た
、

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
月
に
内
務
大
臣
に
就
任
し
た
堀
切
善
次
郎
内
相
は
知
事
公
選
に
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
公

選
論
は
あ
く
ま
で
議
会
に
よ
る
間
接
公
選
制
で
あ
っ
た
（
６
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
で
「
内
務
省
当
局
が
考
え
て
い
た
公
選
の
態
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様
は
間
接
選
挙
制
で
あ
っ
て
、
直
接
選
挙
制
は
、
内
務
省
内
で
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
（
７
）」。

　
　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
内
務
省
と
し
て
は
、
市
町
村
長
の
選
任
方
法
と
し
て
既
に
経
験
済
み
で
あ
る
地
方
議
会
に
お
け
る

間
接
選
挙
の
方
法
を
、
地
方
長
官
に
つ
い
て
も
採
用
し
得
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
、
連
合
国
総
司
令
部
と
折
衝
を
重
ね
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
間
接
選
挙
の
構
想
は
、
連
合
国
総
司
令
部
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
（
８
）」。

　
　

政
府
は
、
首
長
の
直
接
選
挙
制
を
含
む
大
幅
な
地
方
制
度
改
革
を
行
う
こ
と
と
し
（
９
）、
審
議
中
の
新
憲
法
案
が
成
立
す
る
よ

り
も
先
に
地
方
制
度
改
革
を
行
う
べ
き
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
折
衝
を
重
ね
つ
つ
地
方
制
度
四
法
の
改
正
作
業
を
進
め
、
昭
和

二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
七
月
二
日
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
（
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
六
月
二
十
日
～
十
月
十
一
日
）

に
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
等
四
法
案
を
提
出
す
る
。

　
　

な
お
、
新
憲
法
の
成
立
よ
り
も
地
方
制
度
改
革
を
先
行
さ
せ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
こ
の
戦
後
第
一
回
目
の
地
方
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
憲
法
改
正
を
ま
ず
行
っ
た
後
に
地
方
制
度
の
改
革
を
す
べ
き
か
、

憲
法
改
正
に
先
ん
じ
て
地
方
制
度
改
革
を
行
う
べ
き
か
、
閣
議
に
お
い
て
論
議
さ
れ
た
。
内
務
省
は
、
地
方
制
度
改
革
に
積
極

的
な
立
場
に
立
ち
、
明
治
時
代
に
旧
憲
法
制
定
に
先
ん
じ
て
地
方
制
度
の
整
備
を
図
っ
た
先
例
に
学
び
、
憲
法
改
正
よ
り
先
に

地
方
制
度
改
革
を
行
う
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。」

　
　

東
京
都
制
改
正
の
詳
細
は
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
全
体
の
大
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

住
民
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
を
拡
充

２

都
道
長
官
・
府
県
知
事
・
市
町
村
長
の
公
選

３

議
会
の
権
限
強
化

４

議
会
の
解
散
権
を
長
に
付
与

（
10
）（

11
）
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５

選
挙
管
理
委
員
会
・
監
査
委
員
の
制
度
の
創
設

６

直
接
請
求
制
度
の
創
設

７

市
町
村
に
対
す
る
許
認
可
事
項
の
大
幅
整
理

　
　
　
　

注（
１
）
「
憲
法
改
正
案
要
綱
第
１
～
第
９
５
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.A17110904400

幣
原
内
閣
閣
議
決
定

綴
（
そ
の
４
）
昭
和
２
１
年
２
月
１
６
日
～
３
月
３
０
日
（
国
立
公
文
書
館
）

（
２
）
「（
題
名
な
し
）／
分
割
２
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B17070081400

帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件

憲

法
改
正
草
案
要
綱
関
係
（A'.3.0.0.2-1

）（
外
務
省
外
交
資
料
館
）

（
３
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
７
１
頁
以
下

（
４
）
市
長
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
七
月
か
ら
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
五
月
ま
で
、
市
会
で
選
挙
す
る
間
接
公
選

制
度
が
採
ら
れ
て
い
た（
大
正
十
五（
一
九
二
六
）年
の
市
制
改
正（
法
律
第
七
十
四
号
）に
よ
り
第
七
十
三
条
第
二
項
、昭
和
四（
一
九
二
九
）

年
の
市
制
改
正（
法
律
第
五
十
六
号
）に
よ
り
第
七
十
三
条
第
三
項
。
昭
和
十
八（
一
九
四
三
）年
の
市
制
改
正（
法
律
第
八
十
号
）に
よ
り
、

市
会
の
推
薦
に
よ
り
内
務
大
臣
の
選
任
へ
）。
ま
た
町
村
長
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
四
月
の
町
村
制
施
行
以
降
戦

後
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
至
る
ま
で
、
町
村
会
で
選
挙
す
る
間
接
公
選
制
と
な
っ
て
い
た
（
町
村
制
（
明
治
二
十
一
年
四
月
二
十
五

日
法
律
第
一
号
）第
五
十
三
条
第
一
項
、明
治
四
十
四（
一
九
一
一
）年
の
町
村
制
改
正（
法
律
第
六
十
九
号
）に
よ
り
第
六
十
三
条
第
一
項
）。

（
５
）
地
方
官
官
制
（
明
治
十
九
年
七
月
二
十
日
勅
令
第
五
十
四
号
）
第
二
条

北
海
道
庁
官
制
（
明
治
十
九
年
一
月
二
十
七
日
内
閣
達
第
六
号
）
第
七
条
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東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）
第
一
条

地
方
官
官
制
及
び
北
海
道
庁
官
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
改
正
に
よ
り
条
番
号
は
動
い
て
い
る
が
、
国
の
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
６
）
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
）
７

頁
以
下

鈴
木
俊
一
元
都
知
事
も
、
堀
切
内
相
が
間
接
選
挙
に
よ
る
知
事
公
選
に
前
向
き
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。（
鈴
木
俊
一
『
鈴
木

俊
一
著
作
集

別
巻
』
良
書
普
及
会
（
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
）
１
６
６
頁
）

（
７
）
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
８
頁

（
８
）
前
掲
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
７
２
頁
以
下

（
９
）
「
知
事
の
公
選
制
は
別
と
し
て
、
そ
の
外
の
点
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
大
村
内
相
、
郡
地
方
局
長
等
当
時
の
内
務
省
当
局
は
積
極
的

な
意
欲
を
持
っ
て
い
た
」（
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
３
７
頁
）
と
い
う
。

（
10
）
前
掲
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
７
４
頁

（
11
）
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」
よ
り
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三

第
九
十
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議
経
過
の
概
要

　
　

改
正
法
案
は
、
審
議
の
途
中
、
不
満
を
示
す
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
数
多
く
の
修
正
意
見
を
受
け
た
。
修
正
意
見
は
、
七
月
末
か
ら
八

月
に
か
け
て
数
次
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
、
全
部
で
百
四
十
三
項
目
に
及
ん
で
い
る
（
１
）。
こ
れ
に
対
し
、「
政
府
は
、
次
の
国
会
に

必
ず
こ
れ
ら
（
編
者
注:
市
町
村
の
自
治
権
を
更
に
拡
大
す
る
こ
と
、
地
方
議
会
の
権
限
を
一
層
拡
張
す
る
こ
と
、
中
央
官
庁

の
地
方
に
対
す
る
監
督
権
を
整
理
す
る
こ
と
等
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
要
求
）
の
改
正
項
目
を
織
り
込
ん
だ
改
正
案
を
提
出
す
る
旨
及
び

国
会
自
体
も
そ
の
旨
を
附
帯
決
議
で
明
ら
か
に
す
る
旨
を
連
合
国
総
司
令
部
に
約
束
し
、
そ
の
了
解
を
得
た（
２
）」。

　
　

改
正
法
は
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
九
月
二
十
日
に
貴
族
院
で
可
決
成
立
し
、
同
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
～

二
十
九
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（
３
）。

　
　

改
正
法
案
の
審
議
経
過
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

･

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
七
月
二
日

政
府
が
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
、
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
に
提

出
・
七
月
五
日

衆
議
院
本
会
議

四
法
案
の
提
案
理
由
及
び
主
要
事
項
の
概
略
を
説
明

・
七
月
六
日

衆
議
院
本
会
議

質
疑
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・
七
月
九
日

衆
議
院
本
会
議

質
疑
を
行
い
、
委
員
会
へ
の
付
託
を
決
定

・
七
月
十
日
～
八
月
三
十
日

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
委
員
会

質
疑
を
行
い
、
共
同
修
正
案
及
び
付

帯
決
議
案
を
決
定

・
八
月
三
十
一
日

衆
議
院
本
会
議

委
員
長
の
報
告
ど
お
り
決
定
し
、
貴
族
院
に
送
付

・
九
月
三
日

貴
族
院
本
会
議

四
法
案
の
提
案
理
由
、
主
要
事
項
の
概
略
及
び
衆
議
院
の
修
正
を
説
明
し
、
質
疑
の
後
、
特

別
委
員
会
へ
の
付
託
を
決
定

・
九
月
四
日
～
九
月
十
八
日

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
特
別
委
員
会

質
疑
を
行
い
、
衆
議
院
修
正
案
の
と
お

り
可
決

・
九
月
二
十
日

貴
族
院
本
会
議

委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決

　
　

注
（
１
）
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
「
戦
後
自
治
史
」
第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
）
５
９
頁
以
下
）。

な
お
、
修
正
意
見
の
う
ち
、
東
京
都
の
区
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
章
四
（
２
）（
６
５
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
７
５
頁

（
３
）
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
修
正
意
見
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
鈴
木
俊
一
元
都
知
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
四
一
項
目
を
受
け
入
れ
て
、
国
会
修

正
の
形
を
と
っ
た
。
追
加
さ
れ
た
四
一
項
目
の
内
訳
は
、
国
民
権
利
関
係
七
、
議
員
選
挙
九
、
区
長
公
選
等
二
五
項
目
で
あ
っ
た
。」（
鈴
木
俊

一
『
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
』
ぎ
ょ
う
せ
い
（
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
）
２
７
頁
）。
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四

第
九
十
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議

　
　
（
１
）
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
　

政
府
提
出
法
案
に
お
け
る
改
正
後
の
条
文
（
第
百
四
十
条
～
第
百
五
十
九
条
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
１
）
。
な
お
改
正
箇
所

に
は
傍
線
を
付
し
た
。

　
　
　

第
八
章

区
市
町
村

　
　
　
　

第
一
節

区

　
　
　
　
　

第
一
款

区
及
其
ノ
区
域

第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル

事
務
ヲ
処
理
ス

②

区
ノ
区
域
及
名
称
ハ
従
来
ノ
東
京
市
ノ
区
ノ
区
域
及
名
称
ニ
依
ル

第
百
四
十
一
条

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
都
長
官
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
内
務
大
臣
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ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム

②

都
ノ
境
界
変
更
ニ
伴
フ
区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

③

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ノ
場
合
ニ
於
テ
財
産
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
処
分
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
都
長
官
之

ヲ
定
ム
但
シ
前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
財
産
処
分
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

④

所
属
未
定
地
ヲ
都
ノ
区
域
ニ
編
入
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
所
属
ス
ベ
キ
区
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
テ
ハ
第
三
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
百
四
十
二
条

区
ノ
境
界
ニ
関
ス
ル
争
論
ハ
都
長
官
之
ヲ
裁
定
ス
其
ノ
裁
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ
内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

②

区
ノ
境
界
判
明
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
争
論
ナ
キ
ト
キ
ハ
都
長
官
之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ
其
ノ
決
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ

内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁
定
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
ハ
文
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
其
ノ
理
由
ヲ
附
シ
之
ヲ
関
係
区
市
町
村
ニ
交

付
ス
ベ
シ

④

都
ノ
境
界
ニ
渉
リ
テ
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
場
合
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

　
　
　
　
　

第
二
款

区
住
民
及
其
ノ
権
利
義
務

第
百
四
十
二
条
ノ
二

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
都
住
民
ハ
其
ノ
区
住
民
ト
ス

②

区
住
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
営
造
物
ヲ
共
用
ス
ル
権
利
ヲ
有
シ
区
ノ
負
担
ヲ
分
任
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

第
百
四
十
二
条
ノ
三

帝
国
臣
民
タ
ル
区
住
民
（
之
ヲ
区
民
ト
称
ス
）
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
選
挙
ニ
参
与
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

第
百
四
十
二
条
ノ
四

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
条
例
又
ハ
区
規
則
ノ
制
定
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

②

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
事
務
ノ
監
査
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
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第
百
四
十
二
条
ノ
五

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
会
ノ
解
散
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

②

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
長
、
監
査
委
員
、
区
会
議
員
又
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
ノ
解
職
（
区
長
ニ
付
テ
ハ
免
官
）
ヲ
請
求
ス

ル
権
利
ヲ
有
ス

　
　
　
　
　

第
三
款

区
条
例
及
区
規
則

第
百
四
十
三
条

区
ハ
区
住
民
ノ
権
利
義
務
又
ハ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
区
条
例
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

②

区
ハ
区
ノ
営
造
物
又
ハ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
区
条
例
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
条
例
及
区
規
則
ハ
第
九
条
第
三
項
ノ
公
告
式
ニ
依
リ
之
ヲ
告
示
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　

第
四
款

区
会

第
百
四
十
四
条

区
ニ
区
会
ヲ
置
ク

②

区
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

③

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　

十
五
人

二

人
口
十
五
万
以
上
二
十
五
万
未
満
ノ
区

二
十
人

三

人
口
二
十
五
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　

二
十
五
人

④

議
員
ノ
定
数
ハ
総
選
挙
ヲ
行
フ
場
合
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
増
減
セ
ズ

第
百
四
十
五
条

都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

区
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
区
ニ
対
シ
特
別
ノ
関
係
ア
ル
者
ニ
付
第
十
三
条
第
一
項
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
住
所
ノ
要
件
ニ
拘
ラ
ズ

選
挙
権
ヲ
与
ル
ト
ヲ
（
マ
マ
「
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
」
か
）
得
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③

第
百
五
十
四
条
ノ
三
ノ
区
民
ハ
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
要
件
ニ
拘
ラ
ズ
選
挙
権
ヲ
有
ス

第
百
四
十
六
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

在
職
ノ
検
事
、
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

③

区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
並
ニ
選
挙
事
務
ニ
関
係
ア
ル
官
吏
及
吏
員
ハ
其
ノ
関
係
区
域
内
ニ
於
テ
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

④

都
ノ
官
吏
、
有
給
ノ
吏
員
其
ノ
他
ノ
職
員
ニ
シ
テ
在
職
中
ノ
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ト
相
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
四
十
七
条
（
第
一
項
削
除
）

区
会
議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
百
四
十
七
条
ノ
二

区
ニ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ヲ
置
ク

②

選
挙
管
理
委
員
会
ハ
選
挙
管
理
委
員
四
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

③

委
員
ハ
区
会
ニ
於
テ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

④（
２
）

委
員
会
ハ
区
長
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
会
議
員
ノ
選
挙
其
ノ
他
ノ
選
挙
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
管
理
ス

第
百
四
十
八
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
ハ
其
ノ
区
ニ
於
ケ
ル
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿
及
補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
依
リ
之

ヲ
行
フ

②

区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ハ
毎
年
九
月
十
五
日
ノ
現
在
ニ
依
リ
補
充
選
挙
人
名
簿
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

③

補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
区
ニ
於
ケ
ル
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿

ニ
登
録
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
登
録
ス
ベ
シ

④

補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
及
住
所
等
ヲ
記
録
ス
ベ
シ

第
百
四
十
九
条

第
五
十
九
条
ノ
規
定
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
之
ヲ
準
用
ス
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第
百
五
十
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

区
条
例
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト

二

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

三

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

四

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

五

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
区
税
又
ハ
分
担
金
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
コ
ト

六

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

　
　

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

七

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

八

営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

九

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

十

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

②

前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
区
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
一
条

区
会
ハ
議
員
中
ヨ
リ
議
長
及
副
議
長
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

②

議
長
及
副
議
長
ノ
任
期
ハ
議
員
ノ
任
期
ニ
依
ル

　
　
　
　
　

第
五
款

区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
並
ニ
区
吏
員

第
百
五
十
一
条
ノ
二

区
ニ
区
長
ヲ
置
ク

②

区
長
ハ
都
ノ
二
級
以
上
ノ
官
吏
ノ
中
ニ
就
キ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ
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第
百
五
十
一
条
ノ
三

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
（
其
ノ
数
千
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
千
以
下
之
ニ
同
ジ
）

以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
長
ニ
対
シ
区
条
例
又
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
ベ
キ
区
規
則
ノ
制
定
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト

キ
ハ
区
長
ハ
二
十
日
以
内
ニ
区
会
ヲ
招
集
シ
意
見
ヲ
附
シ
テ
之
ニ
原
案
ヲ
付
議
ス
ベ
シ

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
区
長
ハ
原
案
ノ
趣
旨
ニ
反
セ
ズ
ト
認
ム
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
之
ヲ
修
正
シ
テ
区
会
ニ
付
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
長
ハ
区
会
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ノ
代
表
者
又
ハ
其
ノ
代
理
者
ヲ
シ
テ
会
議
ニ
出
席
シ
原
案
ノ
説
明
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト

ヲ
得

④

第
一
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿
確
定
ノ
日
ニ
於
テ
之
ニ
登
録
セ
ラ
レ

タ
ル
者
ト
ス

⑤

第
一
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
ノ
数
ハ
前
項
ノ
選
挙
人
名
簿
確
定
後
直
ニ
区
長
ニ
於
テ
之
ヲ

告
示
ス
ベ
シ

⑥

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
一
条
ノ
四

区
会
ニ
於
テ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
都
長
官
ヲ
経
テ
内
務
大
臣
ニ
対
シ
区
会
ノ
解
散

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

解
散
後
初
テ
招
集
セ
ラ
レ
タ
ル
区
会
ニ
於
テ
再
ビ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
辞
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

③

前
二
項
ノ
議
決
ニ
付
テ
ハ
議
員
数
ノ
三
分
ノ
二
以
上
出
席
シ
其
ノ
三
分
ノ
二
以
上
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
五
十
二
条

区
長
ハ
区
ノ
事
務
及
都
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
区
内
ニ
関
ス
ル
都
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

②

区
長
ハ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ニ
委
任
シ
又
ハ
吏
員
ヲ
シ
テ
臨
時
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
三
条

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
財
産
及
経
費
ノ
管
理
並
ニ
区
域
ノ
変
更
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ズ
ル
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コ
ト
ヲ
得

②

区
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ハ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
財
産
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
長
ヲ
シ
テ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
援
助
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
四
条

区
所
属
ノ
官
吏
ノ
区
行
政
ニ
関
ス
ル
職
務
関
係
ハ
本
法
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
国
ノ
行
政
ニ
関
ス
ル
其
ノ
職

務
関
係
ノ
例
ニ
依
ル

第
百
五
十
四
条
ノ
二

区
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
監
査
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

②

監
査
委
員
ハ
区
吏
員
ト
シ
其
ノ
定
数
ハ
二
人
ト
ス

③

監
査
委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス

④

区
会
議
員
ノ
中
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
監
査
委
員
ノ
任
期
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
議
員
ノ
任
期
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
後

任
者
ノ
選
任
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
迄
ノ
間
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

⑤

監
査
委
員
ハ
区
長
区
会
ノ
同
意
ヲ
得
テ
区
会
議
員
及
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
各
一
人
ヲ
選
任
ス
ベ
シ

⑥

監
査
委
員
ハ
区
長
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
区
ノ
営
造
物
ノ
管
理
、
区
ノ
出
納
其
ノ
他
区
ノ
事
務
ノ
執
行
ヲ
監
査
ス

第
百
五
十
四
条
ノ
三

区
長
及
監
査
委
員
ハ
在
職
ノ
間
其
ノ
区
ノ
区
民
ト
ス

第
百
五
十
四
条
ノ
四

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
以
上
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
長
ニ
対
シ

第
百
五
十
四
条
ノ
二
第
六
項
ニ
規
定
ス
ル
事
項
ニ
関
シ
監
査
委
員
ノ
監
査
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
其
ノ
請
求
ニ
係
ル
事
項

ニ
付
監
査
委
員
ヲ
シ
テ
監
査
ヲ
為
サ
シ
ム
ベ
シ

②

第
百
五
十
一
条
ノ
三
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員

ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
ノ
数
ニ
之
ヲ
準
用
ス



62

四　第九十回帝国議会における審議

③

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
四
条
ノ
五

区
ハ
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

②

委
員
ハ
区
吏
員
ト
ス

③

委
員
ハ
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
区
長
之
ヲ
選
任
ス

④

委
員
ハ
区
長
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
調
査
ス

第
百
五
十
五
条

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
区
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
ニ
従
事
ス

②

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
及
府
県
其
ノ
他
ノ
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

第
百
五
十
六
条

区
ニ
区
出
納
吏
ヲ
置
キ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ノ
中
ニ
就
キ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ

②

区
出
納
吏
ハ
区
ノ
出
納
事
務
ヲ
掌
ル

第
百
五
十
六
条
ノ
二

前
数
条
ニ
定
ム
ル
者
ノ
外
区
ニ
必
要
ノ
区
吏
員
ヲ
置
キ
区
長
之
ヲ
任
免
ス

②

前
項
ノ
吏
員
ノ
定
数
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム

③

第
一
項
ノ
吏
員
ハ
区
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
ニ
従
事
ス

　
　
　
　
　

第
六
款

給
料
及
給
与

第
百
五
十
六
条
ノ
三

区
会
議
員
、
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
、
区
会
議
員
ノ
中
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
監
査
委
員
及
委
員
ニ
ハ
報
酬

ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
者
ハ
職
務
ノ
為
要
ス
ル
費
用
ノ
弁
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③

報
酬
額
及
費
用
弁
償
額
並
ニ
其
ノ
支
給
方
法
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ベ
シ

第
百
五
十
六
条
ノ
四

前
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
吏
員
以
外
ノ
吏
員
ニ
ハ
給
料
及
旅
費
ヲ
給
ス
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②

給
料
額
及
旅
費
額
並
ニ
其
ノ
支
給
方
法
ハ
区
規
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ベ
シ

③

前
項
ノ
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
ベ
シ

第
百
五
十
六
条
ノ
五

報
酬
、
費
用
弁
償
、
給
料
、
旅
費
其
ノ
他
ノ
給
与
ハ
区
ノ
負
担
ト
ス

　
　
　
　
　

第
七
款

区
ノ
財
務

第
百
五
十
七
条

区
ハ
其
ノ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

（
第
二
項

削
除
）

第
百
五
十
七
条
ノ
二

区
ハ
営
造
物
ノ
使
用
ニ
付
使
用
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
七
条
ノ
三

区
ハ
其
ノ
支
出
ニ
充
ツ
ル
為
区
税
及
分
担
金
ヲ
賦
課
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
七
条
ノ
四

区
税
及
其
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
シ
テ
ハ
地
方
税
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

②

分
担
金
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ノ
一
部
ヲ
利
ス
ル
営
造
物
又
ハ
区
ノ
一
部
ニ
対
シ
利
益
ア
ル
事
件
ニ
関
シ
特
ニ
利
益
ヲ
受

ク
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス

第
百
五
十
七
条
ノ
五

区
ハ
其
ノ
負
債
ヲ
償
還
ス
ル
為
、
区
ノ
永
久
ノ
利
益
ト
為
ル
ベ
キ
支
出
ヲ
為
ス
為
又
ハ
天
災
事
変
等
ノ
為
必
要

ア
ル
場
合
ニ
限
リ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
区
債
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得

②

区
債
ヲ
起
ス
ニ
付
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
ル
ト
キ
ハ
併
セ
テ
起
債
ノ
方
法
、
利
息
ノ
定
率
及
償
還
ノ
方
法
ニ
付
議
決
ヲ
経
ベ
シ

第
百
五
十
七
条
ノ
六

都
ハ
区
ノ
財
政
調
整
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
区
ニ
交
付
金
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　

第
八
款

補
則

第
百
五
十
八
条

区
ハ
第
一
次
ニ
於
テ
都
長
官
、
第
二
次
ニ
於
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
監
督
ス

第
百
五
十
八
条
ノ
二

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
分
ノ
一（
其
ノ
数
一
万
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
一
万
以
下
之
ニ
同
ジ
）
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以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
内
務
大
臣
ニ
対
シ
区
会
ノ
解
散
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
、
第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
一
項

ノ
規
定
ニ
依
ル
区
会
ノ
解
散
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
其
ノ
他
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
内
務
大
臣
ハ
区
会
ノ
解
散
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ

得
②

第
百
五
十
一
条
ノ
三
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員

ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
分
ノ
一
ノ
数
ニ
之
ヲ
準
用
ス

③

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
八
条
ノ
三

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
分
ノ
一
以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
長
又
ハ

区
会
議
員
ニ
付
テ
ハ
都
長
官
ニ
対
シ
、
監
査
委
員
又
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
ニ
付
テ
ハ
区
長
ニ
対
シ
此
等
ノ
者
ノ
解
職
（
区
長

ニ
付
テ
ハ
其
ノ
免
官
）
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
都
長
官
又
ハ
区
長
ハ
関
係
者
ノ
出
頭
ヲ
求
メ
テ
之
ヲ
審
査
シ
其
ノ
理
由
ア
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
区
長
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
内
務
大
臣
ニ
（
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
区
長
一
級
官
ナ
ル
ト
キ
ハ
内
務
大
臣
ハ
更
ニ
其
ノ
旨
ヲ
内

閣
総
理
大
臣
ニ
）
報
告
シ
其
ノ
他
ノ
者
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
解
職
ス
ベ
シ

②

前
項
ノ
報
告
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
内
務
大
臣
又
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ハ
其
ノ
免
官
ヲ
奏
請
ス
ベ
シ

③

第
百
五
十
一
条
ノ
三
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
（
マ
マ
「
第
一
項
」
か
）
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項

ノ
規
定
ハ
前
項
（
マ
マ
「
第
一
項
」
か
）
ノ
会
議
員
（
マ
マ
「
区
会
議
員
」
か
）
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
分
ノ
一
ノ

数
ニ
之
ヲ
準
用
ス

④

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
九
条

本
法
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
会
議
員
ノ
選
挙
、
区
会
ノ
職
務
権
限
、
区
ノ
財
務
、
区
ノ
監
督
其
ノ
他
区
ニ
関
シ
必

要
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
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（
２
）
東
京
都
の
区
に
係
る
規
定
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
修
正
意
見

　
　

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
う
ち
、
区
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
修
正
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
（
３
）。

〔
東
京
都
制
関
係
〕（
八
月
五
日
）

一

都
制
ニ
就
イ
テ
ハ
、
特
ニ
指
摘
ス
ル
モ
ノ
以
外
ハ
、
府
県
制
、
市
制
及
ビ
町
村
制
ニ
付
キ
意
見
ヲ
述
ベ
タ
所
二
準
ジ
テ
改
正
セ
ラ

レ
タ
イ

二
～
十
九

省
略

二
〇

第
一
四
七
条
ノ
二
第
四
項
「
区
長
ノ
監
督
」
ヲ
削
除
セ
ヨ

　
　
　
　
　

区
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
区
長
の
監
督
。

二
一

第
一
五
一
条
ノ
二

区
長
ノ
選
任
方
法
二
付
テ
ハ
一
部
二
公
選
論
モ
相
当
有
力
二
主
張
セ
ラ
レ
テ
ヰ
ル
様
デ
ア
ル
カ
ラ
尚
慎
重

　
　

考
究
シ
テ
見
タ
イ

　
　
　
　
　

政
府
原
案
で
は
、
区
長
は
都
の
二
級
以
上
の
官
吏
の
中
か
ら
区
会
の
意
見
を
徴
し
て
都
長
官
が
任
命
す
る
こ
と
と
し
て
い

　
　
　
　
　

る
。

二
二

第
一
五
一
条
ノ
四
第
一
項

解
散
権
ハ
都
長
官
二
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
ベ
シ
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区
長
不
信
任
が
議
決
さ
れ
た
と
き
の
区
会
の
解
散
権
。
政
府
原
案
は
内
務
大
臣
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

二
三

第
一
五
六
条
ノ
三

第
一
〇
八
条
ノ
場
合
ト
同
様
（
４
）

二
四

第
一
五
八
条
ノ
二
「
五
分
ノ
一
」
ヲ
「
五
分
ノ
二
乃
至
二
分
ノ
一
」
ニ
、「
内
務
大
臣
」
ヲ
「
都
長
官
」
ニ
改
ム
ベ
シ

　
　
　
　
　

区
会
の
解
散
請
求
。

二
五

第
一
五
八
条
ノ
三
「
五
分
ノ
一
」
ヲ
「
五
分
ノ
二
乃
至
二
分
ノ
一
」
ニ
、「
内
務
大
臣
」
ヲ
「
都
長
官
」
ニ
改
ム
ベ
シ

　
　
　
　
　

区
長
・
区
会
議
員
・
区
監
査
委
員
等
に
対
す
る
解
職
請
求

八
月
一
六
日
新
ニ
要
求
ア
リ
タ
ル
事
項

一
～
九

省
略

一
○

東
京
都
ノ
区
長
ハ
公
選
ト
ス
ル
コ
ト
（
都
制
一
五
一
条
ノ
二
）

一
一
～
一
二

省
略

　
　
（
３
）
衆
議
院
本
会
議
（
七
月
五
日
（
５
）
）

　
　

昭
和
二
十
一
年
七
月
五
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
係
る
四
法
案
の
提
案
理
由
及
び
主
要
事

項
の
概
略
の
説
明
が
行
わ
れ
た
（
見
出
し
は
便
宜
の
た
め
編
者
が
追
記
）。

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
１
７
）
只
今
上
程
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
市
制
の
一
部
を
改
正
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す
る
法
律
案
、
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
ビ
府
縣
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
一
括
シ
テ
其
ノ
提

案
ノ
理
由
並
ニ
法
律
案
中
主
要
ナ
ル
事
項
ノ
概
略
ヲ
説
明
致
シ
マ
ス

《
提
案
理
由
》

　
　

政
府
ハ
「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
ノ
精
神
ニ
則
リ
マ
シ
テ
、
政
治
、
經
濟
、
文
化
其
ノ
他
凡
ユ
ル
部
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
鋭
意
民

主
主
義
化
ノ
努
力
ヲ
進
メ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
總
テ
ノ
活
動
ノ
根
幹
ヲ
ナ
ス
國
政
運
營
ノ
基
本
ト
ナ
ル
ベ
キ
新
憲
法
草

案
ハ
、
既
ニ
審
議
ガ
進
メ
ラ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ト
竝
行
致
シ
マ
シ
テ
現
行
地
方
自
治
制
度
ノ
民
主
主
義
化
ヲ
圖
リ
マ

ス
コ
ト
ハ
、
特
ニ
現
下
ノ
情
勢
ニ
照
應
シ
テ
考
ヘ
マ
ス
ル
時
、
新
日
本
建
設
ノ
基
盤
ヲ
ナ
ス
最
モ
重
大
ナ
ル
事
柄
デ
ア
ル
ト
存
ズ
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
新
シ
キ
平
和
日
本
ノ
建
設
ニ
ハ
何
ヨ
リ
モ
先
ヅ
國
民
各
自
ノ
自
覺
ト
責
任
感
ニ
基
ク
能
力
ノ
最
大
限
ノ
發
揮

ガ
必
要
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、是
ガ
爲
ニ
ハ
國
民
ノ
自
發
的
熱
意
ト
積
極
的
協
力
ト
ヲ
最
モ
端
的
ニ
且
ツ
合
理
的
ニ
結
集
致
シ
マ
シ
テ
、

之
ヲ
反
映
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
機
構
ト
其
ノ
運
營
方
法
ガ
、
制
度
ソ
レ
自
體
ノ
上
ニ
モ
採
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ガ
肝
要
デ
ア
ル
ト
存
ズ
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
殊
ニ
地
方
自
治
ハ
國
民
ニ
最
モ
緊
密
ナ
、
而
シ
テ
直
接
的
ナ
關
係
ニ
ア
ル
地
方
團
體
ノ
政
治
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
隨

ヒ
マ
シ
テ
地
方
自
治
ノ
本
旨
ニ
則
リ
、
地
方
自
治
ヲ
民
主
主
義
化
致
シ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
新
シ
イ
民
主
主
義
政
治
確
立
ノ
第
一
ノ
捷

徑
デ
ア
リ
、
地
方
自
治
ノ
民
主
化
ノ
確
立
ニ
依
リ
マ
シ
テ
健
全
ナ
ル
國
政
ノ
民
主
主
義
化
ノ
確
乎
タ
ル
地
歩
ヲ
築
キ
得
ル
モ
ノ
デ
ア

ル
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ク
シ
テ
地
方
自
治
ガ
眞
ニ
地
方
住
民
ノ
意
思
ニ
基

、（
マ
マ
）
地
方
ノ
實
情
ニ
即
應
致
シ
マ
シ

テ
運
營
セ
ラ
レ
、
地
方
自
治
團
體
ヲ
シ
テ
自
主
的
ニ
シ
テ
堅
實
ナ
ル
發
達
ヲ
遂
ゲ
シ
メ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、

自
ラ
ニ
シ
テ
國
民
全
般
ノ
工
マ
ザ
ル
協
力
的
態
勢
ガ
整
備
セ
ラ
レ
マ
シ
テ
、
現
下
ノ
危
局
ノ
打
開
及
ビ
國
力
ノ
速
カ
ナ
ル
囘
復
ニ
裨

益
ス
ル
所
少
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
信
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
以
上
ノ
見
地
ニ
基
キ
マ
シ
テ
、
地
方
自
治
制
度
ニ
大
改
正
ヲ
加
ヘ

マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
一
日
ノ
遷
延
ヲ
許
サ
ザ
ル
刻
下
ノ
要
務
デ
ア
ル
ト
信
ジ
マ
シ
テ
、
改
正
憲
法
草
案
ノ
精
神
ヲ
採
入
レ
、
茲
ニ
東
京
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都
制
、
市
制
、
町
村
制
及
ビ
府
縣
制
竝
ニ
北
海
道
會
法
及
ビ
北
海
道
地
方
費
法
等
、
現
行
地
方
自
治
制
度
全
般
ニ
亙
ツ
テ
全
面
的
ノ

改
正
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

《
改
正
の
根
本
方
針
》

　
　

次
ニ
地
方
制
度
改
正
ノ
根
本
方
針
ニ
付
テ
申
述
ベ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
、
第
一
ニ
ハ
地
方
自
治
團
體
ノ
自
主
性
乃
至
自
律
性
ノ
強
化

ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
自
治
ト
ハ
地
方
自
治
團
體
ガ
自
ラ
ノ
公
ノ
事
務
ヲ
自
ラ
ノ
機
關
ニ
依
ツ
テ
處
理
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ

マ
ス
、
國
家
ノ
大
局
的
立
場
ニ
背
反
シ
ナ
イ
限
リ
、
地
方
自
治
團
體
ヲ
シ
テ
出
來
得
ル
限
リ
自
由
ニ
活
動
セ
シ
メ
ル
コ
ト
、
即
チ
其

ノ
自
主
性
ヲ
強
化
ス
ル
コ
ト
ハ
正
シ
ク
自
治
ノ
本
旨
ニ
適
合
ス
ル
所
以
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
マ
シ
テ
、
先
ヅ
地
方
自
治
團
體
ノ
固
有
ノ
權

能
ヲ
更
ニ
擴
張
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
自
治
團
體
ノ
種
類
ト
其
ノ
性
格
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
是
ガ
取
扱
ヲ
異
ニ
ス

ル
コ
ト
ハ
申
ス
マ
デ
モ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
ガ
、
所
謂
不
完
全
自
治
體
デ
ア
リ
マ
ス
ル
所
ノ
府
縣
ニ
、
府
縣
住
民
ノ
制
度
ヲ
新
タ
ニ
設
ケ

マ
シ
テ
、
府
縣
住
民
ハ
府
縣
ノ
財
産
、
營
造
物
ヲ
共
用
ス
ル
權
利
ヲ
有
ス
ル
ト
共
ニ
、
其
ノ
負
擔
ヲ
分
任
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト

シ
、
又
或
ハ
東
京
都
ノ
區
ニ
對
シ
マ
シ
テ
新
タ
ニ
自
治
立
法
權
及
ビ
財
政
自
主
權
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
タ
ノ
ハ
、
此
ノ
趣
旨

ニ
即
應
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
所
謂
完
全
自
治
體
ト
稱
セ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
所
ノ
市
町
村
ニ
於
テ
モ
、
將
來
國
政
事
務
ト
自
治

事
務
ト
ノ
間
ニ
適
當
ナ
ル
調
整
ガ
行
ハ
レ
ル
ニ
從
ヒ
マ
シ
テ
、
自
治
事
務
ノ
範
圍
ガ
漸
次
ニ
擴
充
セ
ラ
レ
、
市
町
村
ノ
自
治
權
ノ
内

容
ガ
一
段
ト
實
質
的
ニ
豐
富
ナ
モ
ノ
ト
ナ
ル
コ
ト
ガ
期
待
サ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

次
ニ
ハ
地
方
自
治
團
體
ニ
本
來
認
メ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
自
治
權
ノ
發
動
ニ
對
ス
ル
制
限
拘
束
ヲ
大
イ
ニ
整
理
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
自
治
團
體
ニ
折
角
固
有
ノ
權
能
ガ
認
メ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
モ
、
其
ノ
權
能
ヲ
實
際
行
使
ス
ル
ニ
當
リ
マ
シ
テ
煩

雜
ナ
ル
國
家
的
干
渉
ガ
纒
綿
致
シ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
勢
ヒ
其
ノ
自
主
的
活
動
ハ
萎
縮
ス
ル
ノ
外
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
囘
ノ
改

正
ニ
當
リ
マ
シ
テ
、
監
督
官
廳
ニ
依
ル
市
長
ノ
選
任
、
町
村
長
ノ
認
可
ニ
關
ス
ル
手
續
ヲ
改
メ
、
或
ハ
市
町
村
ノ
許
可
認
可
事
項
ヲ
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大
幅
ニ
整
理
致
シ
マ
シ
タ
ガ
如
キ
ハ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
自
律
性
ヲ
尊
重
致
シ
マ
シ
テ
、
其
ノ
自
主
的
活
動
ヲ
活
溌
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト

ス
ル
趣
旨
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
二
ニ
ハ
地
方
自
治
團
體
ニ
於
ケ
ル
自
治
行
政
ノ
運
營
方
法
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
住
民
ガ
參
與
ス
ル
所
ノ
部
面
ヲ
増
大
シ
、
住
民
ニ

依
ル
地
方
自
治
ノ
本
姿
ヲ
顯
現
セ
シ
ム
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
行
政
ノ
溌
刺
ト
シ
タ
運
營
ヲ
圖
リ
マ
ス
ニ
ハ
、
地
方
住
民
ヲ
シ

テ
地
方
行
政
ヲ
自
ラ
ノ
行
政
デ
ア
ル
ト
ス
ル
觀
念
ニ
徹
セ
シ
ム
ル
必
要
ガ
ア
リ
マ
ス
、
是
ガ
爲
ニ
ハ
住
民
ノ
意
思
ヲ
行
政
ノ
各
部
門

ニ
亙
ツ
テ
反
映
セ
シ
ム
ル
措
置
ヲ
講
ジ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
、
斯
ク
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
マ
シ
テ
地
方
行
政
ハ
初
メ
テ
衆
民
政
治
ノ

本
義
ニ
立
脚
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
住
民
自
身
ニ
自
覺
ト
責
任
ト
ヲ
喚
起
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ト
思
ハ
レ
ル
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
、
公
民
權
及
ビ
名
譽
職
ノ
制
度
ヲ
廢
止
致
シ
マ
シ
テ
曩
ノ
衆
議
院
議
員
ノ
選
擧
權
ノ
擴
充
ニ
即
應
致
シ
マ
シ
テ
、
地
方
議
會

ノ
議
員
ノ
選
擧
權
及
ビ
被
選
擧
權
ヲ
擴
張
シ
、
普
ク
其
ノ
住
民
ニ
之
ヲ
享
有
セ
シ
メ
、
女
子
ニ
對
シ
マ
シ
テ
モ
亦
男
子
ト
同
等
ノ
權

利
ヲ
與
ヘ
ル
コ
ト
ト
シ
、
或
ハ
其
ノ
首
長
タ
ル
府
縣
知
事
、
市
町
村
長
等
ヲ
住
民
ノ
直
接
選
擧
ト
致
シ
マ
ス
ル
ノ
外
、
進
ン
デ
是
等

ノ
者
ノ
罷
免
及
ビ
地
方
議
會
ノ
解
散
等
ヲ
請
求
ス
ル
權
利
ヲ
認
メ
マ
シ
テ
、
所
謂
直
接
參
政
ノ
途
ヲ
開
ク
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
タ
ノ
ハ

此
ノ
趣
旨
ニ
依
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

次
ニ
ハ
議
決
機
關
タ
ル
地
方
議
會
ノ
權
限
ノ
擴
張
デ
ア
リ
マ
ス
、
住
民
ノ
直
接
參
政
ヲ
基
盤
ト
シ
テ
運
營
サ
レ
マ
ス
ル
所
ノ
地
方

行
政
ノ
中
心
機
關
ハ
、
言
フ
マ
デ
モ
ナ
ク
執
行
機
關
デ
ア
リ
マ
ス
所
ノ
府
縣
知
事
、
市
町
村
長
等
ト
、
意
思
機
關
デ
ア
リ
マ
ス
所
ノ

地
方
議
會
デ
ア
リ
マ
ス
、
民
主
主
義
的
要
求
ハ
、
民
意
ヲ
背
景
ト
シ
テ
選
出
サ
レ
マ
シ
タ
執
行
機
關
ガ
強
力
ナ
モ
ノ
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ

要
請
致
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
執
行
ノ
基
礎
ト
ナ
ル
ベ
キ
地
方
團
體
ノ
意
思
ノ
決
定
ト
、
其
ノ
決
定
ノ
方
法
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
議
決

機
關
自
ラ
ノ
責
任
ニ
於
テ
自
由
ニ
之
ヲ
決
定
セ
シ
ム
ル
建
前
ヲ
執
ル
コ
ト
ガ
至
當
デ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
議
決

機
關
タ
ル
地
方
議
會
ノ
權
限
ヲ
擴
張
シ
、
更
ニ
其
ノ
積
極
的
活
動
ヲ
促
シ
マ
ス
爲
ニ
、
其
ノ
定
例
的
ナ
ル
開
會
ヲ
規
定
致
シ
マ
シ
タ
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ノ
ハ
此
ノ
趣
旨
ニ
出
ヅ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
三
ニ
ハ
、
地
方
行
政
事
務
執
行
ノ
公
正
ヲ
確
保
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
自
治
團
體
ノ
活
動
ノ
範
圍
ガ
擴
張
サ
レ
ル
ニ
從

ヒ
マ
シ
テ
、
其
ノ
行
政
事
務
ノ
執
行
ハ
飽
ク
マ
デ
モ
公
正
ヲ
確
保
セ
シ
メ
、
苟
ク
モ
專
恣
ニ
流
ル
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
ル
コ

ト
ガ
必
要
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
意
味
ニ
於
キ
マ
シ
テ
本
改
正
案
ハ
新
タ
ニ
二
種
ノ
制
度
ヲ
採
用
セ
ン
ト
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

其
ノ
一
ツ
ハ
將
來
選
擧
ノ
重
要
性
ハ
益
益
加
重
サ
レ
ル
モ
ノ
ト
想
像
サ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
ニ
伴
ヒ
マ
シ
テ
選
擧
ノ
公
正
ヲ

確
保
致
シ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
地
方
政
治
ノ
基
本
的
要
件
ト
考
ヘ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
選
擧
事
務
ノ
執
行
ニ
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
メ
、

且
ツ
之
ニ
客
觀
性
ア
ラ
シ
メ
ル
爲
メ
、
選
擧
事
務
全
般
ノ
管
理
ニ
當
リ
マ
ス
所
ノ
選
擧
管
理
委
員
會
ヲ
新
タ
ニ
設
置
ス
ル
コ
ト
ト
致

シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

其
ノ
第
二
ハ
、
地
方
團
體
ノ
住
民
又
ハ
地
方
議
會
ハ
執
行
機
關
ノ
行
政
事
務
ノ
執
行
ヲ
常
ニ
監
査
ス
ル
權
限
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
テ
居
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
何
分
ニ
モ
地
方
自
治
團
體
ノ
執
行
ス
ル
行
政
事
務
ハ
複
雜
多
岐
ニ
亙
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
、
其
ノ
執
行
ノ
適
否

ハ
住
民
ノ
權
威
ト
專
門
的
知
識
ヲ
兼
ネ
備
ヘ
タ
常
置
機
關
ノ
精
密
ナ
監
査
ニ
依
ラ
ナ
ケ
レ
バ
、
正
確
ナ
ル
判
定
ヲ
下
ス
コ
ト
ハ
困
難

デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
趣
旨
ニ
於
キ
マ
シ
テ
新
タ
ニ
監
査
委
員
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト
ト
シ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
行
政
事
務
全
般
ノ
監
査
ニ
當

ラ
セ
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
以
上
ハ
地
方
自
治
制
度
改
正
ノ
根
本
方
針
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
以
下
其
ノ
改
正
ノ
主
要
ナ
ル

事
項
ニ
付
テ
申
述
ベ
テ
見
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

《
改
正
の
主
要
事
項
》

　
　

第
一
ニ
ハ
地
方
議
會
ノ
議
員
ノ
選
擧
權
及
ビ
被
選
擧
權
ノ
擴
充
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
衆
議
院
議
員
選
擧
法
ノ
改
正
ニ
即
應
致
シ
マ

シ
テ
、
廣
ク
地
方
ノ
住
民
ニ
對
シ
テ
地
方
自
治
團
體
ノ
選
擧
ニ
參
與
ス
ル
途
ヲ
開
ク
爲
ニ
、
議
員
ノ
選
擧
權
ノ
年
齡
ヲ
二
十
年
、
被

選
擧
權
ノ
年
齡
ヲ
二
十
五
年
ニ
ソ
レ
ゾ
レ
引
下
ゲ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
破
産
者
ニ
シ
テ
復
權
ヲ
得
ザ
ル
者
、
貧
困
ニ
依
リ
生
活
ノ
爲
メ
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公
私
ノ
救
助
ヲ
受
ケ
又
ハ
扶
助
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
ド
ニ
モ
選
擧
權
ヲ
與
ヘ
ル
、
又
女
子
ニ
モ
男
子
ト
同
等
ノ
選
選
權
及
ビ
被
選
選
權
ヲ

認
メ
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
二
ニ
ハ
、
地
方
住
民
ニ
對
シ
、
地
方
團
體
ノ
首
長
タ
ル
都
長
官
、
府
縣
知
事
、
又
ハ
市
長
村
長
ヲ
直
接
選
擧
ス
ル
權
利
ノ
外
各

種
ノ
直
接
參
政
ノ
權
利
ヲ
認
メ
タ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
地
方
團
體
ノ
首
長
ヲ
選
選
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
進
ン
デ
是
等
ノ
者

竝
ニ
地
方
議
會
ノ
議
員
、
選
選
管
理
委
員
及
ビ
監
査
委
員
ノ
罷
免
ヲ
要
求
シ
、
或
ハ
地
方
議
會
ノ
解
散
、
條
例
、
規
則
ノ
制
定
及
ビ

地
方
自
治
團
體
ノ
事
務
ニ
關
シ
監
査
委
員
ノ
監
査
ヲ
請
求
ス
ル
權
利
ヲ
認
メ
、
地
方
住
民
ト
地
方
政
治
ト
ヲ
直
結
セ
シ
ム
ル
措
置
ヲ

講
ジ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
三
ニ
ハ
選
擧
管
理
委
員
會
ノ
設
置
デ
ア
リ
マ
ス
、
申
ス
マ
デ
モ
ナ
ク
選
擧
手
續
ハ
選
選
人
名
簿
ノ
調
製
カ
ラ
當
選
者
ノ
決
定
ニ

至
リ
マ
ス
マ
デ
、
總
テ
地
方
自
治
團
體
ノ
執
行
機
關
ニ
於
テ
從
來
之
ヲ
處
理
シ
テ
來
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
選
擧
事
務
執
行
ノ
公

正
ヲ
擔
保
シ
、
選
擧
人
ノ
信
頼
ヲ
確
保
ス
ル
爲
ニ
ハ
、
何
等
カ
客
觀
的
ナ
獨
立
ノ
機
關
ヲ
シ
テ
是
ガ
處
理
ニ
當
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ガ
必

要
デ
ア
リ
マ
ス
ノ
ト
、
他
面
地
方
自
治
團
體
ノ
首
長
ガ
此
ノ
度
選
擧
人
ノ
直
接
選
擧
ニ
依
ル
コ
ト
ト
ナ
ツ
タ
爲
メ
、
現
任
ノ
首
長
ガ

現
職
ノ
儘
立
候
補
ス
ル
場
合
モ
ア
リ
得
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
斯
ク
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
現
任
首
長
ガ
選
擧
事
務
掌
理
ノ
任
ニ
當
リ

マ
ス
コ
ト
ハ
不
合
理
デ
ア
ル
ト
言
ハ
ネ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
ノ
デ
、
東
京
都
ヲ
初
メ
府
縣
及
ビ
市
町
村
毎
ニ
ソ
レ
ゾ
レ
選
擧
管
理
委
員
會

ヲ
設
置
致
シ
マ
シ
テ
、
此
ノ
選
擧
管
理
委
員
會
ヲ
シ
テ
選
擧
事
務
掌
理
ノ
任
ニ
當
ラ
セ
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
四
ニ
ハ
地
方
議
會
ノ
權
限
ノ
擴
充
ト
其
ノ
地
位
ノ
強
化
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
地
方
自
治
團
體
ノ
意
思
機
關
デ
ア
リ
マ
ス
所
ノ
地

方
議
會
ノ
活
動
ヲ
更
ニ
積
極
的
ナ
ラ
シ
メ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
地
方
自
治
ノ
進
展
ニ
缺
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
要
件
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
認
メ

ラ
レ
マ
ス
ノ
デ
、
此
ノ
際
地
方
議
會
ノ
權
限
ヲ
出
來
得
ル
限
リ
擴
張
シ
、
其
ノ
地
位
ノ
自
主
性
ト
獨
立
性
ヲ
強
化
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ

タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
先
ヅ
議
決
事
件
ノ
擴
張
ヲ
圖
リ
、
所
謂
列
擧
事
項
ノ
外
ニ
條
例
ヲ
以
テ
地
方
議
會
ノ
議
決
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
定
メ
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得
ル
權
能
ヲ
認
メ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
都
議
會
又
ハ
府
縣
會
ニ
對
シ
テ
モ
、
都
又
ハ
府
縣
ノ
事
務
ニ
關
ス
ル
書
類
等
ヲ
檢
閲
シ
、
又
ハ

議
決
ノ
執
行
及
ビ
出
納
ヲ
檢
査
ス
ル
權
限
ヲ
付
與
シ
、
其
ノ
他
財
務
等
ニ
關
シ
理
事
機
關
ガ
異
議
ノ
決
定
ヲ
ナ
シ
マ
ス
場
合
ハ
、
參

事
會
又
ハ
町
村
會
ニ
諮
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
更
ニ
地
方
議
會
ハ
定
例
會
ヲ
毎
年
四
囘
乃
至
六
囘
招
集

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
致
シ
マ
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
會
期
及
ビ
會
期
ノ
延
長
竝
ニ
開
閉
ニ
關
ス
ル
事
項
ハ
地
方
議
會
自
ラ
ノ
決
定

ニ
委
ネ
ル
コ
ト
ニ
改
メ
マ
シ
テ
、
以
テ
其
ノ
自
主
性
ノ
確
立
ヲ
圖
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
參
事
會
ノ
議
長
及
ビ
副
議
長
ハ
總
テ
參

事
會
員
ノ
中
カ
ラ
之
ヲ
選
擧
ス
ル
コ
ト
ニ
改
メ
、
又
町
村
會
ニ
モ
原
則
ト
シ
テ
議
長
及
ビ
副
議
長
ヲ
置
キ
、
町
村
會
議
員
ノ
中
カ
ラ

之
ヲ
選
擧
ス
ル
モ
ノ
ト
致
シ
マ
シ
タ
コ
ト
モ
、
地
方
議
會
ノ
自
主
性
ヲ
尊
重
セ
ン
ト
ス
ル
所
以
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
五
ハ
都
長
官
、
府
縣
知
事
及
ビ
市
町
村
長
等
、
地
方
自
治
團
體
ノ
首
長
ニ
關
ス
ル
事
項
デ
ア
リ
マ
ス
、
改
正
憲
法
草
案
第

八
十
九
條
第
二
項
ニ
ハ
、地
方
公
共
團
體
ノ
長
ハ
其
ノ
地
方
公
共
團
體
ノ
住
民
ガ
直
接
之
ヲ
選
擧
ス
ル
ト
規
定
サ
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、

地
方
公
共
團
體
ノ
首
長
ノ
直
接
公
選
ノ
原
則
ヲ
明
カ
ニ
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
公
共
團
體
ノ
長
、
特
ニ
府
縣
知
事
等
ノ

公
選
ハ
獨
リ
地
方
行
政
ノ
民
主
化
ヲ
實
現
致
シ
マ
ス
上
ニ
於
テ
ノ
最
モ
重
要
ナ
鍵
デ
ア
リ
マ
ス
バ
カ
リ
デ
ナ
ク
、
國
政
運
營
ノ
全
般

ニ
付
テ
其
ノ
影
響
ヲ
及
ボ
ス
所
ハ
蓋
シ
甚
大
ナ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
府
縣
知
事
等
ノ
公
選
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、

從
來
ノ
地
方
行
政
ニ
於
ケ
ル
過
度
ノ
中
央
集
權
ト
官
治
ノ
弊
ヲ
是
正
シ
、
且
ツ
ハ
任
期
ヲ
定
メ
ル
コ
ト
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
頻
々

タ
ル
更
迭
ニ
依
ル
弊
害
ヲ
除
去
シ
得
マ
シ
テ
、
地
方
政
治
ヲ
安
定
シ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
明
朗
ニ
シ
テ
濶
達
ナ
ル
自
主
的
發
展
ヲ
圖

ル
コ
ト
ガ
可
能
ト
ナ
リ
、
之
ニ
依
ツ
テ
初
メ
テ
全
體
ノ
協
力
的
體
制
ガ
整
備
セ
ラ
レ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
公
選
知
事

ヲ
シ
テ
住
民
ノ
眞
ノ
公
僕
タ
ラ
シ
メ
、
民
意
ヲ
背
景
ト
シ
テ
強
力
ナ
ル
施
策
ノ
遂
行
ヲ
可
能
ナ
ラ
シ
メ
ル
爲
ニ
ハ
、
民
意
ヲ
直
接
ニ

表
現
セ
シ
メ
ル
直
接
選
擧
ニ
依
ル
コ
ト
ガ
適
切
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
理
ハ
市
町
村
長
ノ
選
擧
ニ
付
テ
モ
異
ナ
ル
所
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
此
ノ
結
果
ト
シ
テ
特
ニ
所
謂
府
縣
割
據
、
府
縣
「
ブ
ロ
ッ
ク
」
ノ
弊
ヲ
助
長
シ
、
食
糧
政
策
其
ノ
他
現
下
緊
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要
ナ
ル
國
家
諸
施
策
ノ
遂
行
ニ
支
障
ヲ
來
ス
ガ
如
キ
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
ル
必
要
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
現
行
ノ
國
家
諸
機
構
ト

ノ
間
ニ
調
和
ヲ
保
タ
シ
メ
ル
コ
ト
モ
必
要
デ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
府
縣
知
事
ノ
身
分
ハ
之
ヲ
官
吏
ト
致
シ
、
以
テ
國
家
的
要
請
ト
地
方

要
求
ト
ノ
間
ニ
適
當
ナ
ル
調
和
ア
ラ
シ
メ
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
府
縣
知
事
又
ハ
市
町
村
長
等
ノ
選
擧
ハ
、
供
託
金
ノ

額
及
ビ
法
定
得
票
數
等
ニ
若
干
ノ
特
例
ノ
ア
リ
マ
ス
外
ハ
、
概
ネ
地
方
議
會
ノ
議
員
ノ
選
擧
ニ
關
ス
ル
手
續
ニ
準
ジ
テ
之
ヲ
執
行
ス

ル
コ
ト
ト
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
又
是
ガ
管
理
ニ
ハ
地
方
議
會
議
員
ノ
選
擧
管
理
委
員
會
ガ
當
ル
コ
ト
ト
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

即
チ
府
縣
知
事
ノ
被
選
擧
權
ハ
、
帝
國
臣
民
ニ
シ
テ
三
十
年
以
上
ノ
者
、
市
町
村
長
ノ
被
選
擧
權
ハ
帝
國
臣
民
ニ
シ
テ
二
十
五
年
以

上
ノ
者
ニ
之
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ト
シ
、
特
ニ
住
居
要
件
ヲ
求
メ
ル
コ
ト
ト
シ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
苟
ク
モ
民
意
ノ
存
ス
ル

以
上
地
方
自
治
團
體
ノ
首
長
タ
ル
者
ハ
一
地
方
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
限
定
セ
ズ
、
廣
ク
適
材
ヲ
求
メ
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ル
ノ
ガ

適
當
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
タ
カ
ラ
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
町
村
長
候
補
者
ガ
立
候
補
セ
ン
ト
ス
ル
時
ニ
ハ
、
町
村
ノ
實
情
ニ

即
應
シ
マ
シ
テ
、
供
託
金
ノ
制
度
ヲ
採
用
シ
マ
セ
ヌ
デ
、
選
擧
人
三
十
人
以
上
ノ
連
署
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
所
謂
人
的

保
障
制
ヲ
執
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
更
ニ
府
縣
知
事
等
ノ
選
擧
ニ
當
リ
マ
シ
テ
ハ
、
其
ノ
區
域
ガ
廣
大
ナ
ル
ト
、
其
ノ

選
擧
ノ
性
格
上
激
甚
ナ
ル
競
爭
ガ
豫
想
セ
ラ
レ
、
選
擧
運
動
費
用
モ
亦
隨
テ
増
嵩
ス
ル
コ
ト
ヲ
豫
想
セ
ラ
レ
マ
ス
ノ
デ
、
選
擧
費
用

ノ
節
減
ヲ
圖
リ
、
併
セ
テ
選
擧
執
行
ノ
公
正
ヲ
期
ス
ル
爲
ニ
選
擧
公
營
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
シ
、
選
擧
公
報
ノ
發
行
及
ビ
演
説
會
場
ノ
施

設
ノ
公
營
ヲ
實
施
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
六
ハ
監
査
委
員
ノ
設
置
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
自
治
團
體
、
特
ニ
都
道
府
縣
及
ビ
大
都
市
ノ
處
理
ス
ル
事
務
ガ
廣
汎
繁
多
ト
ナ
ル

ニ
從
ヒ
マ
シ
テ
、
其
ノ
事
務
、
事
業
ノ
執
行
ノ
状
況
ヲ
審
査
シ
テ
非
違
ヲ
正
シ
、
地
方
ノ
住
民
及
ビ
議
會
ニ
常
ニ
公
共
事
務
ノ
内
容

ノ
實
際
ニ
付
テ
ノ
資
料
ヲ
提
供
セ
シ
メ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
事
務
執
行
ノ
公
正
ト
能
率
ノ
向
上
ト
ヲ
圖
ル
上
ニ
缺
ク

ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
バ
カ
リ
デ
ナ
ク
、
地
方
ノ
住
民
及
ビ
議
會
ニ
對
シ
テ
自
治
ニ
對
ス
ル
責
任
ト
自
覺
ト
ヲ
喚
起
ス
ル
上
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ニ
モ
必
要
ト
考
ヘ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
監
査
委
員
ハ
斯
カ
ル
目
的
ノ
爲
ニ
設
置
セ
ラ
レ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
首

長
ガ
地
方
議
會
ノ
同
意
ヲ
得
マ
シ
テ
、
地
方
議
會
ノ
議
員
又
ハ
學
識
經
驗
ア
ル
者
ノ
中
カ
ラ
各
各
一
人
乃
至
三
人
ヅ
ツ
之
ヲ
選
任
ス

ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
監
査
員
ハ
地
方
自
治
團
體
ノ
經
營
ニ
係
ル
事
業
ノ
管
理
、
其
ノ
出
納
、
其
ノ
他
地
方
自
治
團
體
ノ
事
務
ノ
執
行

ヲ
監
査
ス
ル
一
般
的
權
限
ヲ
有
シ
テ
居
リ
、
毎
會
計
年
度
少
ク
ト
モ
一
囘
ノ
定
期
檢
査
、
或
ハ
監
督
官
廳
ノ
命
令
、
又
ハ
地
方
議
會

ノ
要
求
其
ノ
他
臨
時
ノ
必
要
ア
リ
マ
ス
場
合
ノ
臨
時
檢
査
、
或
ハ
一
定
數
ノ
選
擧
人
カ
ラ
請
求
ガ
ア
ツ
タ
事
項
ニ
關
ス
ル
監
査
等
ヲ

行
フ
コ
ト
ヲ
職
責
ト
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
以
上
ハ
東
京
都
制
、
府
縣
制
、
市
制
及
町
村
制
ノ
改
正
法
律
案
中
、
其
ノ
全
般
ニ
共
通

ス
ル
重
要
事
項
ノ
概
略
ヲ
申
述
ベ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
次
ニ
是
等
ノ
改
正
法
律
案
中
特
殊
事
項
ノ
主
ナ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
申
述
ベ
タ

イ
ト
存
ジ
マ
ス

《
法
案
中
の
特
殊
事
項
》

　
　

先
ヅ
選
擧
ニ
關
ス
ル
事
項
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
先
般
ノ
衆
議
院
議
員
選
擧
法
ノ
改
正
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
市
區
町
村
ノ
區
域
ガ
原
則

ト
シ
テ
開
票
區
ト
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
ニ
即
應
シ
マ
シ
テ
東
京
都
議
會
議
員
及
ビ
府
縣
會
議
員
ノ
選
擧

ニ
際
シ
マ
シ
テ
ハ
、
原
則
ト
シ
テ
市
區
町
村
ノ
區
域
ヲ
以
テ
開
票
區
ト
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
開
票
ノ
迅
速
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
ト

致
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
戰
災
等
ニ
因
ル
人
口
移
動
ノ
激
甚
ナ
ル
ニ
對
處
致
シ
マ
シ
テ
、
餘
リ
ニ
モ
人
口
ノ
少
イ
選
擧
區
ノ
發
生
ヲ
防

止
ス
ル
爲
メ
東
京
都
及
ビ
府
縣
竝
ニ
市
制
第
六
條
及
ビ
第
八
十
二
條
ノ
市
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
數
選
擧
區
ヲ
合
セ
テ
一
選
擧
區
ヲ
設

ケ
得
ル
コ
ト
ト
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

次
ニ
地
方
自
治
團
體
ニ
對
ス
ル
監
督
規
定
ヲ
整
理
致
シ
マ
ス
コ
ト
ハ
、其
ノ
自
主
的
ナ
活
動
ヲ
促
ス
所
以
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
マ
シ
テ
、

市
町
村
ニ
對
ス
ル
監
督
規
定
ヲ
相
當
大
幅
ニ
縮
減
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
タ
ガ
、
其
ノ
結
果
例
ヘ
バ
基
本
財
産
ノ
處
分
、
分
擔
金
ノ

新
設
又
ハ
變
更
ナ
ド
ハ
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
市
町
村
獨
自
ノ
判
斷
ニ
於
テ
之
ヲ
處
理
シ
得
ル
コ
ト
ト
相
成
ツ
タ
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ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

次
ニ
北
海
道
ハ
從
來
府
縣
ト
ハ
別
個
ノ
取
扱
ヲ
致
シ
テ
參
ツ
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
ガ
、
其
ノ
近
年
ノ
發
達
ノ
状
況
ヲ
見
ル
ニ
、

自
治
團
體
ト
シ
テ
ノ
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
最
早
一
般
府
縣
ト
異
ナ
ル
取
扱
ヲ
ス
ル
理
由
ト
必
要
ガ
消
滅
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
マ

ス
シ
、
現
ニ
法
律
上
モ
北
海
道
會
法
及
ビ
北
海
道
地
方
費
法
施
行
以
來
數
次
ノ
改
正
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
府
縣
ノ
場
合
ト
實
質
的
ニ
相

違
ス
ル
所
ガ
ナ
ク
ナ
ツ
テ
參
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ノ
デ
、
此
ノ
際
北
海
道
會
法
及
ビ
北
海
道
地
方
費
法
ハ
之
ヲ
廢
止
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ

シ
テ
、
府
縣
制
ヲ
道
府
縣
制
ト
云
フ
コ
ト
ニ
改
メ
マ
シ
テ
、
北
海
道
ニ
モ
新
シ
キ
府
縣
ノ
制
度
ヲ
其
ノ
儘
適
用
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
公
民
制
度
ノ
廢
止
等
ニ
伴
ヒ
マ
シ
テ
、
北
海
道
ニ
特
有
ノ
指
定
町
村
ノ
制
度
モ
廢
止
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ

タ

　
　

最
後
ニ
東
京
都
ノ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
東
京
都
ノ
一
體
制
ヲ
害
シ
ナ
イ
限
リ
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
之
ニ
最
大
限
度
ノ
自
治
權
ヲ
與

ヘ
、
其
ノ
自
治
的
發
達
ヲ
促
進
致
シ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
延
イ
テ
ハ
都
政
全
般
ノ
進
展
ニ
寄
與
ス
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
マ
シ
テ
所
要
ノ
改
正
ヲ

行
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
區
住
民
ノ
制
度
ヲ
認
メ
テ
、
區
ノ
造
營
物
（
マ
マ
「
営
造
物
」
か
）
ヲ
共
用

ス
ル
權
利
ヲ
有
シ
、
區
ノ
負
擔
ヲ
分
任
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
致
シ
マ
ス
外
、
區
民
ノ
參
政
權
、
自
治
立
法
權
、
財
政
自
主
權
其

ノ
他
各
般
ノ
自
治
的
權
能
ニ
付
キ
、
町
村
ニ
準
ジ
テ
適
當
ナ
ル
擴
張
ヲ
圖
ツ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
何
卒
愼
重
御
審
議
ノ
上
御
協
贊

ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
致
ス
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
（
拍
手
）

　
　

　
　
（
４
）
衆
議
院

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
委
員
会

ア

七
月
二
十
七
日
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○
竹
谷
（
源
太
郎
）
委
員
（
０
０
４
）
次
ニ
都
制
ノ
問
題
ノ
中
ノ
區
長
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
御
質
問
ヲ
致
シ
マ
ス
、
今
囘
提
案
サ
レ
マ
シ

タ
地
方
制
度
改
正
案
ハ
所
々
ニ
我
々
ノ
不
滿
ト
ス
ル
所
ハ
散
在
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
相
當
思
ヒ
切
ツ
タ
民
主
的
ナ
制
度
ヲ
澤
山
採
用

シ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
敬
意
ヲ
表
ス
ル
ニ
吝
カ
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
昭
和
十
八
年
カ
ラ
施
行
サ
レ
マ
シ
タ
現
行
都
制
ハ
、
帝

都
ノ
武
裝
化
法
ト
モ
言
フ
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
、
今
囘
ノ
劃
期
的
ナ
地
方
制
度
ノ
改
革
ニ
當
ツ
テ
ハ
、
斷
然
之
ヲ
拂
拭
シ
ナ
ケ
レ
バ

ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ル
ニ
少
ク
ト
モ
十
萬
、
多
イ
ノ
ハ
何
十
萬
ノ
區
民
ヲ
有
ス
ル
大
區
長
ガ
、
依
然
ト
シ
テ
官
吏
カ
ラ
選

任
サ
レ
ル
、
無
論
區
會
ノ
承
認
ハ
必
要
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
官
吏
カ
ラ
選
任
ヲ
サ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
同
ジ
東
京
都
内

ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
八
王
子
市
或
ハ
三
多
摩
ノ
町
村
ナ
リ
、
或
ハ
東
京
都
ノ
區
ヲ
除
イ
タ
全
國
各
地
方
ノ
市
町
村
長
ガ
、
總
テ
例
外

ナ
ク
市
町
村
住
民
ノ
直
接
公
選
ト
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ノ
ニ
、
區
長
ノ
ミ
官
選
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
ハ
、
非
常
ニ
「
バ
ラ
ン
ス
」
ガ

取
レ
ナ
イ
、
之
ヲ
極
端
ニ
言
ヒ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
東
京
ノ
區
民
ハ
日
本
中
ノ
總
テ
ノ
市
町
村
民
ヨ
リ
モ
自
治
訓
練
ガ
足
ラ
ナ
イ
カ
ラ
、

官
治
行
政
ガ
必
要
ダ
ト
云
フ
感
想
ヲ
懷
カ
セ
ル
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
、
是
ハ
甚
ダ
時
代
錯
誤
デ
ア
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
宜
シ

ク
區
民
ノ
直
接
公
選
ニ
依
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
點
ニ
對
ス
ル
政
府
ノ
御
所
見
ヲ
伺
ヒ
タ
イ
ト
思

ヒ
マ
ス

○
大
村
（
淸
一
）
國
務
大
臣
（
０
０
５
）
只
今
區
長
ノ
點
ニ
付
テ
御
尋
ネ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
點
ハ
、
竹
谷
委
員
ノ
御
議
論
カ
ラ
出
發
致

シ
マ
シ
テ
、私
共
モ
其
ノ
點
ハ
御
同
感
ヲ
表
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、併
シ
他
ノ
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、私
カ
ラ
申
上
ゲ
ル
マ
デ
モ
ナ
ク
、

現
在
ノ
東
京
都
ノ
區
ノ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
性
格
、
權
限
ト
云
フ
モ
ノ
カ
ラ
考
ヘ
テ
參
リ
マ
ス
ト
、
區
長
ヲ
公
選
ニ
致
シ
マ
ス
コ
ト
ハ

適
當
デ
ナ
イ
ト
云
フ
結
論
ニ
達
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
簡
單
ニ
其
ノ
理
由
ヲ
申
述
ベ
テ
見
マ
ス
ト
、
御
承
知
ノ
如
ク
東

京
都
内
ノ
區
ハ
、
財
産
營
造
物
ヲ
管
理
ス
ル
ト
云
フ
ダ
ケ
ノ
極
メ
テ
限
ラ
レ
タ
權
限
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
市
町
村
ト
ハ
其
ノ
權

限
ニ
於
キ
マ
シ
テ
非
常
ナ
相
違
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
東
京
都
ノ
區
ハ
ズ
ツ
ト
古
イ
沿
革
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
曾
テ
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ハ
東
京
都
ノ
區
ハ
國
民
學
校
ヲ
設
置
經
營
ス
ル
、
其
ノ
他
相
當
廣
イ
權
限
ヲ
持
ツ
テ
居
ツ
タ
時
代
モ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ

當
時
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
區
長
ハ
市
長
ガ
任
命
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
現
在
ノ
改
正
案
ノ
如
ク
區
會
ノ
承
認
ヲ
經
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ

ト
モ
シ
テ
居
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
當
時
ノ
區
ノ
權
限
ニ
比
ベ
マ
ス
ト
、
今
日
區
ノ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
權
限
ハ
非
常
ニ
狹

ク
ナ
ツ
テ
居
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
シ
テ
現
在
區
役
所
デ
ヤ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
仕
事
ハ
ソ
レ
ナ
ラ
バ
ド
ウ
カ
ト
申
シ
マ
ス
ト
、
固

ヨ
リ
自
治
體
ト
シ
テ
ノ
財
産
、
營
造
物
ニ
關
ス
ル
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
コ
ト
ハ
言
フ
マ
デ
モ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
其
ノ
他
ニ
於
テ
國
ナ
リ

都
ナ
リ
ノ
區
内
ニ
關
ス
ル
事
務
ヲ
、
國
若
ク
ハ
都
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
マ
シ
テ
非
常
ニ
澤
山
ノ
仕
事
ヲ
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
現
在

ノ
區
役
所
ノ
仕
事
ノ
内
容
ヲ
考
ヘ
テ
見
マ
ス
ト
、
殆
ド
大
部
分
委
任
事
務
ノ
方
ニ
集
中
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
區
固
有
ノ
事

務
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
頗
ル
分
量
ハ
少
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
尚
ホ
他
ノ
面
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
東
京
都
ノ
如
キ
人
口
ノ
集
團
致

シ
テ
居
リ
マ
ス
所
ノ
行
政
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
都
全
體
ノ
統
一
調
整
ト
云
フ
點
ガ
、
特
ニ
重
視
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
實
情
ニ
ア

ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
等
ノ
諸
般
ノ
點
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
區
長
ハ
都
長
官
ガ
之
ヲ
任
命
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ハ
大
イ
ニ

合
理
性
ガ
ア
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
民
主
主
義
化
ノ
觀
點
カ
ラ
申
シ
マ
シ
テ
、
ソ
レ
ハ
都
長
（
マ
マ
）
ノ
專
斷
ニ

任
セ
ズ
、
區
會
ノ
承
認
ヲ
經
ル
ト
云
フ
程
度
ノ
民
主
化
ハ
是
非
必
要
デ
ア
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
區
會
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ

都
長
官
ガ
之
ヲ
命
ズ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
、
區
會
ト
ノ
繋
ガ
リ
ヲ
作
ル
コ
ト
ガ
、
民
主
化
ノ
趣
旨
カ
ラ
申
シ
マ
シ
テ
適
切
デ
ア
ル
ト
云

フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
此
ノ
改
正
案
ヲ
立
案
致
シ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
又
首
都
ノ
行
政
機
構
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
他
ノ
一
般

地
方
制
度
ト
特
別
ノ
取
扱
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
單
ニ
我
ガ
國
ニ
於
ケ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
歐
米
先
進
國
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
其
ノ
例

ノ
多
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
首
都
ノ
行
政
組
織
ガ
、
必
ズ
シ
モ
首
都
以
外
ノ
地
方
行
政
組
織
ト
同
一
ニ
ナ
ラ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ

コ
ト
モ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
今
後
任
命
セ
ラ
レ
マ
ス
所
ノ
區
長
ハ
、
固
ヨ
リ
官
吏
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
ガ
、

先
程
來
度
々
御
説
明
申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
公
選
都
長
官
ニ
對
シ
マ
シ
テ
ハ
部
下
官
吏
ノ
任
免
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
強
イ
發
言
權
ヲ
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付
與
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
故
ニ
此
ノ
都
長
官
ノ
民
主
化
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
區
長
人
選
ノ
基
礎
ト
ナ
リ
マ
ス
官
吏
ニ
付
テ
モ
十
分

考
慮
ガ
加
ヘ
ラ
レ
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
更
ニ
加
フ
ル
ニ
區
會
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
命
ズ
ル
ト
云
フ
此
ノ
二
段
ノ
民
主
化
ガ
考
ヘ
ラ
レ

テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
東
京
都
内
ノ
區
ノ
性
格
、
區
役
所
主
掌
事
務
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
點
等
ヲ
考
慮
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
寧
ロ
改

正
案
ノ
方
ガ
事
實
上
適
切
ナ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

○
竹
谷
（
源
太
郎
）
委
員
（
０
０
６
）
内
務
大
臣
ノ
御
説
明
ヲ
伺
ヒ
マ
ス
ト
成
程
ト
思
ハ
レ
ル
節
モ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
ガ
、
併
シ
御
説

ノ
通
リ
確
カ
ニ
區
ハ
行
政
區
劃
ノ
ヤ
ウ
ナ
性
質
ガ
非
常
ニ
多
イ
、
國
家
委
任
事
務
ガ
多
ク
、
團
體
固
有
事
務
ガ
非
常
ニ
少
イ
ト
云
フ

ノ
ハ
其
ノ
通
リ
ノ
状
態
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
今
後
地
方
分
權
ノ
進
展
ニ
伴
ヒ
マ
シ
テ
、
順
次
區
ノ
事
務
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
團
體
固
有
ノ

事
務
、
或
ハ
國
家
行
政
デ
モ
、
區
長
ニ
行
ハ
セ
ル
事
務
ガ
非
常
ニ
多
ク
ナ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
隨
テ
ド
ウ
シ
テ
モ
區
長
ノ
公
選
ハ
必

至
デ
ア
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
此
ノ
點
ハ
十
分
御
考
慮
ヲ
御
願
ヒ
致
シ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

イ

八
月
二
日

○
廣
川
弘
禪
君
（
０
０
５
）
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
ニ
付
テ
五
、六
點
ノ
質
疑
ヲ
申
シ
タ
イ
ノ
デ
ス
ガ
、
既
ニ
地
方
制

度
ノ
改
正
案
ニ
關
聯
致
シ
マ
シ
テ
、
同
僚
諸
君
カ
ラ
色
色
御
聽
キ
ニ
ナ
ツ
タ
コ
ト
ダ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ノ
デ
、
若
シ
私
ノ
質
疑
ノ
點

ニ
於
テ
重
ナ
ツ
テ
聽
ク
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
委
員
長
カ
ラ
御
注
意
ヲ
願
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
　

第
一
、
東
京
都
制
ナ
ル
モ
ノ
ハ
軍
閥
内
閣
ノ
時
ニ
、
非
常
ニ
強
イ
力
ヲ
以
テ
東
京
市
ト
東
京
府
ト
二
ツ
ア
リ
マ
シ
タ
モ
ノ
ヲ
、
之

ヲ
纏
メ
テ
東
京
都
ト
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
江
戸
氏
ガ
此
ノ
東
京
ニ
居
城
ヲ
構
ヘ
テ
以
來
、
長
イ
間
築
キ
上
ゲ
テ
參
リ
マ
シ

タ
東
京
市
制
、
即
チ
下
カ
ラ
盛
上
ツ
タ
所
ノ
東
京
市
制
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
全
ク
拂
拭
致
シ
マ
シ
テ
、
官
吏
ノ
最
モ
力
ノ
強
イ
都
面
（
マ

マ
「
部
門
」
か
）
デ
ア
ル
所
ノ
東
京
府
ヲ
殘
シ
タ
形
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
私
ハ
此
ノ
東
京
都
ノ
、
何
ト
言
ヒ
マ
セ
ウ
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カ
所
謂
面
目
ト
言
ヒ
マ
セ
ウ
カ
、
東
京
都
ノ
内
容
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
後
人
ガ
歴
史
的
ニ
之
ヲ
見
テ
、
此
ノ
時
代
ニ
東
京
都
ヲ
作
リ
上

ゲ
タ
ノ
ダ
ト
云
フ
臭
ヒ
ノ
ス
ル
モ
ノ
ヲ
將
來
ニ
殘
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
假
ニ
私
達
ガ
奈
良
或
ハ
京
都
ノ
古

都
ヲ
訪
ネ
テ
見
マ
シ
テ
モ
、
奈
良
ニ
行
ケ
バ
飛
鳥
文
化
ガ
ヒ
シ
ヒ
シ
ト
私
達
ノ
身
ニ
迫
ツ
テ
來
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
鎌
倉
ニ
行
キ

マ
ス
レ
バ
鎌
倉
文
化
ガ
我
々
ノ
身
ニ
應
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
全
日
本
ノ
道
路
ガ
未
ダ
鎌
倉
道
路
ト
シ
テ
、
鎌
倉
ニ
行
ク
道
路

ガ
殘
ツ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
歴
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ル
ニ
此
ノ
東
京
都
制
ガ
最
初
ニ
出
來
マ
シ
タ
當
時
、
私
達
ハ
此
ノ
點
ヲ
要
望

致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
ア
ノ
法
律
ヲ
見
マ
ス
ト
更
ニ
我
々
ノ
意
見
ハ
容
レ
ラ
レ
マ
セ
ヌ
ノ
デ
非
常
ニ
殘
念
ニ
思
ツ
テ
居
ツ
タ
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
都
制
ノ
改
正
ヲ
議
ス
ル
際
ニ
當
リ
マ
シ
テ
、
少
ク
ト
モ
此
ノ
時
代
ニ
作
ツ
タ
都
デ
ア
ル
ト
云
フ
、
一
ツ
ノ
臭
ヒ

ヲ
殘
シ
得
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ヲ
私
ハ
持
チ
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
現
在
私
達
ガ
住
ン
デ
居
ル
此
ノ
東
京
都
ハ
、
江
戸
氏
カ
ラ
太

田
道
灌
、
ソ
レ
カ
ラ
徳
川
家
康
ガ
居
城
ヲ
構
ヘ
マ
シ
タ
ガ
、
江
戸
城
ノ
構
想
ヲ
見
テ
ミ
マ
ス
ト
、
箱
根
ノ
連
山
カ
ラ
ア
ノ
秩
父
ノ
山
、

ソ
レ
カ
ラ
信
州
ノ
山
ヲ
取
入
レ
テ
、
コ
ツ
チ
ハ
奧
羽
山
脈
ヲ
入
レ
、
而
モ
利
根
川
ヲ
内
庭
ニ
引
入
レ
、
太
平
洋
ヲ
全
ク
自
分
ノ
庭
ノ

内
ニ
收
メ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
、
大
キ
ナ
構
想
で
、
江
戸
城
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
出
來
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ル
ニ
現
在
ノ
東
京
都
、
元

ノ
東
京
府
ノ
區
域
デ
ア
ツ
タ
此
ノ
東
京
都
ハ
、
非
常
ニ
規
模
ガ
小
サ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
食
糧
危
機
ニ
當
リ
マ
シ
テ
數
年
來

私
達
都
民
ガ
苦
シ
ン
ダ
コ
ト
ハ
、
食
糧
ノ
自
給
圈
ヲ
欲
シ
イ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
生
鮮
食
料
品
ニ
於
キ
マ
シ
テ

ハ
、
特
ニ
都
民
ガ
因
憊
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
斯
ウ
云
フ
點
カ
ラ
見
マ
シ
テ
モ
、
此
ノ
都
ノ
構
想
ハ
モ
ウ
少
シ
大
キ
ク
ナ
ラ
ナ

ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
九
十
九
里
濱
ヲ
取
入
レ
テ
、
而
モ
亦
箱
根
ノ
裏
マ
デ
入
レ
ル
ヤ
ウ
ナ
大
キ
ナ
構
想
デ
、

東
京
都
ハ
作
リ
上
ゲ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
此
ノ
東
京
都
ガ
單
ナ
ル
地
方
ノ
府
縣
ト
違
フ
所
ハ
大
キ
ナ

事
業
體
デ
ア
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
水
道
事
業
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
戰
前
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
八
百
萬
ニ
垂
垂
ト
ス
ル
人
口
ヲ
養
ツ
テ

居
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
上
水
道
ガ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
此
ノ
上
水
道
ノ
水
源
地
ハ
、
徳
川
時
代
ヨ
リ
多
摩
川
ニ
依
存
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
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ス
ガ
、
ア
ノ
水
源
流
ハ
殆
ド
山
梨
縣
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
將
來
此
ノ
關
東
地
方
ノ
中
心
デ
ア
ル
東
京
都
ガ
發
展
致

シ
マ
ス
ル
ト
、
ア
ノ
多
摩
川
ノ
水
ニ
依
存
ス
ル
コ
ト
ハ
到
底
出
來
得
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
箱
根
ノ
山
ノ
水
ヲ
飮
ン
デ
、
而
モ
足
ラ

ナ
ケ
レ
バ
利
根
川
ノ
水
ヲ
飮
マ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
水
道
事
業
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
其
ノ
通
リ
デ

ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
他
電
車
軌
道
、
此
ノ
事
業
モ
決
シ
テ
小
サ
ナ
事
業
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
都
ハ
サ
ウ
云
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
意
味

ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
事
業
體
デ
ア
ル
ト
云
フ
深
イ
性
格
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ノ
デ
、
此
ノ
關
係
ヲ
考
慮
致
シ
マ
シ
テ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ

ナ
小
サ
ナ
構
想
デ
ナ
ク
、
大
キ
ナ
構
想
デ
ヤ
ツ
テ
見
ル
意
思
ガ
ア
ル
カ
ナ
イ
カ
ヲ
御
聽
キ
致
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
單
ニ
之
ヲ
見

マ
ス
ル
ト
、
所
謂
「
シ
ビ
ツ
ク
・
セ
ン
タ
ー
」
ト
デ
モ
申
シ
マ
セ
ウ
カ
、
丸
ノ
内
ヲ
中
心
ト
シ
タ
一
ツ
ノ
構
想
デ
、
非
常
ニ
小
サ
イ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ヲ
大
キ
ク
取
入
レ
マ
シ
テ
、
所
謂
生
産
力
地
ヲ
十
分
持
チ
得
ル
ヤ
ウ
ナ
、
食
糧
ノ
自
給
ガ
或
ル
程
度
マ
デ
可
能

ナ
構
想
ヲ
持
テ
ナ
カ
ツ
タ
モ
ノ
カ
ド
ウ
カ
、
又
今
後
ニ
於
テ
サ
ウ
云
フ
考
ヘ
ヲ
持
チ
得
ル
餘
地
ガ
ア
ル
ノ
カ
ナ
イ
ノ
カ
、
之
ヲ
御
聽

キ
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
單
ニ
此
ノ
一
片
ノ
法
律
デ
、
冷
イ
モ
ノ
デ
ナ
ク
、
此
ノ
法
律
ノ
中
ニ
何
處
カ
郷
土
愛
ヲ
湧
カ
セ
ル
ヤ

ウ
ナ
一
ツ
ノ
思
想
ヲ
織
込
ム
コ
ト
ガ
出
來
ナ
カ
ツ
タ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
東
京
ハ
御
存
ジ
ノ
ヤ
ウ
ニ
大
抵
地
方
ノ
人
ノ
集

リ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
郷
土
愛
ヲ
持
タ
セ
ル
コ
ト
ガ
非
常
ニ
困
難
ナ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
鎭
守
ノ
森
ノ
繋
リ
デ
ア
ル
ト
カ
、
或
ハ
川
ニ
砂

取
ヲ
ス
ル
ト
カ
云
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
、
子
供
ノ
時
代
ニ
於
ケ
ル
土
地
ガ
育
ク
ン
デ
呉
レ
タ
モ
ノ
ガ
ナ
イ
、
途
中
カ
ラ
東
京
ニ
移
住
ス
ル
關

係
上
、
非
常
ニ
郷
土
愛
ガ
少
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ガ
此
ノ
ヤ
ウ
ナ
大
戰
災
ヲ
受
ケ
マ
ス
ル
ト
、
復
興
意
欲
ニ
非
常
ニ
影
響
致
シ
テ

居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
點
ニ
付
テ
之
ヲ
單
ニ
今
マ
デ
ノ
所
謂
法
律
ヲ
作
ル
一
ツ
ノ
技
術
ニ
墮
セ
ズ
シ
テ
、
サ
ウ
云
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ

思
想
ヲ
織
込
ム
方
ガ
宜
シ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
内
務
省
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ド
ウ
云
フ
御
考
ヘ
ヲ
御
持
チ

カ
、
之
ヲ
御
聽
キ
致
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

尚
又
私
達
ガ
築
キ
上
ゲ
タ
所
ノ
東
京
市
ヲ
解
散
致
シ
マ
シ
テ
、
都
制
ニ
ナ
リ
マ
シ
テ
カ
ラ
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
所
謂
官
吏
ト
民
間
ト
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ガ
全
ク
離
反
シ
テ
シ
マ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、東
京
市
時
代
ハ
民
間
人
ト
所
謂
市
役
所
ノ
吏
員
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
渾
然
一
體
ト
ナ
ツ
テ
、

東
京
市
發
展
ノ
爲
ニ
努
力
ス
ル
一
ツ
ノ
力
ヲ
持
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
悉
ク
官
吏
ト
民
間
人
ト
ガ
對
立
致
シ
マ
シ
テ
、
東
京
都
ノ

事
業
ヲ
見
レ
バ
分
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
土
木
事
業
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
水
道
事
業
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
或
ハ
又
電
車
軌
道
ノ
事
業

ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
殆
ド
東
京
市
時
代
ノ
面
目
ハ
更
ニ
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
テ
、
水
道
デ
言
ヒ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
水
源
林
ノ
荒
廢
、
送
水
路

ノ
破
壞
、
或
ハ
又
細
カ
ク
細
胞
ニ
行
ツ
テ
居
ル
所
ノ
送
水
管
ノ
修
理
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
、
殆
ド
出
來
得
ナ
イ
現
在
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ

ア
リ
ア
ス
、
又
戰
前
戰
災
ヲ
受
ケ
ナ
イ
前
ニ
、
既
ニ
清
掃
事
業
ノ
如
キ
ハ
行
詰
ツ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
状
態
デ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯

ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
、
私
ハ
是
ハ
單
ナ
ル
官
吏
ヲ
据
エ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
承
服
出
來
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
、
少
ク
ト
モ
都
長
官
ハ
無
論
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
官
吏
ノ
中
心
ニ
立
ツ
所
ノ
者
ハ
民
間
カ
ラ
引
上
ゲ
ナ
ケ
レ
バ
、
ド
ウ
シ

テ
モ
元
ノ
所
謂
東
京
市
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ハ
築
キ
上
ゲ
得
ナ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
多
分
地
方
制
度
ノ
方
デ
觸

レ
タ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
ガ
、
一
體
公
吏
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
イ
ケ
ナ
イ
ノ
デ
ス
カ
、
此
ノ
點
ヲ
聽
キ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

民
間
人
ヲ
起
用
致
シ
マ
シ
テ
、
之
ヲ
直
チ
ニ
官
吏
ト
セ
ズ
ニ
公
吏
ト
致
シ
マ
シ
テ
仕
事
ヲ
サ
セ
ル
方
ガ
、
此
ノ
東
京
都
ノ
事
業
體
デ

ア
ル
眞
面
目
カ
ラ
言
ヒ
マ
シ
テ
非
常
ニ
宜
シ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、今
ノ
所
デ
ハ
市
民
ノ
所
謂
創
意
ト
工
夫
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
、

殆
ド
事
業
體
ノ
上
ニ
現
ハ
レ
テ
居
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
有
能
ナ
民
間
人
ヲ
澤
山
都
ノ
中
ニ
入
レ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
復
興
シ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
全
部
之
ヲ
公
吏
ト
ス
ル
、
所
謂
一
ツ
ノ
公
務
員
ト
ス
ル
考
ヘ
ガ
ナ
イ
カ
ド
ウ
カ
ヲ
御
聽

キ
致
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

尚
ホ
其
ノ
次
ハ
是
カ
ラ
ノ
復
興
ト
云
フ
大
事
業
ヲ
控
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
復
興
ニ
當
リ
マ
シ
テ
モ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ

ナ
東
京
都
ト
云
フ
名
ニ
何
等
ノ
愛
著
ヲ
持
タ
ナ
イ
都
民
ノ
實
情
デ
ア
リ
マ
ス
、
東
京
市
時
代
ノ
方
ガ
親
シ
ミ
ガ
深
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ

マ
シ
テ
、
東
京
都
ト
云
フ
名
ダ
ケ
デ
既
ニ
愛
想
ヲ
付
カ
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
状
態
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
時
デ
ア
リ
マ
ス
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カ
ラ
、
特
ニ
民
間
人
ヲ
官
吏
ト
セ
ズ
ニ
、
公
吏
ノ
儘
デ
─
─
下
手
ニ
位
階
勳
等
ナ
ド
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
チ
ラ
ツ
キ
マ
ス
ル
ト
、

有
能
ナ
人
ハ
ソ
レ
ヲ
避
ケ
ル
ヤ
ウ
ナ
状
態
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
民
間
ノ
本
當
ノ
野
人
ヲ
入
レ
テ
此
ノ
復
興
ニ
當
ラ
シ
メ
タ
イ
ト
私
達

ハ
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
サ
ウ
云
フ
御
意
思
ガ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ヲ
御
伺
ヒ
致
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
ア
ト
細
カ
イ

コ
ト
ハ
逐
條
ニ
入
リ
マ
シ
テ
カ
ラ
御
質
問
申
上
ゲ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
點
ダ
ケ
ヲ
御
聽
キ
致
シ
マ
ス

○
郡
（
祐
一
）
政
府
委
員
（
０
０
６
）
東
京
都
制
ニ
付
テ
ノ
構
想
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
仰
セ
ノ
通
リ
、
東
京
都
ト
申
シ
マ
ス
ル

モ
ノ
ハ
、
特
ニ
地
方
團
體
ノ
中
デ
重
要
ナ
性
格
ヲ
持
チ
、
且
ツ
御
指
摘
ノ
ヤ
ウ
ニ
事
業
經
營
主
體
ト
シ
テ
非
常
ニ
廣
イ
面
ヲ
持
ツ
テ

居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
現
在
ノ
東
京
都
制
ハ
、
東
京
都
ガ
國
家
ト
直
近
シ
テ
居
ル
性
格
ヲ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ
ナ
制

度
ヲ
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
是
ハ
終
戰
後
ノ
全
ク
一
變
致
シ
マ
シ
タ
事
態
ニ
對
處
シ
テ
考
ヘ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
餘
程
根
本

的
ニ
考
ヘ
テ
見
ル
ベ
キ
部
分
ガ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
一
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
都
ハ
雄
大
ナ
ル
構
想
ノ
下
ニ
考
ヘ
ラ
ル

ベ
キ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
又
戰
災
ニ
夥
シ
イ
痛
手
ヲ
受
ケ
テ
、
是
ガ
復
舊
等
モ
極
メ
テ
容
易
ナ
ラ
ヌ
状
態
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、

隨
ヒ
マ
シ
テ
御
指
摘
ノ
區
域
ノ
問
題
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
現
在
ノ
東
京
都
ガ
曾
テ
ノ
東
京
府
ノ
區
域
デ
ア
ル
ト
云
フ
點
ニ
付
テ
ハ
、

ド
チ
ラ
カ
ラ
見
マ
シ
テ
モ
不
徹
底
デ
ア
ル
ト
云
フ
感
ジ
ハ
致
シ
マ
ス
（「
ノ
ー
ノ
ー
」）
或
ハ
寧
ロ
狹
メ
テ
現
在
ノ
區
ノ
存
ス
ル
區
域

ガ
宜
イ
ト
云
フ
論
モ
、
是
ハ
論
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
成
立
ツ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
或
ハ
附
近
ノ
縣
ヲ
包
容
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
區
域
ニ
變
ヘ
テ
見

タ
ラ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
論
モ
成
立
タ
ウ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
點
ニ
付
テ
ハ
東
京
都
ノ
今
後
ノ
發
展
性
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
現
實
ニ
相
當

財
政
的
ニ
モ
凡
ユ
ル
面
カ
ラ
窮
乏
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
此
ノ
東
京
ヲ
、
ド
ウ
維
持
シ
テ
行
ツ
タ
ラ
宜
イ
カ
ト
云
フ
兩
面
カ
ラ
考
ヘ
テ
見

ル
ベ
キ
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
國
全
體
ノ
國
土
計
畫
ト
申
シ
マ
ス
カ
、
國
家
的
ニ
東
京
都
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
如
何
ニ
扱
ツ
テ
行
カ
ウ
カ
ト

云
フ
、
國
全
體
ノ
問
題
ヲ
先
ヅ
以
テ
十
分
檢
討
致
シ
マ
シ
テ
、
其
ノ
總
體
的
ノ
計
畫
ノ
上
ニ
、
都
ノ
規
模
ト
云
フ
モ
ノ
、
都
全
體
ノ

構
想
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
考
ヘ
テ
參
リ
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
是
ハ
他
ノ
大
都
市
ノ
問
題
、
或
ハ
國
土
計
畫
全
體
ノ
問
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題
ト
ヲ
睨
ミ
合
セ
マ
シ
テ
、
寧
ロ
其
ノ
方
ノ
構
想
ガ
急
速
ニ
考
ヘ
上
ゲ
ラ
レ
ル
コ
ト
ヲ
期
待
シ
、
其
ノ
ヤ
ウ
ナ
努
力
ハ
致
シ
テ
居
ル

所
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

二
番
目
ノ
御
尋
ネ
ノ
都
制
ノ
中
ニ
郷
土
愛
ヲ
盛
込
ム
ヤ
ウ
ナ
考
ヘ
方
ハ
ナ
イ
カ
、
是
ハ
洵
ニ
御
尤
モ
ナ
點
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
非
常

ニ
多
ク
ノ
人
口
ヲ
包
容
シ
テ
居
リ
ナ
ガ
ラ
、
郷
土
愛
ト
申
シ
マ
ス
ル
カ
、
自
治
制
ノ
根
本
的
デ
ア
リ
マ
ス
ル
協
同
友
睦
ノ
觀
念
ガ
、

都
ニ
於
テ
ハ
色
々
ナ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
テ
見
マ
シ
テ
モ
、
湧
キ
ニ
ク
イ
ト
云
フ
點
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
此
ノ
度
ノ
地
方

制
度
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
都
ノ
基
本
的
自
治
體
デ
ア
ル
性
格
ヲ
害
シ
マ
セ
ヌ
限
度
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
區
ノ
自
治
權
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
擴

張
致
シ
マ
シ
タ
ノ
モ
、
之
ニ
依
リ
マ
シ
テ
自
分
ノ
區
デ
ア
ル
ト
云
フ
觀
念
ヲ
盛
リ
立
タ
セ
ル
、
何
ト
申
シ
マ
シ
テ
モ
三
多
摩
ノ
方
ニ

於
ケ
ル
市
町
村
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
相
當
自
治
的
體
（
マ
マ
「
自
治
的
団
體
」
か
）
ノ
觀
念
ガ
出
テ
來
ル
、
所
ガ
區
ノ
存
ス
ル
區

域
ニ
至
リ
マ
ス
ル
ト
、
ド
ウ
モ
是
ガ
自
分
ノ
區
デ
ア
ル
ト
云
フ
觀
念
ガ
出
テ
參
リ
マ
セ
ヌ
、
區
民
デ
ア
ル
ト
云
フ
觀
念
、
自
分
ノ
區

デ
ア
ル
ト
云
フ
觀
念
ガ
出
テ
參
リ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、
自
治
體
ト
シ
テ
ノ
發
展
ハ
ナ
シ
ニ
ク
イ
、
ソ
コ
デ
寧
ロ
此
ノ
度
ノ
法
律
ニ
於
キ
マ

シ
テ
ハ
區
民
、
自
分
ノ
區
デ
ア
ル
ト
云
フ
觀
念
ヲ
、
區
ニ
自
治
權
ヲ
附
與
ス
ル
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
出
來
ル
ダ
ケ
盛
リ
立
テ
テ
行
キ
タ
イ
、

斯
ウ
云
フ
考
ヘ
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
併
シ
此
ノ
上
ニ
更
ニ
東
京
都
ニ
付
キ
マ
シ
テ
郷
土
愛
的
ナ
結
合
ヲ
持
チ
得
マ
ス
ル
方
法
ガ
ア

リ
マ
ス
レ
バ
、
之
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
十
分
ナ
ル
檢
討
ヲ
加
ヘ
テ
見
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

　
　

三
番
目
ニ
ハ
東
京
都
ニ
於
キ
マ
ス
ル
官
吏
ト
公
吏
ト
ノ
調
和
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
東
京
都
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
事
業
方
面

等
ニ
付
テ
ハ
民
間
人
ノ
方
ノ
活
躍
ヲ
期
待
サ
レ
マ
ス
ル
面
ハ
、
事
業
方
面
ニ
於
テ
特
ニ
多
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
等
ノ
方
面
ニ
從
來

モ
有
能
ナ
民
間
人
ヲ
起
用
致
ス
コ
ト
モ
考
ヘ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
ド
ウ
モ
率
直
ニ
申
シ
マ
シ
テ
、
都
廳
内
ノ
官
吏
ト
ノ
調

和
ノ
問
題
、
或
ハ
待
遇
ノ
問
題
、
色
々
ナ
點
デ
、
結
局
企
圖
ハ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
必
ズ
シ
モ
多
ク
ノ
民
間
人
ヲ
包
容
ス
ル
コ
ト
ガ
出

來
ナ
カ
ツ
タ
ト
云
フ
經
過
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
現
在
ノ
段
階
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
東
京
都
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
ツ
ト
良
イ
委
員
制
デ
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モ
活
用
致
シ
マ
シ
テ
、
民
間
ノ
力
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
之
ニ
注
ギ
込
ン
デ
貰
フ
コ
ト
ガ
望
マ
シ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ル
シ
、
將
來
公
務
員
法
ガ

制
定
致
サ
レ
マ
シ
テ
、
官
吏
ト
公
吏
ト
ノ
現
在
ノ
區
別
ノ
觀
念
モ
相
當
ナ
變
貌
ヲ
遂
ゲ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
又
公
吏
ト
云
フ
モ
ノ
ニ
付

キ
マ
シ
テ
、
任
用
分
限
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ハ
ツ
キ
リ
致
シ
マ
シ
テ
、
一
方
ニ
於
キ
マ
シ
テ
「
ス
ポ
イ
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
デ
、
指

摘
サ
レ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
弊
害
モ
、
何
等
カ
ノ
方
法
デ
除
去
ス
ル
コ
ト
ガ
出
來
、
ソ
シ
テ
民
間
人
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
努
メ
テ
ド
ノ
機
構
ノ

中
ニ
取
入
レ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
方
向
ニ
ハ
、
多
分
法
制
審
議
會
デ
御
審
議
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
問
題
ト
併
セ
マ
シ
テ
、
東
京
都
ニ
付

テ
モ
十
分
ニ
考
ヘ
タ
イ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

最
後
ニ
復
興
事
業
等
ニ
民
間
人
ヲ
大
イ
ニ
活
用
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
ド
ウ
云
フ
點
デ
民
間
人
ノ
登
用
ガ
阻

マ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
事
業
方
面
ニ
ツ
キ
マ
シ
テ
ハ
、
現
在
ノ
機
構
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
十
分
ニ
登
用
致
シ
テ
、
之
ニ
手
腕
ヲ

揮
ツ
テ
戴
ク
コ
ト
ハ
出
來
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
内
務
大
臣
カ
ラ
モ
屡
屡
申
上
ゲ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
今
日
直
チ
ニ
全

部
ヲ
公
吏
ニ
切
替
ヘ
マ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
現
行
ノ
法
令
ノ
下
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
中
央
官
廳
ガ
ア
リ
、
府
縣
─
─
一
般
ニ
府
縣
、

東
京
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
都
ガ
、
綜
合
的
ナ
地
方
行
政
官
廳
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
爲
ニ
、
中
央
官
廳
ガ
ア
リ
、
サ
ウ
シ
テ
地
方
行
政
官
廳

ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
綜
合
的
ナ
意
味
合
デ
ハ
全
部
ナ
ク
シ
テ
シ
マ
フ
、
ソ
レ
コ
ソ
鐵
道
ト
遞
信
ダ
ケ
ニ
地
方
官
廳
ガ
ア
リ
、
綜
合
的
ナ

一
般
的
ナ
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
地
方
官
廳
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
ナ
ク
シ
テ
シ
マ
フ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
、
現
行
法
令
ノ
下
ニ
於
キ
マ

シ
テ
ハ
、
處
理
致
ス
爲
ニ
、
直
チ
ニ
左
樣
ニ
致
ス
コ
ト
ハ
非
常
ニ
困
難
ナ
面
ガ
ア
ル
、
又
都
ト
カ
府
縣
ト
カ
云
フ
モ
ノ
ガ
、
國
ノ
行

政
官
廳
ト
シ
テ
ノ
面
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
自
治
體
ノ
面
ト
二
面
性
ヲ
持
チ
マ
ス
ル
コ
ト
ガ
、
地
方
行
政
ノ
運
用
上
極
メ
テ
有
利
ナ
點
ガ
ア

ル
ト
存
ジ
マ
シ
テ
、
今
日
ノ
行
政
體
系
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
官
吏
以
外
ノ
モ
ノ
ニ
處
理
致
シ
マ
ス
ル
コ
ト
ガ
困
難
ナ
問
題
ガ
、
或
ハ

官
吏
自
身
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
或
ハ
司
法
警
察
權
ノ
執
行
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
或
ハ
私
立
學
校
等
ノ
監
督
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
、
色
々
ゴ
ザ

イ
マ
ス
ガ
、
兎
ニ
角
現
在
直
チ
ニ
之
ヲ
全
部
公
吏
ニ
扱
ハ
シ
テ
シ
マ
フ
コ
ト
ガ
不
可
能
ナ
問
題
ガ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
左
樣
ナ
意
味
合
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デ
今
日
ノ
段
階
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
都
長
官
以
下
ヲ
官
吏
ト
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
御
指
摘
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
事
業
方
面
ニ

付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
是
ハ
努
メ
テ
民
間
人
ノ
登
用
ヲ
シ
得
マ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
致
シ
得
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
左
樣
ナ
努
力
ガ
十
分
ニ

サ
レ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
改
善
ヲ
急
速
ニ
致
シ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

○
廣
川
弘
禪
君
（
０
６
１
）
都
ノ
下
部
組
織
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
舊
市
部
ノ
三
十
五
區
ハ
ド
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ニ
整
理
統
合
ス
ル
御
考

ヘ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
特
ニ
戰
災
後
ニ
於
テ
ハ
相
當
整
理
統
合
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
ニ
對
シ
テ
其
ノ
御

考
ヘ
ヲ
承
リ
タ
イ
、
ソ
レ
カ
ラ
三
多
摩
地
方
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
地
方
事
務
所
ヲ
廢
止
致
シ
マ
シ
テ
區
制
ヲ
施
行
ス
ル
意

思
ガ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ

○
郡
（
祐
一
）
政
府
委
員
（
０
６
２
）
戰
災
後
ニ
於
ケ
ル
區
ノ
併
合
ノ
問
題
ハ
、
是
ハ
當
然
取
上
ゲ
テ
、
參
ラ
ナ
ケ
レ
バ
相
成
ラ
ヌ

コ
ト
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
一
方
從
來
モ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
現
在
ノ
區
デ
ハ
不
便
デ
ア
ル
カ
ラ
分
區
シ
テ
呉
レ
ト
云

フ
要
求
モ
時
々
聞
ク
コ
ト
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
是
等
ノ
點
ハ
單
ニ
其
ノ
關
係
ノ
地
域
ダ
ケ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
デ
、
今
少
シ

ク
廣
ク
各
方
面
ノ
意
見
ヲ
伺
ヒ
、
サ
ウ
シ
テ
適
當
ナ
結
論
ヲ
得
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
都
市
計
畫
ノ
見
地
カ
ラ
理

想
的
ナ
圖
ヲ
描
イ
テ
、
此
ノ
位
ノ
區
ノ
數
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
判
斷
デ
ハ
無
理
ナ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
都
市
計
畫
的
ナ
考
ヘ
方
ニ

加
ヘ
テ
更
ニ
都
政
全
般
、
ソ
レ
カ
ラ
行
政
運
用
ノ
可
能
ナ
ル
範
圍
、
戰
災
復
興
ヲ
ド
ノ
程
度
ニ
如
何
ナ
ル
地
方
ニ
進
メ
テ
參
ル
カ
、

謂
ハ
バ
計
畫
的
ナ
面
ト
現
實
ノ
面
ト
ヲ
併
セ
マ
シ
テ
判
斷
致
シ
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
私
共
ノ
方
カ
ラ
モ
都
ノ

當
局
ヲ
督
勵
致
シ
、
又
都
ノ
當
局
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
サ
ウ
シ
タ
各
方
面
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
、
成
ベ
ク
速
カ
ニ
、
試
案
ノ
程
度
デ
モ
纒

メ
タ
イ
モ
ノ
ダ
ト
思
ツ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
次
ニ
三
多
摩
ニ
區
制
ヲ
布
キ
マ
ス
點
ハ
、
現
在
東
京
都
ノ
區
ハ
御
覽
ノ
ヤ
ウ
ニ
、

連
帶
シ
テ
居
リ
マ
ス
部
分
ヲ
從
來
ノ
沿
革
ニ
來
リ
マ
シ
テ
區
ニ
分
ケ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
三
多
摩
ハ
市
町
村
ノ
配
置
等
モ
、
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寧
ロ
他
ノ
府
縣
ノ
市
町
村
ノ
ヤ
ウ
ナ
配
置
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
、
之
ヲ
集
メ
マ
シ
テ
區
ニ
分
割
致
シ
マ
ス
コ
ト
ガ
、
サ
シ
テ
意
義
ヲ

生
ズ
ル
コ
ト
デ
モ
ナ
イ
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、地
方
事
務
所
ノ
存
廢
ニ
付
テ
ハ
色
々
ノ
論
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、

三
多
摩
ニ
付
キ
マ
シ
テ
地
方
事
務
所
ヲ
廢
止
致
シ
マ
シ
テ
區
制
ヲ
布
イ
タ
所
デ
、
之
ニ
依
ツ
テ
現
在
ノ
三
十
五
區
ノ
區
ト
ハ
又
性
格

モ
譯
モ
違
ヒ
マ
ス
シ
、
却
テ
機
構
ガ
復
雜
ニ
ナ
リ
ハ
シ
ナ
イ
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
三
多
摩
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
暫
ク
現
在
ノ
市
町
村
ノ
状
態

ニ
於
テ
推
移
シ
テ
行
ツ
テ
差
支
ヘ
ナ
イ
ヂ
ヤ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
、
此
ノ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

○
廣
川
弘
禪
君
（
０
６
３
）
次
ハ
區
ノ
權
限
ノ
擴
大
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
御
伺
ヒ
シ
テ
見
タ
イ
ノ
デ
ス
ガ
、
政
府
ハ
一
體
區
ノ
權
限
ヲ
ド

ノ
ヤ
ウ
ニ
擴
大
ス
ル
御
積
リ
デ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
ハ
到
底
問
題
ニ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

ガ
、
將
來
是
ハ
適
當
ナ
課
税
權
マ
デ
認
メ
ル
ヤ
ウ
ナ
御
意
思
ガ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
、
之
ヲ
御
聽
キ
シ
タ
イ

○
郡
（
祐
一
）
政
府
委
員
（
０
６
４
）
此
ノ
度
ノ
法
律
ニ
依
リ
マ
シ
テ
區
ノ
自
治
權
ノ
擴
充
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
區
ニ
區
住
民
ト
カ
區

民
ト
カ
云
フ
觀
念
ヲ
認
メ
マ
シ
テ
、
基
本
的
ニ
住
民
ノ
存
在
ス
ル
自
治
體
ト
觀
念
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
コ
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
區
ニ
區
條
例
又

ハ
區
規
則
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ノ
制
定
權
ヲ
認
メ
マ
シ
テ
、
自
主
的
ノ
立
法
權
ヲ
與
ヘ
マ
シ
タ
コ
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
區
ニ
從
來
財
政
的

權
能
ガ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
課
税
權
ト
起
債
權
ト
ヲ
認
メ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
財
政
的
ノ
方
面
カ
ラ
モ
自
主
的
ナ
活
動

ガ
出
來
ル
ヤ
ウ
ニ
致
シ
タ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
次
ニ
區
ニ
ハ
今
マ
デ
區
自
ラ
持
チ
マ
ス
區
吏
員
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
ナ
カ
ツ
タ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尤
モ
事
實
上
左
樣
ナ
モ
ノ
ニ
當
ル
モ
ノ
ヲ
置
イ
テ
居
ル
コ
ト
ハ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
法
律
上
明
カ
ニ
區
吏
員
ト
云
フ

モ
ノ
ヲ
認
メ
マ
シ
タ
コ
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
區
會
ノ
權
限
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、
市
町
村
等
ニ
準
ジ
マ
シ
テ
權
限
の
擴
充
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
、

斯
樣
ナ
點
ガ
主
ナ
區
ノ
自
治
權
ノ
擴
充
ノ
點
デ
ア
リ
マ
ス

○
中
村
（
高
一
）
委
員
（
０
７
７
）
ソ
レ
カ
ラ
先
程
廣
川
君
カ
ラ
モ
御
質
問
ガ
ア
ツ
タ
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
都
内
ニ
於
ケ
ル
市
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町
村
制
ノ
存
置
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
局
長
ハ
能
ク
其
ノ
利
害
得
失
ガ
御
分
リ
ニ
ナ
ツ
テ
居
ラ
ナ
イ
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
場
合

ニ
依
リ
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
鈴
木
行
政
課
長
ノ
方
ガ
却
ツ
テ
此
ノ
點
ニ
付
テ
ハ
分
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
、
鈴
木
課
長
カ
ラ
御
答
ヘ
ヲ
願

ヒ
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

第
一
ニ
私
達
ガ
都
内
ニ
居
ツ
テ
見
マ
シ
テ
、
同
ジ
都
内
ニ
市
町
村
制
ヲ
布
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
制
度
ノ
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
甚
ダ

調
和
ノ
取
レ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
是
ハ
過
渡
的
ナ
一
ツ
ノ
手
段
ト
シ
テ
ハ
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
都
内

ニ
於
ケ
ル
市
町
村
ハ
、
之
ヲ
農
林
省
的
ナ
觀
察
カ
ラ
行
キ
マ
ス
ト
生
産
地
帶
ナ
ン
デ
ア
リ
マ
ス
、
同
ジ
帝
都
ノ
中
デ
片
方
ハ
消
費
地

デ
ア
リ
、
片
方
ハ
生
産
地
帶
ト
シ
テ
農
林
省
ハ
扱
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
最
近
都
内
カ
ラ
疎
開
シ
タ
リ
、
或
ハ
轉
住
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス

ル
者
ハ
、
非
常
ナ
澤
山
ナ
數
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
ア
ソ
コ
ハ
生
産
地
帶
ト
シ
テ
ノ
扱
ヒ
ヲ
受
ケ
テ
居
リ
マ
ス
爲
ニ
、

消
費
地
ト
シ
テ
ノ
配
給
ハ
受
ケ
ラ
レ
ナ
イ
、
鐵
道
沿
線
カ
ラ
都
内
ニ
通
ツ
テ
居
リ
マ
ス
所
ノ
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
其
ノ
他
ノ
純
然
タ

ル
消
費
者
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
畑
一
ツ
持
タ
ナ
イ
消
費
者
ガ
澤
山
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ケ
レ
ド
モ
是
ハ
生
産
地
帶
デ
ア
リ
マ
ス
爲
ニ
、

何
等
消
費
者
ト
シ
テ
都
内
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
配
給
が
受
ケ
ラ
レ
ナ
イ
、
其
ノ
爲
ニ
ア
ソ
コ
ノ
消
費
者
ハ
何
處
カ
ヘ
買
出
シ
ニ
行
カ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
是
ガ
中
々
思
フ
ヤ
ウ
ニ
ハ
出
來
ナ
イ
、
殊
ニ
近
ク
ニ
居
ル
者
ハ
餘
計
買
ヘ
ナ
イ
ト
云
フ
ノ
ガ

實
情
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
生
産
地
帶
ト
指
定
サ
レ
タ
所
ニ
於
ケ
ル
消
費
者
程
氣
ノ
毒
ナ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
、
是
ハ
何
ト
カ
解
決
シ
テ

ヤ
ラ
ナ
ケ
レ
バ
、
皆
ン
ナ
泣
イ
テ
居
マ
ス
ヨ
、
ソ
レ
バ
カ
リ
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
、
ア
ソ
コ
ニ
住
ン
デ
居
リ
マ
ス
ル
所
ノ
官
公
吏
、

警
察
官
學
校
ノ
先
生
達
ノ
手
當
ハ
、
都
内
ニ
居
ル
者
ニ
比
較
シ
テ
少
イ
、
都
内
ヲ
一
〇
〇
％
ト
ス
ル
ト
、
三
多
摩
ノ
市
ニ
住
ム
者
ハ

八
〇
％
、
町
村
ニ
住
ム
者
ハ
六
〇
％
ノ
手
當
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
町
村
ニ
住
ム
者
ト
都
内
ニ
居
ル
者
ト
ノ
間
ニ
、
非
常
ニ
手
當
ノ
不
均

衡
ヲ
來
タ
シ
テ
居
ル
、
同
ジ
都
内
ニ
於
ケ
ル
教
員
デ
ア
リ
ナ
ガ
ラ
、
同
ジ
都
内
ニ
於
ケ
ル
警
察
官
デ
ア
リ
ナ
ガ
ラ
、
同
ジ
都
内
ニ
於

ケ
ル
官
公
吏
デ
ア
リ
ナ
ガ
ラ
、
手
當
ニ
付
テ
ハ
格
段
ノ
差
別
ヲ
受
ケ
テ
居
ル
、
併
シ
實
生
活
ノ
上
ニ
於
テ
ハ
區
別
ス
ル
理
由
ハ
殆
ン
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ド
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
斯
ウ
云
フ
不
都
合
ヲ
一
體
其
ノ
儘
置
イ
テ
居
ツ
テ
宜
イ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
又
國
民
學
校
ノ
子
供
ノ
現
状
ヲ

見
マ
シ
テ
モ
、
小
サ
イ
町
村
ニ
分
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
町
村
ノ
學
校
ニ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
ヌ
ノ
デ
、
眼
ノ
前
ニ
學
校
ガ
ア

ツ
テ
モ
、
隣
ノ
町
村
ナ
ル
ガ
爲
ニ
、
自
分
ノ
町
村
ノ
遠
ク
ノ
學
校
ニ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
不
都
合
ヲ
生
ジ
テ
居
ル
、
又
最

近
デ
ハ
擔
税
力
ノ
餘
リ
ナ
イ
人
ガ
非
常
ニ
殖
エ
テ
參
リ
マ
シ
テ
、
是
等
ノ
人
ガ
、
例
ヘ
バ
國
民
學
校
ガ
足
リ
ナ
ク
ナ
ツ
テ
、
建
築
ヲ

シ
テ
呉
レ
ナ
ク
チ
ヤ
困
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
問
題
モ
起
キ
テ
居
ル
、
或
ハ
醫
療
制
度
ニ
付
テ
モ
然
リ
、
厚
生
施
設
ナ
ド
ニ
付
テ
モ
然
リ
、

斯
ウ
云
フ
問
題
ニ
付
テ
、
擔
税
力
ノ
ナ
イ
人
ガ
殖
エ
テ
來
テ
、
學
校
ヲ
造
レ
ト
言
ツ
テ
見
タ
所
デ
、
現
在
ノ
町
村
ニ
於
テ
其
ノ
建
築

費
ヲ
負
擔
サ
セ
ル
コ
ト
ハ
中
々
難
カ
シ
イ
、
是
ハ
ヤ
ハ
リ
都
内
カ
ラ
送
リ
込
ン
ダ
人
間
ガ
殖
エ
テ
來
テ
居
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
場
合
ニ

ハ
、
大
キ
ナ
見
地
カ
ラ
建
築
費
ヲ
見
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
建
前
ニ
ス
ル
コ
ト
モ
必
要
ダ
ト
思
フ
、
是
ハ
今
日
非
常
ニ
澤
山
ノ
矛
盾
ガ
出

來
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
直
グ
ニ
之
ヲ
區
制
ニ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
、
依
ツ
テ
、
ア
ノ
厖
大
ナ
ル
農
村
地
帶
ヲ
二
ツ
ノ
區
役
所

ニ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ノ
困
難
ハ
能
ク
分
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
點
ニ
付
テ
、
現
在
ノ
町
村
ノ
、
例
ヘ
バ
戸
籍
ト
カ
或
ハ

配
給
事
務
ノ
ヤ
ウ
ナ
極
ク
事
務
的
ナ
コ
ト
ハ
、
一
人
カ
二
人
ノ
其
處
ニ
出
張
所
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ニ
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
調
和
モ

出
來
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
點
ニ
付
テ
ハ
私
ハ
一
々
利
害
得
失
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
、
此
ノ
機
會
ニ
申
上
ゲ
ル
コ
ト
ハ
適

當
デ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ル
カ
ラ
詳
細
ナ
コ
ト
ハ
申
上
ゲ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
ド
ウ
モ
地
方
局
長
ハ
其
ノ
邊
ノ
コ
ト
ガ
分
ツ
テ
居
ナ
イ

ヤ
ウ
デ
ス
カ
ラ
、
一
ツ
課
長
カ
ラ
御
答
ヘ
ヲ
願
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
鈴
木
（
俊
一
）
政
府
委
員
（
０
７
８
）
特
ニ
御
指
名
デ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
局
長
ノ
先
程
ノ
御
答
辯
ヲ
更
ニ
補
足
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト

ニ
相
成
リ
マ
ス
ガ
御
答
ヘ
申
上
ゲ
マ
ス
、
只
今
御
指
摘
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
三
多
摩
地
方
ノ
市
町
村
ヲ
、
東
京
都
制
ノ
上
デ
今
後
如
何
ニ

扱
ツ
テ
行
ク
カ
ト
云
フ
問
題
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
只
今
仰
セ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
三
多
摩
地
方
ト
舊
東
京
市
ノ
所
謂
區
部
地
帶
ト

ノ
關
係
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
生
産
地
帶
或
ハ
消
費
地
帶
ト
云
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
實
體
上
ノ
區
別
ガ
ア
リ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
ヤ
ハ
リ
正
直
ノ
所
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否
定
シ
難
イ
所
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
現
在
ノ
東
京
都
制
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
區
ノ
區
域
ト
、
市
町

村
ノ
區
域
ト
兩
建
ニ
相
成
ツ
テ
居
ル
譯
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
實
體
上
ノ
差
別
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
只
今
御
指
摘
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ

事
情
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
段
々
ト
崩
レ
ツ
ツ
ア
ル
コ
ト
ハ
事
實
ダ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
東
京
都
内
ニ
勤
メ
マ
ス
ル
者
達
ガ
三
多
摩
地
方

カ
ラ
通
勤
ヲ
シ
テ
居
リ
、
生
産
地
帶
デ
ア
ル
所
ガ
、
段
々
ト
消
費
地
帶
化
シ
ツ
ツ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
事
實
デ
ア
ラ
ウ
ト
存
ジ
マ
ス
、

隨
ヒ
マ
シ
テ
色
々
區
部
地
帶
ト
市
町
村
地
帶
デ
、
配
給
ノ
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
或
ハ
官
公
吏
ノ
給
與
手
當
ノ
基
準
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、

現
在
色
々
差
別
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ノ
ガ
或
ル
程
度
不
公
平
ニ
ナ
ツ
テ
來
テ
居
ル
、
殊
ニ
區
部
地
帶
ト
市
町
村
地
帶
ノ
境
界
地
帶
ニ
於
キ

マ
シ
テ
其
ノ
實
情
ガ
著
シ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
爭
ヒ
難
イ
事
實
ダ
ラ
ウ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
何
ト
申
シ
マ
シ
テ

モ
區
ト
云
フ
制
度
ト
市
町
村
ト
云
フ
制
度
ハ
、
本
質
的
ニ
現
在
ノ
制
度
デ
申
シ
マ
ス
ル
ト
違
ヒ
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
御
承
知
ノ

ヤ
ウ
ニ
區
ハ
財
産
營
造
物
ヲ
維
持
管
理
ス
ル
コ
ト
ガ
主
タ
ル
任
務
デ
ア
ル
、
謂
ハ
バ
限
定
ヲ
サ
レ
タ
目
的
ヲ
持
ツ
タ
地
方
團
體
デ
ア

リ
マ
ス
ル
シ
、
市
町
村
ノ
方
ハ
、
凡
ソ
其
ノ
地
域
ニ
於
キ
マ
ス
ル
一
切
ノ
公
共
事
務
ヲ
處
理
シ
マ
ス
所
ノ
、
基
本
的
地
方
自
治
團
體

デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
公
益
的
ナ
、
基
本
的
ナ
地
方
自
治
團
體
デ
ア
ル
ト
云
フ
性
格
ハ
、
ヤ
ハ
リ
此
ノ
三
多
摩
地
方
ノ
市
町
村
方

面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
今
日
ト
雖
モ
尚
ホ
拂
拭
シ
難
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ニ
強
ヒ
テ
所
謂
限
定
サ
レ
タ
地
方
團
體
デ
ア

ル
所
ノ
區
制
ヲ
施
行
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
ヤ
ハ
リ
ド
ウ
モ
ソ
グ
ハ
ナ
イ
著
物
ヲ
強
ヒ
テ
着
セ
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
ハ
シ
ナ
イ
カ
ト
云
フ

コ
ト
ガ
考
ヘ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
將
來
區
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
制
度
ヲ
、
東
京
都
ノ
新
シ
イ
構
成
ノ
問
題
ト
シ
テ
考
ヘ
直
シ
テ
參

リ
マ
ス
ル
る
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
或
ハ
左
樣
ナ
區
別
ヲ
ス
ル
コ
ト
ガ
宜
イ
カ
ド
ウ
カ
、
尚
ホ
檢
討
ス
ル
餘
地
ガ
ア
ル
ト
思
ヒ
マ

ス
ガ
、
少
ク
ト
モ
現
在
ノ
區
制
、
市
町
村
制
、
斯
ウ
云
フ
制
度
ノ
建
前
カ
ラ
申
シ
マ
ス
ル
ト
、
三
多
摩
ニ
區
制
ヲ
施
行
ス
ル
ト
云
フ

コ
ト
ハ
、
尚
ホ
相
當
困
難
ナ
事
情
ガ
ア
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
斯
樣
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
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○
中
村
（
高
一
）
委
員
（
０
９
７
）
ソ
レ
デ
ハ
モ
ウ
一
ツ
、
區
ニ
關
シ
マ
シ
テ
御
尋
ネ
致
シ
テ
置
キ
タ
イ
、
區
長
ノ
公
選
ガ
問
題
ニ

ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
度
ノ
ヤ
ウ
ニ
區
ノ
權
限
ガ
擴
張
サ
レ
マ
シ
テ
、
起
債
權
或
ハ
課
税
權
、
條
例
ノ
制
定
マ
デ
モ
認

メ
ラ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
以
上
ハ
、
獨
立
シ
タ
法
人
區
ト
シ
テ
之
ヲ
扱
フ
コ
ト
ガ
改
正
ノ
内
容
ニ
副
ウ
テ
居
ル
モ
ノ
ノ
ヤ
ウ
ニ

思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
非
常
ニ
區
ノ
自
治
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
與
ヘ
ラ
レ
テ
來
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
云
フ
趣
旨
カ
ラ
致
シ
マ
ス
ナ

ラ
バ
、
區
長
モ
ヤ
ハ
リ
公
選
ヲ
サ
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
最
モ
適
當
シ
タ
コ
ト
ダ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
都
ノ
區
ハ
市
町
村
ナ

ド
ト
ハ
趣
キ
ヲ
異
ニ
シ
マ
シ
テ
、
都
全
體
ノ
統
一
或
ハ
都
全
體
ヲ
目
標
ニ
シ
タ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
點
ニ
付

テ
ハ
、
是
ハ
無
論
考
慮
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
囘
ノ
改
正
案
程
度
ニ
區
ノ
自
治
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
認
メ
ラ

レ
マ
ス
ル
以
上
ハ
、
區
ニ
公
選
シ
タ
區
長
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
選
ン
デ
、
其
ノ
區
全
體
ノ
調
和
ニ
付
テ
ハ
又
別
ノ
考
ヘ
ヲ
持
ツ
コ
ト
ガ
宜

イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
此
ノ
點
ヲ
一
ツ
御
聽
キ
致
シ
タ
イ

○
郡
（
祐
一
）
政
府
委
員
（
０
９
８
）
仰
セ
ノ
ヤ
ウ
ニ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
自
治
權
ヲ
可
及
的
ニ
擴
張
致
シ
テ
參
ル
コ
ト
ニ
、
改
正
法

ニ
於
テ
ハ
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
事
實
區
ハ
都
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
住
民
ト
最
モ
身
近
ナ
關
係
ニ
ア
リ
マ
ス
地
方
團
體
デ
ア

リ
マ
ス
カ
ラ
、
之
ニ
自
主
的
ナ
發
展
ヲ
圖
ラ
シ
メ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
都
行
政
ノ
圓
滿
ナ
ル
進
展
ヲ
圖
ル
所
以
ダ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
、
唯
仰
セ
ノ
中
ニ
ア
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
其
ノ
自
治
權
ハ
何
處
マ
デ
モ
充
實
致
シ
テ
參
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
ソ
レ
ニ

ハ
自
ラ
限
度
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
東
京
都
制
ガ
自
ラ
ヲ
理
想
的
ナ
公
共
團
體
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
區
ヲ
都
ノ
構
成
致
シ
マ
ス
ル
内
部
的
ナ

團
體
ト
シ
テ
立
法
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
ノ
デ
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
其
ノ
團
體
自
身
ニ
ハ
、
自
治
權
ヲ
成
ベ
ク
多
ク
認
メ
マ
ス
ガ
、
團
體
ノ
長

ノ
任
命
權
ハ
内
部
的
團
體
タ
ル
基
本
的
ナ
性
格
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
都
長
官
ガ
持
チ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
都
ノ
統
制
ヲ
確
保
ス
ル
コ
ト

ガ
望
マ
シ
イ
、
併
シ
區
會
ト
ノ
繋
リ
モ
必
要
デ
ア
ル
カ
ラ
意
見
ヲ
徴
シ
マ
シ
テ
、
區
長
ノ
身
分
權
ダ
ケ
ハ
都
長
官
ガ
持
ツ
ト
云
フ
コ

ト
ガ
、
現
在
ノ
都
制
ノ
構
成
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
必
要
ナ
限
度
デ
ア
ラ
ウ
、
斯
樣
ニ
考
ヘ
テ
區
ノ
自
主
性
ト
都
ノ
統
一
性
ト
ノ
調
和
ヲ
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圖
ツ
テ
參
ル
ト
云
フ
ノ
ガ
、
此
ノ
度
ノ
改
正
ノ
趣
旨
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

○
中
村
（
高
一
）
委
員
（
０
９
９
）
多
少
意
見
ガ
相
違
シ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
點
ニ
付
テ
ハ
逐
ツ
テ
考
慮
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
マ
シ
テ
、
モ

ウ
一
ツ
、
區
ニ
是
カ
ラ
課
税
權
ト
カ
起
債
權
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
、
同
一
都
内
ニ
於
ケ
ル
區
ニ
於
テ
違

ヒ
ガ
出
テ
來
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
非
常
ニ
財
源
或
ハ
其
ノ
他
ニ
於
キ
マ
シ
テ
有
力
ナ
區
ト
、
力
ノ
弱
イ
區
ト
ノ
間
ニ
非
常
ナ

相
違
ガ
出
テ
來
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
舊
東
京
市
制
ノ
當
時
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
麹
町
ト
カ
日
本
橋
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
非
常
ニ

裕
福
ナ
所
ト
、
新
市
域
ノ
ヤ
ウ
ニ
人
口
バ
カ
リ
多
ク
テ
非
常
ニ
苦
シ
イ
區
ト
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
調
和
ニ
色
色
苦
勞
ヲ
致
シ
タ
コ

ト
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
カ
ラ
又
課
税
權
或
ハ
起
債
權
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
與
ヘ
ラ
レ
マ
シ
タ
時
ニ
當
ツ
テ
、
再
ビ
區
ニ

依
ツ
テ
ノ
相
違
ガ
現
ハ
レ
テ
來
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ニ
對
ス
ル
調
整
ニ
付
テ
ハ
十
分
ニ
御
研
究
ヲ
セ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
カ

ド
ウ
カ
、
御
意
見
ヲ
聽
キ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

○
郡
（
祐
一
）
政
府
委
員
（
１
０
０
）
御
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
區
ニ
自
治
權
ヲ
認
メ
マ
シ
テ
モ
、
行
政
執
行
ノ
統
一
性
ダ
ケ
ハ
失
フ
コ
ト
ハ

好
マ
シ
ク
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
區
ガ
課
税
權
ヲ
持
チ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
地
方
税
法
ニ
於
キ
マ
シ
テ
東
京
都
ノ
課
シ
得

マ
ス
ル
税
ノ
全
部
、
又
ハ
一
部
ヲ
區
税
ト
シ
テ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
、
其
ノ
場
合
ニ
ハ
東
京
都
條
例
デ
其
ノ
限
度
等
ヲ
定
メ
ル
コ
ト

ニ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
斯
樣
ニ
致
シ
マ
シ
テ
區
ニ
於
テ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
マ
ス
ル
税
目
及
ビ
税
率
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
都
ノ
統
一
性

ガ
一
方
保
タ
レ
マ
シ
テ
、
著
シ
イ
不
均
衡
ノ
起
ル
コ
ト
ハ
防
イ
デ
參
リ
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
都
制
ノ
上
ニ
於
キ
マ
シ

テ
モ
、
區
ノ
財
政
調
整
上
必
要
ナ
交
付
金
ヲ
區
ニ
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
隨
ヒ
マ
シ
テ
一
方
ニ
ハ
課
税
權
ニ
付
キ
マ
シ
テ

モ
、
東
京
都
條
例
ニ
依
ツ
テ
努
メ
テ
統
一
性
ヲ
保
持
シ
、
更
ニ
財
政
調
整
上
必
要
ナ
場
合
ニ
ハ
交
付
金
ヲ
交
付
致
シ
マ
シ
テ
、
其
ノ

間
ノ
著
シ
イ
不
均
衡
ハ
防
イ
デ
參
リ
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
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ウ

八
月
十
六
日

○
中
野
（
四
郎
）
委
員
（
０
２
６
）
只
今
ノ
内
務
大
臣
ノ
御
答
辯
ニ
依
リ
マ
ス
ル
ト
、
私
ノ
御
尋
ネ
ヲ
申
上
ゲ
タ
東
京
都
制
ヲ
施
行

シ
タ
意
義
ト
、
ド
ウ
モ
御
答
辯
ガ
ピ
ン
ト
來
テ
居
ラ
ナ
イ
、
ソ
レ
ハ
何
ト
申
シ
上
ゲ
マ
シ
テ
モ
、
都
長
官
ヲ
公
選
シ
タ
ト
云
フ
コ
ト

ダ
ケ
デ
、
是
ダ
ケ
ノ
大
キ
ナ
理
由
ヲ
持
ツ
タ
東
京
都
制
ガ
、
私
ハ
一
遍
ニ
民
主
化
サ
レ
ル
ト
ハ
考
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
、
而
モ
其
ノ
第
二
要

素
ト
シ
テ
ノ
人
口
ガ
、
日
本
人
口
ノ
一
割
ヲ
占
メ
ル
八
百
萬
ノ
當
時
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
府
縣
市
行
政
ノ
煩
瑣
モ
考
ヘ
ラ
レ
マ
シ
タ

ケ
レ
ド
モ
、
今
日
ノ
如
ク
東
京
都
ダ
ケ
デ
三
百
萬
乃
至
ハ
二
百
五
十
萬
ノ
人
口
デ
抑
ヘ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
計
畫
ノ
ア
ル
折
柄
ニ
致
シ

マ
ス
レ
バ
、
尚
更
ノ
コ
ト
之
ヲ
眞
ニ
民
主
化
ス
ル
意
味
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
先
ヅ
東
京
都
制
ト
云
フ
特
別
ノ
制
度
ヲ
廢
止
シ
テ
、
サ
ウ

シ
テ
府
縣
制
ヲ
布
ク
、
隨
テ
其
ノ
都
制
下
ニ
ア
ル
所
ノ
跛
行
的
ナ
市
ノ
存
在
、
立
川
或
ハ
八
王
子
ト
云
フ
存
在
ヲ
是
正
シ
、
乃
至
ハ

都
ノ
區
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
、
全
ク
都
ノ
附
屬
化
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
畸
型
兒
ヲ
シ
テ
、
完
全
自
治
、
所
謂
獨
立
ヲ
セ
シ
メ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
構

想
ガ
、
内
務
大
臣
ニ
ナ
ク
チ
ヤ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
私
ハ
御
尋
ネ
シ
タ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
點
ニ
付
テ
ノ
御
答
辯
ガ
ド

ウ
モ
ピ
ン
ト
來
マ
セ
ヌ
ノ
デ
、
今
一
應
、
東
京
都
制
ヲ
ア
ナ
タ
ハ
妥
當
ト
認
メ
ル
カ
、
事
實
上
ニ
於
テ
是
ハ
將
來
ニ
於
テ
改
善
シ
ナ

ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
カ
ト
云
フ
點
ニ
付
テ
、
簡
單
デ
結
構
デ
ス
カ
ラ
御
答
辯
ガ
願
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
大
村
（
淸
一
）
國
務
大
臣
（
０
２
７
）
區
ノ
性
格
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
御
意
見
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
ガ
、
私
ハ
必
ズ
シ
モ
、
區
ヲ
完
全

自
治
體
デ
獨
立
サ
セ
ル
コ
ト
ガ
適
當
ダ
ト
ハ
考
ヘ
テ
居
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
尚
ホ
能
ク
研
究
ヲ
致
シ
テ

見
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
ホ
其
ノ
他
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、
先
程
來
申
上
ゲ
マ
ス
如
ク
、
今
囘
ノ
地
方
制
度
改
正
ニ
付
キ

マ
シ
テ
ハ
、
第
一
次
的
改
正
ト
モ
申
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
總
テ
ノ
點
ニ
向
ヒ
マ
シ
テ
完
全
ナ
ル
檢
討
ガ
加
ヘ
ラ
レ
テ
居
ル



第一章　第一次地方制度改革―東京都制等の改正―

93

ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
遺
憾
ナ
ガ
ラ
申
兼
ネ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
今
後
更
ニ
能
ク
考
慮
致
シ
マ
シ
テ
、
第
二
次
的
ノ
改
正
モ
成
ベ
ク
早

イ
機
會
ニ
於
テ
ヤ
リ
、
總
テ
ノ
地
方
制
度
ガ
、
成
ベ
ク
早
イ
機
會
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
民
主
化
ノ
大
目
的
ヲ
達
成
シ
得
ル
ヤ
ウ
ニ
革
新

ヲ
シ
テ
行
キ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

○
中
野
（
四
郎
）
委
員
（
０
２
８
）
内
務
大
臣
ノ
答
辯
ノ
巧
サ
ニ
ハ
、
私
實
ハ
昭
和
十
七
年
以
來
、
一
年
間
ノ
ア
ナ
タ
ノ
速
記
録
ヲ

ス
ツ
カ
リ
調
ベ
テ
見
マ
シ
タ
、
東
京
市
會
ノ
本
會
議
及
ビ
委
員
會
ニ
於
ケ
ル
速
記
録
ヲ
ス
ツ
カ
リ
調
ベ
テ
見
マ
シ
タ
ガ
、
一
ツ
モ
尻

ツ
ポ
ノ
掴
マ
レ
ル
ヤ
ウ
ナ
點
ガ
殘
ツ
テ
居
ラ
ヌ
コ
ト
ハ
、
稀
有
ノ
名
官
吏
ダ
ト
私
ハ
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
唯
一
ツ
ダ
ケ
昭
和

十
八
年
二
月
二
十
七
日
ノ
本
會
議
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
ア
ナ
タ
ハ
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ヲ
仰
シ
ヤ
ツ
テ
イ
ラ
ツ
シ
ヤ
イ
マ
ス
、
甚
ダ
申
譯
ナ

イ
ガ
、
現
在
ノ
區
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
、
次
ニ
區
役
所
ノ
教
育
課
ノ
復
活
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
實
ハ
昨
年
ノ
九
月
ニ
、
區
役
所
ノ
職

制
ヲ
戰
時
體
制
化
ス
ル
コ
ト
ガ
適
當
デ
ア
ラ
ウ
ト
存
ジ
マ
シ
テ
之
ヲ
改
正
シ
タ
云
々
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
、
約
十
分
バ
カ
リ
御
喋
リ

ニ
ナ
ツ
テ
イ
ラ
ツ
シ
ヤ
ル
、
此
ノ
中
ニ
内
務
大
臣
ガ
區
役
所
ヲ
バ
戰
時
體
制
化
ス
ル
ト
云
フ
點
ヲ
私
ハ
取
上
ゲ
テ
言
フ
ノ
デ
ハ
ア
リ

マ
セ
ヌ
ガ
、
其
ノ
後
區
役
所
ガ
戰
時
體
制
カ
ラ
解
放
サ
レ
タ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
實
例
ヲ
、
私
ハ
現
在
牛
込
ノ
區
會
議
長
ヲ
シ
テ
居
リ
マ

ス
ル
ガ
見
受
ケ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
依
然
ト
シ
テ
戰
時
體
制
ノ
儘
デ
以
テ
來
テ
居
ラ
レ
ル
、
特
ニ
私
ガ
此
ノ
際
申
上
ゲ
タ
イ
コ
ト
ハ
、

今
ノ
教
育
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
曾
テ
自
治
體
ト
學
區
ト
ハ
性
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
別
個
ノ
モ
ノ
ト
シ
テ
存
在
シ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
、
自
治
區
ガ
學
區
ニ
關
ス
ル
豫
算
其
ノ
他
ノ
權
限
ヲ
委
託
セ
ラ
レ
、
事
實
上
ニ
於
ケ
ル
末
端
教
育
行
政
ノ
適
正
ナ
ル
助
長
ニ

貢
獻
ヲ
シ
テ
居
ツ
タ
コ
ト
ハ
、
能
ク
市
ノ
助
役
ト
シ
テ
御
存
ジ
ノ
コ
ト
ダ
ラ
ウ
ト
私
ハ
思
ヒ
マ
ス
、
然
ル
ニ
之
ヲ
廢
シ
テ
都
ノ
管
理

ニ
移
サ
レ
タ
結
果
、
兒
童
教
育
ニ
付
テ
ハ
區
民
ト
ノ
脈
絡
ヲ
缺
イ
テ
シ
マ
ツ
タ
無
味
乾
燥
ナ
モ
ノ
ト
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ガ
、
區
モ

市
町
村
ニ
準
ズ
ル
ヤ
ウ
ニ
、
幼
稚
園
初
メ
國
民
學
校
、
青
年
學
校
、
實
業
學
校
ナ
ド
ノ
、
維
持
管
理
ノ
權
限
ヲ
、
更
ニ
再
ビ
移
管
ス

ル
ノ
ガ
適
當
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
、
當
時
ノ
ア
ナ
タ
ノ
御
考
ヘ
、
ア
ナ
タ
ノ
口
カ
ラ
出
タ
言
葉
ノ
上
カ
ラ
見
マ
シ
テ
モ
、
區
役
所
ハ
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從
前
ノ
如
ク
戰
時
體
制
化
サ
レ
タ
儘
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
之
ヲ
改
善
シ
テ
、
所
謂
區
ニ
教
育
行
政
ニ
關
ス
ル
權
限
ヲ
移
管
ス
ル
氣
持

ガ
ア
ル
カ
ナ
イ
カ
、
附
與
ス
ル
氣
持
ガ
ア
ル
カ
ナ
イ
カ
、
最
後
ニ
一
ツ
伺
ツ
テ
置
キ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
大
村
（
淸
一
）
國
務
大
臣
（
０
２
９
）
教
育
行
政
ノ
民
主
化
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
是
ハ
政
府
ト
シ
テ
モ
確
カ
ニ
考
慮
改
善
シ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
ラ
ヌ
重
大
ナ
使
命
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
而
シ
テ
此
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
其
ノ
主
管
省
タ
ル
文
部
省
ヲ
中
心
ニ
致
シ

マ
シ
テ
、
直
チ
ニ
調
査
考
究
ニ
著
手
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
ホ
教
育
ト
地
方
自
治
體
ノ
結
付
キ
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、

内
務
行
政
ノ
立
場
カ
ラ
申
シ
マ
ス
ト
、
教
育
位
國
民
生
活
ニ
、
又
住
民
ニ
關
係
ノ
深
イ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
是
等
ハ

自
治
行
政
ノ
内
容
ニ
、
大
イ
ニ
取
込
ム
ベ
キ
モ
ノ
ノ
一
ツ
デ
ア
ラ
ウ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
區
ト
教

育
ト
ノ
關
係
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
只
今
申
上
ゲ
マ
シ
タ
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
大
イ
ニ
取
入
レ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
問
題
デ
ア
リ
マ

ス
ガ
、
一
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
東
京
市
ノ
過
去
ノ
實
際
カ
ラ
申
シ
マ
シ
テ
、
教
育
費
支
辨
ノ
區
ト
致
シ
マ
ス
ト
、
ソ
コ
ニ
財
政
的
ニ

ハ
十
分
考
慮
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
點
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
解
決
方
法
ハ
必
ズ
シ
モ
現
在
ノ
如
ク
、
區
カ
ラ
教
育
權
ヲ
取

去
ツ
テ
市
ニ
持
ツ
テ
來
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
ナ
ク
テ
モ
、
解
決
法
ハ
ア
リ
得
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
現
在
ハ
仰
セ
ノ
如
ク
取
上
ゲ
ラ

レ
タ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
結
果
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
是
等
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
内
務
省
ト
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
十
分
考
慮
、
努
力
シ

ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
併
シ
此
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
先
程
申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
文
部
省
ノ
主
管
シ
テ

居
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
御
指
摘
ノ
學
區
ノ
問
題
ノ
如
キ
モ
、
是
ハ
文
部
省
所
管
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
、
私
共
政
府
ノ
一
員
ト
致
シ

マ
シ
テ
、
自
治
行
政
ト
教
育
行
政
ノ
結
付
キ
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
十
分
努
力
ヲ
致
サ
ウ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

エ

八
月
三
十
日

（
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
等
四
法
案
に
つ
い
て
の
討
論
）
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○
中
野
（
四
郎
）
委
員
（
０
２
５
）
私
ハ
無
所
屬
倶
樂
部
ヲ
代
表
致
シ
マ
シ
テ
、
特
ニ
東
京
都
制
ヲ
バ
近
キ
將
來
ニ
於
テ
改
廢
ス
ル

ト
云
フ
意
見
ヲ
付
シ
マ
シ
テ
、
本
修
正
案
ニ
贊
成
セ
ン
ト
ス
ル
者
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
東
京
都
制
ト
ハ
明
カ
ニ
戰
時
立
法
デ
ア
リ
マ

シ
テ
、
民
主
政
治
ノ
本
質
ト
ハ
凡
ソ
相
容
レ
ザ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
是
ガ
急
速
ナ
ル
改
廢
ハ
、
蓋
シ
民
主
化
サ
レ
ン
ト
ス
ル
所

ノ
地
方
制
度
改
正
ニ
當
ツ
テ
、
先
ヅ
眞
先
ニ
改
正
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
私
ハ
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
特
ニ
此
ノ
際
一
言
申
上
ゲ

マ
ス
レ
バ
、
都
ノ
下
部
組
織
タ
ル
區
ハ
都
ノ
本
來
ノ
本
體
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ニ
一
般
府
縣
制
ノ
改
廢
サ
レ
ル
ト
同
時
ニ
、
市
町
村

制
並
ミ
ノ
權
限
ヲ
付
與
シ
テ
自
治
權
ヲ
與
フ
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
再
々
此
ノ
委
員
會
ニ
於
テ
モ
私
達
ノ
主
張
シ
テ
居
ル
所
デ
ア
リ

マ
ス
、
ド
ウ
カ
此
ノ
點
ヲ
十
二
分
ニ
考
慮
ニ
入
レ
ラ
レ
、
將
來
ニ
於
ケ
ル
東
京
都
制
ヲ
改
廢
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
無
論
是
ガ
改
正
ニ
當

リ
マ
シ
テ
ハ
、
地
方
分
權
制
度
ノ
確
立
ト
睨
ミ
合
セ
マ
シ
テ
、
眞
ノ
自
治
制
度
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト
ニ
努
力
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
附
加
ヘ

テ
、
本
修
正
案
ニ
贊
成
ス
ル
者
デ
ア
リ
マ
ス
（
拍
手
）

東
京
都
制
、
府
縣
制
、
市
制
及
び
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
對
す
る
衆
議
院
修
正
要
綱
（
０
３
４

会
議
録
情
報

４
）（
東
京
都
の
區
に
関
す
る
事
項
を
抜
粋
）

第
二
、
地
方
議
會
の
議
員
の
選
擧
に
關
す
る
事
項

二
、
議
員
の
定
數
を
次
の
や
う
に
引
上
げ
る
こ
と
。

　
　

３
、
東
京
都
の
區
の
區
會
議
員
の
定
數
は
、
人
口
五
萬
未
滿
二
十
五
人
、
十
萬
未
滿
三
十
人
、
二
十
萬
未
滿
四
十
人
、
二
十
萬

　
　
　

以
上
四
十
五
人
と
す
る
こ
と
。

第
三
、
地
方
議
會
に
關
す
る
事
項

十
、
東
京
都
の
區
の
權
能
を
擴
充
し
法
令
の
定
め
る
所
に
よ
る
事
務
を
も
處
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
四
、
地
方
團
體
の
職
員
に
關
す
る
事
項
第

三
、
東
京
都
の
區
の
區
長
は
、
直
接
選
擧
に
よ
つ
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

其
の
他

三
、
東
京
都
の
區
の
存
す
る
區
域
に
お
け
る
町
内
會
、
部
落
會
及
び
そ
の
聯
合
會
の
長
に
對
す
る
報
酬
等
は
區
が
こ
れ
を
負
擔
す

　
　

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
　

附
帶
決
議

一
、
政
府
は
都
道
府
縣
の
首
長
及
び
そ
の
部
下
を
す
べ
て
公
吏
と
す
る
都
制
、
府
縣
制
改
正
案
及
び
こ
れ
に
必
要
な
る
法
律
を
急
速

　
　

に
整
備
し
、
來
る
べ
き
通
常
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

二
、
前
項
都
制
、
府
縣
制
改
正
案
の
完
璧
を
期
す
る
た
め
、
直
ち
に
地
方
制
度
審
議
會
を
設
置
す
る
こ
と
。

三
、
都
及
び
市
町
村
に
對
し
行
政
警
察
權
を
大
幅
に
移
讓
す
る
こ
と
。

四
、  

五
大
都
市
に
速
か
に
特
別
市
制
を
實
施
す
る
こ
と
。

五
、
地
方
行
政
事
務
局
を
廢
止
す
る
こ
と
、
又
地
方
事
務
所
の
存
廢
は
こ
れ
を
都
府
縣
の
任
意
と
す
る
こ
と
。

六
、
國
税
、
地
方
税
を
通
ず
る
税
制
の
根
本
的
改
正
を
斷
行
し
、
地
方
自
治
團
體
の
財
政
自
主
權
の
確
立
を
期
す
る
こ
と
。

七
、
地
方
自
治
團
體
に
對
す
る
煩
瑣
な
許
可
、
報
告
等
の
監
督
權
は
縮
小
整
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

改
正
法
案
を
修
正
議
決
し
、
附
帯
決
議
を
付
し
た
後
、
大
村
内
務
大
臣
が
地
方
自
治
制
度
改
正
に
関
す
る
今
後
の
方
針
に
つ

　
　
　

い
て
次
の
と
お
り
発
言
し
た
。
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○
大
村
（
淸
一
）
國
務
大
臣
（
０
３
２
）
今
囘
提
案
致
シ
マ
シ
タ
地
方
自
治
制
度
改
正
法
律
案
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
暑
中
ニ
モ
拘
ラ

ズ
本
委
員
會
ニ
於
テ
ハ
、
二
箇
月
ノ
長
キ
ニ
亙
リ
、
凡
ユ
ル
方
面
、
凡
ユ
ル
角
度
カ
ラ
縱
横
ニ
論
議
ヲ
盡
サ
レ
、
極
メ
テ
有
益
適
切

ナ
ル
意
見
ヲ
拜
聽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
マ
シ
タ
コ
ト
ハ
、
私
ノ
洵
ニ
感
謝
ニ
堪
エ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
只
今
御
決
定
セ
ラ
レ
マ

シ
タ
御
意
見
ハ
、
何
レ
モ
之
ヲ
尊
重
致
ス
所
存
デ
ア
リ
マ
ス
、
茲
ニ
各
位
ノ
御
審
議
ニ
對
シ
、
深
甚
ナ
ル
謝
意
ト
敬
意
ヲ
表
ス
ル
次

第
デ
ア
リ
マ
ス

　
　

次
ニ
此
ノ
機
會
ニ
地
方
自
治
制
度
改
正
ニ
關
ス
ル
今
後
ノ
方
針
ヲ
申
述
ベ
テ
置
キ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
、
今
次
改
正
案
ハ
、
本
委
員

會
ニ
於
テ
モ
屡
屡
申
シ
述
ベ
マ
シ
タ
如
ク
、
終
戰
後
ノ
事
態
ニ
即
應
シ
、
地
方
行
政
民
主
化
ノ
焦
眉
ノ
急
ニ
應
ゼ
ン
ト
シ
タ
モ
ノ
デ

ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
立
案
ニ
當
ツ
テ
ハ
、
新
憲
法
ノ
精
神
ヲ
極
力
採
リ
入
レ
ル
コ
ト
ニ
意
ヲ
用
ヒ
タ
コ
ト
ハ
當
然
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、

何
ト
申
シ
マ
シ
テ
モ
現
行
憲
法
下
ニ
於
ケ
ル
改
正
デ
ア
ル
爲
ニ
、
又
現
下
ノ
情
勢
ニ
即
應
セ
シ
ム
ル
爲
ニ
、
地
方
自
治
ノ
民
主
化
ヲ

圖
ル
上
ニ
於
テ
尚
ホ
足
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
言
フ
マ
デ
モ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
政
府
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
本
委
員
會
ニ

於
ケ
ル
各
種
ノ
論
議
竝
ニ
世
論
ノ
動
向
ニ
顧
ミ
、
地
方
分
權
及
ビ
地
方
自
治
ノ
本
旨
ニ
基
キ
、
地
方
自
治
團
體
ノ
組
織
及
ビ
運
營
ニ

關
ス
ル
自
主
性
ヲ
更
ニ
徹
底
セ
シ
メ
ル
ト
共
ニ
、
警
察
、
教
育
、
保
健
、
衞
生
、
財
政
及
ビ
勞
働
等
ノ
國
政
ヲ
、
原
則
ト
シ
テ
地
方

自
治
團
體
ニ
委
讓
シ
テ
、
其
ノ
指
揮
監
督
下
ニ
置
キ
、
中
央
政
府
ハ
、
是
等
ノ
事
務
ニ
付
テ
ハ
全
國
的
基
準
ノ
設
定
、
各
地
方
團
體

間
ノ
調
整
竝
ニ
情
報
ノ
蒐
集
、
及
ビ
分
配
ニ
關
ス
ル
職
分
ヲ
行
フ
ニ
止
メ
ル
ヤ
ウ
ナ
方
向
ノ
下
ニ
、
更
ニ
第
二
次
的
ノ
地
方
制
度
ノ

根
本
的
改
正
ヲ
圖
ル
必
要
ガ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
此
等
ノ
關
係
法
案
ハ
、
成
案
ヲ
得
次
第
來
ル
ベ
キ
議
會

ニ
之
ヲ
提
案
シ
、
各
位
ノ
御
審
議
ヲ
煩
ハ
ス
コ
ト
ト
致
シ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
而
シ
テ
右
ノ
如
キ
方
向
ノ
改
革
ハ
、
極
メ
テ

廣
汎
多
岐
ニ
亙
ル
現
行
諸
制
度
ノ
改
革
ヲ
必
要
ト
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
中
地
方
自
治
制
度
ノ
改
正
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
目

下
ノ
所
知
事
ノ
身
分
ヲ
根
本
的
ニ
切
替
ヘ
テ
、
議
會
及
ビ
選
擧
人
ニ
對
シ
テ
責
任
ヲ
持
ツ
公
吏
タ
ラ
シ
メ
、
部
下
ノ
任
免
權
ヲ
完
全
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ニ
掌
握
セ
シ
メ
ル
ヤ
ウ
ナ
性
格
ノ
モ
ノ
ト
ス
ル
ノ
ハ
固
ヨ
リ
ノ
コ
ト
、
次
ノ
如
キ
諸
點
ニ
付
テ
モ
亦
考
慮
ス
ル
必
要
ガ
ア
ル
ト
存
ゼ

ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
第
一
ニ
ハ
知
事
ノ
身
分
ノ
切
替
ヘ
ニ
伴
ヒ
、
新
タ
ナ
見
地
ヨ
リ
府
縣
ノ
組
織
及
ビ
運
營
ノ
制
度
ヲ
確

立
ス
ル
コ
ト
、
第
二
ニ
大
都
市
ノ
特
殊
性
ニ
即
應
ス
ル
如
キ
大
都
市
制
度
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト
、
第
三
ニ
市
町
村
ニ
對
シ
テ
自
主
的
ニ

其
ノ
行
政
組
織
ヲ
選
擇
セ
シ
メ
、
又
特
ニ
監
督
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
其
ノ
事
務
ヲ
自
主
的
ニ
處
理
セ
シ
メ
ル
權
能
ヲ
與
ヘ
ル
コ
ト
、

第
四
ニ
地
方
住
民
ノ
眞
ノ
意
思
機
關
ト
シ
テ
ノ
地
方
議
會
ノ
地
位
ノ
強
化
及
ビ
權
限
ノ
擴
充
ヲ
圖
ル
コ
ト
、
第
五
ニ
公
吏
ノ
任
用
、

分
限
等
ノ
制
度
ヲ
刷
新
整
備
ス
ル
ト
共
ニ
、
公
吏
及
ビ
議
員
ノ
責
任
及
ビ
任
務
ノ
増
加
ニ
鑑
ミ
、
是
等
ノ
者
ニ
對
ス
ル
給
與
ヲ
改
善

ス
ル
コ
ト
、
第
六
ニ
中
央
官
廳
ノ
監
督
權
ヲ
徹
底
的
ニ
整
理
ス
ル
ト
共
ニ
、
法
律
ニ
基
カ
ザ
ル
命
令
ニ
依
リ
、
地
方
團
體
ノ
活
動
ヲ

制
限
ス
ル
コ
ト
ハ
出
來
ナ
イ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
、
第
七
ニ
刑
ノ
宣
示
ヲ
受
ケ
タ
者
ニ
對
ス
ル
選
擧
權
及
ビ
被
選
擧
權
ノ
缺
格
條
項
ヲ

整
理
ス
ル
コ
ト
、
第
八
ニ
地
方
自
治
行
政
ニ
於
ケ
ル
司
法
的
決
定
ハ
、
適
當
ナ
裁
判
所
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
メ
ル
コ
ト
、
第
九
ニ
、

右
各
號
ノ
改
正
ニ
伴
ヒ
之
ニ
即
應
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
關
係
附
屬
法
令
ヲ
全
面
的
ニ
改
正
ス
ル
コ
ト
、
是
等
ニ
關
ス
ル
法
案
ノ
立
案
ニ
當
リ

マ
シ
テ
ハ
、
廣
ク
衆
智
ヲ
集
メ
テ
其
ノ
完
璧
ヲ
期
ス
ル
爲
メ
、
近
ク
地
方
制
度
調
査
會
ヲ
設
置
ス
ル
意
向
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
調

査
會
ニ
ハ
議
會
其
ノ
他
各
方
面
カ
ラ
、
學
識
經
驗
ア
ル
各
位
ノ
參
加
ヲ
求
メ
、
新
憲
法
ニ
即
應
シ
テ
地
方
自
治
制
度
ノ
徹
底
的
民
主

化
ヲ
圖
ル
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
所
存
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
（
拍
手
）

　
　
（
５
）
衆
議
院
本
会
議
（
八
月
三
十
一
日
）

（
委
員
長
報
告
）

○
中
島
守
利
君
（
０
１
６
）
私
ハ
只
今
上
程
セ
ラ
レ
マ
シ
タ
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
四
件
ノ
委
員
長
ト
シ
テ
、
委
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員
會
ノ
經
過
、
結
果
ヲ
概
略
報
告
致
シ
マ
ス
（
中
略
）
本
案
ハ
何
レ
モ
厖
大
ナ
ル
法
案
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
又
各
委
員
ト
モ
地
方
自
治

制
ニ
ハ
練
達
ノ
士
ガ
多
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
隨
分
微
細
ニ
亙
リ
質
問
應
答
ガ
行
ハ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
大
體
ハ
速
記
録
デ
御

覽
ヲ
願
ヒ
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
中
六
、七
點
ニ
對
シ
マ
シ
テ
、
主
要
ナ
ル
部
分
ヲ
此
處
ニ
申
上
ゲ
テ
見
タ
イ
ト
思

フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
中
略
）
次
ニ
ハ
、
東
京
都
制
ハ
戰
時
ノ
立
法
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
政
治
ノ
民
主
化
ト
ハ
全
ク
懸
ケ
離
レ
テ
居
ル
ト

云
フ
感
情
ガ
一
般
ニ
濃
厚
デ
ア
リ
マ
ス
、
都
ノ
下
部
組
織
ニ
ハ
市
ア
リ
、
區
ア
リ
、
町
村
ア
リ
、
又
島
嶼
ア
リ
デ
、
甚
ダ
複
雜
ナ
ル

現
況
デ
ア
リ
マ
ス
、
地
方
制
度
ノ
改
革
ノ
機
會
ニ
之
ヲ
整
備
シ
、
都
竝
ニ
都
内
ニ
於
ケ
ル
地
方
自
治
團
體
ト
モ
、
他
ノ
地
方
自
治
團

體
ト
同
樣
ノ
法
制
下
ニ
之
ヲ
抱
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
（
中
略
）

　
　

而
シ
テ
昨
三
十
日
、
委
員
會
ハ
本
案
ニ
對
ス
ル
討
論
ニ
入
リ
マ
シ
テ
、
數
十
項
ニ
亙
リ
マ
ス
修
正
案
ヲ
提
出
シ
マ
シ
テ
、
之
ヲ
可

決
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、此
ノ
修
正
案
ノ
内
容
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、極
ク
簡
單
ニ
之
ヲ
述
ベ
テ
見
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）

　
　

第
六
ハ
、
東
京
都
ノ
區
ニ
關
ス
ル
事
項
デ
ア
リ
マ
ス
、
東
京
都
ノ
區
ハ
、
今
次
ノ
改
正
案
ニ
於
テ
相
當
自
治
權
ノ
擴
充
ガ
圖
ラ
レ

ン
ト
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
區
ノ
現
勢
ト
將
來
ノ
動
向
ニ
鑑
ミ
テ
、
更
ニ
其
ノ
自
主
性
ヲ
強
化
ス
ル
ノ
要
ガ
ア
ル
ト
認
メ
ラ

レ
ル
所
カ
ラ

一
、
區
長
ハ
直
接
選
擧
ニ
依
リ
選
出
ス
ル
コ
ト
ト
ス
ル

二
、
區
ノ
權
能
ヲ
擴
充
シ
法
令
ノ
定
メ
ル
所
ニ
依
ル
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

（
三
～
五

省
略
）

　
　

其
ノ
他
地
方
自
治
ヲ
強
化
シ
、
地
方
行
政
ノ
民
主
化
ヲ
圖
ル
上
ニ
必
要
ト
認
メ
ラ
レ
ル
各
事
項
ニ
關
シ
、
所
要
ノ
修
正
ヲ
加
ヘ
タ

ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
以
下
省
略
）
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（
６
）
貴
族
院

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
特
別
委
員
会

ア

九
月
四
日

（
衆
議
院
の
修
正
箇
所
の
説
明
）

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
０
３
）（
前
段
省
略
）
以
上
デ
地
方
自
治
制
度
改
正
ニ
關
ス
ル
四
ツ
ノ
法
律
案
ノ
説
明
ヲ
終
ル
次
第

デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
此
ノ
四
法
律
案
ニ
對
シ
マ
シ
テ
ハ
、
衆
議
院
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
地
方
議
會
ノ
職
務
權
限
ニ
關
ス
ル
規
定
、
選
擧

管
理
委
員
會
及
ビ
監
査
委
員
ニ
關
ス
ル
規
定
、
都
道
府
縣
ノ
長
官
ノ
身
分
ニ
關
ス
ル
規
定
、
地
方
公
共
團
體
ノ
首
長
ノ
選
擧
ニ
關
ス

ル
規
定
、
地
方
議
會
ノ
解
散
又
ハ
地
方
公
共
團
體
ノ
首
長
其
ノ
他
ノ
職
員
ニ
對
ス
ル
解
職
請
求
權
等
、
所
謂
直
接
參
政
權
ニ
關
ス
ル

規
定
、
東
京
都
ノ
區
ニ
關
ス
ル
規
定
、
其
ノ
他
若
干
ノ
規
定
ニ
付
キ
マ
シ
テ
修
正
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
政
府
ハ
衆
議

院
ノ
院
議
ヲ
尊
重
シ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
最
後
ニ
衆
議
院
ニ
於
キ
マ
シ
テ
修
正
ノ
加
ヘ
ラ
レ
タ
箇
所
及
ビ
ソ
レ
ニ
對
ス
ル

政
府
ノ
見
解
ニ
付
キ
マ
シ
テ
一
言
説
明
ヲ
致
シ
マ
ス
、
衆
議
院
ノ
地
方
制
度
改
正
法
律
案
ノ
委
員
會
ニ
於
キ
マ
ス
ル
質
疑
應
答
ハ
別

途
印
刷
致
シ
マ
シ
テ
御
手
許
ニ
差
上
ゲ
ル
筈
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ノ
デ
、
衆
議
院
ノ
修
正
ノ
背
景
ト
モ
謂
フ
ベ
キ
點
ハ
此
ノ
資
料
ニ
依
リ

マ
シ
テ
御
承
知
ヲ
願
ヘ
ル
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
修
正
ノ
最
モ
重
要
ナ
ル
事
項
ニ
付
キ
マ
シ
テ
御
説
明
ヲ
致
シ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
、
第

一
ハ
地
方
議
會
ノ
職
務
權
限
ニ
關
ス
ル
事
項
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
地
方
議
會
ハ
總
テ
毎
年
六
囘
以
上
之
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ

シ
タ
コ
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
都
道
府
縣
及
ビ
市
參
事
會
ガ
都
道
府
縣
會
及
ビ
市
會
ニ
代
ツ
テ
其
ノ
閉
會
中
代
議
決
ヲ
爲
シ
得
ル
事
項
ハ
輕

易
ナ
事
件
ニ
限
ル
コ
ト
致
シ
（
マ
マ
「
コ
ト
ト
致
シ
」
か
）
マ
シ
テ
、
地
方
議
會
ト
參
事
會
ト
ノ
間
ニ
於
キ
マ
ス
ル
權
限
ガ
調
整
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サ
レ
ル
コ
ト
ト
相
成
リ
マ
シ
タ
コ
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
參
事
會
ノ
議
長
ハ
都
道
府
縣
會
議
長
又
ハ
市
會
議
長
ヲ
以
テ
充
テ
ル
コ
ト
ト
シ
、

且
參
事
會
員
ノ
選
擧
ハ
毎
年
一
囘
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
セ
ラ
レ
タ
コ
ト
、
及
ビ
市
町
村
會
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
市
町
村
内
ノ
團
體
等
ノ
活

動
ノ
綜
合
調
整
ニ
關
ス
ル
事
項
ヲ
議
決
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
タ
コ
ト
、
竝
ニ
府
縣
知
事
等
ノ
所
謂
原
案
執
行
ノ
權
限
ガ
一
部
制
限

セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
セ
ラ
レ
タ
コ
ト
等
ガ
其
ノ
主
ナ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、第
二
ニ
ハ
選
擧
管
理
委
員
會
ニ
關
ス
ル
事
項
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、

此
ノ
委
員
會
ノ
性
格
ト
職
務
ノ
性
質
ニ
鑑
ミ
マ
シ
テ
、
其
ノ
獨
立
性
ヲ
強
化
ス
ル
爲
メ
、
委
員
會
ハ
府
縣
知
事
及
ビ
市
町
村
長
等
ノ

監
督
ヲ
受
ケ
ナ
イ
コ
ト
ト
シ
、
又
委
員
會
ノ
運
營
ノ
公
正
ト
公
平
ヲ
確
保
ス
ル
爲
メ
、
委
員
一
人
デ
モ
委
員
會
ノ
招
集
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ガ
出
來
ル
モ
ノ
ト
致
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
補
充
員
ガ
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
必
ズ
補
充
員
全
部
ノ
選
擧
ヲ
行
ツ
テ
、
此
ノ

中
カ
ラ
委
員
ノ
缺
員
ヲ
補
充
シ
、
委
員
自
體
ノ
補
缺
選
擧
ハ
行
ハ
ナ
イ
コ
ト
ニ
修
正
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
第
三
ハ
監
査
委
員

ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
其
ノ
職
務
ノ
性
質
ニ
鑑
ミ
、
其
ノ
地
位
ノ
獨
立
性
ヲ
強
化
ス
ル
コ
ト
ニ
修
正
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
第
四
ハ

東
京
都
長
官
及
ビ
府
縣
知
事
等
ノ
身
分
ハ
改
正
憲
法
施
行
ノ
日
迄
ニ
限
ツ
テ
之
ヲ
官
吏
ト
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
修
正
ガ
加
ヘ
ラ
レ
マ
ス
ル
ト

共
ニ
、
其
ノ
選
擧
ニ
於
キ
マ
ス
ル
法
定
得
票
數
ヲ
八
分
ノ
三
ニ
改
メ
、
若
シ
之
ニ
達
ス
ル
者
ガ
ナ
カ
ツ
タ
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
決

選
投
票
ニ
依
ツ
テ
當
選
者
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ニ
改
正
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
第
五
ニ
地
方
議
會
ノ
解
散
ハ
、
原
案
ニ
於
キ
マ
シ

テ
ハ
内
務
大
臣
ガ
命
ズ
ル
コ
ト
ト
ナ
ツ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
地
方
議
會
ガ
府
縣
知
事
又
ハ
市
町
村
長
等
ノ
不
信
任
議
決
ヲ

致
シ
マ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
、
府
縣
知
事
市
町
村
長
等
ガ
自
ラ
之
ヲ
解
散
ス
ル
コ
ト
ニ
改
メ
、
又
選
擧
人
カ
ラ
ノ
解
散
ノ
請
求
ハ
、
其
ノ

要
件
ヲ
選
擧
人
總
數
ノ
三
分
ノ
一
以
上
ト
云
フ
コ
ト
ニ
増
加
シ
、
其
ノ
請
求
ハ
選
擧
管
理
委
員
會
ニ
對
シ
テ
之
ヲ
爲
シ
、
一
般
投
票

ニ
依
ツ
テ
解
散
ス
ル
カ
否
カ
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ニ
修
正
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ス
（
マ
マ
）、
尚
府
縣
知
事
、
市
町
村
長
議
員
及

ビ
其
ノ
他
ノ
職
員
ノ
解
職
ノ
請
求
モ
亦
、
其
ノ
要
件
ヲ
選
擧
人
ノ
三
分
ノ
一
以
上
ト
改
メ
、
府
縣
知
事
、
市
町
村
長
及
議
員
ニ
付
キ

マ
シ
テ
ハ
、
選
擧
管
理
委
員
會
ニ
對
シ
テ
其
ノ
請
求
ヲ
爲
シ
、
一
般
投
票
ニ
依
ツ
テ
決
定
シ
、
其
ノ
他
ノ
職
員
ノ
解
職
ノ
請
求
ハ
府
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縣
知
事
又
ハ
市
町
村
長
ニ
對
シ
マ
シ
テ
之
ヲ
行
ヒ
、
地
方
議
會
ノ
特
別
議
決
ニ
依
ツ
テ
之
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ト
セ
ラ
レ
マ
ス
ル
外
、

請
求
ニ
付
テ
一
定
期
間
ノ
制
限
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト
ト
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
東
京
都
ノ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
區
長
ヲ
直
接
選

擧
ト
致
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
區
ハ
都
條
例
ノ
外
、
法
令
ニ
依
ツ
テ
其
ノ
權
能
ヲ
賦
與
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ニ
修
正
ヲ
見
タ
次
第
デ
ア
リ
マ

ス
、
以
上
ノ
外
、
尚
若
干
ノ
條
項
ニ
亙
リ
マ
シ
テ
修
正
ガ
加
ヘ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
ソ
レ
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
御
質
疑
ニ
應
ジ

テ
御
説
明
ヲ
申
上
ゲ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
、（
以
下
省
略
）

イ

九
月
九
日

○
河
端
作
兵
衞
君
（
０
１
６
）
今
囘
ノ
東
京
都
制
ノ
改
革
ニ
付
キ
マ
シ
テ
御
尋
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
區
ニ
或
程
度
ノ
大
幅

ノ
自
治
權
ヲ
與
ヘ
テ
行
ク
ト
云
フ
、
斯
ウ
云
フ
風
ナ
現
在
ノ
趨
勢
ラ
シ
イ
デ
ス
ガ
、
現
在
ノ
區
デ
ハ
行
政
區
劃
ガ
甚
ダ
小
サ
イ
、
完

全
ニ
帝
都
ノ
復
興
ヲ
ス
ル
コ
ト
ニ
ハ
大
キ
ク
四
ツ
乃
至
五
ツ
ニ
分
ケ
テ
行
ク
コ
ト
ガ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
、
區
税
ノ
徴
收
或

ハ
分
擔
金
ノ
賦
課
、
起
債
、
併
セ
テ
財
政
調
整
交
付
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
制
度
ニ
新
タ
ニ
區
ノ
一
面
ガ
加
ハ
リ
、
一
面
政
府
ガ
保
護
ス
ル

ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
モ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ
ナ
荒
廢
ニ
歸
シ
テ
居
ル
帝
都
ハ
、
此
ノ
點
ハ
ナ
カ
ナ
カ
ウ
マ
ク
行
カ
ヌ
ト
思

ヒ
マ
ス
、
此
ノ
區
ノ
併
合
ヲ
誤
ル
ト
可
ナ
リ
凸
凹
ノ
復
興
状
況
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
斯
ウ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
點
ノ
御

考
ハ
ド
ウ
ナ
ツ
テ
居
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
伺
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
横
ノ
連
絡
ハ
、
地
方
ノ
縣
ノ
「
ブ
ロ
ッ
ク
」
ト
違
ヒ
マ
シ
テ
東

京
都
ハ
區
ト
區
ノ
間
ガ
有
ラ
ユ
ル
關
係
ニ
於
テ
密
接
ナ
關
係
ガ
ア
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
モ
ノ
ガ
果
シ
テ
横
ニ
ヨ
ク
連
絡
ガ
取

レ
テ
、
其
ノ
間
ノ
區
分
ガ
ヨ
ク
區
ト
シ
テ
之
ヲ
期
シ
得
ル
カ
ド
ウ
カ
、
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
極
メ
テ
急
務
ニ
屬
ス
ル
ト
思
フ
、

其
ノ
邊
ノ
御
説
明
ヲ
願
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
１
７
）
東
京
都
ノ
區
ヲ
見
テ
行
キ
マ
ス
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
東
京
都
ニ
區
部
ト
町
村
部
ガ
ア
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リ
マ
シ
テ
、
區
部
ハ
所
謂
大
都
市
ト
シ
テ
ノ
東
京
ノ
一
ツ
ノ
纏
ツ
タ
存
在
デ
ア
リ
マ
ス
、
三
十
五
區
以
外
ノ
市
町
村
部
ニ
於
キ
マ
シ

テ
ハ
、
區
部
ト
ハ
大
分
關
係
ガ
違
フ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
東
京
都
ノ
區
部
ノ
地
方
行
政
ノ
分
ヲ
見
マ
ス
ル
ト
、
是
ハ
其
ノ
都
市
ト
シ
テ
ノ

性
格
ノ
上
カ
ラ
行
キ
マ
シ
テ
、
都
ノ
一
體
性
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
常
ニ
之
ヲ
重
視
シ
テ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
從

ツ
テ
今
囘
地
方
制
度
ノ
改
正
ニ
依
リ
マ
シ
テ
三
十
五
區
ノ
自
治
的
權
限
ヲ
相
當
各
方
面
ニ
亙
リ
マ
シ
テ
、
改
正
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス

ル
ガ
、
是
等
ハ
總
テ
都
ノ
一
體
性
ヲ
阻
害
シ
ナ
イ
ト
云
フ
、
ソ
コ
ニ
何
等
カ
ノ
保
障
ヲ
求
メ
マ
シ
テ
、
都
ノ
一
體
性
ハ
之
ヲ
保
持
ス

ル
方
途
ヲ
講
ジ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
例
ヘ
バ
區
ニ
獨
立
シ
タ
課
税
權
ヲ
與
ヘ
ル
ト
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
是
ハ
都
會
ニ
於
テ
承
認

シ
タ
ル
區
税
ヲ
課
ケ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
致
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
他
ソ
レ
等
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
都
ノ
一
體

性
ヲ
保
持
ス
ル
要
件
ヲ
適
當
ニ
考
慮
シ
テ
ア
ル
筈
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
其
ノ
見
地
ハ
ズ
ツ
ト
維
持
シ
テ
行
ク
ベ
キ
デ
ア
ラ
ウ
、
斯
樣
ニ

考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
今
度
ハ
各
區
ニ
付
テ
見
マ
ス
ト
、
終
戰
後
ノ
各
區
ノ
状
態
ハ
其
前
ニ
較
ベ
マ
シ
テ
非
常
ナ
激
變

ヲ
來
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
人
口
ノ
分
布
ノ
状
態
ヲ
見
マ
シ
テ
モ
極
メ
テ
少
數
ノ
區
民
シ
カ
擁
シ
テ
居
ナ
イ
區
ガ
段
々
出
來

テ
居
リ
マ
ス
、
一
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
戰
災
ヲ
受
ケ
ナ
カ
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
地
方
ニ
於
テ
ハ
、
非
常
ナ
人
口
ガ
集
中
シ
テ
參
リ
マ
シ
テ
、

一
區
ニ
於
キ
マ
シ
テ
三
十
萬
五
十
萬
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
人
口
ヲ
擁
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
所
モ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
少
イ
モ
ノ
ニ
ナ
リ

マ
ス
ト
一
區
一
萬
内
外
位
ノ
人
口
シ
カ
ナ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
、
區
ノ
内
容
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
非
常
ニ
差
異
ガ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
テ
來
テ

居
リ
マ
ス
、
是
等
ガ
區
政
ヲ
運
用
シ
テ
參
リ
マ
ス
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
相
當
ノ
補
正
ヲ
要
請
サ
レ
ル
主
ナ
理
由
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ

デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
只
今
區
ノ
分
合
ヲ
折
角
研
究
致
シ
テ
居
ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
只
今
御
質
問
ノ
中
ニ

ハ
、
東
京
都
ノ
區
部
ヲ
數
箇
ノ
區
ニ
統
合
シ
タ
ラ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
趣
旨
ノ
御
意
見
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
ガ
、
マ
ダ
只
今
ノ
所
ト
致
シ
マ

シ
テ
ハ
、
三
十
五
區
ヲ
ド
ノ
程
度
ニ
統
合
ス
ル
カ
ト
云
フ
結
論
迄
ニ
ハ
達
シ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
兎
モ
角
モ
現
在
ノ
十
五
區
ヲ
適
當

ニ
統
合
致
シ
マ
シ
テ
、
都
制
ノ
運
用
上
適
當
ナ
モ
ノ
ニ
改
造
致
シ
タ
イ
ト
云
フ
コ
ト
デ
研
究
ヲ
進
メ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
又
此
ノ
研
究
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ニ
當
リ
マ
シ
テ
ハ
民
主
主
義
的
ナ
行
キ
方
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
、
餘
リ
官
僚
獨
善
ニ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
、
其
ノ
邊
ノ
所
ニ
ハ
十
分
注
意

ヲ
加
ヘ
マ
シ
テ
適
當
ナ
案
ヲ
得
ベ
ク
努
力
中
デ
ア
リ
マ
ス

ウ

九
月
十
一
日

（
衆
議
院
の
修
正
箇
所
の
説
明
と
政
府
の
見
解
）

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
５
８
）
只
今
ノ
點
（
編
者
注
：
委
員
長
が
政
府
委
員
に
対
し
て
衆
議
院
の
修
正
に
關
す
る
全
體
の

説
明
を
求
め
た
こ
と
）
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
衆
議
院
ノ
修
正
ノ
説
明
ハ
私
ヨ
リ
モ
郡
政
府
委
員
ノ
方
ガ
適
當
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
ル
ガ
、
併

シ
此
ノ
修
正
ニ
對
シ
マ
シ
テ
、
政
府
ガ
ド
ウ
云
フ
見
解
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
カ
ト
云
フ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
私
カ
ラ
説
明
ヲ
申
上
ゲ
タ

方
ガ
適
當
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス
ノ
デ
、
場
合
ニ
依
リ
マ
シ
テ
ハ
衆
議
院
ノ
修
正
ノ
點
ニ
付
キ
マ
シ
テ
更
ニ
郡
政
府
委
員
カ
ラ
御
説
明
ヲ
申

上
ゲ
ル
コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
テ
一
應
ア
ラ
マ
シ
ノ
御
説
明
ヲ
申
上
ゲ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、（
中
略
）
ソ
レ
カ
ラ
次
ニ
議
員
ノ
定
數
ヲ
引

上
ゲ
ル
點
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
是
ハ
都
議
會
議
員
、
町
村
會
議
員
、
又
東
京
都
ノ
區
ノ
區
會
議
員
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ソ
レ
ゾ
レ
或
程
度

ノ
増
員
ヲ
ス
ル
修
正
ガ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
是
等
ハ
何
レ
モ
民
主
主
義
化
ノ
上
カ
ラ
申
シ
マ
シ
テ
餘
リ
議
員
數
ヲ
少
數
ニ

限
定
ス
ル
必
要
ハ
ナ
イ
ノ
デ
、
是
ハ
相
當
數
増
員
ス
ル
方
ガ
寧
ロ
適
當
デ
ア
ル
ト
云
フ
衆
議
院
ノ
御
見
解
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
程

度
ノ
増
員
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
別
段
支
障
モ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
尊
重
ヲ
致
シ
テ
宜
シ
イ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア

リ
マ
ス
、（
中
略
）
ソ
レ
カ
ラ
此
ノ
東
京
都
ノ
區
ノ
權
能
ヲ
擴
充
致
シ
マ
シ
テ
、
現
制
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

事
務
ヲ
處
理
ス
ル
ト
云
フ
規
定
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ヲ
追
加
シ
ヨ
ウ
ト
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
モ
同
意
シ
テ
尊
重
シ
テ
宜

シ
イ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ル
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）
ソ
レ
カ
ラ
東
京
都
ノ
區
ノ
區
長
ハ
、
原
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
都
長
官
ガ
區

會
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
定
メ
ル
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
他
ノ
地
方
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
知
事
及
ビ
市
町
村
長
ノ
公
選
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ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
東
京
都
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
都
長
公
選
ハ
出
來
マ
シ
テ
モ
、
區
長
ハ
其
ノ
ヤ
ウ
ナ
定
メ
方
デ
ハ
均
衡
ヲ
失
ス
ル
、

又
民
主
化
ノ
主
義
カ
ラ
言
ツ
テ
モ
少
ク
ト
モ
區
長
公
選
ハ
適
當
デ
ア
ル
ト
云
フ
見
解
デ
ノ
直
接
選
擧
ヘ
ノ
修
正
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
是

亦
尊
重
致
シ
テ
宜
シ
イ
モ
ノ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）
ソ
レ
カ
ラ
東
京
都
ノ
區
ノ
存
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
所
ノ
町

内
會
、
部
落
會
及
ビ
其
ノ
聯
合
會
ノ
長
ニ
對
シ
マ
ス
ル
報
酬
等
ハ
、
原
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
都
ガ
之
ヲ
負
擔
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居

ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
是
ハ
寧
ロ
區
ガ
之
ヲ
負
擔
シ
タ
方
ガ
宜
シ
イ
、
區
長
ト
、
區
役
所
ト
ノ
結
付
キ
ヲ
密
接
ニ
ス
ル
コ
ト
ガ

寧
ロ
適
當
デ
ア
ル
ト
云
フ
御
見
解
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ニ
ハ
經
費
支
辨
ノ
點
ニ
於
キ
マ
シ
テ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ

ス
ル
ガ
、
是
ハ
都
費
ヲ
區
費
ニ
廻
ス
ト
云
フ
コ
ト
モ
必
要
ガ
ア
レ
バ
出
來
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
別
段
支
障
ノ
カ
ド
モ
ゴ
ザ
イ

マ
セ
ヌ
シ
、
修
正
ヲ
尊
重
シ
テ
行
キ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
東
京
都
議
會
議
員
ノ
任
期
ハ
昭
和
二
十
一

年
十
月
三
十
一
日
迄
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
改
メ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
原
案
ハ
八
月
三
十
一
日
ト
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
シ
タ
、
而
シ
テ
此
ノ

東
京
都
議
會
議
員
ノ
任
期
ハ
、
都
制
ニ
依
リ
マ
ス
ト
四
年
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
現
在
凡
ソ
三
年
ヲ
經
過
シ
テ
居
ツ
テ
、
モ
ウ

一
年
任
期
ガ
殘
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
任
期
ヲ
特
ニ
短
縮
ス
ル
爲
ニ
ハ
法
律
ヲ
要
シ
マ
ス
ノ
デ
、
八
月
三
十
一
日
ト
致
シ

テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
、
是
ハ
今
囘
ノ
改
正
案
ノ
議
決
ガ
延
ビ
ル
コ
ト
ニ
相
成
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
、
ソ
レ
ニ
伴
フ
テ
十
月
三
十
一
日
迄
ニ
ト

云
フ
コ
ト
ニ
修
正
ヲ
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
衆
議
院
ノ
修
正
ト
申
シ
マ
ス
ヨ
リ
モ
、
法
律
審
議
ノ
間
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ノ
期
日

ノ
喰
違
ヒ
ガ
出
來
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
當
然
ノ
修
正
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）
以
上
極
ク
概
略
ノ
御
説
明
ヲ

申
上
ゲ
マ
シ
テ
、
又
衆
議
院
ノ
審
議
ノ
模
樣
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
私
ニ
於
テ
説
明
ヲ
申
上
ゲ
マ
ス
ヨ
リ
モ
、
郡
政
府
委
員
カ
ラ
御
説

明
ヲ
申
上
ゲ
マ
シ
タ
方
ガ
ヨ
ク
事
情
ニ
通
ジ
テ
居
リ
マ
ス
點
モ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ノ
デ
、
更
ニ
御
質
問
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
私
ノ
説
明
ノ
足

ラ
ナ
カ
ツ
タ
處
、
或
ハ
不
十
分
デ
ア
リ
マ
シ
タ
處
、
誤
ツ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
リ
ト
致
シ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
更
ニ
御
説
明

ヲ
申
上
ゲ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
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○
中
川
望
君
（
０
６
８
）
次
ニ
、
是
ハ
都
制
問
題
ノ
時
ニ
伺
ツ
テ
モ
宜
シ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
只
今
ノ
修
正
ノ
中
ニ
、
東
京

都
ノ
權
能
ノ
擴
充
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
衆
議
院
ノ
修
正
ノ
中
デ
、
之
ニ
關
シ
テ
修
正
サ
レ
タ
ノ
ハ
此
ノ
點
ダ
ケ
デ
ス
カ
、

他
ニ
何
カ
之
ニ
關
シ
テ
非
常
ニ
問
題
ニ
ナ
ツ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
參
考
ノ
爲
ニ
伺
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
６
９
）
都
ニ
關
シ
マ
シ
テ
一
番
問
題
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ノ
ハ
、
都
ノ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
區
長
ノ
公
選

ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
是
ハ
都
ヲ
基
本
的
ナ
團
體
ト
ス
ル
意
味
合
ヒ
カ
ラ
、
公
選
論
ノ
意
味
合
ヒ
モ
能
ク
分
ル
譯
デ
ハ
ア
リ
マ
ス

ル
ガ
、
同
時
ニ
又
都
内
ノ
統
制
ト
云
フ
點
カ
ラ
考
ヘ
テ
、
其
ノ
適
否
ニ
付
テ
ハ
十
分
檢
討
シ
テ
見
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ

ナ
御
意
見
ハ
、
委
員
ノ
中
ノ
モ
ア
ツ
タ
コ
ト
ヲ
見
受
ケ
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
全
體
ノ
他
ノ
團
體
ノ
首
長
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
總
テ
直

接
選
擧
ニ
致
シ
、
ソ
レ
カ
ラ
是
ハ
讀
ミ
方
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
憲
法
ニ
申
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
地
方
公
共
團
體
ノ
長
ト

云
フ
モ
ノ
ニ
、
或
ハ
ソ
レ
ハ
基
本
的
ナ
團
體
デ
ア
ツ
テ
區
ノ
如
キ
ハ
含
マ
ヌ
ト
云
フ
讀
ミ
方
モ
出
來
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
素

直
ニ
讀
ミ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
東
京
都
ノ
區
ガ
憲
法
ニ
申
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
所
謂
地
方
公
共
團
體
ノ
長
ト
認
メ
マ
シ
テ
、
從
ツ
テ
直
接

選
擧
ヲ
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
工
合
ニ
見
ル
コ
ト
モ
、
讀
ミ
方
ト
シ
テ
ハ
ス
ラ
ツ
ト
シ
タ
讀
ミ
方
カ
ト
存
ジ
マ
シ
タ
シ
、
寧
ロ

公
選
ヲ
前
提
ト
シ
、而
モ
東
京
都
ニ
於
ケ
ル
調
和
ヲ
如
何
ニ
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
タ
方
ガ
宜
イ
ノ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

唯
此
ノ
段
階
迄
參
リ
マ
ス
ト
、
東
京
都
ト
云
フ
ノ
ヲ
基
本
的
團
體
ト
シ
、
區
ニ
付
テ
ハ
都
ニ
從
屬
致
ス
ト
申
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ガ
、

行
政
區
的
ナ
分
ヲ
相
當
強
ク
見
ヨ
ウ
ト
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
東
京
都
制
ノ
考
ヘ
方
ト
云
フ
モ
ノ
ニ
、
檢
討
ヲ
加
ヘ
ル
必
要
ガ
ア
ル
ノ
デ

ハ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
存
ジ
テ
居
リ
マ
ス
、
五
大
都
市
ノ
特
別
制
ヲ
考
ヘ
ル
場
合
ニ
、
東
京
都
制
ト
云
フ
モ
ノ
モ
、
殊
ニ
終
戰
後
ノ
事
態
ニ

即
シ
テ
考
ヘ
テ
見
ル
ベ
キ
問
題
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
區
ノ
問
題
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
法
令
ニ
定
メ
マ
ス
ル
所
ノ
事
務

ヲ
、
現
行
法
デ
ハ
都
條
例
ノ
定
メ
マ
ス
ル
事
務
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ノ
ヲ
、
法
令
ニ
定
ム
ル
事
務
ニ
擴
ゲ
、
更
ニ
區
固
有
ノ
公
共
事
務
迄
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認
メ
タ
ラ
ド
ウ
デ
ア
ラ
ウ
ト
云
フ
御
意
見
モ
ア
リ
マ
シ
タ
、
併
シ
是
ハ
區
ノ
實
體
カ
ラ
申
シ
マ
シ
テ
モ
、
ソ
レ
カ
ラ
又
何
ト
申
シ
マ

シ
テ
モ
、
都
ト
ノ
關
聯
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
區
自
身
固
有
ノ
公
共
事
務
ヲ
認
メ
ル
程
度
ニ
ハ
法
制
上
考
ヘ
ル
必
要
モ
ナ
イ
シ
、
又
實

際
モ
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
働
キ
ヲ
ス
ル
場
合
ガ
ナ
イ
デ
ア
ラ
ウ
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
一
應
御
意
見
ハ
出
マ
シ
タ
ガ
、
是
ニ
ハ
多
數
御
贊
成

ニ
ナ
ラ
ナ
カ
ツ
タ
や
ヤ
ウ
ニ
見
受
ケ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
市
町
村
等
ト
特
ニ
違
ヒ
マ
ス
ノ
ハ
ソ
レ
等
ノ
點
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
男
爵
松
平
外
與
麿
君
（
０
７
８
）
今
度
ノ
衆
議
院
ノ
改
正
、
又
政
府
ノ
原
案
ヲ
見
テ
モ
區
ノ
行
政
機
構
ガ
可
ナ
リ
擴
大
シ
テ
參
リ

マ
ス
、
現
在
ノ
状
況
カ
ラ
見
マ
シ
テ
、
或
ハ
外
ニ
較
ベ
マ
シ
テ
進
歩
シ
過
ギ
ヤ
シ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
心
配
ガ
私
ハ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

ガ
、
假
ニ
今
度
ノ
改
正
案
ニ
依
リ
マ
ス
ル
ト
、
區
ガ
相
當
財
源
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ニ
相
成
ル
譯
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
シ
マ
ス
ト
區
ノ
財

源
ハ
區
デ
出
シ
マ
ス
ガ
、
區
税
ト
申
シ
マ
ス
ノ
ハ
、
今
東
京
デ
申
シ
マ
ス
ル
ト
都
民
税
デ
ス
カ
、
或
ハ
都
ノ
市
町
村
民
税
ニ
ナ
リ
マ

ス
ノ
デ
ス
カ
、
其
ノ
區
民
税
ノ
主
體
ヲ
一
ツ
承
リ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
其
ノ
次
ニ
ハ
收
入
源
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
此
ノ

條
文
ニ
ア
リ
マ
ス
ル
五
箇
條
カ
項
目
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
ガ
、
ア
レ
ガ
大
概
區
ノ
歳
入
ノ
財
源
ニ
ナ
ル
モ
ノ
ト
斯
ウ
見
テ
宜
シ
ウ
ゴ
ザ

イ
マ
ス
カ
、
其
ノ
外
ニ
尚
特
殊
財
源
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
作
リ
得
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
、
或
ハ
都
カ
ラ
補
助
シ
テ
參
リ
マ
ス
ル
カ
ド
ウ

カ
一
ツ
承
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
ト
申
シ
マ
ス
ノ
ハ
、
區
ガ
獨
立
體
ト
ナ
リ
マ
シ
テ
、
相
當
關
係
議
員
、
職
員
モ
作
リ
マ
ス
、
ソ
レ

カ
ラ
給
與
、
報
酬
ナ
ン
カ
モ
出
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
、
ソ
レ
ヲ
區
デ
區
費
ヲ
以
テ
負
擔
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
、
ソ
レ
カ
ラ
殊
ニ
町
内
會
長
、
部
落
會
長
ニ
モ
又
今
度
新
シ
イ
制
度
デ
報
酬
ヲ
與
ヘ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
來
マ
ス
、
其
ノ
他

色
々
ナ
給
與
又
ハ
報
酬
ヲ
支
拂
フ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
ス
ル
ト
相
當
區
ノ
歳
出
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
案
外
多
ク
ナ
リ
ヤ
シ
ナ
イ
カ
ト

云
フ
心
配
モ
致
シ
マ
ス
、
ソ
レ
ニ
對
シ
テ
財
源
ガ
確
實
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
ト
又
赤
字
ニ
ナ
リ
マ
ス
、
赤
字
ニ
ナ
リ
マ
ス
レ
バ
、

ド
ウ
モ
巳
ム
ヲ
得
マ
セ
ヌ
カ
ラ
ド
ウ
シ
テ
モ
區
ト
シ
テ
ノ
起
債
ノ
問
題
ガ
出
テ
參
リ
マ
ス
、
サ
ウ
シ
マ
シ
テ
實
情
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
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ノ
ト
監
督
官
廳
デ
御
認
ニ
ナ
ツ
タ
場
合
ニ
於
テ
、
區
ノ
起
債
ノ
能
力
竝
ニ
状
態
ヲ
調
ベ
マ
シ
テ
、
果
シ
テ
ド
レ
位
ノ
限
度
ノ
起
債
能

力
ヲ
御
認
ニ
ナ
リ
マ
ス
カ
、
ソ
レ
モ
併
セ
テ
承
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
７
９
）
區
民
税
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
仰
セ
ノ
通
リ
東
京
都
ト
ノ
調
和
モ
保
タ
ナ
ケ
レ
バ
相
成
リ
マ
セ
ヌ

ノ
デ
、
地
方
税
法
ノ
方
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
區
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
都
條
令
（
マ
マ
「
例
」
か
）
ノ
定
メ
ル
所
ニ
依
リ
マ
シ
テ
東
京
都

ノ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
税
ヲ
決
定
致
ス
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
考
ヘ
ラ
レ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
是
ハ
寧
ロ
東
京
都
ト
云

フ
團
體
ノ
性
格
ヲ
如
何
ニ
ス
ル
カ
ト
云
フ
根
本
問
題
カ
ラ
又
考
ヘ
方
ガ
變
ツ
テ
來
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
或
ハ
車
税
ノ
如

キ
獨
立
税
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
區
ニ
委
譲
シ
テ
モ
差
支
ナ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
、
區
民
税
ハ
成
ル
程
區
民
ト
云
フ
モ
ノ
ト
區
ノ
繋

リ
ヲ
致
シ
マ
ス
ノ
ニ
ハ
有
力
ナ
財
源
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
區
ニ
ハ
成
ル
程
相
當
多
イ
自
治
的
ナ
部
面
ヲ
授
ケ
ヨ
ウ
ト
ハ
思
ツ
テ
居
リ

マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、又
各
區
ガ
亂
雜
ニ
仕
事
ヲ
始
メ
マ
シ
テ
經
費
ノ
浪
費
ヲ
起
シ
マ
ス
コ
ト
ガ
寧
ロ
心
配
ダ
ト
思
フ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、

從
ヒ
マ
シ
テ
區
民
税
ノ
如
キ
財
源
ハ
、
現
在
ノ
住
民
税
ヲ
都
ト
區
ト
若
干
ヅ
ツ
分
ケ
マ
ス
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
將
來
ハ
考
ヘ
タ
イ
ト
思
ヒ

マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
直
チ
ニ
區
ニ
區
民
税
ト
シ
テ
住
民
税
ヲ
徴
サ
セ
ル
コ
ト
ヲ
約
束
ス
ル
時
期
ニ
ハ
マ
ダ
參
ラ
ナ
イ
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
寧
ロ

考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
財
源
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
左
樣
ナ
財
源
ト
、
ソ
レ
カ
ラ
東
京
都
カ
ラ
交
付
致
シ
マ
ス
ル
交
付
金
、
是
ハ

必
ズ
シ
モ
財
政
調
整
的
ナ
意
味
合
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
デ
、
町
内
會
長
等
ニ
對
シ
マ
ス
ル
給
與
ヲ
區
ガ
致
ス
ト
云
フ
コ
ト
ニ
相
成
ツ

テ
居
リ
マ
ス
、
是
ハ
區
ト
町
内
會
長
ト
ノ
繋
リ
ヲ
付
ケ
マ
ス
爲
ニ
ハ
好
マ
シ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
其
ノ
財
源
ハ
區
自
身
デ
調

達
致
シ
マ
ス
ト
云
フ
ト
可
ナ
リ
厖
大
ナ
經
費
ニ
ナ
リ
マ
ス
、
從
ヒ
マ
シ
テ
負
擔
ノ
關
係
ニ
付
テ
ハ
都
ニ
於
テ
實
質
ハ
負
擔
シ
、
財
源

ヲ
區
ニ
交
付
シ
テ
、
區
カ
ラ
給
與
ヲ
支
拂
フ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
形
ニ
致
シ
マ
ス
意
味
合
ノ
交
付
金
ヲ
、
特
ニ
都
ト
區
ト
ノ
關
係
デ
ハ
置

キ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
區
ノ
起
債
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、
現
在
戰
災
後
ノ
色
々
ノ
状
態
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
各
區
ニ
依

リ
マ
シ
テ
ハ
大
分
仕
事
ガ
シ
タ
イ
ヤ
ウ
ニ
申
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
是
モ
終
戰
後
ノ
色
々
ノ
事
態
ニ
對
處
致
シ
マ
ス
事
業
ヲ
矢
鱈
ニ
區
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デ
營
マ
レ
マ
シ
テ
ハ
、
將
來
直
チ
ニ
負
債
ノ
償
還
ニ
支
障
ヲ
來
ス
ヤ
ウ
ナ
場
合
モ
起
ラ
ウ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
寧
ロ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ハ

矢
張
リ
營
造
物
ヲ
中
心
ニ
守
リ
立
テ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
從
ツ
テ
現
在
ノ
東
京
都
ノ
各
區
ノ
模
樣
デ
衞
生
ニ
關
ス
ル
施
設
ガ
非

常
ニ
不
十
分
デ
ア
ル
、
病
院
デ
モ
區
デ
拵
ヘ
タ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
、
公
共
福
利
ノ
直
接
區
民
ノ
利
益
ニ
ナ
リ
マ
ス
營
造
物
等
ヲ
拵
ヘ

マ
ス
爲
ニ
、
市
場
ヲ
拵
ヘ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
デ
起
債
ヲ
求
メ
テ
參
リ
マ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
認
メ
ル
ト
云
フ
限
度
ヲ
成
ル
ベ
ク
引
締

メ
テ
參
リ
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス

○
男
爵
松
平
外
與
麿
君
（
０
８
０
）
大
體
御
説
明
ニ
依
ツ
テ
了
解
致
シ
マ
シ
タ
ガ
、
今
ノ
御
話
ニ
依
ツ
テ
モ
ウ
一
ツ
承
リ
マ
ス
、
今

ノ
公
共
營
造
物
ノ
設
置
、
例
ヘ
バ
市
場
ト
カ
病
院
ト
云
フ
場
合
ニ
ハ
、
必
要
ナ
施
設
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
相
當
ノ
起
債
ヲ
認
メ
ル
ト
仰

シ
ヤ
イ
マ
ス
ガ
、
起
債
ト
言
ヒ
マ
シ
テ
モ
、
現
在
ノ
財
政
上
カ
ラ
非
常
ニ
困
難
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
或
限
度
ヲ
大
體
御
認
ニ
ナ
ツ
タ

方
ガ
宜
イ
ン
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
大
體
人
口
數
デ
ア
ル
ト
カ
、
或
ハ
一
般
民
衆
ノ
財
力
デ
ア
ル
ト
カ
云
フ

コ
ト
カ
ラ
考
案
セ
ラ
レ
マ
シ
テ
、
大
體
區
ニ
於
ケ
ル
所
ノ
起
債
ノ
限
度
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
豫
メ
御
決
メ
ニ
ナ
ツ
テ
置
イ
タ
方
ガ
宜
イ
ノ

ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
モ
ウ
一
遍
承
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
其
ノ
次
ハ
町
内
會
長
ト
部
落
會
長
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
此

ノ
前
ノ
衆
議
院
ノ
選
擧
法
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
大
分
議
論
ガ
出
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
日
町
内
會
長
、
部
落
會
長
ノ
樣
子
ヲ
見
マ
ス

ト
、
ナ
カ
ナ
カ
忙
シ
イ
ノ
デ
ス
、
殊
ニ
配
給
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
ガ
度
數
ガ
殖
エ
テ
參
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
一
々
計
算
ハ
精
密
ニ
シ
テ
報
告

ヲ
區
役
所
ニ
出
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
甚
ダ
失
禮
ナ
言
ヒ
分
デ
ア
ル
ガ
、
今
考
ヘ
テ
見
マ
ス
ト
、
面
倒
臭
イ
仕
事
ハ
皆
區
役
所
ガ
町

内
會
長
、
部
落
會
長
ニ
押
付
ケ
テ
居
ル
、
是
ガ
本
當
ナ
ン
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
御
否
定
ニ
ナ
ル
ナ
ラ
バ
御
否

定
ス
ル
ノ
ガ
危
イ
ン
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
實
ニ
町
内
會
長
、
部
落
會
長
ハ
氣
ノ
毒
ナ
状
態
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
外

ニ
組
長
ガ
ア
リ
、
更
ニ
受
持
ノ
月
當
番
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
ア
リ
、
實
ニ
ヤ
ヤ
コ
シ
ク
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ウ
云
フ
場
合
ニ

於
テ
今
オ
前
ニ
報
酬
ヲ
ヤ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
タ
カ
ラ
ド
ウ
シ
テ
モ
ヤ
レ
ト
言
ツ
テ
、
談
判
ヅ
ク
デ
ヤ
ラ
レ
タ
ラ
町
内
會
長
ダ
ツ
テ
困
ル
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譯
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ハ
ス
ツ
カ
リ
止
メ
ラ
レ
テ
、
區
役
所
デ
本
當
ニ
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
區
役
所
ニ
或
程
度
迄
サ
シ
テ
置
イ

テ
、
サ
ウ
シ
テ
其
ノ
中
ノ
町
内
會
長
ガ
ヤ
ル
方
ガ
適
當
ダ
ト
云
フ
限
度
ニ
於
テ
ノ
ミ
、
町
内
會
長
、
部
落
會
長
ニ
ヤ
ラ
セ
ル
ト
云
フ

コ
ト
ニ
致
シ
マ
セ
ヌ
ト
、
是
ハ
楽
シ
ミ
ニ
ヤ
ツ
テ
居
ル
ノ
ハ
少
ク
テ
、
オ
義
理
ニ
ヤ
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ
人
ガ
マ
ア
十
分
ノ
八
以
上
ダ

ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ヲ
何
時
迄
モ
認
メ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
モ
矢
張
リ
何
ト
言
ヒ
マ
ス
カ
、
輿
論
ト
ナ
リ
マ
ス
ト
、
民
衆
ト

シ
テ
ハ
餘
リ
好
イ
氣
持
ハ
シ
マ
セ
ヌ
、
此
ノ
點
ニ
付
テ
ハ
十
分
一
ツ
御
研
究
ノ
程
ヲ
願
ツ
テ
置
キ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
８
１
）
營
造
物
ニ
關
シ
マ
ス
ル
起
債
等
デ
ア
リ
マ
ス
レ
バ
、
多
ク
使
用
料
ノ
收
入
等
デ
以
テ
償
還
歳

入
ガ
確
實
ニ
賄
ヘ
ル
程
度
ノ
モ
ノ
ガ
差
當
ツ
テ
考
ヘ
ラ
レ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
戰
災
後
ノ
區
ノ
現
状
カ
ラ
申
シ
マ
ス
ル
ト
、
區
ノ
起
債

ト
云
フ
コ
ト
ハ
必
要
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
ガ
、
償
還
致
シ
マ
ス
能
力
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
區
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
現
實
ノ
問
題
ト
シ
テ
ハ
殆
ド

ナ
イ
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
マ
ス
ノ
デ
、
餘
程
引
緊
メ
テ
枠
ヲ
設
ケ
テ
參
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
町
内
會
長
、
部
落
會
長
ニ
付

キ
マ
シ
テ
ハ
、
確
カ
ニ
忙
殺
サ
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
殊
ニ
大
藏
省
關
係
ノ
金
融
ノ
非
常
措
置
以
後
、
非
常
ニ
ム
ヅ
カ
シ
イ
仕
事
ガ
町

内
會
長
、
部
落
會
長
ニ
賦
課
セ
ラ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
是
ハ
可
ナ
リ
氣
ノ
毒
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
寧
ロ
私
ガ
今
考
ヘ
テ
居

リ
マ
ス
ノ
ハ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ
ニ
ア
ア
云
フ
重
イ
責
任
ア
ル
仕
事
ガ
加
ツ
テ
參
リ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
成
ル
ベ
ク
啓
發
宣
傳
ト
申
シ
マ
ス
カ
、

運
動
メ
イ
タ
仕
事
ヲ
町
内
會
長
部
落
會
長
ノ
肩
カ
ラ
取
ツ
テ
ヤ
リ
マ
シ
テ
、
ソ
レ
デ
金
融
非
常
措
置
ニ
關
ス
ル
各
般
ノ
説
明
等
ハ
町

内
會
長
デ
モ
使
ヒ
マ
セ
ヌ
ト
…
…
使
ヒ
マ
シ
テ
モ
確
實
ニ
出
來
ル
モ
ノ
デ
モ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、外
ニ
ス
ル
者
モ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、

現
在
ノ
過
渡
的
ニ
必
要
ナ
已
ム
ヲ
得
ヌ
仕
事
ニ
止
メ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
運
動
メ
イ
タ
仕
事
ノ
方
ハ
少
シ
除
イ
テ
ヤ
リ
マ
セ
ヌ
ト
出

來
ナ
イ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
御
趣
旨
ノ
點
ハ
左
樣
ヤ
ツ
テ
行
キ
タ
イ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス

○
子
爵
森
俊
成
君
（
０
８
２
）
只
今
ノ
松
平
委
員
ノ
御
質
問
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
度
ノ
改
正
デ
以
テ
區
ノ
獨
立

權
ト
申
シ
マ
ス
カ
、
非
常
ニ
強
大
ニ
ナ
ツ
タ
、
其
ノ
結
果
各
區
ノ
財
政
状
態
ナ
ン
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
非
常
ニ
違
ツ
テ
來
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
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ソ
レ
デ
各
區
各
區
ニ
依
ツ
テ
課
説
率
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
モ
違
ツ
テ
來
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
昭
和
七
年
ニ
大
東
京
ヲ
拵

ヘ
マ
シ
タ
時
ニ
、
舊
十
五
區
ノ
隣
接
ノ
區
ヲ
併
合
シ
タ
其
ノ
一
ツ
ノ
理
由
ト
シ
マ
シ
テ
ハ
、
澤
山
ノ
町
村
ガ
十
五
區
ノ
周
リ
ニ
ア
ツ

テ
、
ソ
レ
ガ
餘
ニ
モ
違
フ
性
格
内
容
、
殊
ニ
經
濟
上
ノ
内
容
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
面
白
ク
ナ
イ
、
其
ノ
面
白
ク
ナ
イ
町
村

ガ
犇
々
ト
相
隣
リ
合
ヒ
、
相
對
峙
シ
テ
居
ル
ノ
ハ
宜
シ
ク
ナ
イ
カ
ラ
、
ソ
レ
等
ノ
モ
ノ
ヲ
一
ツ
ニ
シ
テ
大
東
京
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ

ヲ
拵
ヘ
タ
ト
云
フ
ノ
ガ
理
由
ノ
一
ツ
デ
ア
ツ
タ
ト
私
ハ
心
得
テ
居
リ
マ
ス
、
今
囘
ノ
此
ノ
改
正
ニ
依
ツ
テ
區
ノ
獨
立
性
ガ
強
化
サ
レ

テ
來
ル
ト
、
又
以
前
ノ
ヤ
ウ
ナ
テ
ン
デ
ン
バ
ラ
バ
ラ
ノ
モ
ノ
ガ
出
來
上
ツ
テ
來
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
ス

ル
ト
大
東
京
ヲ
拵
ヘ
ル
前
ノ
ヤ
ウ
ナ
状
態
ニ
歸
ル
虞
ガ
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ズ
ト
思
ツ
テ
居
ル
、
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
御
考
ニ
ナ

ツ
タ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
カ
、
若
シ
ア
リ
ト
ス
レ
バ
ソ
レ
ニ
對
シ
テ
何
等
カ
按
配
ヲ
ソ
コ
ニ
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
御
考
デ
モ
ア
リ
マ
ス
カ
、
ド

ウ
デ
ス
カ

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
８
３
）
森
子
爵
ノ
御
尋
ノ
點
ハ
確
ニ
三
十
五
區
ヲ
合
併
ス
ル
ニ
付
テ
ノ
重
大
ナ
理
由
ノ
一
ツ
ダ
ト

考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
又
モ
ウ
少
シ
遡
リ
マ
シ
テ
大
正
十
二
、三
年
頃
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
區
ガ
小
學
校
ヲ
經
營
致
シ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
、
其
ノ
結
果
區
税
ノ
負
擔
ガ
非
常
ニ
相
違
ガ
出
來
テ
參
リ
マ
シ
テ
、
麹
町
區
ノ
ヤ
ウ
ナ
富
裕
ナ
區
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
本
税

一
圓
ニ
對
シ
テ
一
圓
以
下
ノ
モ
ノ
ヲ
課
ケ
ル
、
ソ
レ
ニ
比
ベ
テ
本
所
、
深
川
方
面
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
本
税
一
圓
ニ
付
キ
マ
シ
テ
四
圓

乃
至
五
圓
モ
課
ケ
マ
ス
、
サ
ウ
シ
マ
ス
ト
鞠
町
區
ノ
區
税
負
擔
ト
、
本
所
深
川
區
ノ
負
擔
ト
ノ
間
ハ
五
倍
以
上
ノ
開
キ
ガ
出
ル
ト
云

フ
ヤ
ウ
ナ
不
合
理
ナ
點
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
ソ
コ
デ
先
ヅ
教
員
給
ヲ
市
支
辨
ト
云
フ
コ
ト
ニ
シ
、
後
ソ
レ
ガ
段
段
發
達
シ
マ
シ
テ
、
大

體
今
日
ノ
國
民
學
校
ノ
經
營
費
ハ
大
部
分
都
負
擔
ト
云
フ
所
迄
發
展
致
シ
テ
參
ツ
タ
、
是
等
モ
、
其
ノ
原
因
ノ
大
キ
ナ
モ
ノ
ハ
區
税

負
擔
ノ
不
均
衡
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
デ
ア
ツ
タ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
將
來
東
京
都
内
ニ
於
ケ
ル
區
ノ
自
治
權
、
自
主
權
ヲ
ド
ノ
程
度
迄
認

メ
テ
行
ク
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
只
今
御
質
問
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
點
モ
十
分
念
頭
ニ
置
キ
マ
シ
テ
、
ソ
コ
ニ
宜
シ
キ
ヲ
得
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ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
度
ノ
改
正
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
先
程
地
方
局
長
カ
ラ
モ
御
説
明
申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ

ウ
ニ
、
區
税
デ
支
辨
シ
テ
行
キ
マ
ス
ヤ
ウ
ナ
仕
事
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
餘
程
決
意
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
從
ツ
テ

區
税
ヲ
課
ケ
マ
ス
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
必
ズ
都
條
例
ヲ
以
テ
決
メ
ル
、
都
ハ
其
ノ
點
ニ
於
テ
深
甚
ノ
注
意
ヲ
拂
ヒ
マ
シ
テ
、
區

税
ヲ
課
ス
ル
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
都
條
例
ノ
定
ス
ル
所
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
各
區
ノ
間
ニ
於
キ
マ
シ
テ
非
常
ナ
輕
重
ノ
生
ズ
ル
ト
云
フ

ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
防
止
ス
ル
用
意
ヲ
持
タ
セ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
又
區
債
起
債
ノ
取
扱
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、
税

支
辨
デ
行
ケ
マ
ス
ヤ
ウ
ナ
起
積
ハ
餘
程
考
慮
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
税
デ
償
還
ヲ
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
ク
、
使
用
料
ノ
如
キ
營
造
物
ノ
設

置
ニ
伴
ヒ
マ
シ
テ
、
營
造
物
收
入
デ
償
還
出
来
ル
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
是
ハ
別
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
區
税
デ
償
還
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
區

債
事
業
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
十
分
注
意
ヲ
シ
テ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
尚
又
現
在
ノ
區
ノ
機
能
ニ
付
キ
マ
シ
テ

ハ
、
財
産
及
ビ
營
造
物
ヲ
維
持
管
理
シ
テ
行
ク
性
質
ノ
モ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
他
ノ
一
般
市
町
村
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
キ
公
共
事
務
ヲ

處
理
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
權
限
ハ
認
メ
ラ
レ
テ
居
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
區
ノ
機
能
ヲ
擴
張
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
問
題
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト

財
産
營
造
物
ニ
關
ス
ル
區
ノ
外
ニ
公
共
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
必
ズ
考
ヘ
ラ
レ
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
點
ニ
付
テ

ハ
地
方
局
長
カ
ラ
モ
御
説
明
申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
衆
議
院
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
論
議
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
併
シ
都
ノ
自
治
權
ヲ
擴
張

ス
ル
ト
云
フ
見
地
ニ
立
ツ
テ
此
ノ
際
直
チ
ニ
公
共
事
務
迄
處
理
ス
ル
ト
云
フ
權
能
ノ
擴
張
ヲ
圖
ル
コ
ト
ヲ
實
行
サ
レ
ナ
カ
ツ
タ
ト
云

フ
點
モ
、
只
今
森
子
爵
ノ
御
尋
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
所
モ
考
慮
サ
レ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
自
治
權
ヲ
擴
張
ス

ル
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
十
分
注
意
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
要
ス
ル
ニ
東
京
都
内
ニ
於
ケ
ル
三
十
五
區
ハ
都
ノ
一
體
性

ニ
重
點
ヲ
置
イ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
或
ハ
又
區
ノ
自
主
權
ト
云
フ
點
ニ
於
テ
重
キ
ヲ
置
イ
テ
考
ヘ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
岐
レ
ル

コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
私
共
ノ
見
解
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
東
京
都
内
ノ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
都
ノ
一
體
性
ヲ
害
セ
ザ
ル
限
度
ニ
於
キ
マ

シ
テ
區
ノ
自
立
性
ヲ
伸
バ
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
デ
行
ク
ノ
ガ
妥
當
デ
ア
ル
、
從
ツ
テ
區
ノ
權
限
、
或
ハ
區
債
起
債
ニ
付
キ
マ
シ
テ



第一章　第一次地方制度改革―東京都制等の改正―

113

モ
其
ノ
ヤ
ウ
ナ
根
本
趣
旨
デ
規
正
ヲ
シ
テ
行
ク
ベ
キ
モ
ノ
デ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

○
子
爵
森
俊
成
君
（
０
８
４
）
ソ
レ
カ
ラ
モ
ウ
一
ツ
簡
單
ナ
御
答
デ
構
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
ガ
、
現
在
區
ノ
分
離
併
合
ト
云
フ
コ
ト
ガ
計

畫
サ
レ
テ
、
何
カ
民
間
ナ
ド
デ
ソ
レ
ゾ
レ
著
手
サ
レ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
區
ノ
併
合
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
付
テ
、

何
カ
基
本
的
ナ
方
針
等
ヲ
示
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ド
ウ
デ
ス
カ
、
ソ
レ
ト
併
合
ノ
時
期
ハ
何
時
デ
ス
カ
、
是
ダ
ケ
伺
ヒ
マ
ス

○
國
務
大
臣
（
大
村
淸
一
君
）（
０
８
５
）
現
在
ノ
東
京
都
ノ
三
十
五
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
戰
災
ヲ
受
ケ
マ
シ
タ
關
係
、
又
戰
災
後
ノ

都
民
ガ
復
歸
シ
マ
ス
場
合
ニ
住
宅
ノ
殘
ツ
テ
居
ル
所
ニ
密
集
シ
テ
來
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
、
單
ニ
人
口
ノ
點
カ

ラ
ダ
ケ
見
マ
シ
テ
モ
、
一
區
ニ
於
キ
マ
シ
テ
一
萬
位
シ
カ
人
口
ノ
ナ
イ
所
ガ
ア
リ
マ
ス
、
半
面
ニ
於
テ
ハ
四
十
萬
ニ
垂
々
ト
ス
ル
ヤ

ウ
ナ
區
モ
出
來
テ
居
リ
マ
ス
、
又
人
口
以
外
ノ
點
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
非
常
ナ
不
揃
ヒ
ナ
區
ガ
現
ハ
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
是
等
ハ
將
來

東
京
都
ノ
復
興
ノ
進
ム
ニ
從
ヒ
マ
シ
テ
、
段
々
ト
又
情
勢
ハ
變
ハ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
併
シ
戰
災
前
ノ
東
京
都
ノ
三
十
五
區

ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
程
度
ノ
差
コ
ソ
ア
レ
、
矢
張
リ
サ
ウ
云
フ
不
揃
ヒ
ハ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
人
口
ガ
僅
カ
五
萬
位
ノ
區
モ
ア
リ
マ

ス
レ
バ
一
面
ニ
於
テ
ハ
三
十
萬
ヲ
超
エ
ル
ヤ
ウ
ナ
區
モ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
邊
ノ
調
整
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ

議
論
モ
段
々
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
現
在
ノ
ヤ
ウ
ナ
特
ニ
著
シ
イ
不
揃
ヒ
ガ
出
テ
參
リ
マ
シ
タ
時
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
一
般
ニ
多

ク
ヲ
合
理
的
ニ
考
ヘ
タ
ラ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
是
等
モ
今
日
ノ
時
勢
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
若
シ
民
主
主
義
的

ナ
行
キ
方
ニ
依
ツ
テ
適
當
ナ
解
決
ガ
得
ラ
レ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
ソ
レ
デ
行
ツ
タ
ラ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
見
解
カ
ラ
、
政
府
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ

別
段
多
ク
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ノ
基
準
ヲ
示
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
手
段
ハ
マ
ダ
執
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
併
シ
只
今
東
京
都
ヲ
中
心
ト
致
シ
マ

シ
テ
段
々
協
議
、
相
談
ガ
進
ン
デ
居
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
歸
趨
ヲ
見
マ
シ
テ
、
又
コ
チ
ラ
ノ
方
ト
致
シ
マ
シ
テ
モ
適
切
ナ
勸
告
ナ
リ
、

提
議
ヲ
致
シ
テ
見
タ
イ
ト
斯
ウ
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
マ
タ
現
在
ノ
所
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
ソ
コ
迄
取
計
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
話
合
デ
適

當
ナ
解
決
ヲ
得
ラ
レ
ル
デ
ア
ラ
ウ
、
又
サ
ウ
得
テ
貰
ヒ
タ
イ
ト
云
フ
氣
持
デ
臨
ン
デ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
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エ

九
月
十
八
日

（
区
に
関
す
る
逐
条
説
明
、
衆
議
院
修
正
も
含
む
）

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
２
９
）
只
今
ノ
部
分
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
區
ニ
付
テ
、
是
ハ
東
京
都
ノ
特
例
デ
ア
リ
マ
ス
ル
カ
ラ
若
干

申
上
ゲ
ル
コ
ト
ニ
致
シ
マ
ス
、
條
文
ニ
致
シ
マ
ス
ル
ト
五
十
頁
ノ
百
四
十
條
以
下
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
東
京
都
ノ
區
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ

概
ネ
市
ニ
準
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
特
ニ
區
ガ
市
ト
異
ツ
テ
居
ル
點
、
或
ハ
從
來
ノ
區
ト
立
法
ヲ
異
ニ
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
點
ヲ

申
述
ベ
マ
ス
ル
ト
、
只
今
ノ
五
十
頁
ノ
五
行
目
ニ
第
百
四
十
條
「「
都
條
例
」
を
「
法
令
及
都
條
例
」
に
改
め
る
。」
ト
云
フ
改
正
ガ

ア
リ
マ
ス
、從
來
東
京
都
ノ
區
ハ
法
人
格
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ガ
、其
ノ
處
理
致
シ
マ
ス
ル
所
ハ「
財
産
及
營
造
物
ニ
關
ス
ル
事
務
」

ト
、「
都
條
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
區
ニ
屬
ス
ル
事
務
」
ト
此
ノ
二
ツ
ヲ
扱
ツ
テ
、
此
ノ
二
種
ニ
大
別
出
來
ル
譯
デ
ア
リ
マ
ス
、
之

ニ
對
シ
テ
衆
議
院
ハ
修
正
ヲ
致
サ
レ
マ
シ
タ
、
事
務
ノ
範
圍
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
原
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
現
行
法
通
リ
デ
宜
シ
イ
ト
考

ヘ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
衆
議
院
ハ
修
正
致
サ
レ
マ
シ
テ
、
都
條
例
ニ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
マ
ス
ル
事
務
ノ
外
、
法
令
ニ
依
リ
マ
シ

テ
區
ニ
屬
ス
ル
事
務
ヲ
處
理
致
ス
コ
ト
ニ
致
シ
タ
イ
ト
云
フ
コ
ト
デ
、「
法
令
及
」
ト
云
フ
ノ
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
議

論
ノ
經
過
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
區
ヲ
完
全
自
治
體
ニ
致
シ
タ
イ
ト
云
フ
論
者
ハ
、
現
在
ノ
一
般
ノ
市
町
村
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
法
令
ノ
範
圍

内
ニ
於
ケ
ル
公
共
事
務
ト
、
法
令
ニ
依
リ
マ
ス
ル
事
務
ト
、
都
條
例
ニ
依
リ
マ
ス
ル
事
務
ト
、
是
等
ノ
事
務
全
部
區
ニ
持
タ
シ
タ
ラ

宜
イ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
論
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
區
自
身
ガ
包
括
的
ニ
公
共
事
務
ヲ
處
理
致
シ
マ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
全
ク

都
ノ
中
ニ
別
箇
ノ
完
全
ニ
獨
立
シ
タ
自
治
體
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト
ニ
相
成
リ
マ
ス
ル
ノ
デ
、
事
柄
ノ
性
質
上
適
當
デ
ハ
ナ
イ
、
是
ハ
現
行

法
通
リ
、「
財
産
及
營
造
物
ニ
關
ス
ル
事
務
」ニ
限
定
ス
ベ
キ
モ
ノ
ダ
ト
考
ヘ
、又
左
樣
ナ
論
者
ガ
多
數
ヲ
占
メ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、唯
、

今
後
法
令
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
區
ニ
屬
ス
ル
事
務
ヲ
若
シ
法
令
ガ
與
ヘ
ヨ
ウ
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
與
ヘ
テ
モ
宜
シ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ダ
ラ
ウ
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カ
、
現
在
ノ
處
、
直
チ
ニ
東
京
都
ノ
區
ニ
、
法
令
ニ
依
リ
マ
シ
テ
所
屬
サ
セ
マ
ス
ル
事
務
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
チ
ヨ
ツ
ト
考
ヘ
ラ
レ
ナ

イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
將
來
ノ
爲
ニ
法
令
ニ
依
リ
マ
ス
ル
事
務
モ
、
有
リ
得
ル
コ
ト
モ
立
法
致
シ
テ
置
キ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
其
ノ

限
度
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
差
支
ナ
カ
ラ
ウ
ト
存
ジ
テ
居
リ
マ
ス
、
次
ニ
五
十
一
頁
ノ
終
ヒ
カ
ラ
四
行
目
ノ
所
ニ
、「
區
ハ
區
住
民
ノ
權

利
義
務
又
ハ
區
ノ
事
務
ニ
關
シ
區
條
例
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ト
云
フ
規
定
ヲ
設
ケ
テ
居
リ
マ
ス
、
又
二
項
ニ
參
リ
マ
シ
テ
「
區
ハ

區
ノ
營
造
物
又
ハ
區
ノ
事
務
ニ
關
シ
區
條
例
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
區
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ト
云
フ
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ

居
リ
マ
ス
、
現
在
ハ
區
ハ
營
造
物
竝
ニ
財
産
ニ
關
シ
マ
ス
ル
事
務
ヲ
處
理
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
其
ノ
根
據
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、

都
條
例
又
ハ
都
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ニ
致
シ
、
唯
此
ノ
場
合
ノ
都
條
例
ハ
都
議
會
デ
議
決
ス
ル
代
リ
ニ
、
區
會
デ
議
決
ス
ル
ト
云
フ

立
法
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
此
ノ
度
ノ
區
ノ
自
治
權
ノ
擴
充
ノ
考
ヘ
方
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
、
區
條
例
ヤ
副
立
法
權
ヲ
區
ニ
直
接
與
ヘ

ル
ト
云
フ
改
正
ヲ
致
シ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
次
ニ
五
十
二
頁
ノ
三
行
目
ニ
「
第
百
四
十
四
條
第
三
項
を
次
の
や
う
に
改
め

る
。」
ト
云
フ
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
議
員
ノ
定
數
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
議
員
ノ
定
數
ハ
人
口
段
階
ニ
應
ジ
マ
シ
テ
、
現
在

十
五
人
乃
至
二
十
五
人
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
最
低
ガ
十
五
人
デ
最
大
ガ
二
十
五
人
ト
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
修
正
案

ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
最
少
ヲ
二
十
五
人
ト
致
シ
、
人
口
段
階
ニ
應
ジ
テ
四
十
五
人
ニ
迄
増
加
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
是
モ
區
自
身
ノ
事
務

ハ
、
必
ズ
シ
モ
區
會
議
員
ガ
多
イ
必
要
モ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
今
後
ノ
都
市
ノ
復
興
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
此
ノ
多
數
ノ
人

間
ガ
眞
ニ
役
立
ツ
テ
呉
レ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
事
柄
自
身
ニ
於
テ
特
ニ
否
定
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
事
柄
モ
ナ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ダ
ラ
ウ

カ
ト
云
フ
工
合
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
以
下
ハ
區
會
ノ
規
定
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
他
ノ
法
律
ト
大
體
似
タ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

ガ
、五
十
六
頁
ニ
參
リ
マ
シ
テ
、五
十
六
頁
ノ
三
行
目
ノ
百
五
十
一
條
ノ
二
、「
區
ニ
區
長
ヲ
置
ク
」、區
長
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
原
案
ハ
、

區
會
ノ
意
見
ヲ
聽
キ
マ
シ
テ
都
長
官
ガ
任
命
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
ツ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
、
直
接
選
擧
ニ
致
ス
コ
ト
ニ
衆
議
院
デ
修
正
致

サ
レ
、
且
附
則
ニ
參
リ
マ
シ
テ
、
都
長
官
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
、
區
長
モ
改
正
憲
法
施
行
ノ
日
迄
官
吏
ト
致
シ
、
ソ
レ
以
後
ハ
公
吏
ト
致
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ス
ト
云
フ
工
合
ニ
修
正
致
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
是
ハ
都
内
ノ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
、
都
ヲ
唯
一
ノ
基
本
的
ナ
自
治
體
ト
見
マ
シ
テ
、
區

ノ
自
治
權
ヲ
都
ノ
統
一
性
ヲ
害
シ
ナ
イ
程
度
ニ
限
定
致
ス
ベ
キ
カ
、
若
干
ノ
統
一
性
ニ
支
障
ガ
ア
ル
ヤ
ウ
ナ
場
合
デ
モ
、
區
ノ
自
治

體
ト
シ
テ
ノ
性
格
ノ
方
ヲ
強
ク
見
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
論
ノ
岐
レ
ル
所
ダ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
憲
法
ノ
地
方
公
共
團
體

ノ
長
ハ
直
接
選
擧
ス
ル
ト
云
フ
條
文
ヲ
ナ
ダ
ラ
カ
ニ
讀
ミ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
或
ハ
直
接
選
擧
ノ
方
ガ
筋
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
言
ヘ

ル
ノ
カ
モ
知
レ
ナ
イ
ト
存
ジ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
六
十
頁
ニ
參
リ
マ
シ
テ
、
六
十
頁
ノ
終
ヒ
カ
ラ
四
行
目
ノ
百
五
十
六
條
ノ
三

ノ
二
行
目
ニ
「
町
内
會
部
落
會
及
其
ノ
聯
合
會
ノ
長
ニ
ハ
報
酬
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ト
云
フ
ノ
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
是
ハ
市
制
デ
申

上
ゲ
マ
シ
タ
ト
同
ジ
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
町
内
會
長
、
部
落
會
長
等
ハ
區
ト
ノ
連
絡
ガ
緊
密
ナ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
百
五
十
六

條
ノ
三
ハ
、
區
カ
ラ
報
酬
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ニ
致
ス
ト
云
フ
コ
ト
ニ
改
メ
テ
、
區
ト
町
内
會
長
ト
ノ
連
絡
ヲ
密
ニ
致
サ
ウ
ト
云
フ
工
合

ニ
修
正
致
サ
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
結
局
此
ノ
問
題
ト
云
フ
ノ
ハ
、
事
柄
ト
シ
テ
ハ
是
デ
宜
シ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
其
ノ
場
合
ニ

於
キ
マ
ス
ル
區
ノ
財
政
ヲ
如
何
樣
ニ
致
ス
カ
ト
云
フ
問
題
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
是
ハ
財
政
ノ
方
デ
其
ノ
程
度
ノ
コ
ト
ハ
、

都
カ
ラ
交
付
金
ヲ
致
ス
ナ
ラ
バ
ヤ
ツ
テ
行
ケ
ル
ダ
ラ
ウ
ト
云
フ
見
込
ヲ
大
體
付
ケ
テ
居
ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
六
十
一

頁
ニ
參
リ
マ
シ
テ
、
六
十
一
頁
ノ
終
ヒ
カ
ラ
四
行
目
ノ
百
五
十
七
條
ノ
三
デ
、
區
ハ
區
税
及
分
擔
金
ヲ
賦
課
徴
收
シ
得
ル
コ
ト
ニ
規

定
致
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
百
五
十
七
條
ノ
四
ニ
參
リ
マ
シ
テ
、
區
税
ノ
賦
課
徴
收
ニ
關
シ
マ
シ
テ
ハ
地
方
税
法
ノ
定
ム
ル

所
ニ
依
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
都
條
例
ヲ
以
テ
都
ノ
賦
課
シ
得
ル
税
ノ
内
、
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
區
税
ト
シ
テ
徴
收
致
サ
セ
ル

カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
都
條
例
自
ラ
ガ
決
定
致
シ
、
サ
ウ
シ
テ
其
ノ
範
圍
ニ
於
テ
區
税
ヲ
賦
課
徴
收
シ
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
、
地
方
税

法
ト
相
俟
ツ
テ
立
法
致
シ
テ
居
ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
次
ニ
六
十
二
頁
ノ
初
メ
ノ
百
五
十
七
條
ノ
五
、
是
ハ
區
ガ
區
債

ヲ
起
シ
得
ル
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
無
制
限
ナ
區
債
ヲ
起
サ
セ
ル
考
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
寧
ロ
必
要
ナ
營
造
物
等
ニ
關
シ

マ
ス
ル
起
債
ガ
認
メ
ラ
レ
ル
ノ
ガ
現
状
ダ
ラ
ウ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
次
ノ
百
五
十
七
條
ノ
六
、
是
ハ
都
カ
ラ
、
區
ノ
財
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政
調
整
上
必
要
ガ
ア
リ
マ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
區
ニ
對
シ
テ
交
付
金
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ガ
出
來
ル
、
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
、

現
在
ハ
都
ノ
財
務
デ
ハ
、
財
産
收
入
等
ヲ
充
テ
マ
シ
テ
、
不
足
ノ
ア
リ
マ
ス
ル
場
合
ニ
ハ
都
費
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
テ
居
ル
ト
、
財
産

收
入
ト
云
フ
ノ
ハ
殆
ド
限
定
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
シ
、
殊
ニ
現
在
デ
ハ
財
産
收
入
ハ
極
メ
テ
乏
イ
ノ
デ
ア
リ
ス
（
マ
マ
「
ア
リ
マ
ス
」

か
）
カ
ラ
、
大
部
分
ハ
都
費
デ
賄
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
此
ノ
度
ハ
區
税
ナ
リ
、
其
ノ
他
ノ
税
外
收
入
ヲ
第
一
次
的
ナ
財

源
ト
致
シ
、
ソ
レ
ガ
足
リ
マ
セ
ヌ
場
合
ニ
、
區
ニ
依
リ
マ
シ
テ
財
政
力
ニ
相
當
ノ
隔
リ
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
ラ
、
財
政
調
整
的
ナ
意
味

合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
都
カ
ラ
交
付
金
ヲ
交
付
致
シ
、
之
ヲ
第
二
次
的
ナ
收
入
ニ
致
ス
ト
云
フ
規
定
ニ
財
務
ニ
付
テ
ハ
建
前
ヲ
取
ツ
テ

居
ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
大
體
此
ノ
分
ニ
付
テ
ハ
申
上
ゲ
ル
コ
ト
ハ
以
上
ノ
通
リ
デ
ア
リ
マ
ス

○
男
爵
松
平
外
與
麿
君
（
０
３
０
）
此
ノ
都
制
ノ
方
ノ
第
十
六
條
ノ
三
ノ
四
項
ニ
ハ
、「
委
員
及
」、
選
擧
管
理
委
員
デ
ス
ガ
、「
委
員

及
其
ノ
補
充
員
ハ
隔
年
之
ヲ
選
擧
ス
ベ
シ
」、
斯
ウ
云
フ
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
區
ノ
方
ノ
關
係
ヲ
申
シ
マ
ス
ト
百
四
十
七
條
ノ
二

ノ
二
項
に
、「
選
擧
管
理
委
員
會
ハ
「
選
擧
管
理
委
員
四
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
」
ト
任
期
モ
何
モ
ア
リ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、
一
遍
任
命

サ
レ
タ
ラ
解
職
ス
ル
ト
カ
何
ト
カ
云
フ
コ
ト
ガ
此
ノ
規
定
デ
見
レ
バ
、
私
ハ
見
方
ガ
惡
イ
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
任
期
ト
云
フ
モ
ノ

ガ
ナ
イ
デ
ス
ガ
、
如
何
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
３
１
）
是
ハ
此
ノ
度
ノ
改
正
法
ニ
ハ
出
テ
參
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
現
行
法
ノ
百
五
十
九
條
ト
申
シ

マ
ス
ノ
ガ
、
區
ニ
關
ス
ル
必
要
ナ
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
ア
ノ
只
今
ノ
區
長
ノ
選
擧
ノ

部
分
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
唯
區
長
ヲ
直
接
選
擧
ニ
依
ツ
テ
選
ブ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
如
何
ナ
ル
方
法
デ
投
票
ニ
付
シ
マ

ス
ル
カ
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
詳
細
ナ
ル
規
定
ヲ
缺
イ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
只
今
ノ
御
指
摘
ノ
部
分
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
モ
、
根
據
ダ

ケ
ヲ
法
律
中
ニ
置
キ
マ
シ
テ
、
殘
リ
ノ
部
分
全
部
勅
令
ニ
讓
リ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

○
中
川
望
君
（
０
３
２
）
只
今
ニ
關
聯
シ
テ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
サ
ウ
ス
ル
ト
區
長
ハ
直
接
選
擧
ニ
依
ル
ト
、
今
選
擧
ニ
付
テ
ノ
細
カ
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イ
モ
ノ
ハ
勅
令
ニ
讓
ル
ト
、
サ
ウ
ス
ル
ト
、
此
ノ
外
ノ
市
長
ノ
選
擧
ニ
付
テ
ノ
法
定
ノ
得
票
數
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
ソ
レ

等
ハ
矢
張
リ
勅
令
ニ
於
テ
定
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
３
３
）
御
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
區
長
ノ
選
擧
ノ
法
定
得
票
數
、
ソ
レ
カ
ラ
其
ノ
後
ニ
於
ケ
ル
決
選
投
票
、

是
等
ノ
規
定
ハ
勅
令
デ
書
キ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス

○
中
川
望
君
（
０
３
４
）
ソ
レ
カ
ラ
是
ハ
前
ノ
方
ニ
遡
ル
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
區
會
議
員
ノ
被
選
擧
權
ハ
外
ノ
モ
ノ
ト
違
フ
ノ
デ

ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
、
年
齡
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子
ニ
對
シ
テ
之
ヲ
認
メ
ル
ト
云
フ
初
メ
ノ
政
府
ノ
案
ハ
、
是
ハ
其
ノ
儘
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ

ウ
カ
、
詰
リ
區
會
ニ
ハ
婦
人
ハ
ナ
イ
譯
ナ
ン
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
３
５
）
區
會
議
員
ノ
選
擧
權
ハ
都
會
議
員
ノ
選
擧
權
ト
住
居
期
間
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
變
ツ
テ
參
リ
マ

ス
ガ
、
其
ノ
他
ノ
要
件
ハ
總
テ
同
ジ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
婦
人
ノ
選
擧
權
モ
當
然
ア
ル
譯
デ
ス

○
中
川
望
君
（
０
３
６
）
是
ハ
條
文
ニ
付
テ
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
東
京
、
帝
都
ノ
都
制
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
是
迄
ノ
帝
都
ト
云
フ
モ
ノ

ハ
特
別
ノ
扱
ヲ
受
ケ
テ
居
リ
マ
ス
、
他
ノ
六
大
都
市
ト
ハ
別
ニ
、
都
制
ダ
ケ
ガ
布
カ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
今
囘
ノ
改
正

ニ
依
ツ
テ
、
殆
ド
完
全
ナ
ル
自
治
權
ヲ
與
ヘ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
觀
點
カ
ラ
申
シ
マ
ス
レ
バ
、
特
ニ
東
京
都
ヲ
特
別
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
置

ク
ノ
カ
、
ド
ウ
云
フ
點
ヲ
異
ニ
ス
ベ
キ
カ
ト
云
フ
點
ニ
付
テ
餘
程
研
究
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
根
本
的
ニ
只
今
ノ
都
制
ト
云

フ
モ
ノ
ハ
此
ノ
機
會
ニ
立
テ
直
シ
ヲ
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
氣
モ
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
政
府
ト
シ
テ
ハ
其
ノ
點
ニ

關
シ
、
又
假
令
帝
都
ト
ハ
稱
サ
ナ
ク
テ
モ
一
國
ノ
首
府
デ
ア
ル
、
何
レ
ノ
國
ニ
於
テ
モ
首
府
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
其
ノ
國
ノ
中
心
ト
シ
テ
、

中
央
政
府
ノ
所
在
地
ト
シ
テ
、
特
別
ノ
制
度
ヲ
布
キ
、
又
種
々
特
別
ノ
施
設
ヲ
國
家
モ
亦
都
モ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
、
特
別
扱
ヲ
ス

ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
矢
張
リ
完
全
ナ
ル
自
治
權
ヲ
認
ム
ル
ニ
シ
テ
モ
、
尚
且
東
京
都
ダ
ケ
ハ
他
ノ
都
市
ト

違
ツ
タ
特
別
ノ
扱
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
、
斯
ウ
云
フ
御
考
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
其
ノ
點
ヲ
一
ツ
…
…
ソ
レ
カ
ラ
次
ニ
區
ノ
自
治
權
ノ
擴
張
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ト
云
フ
コ
ト
ヲ
積
極
的
ニ
方
針
ト
シ
テ
ハ
御
認
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
左
樣
ニ
致
シ
マ
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
、
殊
ニ
戰

災
後
ニ
於
テ
區
ノ
整
理
ヲ
シ
テ
、
餘
リ
ニ
其
ノ
力
ニ
於
テ
モ
大
差
ノ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
モ
考
慮
セ
ニ
ヤ
ナ
ラ
ヌ

ノ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
考
ヘ
マ
ス
、
自
治
權
ガ
擴
充
サ
レ
マ
シ
テ
、
租
税
等
ノ
徴
收
モ
出
來
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ル
ト
力
ノ
ア
ル

區
デ
ハ
種
々
ナ
ル
營
造
物
ノ
施
設
モ
出
來
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ル
シ
、
力
ノ
ナ
イ
所
デ
之
ニ
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
施
設
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト

ニ
ナ
ル
ト
、
非
常
ナ
負
擔
ヲ
シ
テ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
モ
相
成
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
シ
、
是
等
ノ
點
同
ジ
都
内
デ

ア
ル
ノ
ナ
ラ
バ
餘
程
考
ヘ
テ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
氣
モ
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ラ
バ
區
ノ
自
治
權
ヲ
認

メ
ル
ニ
シ
テ
モ
統
制
ヲ
破
ラ
ヌ
程
度
ニ
於
テ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ノ
、
何
カ
標
準
ト
言
ヒ
マ
ス
カ
、
ド
ノ
程
度
迄
ハ
ト
云
フ
、
標
準

ト
申
ス
ノ
モ
適
當
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
如
何
樣
ニ
ス
レ
バ
都
ト
シ
テ
ノ
統
制
ガ
取
レ
ル
カ
ト
云
フ
點
ニ
付
テ
、
ド
ウ
云
フ
點
ヲ
考
慮

シ
テ
居
ラ
レ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
伺
ヒ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス

○
政
府
委
員
（
郡
祐
一
君
）（
０
３
７
）
初
ノ
御
尋
ノ
首
都
ト
シ
テ
特
別
ノ
扱
ヲ
致
ス
カ
ト
申
シ
マ
ス
ル
點
ハ
、何
ト
申
シ
マ
シ
テ
モ
、

其
ノ
規
模
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
性
格
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
東
京
ハ
他
ノ
都
市
ト
ハ
異
ツ
テ
居
ル
首
都
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
爲
ニ
、
政
治

的
其
ノ
他
一
切
ノ
中
心
ト
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ガ
爲
ニ
、
制
度
上
モ
之
ヲ
區
別
シ
テ
置
ク
コ
ト
ノ
方
ガ
必
要
ナ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
デ
ア
ラ

ウ
カ
ト
云
フ
工
合
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
唯
都
制
ヲ
布
キ
マ
シ
タ
當
時
ニ
、
首
都
デ
ア
ル
ガ
爲
ニ
國
ト
ノ
關
聯
性
ガ
極
メ
テ
強
イ
カ

ラ
、
官
廳
ト
自
治
體
ノ
長
ト
シ
テ
ノ
二
重
ノ
性
格
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
強
力
ナ
ル
都
長
官
ヲ
置
ク
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
、
國
ト
ノ
關
聯
ヲ
強
メ

テ
行
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
考
ハ
、
此
ノ
度
ハ
地
方
制
度
ノ
改
正
、
來
ル
ベ
キ
第
二
次
改
正
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
點
ハ
全
ク

變
ツ
テ
參
ル
コ
ト
ト
思
ヒ
マ
ス
、
唯
都
ヲ
解
體
致
シ
マ
シ
テ
甞
テ
ノ
府
市
併
存
ノ
ヤ
ウ
ナ
形
ニ
持
ツ
テ
參
リ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
必
ズ

又
當
時
ノ
重
複
シ
タ
二
重
施
設
等
ノ
問
題
モ
起
ツ
テ
參
リ
マ
ス
ル
シ
、
從
ヒ
マ
シ
テ
東
京
都
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
二
番
目
ノ
御
尋
ト

關
聯
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
區
ノ
自
治
權
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
或
程
度
ニ
限
定
シ
ツ
ツ
都
ノ
統
一
性
ヲ
保
ツ
テ
參
ル
コ
ト
ガ
、
首
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都
ト
シ
テ
ノ
性
格
カ
ラ
、
又
從
來
ノ
府
市
併
存
當
時
ノ
沿
革
等
カ
ラ
見
マ
シ
テ
モ
、
必
要
デ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
第
二

ノ
區
ノ
自
治
權
擴
充
ニ
伴
ヒ
マ
ス
ル
問
題
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
現
在
ノ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
現
實
ノ
儘
ノ
姿
ニ
於
キ
マ
シ
テ
適
當
ナ
單

位
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
寧
ロ
疑
問
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
相
當
徹
底
シ
タ
合
區
ト
云
フ
モ
ノ
ガ

行
ハ
レ
ル
コ
ト
ガ
望
マ
シ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
東
京
都
自
身
ガ
色
々
ト
努
力
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
シ
、
私
ノ

方
モ
亦
必
要
ナ
方
針
ハ
授
ケ
マ
シ
テ
促
進
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ハ
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、ソ
レ
デ
區
ノ
自
治
權
ヲ
擴
充
致
シ
マ
シ
テ
、

先
程
モ
申
述
ベ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
一
般
ノ
公
共
事
務
ヲ
掌
リ
マ
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
完
全
ナ
、
他
ノ
東
京
都
内
ノ
市
町
村
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
意

味
合
ノ
自
治
權
ト
ハ
致
シ
マ
セ
ヌ
デ
、
其
ノ
代
リ
從
來
都
ノ
扱
ツ
テ
居
リ
マ
シ
タ
自
治
體
ト
シ
テ
ノ
仕
事
ノ
面
モ
或
程
度
ハ
區
ニ
委

讓
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
區
民
ノ
福
利
ニ
關
係
ス
ル
財
産
、
營
造
物
ノ
限
度
ニ
於
テ
ハ
、
都
内
ノ
區
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
充
實
シ
テ

參
ル
ガ
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
ソ
レ
以
外
ノ
部
分
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
都
ニ
統
制
ヲ
取
ラ
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
都
ノ
統
一
ト
云
フ

モ
ノ
ハ
保
持
シ
テ
參
ル
コ
ト
ガ
出
來
ル
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

　
　

注
（
１
）
こ
の
改
正
後
の
条
文
は
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
に
記
載
さ
れ
た
改
正
法
案
か
ら
作
成
し
た
。

（
２
）
第
百
四
十
七
条
ノ
二
第
四
項
は
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
の
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
七
月
五
日
分
の
議
事
速
記
録
で

は
、
同
条
第
三
項
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
改
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
第
三
項
の
条
文
に
引
き
続
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
御
署
名
原
本
、

貴
族
院
本
会
議
の
同
年
九
月
三
日
分
の
議
事
速
記
録
及
び
成
立
し
た
改
正
法
で
は
第
四
項
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
第
四

項
と
し
て
記
載
し
た
。
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（
３
）
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
）
７
２
頁

以
下
に
記
載
さ
れ
た
修
正
意
見
及
び
説
明
よ
り
引
用
し
た
。

（
４
）
第
百
八
条
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
修
正
意
見
は
、「
報
酬
、
費
用
弁
償
二
関
シ
テ
ハ
府
県
制
ト
同
様
二
改
メ
ラ
レ
タ
イ
」
で
あ
り
、
府
県
制

第
九
十
三
条
に
つ
い
て
「
選
挙
事
務
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
総
テ
実
費
弁
償
ノ
外
其
ノ
日
ノ
収
入
等
ニ
相
当
ス
ル
弁
償
ヲ
与
フ
ベ
キ
旨
ノ
原
則
ヲ
明

記
ス
ベ
シ
」
と
す
る
修
正
意
見
を
付
し
て
い
る
（
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
７
４
頁
、
６
６
頁
）。

（
５
）
以
下
、
本
節
で
引
用
す
る
第
九
十
回
帝
国
議
会
の
会
議
録
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
帝
国
議
会
会
議
録
テ
キ
ス
ト
版
（
片
仮
名
表
記
に
改

め
る
と
と
も
に
、
一
部
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
に
よ
り
修
正
）
に
よ
る
。
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第
二
章

改
正
東
京
都
制
の
規
定

　
　
　

一

改
正
後
の
東
京
都
制
の
規
定

　
　

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
制
の

規
定
（
第
百
四
十
条
～
第
百
五
十
九
条
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧
法
か
ら
の
改
正
箇
所
に
傍
線
を
施
し
、
衆
議
院
で
の
修

正
箇
所
は
番
号
を
付
し
て
、
条
文
の
後
に
説
明
を
ま
と
め
た
。
な
お
、
旧
法
の
規
定
に
つ
い
て
は
第
一
章
一
（
３
）（
２
４
頁

以
下
）、
衆
議
院
修
正
前
の
政
府
原
案
に
つ
い
て
は
第
一
章
四
（
１
）（
５
５
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

　
　
　

第
八
章

区
市
町
村

　
　
　
　

第
一
節

区
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第
一
款

区
及
其
ノ
区
域

第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
法
令
及
（
１
）
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区

ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

②

区
ノ
区
域
及
名
称
ハ
従
来
ノ
東
京
市
ノ
区
ノ
区
域
及
名
称
ニ
依
ル

第
百
四
十
一
条

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
都
長
官
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
内
務
大
臣

ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム

②

都
ノ
境
界
変
更
ニ
伴
フ
区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

③

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ノ
場
合
ニ
於
テ
財
産
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
処
分
ハ
関
係
ア
ル
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
都
長
官
之

ヲ
定
ム
但
シ
前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
財
産
処
分
ニ
関
シ
テ
ハ
第
三
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

④

所
属
未
定
地
ヲ
都
ノ
区
域
ニ
編
入
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
所
属
ス
ベ
キ
区
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
テ
ハ
第
三
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
百
四
十
二
条

区
ノ
境
界
ニ
関
ス
ル
争
論
ハ
都
長
官
之
ヲ
裁
定
ス
其
ノ
裁
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ
内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

②

区
ノ
境
界
判
明
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
争
論
ナ
キ
ト
キ
ハ
都
長
官
之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ
其
ノ
決
定
ニ
不
服
ア
ル
区
市
町
村
ハ

内
務
大
臣
ニ
訴
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁
定
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
ハ
文
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
其
ノ
理
由
ヲ
附
シ
之
ヲ
関
係
区
市
町
村
ニ
交

付
ス
ベ
シ

④

都
ノ
境
界
ニ
渉
リ
テ
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
場
合
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
二
款

区
住
民
及
其
ノ
権
利
義
務



第二章　改正東京都制の規定

125

第
百
四
十
二
条
ノ
二

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
都
住
民
ハ
其
ノ
区
住
民
ト
ス

②

区
住
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
営
造
物
ヲ
共
用
ス
ル
権
利
ヲ
有
シ
区
ノ
負
担
ヲ
分
任
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

第
百
四
十
二
条
ノ
三

日
本
国
民（
２
）タ
ル
区
住
民
（
之
ヲ
区
民
ト
称
ス
）
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
選
挙
ニ
参
与
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

第
百
四
十
二
条
ノ
四

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
条
例
又
ハ
区
規
則
ノ
制
定
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

②

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
ノ
事
務
ノ
監
査
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

第
百
四
十
二
条
ノ
五

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
会
ノ
解
散
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス

②

区
民
ハ
本
法
ニ
従
ヒ
区
長
、
監
査
委
員
、
区
会
議
員
又
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
ノ
解
職
（
区
長
ニ
付
テ
ハ
退
官（
３
））
ヲ
請
求
ス

ル
権
利
ヲ
有
ス

　
　
　
　
　

第
三
款

区
条
例
及
区
規
則

第
百
四
十
三
条

区
ハ
区
住
民
ノ
権
利
義
務
又
ハ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
区
条
例
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

②

区
ハ
区
ノ
営
造
物
又
ハ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
区
条
例
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
規
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
条
例
及
区
規
則
ハ
第
九
条
第
三
項
ノ
公
告
式
ニ
依
リ
之
ヲ
告
示
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　

第
四
款

区
会

第
百
四
十
四
条

区
ニ
区
会
ヲ
置
ク

②

区
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

③

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

二

人
口
五
万
以
上
十
万
未
満
ノ
区　
　
　

三
十
人
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三

人
口
十
万
以
上
二
十
万
未
満
ノ
区　
　

四
十
人

四

人
口
二
十
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　

四
十
五
人
（
４
）

④

議
員
ノ
定
数
ハ
総
選
挙
ヲ
行
フ
場
合
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
増
減
セ
ズ

第
百
四
十
五
条

都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

区
ハ
区
ニ
対
シ
特
別
ノ
関
係
ア
ル
者
ノ
申
請
ニ
依
リ
第
十
三
条
第
一
項
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
住
所
ノ
要
件
ニ
拘
ラ
ズ
区
会
ノ
議

決
ヲ
経
テ
之
ニ
選
挙
権
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
（
５
）

（
政
府
原
案
第
三
項
は
、
政
府
原
案
第
百
五
十
四
条
ノ
三
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
削
除
）

第
百
四
十
六
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

在
職
ノ
検
事
、
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

③

区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
並
ニ
選
挙
事
務
ニ
関
係
ア
ル
官
吏
及
吏
員
ハ
其
ノ
関
係
区
域
内
ニ
於
テ
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

④

都
ノ
官
吏
、
有
給
ノ
吏
員
其
ノ
他
ノ
職
員
ニ
シ
テ
在
職
中
ノ
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ト
相
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
四
十
七
条
（
第
一
項

削
除
）

区
会
議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
百
四
十
七
条
ノ
二

区
ニ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ヲ
置
ク

②

選
挙
管
理
委
員
会
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
四
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

③

委
員
ハ
区
会
ニ
於
テ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

④

委
員
会
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
会
議
員
ノ
選
挙
其
ノ
他
ノ
選
挙
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
管
理
ス
（
６
）

第
百
四
十
八
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
ハ
其
ノ
区
ニ
於
ケ
ル
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿
及
補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
依
リ
之
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ヲ
行
フ

②

区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ハ
毎
年
九
月
十
五
日
ノ
現
在
ニ
依
リ
補
充
選
挙
人
名
簿
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

③

補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
区
ニ
於
ケ
ル
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿

ニ
登
録
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
登
録
ス
ベ
シ

④

補
充
選
挙
人
名
簿
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
及
住
所
等
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
百
四
十
九
条

第
五
十
九
条
ノ
規
定
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
百
五
十
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

区
条
例
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト

二

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

三

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

四

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

五

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
区
税
又
ハ
分
担
金
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
コ
ト

六

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

　
　

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

七

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

八

営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

九

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

十

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項
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②

前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
区
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
一
条

区
会
ハ
議
員
中
ヨ
リ
議
長
及
副
議
長
一
人
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

②

議
長
及
副
議
長
ノ
任
期
ハ
議
員
ノ
任
期
ニ
依
ル

　
　
　
　
　

第
五
款

区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
並
ニ
区
吏
員

第
百
五
十
一
条
ノ
二

区
ニ
区
長
ヲ
置
ク

②

区
長
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

③

区
長
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
ヲ
シ
テ
選
挙
セ
シ
メ
其
ノ
者
ニ
就
キ
之
ニ
任
ズ
（
７
）

第
百
五
十
一
条
ノ
三
（
８
）

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
区
長
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

日
本
国
民
タ
ル
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
者
ハ
区
長
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

③

区
長
ノ
選
挙
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
之
ヲ
管
理
ス

④

区
長
ノ
選
挙
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

第
百
五
十
一
条
ノ
四
（
９
）

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
長
ニ

対
シ
区
条
例
又
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
ベ
キ
区
規
則
ノ
制
定
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
二
十
日
以
内
ニ
区
会
ヲ
招
集
シ
意
見
ヲ

附
シ
テ
之
ニ
原
案
ヲ
付
議
ス
ベ
シ

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
区
長
ハ
原
案
ノ
趣
旨
ニ
反
セ
ズ
ト
認
ム
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
之
ヲ
修
正
シ
原
案
ヲ
添
ヘ
テ
区
会
ニ
付
議
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

③

区
長
ハ
区
会
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ノ
代
表
者
又
ハ
其
ノ
代
理
者
ヲ
シ
テ
会
議
ニ
出
席
シ
原
案
ノ
説
明
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
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④

第
一
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
用
フ
ル
選
挙
人
名
簿
確
定
ノ
日
ニ
於
テ
之
ニ
登
録
セ
ラ
レ

タ
ル
者
ト
ス

⑤

第
一
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
ノ
数
ハ
前
項
ノ
選
挙
人
名
簿
確
定
後
直
ニ
区
長
ニ
於
テ
之
ヲ

告
示
ス
ベ
シ

⑥

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
一
条
ノ
五

区
会
ニ
於
テ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
十
日
以
内
ニ
区
会
ヲ
解
散
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

区
会
ニ
於
テ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
解
散
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ
解
散
後
初
テ
招
集

セ
ラ
レ
タ
ル
区
会
ニ
於
テ
再
ビ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
ハ
辞
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

③

前
二
項
ノ
議
決
ニ
付
テ
ハ
議
員
数
ノ
三
分
ノ
二
以
上
出
席
シ
其
ノ
四
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
五
十
二
条

区
長
ハ
区
ノ
事
務
及
都
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
区
内
ニ
関
ス
ル
都
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

②

区
長
ハ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ニ
委
任
シ
又
ハ
吏
員
ヲ
シ
テ
臨
時
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
三
条

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
財
産
及
経
費
ノ
管
理
並
ニ
区
域
ノ
変
更
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ズ
ル

コ
ト
ヲ
得

②

区
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ハ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
財
産
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

区
長
ハ
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
長
ヲ
シ
テ
其
ノ
事
務
ノ
一
部
ヲ
援
助
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
四
条

区
所
属
ノ
官
吏
ノ
区
行
政
ニ
関
ス
ル
職
務
関
係
ハ
本
法
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
国
ノ
行
政
ニ
関
ス
ル
其
ノ
職

務
関
係
ノ
例
ニ
依
ル

第
百
五
十
四
条
ノ
二

区
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
監
査
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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②

監
査
委
員
ハ
区
吏
員
ト
シ
其
ノ
定
数
ハ
二
人
ト
ス

③

監
査
委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス

④

区
会
議
員
ノ
中
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
監
査
委
員
ノ
任
期
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
議
員
ノ
任
期
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
後

任
者
ノ
選
任
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
迄
ノ
間
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

⑤

監
査
委
員
ハ
区
長
区
会
ノ
同
意
ヲ
得
テ
区
会
議
員
及
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
各
一
人
ヲ
選
任
ス
ベ
シ

⑥

監
査
委
員
ハ
区
ノ
営
造
物
ノ
管
理
、
区
ノ
出
納
其
ノ
他
区
ノ
事
務
ノ
執
行
ヲ
監
査
ス

（
政
府
原
案
第
百
五
十
四
条
ノ
三

削
除
）

第
百
五
十
四
条
ノ
三

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
監
査
委

員
ニ
対
シ
第
百
五
十
四
条
ノ
二
第
六
項
ニ
規
定
ス
ル
事
項
ニ
関
シ
監
査
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
監
査
委
員
ハ
其
ノ
請
求
ニ
係
ル
事

項
ニ
付
監
査
ヲ
為
ス
ベ
シ

②

第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員

ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
五
十
分
ノ
一
ノ
数
ニ
之
ヲ
準
用
ス

③

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
四
条
ノ
四

区
ハ
常
設
又
ハ
臨
時
ノ
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

②

委
員
ハ
区
吏
員
ト
ス

③

委
員
ハ
区
会
議
員
其
ノ
他
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
区
会
ノ
同
意
ヲ
得
テ
区
長
之
ヲ
選
任
ス

④

委
員
ハ
区
長
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
区
ノ
事
務
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
調
査
ス

第
百
五
十
五
条

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
区
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
ニ
従
事
ス

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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②

区
所
属
ノ
吏
員
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
及
府
県
其
ノ
他
ノ
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

第
百
五
十
六
条

区
ニ
区
出
納
吏
ヲ
置
キ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ノ
中
ニ
就
キ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ

②

区
出
納
吏
ハ
区
ノ
出
納
事
務
ヲ
掌
ル

第
百
五
十
六
条
ノ
二

前
数
条
ニ
定
ム
ル
者
ノ
外
区
ニ
必
要
ノ
区
吏
員
ヲ
置
キ
区
長
之
ヲ
任
免
ス

②

前
項
ノ
吏
員
ノ
定
数
ハ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム

③

第
一
項
ノ
吏
員
ハ
区
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
ニ
従
事
ス

　
　
　
　
　

第
六
款

給
料
及
給
与

第
百
五
十
六
条
ノ
三

区
会
議
員
、
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
、
区
会
議
員
ノ
中
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
監
査
委
員
、
委
員
並
ニ
町
内

会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
長
ニ
ハ
報
酬
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
者
ハ
職
務
ノ
為
要
ス
ル
費
用
ノ
弁
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③

報
酬
額
及
費
用
弁
償
額
並
ニ
其
ノ
支
給
方
法
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ベ
シ

第
百
五
十
六
条
ノ
四

前
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
吏
員
以
外
ノ
吏
員
ニ
ハ
給
料
及
旅
費
ヲ
給
ス

②

給
料
額
及
旅
費
額
並
ニ
其
ノ
支
給
方
法
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ベ
シ

第
百
五
十
六
条
ノ
五

報
酬
、
費
用
弁
償
、
給
料
、
旅
費
其
ノ
他
ノ
給
与
ハ
区
ノ
負
担
ト
ス

　
　
　
　
　

第
七
款

区
ノ
財
務

第
百
五
十
七
条

区
ハ
其
ノ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

（
第
二
項

削
除
）

第
百
五
十
七
条
ノ
二

区
ハ
営
造
物
ノ
使
用
ニ
付
使
用
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
17
）

（
18
）
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第
百
五
十
七
条
ノ
三

区
ハ
其
ノ
支
出
ニ
充
ツ
ル
為
区
税
及
分
担
金
ヲ
賦
課
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
七
条
ノ
四

区
税
及
其
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
シ
テ
ハ
地
方
税
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

②

分
担
金
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ノ
一
部
ヲ
利
ス
ル
営
造
物
又
ハ
区
ノ
一
部
ニ
対
シ
利
益
ア
ル
事
件
ニ
関
シ
特
ニ
利
益
ヲ
受

ク
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス

第
百
五
十
七
条
ノ
五

区
ハ
其
ノ
負
債
ヲ
償
還
ス
ル
為
、
区
ノ
永
久
ノ
利
益
ト
為
ル
ベ
キ
支
出
ヲ
為
ス
為
又
ハ
天
災
事
変
等
ノ
為
必
要

ア
ル
場
合
ニ
限
リ
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
区
債
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得

②

区
債
ヲ
起
ス
ニ
付
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
ル
ト
キ
ハ
併
セ
テ
起
債
ノ
方
法
、
利
息
ノ
定
率
及
償
還
ノ
方
法
ニ
付
議
決
ヲ
経
ベ
シ

第
百
五
十
七
条
ノ
六

都
ハ
区
ノ
財
政
調
整
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
区
ニ
交
付
金
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　

第
八
款

補
則

第
百
五
十
八
条

区
ハ
第
一
次
ニ
於
テ
都
長
官
、
第
二
次
ニ
於
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
監
督
ス

第
百
五
十
八
条
ノ
二

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
三
分
ノ
一
以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
会
議
員

選
挙
管
理
委
員
会
ニ
対
シ
区
会
ノ
解
散
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
選
挙
管
理
委
員
会
之
ヲ
区
会
議
員
ノ
選
挙
人
ノ
投
票
二
付
シ

其
ノ
過
半
数
ノ
同
意
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
会
ハ
解
散
ス

②

第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
区
会
議
員

ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
三
分
ノ
一
ノ
数
ニ
之
ヲ
準
用
ス

③

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
八
条
ノ
三

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
三
分
ノ
一
以
上
ノ
者
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
代
表
者
ヨ
リ
区
長
又
ハ

区
会
議
員
ニ
付
テ
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ニ
対
シ
、
監
査
委
員
又
ハ
区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
ニ
付
テ
ハ
区
長
ニ
対
シ
此
等

（
19
）
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ノ
者
ノ
解
職
（
区
長
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
退
官
）
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
区
長
又
ハ
区
会
議
員
二
付
テ
ハ
選
挙
管
理
委
員
会
之
ヲ
区
会

議
員
ノ
選
挙
人
ノ
投
票
二
付
シ
其
ノ
他
ノ
者
二
付
テ
ハ
区
長
之
ヲ
区
会
二
付
議
ス
ベ
シ

②

前
項
ノ
規
定
二
依
ル
解
職
ノ
請
求
二
付
其
ノ
投
票
二
於
テ
過
半
数
ノ
同
意
ア
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
区
会
二
於
テ
議
員
数
ノ
三
分
ノ
二

以
上
出
席
シ
其
ノ
四
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
項
二
掲
グ
ル
者
ハ
其
ノ
職
（
区
長
二
付
テ
ハ
其
ノ
官
）
ヲ
失
フ

③

第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
四
項
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
、
同
条
第
五
項
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
区
会

議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
総
数
ノ
三
分
ノ
一
ノ
数
ニ
之
ヲ
準
用
ス

④

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
五
十
九
条

本
法
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
会
議
員
ノ
選
挙
、
区
会
ノ
職
務
権
限
、
区
長
ノ
選
挙
、
区
ノ
財
務
、
区
ノ
監
督
其
ノ

他
区
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

　
　
　

附

則

（
第
一
項
～
第
九
項

省
略
）

⑩

都
長
官
及
び
区
長
は
、
改
正
憲
法
施
行
の
日
ま
で
官
吏
と
す
る
。

（
第
十
一
項
～
第
十
五
項

省
略
）

修
正
に
関
す
る
説
明

（
１
）
第
百
四
十
条
第
一
項

　
　

政
府
原
案
で
は
、
従
来
ど
お
り
と
さ
れ
て
い
た
が
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
、
法
令
に
よ
り
区
に
属
す
る
事
務
も
区
が
処

理
す
る（
現
状
で
は
そ
の
よ
う
な
事
務
は
な
い
が
、将
来
の
た
め
に
用
意
し
て
お
く
）こ
と
と
な
っ
た（「
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
」

（
20
）

（
21
）
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の
後
に
「
法
令
及
」
を
追
加
）。
な
お
、衆
議
院
に
お
け
る
議
論
の
経
過
に
つ
い
て
は
、第
一
章
四
（
６
）
エ
（
１
１
４
頁
以
下
）
参
照
。

　
　

こ
の
修
正
に
つ
い
て
は
、「
総
司
令
部
の
意
向
も
あ
り
、
ま
た
衆
議
院
内
で
も
賛
成
が
多
く
、
こ
の
よ
う
に
修
正
し
た
も
の
で
あ

る
」（
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
）

２
０
２
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
第
百
四
十
二
条
ノ
三

　
　

政
府
原
案
で
は
「
帝
国
臣
民
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
日
本
国
民
」
に
修
正
さ
れ
た
。

（
３
）
第
百
四
十
二
条
ノ
五
第
二
項

　
　

政
府
原
案
で
は
「
免
官
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
退
官
」
に
修
正
さ
れ
た
。

（
４
）
第
百
四
十
四
条
第
三
項

　
　

政
府
原
案
で
は
従
来
ど
お
り
だ
っ
た
が
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
改
め
ら
れ
た
。
な
お
、
従
来
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第

一
章
一
（
３
）（
２
５
頁
以
下
）
参
照
。

（
５
）
第
百
四
十
五
条
第
二
項

　
　

政
府
原
案
に
つ
い
て
、
冒
頭
の
「
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
」
を
削
り
、「
特
別
ノ
関
係
ア
ル
者
ニ
付
」
を
「
特
別
ノ
関
係
ア
ル
者
ノ

申
請
ニ
依
リ
」
に
改
め
、「
要
件
ニ
拘
ラ
ズ
」
の
次
に
「
区
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
之
ニ
」
を
追
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
６
）
第
百
四
十
七
条
ノ
二
第
四
項

　
　

政
府
原
案
で
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
「
区
長
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
」
て
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
区

長
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
」
を
削
除
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
区
長
の
監
督
を
外
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
７
）
第
百
五
十
一
条
ノ
二
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従
来
、
区
長
は
官
吏
で
あ
る
都
の
書
記
官
を
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
、
東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）

第
三
十
六
条
第
一
項
で
「
各
区
ニ
区
長
ヲ
置
キ
書
記
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

政
府
原
案
で
は
、
都
の
二
級
以
上
の
官
吏
の
中
か
ら
区
会
の
意
見
を
徴
し
て
都
長
官
が
任
命
す
る
こ
と
と
し
、
東
京
都
制
第

百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
で
「
区
ニ
区
長
ヲ
置
ク
」
第
二
項
で
「
区
長
ハ
都
ノ
二
級
以
上
ノ
官
吏
ノ
中
ニ
就
キ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ

テ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ
」
と
し
て
い
た
。

　
　

し
か
し
、
衆
議
院
で
、
区
長
を
公
選
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
区
長
の
身
分
は
附
則
第
十
項
で
「
改
正
憲
法
施
行
の
日
ま

で
官
吏
と
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
　

な
お
、
区
長
を
公
選
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
衆
議
院
の
審
議
で
は
、
竹
谷
議
員
（
編
者
注:

竹
谷
源
太

郎
議
員
）
か
ら
、
市
町
村
長
が
公
選
で
あ
る
の
に
区
長
だ
け
任
命
制
で
あ
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
、
ま
た
区

の
事
務
内
容
も
今
後
ふ
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
公
選
に
ふ
み
き
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
島
委
員
長
（
編

者
注
：
中
島
守
利

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
委
員
会
委
員
長
）
は
、
年
来
、
区
の
自
治
権
を
強
化
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
区
長
の
選
任
に
つ
い
て
も
公
選
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
で
、
院
内
で
関
係
者
に
そ
の

考
え
を
熱
心
に
主
張
し
た
。
一
方
、
総
司
令
部
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
八
月
五
日
に
内
務
省
に
申
し
入
れ
た
修
正
意
見

で
は
「
区
長
ノ
選
任
方
法
ニ
付
テ
ハ
一
部
ニ
公
選
論
モ
相
当
有
力
ニ
主
張
セ
ラ
レ
テ
ヰ
ル
様
デ
ア
ル
カ
ラ
尚
慎
重
考
慮
シ
テ
見
タ

イ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
八
月
一
六
日
に
申
入
れ
た
修
正
意
見
で
は
は
っ
き
り
と
『
公
選
ト
ス
ル
コ
ト
』
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
ま

た
、
当
時
、
区
の
関
係
者
の
間
で
も
区
の
自
治
権
の
拡
張
を
図
る
動
き
が
盛
に
な
り
、
各
方
面
に
働
き
か
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

情
勢
か
ら
、
衆
議
院
の
意
向
も
区
長
を
公
選
と
す
る
こ
と
に
踏
み
切
」
っ
た
（
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
一
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅱ
）』

２
０
６
頁
）、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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（
８
）
第
百
五
十
一
条
ノ
三

　
　

衆
議
院
の
修
正
に
よ
り
本
条
が
追
加
さ
れ
た
。

（
９
）
第
百
五
十
一
条
ノ
四
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
一
条
ノ
三

　
　

衆
議
院
の
修
正
に
よ
り
若
干
の
文
言
修
正
が
行
わ
れ
た
。

（
10
）
第
百
五
十
一
条
ノ
五
第
一
項
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
一
項

　
　

区
会
で
区
長
の
不
信
任
議
決
が
可
決
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
政
府
原
案
で
は
「
区
長
ハ
都
長
官
ヲ
経
テ
内
務
大
臣
ニ
対
シ
区
会

ノ
解
散
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
区
長
ハ
十
日
以
内
ニ
区
会
ヲ
解
散
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
修
正
さ
れ
た
。

（
11
）
第
百
五
十
一
条
ノ
五
第
二
項
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
二
項

　
　

第
一
項
の
修
正
に
伴
い
、
第
二
項
の
冒
頭
に
次
の
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。

　
　
「
区
会
ニ
於
テ
区
長
不
信
任
ノ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
解
散
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ
」

（
12
）
第
百
五
十
一
条
ノ
五
第
三
項
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
一
条
ノ
四
第
三
項

　
　

不
信
任
議
決
が
成
立
す
る
議
決
数
に
つ
い
て
、
政
府
原
案
で
は
三
分
の
二
以
上
の
出
席
で
三
分
の
二
以
上
の
同
意
と
さ
れ
て
い
た

が
、
三
分
の
二
以
上
の
出
席
で
四
分
の
三
以
上
の
同
意
と
修
正
さ
れ
た
。

（
13
）
第
百
五
十
四
条
ノ
二

　
　

政
府
原
案
で
は
、
監
査
委
員
は
「
区
長
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
」
て
区
の
事
務
の
執
行
を
監
査
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
区
長
ノ

監
督
ヲ
承
ケ
」
を
削
除
し
、
監
査
委
員
に
対
す
る
区
長
の
監
督
を
外
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
14
）
政
府
原
案
の
第
百
五
十
四
条
ノ
三

　
　

政
府
原
案
で
は
、
第
百
五
十
四
条
ノ
三
と
し
て
区
長
と
監
査
委
員
を
在
職
中
「
区
民
」
と
看
做
す
条
文
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
削
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除
さ
れ
た
。

（
15
）
第
百
五
十
四
条
ノ
三
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
四
条
ノ
四

　
　

政
府
原
案
で
は
住
民
監
査
請
求
の
請
求
先
は
区
長
と
さ
れ
て
い
た
が
、
請
求
先
が
監
査
委
員
へ
と
修
正
さ
れ
た
。

（
16
）
第
百
五
十
四
条
ノ
四
：
政
府
原
案
の
第
百
五
十
四
条
ノ
五

　
　

従
来
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
は
任
意
に
設
置
で
き
る
機
関
と
し
て
委
員
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
区
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ

た
。
政
府
原
案
は
、
区
も
委
員
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
し
、
第
一
項
「
区
ハ
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
」、
第
三
項
「
委
員
ハ
学
識
経

験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
区
長
之
ヲ
選
任
ス
」
と
し
た
が
、
衆
議
院
で
は
、
区
会
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
見
地
か
ら
、
委
員
は
「
常
設
又

ハ
臨
時
」
と
し
、
そ
の
選
任
は
「
区
会
議
員
其
ノ
他
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
区
会
ノ
同
意
ヲ
得
テ
」
区
長
が
任
命
す
る
こ
と
と

す
る
修
正
が
加
え
ら
れ
た
（
第
二
項
及
び
第
四
項
は
修
正
な
し
）。

　
　

な
お
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
17
）
第
百
五
十
六
条
ノ
三
第
一
項

　
　

政
府
原
案
で
は
「
町
内
会
部
落
会
及
其
ノ
連
合
会
ノ
長
」
は
報
酬
を
給
し
得
る
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
対
象
に

加
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
18
）
第
百
五
十
六
条
ノ
四

　
　

政
府
原
案
で
は
「
給
料
額
及
旅
費
額
並
ニ
其
ノ
支
給
方
法
」
は
区
会
の
議
決
を
経
て
区
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、

区
条
例
で
定
め
る
よ
う
修
正
さ
れ
た
。

（
19
）
第
百
五
十
八
条
ノ
二
第
一
項
、
第
二
項

　
　

区
会
の
解
散
請
求
に
つ
い
て
、
政
府
原
案
で
は
請
求
先
及
び
請
求
に
対
す
る
判
断
を
行
う
者
は
内
務
大
臣
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
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れ
を
選
挙
人
の
投
票
に
付
す
る
こ
と
と
す
る
等
、
区
会
解
散
請
求
の
要
件
及
び
手
続
が
修
正
さ
れ
た
。

（
20
）
第
百
五
十
八
条
ノ
三
第
一
項
、
第
二
項

　
　

区
長
等
の
解
職
請
求
の
要
件
及
び
手
続
に
つ
い
て
、
前
条
と
同
趣
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

（
21
）
第
百
五
十
九
条

　
　

勅
令
事
項
に
「
区
長
ノ
選
挙
」
が
追
加
さ
れ
た
。

〈
参
考
〉
関
係
条
文
（
い
ず
れ
も
改
正
後
の
条
文
）

東
京
都
制
第
三
条
第
一
項
（
第
百
四
十
一
条
第
二
項
関
係
）
都
ノ
境
界
変
更
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
区
市
町

村
ノ
設
置
ヲ
伴
ハ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
都
参
事
会
並
ニ
関
係
ア
ル
府
県
参
事
会
及
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
定
ム

東
京
都
制
第
三
条
第
二
項
（
第
百
四
十
一
条
第
三
項
関
係
）

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
財
産
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
処
分
ハ
都
参
事
会
並
ニ
関
係
ア
ル
府
県
参
事
会
及
区
市
町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
内
務

大
臣
之
ヲ
定
ム
但
シ
特
ニ
法
律
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

東
京
都
制
第
三
条
第
四
項
（
第
百
四
十
一
条
第
四
項
関
係
）

④

所
属
未
定
地
ヲ
都
ノ
区
域
ニ
編
入
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
但
書
ノ
例
ニ
依
ル

東
京
都
制
第
四
条
（
第
百
四
十
二
条
第
四
項
関
係
）
都
ト
都
外
ノ
市
町
村
ト
ノ
境
界
ニ
関
ス
ル
争
論
ハ
内
務
大
臣
之
ヲ
裁
定
ス

②

都
ト
都
外
ノ
市
町
村
ト
ノ
境
界
判
明
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
争
論
ナ
キ
ト
キ
ハ
内
務
大
臣
之
ヲ
決
定
ス
ベ
シ

③

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁
定
及
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
ハ
文
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
其
ノ
理
由
ヲ
付
シ
之
ヲ
都
及
関
係
ア
ル
市
町

村
ニ
交
付
ス
ベ
シ
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④

市
制
第
五
条
及
町
村
制
第
四
条
ノ
規
定
ハ
前
三
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

東
京
都
制
第
九
条
第
三
項
（
第
百
四
十
三
条
第
三
項
関
係
）

③

都
条
例
及
都
規
則
ハ
一
定
ノ
公
告
式
ニ
依
リ
之
ヲ
告
示
ス
ベ
シ

東
京
都
制
第
十
三
条
第
一
項
（
第
百
四
十
五
条
第
二
項
関
係
）
年
齢
二
十
年
以
上
ノ
都
民
ニ
シ
テ
六
月
以
来
都
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル

モ
ノ
ハ
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
但
シ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一

禁
治
産
者
及
準
禁
治
産
者

二

六
年
ノ
懲
役
又
ハ
禁
固
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者

三

刑
法
第
二
編
第
一
章
、
第
三
章
、
第
九
章
、
第
十
六
章
乃
至
第
二
十
一
章
、
第
二
十
五
章
又
ハ
第
三
十
六
章
乃
至
第
三
十
九
章
ニ

掲
グ
ル
罪
ヲ
犯
シ
六
年
未
満
ノ
懲
役
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
其
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
後
其
ノ
刑
期

ノ
二
倍
ニ
相
当
ス
ル
期
間
ヲ
経
過
ス
ル
ニ
至
ル
迄
ノ
者
但
シ
其
ノ
期
間
五
年
ヨ
リ
短
キ
ト
キ
ハ
五
年
ト
ス

四

六
年
未
満
ノ
禁
固
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
又
ハ
前
号
ニ
掲
グ
ル
罪
以
外
ノ
罪
ヲ
犯
シ
六
年
未
満
ノ
懲
役
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
其
ノ
執
行
ヲ

終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
ル
迄
ノ
者

東
京
都
制
第
五
十
九
条
（
第
百
四
十
九
条
関
係
）
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
十
章
及
第
十
一
章
並
ニ
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第

百
四
十
二
条
及
第
百
四
十
七
条
ノ
規
定
ハ
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
之
ヲ
準
用
ス
但
シ
同
法
第
九
十
九
条
中
吏
員
ト
ア
ル
ハ
選
挙
管
理

委
員
、
区
市
町
村
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
会
及
区
市
町
村
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
ノ
書
記
、
投
票
管
理
者
、
開

票
管
理
者
並
ニ
選
挙
長
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
議
員
候
補
者
一
人
ニ
付
定
ム
ベ
キ
選
挙
運
動
ノ
費
用
ノ
額
ニ
関
シ
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所

ニ
依
ル
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二

主
な
改
正
事
項

　
　
　
　

こ
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
都
制
改
正
に
よ
り
、
東
京
都
の
区
の
制
度
も
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
主
な
改
正
事
項

　
　
　

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

区
に
対
し
て
、
法
令
に
よ
る
事
務
の
委
任
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
都
制
第
一
四
〇
条
第
一
項（
１
））

２

区
の
廃
置
分
合
及
び
境
界
変
更
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
財
産
処
分
に
関
し
て
、
区
会
の
議
決
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

（
同
第
一
四
一
条
）

３

区
住
民
及
び
区
民
の
概
念
が
定
め
ら
れ
、
基
本
的
な
権
利
義
務
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
（
同
第
一
四
二
条
ノ
二
、
第
四
二
条

ノ
三
）

４

区
住
民
に
各
種
の
直
接
請
求
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
同
第
一
四
二
条
ノ
四
、
第
一
四
二
条
ノ
五
）

５

区
に
広
汎
な
立
法
権
が
賦
与
さ
れ
た
こ
と
（
同
第
一
四
三
条
）

６

区
会
議
員
の
定
数
が
概
ね
市
に
準
じ
て
増
加
さ
れ
た
こ
と
（
同
第
一
四
四
条
）

７

区
会
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
（
同
第
一
四
七
条
ノ
二
）

８

区
長
が
直
接
公
選
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
（
同
第
一
五
一
条
ノ
二
）

９

区
会
は
区
長
に
対
す
る
不
信
任
議
決
権
を
有
す
る
と
と
も
に
、
区
長
は
議
会
解
散
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
（
同
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第
一
五
一
条
ノ
五
）

10

監
査
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
（
同
第
一
五
四
条
ノ
二
第
一
項
）

11

区
に
区
吏
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
（
同
第
一
五
六
条
ノ
二
）

12

区
税
及
び
分
担
金
の
賦
課
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
同
第
一
五
七
条
ノ
三
（
２
））

13

起
債
の
権
限
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
同
第
一
五
七
条
ノ
五
）

14

一
時
借
入
金
の
制
度
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
東
京
都
制
施
行
令
第
九
一
条
ノ
二
）

　
　

注
（
１
）
た
だ
し
、
帝
国
議
会
会
議
録
の
中
の
郡
祐
一
地
方
局
長
（
当
時
）
の
発
言
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
十
八
日

貴
族
院
東
京
都
制
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
特
別
委
員
会

第
一
章
四
（
６
）
エ
（
１
１
４
頁
以
下
）
参
照
）
に
も
あ
る
と
お
り
、
こ
の
段
階
で
法
令
に
よ
る
委
任
事
務

が
具
体
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
こ
の
時
に
認
め
ら
れ
た
区
の
課
税
権
は
か
な
り
限
定
的
で
あ
り
、
地
方
税
法
に
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
九
月
の
改
正
（
昭
和

二
十
一
年
九
月
一
日
法
律
第
十
六
号
）
に
よ
り
、
次
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

第
八
十
五
条
ノ
十
一

東
京
都
ノ
区
ハ
東
京
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
区
域
内
ニ
於
テ
東
京
都
ノ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
税
ノ
全
部
又
ハ

　
　

一
部
ヲ
区
税
ト
シ
テ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
東
京
都
条
例
ニ
付
テ
ハ
内
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
八
十
五
条
の
十
二

東
京
都
ノ
区
ハ
前
条
第
一
項
ノ
外
別
ニ
税
目
ヲ
起
シ
テ
独
立
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
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二　主な改正事項

②

前
項
ノ
独
立
税
ノ
新
設
及
変
更
ニ
付
テ
ハ
東
京
都
ノ
同
意
並
ニ
内
務
大
臣
及
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

（
第
六
章

一
（
２
）
ア
（
３
２
８
頁
以
下
）
参
照
）
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第
三
章

地
方
制
度
調
査
会
の
答
申

　
　
　

一

設
置
及
び
審
議
経
過
の
概
要

　
　
（
１
）
地
方
制
度
調
査
会
の
設
置

第
一
次
地
方
制
度
改
革
案
は
、
法
案
提
出
後
に
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
多
く
の
修
正
意
見
が
付
さ
れ
、
対
処
し
切
れ
な
い
も
の
も
少

な
く
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
は
そ
れ
ら
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
法
案
を
次
の
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
及
び
国
会
も
そ
の
旨
を
附
帯

決
議
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
て
約
し
た
（
１
）。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
大
村
淸
一
内
務
大
臣
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
八
月
三
十
日
の
衆
議
院
東
京
都
制
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
委
員
会
に
お
い
て
、「
更
に
第
二
次
的
の
地
方
制
度
の
根
本
的
改
正
を
図
る
必
要
」
が
あ
り
、「
関

係
法
案
は
、
成
案
を
得
次
第
来
る
べ
き
議
会
に
之
を
提
案
」
す
る
、
そ
し
て
「
法
案
の
立
案
に
当
り
ま
し
て
は
、
広
く
衆
智
を
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一　設置及び審議経過の概要

集
め
て
其
の
完
璧
を
期
す
る
為
め
、
近
く
地
方
制
度
調
査
会
を
設
置
す
る
意
向
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た
（
２
）。

同
年
十
月
、
地
方
制
度
調
査
会
官
制
が
公
布
さ
れ
た
（
３
）。

○
地
方
制
度
調
査
会
官
制
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
五
日
勅
令
第
四
百
七
十
二
号
）

第
一
条

地
方
制
度
調
査
会
は
、
内
務
大
臣
の
所
轄
と
し
、
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
、
地
方
行
政
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

第
二
条

調
査
会
は
、
委
員
五
十
人
以
内
で
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②

特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
内
務
大
臣
の
奏
請
に
よ
り
、
内
閣
で
こ
れ
を
命
ず
る
。

第
四
条

調
査
会
に
会
長
及
び
副
会
長
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
条

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

②

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
又
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
六
条

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
調
査
会
に
部
会
を
置
き
、
そ
の
所
掌
事
項
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
の
指
命
す
る
委
員
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

③

部
会
所
属
の
委
員
は
、
会
長
が
、
こ
れ
を
指
命
す
る
。

第
七
条

調
査
会
に
幹
事
を
置
き
、
内
務
大
臣
の
奏
請
に
よ
り
、
内
閣
で
こ
れ
を
命
ず
る
。

②

幹
事
は
、
上
司
の
命
を
承
け
て
、
庶
務
を
整
理
す
る
。

第
八
条

調
査
会
に
書
記
を
置
き
、
内
務
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②

書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
承
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。
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附

則

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
　
（
２
）
審
議
経
過
の
概
要

　
　
　
　

地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
経
過
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年

　
　
　
　

十
月
二
十
四
日

第
一
回
総
会

部
会
を
三
つ
設
置
し
、
四
つ
の
諮
問
事
項
を
次
の
と
お
り
分
担
す
る
こ
と
を
決
定

　
　
　
　
　
　

第
一
部
会

諮
問
事
項
の
第
一
（
地
方
自
治
制
度
の
更
な
る
改
正
）、
第
二
（
府
県
知
事
等
の
身
分
変
更
に
伴
う
国
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
の
扱
い
）

　
　
　
　
　
　

第
二
部
会

諮
問
事
項
の
第
三
（
大
都
市
制
度
の
改
正
）

　
　
　
　
　
　

第
三
部
会

諮
問
事
項
の
第
四
（
地
方
団
体
の
吏
僚
制
度
）

　
　
　
　

十
月
二
十
五
日
～
十
一
月
二
十
五
日

各
部
会
が
そ
れ
ぞ
れ
調
査
検
討

　
　
　
　

十
一
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日

第
三
回
総
会
、
第
四
回
総
会

各
部
会
の
報
告
ど
お
り
答
申
す
る
こ
と
を
決
定

　
　
　
　

十
二
月
二
十
五
日

答
申

　
　
　

な
お
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
地
方
税
財
政
制
度
に
つ
い
て
も
次
の
と
お
り
審
議
さ
れ
た
。

　
　
　
　

十
一
月
二
十
六
日

第
三
回
総
会

諮
問
事
項
の
第
五
（
地
方
税
制
財
政
制
度
の
更
な
る
改
正
）
が
追
加
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一　設置及び審議経過の概要

　
　
　
　

十
二
月
十
一
日

第
五
回
総
会

諮
問
事
項
第
五
に
つ
い
て
、
第
四
部
会
を
設
置
し
て
調
査
検
討
す
る
こ
と
を
決
定

　
　
　
　

十
二
月
二
十
日
、
二
十
一
日

第
四
部
会
で
調
査
検
討

　
　
　

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年

　
　
　
　

一
月
二
十
九
日

部
会
案
を
決
定

　
　
　
　

二
月
十
七
日

第
六
回
総
会

部
会
案
と
し
て
地
方
税
制
財
政
制
度
改
正
案
要
綱
が
報
告
さ
れ
、
報
告
ど
お
り
決
定

注（
１
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
年
）
７
５
頁

（
２
）
大
村
大
臣
の
具
体
的
な
発
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
四
（
４
）
エ
（
９
６
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
の
勅
令
は
、
そ
の
後
、
地
方
制
度
調
査
会
令
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
政
令
第
百
二
十
三
号
）
の
制
定
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
、

同
政
令
も
、
翌
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
五
月
に
廃
止
さ
れ
た
（
地
方
制
度
調
査
会
令
を
廃
止
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
一
日

政
令
第
百
三
十
一
号
）。

　
　

そ
の
後
、
地
方
制
度
調
査
会
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
十
八
日
法
律
第
三
百
十
号
）
が
定
め
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
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二

諮
問
事
項
等

（
１
）

　
　
（
１
）
第
一
回
総
会
（
十
月
二
十
四
日
（
２
）
）

　
　

第
一
回
総
会
で
は
、
会
長
及
び
副
会
長
の
互
選
（
会
長
は
中
島
守
利
衆
議
院
議
員
（
自
由
党
）、
副
会
長
は
青
木
泰
助
衆
議

院
議
員
（
進
歩
党
）
と
な
る
。）
に
続
き
、
次
の
よ
う
な
発
言
等
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
部
会
を
三
つ
組
織
し
て
、
諮
問
の
第

一
及
び
第
二
を
第
一
部
会
で
、
諮
問
の
第
三
を
第
二
部
会
で
、
諮
問
の
第
四
を
第
三
部
会
で
調
査
検
討
す
る
こ
と
等
を
決
め
た
。

ア

内
務
大
臣
挨
拶

〇
大
村
（
淸
一
）
内
務
大
臣

茲
に
地
方
制
度
調
査
会
第
一
回
総
会
を
開
催
す
る
に
当
り
ま
し
て
、
一
言
御
挨
拶
を
申
上
げ
る
機
会
を

得
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
洵
に
欣
幸
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
民
主
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
改
正

日
本
国
憲
法
は
、
去
る
十
月
七
日
帝
国
議
会
を
通
過
い
た
し
諸
般
の
手
続
を
経
ま
し
て
、
愈
々
来
る
十
一
月
三
日
に
公
布
の
上
、
明

年
五
月
三
日
か
ら
こ
れ
が
実
施
せ
ら
る
る
運
び
と
相
成
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
政
自
体
の
民
主
化
と
並
行
い
た
し
ま
し
て
、
地

方
自
治
の
充
実
を
図
り
ま
す
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
の
自
発
的
協
力
態
勢
を
整
備
す
る
要
件
で
あ
り
ま
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
政

民
主
化
の
確
乎
た
る
基
礎
を
確
立
す
る
所
以
で
あ
る
た
（
マ
マ
）
と
に
鑑
み
ま
し
て
、
新
憲
法
は
特
に
四
ケ
条
か
ら
成
る
と
こ
ろ
の
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二　諮問事項等

地
方
自
治
の
一
章
を
設
け
ま
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
の
基
本
的
事
項
に
つ
き
ま
し
て
そ
の
大
綱
を
明
定
せ
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

申
し
上
げ
ま
す
ま
で
も
な
く
、
民
主
的
国
政
の
健
全
な
る
運
営
発
達
を
期
す
る
た
め
に
は
、
正
し
い
意
味
に
お
け
る
地
方
自
治
の

円
満
な
る
育
成
発
達
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り
ま
す
。
政
府
は
こ
の
見
地
か
ら
終
戦
後
の
新
事
態
に
即
応
す
る
地
方
行
政
の
民
主
化
を

促
進
す
る
た
め
に
、
必
要
と
認
め
る
相
当
広
範
囲
に
亙
る
基
本
的
改
革
を
規
定
し
ま
し
た
と
こ
ろ
の
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
外
三
法
律
案
を
過
般
の
第
九
十
帝
国
議
会
に
提
出
し
そ
の
成
立
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の

法
令
は
、
そ
の
立
案
に
当
り
ま
し
て
は
新
憲
法
草
案
の
精
神
を
取
入
れ
る
こ
と
に
極
力
意
を
用
い
た
の
で
は
ご
ざ
い
ま
す
る
が
、
何

分
に
も
現
行
法
制
下
に
お
け
る
改
正
で
あ
り
ま
し
た
た
め
に
、
必
然
的
に
現
行
憲
法
及
び
関
係
諸
法
令
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
已

む
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
随
つ
て
今
後
新
憲
法
に
基
く
諸
法
令
の
制
定
と
睨
み
合
せ
て
、
地
方
自
治
の
民
主
化
を
徹
底
さ

せ
る
た
め
に
、
更
に
必
要
な
改
正
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
曩
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
ま
し
た
地
方

自
治
諸
法
案
に
対
す
る
数
項
の
附
帯
決
議
も
、
正
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
政
府
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
の
民
主
化
を
更
に
徹
底
さ
せ
ま
す
た
め
に
必
要
な
一
連
の
改
正
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
成
案
を
得

る
に
従
い
ま
し
て
逐
次
議
会
に
提
出
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
案
作
成
に
当
り
ま
し
て
は
飽
く
ま
で
も

慎
重
に
、
広
く
朝
野
各
界
の
有
識
練
達
の
士
の
意
見
に
聴
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
完
璧
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
待
い
た
し
て
お
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
今
般
地
方
制
度
調
査
会
を
設
置
い
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
も
、
こ
の
趣
旨
に
出
づ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
本
調
査
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
別
紙
の
よ
う
な
諮
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
委
員
各
位
の
真
摯
活

発
な
る
調
査
審
議
に
よ
り
ま
し
て
、
出
来
得
る
限
り
速
か
に
、
適
当
な
答
申
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
い
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

尚
お
本
調
査
会
に
臨
む
政
府
の
態
度
は
全
く
の
白
紙
で
あ
り
ま
し
て
、
原
案
提
出
等
の
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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専
ら
調
査
会
自
体
の
民
主
的
運
営
と
自
主
的
活
動
と
に
よ
り
ま
し
て
、
現
下
最
も
必
要
な
る
使
命
が
完
遂
せ
ら
れ
ま
す
こ
と
を
衷
心

よ
り
期
待
し
、
念
願
い
た
し
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
終
り
に
公
私
御
多
端
の
折
柄
、
斯
か
る
激
職
を
お
引
受
け
下
さ
い
ま
し
た

こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
茲
に
改
め
て
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
簡
単
な
が
ら
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
開
会
の
御
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。

イ

諮
問
事
項
（
幹
事
朗
読
）

内
務
省
発
地
第
二
七
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

方

制

度

調

査

会

地
方
制
度
の
改
正
に
関
す
る
件
左
の
通
り
其
の
会
の
審
議
に
付
す
る
。

　
　

昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

内
務
大
臣　
　

大　
　

村　
　

淸　
　

一

第
一

地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
、更
に
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。

第
二

府
県
知
事
等
の
身
分
の
変
更
に
伴
つ
て
、
地
方
に
お
け
る
国
政
事
務
の
処
理
を
い
か
に
す
る
か
。
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。

第
三

大
都
市
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
、改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。

第
四

府
県
知
事
等
の
身
分
の
変
更
に
伴
つ
て
、
地
方
団
体
の
吏
僚
制
度
を
い
か
に
す
る
か
。
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。

ウ

諮
問
に
つ
い
て
の
説
明
（
見
出
し
は
便
宜
の
た
め
編
者
が
追
記
）

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

只
今
会
長
お
述
べ
に
な
り
ま
し
た
事
項
に
つ
き
ま
し
て
、
私
か
ら
簡
単
に
申
述
べ
ま
す
。
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《
調
査
会
設
置
の
経
過
報
告
》

　
　

地
方
制
度
の
改
正
を
政
府
に
お
い
て
も
い
た
し
た
い
と
い
う
考
え
は
、
昨
年
の
選
挙
法
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
当
時
か
ら
持
た
れ

て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
頃
ヘ
ツ
ド
ク
オ
ー
タ
ー
の
方
に
お
き
ま
し
て
も
左
様
な
考
え
を
も
ち
ま
し
て
、

そ
れ
で
内
務
省
に
お
い
て
準
備
を
い
た
し
、
ま
た
総
司
令
部
と
の
連
絡
を
い
た
し
ま
す
る
事
柄
が
昨
年
末
か
ら
起
り
ま
し
て
、
引
続

き
第
九
十
議
会
に
提
出
い
た
し
ま
す
ま
で
継
続
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
制
度
の
改
正
が
当
初
に
お
い
て
必
ず
し
も
非
常
に

根
本
的
な
改
革
を
い
た
す
と
い
う
方
針
が
明
瞭
で
あ
つ
た
と
は
申
せ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
漸
次
時
の
経
つ
に
従
い
、
且
つ
新
し

い
憲
法
の
構
想
が
定
ま
つ
て
参
る
に
つ
れ
て
、
更
に
関
係
方
面
に
お
き
ま
し
て
も
、
次
第
に
徹
底
し
た
地
方
分
権
を
行
わ
な
け
れ
ば

相
成
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
工
合
に
な
つ
て
参
り
ま
し
て
、
ま
た
政
府
部
内
に
お
け
る
考
え
方
も
徹
底
し
た
地
方
分
権
と
い
う
こ
と
に

段
々
と
根
本
的
な
理
念
が
固
ま
つ
て
参
つ
た
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
第
九
十
議
会
に
提
案
を
い
た
し
、
両
院
の
極
め

て
慎
重
な
る
御
審
議
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、殊
に
貴
族
院
に
お
い
て
も
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、衆
議
院
に
お
け
る
御
審
議
中
に
縷
々

議
員
の
各
位
が
進
ん
で
総
司
令
部
側
と
の
折
衝
も
な
さ
れ
、
こ
の
間
に
お
き
ま
し
て
相
当
根
本
的
な
部
分
を
含
め
ま
し
た
修
正
案
が

出
さ
れ
て
参
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

議
論
の
中
心
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
府
県
知
事
の
性
格
を
如
何
に
い
た
す
か
と
い
う
こ
と
に
可
な
り
多
く
の
論
議
が
集
中
さ
れ
、

ま
た
修
正
案
の
結
果
に
お
き
ま
し
て
も
、
憲
法
実
施
に
至
る
ま
で
府
県
知
事
の
身
分
を
官
吏
と
す
る
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
公
吏

と
い
た
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
度
の
地
方
制
度
の
改
正
の
一
つ
の
大
き
な
眼
目
で
ご
ざ
い
ま
し
た
解
職
請
求
と
か
、
解
散
請
求
と
か
、

こ
れ
ら
の
請
求
が
政
府
の
原
案
に
お
き
ま
し
て
申
さ
ば
、
請
願
の
よ
う
な
形
で
監
督
官
庁
の
発
動
を
促
し
て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
を
一
般
投
票
に
よ
つ
て
最
後
の
決
定
を
い
た
し
ま
す
る
よ
う
な
工
合
に
、
各
種
の
請
求
に
つ
き
ま
し
て
こ
れ
を
自
治
的
に

強
化
い
た
す
よ
う
な
修
正
も
相
成
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
左
様
い
た
し
ま
し
て
衆
議
院
の
審
議
の
進
ん
で
お
り
ま
す
る
間
に
も
、
衆
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議
院
の
内
部
に
お
い
て
、
ま
た
関
係
方
面
に
お
き
ま
し
て
も
、
そ
の
後
貴
族
院
に
参
り
ま
し
て
も
、
地
方
制
度
の
改
正
が
他
の
各
般

の
国
家
機
構
、
制
度
と
相
伴
つ
て
、
更
に
根
本
的
な
改
正
が
為
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
に
つ
い
て
は
極
め
て
深
い
考
え

方
を
以
て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ん
し
、
ま
た
地
方
分
権
と
い
う
も
の
を
徹
底
い
た
す
た
め
に
は
単
り
地
方
自
治
制
の
み
な
ら
ず
、
各

般
の
事
項
に
つ
い
て
立
法
的
に
も
或
は
運
営
の
面
に
お
き
ま
し
て
も
改
革
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
た
め

に
大
規
模
な
る
地
方
制
度
調
査
会
を
開
催
い
た
し
て
、
各
方
面
の
知
識
、
経
験
を
結
合
い
た
し
て
、
よ
り
徹
底
せ
る
改
革
の
成
果
を

得
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
相
成
り
、
衆
議
院
の
附
帯
決
議
に
も
左
様
な
意
味
が
明
瞭
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
当
時
の
議
会
の
御
意
向
其
の
他
関
係
方
面
か
ら
示
唆
を
受
け
ま
し
た
事
項
を
取
纏
め
ま
し
て
、
衆
議
院
の
地
方
制
度
の

委
員
会
に
お
き
ま
す
る
最
終
の
会
に
、
内
務
大
臣
か
ら
地
方
制
度
改
正
に
関
し
ま
す
る
今
後
の
方
針
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
声
明
い

た
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
お
手
許
に
配
付
の
書
類
の
中
で
、
地
方
制
度
の
改
正
に
関
す
る
内
務
大
臣
談
と
申
す
の
は
こ
れ
で
あ

り
ま
す
。

《
差
当
り
四
つ
の
諮
問
と
将
来
の
諮
問
》

　
　

随
い
ま
し
て
地
方
制
度
の
調
査
会
に
お
い
て
お
考
え
を
い
た
だ
く
問
題
は
、
差
当
り
先
程
朗
読
い
た
し
ま
し
た
四
つ
の
諮
問
に
盛

ら
れ
て
お
り
ま
す
る
こ
と
、
更
に
将
来
に
お
き
ま
し
て
は
、
四
つ
の
諮
問
と
同
時
に
、
地
方
財
政
或
は
公
営
事
業
、
こ
れ
ら
の
如
き

も
の
は
自
治
体
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
自
治
体
の
実
質
を
適
切
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
左
様
な
財
政
の
面
で
あ

り
ま
す
と
か
、
公
営
事
業
と
か
い
う
面
が
極
め
て
緊
要
な
事
項
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
相
成
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
後
に
今
後
の
調
査
会
の
審
議
の
日
程
等
も
御
相
談
を
願
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。臨
時
議
会
も
差
迫
っ
て
お
り
ま
す
る
し
、

こ
の
四
つ
の
諮
問
に
つ
い
て
の
御
答
申
を
得
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
次
に
時
期
を
改
め
て
只
今
申
述
べ
た
地
方
財
政
で
あ
る
と
か
、
公

営
事
業
だ
と
か
い
う
面
は
当
然
取
上
げ
ら
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
か
ら
、
随
い
ま
し
て
地
方
制
度
調
査
会
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
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事
柄
は
分
量
に
お
き
ま
し
て
も
、
時
間
的
に
も
極
め
て
多
い
も
の
が
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
議
会
当
時
に
お
き
ま
す
る

内
務
当
局
と
し
て
、
今
後
の
い
わ
ゆ
る
第
二
次
改
正
に
考
え
ら
る
べ
き
事
柄
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
な
内
務

大
臣
声
明
に
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
か
な
り
大
胆
に
今
後
の
方
向
を
申
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
地
方

分
権
を
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て
こ
れ
が
徹
底
を
図
つ
て
参
り
ま
す
た
め
に
警
察
、
教
育
、
保
健
衛
生
、
財
政
、
労
働
等
の
行
政

を
原
則
と
し
て
地
方
自
治
団
体
に
委
譲
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
中
央
政
府
は
こ
れ
ら
の
事
務
に
つ
い
て
は
全
国
的
基
準
の
設
定
、

各
地
方
団
体
間
の
調
整
並
に
情
報
の
収
集
及
び
分
配
に
関
す
る
職
分
の
み
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
更
に
自
治
の
理
念
を
根
本
的
に
切
替
え
ま
し
て
地
方
議
会
並
に
選
挙
人
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
公
吏
た
ら
し
め
る
。
部
下
の
分

限
に
つ
き
ま
し
て
は
完
全
に
こ
れ
を
掌
握
す
る
。こ
れ
に
伴
う
各
般
の
項
目
に
つ
い
て
更
に
説
明
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

左
様
な
方
向
に
地
方
分
権
を
徹
底
し
て
参
る
。
更
に
左
様
な
場
合
に
お
い
て
起
り
ま
す
る
各
般
の
問
題
に
対
処
い
た
し
ま
す
る
方
策

等
も
当
然
御
審
議
を
願
わ
な
け
れ
ば
相
成
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

《
四
つ
の
諮
問
に
つ
い
て
の
説
明
》

　
　

そ
れ
で
先
程
朗
読
い
た
し
ま
し
た
諮
問
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
を
考
え
て
見
ま
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
（
以
下
、
諮
問
の
第
一
及

び
第
二
省
略
）。

　
　

諮
問
の
第
三
に
お
き
ま
し
て
は
、
大
都
市
の
現
行
制
度
に
対
す
る
改
革
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
古

く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
つ
た
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
地
方
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
が
解
決
の
方
向
も
大
分
変
つ
て
参
つ
た
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
東
京
都
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
京
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
ど
う
か
、
更
に
他
の
五
大
都
市
に
つ
き

ま
し
て
は
、
大
都
市
制
度
と
し
て
東
京
都
制
式
の
方
式
に
よ
る
か
、
別
箇
の
方
式
に
よ
る
か
、
ま
た
大
都
市
に
つ
い
て
或
は
道
府
県

制
を
そ
の
儘
適
用
し
て
参
る
こ
と
に
す
る
か
、
或
は
別
箇
の
制
度
を
設
く
る
か
、
大
都
市
に
お
け
る
区
そ
の
他
の
下
部
組
織
を
如
何
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様
に
考
え
る
か
、
大
都
市
制
度
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
後
の
残
存
部
分
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
先
ず
起
つ

て
参
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

諮
問
の
四
は
（
以
下
、
諮
問
の
第
四
省
略
）

エ

総
括
的
意
見
等

〇
青
木
（
泰
助
）
副
議
長

只
今
幹
事
よ
り
経
過
の
御
報
告
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
ま
し
て
、
何
か
更
に
お
尋
ね
な
り
御
意

見
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
御
発
議
を
願
い
ま
す
。
ま
た
、
只
今
の
諮
問
第
一
乃
至
第
四
に
関
し
ま
し
て
、
本
日
は
総
括
的

御
意
見
の
御
発
表
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
内
山
（
岩
太
郎
）
委
員

只
今
幹
事
さ
ん
か
ら
の
お
話
に
、
地
方
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
何
か
連
合
軍
の
方
の
関
係
も
お
あ
り
に

な
る
よ
う
な
お
話
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
第
三
の
諮
問
「
大
都
市
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
か
」
こ
れ
に
関
係
し
て
も
う
少
し
詳
し
い
説
明
を
い
た
だ
け
れ
ば
仕
合
せ
で
あ
り
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

各
般
の
法
律
制
度
、
何
れ
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
関
係
方
面
で
常
に
関
心
を
持
つ
て
お

り
ま
す
の
で
、
そ
の
経
過
に
お
い
て
、
こ
ち
ら
の
意
見
と
向
う
の
意
見
と
が
撚
り
合
さ
れ
て
、
成
案
に
達
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ

り
ま
す
。
随
っ
て
事
柄
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
ま
た
詳
し
く
経
過
を
申
上
げ
る
機
会
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
尋
ね
の
大
都

市
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
御
承
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
国
内
で
は
今
ま
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
二
重
監
督
と
か
、

二
重
行
政
と
か
の
撤
廃
は
都
市
制
度
の
大
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
関
係
方
面
で
は
一
般
的
に
地
方
自
治
制
に
自
主
性
、
自
立
性
を
与

え
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
点
は
力
説
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
府
県
制
に
も
あ
ら
ず
、
市
制
に
も
あ
ら
ず
、
別
箇
に
大
都
市
制
度
が

必
要
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
格
別
の
示
唆
と
い
う
も
の
は
な
い
。
寧
ろ
左
様
な
こ
と
を
取
上
げ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
必
要
で
あ
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る
か
、
そ
の
取
上
げ
る
こ
と
の
必
要
な
特
殊
事
情
に
つ
い
て
は
、
分
り
難
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
居
り
ま
す
。

〇
内
山
（
岩
太
郎
）
委
員

尚
お
そ
れ
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
若
し
お
差
支
え
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
い
ま
内
務
省
の
係
り
の
方
は
、

相
手
の
ど
う
い
う
方
と
御
折
衝
に
な
っ
て
い
る
か
、
お
知
ら
せ
願
い
た
い
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

地
方
制
度
に
関
し
ま
し
て
は
専
ら
ガ
バ
ー
メ
ン
ト
・
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
し
か
も
一
番
多
く
折
衝
い
た
し
ま

す
の
は
、
地
方
制
度
を
や
つ
て
お
り
ま
す
ブ
ラ
ン
チ
で
あ
り
ま
す
。

〇
内
山
（
岩
太
郎
）
委
員

重
ね
て
伺
い
ま
す
が
、
若
し
私
ど
も
委
員
と
し
て
、
そ
う
い
う
人
と
接
近
す
る
場
合
は
、
直
接
接
近
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
で
し
よ
う
か
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

こ
れ
は
恐
ら
く
向
う
の
方
も
、
会
合
の
あ
る
度
に
会
合
の
日
時
、
場
所
を
知
ら
せ
て
く
れ
と
云
う
て
来
て
居
る

位
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
向
う
の
方
か
ら
委
員
各
位
に
お
目
に
か
か
り
た
い
と
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
こ

ち
ら
か
ら
も
審
議
の
経
過
中
、
適
当
に
折
衝
し
て
下
さ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
個
人
的
な
意
見
が

向
う
に
移
つ
て
一
向
差
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

（
以
下
、
警
察
制
度
の
扱
い
、
内
務
省
か
ら
の
資
料
提
供
、
部
会
の
作
り
方
、
構
成
員
、
日
程
等
の
意
見
等
省
略
）

　
　
（
２
）
第
二
回
総
会
（
十
月
二
十
五
日
（
３
）
）

　
　

第
二
回
総
会
で
は
、
各
部
会
の
構
成
委
員
が
発
表
さ
れ
、
内
務
省
作
成
の
調
査
項
目（
４
）が
資
料
と
し
て
配
付
さ
れ
た
。
関
係
部

分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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地
方
制
度
調
査
会
諮
問
第
三
関
係
調
査
項
目
（
二
項
目
）

第
一

東
京
都

（
一
）
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か

（
二
）
区
を
ど
う
す
る
か

（
三
）
郡
部
を
ど
う
す
る
か

（
四
）
そ
の
他
都
の
制
度
に
つ
い
て
特
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
か

第
二

五
大
都
市

（
一
）
大
都
市
制
度
と
し
て
東
京
都
制
の
方
式
に
よ
る
か
、
所
謂
特
別
市
制
の
方
式
に
よ
る
か

（
二
）
大
都
市
に
道
府
県
制
を
適
用
す
る
か
、
又
は
別
箇
の
制
度
を
設
け
る
か

（
三
）
大
都
市
に
お
け
る
国
政
事
務
の
処
理
を
ど
う
す
る
か

（
四
）
区
そ
の
他
下
部
組
織
を
ど
う
す
る
か

（
五
）
財
務
に
つ
い
て
特
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か

（
六
）
残
存
郡
部
を
ど
う
す
る
か
又
こ
れ
と
大
都
市
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
か

（
七
）
そ
の
他
大
都
市
制
度
に
つ
い
て
特
に
定
め
る
べ
き
事
項
が
あ
る
か

ま
た
、
同
日
午
後
か
ら
開
催
さ
れ
る
部
会
に
移
行
す
る
に
当
た
り
、
中
島
会
長
が
地
方
制
度
改
革
に
関
す
る
所
信
を
述
べ
、

こ
の
中
で
、
東
京
都
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
言
及
し
て
い
る
。

〇
中
島
（
守
利
）
会
長
（
前
段
省
略
）
或
は
ま
た
東
京
都
の
よ
う
な
、
只
今
都
の
下
に
区
が
あ
り
、
或
は
市
が
あ
り
町
村
が
あ
り
、
或
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は
ま
た
島
嶼
が
あ
る
。
斯
様
に
一
つ
の
自
治
体
の
中
に
斯
く
名
称
の
異
つ
た
自
治
体
が
多
数
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
も
の
を
一
つ
に

は
統
制
出
来
ま
せ
ん
が
、
少
い
数
に
統
制
す
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
（
５
）。（
以
下
省
略
）

　
　

注（
１
）
本
章
二
以
下
の
内
容
は
、
内
事
局
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』（
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
２
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
１
５
頁
以
下

（
３
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
３
１
頁
以
下

（
４
）
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
６
頁
以
下

（
５
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
３
４
頁
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三

第
二
部
会
（
諮
問
第
三
）
の
検
討
経
過

　
　
（
１
）
第
一
回
第
二
部
会
（
十
月
二
十
五
日
（
１
）
）

　
　

第
二
部
会
の
調
査
の
対
象
を
東
京
都
及
び
五
大
都
市
（
大
阪
市
、
京
都
市
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
、
神
戸
市
）
と
す
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
と
な
る
参
考
資
料
の
内
容
及
び
提
出
依
頼
先
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

〇
松
本
委
員
（
マ
マ

松
平
（
外
與
麿
）
委
員
か
）
当
局
に
お
伺
い
致
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
調
査
項
目
と
し
て
第
二
、五

大
都
市
の
第
一
項
に
「
大
都
市
制
度
と
し
て
東
京
都
制
の
方
式
に
よ
る
か
、
所
謂
特
別
市
制
の
方
式
に
よ
る
か
」
と
い
う
二
つ
の
形

式
を
今
参
考
に
お
示
し
に
な
つ
て
い
ま
す
が
、
特
別
市
制
と
い
う
の
は
、
従
来
御
研
究
に
な
り
ま
し
た
点
は
、
都
制
の
方
式
と
い
う

の
と
、
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
異
な
り
ま
す
か
、
東
京
都
制
の
方
式
に
よ
る
か
、
或
は
特
別
市
制
の
方
式
に
よ
る
か
、
二
つ
あ
る
が
、

都
制
の
方
式
は
今
の
東
京
都
と
同
じ
に
な
る
が
、
仮
に
特
別
市
制
に
よ
る
と
し
ま
す
と
、
都
制
の
方
式
と
若
干
差
異
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
す
。
も
し
あ
り
ま
す
れ
ば
参
考
に
伺
い
た
い
。

〇
鈴
木
（
俊
一
）
幹
事

東
京
都
制
の
方
式
と
い
う
の
は
便
宜
略
称
で
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
前
の
東
京
都
制
を
や
り
ま
し

た
よ
う
に
、
残
存
郡
部
と
区
部
と
を
一
緒
に
し
て
基
礎
的
団
体
と
し
て
の
都
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
要
す
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る
に
郡
部
と
区
部
と
切
り
離
さ
な
い
で
作
る
と
い
う
の
が
大
東
京
都
制
の
方
式
、
こ
う
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
、
特
別
市

制
の
方
式
と
い
う
の
は
、
そ
の
特
別
市
を
残
存
郡
部
か
ら
独
立
し
て
、
こ
れ
を
府
県
と
同
格
に
し
て
、
も
つ
と
徹
底
し
て
申
す
な
ら

ば
、
そ
の
特
別
市
に
道
府
県
制
を
適
用
す
る
と
い
う
く
ら
い
に
行
く
と
い
う
の
が
、
特
別
市
制
の
方
式
、
こ
う
い
う
つ
も
り
で
、
こ

こ
に
一
つ
の
方
向
と
い
い
ま
す
か
、
問
題
の
意
味
で
出
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
（
２
）
第
二
回
第
二
部
会
（
十
一
月
四
日
（
２
）
）

　
　
　

内
務
省
及
び
五
大
市
か
ら
資
料
が
提
出
さ
れ
、
主
と
し
て
特
別
市
制
に
つ
い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

私
は
こ
れ
（
編
者
注
：
東
京
都
に
対
し
て
関
係
の
深
い
学
識
経
験
者
や
当
事
者
を
当
委
員
会
に
も
う
少
し
加

え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
）
を
申
し
ま
す
の
は
、
今
日
安
井
都
長
官
が
来
て
お
ら
ぬ
よ
う
で
す
が
、
現
在
ご
承
知
の
よ
う
に
、

東
京
都
制
の
上
に
お
い
て
、
地
方
制
度
改
正
に
基
い
て
、
都
の
本
体
た
る
三
十
五
区
の
区
域
廃
置
分
合
の
件
が
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
つ

つ
あ
り
ま
し
て
、
東
京
都
民
の
方
々
は
こ
れ
に
関
心
を
、
も
つ
も
た
ぬ
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
深
い
関
係
が
生
じ
て
来
る
と
考
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
区
域
の
廃
置
分
合
に
関
す
る
委
員
会
の
空
気
を
見
ま
す
と
、戦
争
後
の
東
京
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、

東
京
都
が
提
案
し
て
い
る
よ
う
な
二
十
二
と
か
二
十
五
と
か
い
う
、
現
在
の
区
域
よ
り
も
狭
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
体

に
お
い
て
諒
承
は
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
さ
ら
に
地
方
制
度
の
民
主
化
の
徹
底
を
は
か
る
意
味
に
お
い
て
、
地
方
制

度
調
査
会
と
い
う
も
の
が
内
務
省
に
設
置
さ
れ
て
、
し
か
も
そ
の
中
に
は
五
大
都
市
並
び
に
東
京
都
制
と
い
う
も
の
を
審
議
す
る
と

こ
ろ
の
一
つ
の
機
関
が
現
在
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
会
の
進
行
に
伴
っ
て
は
、
現
在
東
京
都
で
提
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
区
域
の
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変
革
に
対
し
て
も
観
念
的
に
も
理
念
的
に
も
相
当
大
き
な
考
え
方
を
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
ぢ
や
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
が

起
り
ま
し
て
、
そ
し
て
現
在
、
区
域
制
度
に
対
し
て
は
停
頓
状
態
を
示
し
て
、
む
し
ろ
地
方
制
度
調
査
会
の
進
行
に
伴
な
つ
て
、
併

行
し
て
や
ろ
う
ぢ
や
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
相
当
強
く
、
こ
こ
一
日
二
日
延
び
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
こ
の
委

員
会
に
お
き
ま
し
て
、
東
京
都
制
に
対
す
る
関
係
の
極
め
て
深
い
方
々
が
速
や
か
に
こ
の
東
京
都
制
の
問
題
に
つ
い
て
お
集
ま
り
を

願
つ
て
御
審
議
を
願
う
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の
段
階
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
東
京
都
区
域
整
備
に
も
相
当
進
捗
を
来
す
所
以
で
は
な

い
か
、
か
よ
う
に
考
え
ま
す
の
で
、
部
会
長
の
御
趣
旨
十
二
分
に
諒
承
致
し
ま
し
た
か
ら
、
ど
う
ぞ
中
島
会
長
と
も
御
相
談
の
上
速

に
委
員
の
御
指
名
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

承
知
い
た
し
ま
し
た
。（
以
下
省
略
）

〇
松
平
（
外
與
麿
）
委
員
（
前
段
省
略
）

　
　

そ
れ
か
ら
安
井
長
官
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
都
の
行
政
全
般
に
対
す
る
都
長
官
と
し
て
の
お
考
え
、
ま
た
都
政
（
マ
マ

「
都
制
」
か
）
に
対
す
る
改
革
に
つ
き
ま
し
て
も
相
当
の
御
信
念
が
お
あ
り
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
参
考
に
致

し
た
い
と
い
う
点
か
ら
、
も
し
お
差
支
え
な
け
れ
ば
こ
の
機
会
に
一
つ
お
漏
ら
し
を
願
い
た
い
。

〇
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

実
は
東
京
都
と
致
し
ま
し
て
は
、
行
政
区
が
自
治
区
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
区
と
い
う
も
の

の
自
治
内
容
を
充
実
し
た
い
。
随
つ
て
区
と
い
う
も
の
が
市
民
生
活
の
中
心
で
も
、そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
範
囲
に
お
け
る
団
体
生
活
を
、

戦
前
の
共
同
単
位
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
に
必
要
な
程
度
の
そ
う
い
う
共
同
生
活
に
最
も
便
宜
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も

つ
て
い
る
仕
事
は
全
部
こ
れ
に
移
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
単
位
と
し
て
や
つ
て
行
こ
う
、
こ
う
い
う
よ
う
な
改
革
案
を
も
つ
て
、
今
調

査
会
を
設
け
て
研
究
し
て
も
ら
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
都
か
ら
区
に
委
譲
す
べ
き
事
項
は
、
こ
こ
に
内
務
省
の
方
か
ら
御
参
考
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に
出
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
私
の
方
へ
も
意
見
を
お
求
め
の
上
御
整
理
に
な
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
考
え
て
お
り
ま
す
も
の
と
、
具
体
的
な
個
々
の
問
題
に
な
り
ま
す
と
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
指
向
と
致

し
ま
し
て
全
然
一
致
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
只
今
都
の
行
政
を
運
用
致
し
て
お
り
ま
し
て
、
東
京
都
の
よ
う
な
周
辺
の
非
常
に
小
さ

い
、
而
も
そ
の
周
辺
も
非
常
に
人
口
が
密
集
し
て
集
団
生
活
に
非
常
に
近
い
形
態
を
も
つ
て
お
り
ま
す
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東

京
都
の
全
般
と
致
し
ま
し
て
は
こ
の
形
で
よ
ろ
し
い
、
区
及
び
市
町
村
に
、
従
来
東
京
都
が
も
つ
て
お
つ
た
重
大
な
権
限
を
委
譲
し

て
、
そ
し
て
都
と
い
う
有
機
体
的
な
共
同
生
活
を
残
し
て
行
き
た
い
、
こ
れ
が
一
番
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
随
い
ま
し
て
区
も

し
く
は
市
町
村
に
委
譲
す
る
事
項
が
多
く
な
る
。
そ
れ
は
こ
の
中
に
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
御
研
究
を
願
え
れ
ば
結
構
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
（
３
）
第
三
回
第
二
部
会
（
十
一
月
五
日
（
３
）
）

　
　

内
務
省
が
前
日
の
第
二
回
第
二
部
会
に
提
出
し
た
資
料
等
を
踏
ま
え
、
主
に
特
別
市
制
に
つ
い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ

れ
、
ま
た
、
学
区
制
及
び
学
制
に
つ
い
て
も
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

〇
松
平
（
外
與
麿
）
委
員

こ
れ
は
私
見
で
あ
り
ま
す
が
、
第
一
の
大
都
市
制
度
と
し
て
、
東
京
都
制
の
方
式
に
よ
る
か
、
所
謂
特
別

市
制
の
方
式
に
よ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
東
京
都
に
お
か
れ
て
も
、
詳
し
い
こ
と
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
都

制
の
実
施
の
上
に
お
い
て
、
相
当
改
良
す
べ
き
、
ま
た
改
善
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か

ら
考
え
ま
し
て
、
五
大
都
市
に
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
都
制
の
形
式
を
と
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
特
別
市
制
の
方
式
を
と
る
、
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し
か
ら
ば
そ
の
特
別
市
制
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
形
態
に
つ
く
る
か
、
内
容
的
の
も
の
は
さ
ら
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
原
則
と
し
て
特
別
市
制
の
形
式
に
よ
つ
て
行
く
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）

　
　

そ
れ
か
ら
、「
区
そ
の
他
下
部
組
織
を
ど
う
す
る
か
」
こ
れ
は
私
は
東
京
都
に
倣
わ
な
い
で
、
区
の
組
織
は
や
は
り
行
政
区
と
い

う
こ
と
を
や
は
り
お
た
て
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
つ
た
方
が
無
難
じ
や
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
ち
ま
す
。（
以
下
省
略
）

○
藤
井
（
重
雄
）
幹
事
（
前
段
省
略
）
こ
の
大
都
市
特
別
制
度
に
つ
い
て
、
従
来
ど
う
い
う
考
え
で
お
つ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

ま
し
て
は
、
お
手
許
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
「
大
都
市
制
度
の
沿
革
」
と
い
う
資
料
に
、
従
来
ま
で
に
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
を
も
つ

て
、
大
都
市
制
度
と
い
う
も
の
が
進
ん
で
ま
い
つ
た
か
、
そ
の
案
の
大
体
の
内
容
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と

に
関
し
ま
し
て
、
ご
く
概
括
的
に
主
と
し
て
議
会
に
現
わ
れ
た
法
律
案
、
建
議
案
等
を
中
心
と
し
て
そ
こ
に
書
い
て
お
い
た
の
で
あ

り
ま
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
く
ど
く
ど
し
く
御
説
明
申
し
上
げ
る
こ
と
は
避
け
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
人
口
か
ら
申
し

ま
し
て
も
、
そ
の
他
の
経
済
的
、
社
会
的
、
あ
ら
ゆ
る
部
面
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
一
般
の
都
市
と
は
本
質
的
に
異
つ
た
内
容
と
そ

の
事
情
と
申
し
ま
す
か
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
非
常
に
異
つ
て
い
る
大
都
市
に
つ
い
て
、
一
般
の
都
市
と
は
ど
う
し
て
も
一
緒
に

は
論
じ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
特
別
市
制
問
題
と
い
う
も
の
が
非
常
に
古
く
、
い
わ
ば
市
制
が
わ
が
国
に
お
い
て

成
立
し
た
当
時
か
ら
、
論
議
を
見
て
お
つ
た
よ
う
な
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
非
常
に
複
雑
な
経
過
を
辿
つ
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
共
通
と
す
る
目
標
は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
二
重
監
督
の
撤
廃
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
法
案
乃
至
は
建
議
案
の
内
容
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
場
合
に
、
自
ら
明
ら
か
に
な
り
ま
す
こ
と
は
、
そ
の
二
重

監
督
の
撤
廃
を
ど
う
い
う
方
法
に
よ
つ
て
解
決
し
て
行
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
色
彩
と
い
う
も
の
を
大
体
通
観
し
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て
参
り
ま
す
と
、
こ
れ
を
府
県
制
的
な
体
制
に
も
つ
て
行
こ
う
と
い
う
や
り
方
と
、
一
は
市
制
的
な
体
制
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
行
こ

う
、こ
の
二
つ
に
分
れ
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。こ
の
府
県
制
的
な
体
制
は
、い
ろ
い
ろ
理
由
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

現
在
東
京
都
に
つ
い
て
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
都
制
形
態
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
大

都
市
の
特
別
市
制
は
、
具
体
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
官
治
組
織
を
基
本
と
し
て
構
成
し
て
行
こ
う
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
て
い
る

も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
見
地
か
ら
参
り
ま
す
れ
ば
、
執
行
機
関
で
あ
り
ま
す
大
都
市
の
市
長
、
都
で
申
し
ま
す
と
都
長
官
は

官
選
、
官
吏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
ま
す
し
、
議
決
機
関
は
勢
い
官
治
組
織
に
対
立
す
る
も
の
と
し

て
構
成
さ
れ
、従
つ
て
議
決
機
関
は
権
限
を
縮
少
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
向
つ
て
ま
い
つ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
し
、

乃
至
は
さ
ら
に
徹
底
化
い
た
し
ま
し
た
諸
外
国
の
法
案
等
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
議
決
機
関
は
そ
の
性
格
を
さ
ら

に
根
本
的
に
変
改
い
た
し
ま
し
て
、
単
な
る
諮
問
機
関
に
堕
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
の
執
行
機
関
を
強
化
す
る
方

向
に
向
つ
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
政
府
並
び
に
貴
族
院
か
ら
提
案
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
特
別
市
制
法
案
の
底

流
と
な
っ
て
お
り
ま
す
大
体
の
色
彩
を
通
観
い
た
し
ま
す
と
き
に
は
、
今
申
し
ま
し
た
府
県
制
的
な
体
制
が
最
も
強
く
現
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
方
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
二
重
監
督
撤
廃
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
、
さ
ら
に
大
都
市
特
別
市

制
と
い
う
も
の
は
、
官
治
組
織
に
対
し
て
自
治
組
織
を
基
本
と
し
て
、
構
成
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
り
ま
し
て
、
こ

の
見
地
か
ら
は
従
来
の
市
制
を
さ
ら
に
強
化
徹
底
す
る
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
つ
て
監
督
の
関
係
に
お
い
て
も
、
内
務
大
臣
と
市
と
い

う
も
の
を
直
結
し
て
、
中
に
府
県
と
い
う
よ
う
な
存
在
を
排
除
し
て
行
こ
う
と
い
う
建
前
に
な
つ
て
参
っ
て
来
る
も
の
で
あ
り
ま
し

て
、
従
つ
て
そ
の
首
長
は
自
ら
官
選
で
は
な
く
し
て
、
公
選
と
い
う
こ
と
に
相
な
つ
て
参
り
ま
す
る
し
、
自
治
団
体
の
性
格
か
ら
議

決
機
関
が
そ
の
自
治
組
織
の
中
に
お
い
て
は
優
位
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
相
成
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
衆
議
院
そ
の
他
大
都
市
関
係
当
局
の
方
か
ら
、
立
案
乃
至
は
建
議
さ
れ
て
お
り
ま
す
案
の
内
容
の
底
を
流
れ
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る
傾
向
は
、今
申
し
ま
し
た
市
制
的
な
体
制
を
徹
底
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

大
ざ
つ
ぱ
に
申
し
ま
し
て
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
特
別
市
制
の
形
体
（
マ
マ
「
形
態
」
か
）
は
、
東
京
都
制
の
ご
と
く
、
官
治

組
織
を
徹
底
し
て
行
く
と
い
う
や
り
方
と
、
自
治
組
織
を
徹
底
し
て
行
く
と
い
う
や
り
方
と
、
こ
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
の
諸
案
は
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
解
決
を
見
ず
に
今
日
に
至
つ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
の
い
わ
ゆ
る
暫
定
案
と
い
た
し
ま
し
て
、
御
承
知
の
ご
と
く
五
大
都
市
の
行
政
監
督
の
特
例
、
昔
は
東
京
市

も
含
め
て
、
六
大
都
市
監
督
特
例
と
申
し
て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
行
政
監
督
特
例
を
も
つ
て
、
暫
定
的
に
或
る
事
項
に

つ
い
て
内
務
大
臣
と
府
県
知
事
と
の
二
重
監
督
を
撤
廃
し
て
行
こ
う
と
い
う
方
針
に
則
つ
て
、
構
成
を
見
て
い
る
よ
う
な
わ
け
な
の

で
あ
り
ま
す
。
政
府
案
と
し
て
従
来
ま
で
提
案
い
た
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
御
承
知
の
ご
と
く
、
明
治
二
十
九
年
の
第
九
議
会
に

お
い
て
提
出
せ
ら
れ
ま
し
た
東
京
市
に
関
す
る
特
別
市
制
の
改
正
案
と
、
昭
和
八
年
並
び
に
今
回
の
東
京
都
制
、
大
体
こ
の
三
つ
に

限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
の
他
は
政
府
と
し
て
特
に
案
を
は
つ
き
り
と
示
し
て
、
こ
れ
を
議
会
に
提
案
し
た
と
い
う
例

は
な
い
よ
う
に
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
通
観
し
て
み
ま
し
て
、
従
来
の
政
府
の
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し

て
も
官
治
組
織
を
中
心
と
し
て
、
構
成
す
る
府
県
制
的
な
体
制
を
と
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
お
つ
た
よ
う
に
考
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。
ご
く
大
ざ
つ
ぱ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
の
点
だ
け
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
さ
ら
に
細
目
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手

許
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
資
料
に
よ
つ
て
御
諒
解
を
願
い
た
い
と
考
え
ま
す
。

〇
中
井
（
光
次
）
委
員
（
前
段
省
略
）
実
は
東
京
都
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
都
市
制
度
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
共
と

致
し
ま
し
て
は
あ
ま
り
深
く
入
つ
て
い
い
の
か
ど
う
か
。
委
員
と
し
て
は
当
然
入
る
べ
き
義
務
、
責
任
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
少
し
く
あ
ま
り
具
体
的
で
あ
る
た
め
に
、
御
遠
慮
を
致
し
て
お
る
よ
う
な
次
第
で
あ
り
ま
す
。
も
し
も
こ
れ
ら
に
つ
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き
ま
し
て
、
判
断
の
資
料
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
な
に
か
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
東
京
都
制
の
是
非
即
ち
大
体
失
敗
だ
と

い
う
よ
う
な
お
話
も
先
程
細
見
さ
ん
か
ら
あ
つ
た
し
、
ま
た
そ
う
い
う
風
に
も
聞
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
都
制
に
つ
い
て
の
只

今
の
議
論
の
焦
点
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
も
私
共
い
ろ
い
ろ
考
え
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
申
上
げ
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
よ

う
な
気
も
致
し
ま
す
が
、
少
く
と
も
、
そ
の
判
断
を
し
て
わ
れ
わ
れ
の
義
務
を
果
す
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
は
、
も
う
少
し
東

京
都
制
の
な
に
か
資
料
を
い
た
だ
く
わ
け
に
行
か
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
か
。
出
来
れ
ば
見
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。（
以
下
省
略
）

〇
鈴
木
（
俊
一
）
幹
事

東
京
都
制
が
一
体
成
功
で
あ
つ
た
か
失
敗
で
あ
つ
た
か
、
或
は
ま
た
功
罪
相
半
ば
し
て
い
る
か
と
い
う
見
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
々
々
に
よ
つ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
や
は
り
東
京
都
と
い
う
一
つ
の
団
体
に

な
つ
て
出
来
上
つ
て
お
り
ま
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
面
に
つ
い
て
の
た
と
え
ば
二
つ
の
連
帯
組
合
に
な
つ
た
。
随
つ
て
そ
の
関
係

が
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
と
い
つ
た
よ
う
な
そ
う
い
う
論
は
、
全
然
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
二
つ
の
団
体
の
内
、
区
部
と

郡
部
と
が
ど
う
い
う
風
に
な
つ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
存
じ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
東
京
都
と
い
う
団
体
が
基
礎
的
な
団
体
に
な
つ
て
い
る
。
他
の
市
町
村
と
同
じ
も
の
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
か
ら
、
制
度
の
上
に
も
い
ろ
い
ろ
面
倒
な
と
こ
ろ
が
出
来
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
確
定
的
判
決
を
下
す
と

い
う
こ
と
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
も
実
は
こ
の
調
査
会
の
委
員
各
位
の
御
意
見
を
十
分
拝

聴
し
た
上
で
、
立
案
の
方
針
を
考
え
た
い
。
斯
様
に
考
え
て
お
つ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
随
い
ま
し
て
積
極
的
に
ど
う
こ
う
と
い
う

批
判
の
も
の
を
、
こ
こ
に
内
務
省
の
方
か
ら
資
料
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
点
に

問
題
が
あ
る
か
と
い
う
点
ぐ
ら
い
は
、
極
く
簡
単
な
要
点
だ
け
は
な
に
か
纏
め
て
御
参
考
に
供
し
て
も
い
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

〇
中
井
（
光
次
）
委
員

結
構
で
す
。
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〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長
（
前
段
省
略
）
な
お
、
今
中
井
委
員
か
ら
御
希
望
の
あ
り
ま
し
た
国
政
事
務
の
こ
と
と
、
五
大
都
市
に
関

連
致
し
て
お
り
ま
す
る
三
、四
の
関
係
、
こ
の
点
は
一
応
鈴
木
課
長
さ
ん
の
方
か
ら
説
明
を
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
一
応
御
説
明
を
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
鈴
木
（
俊
一
）
幹
事
（
前
段
省
略
）

　
　

そ
れ
か
ら
第
四
の
、
区
そ
の
他
下
部
組
織
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
い
わ
ゆ
る
郡
部
と
区
部
と
の
関

係
と
同
様
に
、
大
都
市
制
度
の
一
つ
の
大
き
な
研
究
の
目
標
に
な
る
問
題
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
区
を
ど
う
す
る
か
、
下
部
組
織

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
東
京
都
の
区
は
、
今
回
御
承
知
の
よ
う
に
、
従
来
の
行
政
区
的
な
色
彩
の
非
常
に
強
い

傾
向
を
相
当
思
い
切
つ
て
払
拭
致
し
ま
し
て
、
殆
ん
ど
実
体
に
お
き
ま
し
て
は
市
と
変
り
が
な
い
よ
う
な
工
合
い
に
な
つ
て
来
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
区
と
い
う
も
の
を
東
京
都
で
は
或
る
程
度
整
理
し
て
、
制
度
の
上
で
市
と
同
じ
程
度
に
な

つ
た
ん
だ
か
ら
、
実
体
と
し
て
も
市
と
同
じ
程
度
に
実
力
の
あ
る
団
体
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
、
え
ら
い
混
乱
が
起

つ
て
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
五
大
都
市
制
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
法
人
区
で
あ
る
京
都
、
大
阪
の
区

で
す
ら
も
全
然
名
前
だ
け
の
法
人
区
で
、
実
体
は
自
治
と
い
う
名
目
は
殆
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
行
政
区
で
あ
る
横
浜
、
名

古
屋
、
神
戸
の
区
は
、
固
よ
り
自
治
的
な
面
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
区
と
い
う
も
の
の
組
織
を
、
東
京
都
の
行

き
方
と
ま
る
で
逆
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
大
都
市
制
度
と
い
う
も
の
を
取
扱
い
ま
す
場
合
に
、
こ
の

行
き
方
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
。
東
京
都
に
お
い
て
区
の
方
向
が
、
法
人
区
を
設
定
し
て
行
く
方
向
に
進
ん

だ
場
合
に
、
五
大
都
市
の
方
で
は
従
来
の
通
り
の
ま
ま
で
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
東
京
都
の
方
を
寧
ろ
五
大
都
市
の
区
の
如

く
ま
た
行
政
区
に
返
す
の
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
左

様
な
点
を
一
つ
御
検
討
願
い
た
い
の
と
、
更
に
区
と
い
う
も
の
の
そ
の
下
部
組
織
、
た
と
え
ば
町
内
会
、
部
落
会
或
は
隣
保
班
の
組
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織
、
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、
大
都
市
制
度
と
し
て
一
般
の
地
方
制
度
に
お
き
ま
す
る
町
内
会
、
部
落
会
問
題
と
切

離
し
て
、
も
つ
と
突
つ
込
ん
で
な
に
か
考
え
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。（
以
下
省
略
）

　
　
（
４
）
第
四
回
第
二
部
会
（
十
一
月
六
日
（
４
）
）

　
　

警
察
制
度
及
び
地
方
財
政
に
つ
い
て
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

　
　
（
５
）
第
五
回
第
二
部
会
（
十
一
月
十
一
日
（
５
）
）

　
　

五
大
都
市
に
関
す
る
諮
問
の
調
査
項
目
一
、二
、三
、四
に
つ
い
て
、
討
議
と
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
た
。

　
　
（
６
）
第
六
回
第
二
部
会
（
十
一
月
十
二
日
（
６
）
）

　
　

五
大
都
市
に
関
す
る
諮
問
の
調
査
項
目
五
、六
、七
に
つ
い
て
、
討
議
と
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
、
続
い
て
東
京
都
に
関
す
る

諮
問
事
項
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

東
京
都
に
関
す
る
諮
問
事
項
の
第
一
は
、
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
、
第
二
は
、
区
を
ど
う
す

る
か
、
第
三
は
、
郡
部
を
ど
う
す
る
か
、
第
四
は
、
そ
の
他
の
制
度
に
つ
い
て
特
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
こ
う
い
う
点
で
あ
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り
ま
す
が
、
こ
れ
を
逐
条
的
に
協
議
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
、
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
り

ま
す
が
…
…
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

こ
れ
は
逐
条
的
に
お
話
を
願
つ
て
も
、
実
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
制
度
で
あ

り
ま
す
。
御
承
知
の
通
り
こ
の
東
京
都
制
の
問
題
は
、
去
る
九
十
議
会
に
お
い
て
、
か
な
り
地
方
制
度
改
正
委
員
会
で
取
上
げ
ら
れ

て
、
今
日
ま
で
参
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
ま
で
の
本
調
査
会
の
部
会
の
経
過
か
ら
見
ま
す
と
、
五
大
都
市
の
特
別
市
制
を

布
く
か
布
か
ぬ
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
審
議
致
し
ま
す
に
は
、
相
当
政
府
の
意

見
が
重
要
性
を
帯
び
て
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
一
方
的
に
申
上
げ
れ
ば
、
曾
て
議
会
で
申
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
東
京
都
制
な
る

も
の
自
体
が
、
大
東
亜
十
億
民
族
の
指
導
首
府
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
含
ん
だ
戦
時
立
法
で
あ
つ
た
こ
と
が
、
抑
々
こ
の
都
制
を

改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
説
い
て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
こ
の
諮
問
の
一
、二
、

三
、四
を
拝
見
致
し
ま
す
と
、
全
部
が
包
括
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
は
今
申
上
げ
る
よ
う
に
、

政
府
が
ど
の
程
度
ま
で
改
正
を
す
る
意
思
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
聴
い
て
お
か
な
い
と
、
話
の
筋
が
進
ん
で
行
か
な
い
と

思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
地
方
局
長
も
お
出
で
に
な
つ
て
お
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
し
、
大
臣
は
今
会
つ
て
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
も

わ
れ
わ
れ
の
思
う
よ
う
な
成
果
を
得
ら
れ
ぬ
の
で
、
お
任
せ
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
か
も
う
少
し
は
つ
き
り
し
た
点
を
お
示
し
願

わ
ぬ
と
、
こ
の
ま
ま
審
議
が
出
来
ぬ
と
思
い
ま
す
。
安
井
長
官
も
お
ら
れ
る
し
、
中
島
長
老
も
お
ら
れ
る
か
ら
、
意
見
を
述
べ
ろ
と

言
わ
れ
れ
ば
述
べ
ま
す
が
、
長
い
間
の
関
係
が
あ
つ
て
、
ち
よ
つ
と
解
決
が
出
来
ぬ
と
思
い
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
う
す
る
と
、
当
局
の
地
方
局
長
ぐ
ら
い
の
出
席
を
求
め
て
或
る
程
度
の
質
問
を
行
い
な
が
ら
、
御
意
見

を
開
陳
せ
ら
れ
る
御
意
思
で
す
か
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

そ
れ
も
結
構
で
す
し
、
大
体
東
京
都
制
の
眼
目
は
決
ま
つ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
し
て
、
ど
こ
に
山
が
あ
る
か
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と
い
え
ば
、
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
東
京
都
と
い
う
要
素
自
体
が
二
市
、
三
多
摩
、
島
嶼
、
そ
れ
か
ら
変
形
的

な
区
と
い
う
五
つ
の
も
の
が
集
ま
つ
て
、
一
つ
の
制
度
を
な
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
大
体
今
ま
で
論
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

れ
ば
、
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
山
だ
と
思
う
。
こ
れ
に
対
す
る
政
府
側
の
見
解
さ
え
発
表
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
の
方

の
見
解
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
若
し
何
な
ら
地
方
局
長
を
お
呼
び
願
つ
て
、
お
話
を
進
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
だ
と
思

つ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
で
し
よ
う
、
中
島
さ
ん
の
御
意
見
は
…
…

〇
中
島
（
守
利
）
委
員

只
今
中
野
委
員
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
当
局
で
も
な
か
な
か
こ
う
い
う
方
法
に
と
い
う
こ
と

は
困
難
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
や
は
り
部
会
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
が
多
い
の
じ
や
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
中
野
委
員
の
よ
う
な
お
説
に
よ
つ
て
、
出
席
を
求
め
て
こ
の
審
議
に
入
る
か
、
或
は
大
体
だ
け
こ
の

部
会
に
お
い
て
決
め
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
更
に
当
局
の
意
見
を
聴
い
て
、
決
定
す
る
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

私
は
む
し
ろ
委
員
の
方
で
発
議
を
さ
れ
て
、
そ
う
し
て
当
局
の
意
見
を
こ
れ
に
よ
つ
て
伺
う
と
い
う
方
が
い
い
の
じ
や
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
野
委
員
な
ん
か
は
、
自
分
の
思
想
を
遠
慮
な
く
こ
こ
で
お
話
願
い
ま
し
て
、
も
う
一
回
部
会
を

開
か
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
際
に
理
事
者
の
意
見
を
伺
つ
て
決
定
す
る
よ
う
な
こ
と
に
し
た
な
ら
ば
ど
う
か
。

　
　

私
は
諮
問
案
の
一
に
対
し
ま
し
て
は
、
府
県
と
同
様
で
差
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
府
県
と
同
様
に
す
る
こ
と
に
し
ま
す
と
、
現

在
の
三
十
五
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
つ
き
ま
す
。
只
今
中
野
委
員
の
お
話
の
よ
う
に
、
東
京
都
と
い
う
も
の
は
洵
に
変
な

形
に
な
つ
て
い
る
。
三
十
五
区
の
ほ
か
に
二
市
と
百
近
い
町
村
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
伊
豆
七
島
が
入
つ
て
お
り
ま
す
。
東
京
都
の
一

部
に
現
に
特
別
市
制
と
同
じ
よ
う
な
ふ
う
に
、東
京
都
の
三
十
五
区
を
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
希
望
も
相
当
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
な
か
な
か
そ
う
簡
単
に
は
扱
え
な
い
よ
う
な
東
京
都
と
い
う
も
の
の
因
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
三
多
摩
を
包
含
す
る
と
い
う

こ
と
に
対
し
ま
し
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
政
治
上
の
深
い
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
今
三
多
摩
を
別
に
し
て
、
特
別
市
制
と
い
う
よ
う
な
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も
の
、
い
わ
ゆ
る
東
京
都
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
市
民
の
理
想
的
な
自
治
体
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
お
い
て
は
困
難
で

あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
点
に
対
し
て
は
ど
う
も
、
只
今
の
と
こ
ろ
で
は
府
県
に
し
て
お
く
よ
り
仕
様
が
な
い
の
じ

や
な
い
か
と
い
う
形
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
区
は
大
体
自
治
体
に
な
つ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
進
め
て
一
般
上
級
市
と
同
様
に

扱
う
と
い
う
こ
と
が
理
想
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
な
か
な
か
簡
単
に
行
か
な
い
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
只
今
の
と
こ
ろ
で
は
、

区
と
し
て
区
長
の
ほ
か
に
区
長
代
理
、
副
区
長
の
よ
う
な
も
の
を
作
つ
て
、
こ
の
形
を
整
え
て
行
く
よ
り
仕
様
が
な
い
の
じ
や
な
い

か
。
第
三
部
の
方
で
は
府
県
知
事
の
ほ
か
に
、
副
知
事
を
お
く
よ
う
に
意
見
が
纏
ま
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
都
も
、

東
京
都
知
事
と
い
う
名
称
に
し
、
副
知
事
を
お
き
、
区
に
は
副
区
長
を
お
き
、
そ
う
し
て
こ
れ
を
整
理
し
て
行
く
よ
う
な
こ
と
に
致

し
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
現
在
の
東
京
都
制
を
理
想
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
局
も
相
当
至
難
ら

し
い
意
見
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
大
体
に
お
い
て
今
日
現
在
の
東
京
都
制
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

多
少
の
修
正
を
加
え
る
と
い
う
程
度
に
こ
れ
を
決
め
て
お
き
ま
し
て
、
そ
う
し
て
更
に
最
後
の
部
会
に
お
い
て
、
当
局
の
意
見
を
聴

い
て
こ
れ
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
只
今
の
よ
う
な
細
か
い
問
題
は
こ
こ
で
決
め
て
い
た
だ
く
方

が
便
宜
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

中
島
さ
ん
の
最
後
の
御
意
見
に
従
つ
て
、
私
は
こ
の
次
の
部
会
で
意
見
を
述
べ
て
も
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
際
こ
こ
に
御
参
集
を
願
つ
て
い
る
委
員
の
方
に
、
御
諒
承
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
な
ぜ
今
日
ま

で
こ
の
五
大
都
市
の
特
別
制
度
を
布
く
か
否
か
と
い
う
大
変
御
議
論
の
最
中
に
、
わ
れ
わ
れ
東
京
都
関
係
の
委
員
が
、
五
回
も
六
回

も
相
談
し
て
お
つ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
応
お
話
を
申
上
げ
な
い
と
、
御
諒
承
が
行
か
ぬ
と
思
う
。
実
は
御
承
知
の
通
り
、
東
京

都
に
お
い
て
は
、
現
在
三
十
五
区
の
区
を
二
十
乃
至
二
十
五
ぐ
ら
い
に
配
（
マ
マ
「
廃
」
か
）
置
分
合
整
備
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
開
か
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
、地
方
制
度
調
査
会
の
運
行
と
重
大
な
関
係
が
あ
り
ま
し
て
、
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こ
れ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
後
こ
の
調
査
会
に
お
い
て
、
東
京
都
の
問
題
が
何
等
か
の
形
で
進
め
ば
そ

の
動
き
に
従
つ
て
、
こ
の
区
域
の
配
（
マ
マ
「
廃
」
か
）
置
分
合
が
や
は
り
動
い
て
来
よ
う
と
い
う
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
根
本
的
に
改
正
す
る
ほ
ん
と
う
の
意
思
が
あ
る
の
か
、
た
だ
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
一
部
修
正
程
度
で
、
こ
の
委
員

会
を
終
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
等
の
一
番
問
題
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
只
今
も
内
務
大
臣
に
会
つ
て
聴
い
て
見
ま
す
れ
ば
、
ど

う
や
ら
一
部
修
正
程
度
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
以
上
の
所
へ
は
、
あ
ま
り
大
き
な
期
待
が
持
て
な
い
よ
う
な
現

状
な
ん
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
先
程
申
上
げ
た
よ
う
に
、
一
貫
し
た
問
題
で
あ
り
ま
す
の
で
、
一
項
か
ら
四
項
ま
で
諮
問
事
項

を
別
々
に
区
切
つ
て
申
上
げ
て
も
、
何
の
意
味
も
な
さ
ぬ
問
題
で
す
か
ら
、
総
括
的
に
、
意
見
を
申
上
げ
た
方
が
い
い
と
考
え
ま
す

の
で
、
最
初
の
私
の
気
持
ち
は
、
中
島
さ
ん
の
お
つ
し
や
つ
た
よ
う
に
、
次
の
部
会
の
時
に
、
大
体
そ
の
意
思
表
示
を
し
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
こ
こ
で
大
修
正
を
す
る
か
、
一
部
修
正
で
終
る
か
と
い
う
山
だ
け
は
見
て
い
た
だ
き
ま
せ
ん
と
、
東
京
都
制

の
上
に
非
常
に
大
き
な
支
障
が
来
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
考
え
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
点
を
細
か
い
意
見
を
申
上
げ

る
に
先
立
つ
て
、
一
つ
申
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
鈴
木
（
俊
一
）
幹
事

ち
よ
つ
と
諮
問
の
項
目
の
趣
旨
を
お
話
申
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
都
と
府
県
と
の
区
別
を

存
置
す
る
か
と
い
う
意
味
は
、
東
京
都
と
い
う
の
は
他
の
府
県
と
違
つ
て
、
都
は
他
の
府
県
市
町
村
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
建
前
で
、

法
律
が
出
来
上
つ
て
い
る
。
府
県
は
都
市
を
包
括
し
た
上
級
団
体
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
東
京
都
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
上
級
団
体

で
は
な
く
て
、
都
自
身
が
一
つ
の
基
礎
的
な
団
体
で
あ
る
。
そ
の
中
に
基
礎
的
な
団
体
の
内
部
組
織
と
し
て
、
区
な
り
市
町
村
が
あ

る
。
こ
う
い
う
考
え
方
で
、
今
の
法
律
が
出
来
上
が
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
実
際
問
題
と
し
て
考

え
て
見
ま
す
と
、
一
つ
の
法
律
上
の
擬
制
で
あ
つ
て
、
実
際
都
が
区
、
市
町
村
を
包
括
し
て
い
る
と
い
う
他
の
府
県
と
同
じ
恰
好
に

な
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
は
、
都
と
府
県
と
い
う
片
方
は
基
礎
的
団
体
で
あ
り
、
片
方
は
上
級
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地
方
団
体
だ
と
い
う
法
律
上
の
区
別
を
、
も
つ
と
実
際
に
結
び
つ
け
て
行
つ
て
、
都
と
い
う
も
の
は
他
の
府
県
と
同
じ
よ
う
に
、
や

は
り
区
、
市
町
村
を
包
括
し
た
そ
の
上
に
立
つ
複
合
的
な
上
級
団
体
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
成
立
た
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う

だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
点
が
一
つ
の
問
題
な
の
で
あ
り
ま
す
。
仮
に
現
在
の
通
り
の
性
格
を
動
か
さ
な
い
で
お
く
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
と
、
全
く
単
な
る
一
部
修
正
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
の
東
京
都
の
基
本
性
格
を
全
く
変
え
て
し
ま
つ
て
、
他
の
府

県
と
同
じ
よ
う
に
区
、
市
町
村
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
、
基
礎
的
な
団
体
と
し
て
は
区
な
り
、
市
町
村
な
り
が
基
礎
的
な
団
体
で

あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
に
な
り
ま
す
と
、
法
律
の
建
前
は
、
全
く
百
八
十
度
の
転
回
を
し
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

の
と
こ
ろ
を
一
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
基
礎
的
な
考
え
方
を
持
つ
の
が
い
い
だ
ろ
う
か
、
こ
の
点
を
一
つ
当
調
査
会
の
御
意
見
で
は

つ
き
り
と
決
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
第
一
の
点
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
二
の
区
の
点
は
、
第
一
の
点
が
出
発
点
で
あ
り
ま
し
て
、
都
の
基
本
的
性
格
を
仮
に
現
在
の
ま
ま
と
し
て
お
き
ま
す
な
ら
ば
、

こ
れ
は
こ
の
前
の
第
一
次
の
地
方
制
度
改
正
に
お
い
て
区
の
自
治
権
が
拡
充
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
程
度
の
拡
充
が
最
大

限
度
で
あ
つ
て
、
こ
れ
以
上
の
拡
充
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
望
め
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
都
の
基
本
性
格
を
上
級
の
団
体
で

区
が
基
礎
的
な
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
致
し
ま
す
な
ら
ば
、
区
と
い
う
も
の
を
市
町
村
と
同
じ
よ
う
な
線
ま
で
、
更
に
自
治
制

の
拡
充
が
出
来
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
三
の
郡
部
の
点
も
、
第
一
の
点
か
ら
問
題
を
引
い
て
来
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
三
多
摩
の
市
町
村
と
い
う
も
の
が
、
若
し
も
東

京
都
が
上
級
の
地
方
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
な
ら
ば
、
郡
部
の
市
町
村
は
他
の
府
県
の
市
町
村
と
同
じ
よ
う
に
、
基
礎
的
な

地
方
団
体
に
な
る
。
そ
う
し
て
区
と
市
町
村
と
い
う
も
の
が
、
上
級
団
体
で
あ
る
都
の
統
制
を
受
け
る
。
こ
う
い
う
恰
好
に
な
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
区
と
市
町
村
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
、
多
少
の
違
い
が
出
て
参
り
ま

す
か
ら
、
一
体
そ
の
違
い
を
残
し
て
お
く
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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左
様
な
点
が
項
目
の
主
要
な
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
他
都
に
つ
き
ま
し
て
、
只
今
中
島
会
長
か
ら
お
話
の
よ
う
な
、
区
の
助

役
と
申
し
ま
す
か
、
副
区
長
と
申
し
ま
す
か
。
そ
う
い
う
機
関
を
お
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
点
も
問
題
に
な
る
で
あ
り

ま
し
よ
う
。
そ
れ
か
ら
又
区
の
権
能
と
し
て
、
現
在
東
京
都
の
や
つ
て
お
り
ま
す
仕
事
を
、
ど
の
程
度
区
に
委
譲
す
る
か
と
い
う
よ

う
な
問
題
も
、
大
き
な
ラ
イ
ン
だ
け
は
、
こ
の
調
査
会
で
決
め
て
い
た
だ
け
ば
結
構
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
左
様
な
点
を
主
と

し
て
御
意
見
を
伺
い
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。

〇
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

只
今
、
行
政
課
長
か
ら
御
説
明
が
あ
り
ま
し
た
点
に
つ
き
ま
し
て
、
私
の
考
え
を
申
上
げ
て
見
た
い
と
思

い
ま
す
。
第
一
の
、
今
の
都
と
い
う
も
の
が
府
県
で
も
な
く
、
市
で
も
な
い
、
基
本
的
な
団
体
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
り
、
上
級
団
体

で
も
あ
る
よ
う
な
形
を
持
つ
て
い
る
点
を
、何
れ
か
に
直
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
意
見
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
既
に
御
承
知
の
通
り
に
、
元
来
六
大
都
市
で
、
特
別
市
制
を
布
い
て
貰
い
た
い
と
い
う
要
求

は
多
年
致
し
て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
歩
早
く
、
東
京
市
に
つ
い
て
だ
け
、
こ
う
い
う
特
別
都
制
と
い
う
形
で
、
一
つ

の
特
別
市
制
の
変
態
の
よ
う
な
形
で
成
立
を
し
て
、
他
の
都
市
は
残
さ
れ
て
お
つ
て
、
今
回
改
正
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
体
他
の
五
つ

を
残
し
て
、
東
京
都
だ
け
が
こ
う
い
う
都
と
い
う
形
で
、
府
県
と
特
別
市
制
と
の
間
の
よ
う
な
形
で
、
な
ぜ
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
、
解
決
さ
れ
た
か
、
こ
れ
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
東
京
都
が
他
の
五
大
都
市
を
持
つ
て
い
る
府
県
と
、
最
も
状
況
を
異
に

し
て
お
り
ま
す
点
は
、
要
す
る
に
外
郭
に
あ
る
地
方
町
村
の
区
域
が
、
非
常
に
少
い
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
な
理
由
で
あ
り
ま
す
。

少
い
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、
そ
の
隣
接
し
て
い
る
町
村
が
、
非
常
に
従
来
の
三
十
五
区
に
吸
収
性
を
持
ち
、
非
常
に

密
接
な
連
絡
性
を
持
つ
て
お
つ
て
、
純
粋
の
一
つ
の
都
市
、
或
は
府
県
内
の
純
粋
の
一
つ
の
エ
リ
ヤ
と
し
て
の
地
方
町
村
、
こ
う
い

う
よ
う
に
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
実
際
の
行
政
上
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
純
理
論
的
に
考
え
れ
ば
、
三
十
五
区
だ
け
に
つ
い
て

特
別
市
制
を
布
き
、
残
つ
た
郡
部
、
島
嶼
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
府
県
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
行
く
、
今
度
の
特
別
市
制
と
同
じ
よ
う
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な
考
え
方
が
、
最
も
理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
行
政
の
実
態
な
り
生
活
の
実
態
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
実
際
に

合
わ
な
い
。
な
ぜ
合
わ
な
い
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
っ
た
行
政
と
か
、
人
間
の
社
会
集
団
の
生
活
と
い
う
も
の
は
ど
な
た
か
第
一
回

の
時
に
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
人
間
の
有
機
的
な
動
き
方
と
い
う
も
の
が
、
一
番
本
来
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
地
域
を
限
つ
て
も
、

道
一
つ
隔
て
る
と
向
こ
う
は
大
き
な
市
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
社
会
生
活
の
有
機
的
な
繋
が
り
は
、
実
際
は
区
別
は
な
い

の
で
あ
つ
て
、
一
つ
の
十
万
な
り
二
十
万
な
り
の
都
市
が
出
来
て
、
そ
の
周
辺
が
農
村
に
す
つ
か
り
囲
ま
れ
て
い
る
完
全
自
治
の
形

と
い
う
も
の
は
、
実
際
上
は
取
れ
な
い
。
又
取
る
こ
と
は
、
実
際
と
し
て
不
便
が
多
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
点
か
ら
、
当
時
東
京
都

（
マ
マ
「
府
」
か
）
の
三
十
五
区
の
特
別
市
制
を
考
え
る
場
合
に
、
周
辺
僅
か
に
残
つ
た
三
つ
の
郡
、
殊
に
南
北
二
郡
は
、
最
近
の

状
況
は
人
口
も
稠
密
し
、
勿
論
農
村
地
帯
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
状
況
は
純
粋
農
村
か
ら
遥
か
に
発
展
を
し
て
、
都
市
の
形
態
に
非

常
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
。
近
い
将
来
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
一
体
と
し
て
、
公
営
諸
般
の
事
業
も
伸
び
て
行
く
よ
う
な

状
況
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
政
治
上
の
諸
般
の
事
情
か
ら
、
こ
れ
を
一
体
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
状

況
か
ら
、
特
別
市
制
と
い
う
基
本
的
な
団
体
の
よ
う
で
も
あ
り
、
又
府
県
の
よ
う
な
団
体
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
れ

は
そ
の
時
分
の
要
請
も
、
現
在
の
要
請
も
、
む
し
ろ
現
在
の
要
請
は
、
な
お
一
層
こ
う
い
う
都
の
基
本
的
な
、
有
機
的
な
共
同
体
と

い
う
よ
う
な
も
の
に
近
接
し
て
来
る
要
素
が
大
き
く
な
つ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
現
在
の
形
態
と
い
う
も
の
は
已
む
を
得
な
い
も
の
で

あ
り
、
必
要
な
形
態
で
あ
り
、
こ
の
状
態
で
行
く
の
が
一
番
い
い
と
思
う
。
こ
れ
を
府
県
と
い
う
一
つ
の
団
体
に
し
て
、
そ
の
下
に

三
十
五
区
と
い
う
特
別
市
制
を
布
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
残
存
部
分
に
つ
い
て
、
大
き
な
処
置
が
要
る
。
こ
の
処
置
が
政
治
的

に
解
決
致
し
ま
せ
ん
。
同
時
に
こ
の
三
つ
の
僅
か
の
部
分
は
、
独
立
性
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
中

の
二
郡
は
非
常
に
区
に
近
接
し
、
三
十
五
区
の
性
格
を
持
つ
て
、
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
に
包
含
さ
れ
て
行

く
と
い
う
考
え
方
の
方
が
い
い
。
現
在
の
実
情
を
申
し
ま
す
と
、
東
京
都
の
人
口
は
四
百
三
十
万
ば
か
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
、
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三
百
六
十
万
が
三
十
五
区
に
集
中
し
、
あ
と
七
十
万
の
三
分
の
二
以
上
が
、
二
つ
の
多
摩
に
集
中
し
て
い
る
。
島
嶼
は
あ
る
が
、
僅

か
に
三
万
有
余
の
人
口
し
か
な
い
。
西
多
摩
は
こ
れ
は
実
に
田
舎
な
ん
で
、
こ
の
点
だ
け
を
い
う
と
、
正
に
こ
れ
は
農
村
で
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
何
と
も
仕
方
が
な
い
。
若
し
真
に
徹
底
し
た
考
え
方
か
ら
行
き
ま
す
な
ら
ば
、
こ
の
三
多
摩
、
島
嶼
の
処
分
を
ど
う

す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
解
決
し
た
後
に
お
い
て
、
他
の
残
さ
れ
た
先
般
お
決
め
に
な
り
ま
し
た
よ
う
な
特
別
都
制
の
考
え
方

が
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
実
際
と
し
ま
し
て
は
、
ど
う
も
少
し
実
情
上
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
実
情
上
こ
れ
を

認
め
て
、
そ
う
い
う
変
態
に
な
つ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
す
。
勿
論
島
嶼
あ
り
、
西
多
摩
あ
り
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
基
本
的
な
団
体
、
第
一
次
的
な
団
体
と
い
う
考
え
方
か
ら
見
て
、
理
論
上
ま
ず
く
あ
る
し
、
見
つ
と
も
な
い
形
で
あ
る
が
、
実

際
上
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
を
抱
い
て
行
く
よ
り
仕
様
が
な
い
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
従
つ
て
東
京
都
と
い
う
特

殊
の
一
つ
の
も
の
を
認
め
て
、
他
の
府
県
と
同
じ
よ
う
に
見
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
府
県
の
如
く
そ
の
中
に
特
別
市
制
を
お

く
と
い
う
形
態
で
な
い
現
状
を
承
認
し
て
行
く
こ
と
が
、
一
応
今
日
の
妥
当
な
や
り
方
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

ま
す
。

　
　

従
つ
て
、
そ
の
考
え
方
を
基
準
に
し
て
、
区
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
考
え
方
が
大
体
基
準
に
な
つ
て
、

そ
の
考
え
方
の
下
に
、
自
治
権
の
一
大
拡
充
と
変
革
を
な
さ
れ
た
改
正
法
律
と
い
う
も
の
が
、
先
般
都
制
の
改
正
法
律
と
し
て
決
定

さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
従
つ
て
大
体
先
般
の
あ
の
四
十
数
ケ
所
の
改
正
と
、
重
要
な
附
帯
決
議
を
持
つ
て
お
り
ま
す
る
あ
の
自
治
権

拡
充
の
内
容
、
同
時
に
区
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
自
治
権
の
内
容
、
こ
れ
を
一
応
肯
定
し
て
考
え
て
い
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
こ

で
次
に
来
る
問
題
は
、
地
方
自
治
体
と
し
て
有
力
に
承
認
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
殊
に
区
長
が
公
選
、
直
接
選
挙
に
よ
る
市
長
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
観
点
か
ら
考
え
ま
し
て
も
、
こ
の
自
治
権
は
今
申
し
ま
し
た
都
の
有
機
体
性
、
一
体
性
を
破
壊

し
な
い
範
囲
に
お
い
て
は
、
出
来
る
限
り
こ
れ
に
自
治
権
を
等
分
に
や
つ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
区
の
現
実
の
市
民
生
活
に
お
い
て
解
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決
を
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
す
べ
て
こ
こ
で
自
治
的
に
解
決
を
し
て
貰
う
。
そ
の
委
譲
す
べ
き
乃
至
は
移
管
す
べ
き
内
容
に

つ
き
ま
し
て
は
、
先
般
い
た
だ
き
ま
し
た
参
考
資
料
の
中
に
、
極
め
て
細
か
く
掲
げ
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
内
容
は
、

わ
れ
わ
れ
東
京
都
に
お
い
て
研
究
を
致
し
ま
し
た
内
容
と
全
般
的
に
一
致
を
致
し
、
い
い
委
譲
若
し
く
は
移
管
の
形
態
だ
と
考
え
ま

す
の
で
、あ
れ
を
出
来
る
だ
け
法
令
に
よ
つ
て
決
定
を
し
て
貰
う
。
法
令
の
手
続
そ
の
他
の
困
難
な
事
情
に
あ
る
も
の
は
、条
令
（
マ

マ
「
条
例
」
か
）
に
よ
つ
て
や
つ
て
行
く
、
こ
う
い
う
考
え
方
で
行
つ
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
れ
だ

け
の
も
の
を
委
譲
し
、
尚
自
治
権
を
承
認
し
て
行
く
場
合
に
、
具
体
的
に
区
の
調
整
統
合
の
問
題
が
起
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在

あ
の
与
え
ら
れ
る
権
限
、
並
に
区
長
を
公
選
と
致
し
ま
す
る
自
治
体
の
立
場
か
ら
考
え
ま
し
て
も
、
現
在
の
三
十
五
区
は
多
き
に
失

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
適
当
に
そ
の
内
容
を
運
営
を
す
る
に
足
る
よ
う
な
地
域
に
整
備
統
合
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
そ
こ

で
こ
れ
は
適
当
な
数
に
、
整
備
統
合
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
御
決
定
願
う
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
整
備
統

合
の
具
体
的
な
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
都
の
方
に
お
任
せ
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
か
い
事
情
を
参
酌
し
て
、
適
当
に
や
つ

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
う
い
つ
た
も
の
の
考
え
方
は
、
世
界
各
国
の
例
を
見
ま
し
て
も
同
様
で
あ
り

ま
す
が
。
大
体
人
口
は
十
万
か
ら
三
十
万
ぐ
ら
い
の
間
の
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
東
京
都
の
地
域
の
場
合
に
お
い
て
も
、

人
口
は
十
万
以
上
と
い
う
よ
う
な
標
準
の
御
決
定
を
願
う
方
が
、
纏
ま
り
も
い
い
し
、
い
い
区
が
出
来
て
行
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の

他
財
政
の
都
合
と
か
、
或
は
事
務
の
大
小
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
条
件
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
概
括
し
ま
し
て
、
人
口
十
万
以
下

の
小
さ
い
区
で
あ
り
ま
し
て
は
、
特
殊
の
財
政
事
情
は
あ
る
と
致
し
ま
し
て
も
、
そ
の
財
政
事
情
は
多
く
は
地
方
的
、
自
治
的
に
考

え
る
財
政
事
情
で
な
く
て
、
も
つ
と
大
き
い
経
済
的
、
産
業
的
、
或
は
国
家
的
、
全
東
京
都
的
考
え
方
か
ら
来
る
財
力
で
あ
つ
て
、

そ
の
土
地
若
し
く
は
自
治
的
に
考
え
る
財
力
と
い
う
も
の
か
ら
大
分
違
つ
た
性
格
の
も
の
が
入
つ
て
参
り
ま
す
。
大
体
考
え
ら
れ
ま

す
も
の
は
、
人
口
と
い
う
も
の
は
、
直
ち
に
選
挙
の
議
員
の
数
と
関
係
を
持
つ
て
来
る
。
区
の
円
滑
な
る
運
営
、
民
意
の
代
表
と
い
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う
よ
う
な
考
え
方
か
ら
致
し
ま
し
て
、
ま
ず
人
口
は
少
な
く
と
も
十
万
、
多
く
て
三
十
万
と
い
う
よ
う
な
所
を
狙
え
ば
い
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
多
い
と
こ
ろ
の
人
口
は
自
ら
制
限
さ
れ
て
行
く
。
こ
れ
は
自
治
権
の
権
限
外
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
東
京
都

の
有
機
的
、
一
体
的
な
性
格
か
ら
考
え
ま
し
て
、
こ
れ
は
完
全
な
市
と
同
じ
よ
う
な
自
治
権
を
持
ち
ま
せ
ん
限
り
は
、
人
口
の
多
い

方
は
自
ら
制
限
さ
れ
る
。
少
い
方
は
少
く
と
も
十
万
ぐ
ら
い
の
も
の
を
持
っ
て
お
ら
ぬ
と
、
円
滑
な
運
営
は
出
来
ぬ
。
こ
う
い
う
点

を
充
分
ご
検
討
を
願
つ
て
お
か
な
い
と
い
か
ぬ
し
、
御
決
定
を
願
つ
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
こ
う

い
う
自
治
権
を
運
営
し
て
参
り
ま
す
に
は
、
今
中
島
委
員
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
副
区
長
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
一

人
お
く
こ
と
が
、
事
務
の
円
滑
な
調
整
を
図
り
整
備
を
し
て
い
く
上
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
考
え
ま
す
の
で
、
こ
れ
も

一
つ
御
決
定
を
願
う
こ
と
が
い
い
の
じ
や
な
か
ろ
う
か
、
か
よ
う
に
考
え
ま
す
。（
以
下
、
都
の
副
知
事
に
関
す
る
発
言
等
省
略
）

〇
中
島
（
守
利
）
委
員

こ
の
際
行
政
課
長
が
見
え
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
行
政
課
長
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京

都
の
問
題
は
、
過
日
相
当
大
な
る
修
正
を
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
今
回
諮
問
せ
ら
れ
た
御
意
思
は
、
こ
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
政
府

当
局
と
し
て
は
修
正
さ
れ
て
差
支
え
な
い
と
い
う
お
考
え
で
あ
る
か
、
い
わ
ゆ
る
根
本
か
ら
修
正
し
て
い
い
の
か
、
或
は
な
る
べ
く

な
ら
ば
過
日
の
修
正
の
範
囲
に
お
い
て
維
持
し
た
い
の
で
あ
る
か
、
勿
論
委
員
会
の
意
思
を
御
尊
重
に
な
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
都
に
関
係
し
て
い
る
者
は
、
委
員
諸
君
の
中
で
洵
に
少
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
的
に
共
通
す
る

法
律
案
で
な
い
の
で
、
他
の
府
県
の
方
に
は
関
係
が
薄
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
こ
れ
を
審
議
し
ま
す
の
に
は
、
政
府
当
局
の

御
意
思
も
尊
重
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
お
差
支
え
な
け
れ
ば
、
ど
う
か
鈴
木
幹
事
か
ら
内
務
当
局
の
意
思
の
御
発

表
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
し
て
私
共
考
え
て
、
修
正
を
或
る
程
度
に
す
る
か
、
根
本
的
に
修
正
す
る
か
、
決
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
只
今
内
務
大
臣
に
会
つ
て
、
大
体
は
分
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
委
員
会
で
な
る
べ
く
な
ら
ば
、
御
意
思
の

御
表
示
を
願
え
れ
ば
い
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、東
京
都
制
と
い
う
も
の
を
決
め
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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安
井
長
官
も
ず
い
ぶ
ん
お
忙
し
い
中
を
差
繰
つ
て
、
御
出
席
を
願
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
る
べ
く
な
ら
ば
今
日
、
或
る

程
度
ま
で
問
題
を
限
定
し
て
審
議
を
進
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

ち
よ
つ
と
私
か
ら
御
相
談
が
あ
る
の
で
す
が
、こ
の
東
京
都
に
関
し
ま
す
る
内
務
大
臣
の
諮
問
に
つ
い
て
、

一
応
こ
の
委
員
会
が
、
独
自
の
見
解
に
お
い
て
、
答
申
案
を
作
る
に
つ
き
ま
し
て
も
、
今
中
島
会
長
か
ら
も
縷
々
御
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
都
に
直
接
御
関
係
の
深
い
委
員
各
位
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
委
員
会
の
時
間
を
セ
ー
ヴ
す
る
意
味
で
、
内
々

い
ろ
い
ろ
御
協
議
を
願
つ
て
、
そ
う
し
て
更
に
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
独
自
の
見
解
で
適
当
な
答
申
案
を
作
り
た
い
と
思
い
ま
し

て
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
私
が
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
各
位
に
も
申
上
げ
て
御
諒
解
を
願
つ
て
来
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

只
今
中
島
会
長
の
御
発
言
の
通
り
に
、
こ
れ
は
相
当
内
務
当
局
の
意
見
を
或
る
程
度
参
酌
し
な
い
と
、
や
は
り
地
に
着
い
た
諮
問
の

回
答
に
な
ら
な
い
と
い
う
お
立
場
か
ら
の
御
発
言
で
あ
り
ま
し
て
、
御
尤
も
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
鈴
木
幹
事
か
ら
こ
の
点
御
答

弁
を
願
つ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
出
来
れ
ば
内
務
大
臣
に
出
席
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
や
は
り
各
委
員
か
ら
い
ろ
い
ろ
今
中

島
会
長
か
ら
お
話
に
な
つ
た
点
、
そ
の
他
に
関
し
て
御
質
疑
も
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
内
務
大
臣
に
出
席
を
し
て
い
た
だ
い
て
、

そ
う
し
て
皆
さ
ん
か
ら
御
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に
致
し
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
如
何
で
す
か
。

　
　
　
　
〔「
賛
成
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
時
間
が
四
時
半
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、（
中
略
）、
と
に
か
く
東
京
都
制
に
関
し
ま
す

る
審
議
は
、
次
の
部
会
に
譲
つ
た
ら
ど
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
如
何
で
す
か
。

（
以
下
、
中
野
四
郎
委
員
及
び
永
江
一
夫
部
会
長
の
発
言
省
略
）

〇
中
島
（
守
利
）
委
員
（
前
段
省
略
）
只
今
部
会
長
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
そ
う
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

そ
れ
か
ら
東
京
都
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
の
機
会
に
委
員
諸
君
の
御
同
意
を
得
ま
す
な
ら
ば
、
決
定
し
て
お
き
た
い
と
思
う
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こ
と
が
一
、二
点
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
点
は
、
区
の
大
体
の
人
口
を
只
今
安
井
委
員
か
ら
述
べ
ら
れ
ま
し
た
十
万
以
上
三
十
万
程
度

に
し
た
い
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
申
す
と
、
只
今
三
十
五
区
の
中
に
は
僅
か
に
人
口
一
万
ぐ
ら
い
の
区
が
あ
り
ま
す
。
中
に

は
三
十
万
近
い
区
も
あ
り
ま
す
。
区
が
戦
災
の
た
め
に
、
人
口
の
増
減
が
極
端
に
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
統
合
し
て
或
る
程

度
整
理
致
し
た
い
と
い
う
機
運
は
、
都
民
全
体
の
持
つ
て
い
る
意
思
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
進
行
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
い
ろ
い
ろ
区
の
状
況
に
よ
り
ま
し
て
、
思
い
の
ほ
か
遅
々
と
し
て
進
行
せ
ず
に
お
り
ま
す
。
遅
く
も
こ
の
十
八
日
ぐ
ら
い
に
決

定
す
る
よ
う
な
機
運
に
な
つ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
大
体
今
度
の
第
一
次
の
改
正
に
よ
る
区
の
自
治
体
と
し
て
は
、
十
万
ぐ

ら
い
で
は
相
当
財
政
上
困
難
で
あ
る
。
況
ん
や
一
万
ぐ
ら
い
の
人
口
で
は
仕
方
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
際
こ
の
点
区
の
人
口

は
大
体
十
万
以
上
三
十
万
程
度
と
い
う
こ
と
に
御
諒
解
を
願
い
ま
す
れ
ば
都
合
が
よ
ろ
し
い
。
こ
れ
が
一
点
で
あ
り
ま
す
。

　
　

も
う
一
つ
は
、
区
も
市
町
村
と
同
じ
よ
う
に
、
区
の
共
通
の
事
業
及
び
事
務
を
区
の
組
合
に
よ
つ
て
処
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
規
定
を
作
り
た
い
。
こ
れ
は
実
際
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
問
題
が
相
当
に
起
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
区
の

連
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
上
級
官
庁
の
許
可
を
得
る
。
或
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
連
合
軍
の
方
か
ら
多
少
の
異
論
が
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
私
共
は
そ
う
い
う
も
の
を
作
つ
て
、
そ
う
し
て
内
務
大
臣
が
監
督
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
区
に
限
つ
て
で
あ
り
ま
す
。
各
市
町
村
の
よ
う
な
連
合
は
別
で
あ
り
ま
す
。
区
だ
け
は
や
は
り
都
と
い
う
形
が
別
の
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
内
務
大
臣
で
な
く
て
も
、
都
長
官
の
許
可
で
も
よ
ろ
し
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
形
に
し
て
お
い
た

方
が
、
区
の
連
合
体
を
作
る
上
に
お
い
て
便
利
で
は
な
い
か
、
又
そ
う
い
う
ふ
う
な
取
締
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
じ
や
な
い
か
、
た

く
さ
ん
こ
れ
が
出
来
す
ぎ
て
も
困
る
。
こ
の
二
つ
に
対
し
て
幸
い
本
会
の
御
諒
解
を
得
ま
す
れ
ば
、
非
常
に
都
の
事
務
の
進
行
の
上

に
都
合
が
よ
ろ
し
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
別
段
御
異
議
が
な
け
れ
ば
、
一
つ
こ
れ
を
御
決
定
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
松
平
（
外
與
麿
）
委
員

只
今
会
長
か
ら
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
こ
れ
に
賛
意
を
表
し
ま
す
。
そ
れ
は
実
際
自
分
の
区
を
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仮
に
例
に
取
り
ま
し
て
も
、
今
回
都
制
の
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、
麻
布
区
が
自
治
体
に
な
り
ま
す
と
、
人
口
二
万
五
千
足
ら
ず
で
あ

り
ま
す
か
ら
財
政
そ
の
他
の
関
係
か
ら
、
一
区
で
す
べ
て
を
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
大
抵
区
民
に
お
き
ま
し
て
、
又
町

会
長
な
ん
か
も
芝
な
ん
か
と
合
併
す
る
こ
と
は
結
構
だ
と
言
つ
て
お
り
ま
す
。
中
に
は
反
対
す
る
人
も
あ
り
ま
す
が
、
反
対
す
る
理

由
の
方
が
薄
弱
だ
し
、
そ
の
意
味
か
ら
人
口
数
を
大
体
基
準
と
し
て
区
を
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ぜ
ひ
な
さ
つ
た
方
が
い
い
と

い
う
こ
と
を
申
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
の
問
題
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
御
実
行
に
な
つ
た
方
が
よ
く
な
い
か
と
思
つ
て
お
り

ま
す
。

（
東
京
都
制
又
は
地
方
自
治
法
と
い
う
立
法
形
式
と
憲
法
九
十
五
条
の
適
用
を
め
ぐ
る
中
野
委
員
と
鈴
木
幹
事
の
質
疑
の
後
）

○
中
野
（
四
郎
）
委
員

鈴
木
幹
事
の
御
答
弁
に
よ
り
ま
す
れ
ば
、
後
者
の
場
合
（
編
者
注
：
地
方
自
治
法
と
い
う
一
本
の
法
律
に
よ

る
立
法
形
式
の
場
合
）
と
い
え
ど
も
な
か
な
か
難
儀
の
問
題
で
、
前
者
の
場
合
（
編
者
注
：
東
京
都
制
の
改
正
の
場
合
）
に
は
当
然

改
正
憲
法
の
精
神
に
よ
つ
て
す
べ
て
の
こ
と
が
処
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
現
在
の
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
一

体
都
住
民
が
こ
れ
を
望
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
場
面
を
一
遍
想
像
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
先
程

申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
三
十
五
区
の
区
を
も
つ
て
主
と
し
て
構
成
し
て
い
る
。
し
か
も
三
十
五
区
の

区
の
在
り
方
は
、
戦
時
中
行
政
区
の
在
り
方
を
望
ん
だ
官
僚
、
軍
等
が
事
実
三
十
五
区
を
抹
殺
す
る
意
味
に
お
い
て
、
東
京
都
制
を

作
つ
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
言
い
方
が
悪
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
あ
わ
よ
く
ば
、
行
政
区
と

し
て
の
三
十
五
区
を
形
成
し
た
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
あ
り
と
し
て
見
え
て
お
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
た
ま
た
ま
議
会
で
議
論
が
や

か
ま
し
く
な
つ
て
、
一
応
実
質
的
に
自
治
的
な
力
の
な
い
自
治
区
と
い
う
か
、
変
態
的
な
区
を
残
し
た
の
が
、
抑
々
の
今
日
の
禍
根

な
ん
で
、
戦
争
に
負
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
今
日
で
は
半
殺
し
に
し
て
お
い
た
蛇
が
今
ま
で
の
恨
み
を
官
僚
或
は
政
府
に
向
っ
て
ベ



180

三　第二部会（諮問第三）の検討経過

ロ
を
出
し
て
来
る
と
、
到
底
今
御
想
像
に
な
つ
て
い
る
よ
う
な
一
部
修
正
と
い
う
よ
う
な
、
東
京
都
制
の
変
革
で
は
私
は
通
ら
ぬ
と

思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
住
民
の
投
票
の
結
果
に
よ
つ
て
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
か
な
か
容
易
で
な
い
。
む
し
ろ
そ
う

い
う
危
険
な
場
合
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
お
互
い
一
つ
こ
こ
で
百
八
十
度
の
転
換
を
し
て
、
区
の
在
り
方
或
は
都
の
在
り
方
を
、
独

立
区
と
し
て
の
権
限
を
賦
与
し
て
行
く
と
か
い
う
よ
う
な
建
前
に
よ
つ
て
こ
の
問
題
が
審
議
さ
れ
れ
ば
、
自
ら
見
解
が
明
ら
か
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
ま
ま
で
進
み
ま
し
た
の
で
は
、
一
体
ど
う
い
う
方
向
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
答
え
て
行
っ
て
い
い
か
す
ら

ち
ょ
っ
と
迷
う
の
で
あ
り
ま
す
。
初
め
て
御
出
席
の
委
員
諸
君
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
条
文
の
ま
ま
に
読
ん
で
い
い
と
お
つ
し

や
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
が
曾
て
手
掛
け
た
東
京
都
制
と
い
う
も
の
が
、
更
に
今
日
一
歩
進
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え

方
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
て
行
く
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
大
変
仕
合
せ
で
す
け
れ
ど
も
、
政
府
側
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
追
っ
て
修

正
を
な
さ
る
と
い
う
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
私
は
そ
の
審
議
に
迷
う
状
態
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
先
程
中

島
委
員
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
将
来
に
お
い
て
は
、
東
京
都
制
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
持
つ
て
行
く
と
い
う
政
府
の
意
思
を
、
こ
の
機

会
に
表
現
さ
れ
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
如
何
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

○
鈴
木
（
俊
一
）
幹
事

こ
の
点
は
先
程
中
島
会
長
か
ら
も
お
話
の
ご
ざ
い
ま
し
た
点
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
こ
の
次
の
部
会
に
、
内

務
大
臣
か
ら
は
つ
き
り
と
し
た
お
話
を
申
上
げ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
簡
単
に
私
の
私
見
的
な
気
持
ち
を
申
上
げ
ま

す
と
、
や
は
り
区
と
い
う
名
称
だ
け
は
、
少
く
と
も
存
置
し
て
お
き
た
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
の
市
町

村
と
違
つ
た
沿
革
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、
区
と
い
う
も
の
は
少
く
と
も
名
称
だ
け
は
存
置
し
て
お
き
た
い
。
区
と
三
多
摩
の

市
町
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
差
別
を
存
し
た
ら
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
一
つ
の
問
題
が
あ
る
点
だ
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
内
務
省
と
し
て
は
充
分
検
討
致
し
ま
し
た
上
で
、
次
の
部
会
の
際
に
内
務
大
臣

か
ら
は
つ
き
り
し
た
こ
と
を
申
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
こ
の
際
お
諮
り
致
し
ま
す
が
、
先
程
中
村
委
員
さ
ん
か
ら
も
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
東
京

都
制
に
つ
い
て
の
意
見
を
纏
め
ま
す
る
に
当
っ
て
の
材
料
が
、
ま
だ
充
分
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

や
は
り
そ
れ
ら
を
充
分
関
係
方
面
か
ら
御
提
出
を
願
い
ま
し
て
、そ
の
上
で
こ
の
委
員
会
独
自
の
諮
問
に
対
す
る
回
答
を
作
り
た
い
、

か
よ
う
に
存
じ
ま
す
。
先
程
中
島
会
長
か
ら
お
諮
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
、
区
の
人
口
は
十
万
以
上
乃
至
三
十
万
程
度
、
そ
れ
か
ら
区

の
連
合
組
織
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
都
長
官
乃
至
は
内
務
大
臣
の
監
督
と
い
う
か
、
認
可
の
下
に
設
置
し
て
運
営
し
て
行
き
た
い

と
い
う
こ
の
二
点
は
、
出
来
る
だ
け
早
く
決
め
て
お
い
て
貰
つ
た
方
が
、
実
際
の
問
題
に
つ
い
て
非
常
に
関
係
が
深
い
の
だ
と
い
う

お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
点
も
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
東
京
都
制
に
つ
い
て
実
際
上
の

質
疑
応
答
な
り
、
御
審
議
を
願
つ
て
お
ら
ぬ
際
に
、
こ
の
点
だ
け
を
取
上
げ
て
、
こ
こ
で
御
決
定
を
願
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
或
は

各
委
員
さ
ん
の
方
に
お
い
て
、
或
る
意
味
に
お
い
て
釈
然
と
せ
ら
れ
な
い
点
が
出
る
か
も
分
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
際
問

題
と
し
て
先
程
来
東
京
都
関
係
の
各
委
員
さ
ん
、
中
島
会
長
か
ら
の
有
力
な
御
発
言
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
も
御
諒
解
の
出
来
た
点

が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
今
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会
は
仮
に
決
議
し
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、
中
島
会
長

の
御
発
言
を
諒
承
し
た
と
い
う
よ
う
な
程
度
で
、
如
何
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

○
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

大
体
他
の
都
市
や
い
ろ
い
ろ
の
場
合
を
考
え
ま
す
と
、
二
十
万
前
後
の
都
市
と
い
う
も
の
が
一
番
運
営
上

便
利
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
十
万
以
上
三
十
万
以
下
、
こ
の
辺
で
わ
れ
わ
れ
は
二
十
万
前
後
と
い
う
よ
う
な
所
を
押
え

て
今
考
え
て
お
り
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

今
中
島
会
長
か
ら
御
提
案
の
あ
り
ま
し
た
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
安
井
委
員
さ
ん
か
ら
補
足
的
の
御
意
見

の
開
陳
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
中
島
会
長
の
御
発
議
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
は
満
場
一
致
諒
承
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
正
式
の
決
定
は
次
の
委
員
会
で
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
点
は
満
場
一
致
諒
承
と
い
う
形
で
、
御
承
認
願
つ
た
ら
ど
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う
で
し
ょ
う
。

〔「
賛
成
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
永
江
会
長

そ
れ
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。（
以
下
省
略
）

（
７
）
第
七
回
第
二
部
会
（
十
一
月
二
十
五
日
（
７
）
）

　
　

東
京
都
制
に
関
す
る
諮
問
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、
東
京
都
制
に
関
す
る
答
申
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
る
と
と

も
に
、
第
六
回
部
会
の
審
議
内
容
を
事
務
局
が
ま
と
め
た
答
申
要
綱
（
案
）
を
部
会
長
が
朗
読
し
、
第
二
部
会
を
閉
会
し
た
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
、
前
会
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
本
日
は
東
京
都
制
に
関
し
ま
す
る
内
務
大
臣
の
諮
問
調
査
項
目

に
つ
い
て
、
逐
条
的
に
御
審
議
を
願
う
こ
と
に
し
ま
す
。
東
京
都
に
関
し
ま
す
る
第
一
の
諮
問
調
査
項
目
は
、
都
と
府
県
と
の
区
別

を
存
置
す
る
か
と
い
う
諮
問
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
、
郡
地
方
局
長
よ
り
御
説
明
が
ご
ざ
い
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

東
京
都
と
い
う
も
の
は
、
東
京
都
制
に
よ
り
ま
し
て
、
都
を
基
本
的
な
自
治
体
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う

し
て
都
の
中
を
区
、
市
町
村
と
い
う
工
合
に
分
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
府
県
は
、
市
町
村
を
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
、

そ
れ
を
綜
合
し
て
府
県
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
府
県
が
地
方
制
度
の
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、従
来
の
よ
う
に
、

府
県
知
事
が
官
庁
た
る
と
同
事
に
、
自
治
体
の
長
で
あ
る
二
面
性
は
持
た
な
い
こ
と
に
相
成
つ
て
、
官
庁
と
し
て
の
性
格
を
持
た
な

い
こ
と
に
な
つ
て
ま
い
り
ま
す
る
か
ら
、
従
来
の
や
や
と
も
す
れ
ば
観
念
さ
れ
勝
ち
で
あ
つ
た
、
府
県
と
市
町
村
の
間
に
何
と
申
し

ま
す
か
、
上
下
と
い
う
よ
う
な
観
念
は
希
薄
に
は
な
つ
て
ま
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
と
に
か
く
、
都
と
府
県
と
を
く
ら
べ
ま



第三章　地方制度調査会の答申

183

す
る
な
ら
ば
、
都
は
そ
れ
自
身
を
、
基
本
的
な
自
治
体
と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
基
本
的
な
自
治
体
を
、
更
に
細
分
し
て
い
る
と
い

う
観
念
の
上
に
立
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
府
県
に
つ
き
ま
し
て
も
、
制
度
の
変
つ
て
ま
い
り
ま
し
た
際
に
、
東
京
都
と
い
う
よ
う

な
形
態
を
、
特
に
制
度
と
し
て
置
い
て
行
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
か
、
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た
、
東
京

都
と
い
う
も
の
を
観
念
い
た
し
ま
す
る
際
に
は
、
単
に
考
え
の
上
だ
け
で
な
く
て
、
区
の
存
す
る
区
域
が
特
別
の
発
達
を
し
て
お
り

ま
し
て
、
こ
れ
を
一
つ
一
つ
切
り
離
し
て
観
念
い
た
し
ま
す
よ
り
も
、
そ
の
す
べ
て
を
一
つ
に
合
わ
せ
て
考
え
ま
す
る
方
が
適
当
で

あ
り
、
ま
た
、
東
京
に
お
き
ま
し
て
は
、
人
口
の
点
で
も
、
産
業
の
点
で
も
、
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
区
の
存
す
る
区
域
に
非
常
に

大
き
い
ウ
エ
イ
ト
が
掛
つ
て
い
る
。
さ
よ
う
な
実
際
上
の
状
況
か
ら
も
判
断
い
た
し
ま
し
て
、
東
京
都
制
と
い
う
別
個
の
制
度
が
成

り
立
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
今
日
都
と
い
う
自
治
体
の
性
格
と
、
府
県
と
い
う
自
治
体
の
性
格
が
非
常
に
接

近
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
従
来
の
沿
革
か
ら
見
ま
し
て
も
、
ま
た
、
現
状
か
ら
み
ま
し
て
も
、
別
個
の

制
度
を
立
て
て
置
く
方
が
、
適
当
で
あ
る
と
い
う
分
も
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
の
問
題
は
、
二
、三
の
問
題

と
直
ち
に
関
連
し
て
ま
い
る
問
題
で
あ
り
ま
す
る
が
、
制
度
上
都
制
と
府
県
制
と
い
う
も
の
を
、
こ
の
差
別
を
な
く
し
て
考
え
る
こ

と
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
別
個
の
法
律
の
建
前
で
置
い
て
行
く
方
が
適
当
で
あ
る
か
、
こ
の
問
題
を
地
方
制
度
の
法
律
的
な
観

念
と
、
ま
た
都
の
現
状
か
ら
判
断
い
た
し
ま
す
実
際
上
の
見
地
と
、
両
方
か
ら
一
つ
ご
検
討
を
願
う
時
期
に
ま
い
つ
て
い
る
と
い
う

意
味
合
い
で
、
こ
の
調
査
項
目
が
で
き
て
い
る
も
の
と
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

た
だ
い
ま
の
地
方
局
長
の
御
説
明
に
対
し
ま
し
て
、
御
質
問
な
り
、
或
は
こ
の
諮
問
項
目
に
対
し
ま
す
る

御
意
見
な
り
を
、
御
発
表
願
い
ま
す
。

〇
吉
川
（
末
次
郎
）
委
員

い
ま
の
地
方
局
長
の
御
説
明
に
、
た
だ
ち
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
関
連
性
を
持
つ
た
も
の
と
し
て
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
般
こ
の
部
会
に
お
き
ま
し
て
、
五
大
都
市
に
対
し
て
、
郡
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部
よ
り
独
立
し
て
、
現
在
の
府
県
か
ら
五
大
都
市
が
、
府
県
と
同
一
の
位
置
に
立
つ
と
こ
ろ
の
、
行
政
区
域
と
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
、
反
対
論
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
多
数
を
以
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
仮
り
に
五
大
都
市
が
そ
の
よ
う
に
な

り
ま
す
と
、
東
京
都
と
、
そ
の
独
立
し
た
る
五
大
都
市
と
の
関
係
で
あ
り
ま
す
が
、
五
大
都
市
は
結
局
郡
部
地
帯
を
切
り
離
し
て
、

現
在
の
市
を
以
て
府
県
の
位
置
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
都
は
三
多
摩
及
び
島
嶼
を
包
含
し
て
、
従
来
の
東
京
都
市
地
域
に
、

加
う
る
に
郡
部
及
び
島
嶼
地
帯
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
ま
地
方
局
長
は
、
府
県
と
東
京
都
と
の
行
政
団
体
と

し
て
の
比
較
に
つ
い
て
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
も
大
体
今
日
に
お
い
て
東
京
都
と
い
う
も
の
は
、
府
県
と
差
異
が
な
い

も
の
に
な
つ
て
来
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
差
異
が
全
然
な
い
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
区
域
に
お
き
ま
し
て
、
五
大
都
市
と
東
京
都
と
は
、
郡
部
地
帯
を
包
含
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
。

ま
た
そ
の
次
の
区
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
、
東
京
都
の
都
制
に
お
き
ま
し
て
は
、
区
と
い
う
も
の
が
自
治
区
に
な
つ
て
い
る
。
そ

う
し
て
区
会
が
あ
り
、
区
長
が
公
選
さ
れ
て
、
区
が
一
個
の
独
立
自
治
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
会
議
に
お
い
て
、

大
体
約
定
せ
ら
れ
ま
し
た
五
大
都
市
の
特
別
市
制
案
に
よ
り
ま
す
と
、
区
は
行
政
区
に
な
つ
て
い
て
、
区
会
も
な
け
れ
ば
、
区
長
も

公
選
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
つ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
都
道
府
県
及
び
府
県
の
地
位
に
立
つ
と
こ
ろ

の
五
大
都
市
と
い
う
も
の
が
、
大
体
に
お
い
て
、
地
方
行
政
単
位
と
し
て
の
上
位
に
位
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
い
た
し
ま
す
と
、
今

日
ま
で
の
当
局
の
行
政
の
経
験
に
お
い
て
、
東
京
都
が
郡
部
地
帯
を
包
括
し
て
、
そ
う
し
て
特
別
市
制
を
布
い
て
、
都
制
に
基
い
て

一
つ
の
自
治
体
と
し
て
行
政
を
し
て
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
非
常
に
地
方
行
政
上
の
欠
点
、
或
は
弊
害
と
思
わ
れ
る
も

の
は
な
か
つ
た
か
ど
う
か
。
も
し
東
京
都
の
よ
う
な
郡
部
、
農
村
、
漁
村
地
帯
を
包
括
し
た
と
こ
ろ
の
行
政
区
域
に
お
い
て
、
東
京

市
地
域
を
中
心
と
し
た
る
行
政
を
行
つ
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
横
浜
に
お
い
て
も
、

名
古
屋
、
大
阪
、
京
都
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
農
村
地
帯
を
包
括
し
た
る
と
こ
ろ
の
東
京
都
と
同
じ
よ
う
な
形
に
お
い
て
、
特
別
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市
制
を
布
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
い
と
い
う
議
論
も
成
り
立
つ
て
来
る
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て

も
、
東
京
都
制
が
区
域
及
び
区
制
其
の
他
の
点
に
お
い
て
、
現
在
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
新
し
く
制
定

さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
五
大
都
市
の
特
別
市
制
と
、
形
態
の
上
に
お
い
て
、
合
い
符
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
の
当
局
の
今
日
ま
で
の
経
験
を
基
本
と
し
た
る
御
意
見
を
、
こ
の
機
会
に
聴
か
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

東
京
都
が
三
多
摩
の
区
域
を
包
含
い
た
し
ま
し
て
、
一
つ
の
自
治
体
と
い
た
す
の
が
適
当
で
あ
る
か
。
区
の
存

す
る
区
域
を
以
て
、
従
来
の
東
京
市
の
区
域
を
以
て
、
一
つ
の
自
治
体
と
観
念
す
る
方
が
よ
ろ
し
い
の
か
。
仮
に
東
京
都
制
を
布
く

に
し
ま
し
て
も
、
従
来
の
東
京
市
の
区
域
を
以
て
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
は
、
東
京
都
制
を
制
定
い
た
し
ま
す
際

に
お
い
て
も
、
か
な
り
真
剣
に
論
ぜ
ら
れ
、
そ
の
前
か
ら
区
域
の
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
の
長
を
い
か
に
い
た
す
か
と
い
う
問
題
と

並
ん
で
議
論
が
あ
つ
た
点
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
何
と
申
し
ま
し
て
も
地
域
団
体
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
程
度
の
差
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
東
京
都
と
い
う
も
の
が
当
時
に
お
い
て
、
ま
た
現
在
に
お
い
て
、
他
の
地
域
団
体
と
は
別
個
の
発
達
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
言
え
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
従
来
の
東
京
市
の
区
域
を
主
に
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
に
三
多
摩
地
方
―
―
都

制
制
定
前
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
多
摩
地
帯
と
い
う
も
の
は
、
従
来
の
市
の
区
域
に
生
活
い
た
し
ま
す
る
住
民
の
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
し
た
し
、
そ
の
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
食
糧
等
の
供
給
に
つ
い
て

の
関
係
も
起
つ
て
ま
い
り
ま
し
た
し
、
い
ろ
い
ろ
と
関
連
の
強
い
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
東
京
都
の

実
体
と
い
う
も
の
は
、
三
十
五
区
の
区
域
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
三
多
摩
を
加
え
て
一
つ
の
自
治
体
と
す
る
場
合
に
お
き
ま
し
て

も
、
そ
の
た
め
に
三
多
摩
の
施
設
が
遅
れ
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
京
都
の
自
治
体
と
し
て
の
発

展
は
、
区
の
存
す
る
区
域
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
参
る
。
ま
た
実
際
の
問
題
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
区
の
存
し
ま
す
る
区
域
と
、
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郡
部
と
の
財
政
上
の
問
題
等
で
も
、
い
ろ
い
ろ
の
経
過
は
あ
り
ま
し
た
が
、
東
京
都
と
い
う
も
の
の
発
達
の
上
に
お
い
て
、
三
多
摩

が
加
わ
り
ま
し
た
自
治
体
と
い
う
も
の
は
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
区
の
存
す

る
区
域
、
市
の
部
分
が
一
つ
の
生
き
た
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
方
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一

体
市
だ
け
が
ほ
ん
と
う
に
生
き
た
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
な
に
か
加
わ
つ
た
ら
、
そ
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
が
死
ん
で
し
ま

う
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
東
京
都
に
つ
い
て
は
区
の
存
す
る
区
域
と
、
郡
部
と
を
寄
せ
ま
し
て
発
展
し
て
参
り
ま
し
た
こ
と
に
、
そ
れ

程
不
合
理
な
点
が
あ
つ
た
と
は
私
は
考
え
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
程
度
の
違
い
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
区
の
存
す
る
区
域
に
三

多
摩
を
加
え
ま
し
た
程
度
の
市
は
、
他
に
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
ま
た
五
大
都
市
の
な
か
で
は
、
全
く
さ
よ
う
な
農
村
部
を
含
ま
な
い

市
も
ご
ざ
い
ま
ん
（
マ
マ
「
ま
せ
ん
」
か
）。
こ
れ
は
一
概
に
論
ぜ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
東
京
都
と
を
仮
に
切
り
離

し
て
論
じ
ま
し
て
も
、
東
京
都
に
つ
い
て
は
そ
れ
程
不
自
然
な
発
達
を
し
て
来
て
い
な
い
。
こ
れ
を
寧
ろ
切
り
離
す
こ
と
は
、
か
え

つ
て
都
の
自
治
体
を
無
理
に
分
け
た
た
め
に
、
残
り
の
部
分
の
、
始
末
の
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
従
来
の
東
京
市
と
三
多
摩
と
の
間
の
長
い
沿
革
的
な
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
関
係
も
、
こ
れ
を
一
つ
の
自
治
体
に
し
て
制

度
を
立
て
ま
す
上
に
、
多
く
支
障
を
残
し
て
い
な
い
結
果
か
ら
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
い
ろ
い
ろ
他
の
事
情
は
あ
る
に
い
た
し
ま
し
て

も
、
東
京
都
と
い
う
も
の
を
従
来
の
東
京
府
の
区
域
に
し
た
た
め
に
、
自
治
体
と
し
て
非
常
な
支
障
が
起
つ
た
と
は
私
は
考
え
て
お

り
ま
せ
ん
。

〇
吉
川
（
末
次
郎
）
委
員

い
ま
の
局
長
の
御
答
弁
に
よ
り
ま
す
と
、
東
京
都
が
三
多
摩
、
島
嶼
等
の
農
村
地
帯
を
包
括
し
て
い
る
こ

と
は
、
一
つ
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
し
て
不
合
理
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
来
た
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

局
長
の
挙
げ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
農
村
地
帯
、
三
多
摩
地
方
等
が
、
い
わ
ゆ
る
旧
市
民
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
帯
で
あ
る
。

或
は
食
料
の
補
給
地
で
あ
る
、
或
は
ま
た
東
京
市
と
三
多
摩
、
島
嶼
と
の
歴
史
的
関
係
に
お
い
て
不
自
然
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
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挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
、
私
は
御
答
弁
を
了
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
点
が
御
理
由
で
あ
つ
て
、
な
ん
ら
そ
の
点
に

不
合
理
が
な
い
と
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
五
大
都
市
と
付
近
の
農
村
地
帯
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
の
点
は
全
く
同
じ

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
京
都
市
大
阪
市
等
も
付
近
の
農
村
地
帯
に
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
の
地
帯
を
持
つ
て

い
る
で
あ
り
ま
し
よ
う
し
、
食
料
の
補
給
地
を
持
つ
て
い
る
で
あ
り
ま
し
よ
う
し
、
ま
た
、
独
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
郡
部
の
人

達
が
お
そ
ら
く
は
強
烈
な
る
反
対
運
動
を
起
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
、
全
く
歴
史

的
な
関
係
に
お
い
て
、
密
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
の
御
答
弁
の
不
自
然
で
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
正
し
い
と
い
う
御
議
論
で
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
同
様
の
立
場
に
お
い
て
、
神
奈
川
県
か
ら
横
浜
市
が
独
立
し
、
大

阪
府
か
ら
大
阪
市
が
独
立
し
、
京
都
府
か
ら
京
都
市
が
独
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
然
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
成

り
立
つ
て
来
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
度
、
さ
き
ほ
ど
の
区
の
問
題
と
も
関
連
し
て
、
御
答
弁
を
願
い
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

都
と
い
う
自
治
体
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
一
個
の
制
度
に
お
い
て
観
念
し
、
ま
た
一
個
の
自
治
体
と
し
て
運

用
い
た
し
ま
す
る
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
た
だ
い
ま
申
し
述
べ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
要
約
し
て
お
つ
し
や
つ
た
御
説
の
通
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。
た
だ
都
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
京
都
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
後
若
干
の
移
動
は
起
つ
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
人
口
に
し
て
も
、
家
に
し
て
も
、
九
十
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
も
の
を
区
の
存
す
る
区
域
で
占
め
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
を
三
多
摩
で
占
め
て
い
る
。
比
率
に
若
干
の
差
異
は
あ
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
圧
倒
的
な
部
分
は
、
区
の
存
す
る
区
域
に
集
中
し

て
い
る
。
従
つ
て
似
た
よ
う
な
性
格
を
分
類
い
た
し
ま
す
れ
ば
三
多
摩
と
い
う
の
は
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
帯
で
あ
り
、
区
の
存
す

る
区
域
の
も
の
は
、
極
め
て
容
易
に
足
を
運
び
得
る
地
域
で
あ
る
。
今
度
は
五
大
都
市
に
つ
い
て
見
ま
す
な
ら
ば
、
府
県
と
五
大
都

市
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
、
東
京
都
に
お
け
る
が
如
く
近
く
密
接
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
東
京
都
制
を
布
き
ま
す
と

き
に
は
、
区
域
は
東
京
府
の
区
域
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
反
対
論
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
当
時
圧
倒
的
な
議
論
で
あ
つ
た
と



188

三　第二部会（諮問第三）の検討経過

思
い
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
五
大
都
市
の
特
別
市
制
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
従
来
も
賛
否
両
論
が
極
め
て
顕
著
に
対
立
し
て
お

り
、
両
論
を
支
持
す
る
も
の
が
相
当
多
い
。
や
は
り
五
大
都
市
と
東
京
都
と
い
う
も
の
を
必
ず
し
も
並
列
し
て
論
じ
得
な
い
程
度
の

差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
き
ま
し
て
、
五
大
都
市
の
特
別
市
制
問
題
は
、
従
来

も
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
た
今
日
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た

だ
自
然
に
発
達
し
て
参
り
ま
し
た
、
い
わ
ゆ
る
五
大
都
市
の
区
域
な
り
、
或
は
こ
の
特
別
市
制
の
問
題
は
、
や
が
て
府
県
と
い
う
も

の
を
、
現
在
の
区
域
で
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
行
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
区

域
が
理
想
的
な
形
態
に
お
い
て
、
現
状
が
保
た
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な

問
題
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
。
都
と
五
大
都
市
、
な
ら
び
に
五
大
都
市
所
在
の
府
県
は
、
別
個
に
切
り
離
し
て
論
じ
得
る
当
然
の
理

由
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
区
の
問
題
は
あ
と
に
、
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
く
わ
し
く

ご
検
討
を
願
う
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
或
る
程
度
集
密
し
て
、
同
じ
よ
う
な
生
活
状
態
を
営
む
と
申
し
ま
す
か
、
そ
の
関
係
が

非
常
に
密
接
に
な
つ
て
ま
い
り
ま
す
と
、自
治
区
と
い
う
要
求
が
自
然
と
生
ま
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
曾
て
の
よ
う
に
、

東
京
市
の
区
を
行
政
区
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
は
、
今
日
の
状
態
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
薄
ら
ぎ
ま
し
て
、
自
治
区
と
し
て

の
要
求
が
だ
ん
だ
ん
と
強
く
な
つ
て
来
る
の
で
な
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
要
求
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
現
在
の
東
京
都
に
自
治
区
が
あ
り
、
他
の
二
大
市
に
つ
い
て
自
治
区
の
制
度
は
認
め
ら
れ
て
お
る
が
、

実
際
は
自
治
区
の
活
動
を
し
て
お
ら
な
い
。
さ
ら
に
三
つ
の
市
に
つ
い
て
は
行
政
区
で
あ
る
。
区
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
形
を
と
っ
て

お
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
、
差
の
あ
る
意
味
合
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
将
来
ど
う
い
う
ふ
う

に
、
発
展
し
て
参
る
か
と
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
す
べ
て
が
同
一
に
な
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
自
治
区
の
よ
う
な
発
達
を
し

て
参
る
こ
と
が
、
必
然
の
傾
向
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
尋
ね
と
は
若
干
食
い
違
つ
て
お
る
か
と
思
い
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ま
す
が
、
区
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

〇
吉
川
（
末
次
郎
）
委
員

ど
う
も
地
方
局
長
の
御
答
弁
、
は
な
は
だ
腑
に
落
ち
ま
せ
ん
。
な
に
か
少
し
お
苦
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
の
で
す
が
、
局
長
の
お
つ
し
や
る
こ
と
は
、
事
実
に
多
少
間
違
い
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
東
京
都
が
で
き
る

と
き
に
は
、
府
の
区
域
を
以
つ
て
、
東
京
都
の
区
域
と
す
る
と
い
う
與
論
が
圧
倒
的
で
あ
つ
た
と
い
う
よ
う
な
お
考
え
で
あ
り
ま
す

が
、
私
も
当
時
東
京
市
政
に
関
連
性
を
持
つ
て
お
つ
た
者
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
與
論
は
む
し
ろ
東
京
市
の
地
域
を
も
つ

て
、
そ
の
区
域
と
す
る
と
い
う
考
え
方
の
方
が
強
か
つ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
局
長
が
言
わ
れ
る
與
論
と
い
う
の
は
、
内
務
省

内
の
役
人
諸
君
の
間
の
與
論
で
は
な
か
つ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
は
御
承
知
の
よ
う
に
戦
時
下
に
あ
り
ま
し
て
、
世

間
全
体
が
戦
時
的
な
、
換
言
す
れ
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
一
つ
の
風
潮
に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
地
方
制
度
の
問

題
に
つ
き
ま
し
て
も
、
都
制
制
定
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
、
そ
う
し
た
全
体
主
義
的
な
傾
向
が
、
特
に
内
務
官
僚
の
頭
を
支
配
し

て
い
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
一
時
も
早
く
都
制
を
布
き
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
区
域
の
問
題

に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
の
東
京
市
民
の
與
論
は
、
む
し
ろ
市
の
地
域
を
以
つ
て
、
都
と
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
と
考
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
内
務
官
僚
諸
君
の
頭
か
ら
い
た
し
ま
す
と
、
都
制
の
問
題
が
起
る
た
び
に
、
積
年
お
膝
元
で
あ

る
と
こ
ろ
の
東
京
市
に
お
い
て
、
東
京
市
と
い
う
安
全
地
帯
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
市
会
の
政
党
が
勢
力
を
占
め
て
、
鬱
然
た
る
一
つ

の
大
勢
力
を
膝
元
に
持
つ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
、
内
務
官
僚
諸
君
の
非
常
な
頭
痛
の
種
で
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で

そ
う
し
た
戦
時
気
分
に
便
乗
し
て
、
こ
の
機
会
に
都
制
を
制
定
し
、
官
治
行
政
の
区
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
府
を
都
の
区
域
と
し
て
、

自
治
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
東
京
市
を
ば
そ
れ
に
よ
つ
て
抹
殺
し
て
し
ま
う
、
あ
る
人
は
こ
れ
を
、
自
治
体
と
し
て
の
東
京
市
の
虐
殺

で
あ
る
と
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
に
よ
つ
て
、
区
域
が
き
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
も
つ
と
も
私
は
大
き
な

力
と
な
つ
て
、
当
時
、
働
い
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
府
の
区
域
を
も
つ
て
、
東
京
都
と
す
る
の
が
よ
い
か
、
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或
は
以
前
の
旧
東
京
市
の
区
域
を
も
つ
て
、
東
京
都
と
す
る
の
が
よ
い
か
、
そ
れ
と
同
様
に
大
阪
に
お
い
て
も
、
京
都
に
お
い
て
も
、

府
の
地
域
、
或
は
そ
の
他
の
特
別
市
に
お
い
て
は
、
県
の
地
域
を
も
つ
て
、
特
別
市
制
の
区
域
と
す
る
が
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
、

別
個
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
ち
ら
が
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
申
さ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
少
く
と
も
局
長
の
御
答
弁

は
、
多
少
事
実
と
符
合
し
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
違
つ
た
考
え
を
持
つ
て
お
り

ま
す
の
で
、
ま
た
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
地
方
局
長
の
御
答
弁
は
、
十
分
に
納
得
し
か
ね
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

〇
内
山
（
岩
太
郎
）
委
員
（
五
大
都
市
は
東
京
都
制
に
よ
る
べ
き
と
の
意
見
省
略
）

〇
吉
川（
末
次
郎
）委
員

安
井
長
官
の
、私
が
質
問
し
た
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
の
御
意
見
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

実
は
吉
川
さ
ん
の
お
話
を
途
中
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
要
は
六
大
都
市
特
別

市
制
の
運
動
が
続
い
て
お
つ
た
。
そ
の
う
ち
、
東
京
市
の
問
題
を
、
東
京
都
と
い
う
名
前
で
一
応
解
決
し
た
。
そ
の
場
合
に
お
け

る
郡
と
市
と
の
関
係
の
不
便
の
点
、
即
ち
市
民
の
声
か
ら
言
つ
て
そ
の
関
係
が
ど
う
か
、
大
体
こ
う
い
う
御
質
問
だ
と
思
い
ま
す
が

…
…
。

〇
吉
川
（
末
次
郎
）
委
員

五
大
都
市
の
特
別
市
制
に
対
す
る
問
題
は
、
こ
の
部
会
で
大
体
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
五
大
都
市
と
東
京
都
と
の
行
政
単
位
と
し
て
の
位
置
と
い
う
も
の
は
、
大
体
同
じ
も
の
に
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
端
的
に
言
う
と
、
五
大
都
市
の
特
別
市
制
が
、
区
域
を
市
だ
け
に
限
定
し
て
、
中
の
区
の
如
き
も
こ
れ
を
行
政
区
と

せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
東
京
都
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
ま
た
区
域
が
都
の
よ
う
に
郡
部
地
帯
を
包
括
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
る

な
ら
ば
、
お
互
い
に
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
符
合
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
の
が
、
私
の
意
見
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
い
ま
ま
で
の
あ
な
た
の
御
経
験
に
も
と
ず
く
と
こ
ろ
の
御
意
見
を
承
り
た
い
。
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〇
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

そ
の
点
は
私
少
し
吉
川
さ
ん
と
違
う
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
違
う
か
と
い
う
と
、
東
京
都
の
場
合
に
お
い
て

は
、い
ま
四
百
三
十
万
の
人
口
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
中
三
百
六
十
万
が
東
京
市
内
に
あ
る
。わ
ず
か
七
十
万
が
隣
接
の
三
郡
に
あ
る
。

従
つ
て
隣
接
の
三
郡
は
、
な
る
ほ
ど
西
多
摩
は
山
の
方
に
入
つ
て
お
り
ま
す
が
、
大
体
に
お
い
て
生
活
の
環
境
、
交
通
、
そ
の
他
人

的
な
往
来
は
、
殆
ん
ど
東
京
市
に
吸
収
さ
れ
て
お
つ
て
、
す
つ
か
り
お
お
き
な
地
域
を
持
つ
て
い
る
。
他
の
五
大
都
市
の
背
後
の
よ

う
な
環
境
と
は
大
分
違
う
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
五
大
都
市
の
問
題
と
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
は
、い
ま
言
う
よ
う
に
、

周
辺
が
非
常
に
小
さ
い
。
し
か
も
、
そ
の
小
さ
い
周
辺
に
総
人
口
の
わ
ず
か
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
も
、

そ
の
周
辺
の
環
境
は
、
区
に
準
じ
た
よ
う
な
環
境
に
接
近
し
て
い
る
。
勿
論
西
多
摩
の
一
角
の
如
き
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
大
体
に

お
い
て
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、こ
れ
は
や
は
り
一
体
と
し
て
考
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
五
大
都
市
に
お
き
ま
し
て
は
、

五
大
都
市
自
身
の
人
口
が
、
東
京
都
の
三
十
五
区
の
人
口
に
く
ら
べ
て
非
常
に
少
い
。
半
面
外
郭
の
郡
部
は
相
当
大
き
な
地
域
を
持

つ
て
い
る
。
他
の
府
県
に
対
立
し
得
べ
き
地
域
を
持
つ
て
お
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
環
境
に
あ
る
も
の
を
、
東
京
都
の
よ
う
な
一
つ

の
形
態
に
抑
え
て
し
ま
う
の
は
少
し
無
理
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
東
京
都
と
同
じ
機
構
の
中
に
入
れ
る
の
は
、
私
は
少
し
呑
み
込
め

ぬ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
区
の
問
題
で
す
が
、
東
京
都
は
御
承
知
の
通
り
、
今
度
は
都
制
の
改
正
に
よ
つ
て
、
自
治
権
を

付
与
さ
れ
た
自
治
区
に
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
調
査
委
員
会
で
は
、
他
の
都
市
の
区
は
行
政
区
で
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に

な
つ
て
い
る
。
こ
れ
も
同
様
の
観
点
か
ら
で
て
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
三
百
五
十
万
と
か
三
百
八
十
万
と
い
う
よ
う
な
、
非
常

に
大
き
な
市
内
の
区
を
、
今
日
ま
で
戦
争
中
経
験
し
た
行
政
区
の
考
え
方
で
、
中
央
集
権
的
に
や
つ
て
お
り
ま
す
と
、
中
央
の
事
務

が
い
た
ず
ら
に
輻
湊
し
て
、
繁
雑
で
、
末
端
ま
で
自
主
的
に
、
ま
ち
ま
ち
の
都
の
生
活
環
境
に
合
う
よ
う
な
実
際
の
自
治
行
政
を
や

つ
て
行
く
の
に
、
い
ろ
い
ろ
不
便
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
ん
な
大
き
な
も
の
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
全
体
に
関
連
を
持
つ
有
機
的

な
操
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
例
え
ば
道
路
で
あ
る
と
か
、
水
道
で
あ
る
と
か
、
電
車
で
あ
る
と
か
、
そ
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の
他
各
区
に
わ
た
る
共
通
の
大
き
な
も
の
は
、
中
央
で
や
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
そ
の
他
の
も
の
は
区
に
委
譲
し
て
、
区
の
自
治

権
で
も
つ
て
そ
の
区
に
合
う
よ
う
に
、
区
民
の
民
主
的
な
行
政
に
委
せ
る
。
勿
論
こ
れ
を
や
る
た
め
に
は
、
区
の
区
域
を
整
理
統
合

し
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
自
主
的
に
や
つ
て
行
く
方
が
、
都
民
生
活
の
実
際
に
合
う
。
こ

う
い
う
考
え
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
同
様
な
考
え
方
は
横
浜
に
お
い
て
も
、
名
古
屋
に
お
い
て
も
、
京
都
に
お
い
て
も
、

大
阪
、
神
戸
に
お
い
て
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
お
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
は
結
局
限
界
の
問
題
で
あ
つ
て
、
横

浜
に
し
ろ
、
名
古
屋
に
し
ろ
、
大
阪
は
し
ば
ら
く
切
り
離
し
ま
す
が
、
京
都
に
し
ろ
、
東
京
に
く
ら
べ
ま
す
と
、
相
当
に
少
い
人
口

で
あ
る
。
将
来
ど
の
位
の
人
口
に
な
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
現
状
か
ら
考
え
ま
す
と
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
こ
と
さ
ら
に
区
に
自
治

権
を
委
譲
し
て
、
区
で
自
治
的
に
や
ら
ん
で
も
、
全
体
と
し
て
共
同
的
に
や
つ
て
、
そ
の
執
行
だ
け
を
行
政
区
に
委
せ
る
と
い
う
や

り
方
で
、
一
応
適
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。（
以
下
、
大
阪
市
に
つ
い
て
の
意
見
等
省
略
）

〇
吉
川（
末
次
郎
）委
員

安
井
長
官
の
お
話
に
よ
り
ま
す
と
、他
の
五
大
都
市
と
都
と
の
郡
部
を
包
括
す
る
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

郡
部
地
帯
と
市
部
地
帯
と
の
関
係
が
密
接
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、人
口
が
市
部
地
域
が
多
く
て
郡
部
地
帯
が
非
常
に
少
い
。

或
は
面
積
等
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
お
話
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
地
方
局
長
の
お
話
と
同
じ
よ
う
に
、
大
体
程

度
の
差
の
問
題
で
あ
る
と
、
御
答
弁
を
了
解
い
た
し
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
特
別
市
制
に
つ
い
て
、
さ
き
に
御
規
定
に
な

り
ま
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
自
治
体
と
し
て
、
有
機
的
に
渾
然
た
る
一
個
の
コ
ン
ミ
ユ
ニ
テ
イ
を
な
し
て
い
る
も
の
を
単
位
と
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
五
大
都
市
か
ら
お
出
し
に
な
つ
た
印
刷
物
に
あ
つ
た
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
や
は
り
程
度

に
つ
い
て
は
多
少
の
相
違
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
多
摩
の
奥
あ
た
り
と
、
東
京
の
中
心
地
と
は
相
当
距
離
が
あ
り
ま
す
し
、
ま

た
面
積
に
お
い
て
も
、
郡
部
地
帯
は
市
部
地
帯
に
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
地
図
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
相
当
に
広
い
。
ま
た
今
は
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
さ
き
に
は
き
わ
め
て
遠
距
離
に
あ
る
と
こ
ろ
の
小
笠
原
島
（
編
者
注
：
当
時
は
日
本
の
小
笠
原
諸
島
へ
の
施
政
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権
が
停
止
さ
れ
、
米
軍
統
治
下
に
あ
っ
た
。）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
、
東
京
都
に
包
括
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
し
さ

き
に
御
規
定
に
な
り
ま
し
た
、
五
大
都
市
に
対
す
る
特
別
市
制
の
市
部
地
域
を
も
つ
て
、
区
域
と
す
る
の
が
い
い
と
す
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
こ
の
際
に
、
島
嶼
及
び
農
村
地
帯
を
切
り
離
し
て
、
東
京
都
の
区
域
と
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。
区
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
第
二
の
諮
問
事
項
に
わ
た
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
安
井
長
官
か
ら
も
お
話
が

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
多
少
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
私
は
あ
く
ま
で
も
、
東
京
都
制

と
五
大
都
市
の
特
別
市
制
と
か
、
区
に
つ
い
て
も
区
域
に
つ
い
て
も
符
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
は
変
り

が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
五
大
都
市
の
特
別
市
制
に
つ
い
て
御
規
定
に
な
り
ま
し
た
と
こ
ろ
の
、
区
を
行
政
区
と
す
る
、
こ

の
お
考
え
は
、私
は
正
し
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
都
の
区
と
い
う
も
の
を
自
治
区
に
せ
ら
れ
て
お
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

再
検
討
を
要
す
る
と
考
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
安
井
長
官
の
御
経
験
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
御
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
東
京

都
の
み
が
自
治
区
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
ど
う
も
分
明
し
な
い
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
諸
外
国
の
、
東

京
都
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
大
都
市
の
区
の
実
例
に
つ
い
て
見
ま
し
て
も
、
東
京
都
に
あ
た
る
世
界
の
大
都
市
と
い
た
し
ま
し
て
ロ

ン
ド
ン
、
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
、
モ
ス
ク
ワ
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
ー
、
ウ
イ
ー
ン
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
首
都
に
お
き
ま
し
て
、
御
承
知
の
よ
う
に
カ
ウ
ン
テ
イ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
を
除
き
ま
す
る
ほ
か
の
都
市
の
区
は
、
い
ず
れ
も
単

な
る
行
政
区
で
あ
り
ま
し
て
、
自
治
区
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
に
東
京
都
に
お
き
ま
し
て
、
区
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
る

に
、
前
の
東
京
市
地
域
に
お
け
る
東
京
市
民
と
い
う
も
の
は
、
東
京
市
民
と
し
て
の
渾
然
た
る
一
つ
の
コ
ン
ミ
ユ
ニ
テ
イ
の
市
民
生

活
を
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
浅
草
区
民
で
あ
る
か
ら
、
或
は
麴
町
区
民
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
う
い
う
立
場
に
お
い
て

生
活
し
て
い
る
部
面
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
か
つ
て
東
京
市
の
区
の
財
政
の
主
要

な
る
収
入
と
し
て
お
り
ま
し
た
も
の
は
、
家
屋
税
の
附
加
税
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
家
屋
税
の
附
加
税
を
、
東
京
市
は
主
と
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し
て
小
学
校
の
備
品
の
費
用
に
あ
て
て
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
麴
町
区
は
人
口
が
非
常
に
少
い
の
で
あ
り
ま
す
る
け

れ
ど
も
、
各
小
学
校
の
備
品
が
非
常
に
整
備
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
立
派
な
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
口
の
非
常
に
多
い
郊
外

の
地
域
、
た
と
え
ば
葛
飾
区
と
か
、
蒲
田
区
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
の
小
学
校
の
設
備
は
、
麹
町
等
に
く
ら
べ
ま
す
と
劣
悪
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
の
費
用
に
は
、
区
税
で
あ
る
と
こ
ろ
の
家
屋
税
の
附
加
税
を
当
て
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
家
屋
税
の
附
加
税
は
、
麹

町
区
は
非
常
に
多
い
。
な
ぜ
多
い
か
と
い
う
と
、
麹
町
区
に
は
丸
ノ
内
と
い
う
よ
う
な
日
本
の
中
心
地
帯
を
持
つ
て
お
り
ま
し
て
、

ビ
ル
デ
イ
ン
グ
そ
の
他
の
建
築
物
が
非
常
に
多
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、家
屋
税
の
附
加
税
の
収
入
が
大
変
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
夜
に
な
る
と
、
麹
町
の
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
に
は
誰
も
人
は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
収
入
は
多
い
が
、
住
ん
で
い
る
人
間

は
非
常
に
少
い
。
そ
の
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
に
通
っ
て
い
る
人
達
は
、
小
学
校
の
設
備
が
非
常
に
不
完
全
で
あ
り
、
家
屋
税
附
加
税
収
入

が
少
い
と
こ
ろ
の
郊
外
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
う
い
う
結
果
を
来
し
て
、
重
要
な
る
と
こ
ろ
の
小

学
校
の
教
育
に
つ
き
ま
し
て
、
同
じ
東
京
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
設
備
の
上
に
お
い
て
、
児
童
が
非
常
に
差
別
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
結
果
を
来
し
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
例
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
に
も

麹
町
の
区
民
で
あ
る
か
ら
、
浅
草
区
の
区
民
で
あ
る
か
ら
、
神
田
区
の
区
民
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
行
政
内
容
が
、
個
々
別
々

に
異
な
る
よ
う
な
結
果
を
来
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
都
市
、
こ
と
に
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
に
お
き
ま
し
て
の
住
民
の

実
生
活
が
、
極
め
て
錯
雑
し
て
お
り
ま
し
て
、
単
な
る
夜
眠
る
と
こ
ろ
の
居
住
地
に
つ
い
て
そ
れ
を
律
す
る
こ
と
が
、
そ
の
結
果
に

お
い
て
非
常
な
矛
盾
を
来
し
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
大
都
市
の
経
済
的
な
、
社
会
的
な
構
成
と
い
う
こ
と
を
考
慮
の
中
に
入
れ
な
い

結
果
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
つ
て
来
る
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
従
つ
て
、
い
ま
世
界
に
お
け
る
代
表
的
な
各
国
の
キ
ヤ
ピ
タ

ル
・
シ
テ
イ
に
お
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
一
部
分
が
特
別
な
自
治
体
に
な
つ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
、
御
承
知
の
よ
う

に
シ
テ
イ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
な
、
人
口
わ
ず
か
一
万
何
千
人
足
り
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
名
誉
市
長
は
、
総
理
大
臣
よ
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り
も
高
い
社
会
的
地
位
を
持
つ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
を
通
過
す
る
と
き
に
は
、
市
長
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
、
シ
テ
イ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
中
世
紀
か
ら
の
伝
統
的
な
、
ギ
ル
ド
を
中
心

と
し
た
歴
史
的
な
伝
統
を
持
つ
て
い
る
と
こ
ろ
を
含
ん
で
お
る
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
な
所
で
も
、
む
し
ろ
独
立
区
で
あ
る
自
治
区
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
実
際
上
行
政
の
上
に
お
い
て
実
生
活
に
合
わ
な
い
よ
う
な
矛
盾
を
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ

ス
労
働
党
な
ど
も
盛
ん
に
こ
れ
を
攻
撃
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
私
は
東
京
市
の
自
治
区
を
、
今
度
御
規
定

に
な
り
ま
し
た
他
の
五
大
都
市
と
同
じ
よ
う
に
、
行
政
区
に
な
お
す
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
今
日
の
都
市
、
こ
と
に
大
都
市
の
居
住

民
の
生
活
の
実
際
に
即
応
す
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
区
を

行
政
区
に
な
お
す
方
が
い
い
と
思
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
安
井
さ
ん
の
お
話
で
は
、
大
阪
や
京
都
や
横
浜
な
ど
と
違
う
と
い

う
よ
う
な
お
話
で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
東
京
市
の
区
は
、
京
都
市
や
、
大
阪
市
の
区
と
は
非
常
に
違
つ
た
特
色
を
も
つ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
、
社
会
的
な
立
場
に
お
い
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
区
の
お
話
が
出
ま
し
た

か
ら
、
区
に
対
す
る
私
の
意
見
を
述
べ
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

こ
の
際
私
か
ら
皆
さ
ん
に
お
諮
り
い
た
し
ま
す
が
、
た
だ
い
ま
は
内
務
大
臣
の
諮
問
調
査
項
目
の
東
京
都

に
関
し
ま
す
る
第
一
の
、
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
当
局
の
御
意
思
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
質
問

な
り
、
御
意
見
を
承
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
第
二
は
区
を
ど
う
す
る
か
、
第
三
は
郡
部
を
ど
う
す
る
か
。
こ
う
い
う

こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
項
目
の
第
一
の
、
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
先
ほ
ど
来

区
の
こ
と
も
相
当
御
議
論
の
中
心
に
な
つ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
第
一
の
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
、
二
の
区
を

ど
う
す
る
か
。
三
の
郡
部
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
一
括
い
た
し
ま
し
て
、
適
当
に
い
ろ
い
ろ
御
審
議
を
願
つ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
こ
れ
に
つ
い
て
あ
と
で
纏
め
ま
す
と
き
に
逐
条
的
に
纏
め
た
い
。
御
議
論
の
あ
り
ま
す
点
は
こ
の
三
項
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目
に
わ
た
つ
て
御
議
論
を
願
い
た
い
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
先
般
の
部
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
第
二
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
関
連
い
た
し
ま
し
て
便
宜
上
の
処
置
と
し
て
、
東
京
都
の
区
は
人
口
十
万
以
上
三
十
万
程
度
の
も
の
に
適
当
に
統
合
す
る
こ
と
。

そ
れ
か
ら
区
は
連
合
組
合
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
設
置
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
の
監
督
は
都
長
官
な
り
内
務
大
臣
が
行
う
と
い
う
二

つ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
体
こ
の
部
会
に
お
き
ま
し
て
諒
承
事
項
と
し
て
な
つ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
お
含
み
お
き
の
上

で
、
適
当
に
御
意
見
の
御
発
表
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

こ
の
際
、
郡
地
方
局
長
か
ら
承
つ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
第
一
の
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
知
（
マ

マ
「
存
置
」
か
）
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
う
特
別
市
制
度
が
、
改
正
憲
法
の
第
九
十
五
条
に
抵
触
す

る
か
し
な
い
か
と
い
う
観
点
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
特
別
市
制
の
問
題
も
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
、
九
十
五
条
に
抵
触
す
る
か
し

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
承
つ
て
お
き
た
い
。も
し
都
制
が
特
別
制
度
と
し
て
第
九
十
五
条
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
し
ま
す
る
な
ら
ば
、

当
然
こ
れ
は
都
住
民
の
意
思
に
よ
つ
て
決
定
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
地
方
自
治
法
と
い
う
も
の
を
制
定

な
さ
る
建
前
で
お
い
で
に
な
る
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
と
の
関
連
も
は
つ
き
り
こ
の
際
に
承
つ
て
お
か
ん
と
、
都
制
と
府
県
と
ど
う

い
う
ふ
う
に
扱
う
か
と
い
う
議
論
が
で
て
来
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
承
つ
た
と
き
に
は
明
確
を
欠
い
て
お
り
ま
し

て
、
よ
く
了
解
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
い
ま
一
度
御
答
弁
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

東
京
都
制
と
い
う
別
個
の
法
律
が
存
在
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
憲
法
九
十
五
条
に
申
し
ま
す
特
別
法
に

該
当
す
る
と
考
え
ま
す
。
地
方
自
治
法
と
い
う
包
括
い
た
し
ま
し
た
法
律
で
考
え
ま
す
る
場
合
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
で
、
或

る
特
定
の
部
分
に
の
み
該
当
を
持
ち
ま
す
る
条
文
を
持
ち
、
し
か
も
全
部
を
包
括
い
た
し
ま
し
て
は
、
普
遍
的
な
内
容
を
も
つ
て
お

り
ま
す
法
律
、
地
方
自
治
法
と
い
う
様
な
も
の
が
で
き
ま
す
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
種
類
の
法
律
だ
と
思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
地
方

自
治
法
の
中
に
、
東
京
都
に
関
し
ま
す
る
部
分
が
入
つ
て
お
り
ま
し
て
も
こ
れ
は
そ
の
部
分
を
引
き
離
し
て
、
第
九
十
五
条
に
申
し
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ま
す
る
特
別
法
と
い
う
と
か
、
或
は
全
部
が
九
十
五
条
に
謂
う
特
別
法
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
に
は
相
成
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
従
い
ま
し
て
、
東
京
都
制
が
別
個
の
法
律
と
し
て
単
行
に
存
在
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
九
十
五
条
に
該
当
す
る
も
の
だ
と
考

え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
特
別
市
制
の
問
題
を
考
え
ま
す
る
と
、
こ
れ
が
各
市
に
つ
い
て
別
個
の
法
律
を
作
り
ま
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は

東
京
都
制
の
場
合
と
同
様
に
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
数
個
の
市
の
み
に
共
通
す
る
内
容
を
も
つ
て
お
り
ま
す
る
特
別

市
制
を
作
り
ま
し
て
も
こ
れ
も
ま
た
該
当
す
る
部
分
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
従
つ
て
第
九
十
五
条
の
所
謂
特
別
法
に
相
成
る
だ
ろ

う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
の
府
県
制
等
に
よ
り
ま
す
れ
ば
、
府
県
の
廃
置
分
合
、
境
界
の
変
更
は
法
律
を
も
つ
て
定
む

と
相
成
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
る
な
ら
ば
大
阪
に
特
別
市
制
を
布
き
、
仮
に
難
波
県
と
い
う
も
の
が
で
き
る
と
い
た
し
ま
す

な
ら
ば
、
難
波
県
の
区
域
は
云
々
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
法
律
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大
阪
府
で
あ
り
ま
し
て
も
、

難
波
県
で
あ
り
ま
し
て
も
、
府
県
の
境
界
に
関
し
ま
す
る
法
律
は
、
明
瞭
に
九
十
五
条
の
特
別
法
に
当
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

更
に
、
愚
鈍
で
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
地
方
自
治
と
い
う
も
の
の
構
想
に
つ
い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
体
地
方
自
治
法
と
い
う
も
の
に
、
東
京
都
制
を
包
括
す
る
つ
も
り
で
あ
る
の
か
、
或
は
東
京
都
制
は
、
別
個
の
建
前
で
行
く
つ
も

り
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
伺
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
自
治
法
の
一
応
の
構
想
に
つ
い
て
、
私
は
全
然
知
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
御
説
明
願
え
れ
ば
結
構
で
あ
り
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

地
方
自
治
法
と
い
う
一
本
に
纏
め
ま
し
た
地
方
制
度
に
関
す
る
基
本
法
を
拵
え
よ
う
と
い
た
し
ま
す
考
え
は
、

先
般
の
地
方
制
度
の
議
会
の
御
審
議
の
際
に
も
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
内
務
大
臣
の
声
明
い
た
し
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
可
及
的
当
該
の
地
方
々
々
に
関
し
ま
す
る
立
法
は
、
当
該
の
団
体
で
自
主
的
に
決
定
い
た
さ
せ
よ
う
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
国
家
が
地
方
自
治
と
い
う
も
の
を
憲
法
に
書
き
ま
し
た
の
は
、
結
局
地
方
自
治
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
日



198

三　第二部会（諮問第三）の検討経過

本
の
国
で
、
独
立
国
を
拵
え
よ
う
と
い
う
思
想
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
国
家
の
必
要
な
規
範
の
も
と
に
、
地
方
自
治

体
と
い
う
も
の
を
、
完
全
に
掌
握
い
た
し
た
い
と
い
う
意
思
が
、
憲
法
と
の
関
連
に
お
い
て
、
地
方
自
治
と
い
う
条
章
を
設
け
た
所

以
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
よ
う
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
国
家
が
地
方
自
治
体
と
い
う
も
の
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
る
国
家
と

の
関
連
性
、
統
一
性
と
い
う
よ
う
な
点
に
重
点
を
お
き
ま
し
て
、
で
き
る
限
り
、
現
在
の
地
方
制
度
に
お
き
ま
す
る
煩
瑣
な
規
定
を

省
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
可
及
的
自
治
体
に
当
該
自
治
体
の
自
主
的
な
立
法
権
等
に
委
任
を
い
た
し
ま
す
。
委
任
と
申
し
ま
す
る
か
、

当
該
の
自
治
体
の
権
限
そ
れ
自
体
と
い
た
し
ま
し
て
、そ
う
し
て
骨
子
だ
け
を
地
方
自
治
法
に
規
定
を
い
た
す
。
か
よ
う
な
も
の
が
、

地
方
自
治
法
の
理
想
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
よ
う
に
い
た
し
ま
す
る
な
ら
ば
地
方
自
治
体
の
す
べ
て
に
つ
き
ま
し
て
、
今
日
道
府
県
制

と
い
う
も
の
を
拵
え
て
、
い
ま
ま
で
の
府
県
制
の
考
え
の
中
に
、
北
海
道
…
…
北
海
道
と
申
し
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
は
北
海
道
だ
け
の

関
係
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
道
府
県
制
と
い
う
一
つ
の
法
律
の
中
に
包
摂
し
て
お
り
ま
す
。
地
方
自
治
法
の
中
に
は
、
都
道
も
す

べ
て
を
包
括
い
た
し
ま
し
て
、
基
本
的
な
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
地
方
自
治
法
と
い
う
も
の
は
制
定
さ
れ
る

も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

お
説
に
よ
り
ま
す
と
、
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
元
来
が
府
県
制
に
あ
ら
ず
、
完
全
な
る
自
治
制
に
あ
ら

ざ
る
と
こ
ろ
の
特
別
制
度
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
然
こ
れ
は
地
方
自
治
法
か
ら
除
外
さ
れ
、
別
個
に
独
立
す
る
特
別
法
と
し
て
行
わ

れ
る
の
が
妥
当
と
お
考
え
で
す
か
、
或
は
地
方
自
治
法
の
中
に
包
括
さ
れ
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
が
お
聴
き
し
た

い
の
で
あ
り
ま
す
。

〇
郡
（
祐
一
）
幹
事

こ
れ
は
申
し
上
げ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
都
と
申
し
ま
し
て
も
、
他
の
府
県
に
く
ら
べ
ま
し
て
、
特

質
を
も
つ
た
自
治
体
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
一
個
の
完
全
な
自
治
体
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し

て
、
従
つ
て
、
地
方
自
治
法
と
い
う
も
の
が
で
き
ま
す
な
ら
ば
、
当
然
そ
の
中
に
包
括
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

私
は
ど
う
も
郡
さ
ん
と
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
少
々
見
解
が
異
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
議
会
で
も
再
々
申
し

上
げ
ま
し
て
、
重
ね
て
こ
こ
で
申
し
上
げ
る
煩
を
避
け
た
い
と
思
い
ま
す
る
が
、
都
と
府
県
と
の
区
別
に
関
し
て
は
、
私
は
従
来
現

在
の
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
戦
時
中
の
大
東
亜
十
億
民
族
の
指
導
基
地
と
し
て
の
、
東
京
都
制
の
在
り
方
を
目
標
と
す
る
理
念

に
出
発
し
た
所
謂
戦
時
立
法
で
あ
る
と
い
う
観
念
か
ら
、
少
く
と
も
今
後
の
日
本
の
在
り
方
を
目
標
と
す
る
東
京
都
の
在
り
方
は
、

か
よ
う
な
考
え
方
を
一
切
払
拭
さ
れ
た
東
京
都
制
の
在
り
方
を
進
む
べ
し
と
い
う
考
え
か
ら
、
今
日
ま
で
い
ま
の
東
京
都
制
の
在
り

方
に
は
反
対
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
従
つ
て
現
在
の
東
京
都
の
う
ち
、
大
体
変
則
的
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
東
京
都
の
実
体
的
な
建

前
に
あ
る
区
の
在
り
方
に
関
し
て
は
、
当
然
従
来
の
東
京
都
制
立
法
当
時
の
状
況
か
ら
見
ま
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
隔
世
の
観
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
三
十
五
区
を
し
て
完
全
な
る
市
と
し
て
独
立
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
必
要
あ
り
、
と
い
う
主
張
を
し
て
参
つ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
第
二
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
第
三
の
郡
部
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
関
連
し
て
、

一
括
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
る
が
、
さ
き
ほ
ど
部
会
長
が
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に

対
し
て
、
何
か
自
治
区
と
行
政
区
の
在
り
方
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
意
見
か
と
思
つ
て
い
た
の
で
、
区
の
在
り
方
と
い
い
ま

す
か
、
区
は
十
万
以
上
、
三
十
万
以
下
と
い
う
よ
う
な
、
一
つ
の
こ
の
間
の
申
し
合
わ
せ
を
そ
の
ま
ま
に
報
告
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

私
は
東
京
都
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
な
れ
ば
、
む
し
ろ
吉
川
君
の
意
見
と
根
本
的
に
異
つ
て
、
こ
れ
を
完
全
な
る
自
治
区
と
し

て
独
立
せ
し
め
る
べ
し
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
い
き
お
い
私
の
考
え
る
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り

局
長
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
地
方
自
治
法
と
い
う
も
の
の
中
に
、
何
と
な
し
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
行
き
方
は
、
満
足
で
き
ぬ

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
特
別
の
制
度
で
あ
り
、
特
別
の
存
在
で
あ
り
ま
す
る
が
故
に
、
こ
れ
は
憲
法
九
十
五
条

の
精
神
に
則
つ
て
、当
然
住
民
の
意
思
の
表
示
に
よ
つ
て
、決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。こ
の
委
員
会
で
先
日
来
、

私
等
は
東
京
都
制
を
ど
の
程
度
ま
で
持
つ
て
行
く
つ
も
り
か
、
根
本
的
に
改
正
す
る
か
。
或
は
一
部
修
正
で
止
め
る
か
と
い
う
意
見
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に
対
し
ま
し
て
は
、
大
体
政
府
側
で
は
、
あ
ま
り
根
本
的
に
問
題
に
触
れ
な
い
で
一
部
修
正
で
終
り
た
い
と
い
う
御
意
見
が
強
く
あ

り
ま
す
る
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
強
く
こ
こ
で
意
思
表
示
を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
先
ほ
ど
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
都
の
現
在
に
お
い
て
、
本
体
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
三
十
五
区
は
、
当
然
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
東
京
市
と
し

て
独
立
せ
し
め
、
立
川
或
は
八
王
子
と
い
う
よ
う
な
変
則
的
な
市
制
を
完
全
な
市
制
を
布
く
と
い
う
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
努
力
し

た
い
、
こ
う
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
日
来
安
井
都
長
官
、
大
久
保
留
次
郎
君
、
本
多
一
郎
（
マ
マ

　
　
「
市
郎
」
か
）
君
、中
島
君
と
い
ろ
い
ろ
相
談
を
い
た
し
ま
し
た
が
、議
論
が
尽
き
な
い
。
私
一
人
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

何
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
こ
う
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
一
応
申
し
上
げ
て
、
中
島
さ
ん
な
り
、
本
多
さ
ん
な
り
の
御
意
見
と
、

一
つ
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
本
多
（
市
郎
）
委
員

こ
の
際
私
も
、
東
京
都
制
に
対
す
る
考
え
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
吉
川
さ
ん
の
言
わ
れ
ま

し
た
通
り
、
今
回
制
定
せ
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
特
別
市
制
を
布
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
三
多
摩
を
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三
多
摩
は
長
い
間
の
沿
革
が
あ
つ
て
、
区
制
を
布
く
と
い
う
の
も
適
当
で
な
い
し
、
こ
れ
を
除
外
し
て
独
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も

い
ろ
い
ろ
な
沿
革
な
ら
び
に
そ
の
実
力
か
ら
見
て
適
当
で
な
い
。
す
る
と
や
は
り
東
京
都
制
と
い
う
、
府
県
制
と
特
別
市
制
と
の
折

衷
し
た
よ
う
な
制
度
の
も
と
に
や
つ
て
行
く
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
二
重
行
政

を
撤
廃
し
た
当
時
の
こ
と
を
考
え
、
さ
ら
に
ま
た
今
後
府
県
制
で
行
く
と
す
れ
ば
、
結
局
ま
た
二
重
行
政
に
な
つ
て
来
る
し
、
そ
れ

を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
東
京
市
を
そ
の
中
へ
包
む
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
三
十
五
区
を
完
全
な
る
自
治
体
に
す
る
よ
り
ほ
か
は

な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
参
り
ま
し
て
、
私
は
三
十
五
区
を
完
全
な
自
治
体
に
し
て
、
独
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

も
意
見
が
あ
り
ま
し
て
、
第
一
問
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
、
府
県
制
と
い
う
も
の
と
別
に
し
て
行
く
よ
り
ほ
か
は

な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
区
の
あ
り
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
吉
川
委
員
の
言
わ
れ
た
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行
政
区
に
す
べ
し
と
い
う
意
見
に
、
非
常
に
理
由
の
あ
る
と
こ
ろ
が
は
つ
き
り
し
ま
し
て
、
非
常
に
共
鳴
す
る
点
が
多
い
の
で
あ
り

ま
す
。
東
京
都
の
区
の
実
情
な
ら
び
に
安
井
委
員
の
言
わ
れ
ま
し
た
通
り
に
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
東
京
都
制
と
な
り
ま
す
と
、
各
区

が
本
当
に
自
治
的
に
や
れ
ば
、
便
宜
に
解
決
が
で
き
る
と
い
う
個
々
の
実
情
に
沿
う
た
問
題
ま
で
は
、
手
の
届
か
な
い
分
が
沢
山
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
地
元
の
区
で
や
ら
し
た
方
が
い
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
全
体
的
な
統
制
を
み
だ
す
こ
と
で
な
い
と
い
う
よ

う
な
も
の
は
、
自
治
権
を
与
え
て
自
治
的
に
や
ら
せ
る
。
即
ち
、
行
政
区
と
完
全
自
治
体
と
の
中
間
を
ゆ
く
よ
う
な
も
の
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
程
度
の
と
こ
ろ
が
適
当
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
全
然
行
政
区
に
す
る
と
い
う
意
見
に
は
反
対
で
あ
る
し
、

三
十
五
区
を
独
立
せ
し
め
る
と
い
う
完
全
自
治
体
で
行
く
と
い
う
点
に
お
い
て
も
私
は
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
そ
う

い
う
ふ
う
な
考
え
方
に
、
進
み
た
い
と
い
う
意
見
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。

〇
松
平
（
外
與
麿
）
委
員

だ
い
た
い
皆
さ
ん
方
の
御
意
見
で
諒
解
い
た
し
ま
し
た
が
、私
一
己
と
い
た
し
ま
し
て
考
え
ま
す
な
ら
ば
、

理
想
的
に
進
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
東
京
都
と
い
う
も
の
は
、
純
粋
の
独
立
市
と
そ
れ
か
ら
他
の
部
分
と

を
別
個
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
言
い
換
え
ま
す
な
ら
ば
、
三
十
五
区
を
も
つ
て
東
京
市
と
申
し

ま
す
か
、
東
京
都
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
う
一
つ
の
公
共
団
体
と
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
少
し
極
端
な
論
に
な
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
残
つ
た
島
嶼
、
殊
に
伊
豆
方
面
の
も
の
、
こ
れ
は
地
理
的
に
申
し
ま
し
て
、
東
京
都
の
支
配
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
距
離

が
遠
す
ぎ
る
。
む
し
ろ
地
図
の
上
か
ら
見
る
と
、
静
岡
県
の
方
が
距
離
が
近
い
。
だ
か
ら
、
思
い
き
つ
て
距
離
の
近
い
、
ま
た
行
政

上
か
ら
治
め
や
す
い
方
面
に
分
割
す
る
。

更
に
三
多
摩
の
問
題
を
考
え
ま
す
と
、
三
多
摩
は
あ
そ
こ
を
多
摩
川
が
流
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
あ
れ
を
境
と
し
て
、
北
部
を
埼

玉
県
に
編
入
し
、
南
部
を
神
奈
川
県
に
編
入
す
る
。
そ
う
し
て
東
京
都
或
は
東
京
市
は
、
こ
れ
を
純
粋
の
三
十
五
区
と
す
る
。
そ
う

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
理
想
的
な
も
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
お
話
の
よ
う
な
各
種
の
事
情
、
沿
革
そ
の
他
か
ら
、
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そ
う
た
や
す
く
で
き
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
只
今
に
お
い
て
は
、
現
在
の
都
制
が
非
常
に
弊
害
が
あ
り
、
ま
た
行
政
上
欠

陥
が
多
い
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
が
改
正
ま
た
こ
れ
が
廃
止
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
今
日
そ
こ
ま
で
進
ん
で
お
り
ま
せ

ん
な
ら
ば
、
今
し
ば
ら
く
都
制
と
い
う
も
の
を
存
置
し
て
、
府
県
と
は
区
別
し
て
お
い
た
方
が
い
い
の
じ
や
な
い
か
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
区
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
来
の
お
話
の
通
り
、
私
も
或
る
程
度
の
自
治
区
に
し
た
方
が
、
特
色
を
持
ち
、
ま

た
帝
都
と
い
う
点
か
ら
考
え
ま
し
て
、
こ
れ
は
他
の
五
大
都
市
と
別
個
の
考
え
方
で
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
東
京
都
制
の
問
題
が

存
置
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
郡
部
は
現
在
の
ま
ま
で
ゆ
き
た
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
結
論
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。

○
中
村
（
高
一（
８
））
委
員

お
許
し
を
得
ま
し
て
、
一
言
述
べ
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
諮
問
事
項
の
第
一
、
東
京
都
（
一

乃
至
三
）
に
つ
い
て
僭
越
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
考
え
を
申
し
上
げ
て
責
を
塞
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
先
ほ
ど
お
こ
が
ま
し

く
も
合
理
的
、
科
学
的
な
根
拠
に
立
ち
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
最
早
議
会
も
開
会
せ
ら
れ
、
法
案
も
早
急
に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
の
時
期
に
、
到
底
そ
の
よ
う
な
正
確
な
材
料
を
基
礎
と
し
て
、
判
断
し
て
貰
つ
て
い
る
余
裕
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
望
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
が
、
已
む
を
得
な
い
、
と
い
う
或
る
方
面
か
ら
の
御
注
意
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
つ
た
義

務
を
感
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
根
拠
な
く
、
多
少
休
憩
時
間
に
関
係
者
か
ら
お
聴
き
し
た
こ
と
を
材
料
と
し
て
申
し
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
第
一
の
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
諮
問
に
対
し
て
は
、
存
置
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
抱

き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
東
京
都
が
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
中
で
一
番
大
き
な
都
市
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
を
主
要
な
要
素
と
し
て
含
め
て
い
る
東
京
都
に
関
連
す
る
何
等
か
の
制
度
を
、
府
県
制
と
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
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こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
面
か
ら
言
つ
て
は
、
殆
ど
問
題
に
な
ら
ぬ
都
と
府
県
と
は
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ふ
う

に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
う
い
う
形
式
的
な
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
在
あ
る
東
京
都
制
と
い
う
も

の
と
、
府
県
制
と
い
う
も
の
と
の
区
別
が
果
し
て
成
立
ち
得
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
点
に
質
問
（
マ
マ
「
諮
問
」
か
）
の
御
趣

意
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
吉
川
委
員
か
ら
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
都
と
五
大
都
市
と
の
共
通
性
か
ら

い
た
し
ま
し
て
、
五
大
都
市
が
既
に
残
存
郡
部
と
一
応
区
別
し
て
、
自
己
本
来
の
性
格
と
機
能
と
に
応
じ
た
構
想
を
も
つ
て
、
新
た

に
独
立
都
市
と
し
て
誕
生
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
東
京
都
は
あ
ま
り
大
差
が
な
い
か
ら
、
五
大
都
市
と
同
じ
よ
う

に
特
別
都
市
に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
お
考
え
に
対
し
ま
し
て
、
私
は
必
ず
し
も
、
そ
う
考
え
た
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
お
答
え
し

て
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
都
市
は
必
ず
し
も
形
式
的
に
あ
つ
ち
が
こ
う
し
た
か
ら
、
こ
つ
ち
も
こ
う
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ふ
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
む
し
ろ
五
大
都
市
の
現
実
的
な
在
り
方
と
東
京
都
の
現
実
的
な
在
り
方
と

を
く
ら
べ
る
と
、
特
殊
性
と
い
う
も
の
が
多
け
れ
ば
、
五
大
都
市
と
別
の
立
法
で
押
え
る
の
が
、
む
し
ろ
本
来
の
精
神
に
合
う
の
じ

や
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
東
京
都
を
考
え
て
見
ま
す
と
、
先
ほ
ど
安
井
長
官
も
お
つ
し
や
い
ま
し
た
が
、
ま
た
私
ど
も

旅
行
い
た
し
ま
し
て
、
常
に
経
験
い
た
し
ま
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
南
北
両
多
摩
の
如
き
は
全
く
東
京
都
の
在
来
の
三
十
五
区
の

全
部
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
大
部
分
に
該
当
す
る
性
格
を
持
つ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
が
曾
て
住
み
ま
し
た

中
野
区
、
隣
接
の
板
橋
区
な
ど
に
な
り
ま
す
と
、
恐
ら
く
皆
様
が
御
旅
行
な
さ
つ
て
、
板
橋
区
の
あ
の
大
根
畑
の
見
え
た
蕭
々
た
る

武
蔵
野
の
環
境
と
、
奥
多
摩
の
そ
れ
ら
と
を
考
え
ま
し
て
、
あ
ま
り
大
差
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
結
論
を
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
板
橋
は
、
や
や
都
市
的
な
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
中
野
区
が
既
に
東
京
都
の
中
の
区
制
を
も
つ
て
立
ち
得
る

限
り
は
、
南
北
両
多
摩
の
如
き
は
、
立
派
に
共
通
性
を
も
つ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
問
題
は
西
多
摩
の

面
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
東
京
都
の
持
つ
て
い
る
大
都
市
的
な
性
格
が
、
漸
次
そ
の
方
へ
拡
充
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
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将
来
板
橋
、
中
野
区
あ
た
り
に
あ
り
ま
す
る
程
度
の
も
の
と
は
、
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
現
状
か
ら
い
た
し

ま
す
と
、
西
多
摩
は
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
一
方
は
か
な
り
将
来
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
だ
い
た
い
三
多

摩
も
今
度
新
し
い
区
の
整
備
が
で
き
ま
し
た
な
ら
ば
、
三
つ
ぐ
ら
い
の
独
立
の
区
に
い
た
し
て
、
農
村
的
な
行
政
の
体
制
を
改
め
て
、

板
橋
、
中
野
区
あ
た
り
と
ほ
ぼ
類
似
し
た
制
度
を
布
い
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
現
実
上
そ
う
考
え
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
の
み

な
ら
ず
、
こ
れ
は
最
初
の
五
大
都
市
の
問
題
で
、
申
し
上
げ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
が
、
都
市
は
決
し
て
空
間
で
は
な
い
。
空
間
が

都
市
を
な
さ
な
い
。
都
市
は
そ
の
営
む
機
能
に
お
い
て
、
自
己
の
存
在
を
確
立
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
東
京
都
な
ど
に

な
り
ま
す
と
、
恐
ら
く
全
国
的
な
機
能
は
勿
論
の
こ
と
近
郊
に
つ
き
ま
し
て
も
、
た
と
え
、
農
村
的
性
格
を
持
つ
て
い
る
三
多
摩
も
、

現
在
の
状
況
で
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
東
京
都
の
機
能
が
そ
こ
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
そ
こ
の
力
を
も
つ
て
東
京
都
の
機
能
を
支

え
て
い
る
。
早
い
話
が
、
人
の
動
き
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
旧
東
京
市
内
に
住
む
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
近
郊
の
三
多
摩
に
住
む
人

が
か
な
り
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
人
の
動
き
は
や
が
て
交
通
問
題
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
住
宅
問
題
に
も
関
連
い

た
し
ま
し
て
、
食
糧
問
題
に
も
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
生
活
、
衣
食
住
が
だ
い
た
い
東
京
都
の
機
能
の
延
長

と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
て
見
れ
ば
、都
市
の
輪
郭
を
あ
ま
り
に
空
間
的
に
お
考
え
に
な
ら
な
い
で
、

ま
た
た
と
え
、
空
間
的
に
考
え
ま
し
て
も
、
板
橋
、
中
野
区
あ
た
り
と
南
多
摩
あ
た
り
と
く
ら
べ
て
大
差
な
い
現
状
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
、
東
京
都
の
従
来
の
地
区
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
、
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考

え
て
お
り
ま
す
。
し
て
見
ま
す
と
、
三
多
摩
を
区
に
い
た
し
ま
し
て
、
そ
う
し
て
元
の
東
京
市
の
中
を
二
十
区
と
い
た
し
ま
す
と
、

三
多
摩
の
区
を
入
れ
て
二
十
三
区
、
或
は
元
の
東
京
市
内
を
二
十
二
区
と
い
た
す
と
い
う
案
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
多
摩
を
入
れ
て

二
十
六
区
と
い
つ
た
よ
う
な
も
の
に
い
た
し
ま
し
て
、東
京
都
は
特
別
の
都
制
で
ゆ
く
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

こ
の
面
か
ら
も
こ
の
諮
問
案
（
一
）
に
対
し
て
は
、
都
と
府
県
と
の
区
別
は
存
置
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
る
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の
で
あ
り
ま
す
。

（
二
）
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
区
に
つ
き
ま
し
て
も
、
た
び
た
び
お
名
前
を
申
上
げ
て
失
礼

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
吉
川
委
員
の
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
五
大
都
市
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
の
が
い
い
と
お
つ
し
や
い
ま
す
が
、

そ
の
お
言
葉
に
対
し
て
は
賛
成
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
無
論
、
吉
川
委
員
は
非
常
に
外
国
の
事
例
を
引
か
れ
ま
し
て
、
自
治

制
と
い
う
も
の
の
弊
害
を
御
指
摘
に
な
り
ま
し
た
が
、
先
ほ
ど
御
引
用
に
な
り
ま
し
た
よ
う
な
麹
町
区
の
教
育
費
の
問
題
と
蒲
田
区

の
教
育
費
の
問
題
は
、
そ
れ
は
中
央
機
関
で
あ
る
東
京
都
が
、
収
入
の
多
く
、
し
か
も
人
口
の
少
い
、
教
育
費
の
余
剰
の
あ
る
所
は
、

人
口
が
多
く
て
教
育
費
の
少
い
所
に
交
付
す
る
よ
う
な
調
節
機
能
が
あ
つ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
、

中
央
機
関
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
た
だ
単
に
そ
う
し
た
事
例
だ
け
で
は
、
こ
の
区
の
自
治
制
を
奪
う
と
い
う

理
由
に
は
な
り
兼
ね
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
民
主
主
義
の
新
し
い
立
法
の
精
神
は
、
区
に
対
し
て
自
治
的
な
権
力
を

認
め
る
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
末
端
の
組
織
で
あ
る
町
内
会
と
い
つ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
民
主
主
義
の
傾
向
を
推
進
め

て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
も
選
挙
に
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
自
治
を
貫
徹
し
よ
う
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
東
京
都
は
自
治
で
あ
る
、

市
町
村
、
町
内
会
的
の
も
の
も
自
治
で
あ
る
、
中
間
の
区
が
行
政
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
東
京
都
の
上
か
ら
末
端
に
至
る

組
織
が
、
実
質
的
な
障
碍
に
い
つ
も
ぶ
つ
か
つ
て
来
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
む
し
ろ
、
自
治
区
が
そ
う
い
う
三
つ
の

過
程
を
経
て
、
東
京
都
、
各
区
、
各
町
内
会
と
い
う
ふ
う
に
、
同
質
的
な
一
つ
の
流
れ
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
民
主
主
義
の
観
念

に
も
副
い
、
且
つ
自
治
行
政
能
力
の
円
滑
を
来
す
所
以
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
は
や
は
り
東
京
都
は
従
来
の
通
り
自
治

区
が
よ
ろ
し
い
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
、
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
自
治
権
を
拡
充
す
る
と
い
う
こ
と
が
条
件
で

あ
り
ま
す
。
従
来
の
よ
う
な
区
で
あ
り
ま
す
と
、
結
局
東
京
都
が
名
だ
け
与
え
ま
し
て
、
多
く
の
固
有
事
務
、
圧
倒
的
多
数
の
委
任

事
務
と
い
う
の
は
、
各
区
が
自
治
行
政
体
と
し
て
の
主
体
性
を
持
た
な
い
。
持
た
な
け
れ
ば
そ
こ
に
自
由
に
活
動
す
る
面
も
少
い
。
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能
率
も
上
ら
な
い
。
ま
た
区
も
責
任
を
持
た
な
い
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
し
て
、
民
主
主
義
の
趣
旨
が
徹
底
し
ま
せ
ん
か
ら
、
無
論

自
治
行
政
権
を
得
べ
く
、
各
区
は
二
十
区
な
り
二
十
三
区
な
り
二
十
五
区
と
な
っ
て
、
東
京
都
の
各
自
治
区
は
相
当
大
幅
の
自
治
権

を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
条
件
の
下
に
、
私
は
区
は
従
来
通
り
、
自
治
区
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え

た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
そ
の
点
を
五
大
都
市
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
五
大
都
市
も
そ
の
都
市
的
規
模
が
拡
大

い
た
し
ま
し
て
、
日
本
の
経
済
的
実
力
、
文
化
的
な
能
力
が
向
上
い
た
し
ま
す
と
、
こ
の
五
大
都
市
の
国
際
的
性
格
に
照
ら
し
て
、

ま
た
国
内
的
な
機
能
の
広
さ
に
考
え
ま
し
て
、
き
つ
と
、
東
京
都
の
よ
う
な
意
味
合
を
持
つ
て
来
る
の
じ
や
な
い
か
、
そ
う
い
う
規

模
の
も
の
に
発
展
す
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
若
し
吉
川
委
員
の
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
も

の
は
、
同
じ
よ
う
に
律
し
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
恐
ら
く
将
来
の
五
大
都
市
、
少
く
と
も
大
阪
の
各
区
、

京
都
の
各
区
あ
た
り
は
従
来
の
沿
革
に
も
徴
し
ま
し
て
、
相
当
大
幅
の
自
治
権
を
持
つ
た
自
治
区
と
し
て
発
展
す
べ
き
が
当
然
で
あ

る
。
た
だ
、
現
在
で
は
都
市
の
規
模
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
従
来
あ
の
よ
う
に
区
が
自
治
権
を
持
つ
て
い
な

が
ら
、
何
等
実
質
上
の
も
の
を
持
た
な
か
つ
た
よ
う
な
現
状
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
そ
う
で
あ
り
ま
し
よ
う
が
、
将
来
に
お
い
て
は

き
つ
と
、
東
京
都
の
や
り
方
で
処
理
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
が
来
る
で
あ
ろ
う
、
私
は
こ
の
よ
う
に
予
測
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
主
要
都
市
を
比
較
し
つ
つ
、
私
は
東
京
都
が
現
在
持
つ
と
こ
ろ
の
区
の
自
治
制
は
保
持
さ

る
べ
き
で
あ
り
、
将
来
大
都
市
立
法
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
区
に
つ
い
て
先
ほ
ど
中
野
先
輩
か
ら
申
さ
れ
ま
し
た
、
区
を
そ
の
ま
ま
都
市
に
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
東
京
都
の
実

態
に
即
さ
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
都
市
は
空
間
で
は
区

切
れ
な
い
一
つ
の
有
機
的
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
機
能
は
殊
に
旧
来
の
三
十
五
区
の
範
囲
で
は
、
も
う
密
接
し
て
あ
る
家
の

如
き
は
、
二
つ
の
区
に
跨
る
と
い
う
風
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
三
十
五
区
の
も
の
が
、
一
つ
の
都
市
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
の
意
義
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を
発
揮
し
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
そ
う
な
れ
ば
非
常
に
錯
雑
し
た
東
京
の
住
民
の
政
治
が
営
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
話
を
吉
川
委
員
は
お
話
な
さ
い
ま
し
た
が
、

私
も
彼
の
地
に
住
ん
で
お
り
ま
し
て
、
多
少
そ
の
方
面
も
観
察
い
た
し
ま
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
も
一
つ
の
市
で
、
別
段
各
区
が

一
つ
の
市
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
発
達
を
遂
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
況
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
半
分
に

も
達
し
な
い
東
京
が
、
二
十
に
も
二
十
五
に
も
市
に
分
れ
た
の
で
は
、
到
底
動
き
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
む

し
ろ
私
は
、
現
況
の
如
く
、
東
京
都
と
い
う
中
央
機
関
が
あ
り
、
上
級
自
治
機
関
が
あ
り
そ
の
次
に
第
二
次
自
治
機
関
と
し
て
、
自

治
区
を
設
け
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（
三
）
の
郡
部
を
ど
う
す
る
か
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
と
ほ
ぼ
関
連
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
も
う
繰
返
す
必
要
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
先
ほ
ど
申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
五
大
都
市
と
の
関
連
問
題
で
あ
り
ま
す
。
最
初
に
申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

都
市
と
隣
接
農
村
と
の
間
に
都
市
的
農
村
、
農
村
的
都
市
と
い
う
一
つ
の
中
間
地
帯
を
持
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
郡
部
は
都
市
の
発
展

に
従
つ
て
、
常
に
外
部
に
遠
心
的
に
伸
び
て
ゆ
く
傾
向
を
持
つ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
遠
心
的
に
伸
び
て
ゆ
く
都
市

的
農
村
、
農
村
的
都
市
の
間
の
中
間
的
な
地
帯
が
拡
充
す
れ
ば
拡
充
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
も
つ
て
囲
ん
で
い
る
都
市
は
強
化
さ
れ
る
。

こ
の
求
心
的
に
強
化
す
る
力
と
、
遠
心
的
に
拡
大
す
る
都
市
の
機
能
と
が
、
将
来
の
都
市
の
実
態
を
な
す
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
、
都
市
と
農
村
と
を
、
た
だ
こ
こ
ま
で
横
浜
の
市
だ
と
い
う
の
で
、
法
律
的
に
設
定
さ
れ
た
空
間
だ
け
で
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
市
の
実
態
論
を
把
握
し
て
い
な
い
形
式
論
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
私
は
郡
部
は
常
に
中
間
的
な
地
帯
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え

て
、
従
つ
て
中
間
的
な
機
能
を
営
む
の
で
、
郡
部
は
絶
え
ず
将
来
都
市
的
な
性
格
に
な
つ
た
部
分
か
ら
逐
次
吸
収
し
て
、
大
都
市
の

中
の
区
に
編
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
東
京
都
の
三
多
摩
を
逐
次
区
に
独
立
せ
し
め
、
そ
の
都

市
的
農
村
、
農
村
的
都
市
を
、
少
く
と
も
南
北
の
両
多
摩
に
つ
い
て
は
、
最
早
区
に
編
入
す
べ
き
時
期
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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に
な
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
を
ま
ず
第
一
に
行
つ
て
、
将
来
の
五
大
都
市
の
よ
き
先
例
を
な
し
得
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

洵
に
長
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
駄
弁
を
弄
し
ま
し
て
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

○
吉
川
（
末
次
郎
）
委
員

今
中
村
委
員
か
ら
私
が
申
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
御
意
見
の
開
陳
が
あ
り
ま
し
た
。
大
変
光
栄
に
存

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
結
論
に
お
い
て
大
分
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
中
村
委
員
の
お
説
の
中
に
、
私
の
考
え
を
も
つ
て

い
た
し
ま
す
と
、
地
方
行
政
の
改
革
の
上
に
お
い
て
、
極
め
て
重
大
な
る
一
つ
の
過
ち
と
い
う
と
甚
だ
失
礼
で
あ
り
ま
す
が
、
私
に

は
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
お
述
べ
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
申
し
上
げ
て
、
御
批
判
を
乞
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

中
村
委
員
の
お
説
に
よ
る
と
、
都
市
の
性
格
に
お
い
て
、
こ
れ
を
空
間
的
に
見
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
機
能
的
に
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
力
説
高
調
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
私
賛
成
で
あ
り
ま
し
て
、
都
市
の
性
格
は
機
能
的
に
見

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
空
間
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
そ
う
い
う
建
前
か
ら
私
は
先
ほ
ど
一
例
と
し
て
、
東
京

市
内
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
か
ら
、
行
政
の
結
果
に
お
い
て
、
非
常
な
不
均
衡
を
来
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
た
の
で
、
そ
う
い
う
結
果
を
来
た
し
た
の
は
、
即
ち
、
都
市
の
性
格
を
麹
町
区
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、
或
は
蒲
田
区
に
住

ん
で
い
る
か
ら
と
い
う
よ
う
に
空
間
的
に
見
て
、
土
地
と
の
関
係
を
非
常
に
基
礎
に
お
い
て
、
行
政
を
見
て
ゆ
く
こ
と
が
非
常
な
間

違
い
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
特
に
区
の
自
治
権
を
あ
ま
り
に
拡
大
し
て
、
市
の
行
政
が
細
切
れ
の
よ
う
に
ば
ら
ば
ら
に
な
る
結
果

を
来
す
こ
と
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
中
村
委
員
さ
ん
は
、
都
市
の
性
格
は
機
能
的
に
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
空
間
的
に
土
地
に
即
し
て
行
政
を
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
言
い
に
な
り
な
が
ら
、
ど
う
も
結
論
に

お
い
て
、
そ
れ
と
反
対
の
御
主
張
に
な
つ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
失
礼
で
あ
り
ま
す
が
、
中
村
委
員
さ
ん
の
み
な

ら
ず
、
今
度
の
地
方
制
度
の
改
正
に
お
き
ま
し
て
、
私
は
貴
衆
両
院
議
員
で
な
い
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
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そ
う
し
た
立
場
か
ら
見
ま
す
と
、
今
度
の
地
方
制
度
の
改
正
に
お
い
て
、
一
番
必
要
な
こ
と
は
、
今
日
ま
で
の
日
本
に
お
き
ま
し
て

地
方
行
政
と
い
う
も
の
は
、
内
務
省
官
僚
の
独
占
に
委
ね
ら
れ
て
お
つ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
内
務
省
官
僚
の
持
つ
て
い
る
政
治
的

な
見
解
で
あ
る
官
僚
主
義
と
い
う
か
、
一
つ
の
封
建
的
な
官
僚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
つ
て
、
今
日
ま
で
日
本
の
地
方
行
政
と
い
う
も

の
が
、
殆
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
ら
れ
て
来
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
第
一
に
民
主
主
義
国
家
と
し
て
再
生
し
た
日
本
が

打
破
し
、
こ
れ
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
最
も
重
要
な
る
一
点
が
あ
つ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

こ
と
に
対
し
ま
し
て
は
こ
こ
に
御
列
席
の
中
島
さ
ん
を
委
員
長
と
す
る
、
今
度
の
地
方
制
度
改
正
の
委
員
そ
の
他
の
諸
君
が
、
根
幹

的
に
そ
う
し
た
今
日
ま
で
の
封
建
的
な
日
本
の
地
方
制
度
を
全
く
毒
し
て
来
た
内
務
官
僚
の
独
占
支
配
を
、
打
破
す
る
よ
う
な
大
改

正
を
御
断
行
に
な
つ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
私
は
満
腔
の
賛
意
と
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

そ
う
し
た
見
解
に
沿
う
て
、
甚
だ
遺
憾
に
思
う
一
点
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
徒
ら
に
形
式
上
の
地
方
分
権
と
い
う
も

の
に
制
度
を
改
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
中
村
委
員
の
申
さ
れ
ま
し
た
よ
う
な
、
空
間
的
に
の
み
行
政
を
見
て
ゆ
く
た
め

に
、
形
式
上
の
地
域
的
な
地
方
分
権
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
即
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
、
そ
れ
が
即
民
主
主
義
の
実
現
で

あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
見
解
が
相
当
に
結
果
し
て
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
度
の
地
方
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
の
欠
陥
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
都
制
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
申
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
渾
然
と
し
た
市
民
と
し
て
の

生
活
を
し
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
東
京
都
民
生
活
と
い
う
も
の
を
空
間
的
に
、
地
域
的
に
分
裂
さ
し
て
、
各
区
が
非
常
に
大
き
い
独

立
権
限
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
何
か
そ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
チ
ツ
ク
で
あ
り
、
民
主
主
義
的
の
精
神
で
あ
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
先
ほ
ど
申
し
ま
す
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
社
会
機
能
的
、
経
済
機
能
的
に
、
ほ
ん

と
う
に
住
民
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
に
符
合
す
る
よ
う
な
結
果
を
来
す
よ
う
に
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
今
度
の
地

方
制
度
の
改
正
に
お
き
ま
し
て
、
例
え
ば
都
制
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
う
区
の
自
治
権
限
の
拡
充
が
即
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
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に
誤
解
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
様
の
点
が
そ
の
点
に
つ
い
て
も
多
少
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
今
の
中
村
委
員
さ
ん
の
お
説
は
、
都
市
民
の
生
活
を
機
能
的
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
、
自
ら
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
空
間
に
固
執
し
た
見
解
に
堕
し
て
、

そ
う
し
て
今
度
の
地
方
制
度
改
正
を
一
貫
し
て
一
つ
の
欠
陥
で
あ
る
と
思
い
ま
す
と
こ
ろ
の
、
形
式
上
の
地
方
分
権
が
即
民
主
主
義

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
失
礼
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
を
申
し
述
べ
さ
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
私
は
、
自
治
区
で
あ
る
よ
り
も
行
政
区
で
あ
る
。
結
果
に
お
い
て
東

京
都
の
行
政
が
、
各
区
に
於
て
ば
ら
ば
ら
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
外
国
の
例
に
つ
き
ま
し
て
、
中

村
委
員
さ
ん
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
出
で
に
な
つ
た
と
い
う
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
例
を
お
引
き
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ

き
ま
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
は
民
主
主
義
の
国
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
中
村
委
員
さ
ん
も
御
承
知
の
よ
う
に
、
五
区
に
分
れ
て
お

り
ま
し
て
、
各
区
の
区
長
は
公
選
は
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
行
政
区
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ

う
に
世
界
各
国
の
大
都
市
で
、
特
殊
の
伝
統
を
も
つ
て
お
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
カ
ウ
ン
テ
イ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
を
除
い
て
は
、
す

べ
て
行
政
区
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
私
は
近
代
都
市
行
政
の
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
道
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ

り
ま
し
て
、
今
町
会
の
こ
と
を
お
言
い
に
な
り
ま
し
た
が
、
町
会
は
、
今
度
の
意
見
に
よ
り
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
包
括
し
な
い
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
プ
ラ
イ
ヴ
エ
ー
ト
の
図
体
（
マ
マ
「
団
体
」
か
）
に
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、

い
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
若
し
何
で
も
彼
で
も
権
限
を
、
地
方
分
権
的
に
委
譲
す
る
こ
と
が
自
治
で
あ
る
、
或

は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
各
都
市
に
お
け
る
町
会
の
よ
う
な
私
的
な
不
完
全
な
団
体
に

い
ろ
い
ろ
な
権
限
を
委
譲
し
ま
し
て
、
水
撒
き
を
さ
す
と
か
、
公
会
堂
を
作
ら
す
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
自
由
に
さ
せ
る
な
ら
ば
、

非
常
に
高
価
な
過
重
負
担
を
住
民
に
い
た
し
て
参
り
ま
し
よ
う
し
、
或
は
東
京
市
が
行
つ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
公
的
行
政
は
、
二
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重
行
政
を
来
す
よ
う
な
結
果
に
な
り
ま
し
よ
う
。
そ
の
結
果
は
少
し
も
民
主
的
な
結
果
を
充
分
に
来
さ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た

だ
何
と
な
し
に
形
式
上
の
地
方
分
権
を
行
う
こ
と
が
、
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
甚
だ
弁
解
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
機
会
に
申
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
こ
の
際
お
は
か
り
を
い
た
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
有
益
な
有
力
な
御
意
見
が
多
数
出
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
明
日
の
全
体
委
員
会
に
対
し
ま
し
て
、
各
部
と
の
連
繋
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
第
二
部
会
は
、
一
応
報
告
を
い
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
只
今
の
東
京
都
に
関
し
ま
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
先
ほ
ど
来
の
御
意
見
を
纏
め
ま
し
て
、
こ
の

諮
問
調
査
項
目
に
応
じ
た
一
つ
の
答
申
の
文
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
順
次
皆
さ
ん
に
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。

　
　

第
一
の
都
と
府
県
の
区
別
を
存
置
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ん
の
だ
い
た
い
の
御
意
見
は
、
都
と
府
県
と
は
自

ら
区
別
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
一
致
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
法
的

規
定
に
関
し
ま
し
て
は
、
第
一
部
会
に
お
き
ま
し
て
、
今
日
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
る
東
京
都
制
、
府
県
制
、
地
方
町
村
制
等
の
い

く
た
の
法
規
を
一
括
し
て
、
地
方
自
治
法
と
い
う
名
目
の
下
に
、
適
当
に
統
合
せ
ら
れ
る
よ
う
に
承
つ
て
お
り
ま
す
。
従
つ
て
こ
の

東
京
都
と
府
県
の
と
の
区
別
は
存
置
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
法
的
規
定
に
関
し
ま
し
て
は
、
第
一
部
会
の
決
定
に
委
ね
る
、
こ
う
い

う
よ
う
な
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
如
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　
　
　
〔「
賛
成
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

御
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
只
今
私
が
申
し
ま
し
た
こ
と
を
適
当
に
文
に
い
た
し
ま
し
て
、

答
申
文
の
中
に
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
中
野
（
四
郎
）
委
員

ち
よ
つ
と
お
決
め
に
な
る
前
に
、
…
…
東
京
都
制
と
い
う
も
の
は
別
に
あ
る
の
だ
が
、
地
方
自
治
法
に
入
る

か
入
ら
ぬ
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
、
第
一
部
会
の
方
と
並
行
と
い
う
よ
う
な
お
話
で
あ
り
ま
す
が
、
総
会
の
席
上
で
第
一
部
会
の
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方
の
意
見
が
発
表
さ
れ
て
後
に
、
こ
ち
ら
か
ら
更
に
意
見
を
述
べ
て
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
五
大
都
市
の
特
別
市
制
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
一
応
場

合
に
よ
れ
ば
、
採
決
を
い
た
し
て
決
め
て
参
り
ま
し
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
少
数
意
見
で
あ
り
ま
し
て
も
、
全
体
会
議
に
参
り

ま
し
て
、
皆
さ
ん
御
自
由
に
御
発
言
な
り
御
討
議
を
願
い
た
い
。
そ
の
点
を
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
以
下
申
し
上

げ
ま
す
点
に
つ
い
て
も
、
御
諒
承
を
願
つ
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

そ
れ
か
ら
第
二
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
区
を
五
大
都
市
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
行
政
区
に
し
よ

う
と
い
う
御
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
大
多
数
の
御
意
見
は
、
東
京
都
の
区
は
自
治
区
に
し
て
ゆ
く
、
こ
う
い
う
御
意
見
の
よ
う
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
私
か
ら
の
報
告
も
、
東
京
都
の
区
に
関
し
て
は
や
は
り
自
治
区
と
す
る
、
中
に
は
こ
れ
を
行
政
区
と
し
て
、
五
大

都
市
と
同
じ
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
御
意
見
が
あ
つ
た
、
と
い
う
程
度
の
報
告
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え

ま
し
て
、
先
般
皆
さ
ん
の
御
諒
承
を
得
ま
し
た
、
東
京
都
の
区
の
人
口
は
、
十
万
以
上
三
十
万
程
度
に
適
当
に
統
合
す
る
、
そ
う
し

て
そ
の
区
は
、
連
合
組
合
の
よ
う
な
も
の
を
設
置
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
都
長
官
或
は
内
務
大
臣
の
監
督
下

に
こ
れ
を
運
営
し
て
ゆ
く
、
こ
う
い
う
よ
う
に
御
諒
承
を
得
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
を
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
諮
問
に
対

し
て
、
併
せ
て
答
申
と
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
如
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
別
段
御
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
第
二
の
点
は
そ
う
い
た
し
ま
す
。

　
　

第
三
の
諮
問
要
項
は
、
郡
部
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
大
体
の
御
意
見
は
、
現
在
の
東
京
都
制
は
そ

の
ま
ま
で
ゆ
く
と
い
う
方
向
か
ら
申
し
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
三
多
摩
の
郡
部
は
現
状
の
ま
ま
と
す
る
、
但
し
委
員
さ
ん
の
中
に
は
、

こ
れ
を
将
来
適
当
に
他
の
区
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
三
多
摩
も
順
次
区
と
し
て
い
つ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
御
意
見
が
あ
つ
た
と
い
う
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点
を
申
し
添
え
ま
し
て
、
郡
部
は
現
状
の
ま
ま
で
ゆ
く
、
こ
う
い
う
答
申
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
如
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
ご
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
只
今
申
し
ま
し
た
こ
と
を
適
当
に
文
章
に
い
た
し
ま

し
て
答
申
い
た
し
ま
す
。

　
　

そ
れ
か
ら
第
四
の
都
の
制
度
に
つ
い
て
、特
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
（
マ
マ
「
ら
」
は
不
要
か
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
皆
さ
ん
の
御
意
見
を
承
つ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
点
は
如
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
安
井
（
誠
一
郎
）
委
員

こ
れ
は
直
接
に
恒
久
的
な
制
度
に
関
係
す
る
こ
と
で
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
同
時
に
他
の
大
都
市
に
関

係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
例
の
議
員
の
定
数
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
今
度
―
―
と
い
つ
て
、
今
ま
で
も
同
様
で
あ
り
ま
す
が
、
法

律
に
よ
り
ま
す
と
、
議
員
の
定
数
は
、
そ
の
選
挙
の
最
も
近
い
時
に
お
け
る
国
勢
調
査
の
人
口
を
基
準
に
し
て
定
員
を
定
め
る
、
こ

う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
、
い
ず
れ
も
同
様
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
戦
災
に
よ
り
ま
し
て
殆
ど

焼
野
原
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
も
こ
の
次
の
定
員
は
、
本
年
四
月
二
十
六
日
だ
つ
た
と
存
じ
ま
す
が
、
あ
の
時
の
国
勢
調
査
の

人
口
を
基
準
に
し
て
、
定
員
を
決
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
今
日
焼
跡
の
復
興
の

途
上
に
あ
り
ま
す
る
都
市
は
、
最
近
春
以
来
、
非
常
に
人
口
の
還
元
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
当
初
一
万
と
か
、
二
万

と
か
い
う
の
が
、
今
日
は
五
万
に
な
つ
た
と
か
六
万
に
な
つ
た
と
か
い
う
よ
う
な
区
も
現
実
に
あ
り
ま
す
。
尚
今
後
相
当
の
速
度
を

も
つ
て
、
人
口
の
移
動
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
非
常
に
大
き
な
移
動
の
あ
り
ま
す
る
場
合
に
、
四
年

間
も
不
完
全
な
と
申
し
ま
す
か
、
不
自
然
な
人
口
を
基
準
に
し
た
議
員
定
数
を
も
つ
て
過
ご
す
と
い
う
こ
と
は
、
民
意
を
代
表
す
る

会
の
構
成
と
い
う
意
味
か
ら
考
え
て
も
妥
当
で
な
い
。
平
常
時
の
立
法
に
お
け
る
場
合
で
な
く
、
今
度
の
よ
う
な
非
常
に
変
化
の
多

い
場
合
に
は
何
か
適
当
な
措
置
を
お
考
え
を
願
い
ま
し
て
、
十
ケ
月
な
り
一
年
な
り
経
過
し
た
後
に
、
非
常
に
人
口
移
動
が
あ
り
、
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従
つ
て
、
そ
の
時
の
人
口
か
ら
考
え
れ
ば
、
当
然
定
員
の
移
動
を
来
す
べ
き
数
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
明
確
に
い
た
し
ま
し

て
、
そ
の
特
殊
の
地
帯
の
人
口
調
査
を
更
に
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
増
員
の
選
挙
が
で
き
る
よ
う
な

こ
と
を
、
何
か
今
度
の
立
法
の
際
に
、
ぜ
ひ
と
も
御
考
慮
を
願
う
方
が
妥
当
な
措
置
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を

一
つ
お
願
い
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

○
中
野
（
四
郎
）
委
員

安
井
委
員
の
発
言
に
関
連
し
て
、
同
じ
よ
う
に
議
員
の
定
数
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
事
が
細
か
く
な

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
区
会
議
員
の
定
数
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
全
く
不
自
然
な
形
に
お
い
て
、
結
論
に
到
達
し
た

も
の
で
あ
つ
て
、
実
際
か
ら
参
り
ま
す
れ
ば
、
現
在
五
万
以
下
の
区
に
二
十
五
人
と
い
う
よ
う
な
、
一
つ
の
制
度
を
設
け
た
こ
と
に

は
未
だ
に
不
満
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
後
の
区
の
在
り
方
に
対
し
ま
し
て
は
先
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

現
在
東
京
都
の
中
の
三
十
五
区
は
こ
れ
を
配
（
マ
マ
「
廃
」
か
）
置
分
合
に
し
て
、
二
十
乃
至
二
十
二
に
縮
小
し
よ
う
と
し
て
い

る
関
係
か
ら
見
て
も
、
従
来
の
経
験
に
則
り
ま
し
て
も
、
少
く
と
も
五
万
未
満
と
い
う
区
は
、
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
は
一

つ
の
前
提
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
十
万
以
上
三
十
万
未
満
を
も
つ
て
一
つ
の
区
と
す
る
と
い
う
原
則
が
決
ま
つ
た
か
ら
に
お
き

ま
し
て
は
、
大
体
に
お
い
て
、
区
会
議
員
の
定
数
は
か
よ
う
な
少
数
を
も
つ
て
律
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
妥
当
で
な
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
少
く
と
も
今
度
の
改
正
に
当
り
ま
し
て
は
、
区
会
議
員
の
数
を
相
当
数
に
増
加
せ
し
む
る
と
い
う
御
配
慮
を
願
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
中
島
委
員
長
も
お
い
で
に
な
り
ま
す
が
、
先
日
の
九
十
議
会
に
お
き
ま
し
て
は
区
会
議
員
の
定
数

は
減
少
せ
し
め
た
が
、
都
会
議
員
の
定
数
は
、
百
名
か
ら
百
二
十
名
に
、
二
割
方
増
加
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な
つ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
区
会
議
員
の
定
数
は
、
こ
の
際
、
地
域
と
将
来
の
実
情
に
即
し
て
、
相
当
数
増
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

意
見
を
こ
こ
で
述
べ
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

更
に
今
一
つ
、
定
員
外
の
こ
と
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
こ
と
は
、
こ
れ
は
中
島
さ
ん
の
御
意
見
で
も
あ
り
ま
す
が
、
東
京
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都
長
官
と
い
う
名
称
が
何
と
な
く
都
民
に
当
り
が
や
わ
ら
か
く
な
い
。
そ
こ
で
東
京
都
知
事
と
か
、
或
は
副
知
事
を
お
く
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
が
、
無
論
私
は
賛
成
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
区
に
お
き
ま
し
て
も
、
区
長
の
下
に
助
役
と
か
、
或
は
副
区
長
と

い
う
よ
う
な
も
の
が
、
お
か
れ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
多
々
あ
り
ま
す
が
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
く
だ
く
だ
言
つ
て
い
る
と
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
肝
甚
な
点
を
一
、二
申
し

上
げ
て
、
御
配
慮
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
土
田
〈
伊
右
衛
門
〉
委
員

只
今
安
井
委
員
か
ら
出
て
お
り
ま
す
る
、
戦
災
地
に
お
い
て
人
口
が
非
常
に
少
く
な
つ
て
い
る
。
し
か

も
こ
こ
十
ケ
月
乃
至
一
ケ
年
後
に
は
、
相
当
の
人
口
が
増
加
す
る
か
ら
、
相
当
の
人
数
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

は
、

こ
れ
は
日
（
マ
マ
）
を
見
る
よ
り
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
人
口
増
加
の
場
合
、
或
は
現
在
の
場
合
に
お
い
て
も
構
わ
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
復
興
途
上
の
大
都
市
に
お
い
て
は
、
区
が
昔
と
違
つ
て
人
口
一
万
、二
万
と
い
う
よ
う
な
所
が
あ
り
、
そ
う
い
う
所
に

お
い
て
、
議
員
が
一
名
と
い
う
こ
と
で
は
、
復
興
に
支
障
を
来
す
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
う
い
う
所
で
は
議
員
の
定
数

の
増
加
、
人
口
よ
り
以
上
の
議
員
を
出
し
て
貰
う
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
大
阪
は
三
百
万
人
の
人
口
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
今
は

百
二
十
万
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
二
、三
年
後
に
は
、
す
ぐ
そ
う
い
う
状
態
に
立
至
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味

か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
今
度
の
復
興
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
に
議
員
増
加
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
安
井
委
員
、
中
野
委
員
の
説
と

同
様
の
意
見
を
持
つ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
点
よ
ろ
し
く
お
考
え
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
う
で
し
た
ら
、
先
ほ
ど
来
安
井
委
員
、
中
野
委
員
、
土
田
委
員
等
よ
り
お
述
べ

に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
だ
い
た
い
集
約
い
た
し
ま
し
て
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
東
京
都
に
限
ら
ず
、
五
大
都
市
に
お
い
て
も
、

戦
災
等
特
殊
な
事
情
に
よ
つ
て
、非
常
に
議
員
の
定
数
に
関
し
て
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
こ
の
点
は
特
例
に
よ
っ
て
、

議
員
の
定
数
を
適
当
に
増
加
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
貰
い
た
い
。
そ
れ
か
ら
東
京
都
に
関
し
て
は
、
区
会
議
員
に
お
い
て
も
同
様
、
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区
は
十
万
乃
至
三
十
万
と
い
う
よ
う
に
、
人
口
に
よ
つ
て
一
応
原
則
的
に
統
合
せ
ら
れ
る
が
、
区
会
議
員
の
定
数
も
適
当
に
増
加
を

し
て
貰
い
た
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

　
　

そ
れ
か
ら
第
二
は
、
東
京
都
に
お
い
て
は
都
長
官
と
い
う
名
前
は
廃
め
て
、
知
事
と
い
う
名
前
に
し
て
貰
い
た
い
。
そ
う
し
て
知

事
の
下
に
は
副
知
事
と
い
う
か
、
都
市
に
お
け
る
助
役
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
設
置
し
て
貰
い
た
い
。

　
　

第
三
に
は
、
東
京
都
の
区
に
お
い
て
は
、
区
長
の
下
に
副
区
長
、
或
は
都
市
に
お
け
る
助
役
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
設
け
て
貰
い

た
い
。

　
　

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
御
意
見
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
以
上
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
御
意
見
を

採
択
い
た
し
ま
し
て
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
、
だ
い
た
い
こ
の
三
つ
の
点
を
採
択
い
た
し
ま
し
て
、
第
四
の
そ
の
他
都
の
制
度
に
つ
い
て
、

特
に
改
善
す
る
点
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
こ
れ
を
加
え
た
い
。

そ
れ
か
ら
五
大
都
市
の
答
申
案
に
も
、
議
員
定
数
の
増
加
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
京
都
と
同
様
な
意
味
に
お
い
て
の
、
答
申

を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
だ
い
た
い
諮
問
調
査
項
目
に
対
し
ま
す
る
、
本
委
員
会
に
お
い
て
皆
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
お
纏

め
を
願
う
こ
と
は
こ
れ
で
終
り
と
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
中
島
会
長
か
ら
お
話
が
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

○
中
島
（
守
利
）
委
員
（
五
大
都
市
の
市
会
議
員
及
び
府
県
議
会
議
員
か
ら
の
特
別
市
制
実
現
の
陳
情
並
び
に
五
大
都
市
関
係
の
府
県

の
町
村
長
か
ら
の
五
大
都
市
独
立
反
対
の
電
報
の
報
告

省
略
）
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次
に
、
只
今
中
野
委
員
か
ら
、
東
京
都
に
お
け
る
区
会
議
員
の
定
数
に
お
い
て
、
都
会
議
員
の
数
は
増
え
た
が
、
区
会
議
員
の
数

は
減
つ
た
と
い
う
御
議
論
が
あ
つ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
中
野
委
員
は
現
行
の
都
制
を
ご
存
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
現

行
の
都
制
に
お
け
る
区
会
議
員
の
定
数
は
、
五
万
以
下
が
十
五
人
に
な
つ
て
い
る
。
以
前
の
修
正
さ
れ
な
い
都
制
を
ご
ら
ん
に
な
つ

て
、
御
議
論
に
な
つ
て
い
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
幅
の
区
会
議
員
の
定
数
の
増
加
を
し
た
つ
も
り
で
、
私
は
そ
の
当
時

委
員
長
（
編
者
注
：
第
九
十
回
帝
国
議
会

衆
議
院

東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
委
員
会
委
員
長
）
を
し
て
お

り
ま
し
た
の
で
、
誤
解
さ
れ
る
憂
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
一
言
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

○
永
江
（
一
夫
）
部
会
長

そ
れ
で
は
本
日
閉
会
の
前
に
、
私
か
ら
も
う
一
度
念
の
た
め
に
申
し
上
げ
ま
す
。

東
京
都
制
に
関
し
ま
す
る
こ
と
は
、
本
日
皆
さ
ん
が
御
出
席
に
な
つ
て
お
聴
き
及
び
の
通
り
答
申
を
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
五
大
都
市
に
関
し
ま
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
慎
重
に
熱
心
に
御
調
査
、
御
論
議
が
あ
つ
た
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
、
皆
さ
ん
最
早
御
諒
承
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
こ
の
部
会
に
常
に
御
出
席
で
き
な
か
つ
た
方
も
お
あ
り
の
こ
と
と
思
い
ま

す
か
ら
、
今
ま
で
だ
い
た
い
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
、
本
日
当
局
か
ら
プ
リ
ン
ト
に
い
た
し
ま
し
て
、
皆
さ
ん
の
お
手
許
に

配
付
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
一
応
念
の
た
め
こ
こ
で
私
が
朗
読
い
た
し
ま
す
。

　
　
　

諮
問
第
三
関
係
答
申
要
綱
（
案
）（
十
一
月
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
制
度
調
査
会
第
二
部
会
決
定

第
一

東
京
都

　
　
　
　

註

東
京
都
に
関
し
て
は
未
だ
最
終
的
審
議
に
至
ら
な
い
。
次
の
二
点
も
臨
時
的
決
定
で
あ
る
。

一

区
は
人
口
十
万
乃
至
三
十
万
を
基
準
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
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二

区
組
合
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と

第
二

五
大
都
市

（
以
下
省
略
）

以
上
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
も
、
先
ほ
ど
中
野
委
員
さ
ん
か
ら
御
発
言
が
あ
り
ま
し
た
際
に
、
私
か
ら
申
し
上
げ
ま

し
た
よ
う
に
、
こ
の
中
に
お
き
ま
し
て
は
、
満
場
一
致
で
決
め
た
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
議
事
の
取
運
び
上
已
む
な
く
、
採
決
に

よ
つ
て
決
定
い
た
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
採
決
の
結
果
、
こ
の
答
申
案
に
は
否
決
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
る
点
に
つ
き
ま
し

て
も
、
全
体
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
皆
さ
ん
の
方
で
自
由
に
、
適
当
に
御
発
言
を
願
い
ま
し
て
、
そ
う
し
て
こ
の
諮
問
答
申
に
つ

き
ま
し
て
は
、
全
体
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
最
後
の
御
決
定
を
願
う
よ
う
に
取
運
ぶ
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
左
様
御
承
知
お
き
を

願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
以
下
、
部
会
長
の
挨
拶
省
略
）。（
拍
手
）
こ
れ
で
散
会
致
し
ま
す
。

注（
１
）
内
事
局
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』（
昭
和
２
２
年
）
２
２
０
頁
以
下

（
２
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
２
２
７
頁
以
下

（
３
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
２
５
０
頁
以
下

（
４
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
２
８
０
頁
以
下



第三章　地方制度調査会の答申

219

（
５
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
３
０
３
頁
以
下

（
６
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
３
３
７
頁
以
下
（
都
区
に
関
す
る
部
分
は
３
７
０
頁
以
下
）

（
７
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
３
８
２
頁
以
下

（
８
）
こ
の
地
方
制
度
調
査
会
に
は
、
中
村
姓
の
委
員
が
二
人
（
中
村
高
一
委
員
と
中
村
弥
三
次
委
員
）
お
り
、
こ
の
発
言
を
中
村
高
一
委
員
の

も
の
と
す
る
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
発
言
内
容
か
ら
、
こ
こ
で
は
中
村
高
一
委
員
の
発
言
と
し
た
。
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四

答
申
案
の
総
会
審
議

　
　
（
１
）
第
三
回
総
会
（
十
一
月
二
十
六
日
（
１
）
）

　
　

ま
ず
、
各
部
会
長
（
岩
本
信
行
第
一
部
会
長
、
永
江
一
夫
第
二
部
会
長
、
稲
本
早
苗
第
三
部
会
長
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
審
議
結

果
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
次
に
第
一
部
会
の
報
告
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、部
会
報
告
ど
お
り
答
申
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

続
い
て
第
二
部
会
の
報
告
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
特
別
市
制
実
施
の
賛
否
が
議
論
さ
れ
た
が
、
引
き
続
き
審
議
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
　

ま
た
、
地
方
税
財
政
制
度
の
改
正
を
諮
問
事
項
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。

〇
永
江
（
一
夫
）
委
員

第
二
部
会
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。
本
部
会
は
十
月
二
十
五
日
か
ら
十
一
月
二
十
五
日
に
至
る
間
に
お
き
ま

し
て
、
前
後
七
回
に
わ
た
つ
て
委
員
各
位
の
御
参
集
を
願
い
ま
し
て
、
諮
問
第
三
に
つ
き
ま
し
て
終
始
極
め
て
熱
心
か
つ
活
発
に
審

議
が
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
以
下
そ
の
審
議
の
経
過
並
び
に
結
果
に
つ
き
ま
し
て
概
要
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

す
な
わ
ち
諮
問
第
三
、
大
都
市
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
、
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要

綱
を
示
さ
れ
た
い
と
い
う
首
題
に
関
し
ま
し
て
、
こ
れ
を
東
京
都
と
五
大
都
市
、
す
な
わ
ち
大
阪
、
京
都
、
横
浜
、
名
古
屋
、
神
戸



第三章　地方制度調査会の答申

221

の
二
項
目
に
問
題
を
大
別
い
た
し
ま
し
て
、
種
々
検
討
を
加
え
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

第
一
の
東
京
都
に
つ
き
ま
し
て
は
、
都
と
府
県
と
の
区
別
を
存
置
す
る
か
ど
う
か
、
東
京
都
の
区
を
ど
う
す
る
か
、
さ
ら
に
郡
部

を
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
者
は
互
い
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
ご
ざ

い
ま
す
か
ら
、
一
括
し
て
審
議
を
進
め
て
参
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
第
一
の
都
と
府
県
と
の
区
別
に
つ
き
ま
し
て
は
、
都

と
特
別
市
と
は
制
度
的
に
相
符
合
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
東
京
都
の
人
口
上
の
構
成
、
機
能
上
の

関
連
性
、
そ
の
伝
統
等
よ
り
い
た
し
ま
し
て
、
都
は
や
は
り
基
本
的
自
治
体
と
し
て
取
扱
う
ほ
う
が
却
つ
て
無
理
が
な
く
、
こ
の
点

で
複
合
的
自
治
体
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
一
般
の
府
県
と
は
お
の
ず
か
ら
違
つ
た
色
合
い
が
存
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、従
つ
て
、

府
県
と
の
区
別
は
存
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
但
し
、
そ
の
法
制
上
の
規
定
の
仕
方
に
つ
き
ま

し
て
は
、
只
今
ご
報
告
の
あ
り
ま
し
た
第
一
部
会
の
方
で
御
決
定
に
な
り
ま
し
た
地
方
自
治
法
の
構
想
と
も
睨
み
合
わ
せ
ま
し
て
、

矛
盾
の
な
い
よ
う
に
解
決
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
に
一
致
い
た
し
ま
し
た
。

　
　

第
二
は
、
東
京
都
の
区
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
問
題
は
都
制
中
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
り
ま
し
て
、

委
員
各
位
に
よ
り
ま
し
て
、
極
め
て
熱
心
に
議
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
都
の
性
格
に
対
す
る
基
本
観
念
の
相
違
か
ら
い
た
し

ま
し
て
、
区
を
市
と
し
て
独
立
せ
し
め
る
と
い
う
考
え
方
、
ま
た
は
行
政
区
に
と
ど
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
自
然
の
趨
勢
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
ま
た
複
雑
多
量
な
行
政
事
務
の
能
率
的
処
理
と
い
う
見
地
か
ら
い
た
し
ま
し

て
も
、
区
は
現
行
通
り
自
治
区
と
し
て
法
人
格
を
も
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
決
定
を
見
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て

こ
れ
を
行
政
運
営
上
、
ま
た
戦
災
等
に
よ
る
現
在
の
人
口
の
変
異
を
是
正
す
る
た
め
に
も
、
人
口
十
万
乃
至
三
十
万
を
基
準
と
し
て

統
合
整
理
し
、
さ
ら
に
区
組
合
に
関
す
る
規
定
を
設
け
ま
し
て
、
区
連
合
組
合
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
つ
く
り
、
都
長
官
又
は
内
務

大
臣
の
監
督
の
下
に
相
互
の
共
同
事
務
の
統
一
処
理
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
に
決
定
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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四　答申案の総会審議

　
　

第
三
に
東
京
都
に
関
す
る
郡
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
分
割
論
ま
た
は
前
進
的
に
区
に
編
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
ご
ざ
い

ま
し
た
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
現
状
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た
。

　
　

最
後
に
都
に
関
し
ま
す
る
そ
の
他
の
問
題
と
い
た
し
ま
し
て
、
現
在
は
戦
災
等
に
よ
つ
て
相
当
人
口
が
減
少
し
て
お
り
ま
す
が
、

復
興
に
伴
な
う
最
近
の
急
激
な
増
加
の
趨
勢
に
鑑
み
ま
し
て
、
特
例
を
も
つ
て
都
会
議
員
の
定
数
を
増
加
す
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と

に
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
東
京
都
に
限
ら
ず
、
他
の
五
大
都
市
に
つ
き
ま
し
て
も
、
同
じ
理
由
か
ら
同
様

な
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
都
の
区
会
議
員
に
つ
き
ま
し
て
も
同
様
定
数
増
加
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と
、
さ
ら
に

都
長
官
と
い
う
名
称
は
こ
の
際
こ
れ
を
廃
止
い
た
し
ま
し
て
、
知
事
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
さ
ら
に
知
事
の
下
に
副
知
事
を
設
け

る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
法
人
格
を
有
す
る
区
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
区
長
の
下
に
輔
佐
役
と
し
て
、
副
区
長
乃
至
は
助
役
を
設
け
る
こ

と
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
別
段
の
意
義
な
く
決
定
を
見
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
以
上
東
京
都
に
つ
き
ま
し
て
本
部
会
で
審
議
決
定

い
た
し
ま
し
た
事
項
の
概
略
を
申
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
以
下
五
大
都
市
に
関
す
る
報
告
省
略
）

内
務
省
発
地
第
二
八
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

方

制

度

調

査

会

地
方
制
度
の
改
正
に
関
す
る
件
左
の
通
り
其
の
会
の
審
議
に
付
す
る
。

　
　

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
大
臣　
　

大　
　

村　
　

淸　
　

一

第
五

地
方
税
制
財
政
制
度
に
つ
い
て
更
に
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示
さ
れ
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た
い
。

　
　
（
２
）
第
四
回
総
会
（
十
一
月
二
十
七
日
（
２
）
）

　
　

第
三
回
総
会
に
引
続
き
特
別
市
制
の
実
施
に
つ
い
て
審
議
し
、
五
大
都
市
の
特
別
市
制
に
つ
い
て
は
、
関
係
府
県
と
市
の
円

満
な
協
調
を
行
う
よ
う
政
府
に
お
い
て
善
処
さ
れ
た
い
旨
の
附
帯
決
議
を
附
し
た
上
で
、
第
二
部
会
の
報
告
ど
お
り
答
申
す
る

こ
と
と
し
た
。

　
　

ま
た
、
第
三
部
会
の
報
告
に
つ
い
て
、
部
会
長
の
報
告
ど
お
り
答
申
す
る
こ
と
と
し
た
（
３
）。

　
　

注（
１
）
内
事
局
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』（
昭
和
２
２
年
）
３
５
頁
以
下
（
永
江
部
会
長
の
第
二
部
会
報
告
は
４
１
頁
以
下
、
諮
問

事
項
の
追
加
に
つ
い
て
は
６
１
頁
以
下
）

（
２
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』
６
２
頁
以
下

（
３
）
こ
れ
以
降
、
第
五
回
総
会
（
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日
）
で
、
地
方
税
財
政
制
度
の
改
正
（
諮
問
第
五
）
に
係
る
調
査
を
行
う
た
め

第
四
部
会
を
設
置
し
、
同
部
会
で
の
審
議
を
経
て
、
第
六
回
総
会
（
昭
和
二
十
二
年
二
月
十
七
日
）
で
、
部
会
が
決
定
し
た
地
方
税
制
財
政
制

度
改
正
案
要
綱
が
報
告
さ
れ
、
案
ど
お
り
決
定
し
た
。
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五　地方制度調査会答申

　
　
　

五

地
方
制
度
調
査
会
答
申
（
１
）

昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
四
日
こ
の
調
査
会
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
諮
問
に
対
し
て
、
次
の
通
り
答
申
す
る
。
な
お
、
調
査
会
に
お

け
る
審
議
経
過
の
概
要
を
別
紙
の
通
り
報
告
す
る
。

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
制
度
調
査
会
長　
　

中

島

守

利

内
務
大
臣

大
村
淸
一
殿

　
　
　

地
方
制
度
調
査
会
答
申

諮
問
第
一

地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
、
更
に
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示
さ

れ
た
い
。

右
に
対
す
る
答
申

第
一

総
括
的
事
項

（
一
）
現
行
東
京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
及
び
町
村
制
を
廃
し
、
単
一
の
地
方
自
治
法
（
仮
称
）
を
制
定
す
る
こ
と
。

（
以
下
省
略
）
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諮
問
第
二

府
県
知
事
等
の
身
分
の
変
更
に
伴
つ
て
地
方
に
お
け
る
国
政
事
務
の
処
理
を
い
か
に
す
る
か
。
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た

い
。

右
に
対
す
る
答
申

（
以
下
省
略
）

諮
問
第
三

大
都
市
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
、
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示
さ

れ
た
い
。

右
に
対
す
る
答
申

第
一

東
京
都

（
一
）
都
は
こ
れ
を
基
本
的
自
治
団
体
と
し
て
取
扱
い
一
般
の
府
県
と
の
性
格
上
の
区
別
は
存
置
す
る
こ
と
。

（
二
）
区

　
　
（
イ
）
区
は
現
状
通
り
と
す
る
こ
と
。（
編
者
注
：
第
一
次
改
革
の
改
正
東
京
都
制
ど
お
り
）

　
　
（
ロ
）
区
は
人
口
十
万
乃
至
三
十
万
を
基
準
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
。

　
　
（
ハ
）
区
組
合
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
三
）
郡
部
は
現
状
通
り
と
す
る
こ
と
。

（
四
）
そ
の
他

　
　
（
イ
）復
興
に
伴
う
人
口
激
増
の
趨
勢
に
鑑
み
、都
議
会
議
員
の
定
数
を
特
例
に
よ
り
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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五　地方制度調査会答申

　
　
（
ロ
）
区
会
議
員
の
定
数
に
お
い
て
も
前
号
に
準
じ
そ
の
定
数
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
（
ハ
）
都
長
官
の
名
称
を
廃
し
て
知
事
と
称
す
る
こ
と
と
し
、
知
事
の
補
佐
機
関
と
し
て
副
知
事
を
設
け
る
こ
と
。

　
　
（
二
）
区
長
の
下
に
副
区
長
又
は
助
役
を
置
く
こ
と
。

第
二

五
大
都
市

（
以
下
省
略
）

　
　
　
　
　
　

付
帯
決
議

　
　

諮
問
第
三
に
対
す
る
答
申
の
取
扱
に
関
し
て
は
、
五
大
府
県
及
び
五
大
都
市
が
円
満
な
協
調
を
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
の
善

　
　

処
を
要
望
す
る
。

諮
問
第
四

府
県
知
事
の
身
分
の
変
更
に
伴
つ
て
、
地
方
団
体
の
吏
僚
制
度
を
い
か
に
す
る
か
。
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。

右
に
対
す
る
答
申

（
以
下
省
略
）

諮
問
第
五

地
方
税
制
財
政
制
度
に
つ
い
て
更
に
改
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
改
正
の
要
綱
を
示

さ
れ
た
い
。

右
に
対
す
る
方
針
（
マ
マ
「
答
申
」
か
）
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（
以
下
省
略
）

注（
１
）
内
事
局
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
三
部
』（
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
）
９
頁
以
下
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第
四
章

第
二
次
地
方
制
度
改
革
―
地
方
自
治
法
の
制
定
―

　
　
　

一

地
方
自
治
法
案
の
作
成

内
務
省
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
二
月
二
十
五
日
の
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
を
受
け
て
、
地
方
制
度
改
正
方

針
大
綱
を
策
定
し
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
一
月
七
日
の
定
例
閣
議
で
、
大
村
淸
一
内
務
大
臣
が
地
方
自
治
法
案
要
綱
の

説
明
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
各
省
と
の
折
衝（
１
）を
行
い
つ
つ
、
同
年
二
月
八
日
、
二
百
二
十
条
か
ら
な
る
地
方
自
治
法
草
案
が
策

定
さ
れ
た
。
各
省
と
の
折
衝
に
加
え
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
は
草
案
に
対
し
五
十
四
項
目
に
及
ぶ
修
正
意
見
が
示
さ
れ
（
２
）
、
同
年
三
月

十
一
日
に
至
っ
て
、
地
方
自
治
法
案
要
綱
及
び
地
方
自
治
法
案
の
閣
議
決
定
に
漕
ぎ
つ
け
た
。
こ
う
し
て
、
同
法
案
は
、
同
年

三
月
十
五
日
に
第
九
十
二
回
帝
国
議
会
（
会
期

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
二
月
二
十
八
日
～
同
二
十
二
（
一
九
四
七
）

年
三
月
三
十
一
日
）
に
提
出
さ
れ
た
。

三
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
案
要
綱
に
お
い
て
、
東
京
都
の
区
に
関
わ
る
事
項
の
う
ち
、
地
方
制
度
調
査
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一　地方自治法案の作成

会
の
答
申
と
異
な
る
も
の
及
び
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
主
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
３
）。

・
東
京
都
の
基
礎
団
体
た
る
性
格
を
改
め
、
道
府
県
と
同
様
に
市
町
村
及
び
区
を
包
括
す
る
地
方
公
共
団
体
と
し
た
こ
と

・
東
京
都
の
区
は
こ
れ
を
特
別
区
と
し
、
原
則
と
し
て
市
と
同
一
の
権
限
を
有
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
都
条

例
で
区
の
事
務
の
統
一
又
は
調
整
上
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
こ
と

・
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
市
及
び
特
別
区
は
、
相
互
に
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
公
益
上

の
必
要
に
基
づ
く
所
轄
行
政
庁
の
強
制
設
立
の
権
限
を
制
限
し
た
こ
と

注（
１
）
内
務
省
の
案
は
、
国
政
事
務
を
都
道
府
県
に
大
幅
に
移
管
し
、
こ
れ
に
伴
い
国
の
特
別
地
方
行
政
機
関
等
を
整
理
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
各
省
は
挙
っ
て
反
対
し
た
（
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
三
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅴ
）』
文
生
書
院
（
昭
和

五
二
（
一
九
七
七
）
年
）
８
６
頁
、
９
６
頁
以
下
）。

（
２
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
９
４
頁
、
前
掲
『
戦

後
自
治
史
」
第
三
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅴ
）』
１
０
３
頁
以
下

（
３
）
前
掲
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
９
４
頁
以
下
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二

第
九
十
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議
経
過
の
概
要

　
　

地
方
自
治
法
草
案
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
修
正
意
見
五
十
四
項
目
の
う
ち
、
政
府
原
案
に
反
映
さ
れ
た
も
の
は
六
項
目
に
す
ぎ

な
か
っ
た
（
１
）
。
こ
の
た
め
、
衆
議
院
の
審
議
中
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
改
め
て
三
十
七
項
目
の
修
正
意
見
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
修
正

意
見
は
、
衆
議
院
の
委
員
会
に
お
い
て
各
派
共
同
提
案
と
い
う
形
で
委
員
長
が
提
議
し
、
討
論
を
省
略
し
て
全
会
一
致
で
修
正

可
決
さ
れ
た
（
２
）。

　
　

そ
の
後
、
貴
族
院
で
も
再
修
正
が
行
わ
れ
（
３
）、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
三
月
二
十
八
日
に
衆
議
院
の
同
意
を
得
て
成
立
、

翌
月
の
四
月
十
七
日
に
法
律
第
六
十
七
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月
三
日
、
地
方
自
治
法
は
日

本
国
憲
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
。

　
　

地
方
自
治
法
案
の
審
議
経
過
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
三
月
十
五
日

政
府
が
地
方
自
治
法
案
を
衆
議
院
に
提
出

・
三
月
十
七
日

衆
議
院
本
会
議

提
案
理
由
及
び
主
要
事
項
の
概
略
を
説
明
、
質
疑
を
行
い
、
委
員
会
へ
の
付
託
を
決
定

・
三
月
十
八
日
～
三
月
二
十
二
日

地
方
自
治
法
案
委
員
会

質
疑
を
行
い
、
各
派
共
同
提
案
の
修
正
案
及
び
付
帯
決
議
案
を　
　

決
定
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・
三
月
二
十
二
日

衆
議
院
本
会
議

委
員
長
報
告
ど
お
り
議
決
し
、
貴
族
院
に
送
付

・
三
月
二
十
三
日

貴
族
院
本
会
議

質
疑
は
な
く
、
特
別
委
員
会
に
付
託

・
三
月
二
十
三
日
～
三
月
二
十
七
日

地
方
自
治
法
案
特
別
委
員
会

質
疑
を
行
い
、
修
正
案
を
決
定

・
三
月
二
十
八
日

貴
族
院
本
会
議

委
員
長
報
告
ど
お
り
議
決
し
、
衆
議
院
に
回
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
本
会
議

貴
族
院
修
正
案
に
同
意

注（
１
）
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編『
戦
後
自
治
史

第
三
巻（
戦
後
自
治
史
Ⅴ
）』文
生
書
院（
昭
和
五
二（
一
九
七
七
）年
）１
０
３
頁
以
下
、

地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
９
９
頁

（
２
）
前
掲
『
戦
後
自
治
史

第
三
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅴ
）』
１
２
３
頁
以
下
、
前
掲
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
９
９
頁

（
３
）
鈴
木
俊
一
元
都
知
事
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
修
正
意
見
に
つ
い
て
、
貴
族
院
で
も
二
十
項
目
の
修
正
を
受
け
入
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。（
鈴

木
俊
一
「
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
」
ぎ
ょ
う
せ
い
（
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
）
４
０
頁
）
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三

第
九
十
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議

（
１
）

　
　
（
１
）
衆
議
院
本
会
議
（
三
月
十
七
日
）

　
　

地
方
自
治
法
案
の
提
案
理
由
及
び
主
要
事
項
に
つ
い
て
、
植
原
内
務
大
臣
が
説
明
を
行
い
、
地
方
制
度
の
民
主
化
等
に
関
す

る
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
議
長
が
指
名
す
る
十
八
名
の
委
員
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
説
明
中
の
見
出
し
は
便
宜
の
た

め
編
者
が
追
記
）。

○
國
務
大
臣
（
植
原
悦
二
郎
君
）（
０
５
９
）
た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
地
方
自
治
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及

び
法
案
中
主
要
な
る
事
項
の
概
略
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

《
法
案
提
出
の
経
緯
》

　
　

最
初
に
本
法
案
提
出
の
經
緯
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
既
に
諸
君
御
承
知
の
ご
と
く
、
政
府
は
昨
年
第
九
十
囘
帝
國
議
會

に
お
き
ま
し
て
、
地
方
行
政
の
民
主
化
の
根
本
精
神
に
基
き
、
東
京
都
制
を
初
め
、
府
縣
制
、
市
町
村
制
の
一
部
を
改
正
し
、
廣
く

二
十
年
以
上
の
男
女
兩
性
に
對
し
て
、
地
方
自
治
に
對
す
る
直
接
參
與
の
權
利
を
認
め
、
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
等
を
直
接
選
擧

と
す
る
と
と
も
に
、
地
方
議
會
の
權
限
及
び
地
位
を
擴
充
強
化
す
る
等
、
相
當
廣
範
圍
に
わ
た
る
地
方
制
度
の
改
正
を
行
つ
て
ま
い
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つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
當
時
政
府
に
お
い
て
も
聲
明
い
た
し
ま
し
た
ご
と
く
、こ
の
第
一
次
の
地
方
制
度
の
改
正
は
、

地
方
行
政
の
民
主
化
を
徹
底
す
る
上
に
お
い
て
、な
お
少
か
ら
ず
不
十
分
か
つ
不
徹
底
の
そ
し
り
を
免
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
つ
て
政
府
は
、
第
一
次
改
正
案
審
議
の
際
に
お
け
る
衆
議
院
の
附
帶
決
議
の
精
神
を
尊
重
い
た
し
ま
し
て
、
地
方
行
政
の
徹
底
的

民
主
化
を
は
か
る
た
め
、
第
二
次
の
地
方
制
度
の
改
正
を
斷
行
す
る
こ
と
と
し
、
次
の
通
常
議
會
に
關
係
法
案
を
提
出
す
る
豫
定
の

も
と
に
、
ま
ず
昨
年
十
月
地
方
制
度
調
査
會
を
設
置
し
、
朝
野
の
權
威
者
の
參
集
を
求
め
、
一
般
地
方
自
治
制
度
、
大
都
市
制
度
及

び
公
務
員
制
度
等
に
つ
き
ま
し
て
、
諮
問
を
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
彌
來
地
方
制
度
調
査
會
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
年
二
月
ま

で
約
五
箇
月
間
に
わ
た
り
、
委
員
各
位
の
絶
大
な
る
努
力
に
よ
り
、
愼
重
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
き
わ
め
て
詳
細
か
つ
適
切
な
答
申

を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
政
府
は
こ
の
答
申
に
基
き
、
鋭
意
立
案
を
進
め
て
ま
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何
分
に
も
厖
大
な
内

容
の
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
本
日
よ
う
や
く
こ
こ
に
提
出
の
運
び
と
な
つ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

《
提
案
理
由
》

　
　

以
上
の
經
緯
に
基
き
ま
し
て
、
本
法
案
は
今
次
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
提
案
の
理
由
に
つ
い

て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
御
承
知
の
ご
と
く
、
日
本
國
憲
法
に
お
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
行
政
の
重
要
性
に
鑑
み
、
特
に
地
方

自
治
に
關
し
て
一
章
を
設
け
、
地
方
自
治
に
關
す
る
其
本
的
規
定
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
地
方
自
治
に
關
す
る

事
項
は
、
そ
の
基
礎
を
直
接
憲
法
に
も
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
に
關
す
る
法
律
は
、
憲
法
附
屬
の
法
典
と
申
す
べ
き

も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
國
憲
法
の
規
定
及
び
精
神
に
即
應
し
た
地
方
自
治
法
を
制
定
し
、
憲
法
と
同
時
に
こ
れ
を
施
行
し
、

地
方
行
政
の
民
主
化
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
も
つ
て
國
政
民
主
化
の
基
底
を
培
う
こ
と
が
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　

ま
た
申
す
ま
で
も
な
く
、
地
方
自
治
制
度
は
國
家
組
織
の
地
方
に
お
け
る
骨
格
で
あ
り
ま
す
が
、
地
方
に
お
け
る
國
の
直
接
の
行
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政
組
織
は
も
と
よ
り
、
地
方
に
お
け
る
各
種
公
共
團
體
、
協
同
組
合
等
の
地
方
住
民
の
各
種
の
自
主
的
組
織
に
對
し
ま
し
て
も
、
い

わ
ば
そ
の
中
軸
と
な
り
、
根
幹
と
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
從
つ
て
都
道
府
縣
及
び
市
町
村
に
關
す
る
組
織
及
び
運

營
の
い
か
ん
は
、
國
家
行
政
の
振
否
に
至
大
の
影
響
を
與
え
ま
す
と
と
も
に
、
直
接
地
方
住
民
の
生
活
を
左
右
す
る
重
大
問
題
で
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
ご
と
く
地
方
自
治
制
度
は
、
各
種
の
地
方
的
組
織
の
あ
り
方
に
直
接
決
定
的
な
關
係
を
も
つ
も
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
ま
ず
新
憲
法
の
實
施
と
同
時
に
、
新
憲
法
の
理
念
に
即
應
し
た
地
方
自
治
法
を
制
定
施
行
し
、
そ
の
新
し
い
地
方
自

治
の
あ
り
方
を
基
本
と
し
て
、
各
般
の
地
方
組
織
を
決
定
し
て
行
く
の
が
順
序
で
あ
る
と
存
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

殊
に
わ
が
國
の
地
方
自
治
の
本
位
た
る
都
道
府
縣
の
行
政
は
、
從
來
官
吏
た
る
都
道
府
縣
知
事
に
よ
つ
て
運
營
さ
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
新
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
吏
に
切
り
か
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
從
つ
て
從
來
知
事
以
下
の
官
吏

に
よ
つ
て
運
營
さ
れ
て
き
た
地
方
行
政
は
、
將
來
公
吏
に
よ
つ
て
運
營
せ
ら
れ
、
わ
が
國
の
地
方
行
政
組
織
上
一
大
轉
換
を
行
う
こ

と
と
相
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
か
か
る
新
事
態
に
即
應
す
る
地
方
自
治
制
度
を
、
新
憲
法
施
行
ま
で
に
確
定
し
お
く
こ
と
が
、

絶
對
に
必
要
で
あ
る
と
存
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
が
、
今
次
議
會
に
特
に
本
法
案
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
理
由
で
あ
り
ま

す
。

《
法
案
制
定
の
基
本
方
針
》

　
　

次
に
、
本
法
案
制
定
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、
地
方
公
共
團
體
の
自
主
制
及
び
自
律
性
の

強
化
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
新
た
に
特
別
市
制
の
制
度
を
設
け
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
二
重
監
督
の
弊
を
芟
除
し
、
大
都
市
の
自
主

的
か
つ
積
極
的
な
活
動
を
助
長
促
進
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
東
京
都
の
區
に
對
し
て
は
、
原
則
と
し
て
市
と
同
樣
の

權
能
を
認
め
る
こ
と
と
い
た
す
等
、
第
一
次
改
正
の
精
神
を
さ
ら
に
擴
充
強
化
し
、
地
方
公
共
團
體
の
自
主
性
の
原
則
を
さ
ら
に
貫

徹
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
許
可
そ
の
他
の
個
別
的
監
督
事
項
を
極
力
整
理
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
地
方
公
共
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團
體
の
事
務
自
體
に
對
す
る
一
般
監
督
の
制
度
は
、
極
力
こ
れ
を
制
限
し
、
國
家
と
し
て
眞
に
や
む
を
得
な
い
必
要
最
小
限
度
の
統

制
を
行
う
に
止
む
る
こ
と
と
い
た
す
等
、
地
方
公
共
團
體
の
自
律
性
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
に
努
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
地
方
議

會
の
地
位
を
強
化
し
、
そ
の
自
主
的
か
つ
自
律
的
な
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
二
に
、
地
方
分
權
の
徹
底
で
あ
り
ま
す
。
今
囘
別
途
地
方
税
法
を
改
正
い
た
し
ま
し
て
、
地
方
公
共
團
體
に
對
し
、
財
源
を
移

讓
し
、
い
わ
ゆ
る
自
主
財
政
の
確
立
を
期
す
る
と
と
も
に
、
近
き
將
來
に
お
い
て
、
警
察
事
務
中
、
自
治
警
察
に
屬
せ
し
め
る
を
適

當
と
認
め
る
事
項
の
地
方
移
讓
を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
等
、
與
う
限
り
地
方
分
權
の
趣
旨
の
徹
底
を
は
か
つ
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　
　

第
三
は
、
行
政
執
行
の
能
率
化
と
、
そ
の
公
正
の
確
保
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
選
擧
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
同
時
選
擧
の
方
法

を
新
た
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
續
を
、
衆
議
院
議
員
選
擧
法
の
手
續
と
な
る
べ
く
同
一
な
ら
し
め
、
選
擧
手
續
の
簡
明
化

と
能
率
化
を
期
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
都
道
府
縣
に
新
た
に
獨
立
の
權
限
を
有
す
る
出
納
長
制
度
を
設
け
、
都
道
府
縣
會
計
の

公
正
を
確
保
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

今
次
の
地
方
制
度
の
改
正
は
、
概
ね
以
上
の
方
針
に
基
い
て
立
案
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
立
法
の
形
式
と
し
ま
し
て
は
、

現
行
東
京
都
制
、
道
府
縣
制
、
市
制
及
び
町
村
制
竝
び
に
地
方
官
官
制
等
の
諸
規
定
を
統
合
整
理
し
て
、
な
る
べ
く
同
一
の
原
則
に

よ
り
各
種
地
方
公
共
團
體
を
律
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
各
種
地
方
公
共
團
體
に
特
異
な
事
項
は
、
こ
れ
を
條
例
に
讓
る
こ
と

と
い
た
し
ま
し
て
、
一
本
の
地
方
自
治
法
を
制
定
し
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
地
方
公
共
團
體
に
適
用
す
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
と
い

た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

《
改
正
の
主
要
事
項
》

　
　

次
に
、
こ
の
法
律
案
に
定
め
ま
し
た
お
も
な
る
事
項
で
、
特
に
現
行
法
に
改
正
を
加
え
ま
し
た
點
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
説
明
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い
た
し
ま
す
。
第
一
は
、
總
括
的
事
項
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
ま
ず
地
方
公
共
團
體
を
二
種
に
わ
か
ち
ま
し
て
、
都
道
府
縣
市
町

村
を
普
通
地
方
公
共
團
體
と
し
て
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
特
別
市
、
特
別
區
、
組
合
等
の
團
體
を
、
特
別
地
方
公
共
團
體
と
し

て
規
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
東
京
都
に
つ
き
ま
し
て
は
、
區
は
こ
れ
を
特
別
區
と
し
、
原
則
と
し
て
市
と
同
一
の
權
能

を
認
め
る
こ
と
と
し
、
東
京
都
は
基
礎
的
地
方
公
共
團
體
で
な
く
、
道
府
縣
と
同
樣
に
、
市
區
町
村
を
包
括
す
る
複
合
的
地
方
公
共

團
體
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
地
方
公
共
團
體
ま
た
は
そ
の
機
關
に
對
す
る
事
務
の
委
任
は
、
單
に
省
令
に

よ
ら
ず
、
法
律
ま
た
は
政
令
を
も
つ
て
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
團
體
の
自
主
的
地
位
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
都
道
府
縣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
處
理
す
る
國
家
事
務
の
重
要
性
に
鑑
み
、
條
例
ま
た
は
規
則
に
違
反
し
た
も
の
に
對
し
て
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
し
、
警
察
權
の
移
讓
等
に
よ
る
地
方
公
共
團
體
の
權
能
の
擴
充

に
伴
い
、
行
政
の
執
行
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
二
は
、
選
擧
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
選
擧
權
の
缺
格
條
項
を
整
理
し
て
、
衆
議
院
議
員
及
び
參
議
院
議
員
の
選
擧
權
に

準
じ
て
、
刑
の
執
行
中
の
者
等
に
限
り
選
擧
權
及
び
被
選
擧
權
を
與
え
な
い
こ
と
と
し
、
選
擧
權
の
制
限
の
範
圍
を
さ
ら
に
局
限
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
選
擧
人
名
簿
の
調
整
、
投
票
、
開
票
及
び
選
擧
會
、
選
擧
運
動
の
費
用
等
、
選
擧
に
關
し
ま
し
て
は
、
努

め
て
衆
議
院
議
員
の
選
擧
の
手
續
と
同
一
た
ら
し
め
、
手
續
の
簡
明
化
と
能
率
化
を
期
す
る
こ
と
に
特
に
意
を
用
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
市
町
村
の
選
擧
を
行
う
場
合
に
は
、
市
町
村
の
選
擧
管
理
委
員
會
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
縣
の
選
擧
管
理
委
員
會
に

報
告
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
な
る
べ
く
各
種
の
選
擧
を
同
時
に
行
い
、
そ
の
能
率
化
を
は
か
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
な

お
町
村
の
選
擧
に
つ
き
ま
し
て
も
、
選
擧
區
制
を
認
め
ま
す
と
と
も
に
、
選
擧
運
動
の
費
用
の
制
限
額
を
法
定
し
、
こ
れ
を
超
え
て

選
擧
運
動
費
用
を
支
出
し
た
者
は
、
當
選
を
無
效
た
ら
し
む
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
う
訴
訟
手
續
を
規
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
三
は
、
地
方
議
會
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
從
來
都
道
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
に
對
す
る
、
い
わ
ゆ
る
機
關
委
任
の
事
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務
に
對
し
て
は
、
都
道
府
縣
會
及
び
市
町
村
會
は
、
豫
算
の
審
議
を
通
ず
る
ほ
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
全
然
干
與
す
る
こ
と
が
出
來

な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
府
縣
の
ご
と
く
、
そ
の
住
民
の
生
活
上
重
要
な
國
家
事
務
を
委
任
せ
ら
れ
て
お
る
場
合
に
お

き
ま
し
て
も
、
都
道
府
縣
會
は
、
こ
れ
に
對
し
て
は
何
ら
發
言
權
が
與
え
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
國
の
委
任
事
務
で
は

あ
つ
て
も
、
實
質
上
、
當
該
都
道
府
縣
ま
た
は
市
町
村
と
密
接
な
關
係
が
あ
り
、
利
害
が
伴
う
以
上
、
こ
れ
に
あ
る
程
度
地
方
議
會

が
參
與
す
べ
き
こ
と
は
當
然
で
あ
り
ま
す
。
よ
つ
て
地
方
議
會
は
、
こ
れ
ら
の
國
の
事
務
に
つ
い
て
、
都
道
府
縣
知
事
ま
た
は
市
町

村
長
に
對
し
て
報
告
も
し
く
は
説
明
を
求
め
、
あ
る
い
は
そ
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
、
も
つ
て
國
政
の
民

主
的
運
營
を
所
期
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　

次
に
、
地
方
議
會
の
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
要
求
が
あ
れ
ば
、
地
方
公
共
團
體
の
長
は
、
こ
れ
を
招
集
す
べ
き
も
の
と

す
る
と
と
も
に
、
議
案
は
議
員
一
人
か
ら
で
も
發
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
地
方
議
會
の
眞
摯
活
發
な
活
動
を
は
か
る
こ

と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
議
會
は
、
選
擧
人
そ
の
他
の
證
人
を
召
喚
し
、
各
種
の
調
査
を
行
い
、
關
係
方
面
に
對
し
て

照
會
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
活
動
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
直
接
選
擧
人
等
と
接
觸
で
き
る
よ
う
に
い
た
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
　

な
お
新
た
に
常
任
委
員
會
及
び
特
別
委
員
會
の
制
度
を
設
け
て
、
議
事
手
續
を
國
會
に
倣
つ
て
整
備
す
る
と
と
も
に
、
議
會
閉
會

中
に
お
い
て
も
、
常
任
委
員
會
に
よ
つ
て
議
會
の
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
こ
の
委
員
會
制
度
の
設

置
に
伴
い
、
か
つ
地
方
議
会
の
定
例
會
は
毎
年
六
囘
以
上
開
催
す
る
關
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
都
道
府
縣
及
び
市
の
參
事
會
は
、
今

囘
こ
れ
を
廢
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
議
會
に
つ
き
ま
し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
、
國
會
法
案
の
規
定
に
倣
い
、

地
方
議
會
の
自
主
的
か
つ
自
律
的
な
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
懲
罰
そ
の
他
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
は
か
つ
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。



第四章　第二次地方制度改革―地方自治法の制定―

239

　
　

第
四
は
、
執
行
機
關
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
國
地
方
行
政
の
最
重
要
機
關
で
あ
る
都
道
府
縣
知
事
は
、
公
選
に
基
き

選
任
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
な
お
日
本
國
憲
法
施
行
の
日
ま
で
政
府
の
官
吏
で
あ
り
、
從
つ
て
中
央
に
對
し
て
責
任
を

負
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
補
助
機
關
も
ま
た
同
機
（
マ
マ
「
様
」
か
）
で
あ
り
ま
す
。
本
法
案
に
お
き
ま
し
て
は
、
知
事
及

び
そ
の
部
下
の
職
員
の
身
分
は
、
こ
れ
を
名
實
と
も
に
地
方
自
治
體
の
職
員
と
し
、
地
方
團
體
の
住
民
及
び
議
會
に
對
し
て
責
任
を

負
擔
し
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
努
め
さ
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
わ
が
國
の
從
來
の
地
方
行
政
の

官
治
的
色
彩
が
拂
拭
せ
ら
れ
、
眞
に
民
主
的
自
治
制
度
た
る
實
を
備
え
る
に
至
る
も
の
と
信
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　

次
に
、
地
方
團
體
の
行
政
中
、
選
擧
の
事
務
及
び
監
査
に
屬
す
る
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
の
機
關
を
し
て
執
行
せ
し
む
る
こ
と

が
適
當
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
都
道
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
の
ほ
か
に
、
選
擧
管
理
委
員
會
及
び
監
査
委
員
の
地
位
を
明
確
に

規
定
し
、
都
道
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
と
相
並
ん
で
、
地
方
公
共
團
體
の
行
政
機
關
を
構
成
す
る
獨
立
機
關
と
い
た
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
て
公
選
に
よ
る
都
道
府
縣
知
事
の
補
佐
機
關
と
し
て
、
新
た
に
副
知
事
を
お
き
、
部
内
の
統
轄
及
び
行
政
の
執
行

に
萬
全
を
期
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
ほ
か
、
概
ね
市
の
收
入
役
及
び
副
收
入
役
に
準
じ
、
出
納
長
及
び
副
出
納
長
の
制
度
を
設

け
、
都
道
府
縣
の
會
計
を
、
統
一
的
に
出
納
長
の
責
任
に
お
い
て
處
理
さ
せ
、
會
計
事
務
の
公
正
を
期
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
　

知
事
公
選
の
根
本
的
の
趣
意
よ
り
い
た
し
ま
し
て
、
現
在
地
方
長
官
の
權
限
に
屬
す
る
國
務
事
務
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
都
道
府
縣

知
事
に
繼
承
せ
し
む
べ
き
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
從
つ
て
現
在
の
官
廳
た
る
都
道
府
縣
廳
の
部
局
の
組
織

の
ま
ま
、
こ
れ
を
新
し
い
都
道
府
縣
の
部
局
と
し
、
か
つ
食
糧
、
木
炭
そ
の
他
地
方
住
民
の
生
活
に
最
も
密
接
な
關
係
の
あ
る
國
の

行
政
機
關
に
つ
い
て
は
、
法
律
ま
た
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
縣
知
事
が
こ
れ
を
指
揮
監
督
し
得
る
こ
と
と
し
、

ま
た
都
道
府
縣
内
の
各
種
の
團
體
等
に
對
し
て
も
、
地
方
行
政
の
總
合
的
運
營
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
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を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
都
道
府
縣
に
お
け
る
國
の
行
政
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
ま

た
は
政
令
で
除
外
し
な
い
限
り
、
當
然
都
道
府
縣
知
事
が
こ
れ
を
管
理
執
行
す
る
こ
と
と
し
、
も
つ
て
地
方
に
お
け
る
特
別
行
政
機

關
の
設
置
を
で
き
得
る
限
り
避
け
、
地
方
行
政
の
混
亂
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
分
權
の
趣
意
に
背
馳
す
る
こ
と
な
き
を
期
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
都
道
府
縣
知
事
ま
た
は
市
町
村
長
が
、
そ
の
職
務
の
遂
行
上
は
な
は
だ
し
く
當
を
失
し
、
重
大
な
る
故
障

が
生
じ
た
場
合
等
に
お
き
ま
し
て
は
、
公
聽
會
を
開
き
、
公
平
に
第
三
者
の
意
見
を
聽
き
、
本
人
の
辯
明
を
も
徴
し
た
上
、
監
督
官

廳
が
こ
れ
を
解
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
　

第
五
に
、
地
方
公
共
團
體
の
監
督
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
に
關
す
る
憲
法
の
規
定
の
精
神
に
基
き
、
地
方
公
共

團
體
に
對
す
る
監
督
事
項
は
努
め
て
こ
れ
を
整
理
し
、
そ
の
自
由
か
つ
自
主
的
な
活
動
に
一
任
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
地
方
公
共
團

體
の
本
來
の
活
動
に
關
し
て
は
、
か
か
る
方
針
の
も
と
に
監
督
規
定
を
整
理
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
反
面
に
お
い
て
國
政
事

務
の
處
理
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
國
家
の
利
害
の
關
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
の
で
、
從
來
國
の
機
關
と
し
て
都
道
府
縣
知
事
及

び
市
町
村
長
が
處
理
し
て
來
た
事
務
に
關
す
る
監
督
は
、
概
ね
從
來
の
制
度
に
よ
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
六
は
、
特
別
市
に
關
す
る
制
度
で
あ
り
ま
す
。
特
別
市
制
は
、
諸
君
御
熟
知
の
ご
と
く
、
多
年
の
歴
史
を
も
つ
重
要
問
題
で
あ

り
ま
す
が
、
終
戰
後
五
大
都
市
に
特
別
市
制
實
施
の
要
望
が
急
激
に
強
ま
り
、
昨
年
第
九
十
囘
帝
國
議
會
に
お
け
る
地
方
制
度
改
正

法
案
に
對
す
る
衆
議
院
の
附
帶
決
議
に
お
き
ま
し
て
は
、
特
別
市
制
の
速
や
か
な
る
實
施
を
要
望
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
つ

て
地
方
制
度
調
査
會
に
お
き
ま
し
て
、
五
大
府
縣
及
び
五
大
都
市
の
代
表
者
を
も
加
え
て
、
愼
重
か
つ
熱
心
に
檢
討
を
加
え
た
の
で

あ
り
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
府
縣
の
下
に
大
都
市
を
併
存
せ
し
む
る
現
行
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
二
重
監
督
、
府

縣
市
併
存
の
弊
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
一
面
大
都
市
を
府
縣
の
監
督
よ
り
獨
立
さ
せ
、
そ
の
自
主

的
地
位
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
地
方
行
政
民
主
化
の
本
義
か
ら
申
し
ま
し
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ま
す
。
よ
つ
て
今
囘
こ
の
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多
年
に
わ
た
る
懸
案
を
解
決
す
べ
く
、
地
方
自
治
法
案
に
特
別
市
制
度
を
制
定
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

特
別
市
は
、
國
家
的
見
地
よ
り
、
國
會
に
お
い
て
、
人
口
五
十
萬
以
上
の
市
の
う
ち
か
ら
法
律
で
指
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
組
織

は
概
ね
市
の
組
織
に
準
ず
る
が
、
そ
の
權
能
及
び
地
位
は
、
こ
れ
を
原
則
と
し
て
都
道
府
縣
と
同
樣
に
扱
う
こ
と
と
い
た
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
特
別
市
の
指
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
な
お
篤
と
考
究
を
重
ね
、
改
正
憲
法
の
施
行
後
適
當
な
時
期
を
選
ん
で
、

こ
れ
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
都
道
府
縣
及
び
市
町
村
の
吏
員
の
任
用
、
資
格
、
分
限
、
給
與
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
別
に
單
行
の
法
律
を
制
定
い
た
す
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
官
吏
制
度
と
密
接
不
可
分
の
關
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　
　
　
〔
議
長
退
席
、
副
議
長
着
席
〕

官
公
吏
を
通
じ
て
公
務
員
に
關
す
る
制
度
を
鋭
意
檢
討
中
で
あ
り
ま
す
が
、
今
次
議
會
に
關
係
法
案
を
提
案
す
る
運
び
に
至
ら
ず
、

や
む
を
得
ず
、
市
町
村
吏
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
當
分
の
間
從
來
の
官
吏
に
關
す
る
規
定
に
準
ず
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。

《
警
察
制
度
に
つ
い
て
》

　
　

最
後
に
、
警
察
制
度
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。
警
察
制
度
の
改
革
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
秋
、
内
務
省
に
朝
野
の
權
威
者

を
も
つ
て
警
察
制
度
審
議
會
を
設
け
て
、
調
査
研
究
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
十
二
月
に
至
つ
て
、
き
わ
め
て
適
切
か
つ
詳

細
な
答
申
を
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
爾
來
こ
の
答
申
の
趣
旨
に
從
つ
て
改
革
を
實
施
す
べ
く
、
準
備
を
進
め
て
ま
い
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
が
實
施
に
つ
い
て
は
、
な
お
愼
重
研
究
を
要
す
る
事
項
も
あ
り
、
か
つ
は
現
下
の
國
情
よ
り
い
た
し
ま
し
て
、
警
察

の
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
日
直
ち
に
根
本
的
改
革
を
加
え
ま
す
る
こ
と
は
、
社
會
公
共
の
秩
序
を
維
持
す
べ
き
警
察
本
來
の
任
務
か

ら
い
た
し
ま
し
て
、
時
機
を
得
た
も
の
で
な
い
と
考
え
、
今
囘
は
暫
定
措
置
を
講
ず
る
に
止
め
る
こ
と
に
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
、
す
な
わ
ち
地
方
に
お
け
る
警
察
、
消
防
の
行
政
に
つ
き
ま
し
て
は
、
概
ね
現
行
の
制
度
に
よ
り
、
警
察
部
長
以
下
の
官
吏
た
る
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警
察
、
消
防
職
員
を
し
て
こ
れ
を
擔
任
せ
し
め
、
道
府
縣
知
事
が
こ
れ
を
指
揮
監
督
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
自
治
團
體
に
よ

る
警
察
の
制
度
を
い
か
に
す
る
か
、
そ
の
他
將
來
に
お
け
る
警
察
、
消
防
の
組
織
及
び
運
營
に
關
す
る
根
本
的
改
正
は
、
い
ま
し
ば

ら
く
し
さ
い
な
る
檢
討
を
加
え
た
上
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

以
上
、
本
法
律
案
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
主
要
な
る
内
容
に
つ
き
概
要
を
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
と
ぞ
愼
重
審
議
、
速
や

か
に
御
協
贊
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

　
　
（
２
）
衆
議
院

地
方
自
治
法
案
委
員
会

ア

三
月
十
八
日

　
　

地
方
自
治
法
案
を
適
宜
分
割
し
て
第
一
編
か
ら
順
次
議
題
と
し
、
附
則
を
除
き
、
逐
条
の
質
疑
を
最
後
ま
で
行
っ
た
。
特
別

区
に
つ
い
て
は
特
に
質
疑
が
な
か
っ
た
。
植
原
大
臣
は
審
議
の
途
中
に
出
席
し
、
法
案
の
提
案
趣
旨
を
説
明
し
た
。

○
植
原
國
務
大
臣
（
０
５
９
）
實
は
昨
日
會
議
に
お
い
て
相
當
詳
細
に
御
説
明
申
上
げ
て
、
皆
樣
方
の
御
諒
解
を
得
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
こ
の
委
員
會
に
對
し
て
も
、
御
説
明
申
上
げ
る
の
が
當
然
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
昨
日
の
本
會
議
の
説
明
が
主
と
し
て

委
員
會
に
お
い
て
も
の
説
明
と
御
諒
承
願
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
は
簡
單
に
御
挨
拶
の
意
味
で
御
説
明
を
申
上
げ
る
こ
と
を
お
許
し
を

願
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
昨
日
の
本
會
議
に
お
き
ま
し
て
、地
方
自
治
法
案
提
案
の
理
由
を
御
説
明
申
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

本
委
員
會
に
お
き
ま
し
て
は
、
き
わ
め
て
簡
單
に
そ
の
趣
旨
を
申
上
げ
て
御
説
明
に
代
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
の
第

九
十
帝
國
議
會
に
お
き
ま
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
地
方
制
度
の
第
一
次
改
正
は
な
お
地
方
民
主
化
の
徹
底
を
期
す
る
上
か
ら
不
十
分
た
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る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
つ
て
政
府
は
改
正
案
審
議
の
際
に
、
衆
議
院
附
帶
決
議
の
趣
意
に
の
つ
と
り
ま
し
て
、
地

方
制
度
調
査
會
を
設
立
し
、
一
般
地
方
自
治
制
度
、
大
都
市
制
度
及
び
公
務
員
制
度
案
に
つ
き
ま
し
て
答
申
の
上
、
政
府
は
こ
の
御

答
申
に
基
き
て
鋭
意
立
案
を
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
國
憲
法
に
お
き
ま
し
て
は
、特
に
地
方
自
治
に
關
し
て
一
章
を
設
け
、

地
方
自
治
に
關
す
る
基
本
的
規
定
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
從
い
ま
し
て
地
方
自
治
に
關
す
る
事
項
は
憲
法
附
屬
法
典
と
申

す
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
、
新
憲
法
の
施
行
と
同
時
に
地
方
自
治
法
を
制
定
施
行
し
て
、
地
方
民
主
化
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
も
つ
て
國

政
民
主
化
の
根
據
を
培
う
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
從
い
ま
し
て
そ
の
地
方
自
治
法
案
に
お
き
ま
し
て

は
、
都
道
府
縣
の
知
事
以
下
す
べ
て
公
吏
に
よ
る
運
營
に
切
り
か
え
る
地
方
行
政
制
度
の
一
大
轉
機
と
と
も
に
、
地
方
公
共
團
體
の

自
主
性
及
び
自
立
性
を
強
化
し
、
大
都
市
制
度
の
確
立
を
期
す
る
一
方
、
こ
れ
に
伴
う
個
別
的
竝
び
に
一
般
的
な
監
督
事
項
を
極
力

制
限
い
た
し
ま
し
て
、
國
家
と
し
て
や
む
を
得
な
い
最
小
限
度
の
統
制
に
止
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
地
方
議
會
の
地
位
を
強

化
し
、
そ
の
自
主
的
か
つ
自
立
的
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　
　

次
に
地
方
分
權
の
徹
底
を
は
か
る
た
め
別
途
地
方
税
法
の
改
正
を
い
た
し
、
い
わ
ゆ
る
自
主
財
政
の
確
立
を
期
し
、
ま
た
將
來
警

察
事
務
等
の
地
方
委
讓
の
趣
意
を
明
ら
か
に
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
農
地
委
員
選
擧
の
制
度
及
び

選
擧
手
續
を
衆
議
院
議
員
選
擧
手
續
と
な
る
べ
く
同
一
と
し
、
行
政
能
率
の
向
上
と
簡
明
化
を
は
か
る
等
の
方
針
に
基
き
ま
し
て
、

立
案
を
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
立
法
の
形
式
と
い
た
し
ま
し
て
、
現
行
の
東
京
都
制
、
道
府
縣
制
、
市
制
及
び
町
村
制
竝

び
に
地
方
官
官
制
を
統
合
整
理
し
て
、
一
本
の
地
方
自
治
法
を
制
定
し
、
各
種
地
方
公
共
團
體
に
特
異
な
る
事
項
は
そ
れ
ぞ
れ
條
例

に
讓
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
本
法
案
制
定
の
經
緯
と
立
案
の
方
針
の
概
略
を
申
し
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
逐
條
御
審
議
を
願
う
際
に
御
説
明
申
上
ぐ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
一
應
こ
れ
に
て
御
説
明
を
終
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
地
方
制
度
の
審
議
會
等
に
つ
き
ま
し
て
も
、
現
在
の
委
員
長
は
非
常
に
御
盡
力
下
さ
い
ま
し
て
、
ま
こ
と
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に
明
確
な
御
答
申
を
得
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
そ
れ
ら
の
經
緯
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
委
員
長
は
御
承
知
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
ど
う
か
非
常
な
大
部
な
法
律
で
あ
り
ま
す
が
、
要
點
と
い
た
し
ま
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
説
明
の
趣
意
に
則
つ
て
お
る
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
十
分
御
理
解
下
さ
れ
ま
し
て
、
速
や
か
に
御
協
贊
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

イ

三
月
二
十
日

　
　

法
案
に
対
す
る
修
正
案
が
各
派
共
同
提
案
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
た
め
、
中
島
守
利
委
員
長
が
こ
れ
を
委
員
会
の
議
題

と
し
て
説
明
し
、
未
整
理
の
部
分
と
併
せ
、
翌
々
日
の
三
月
二
十
二
日
に
採
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

な
お
、
こ
の
共
同
提
案
の
中
で
、
特
別
区
に
つ
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
係
る
所
轄
行
政
庁
の
許
可
の
制
度

に
つ
い
て
、
政
府
原
案
第
二
百
五
十
一
条
が
修
正
さ
れ
る
（
２
）こ
と
に
伴
い
、
特
別
区
に
係
る
第
二
百
八
十
二
条
の
規
定
も
修
正
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
委
員
長
の
説
明
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　

第
二
百
八
十
二
条
の
修
正
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

政
府
原
案

都
は
、
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

修
正
案　
　

都
は
、
内
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
３
）。

ウ

三
月
二
十
二
日

　
　

修
正
事
項
の
追
加
が
あ
り
、
こ
れ
を
委
員
長
が
説
明
し
た
。
続
い
て
修
正
案
す
べ
て
に
つ
い
て
各
派
共
同
提
案
で
あ
る
こ
と

か
ら
討
論
を
省
略
し
て
決
を
採
る
こ
と
と
し
、
全
会
一
致
で
可
決
し
た
。

　
　

ま
た
、
各
派
共
同
提
案
の
次
の
附
帯
決
議
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
も
全
会
一
致
で
決
定
し
た
。
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一

都
道
府
縣
の
區
域
を
適
當
に
整
備
統
合
す
る
こ
と
。

二

中
央
行
政
官
廳
の
出
先
機
關
は
原
則
と
し
て
都
道
府
縣
知
事
の
下
に
移
管
す
る
こ
と
。

三

警
察
法
を
速
か
に
立
案
し
て
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

四

五
大
都
市
を
特
別
市
と
し
て
規
定
す
る
法
律
を
次
の
議
會
に
提
出
す
る
こ
と

五

公
務
員
法
を
速
か
に
立
案
し
て
次
の
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
３
）
衆
議
院
本
会
議
（
三
月
二
十
二
日
）

　
　
　
　

中
島
委
員
長
が
委
員
会
の
審
議
概
要
及
び
結
果
を
報
告
し
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
た
。

○
中
島
守
利
君
（
０
５
１
）
本
委
員
會
は
、
去
る
十
七
日
本
院
に
提
出
せ
ら
れ
ま
し
た
地
方
自
治
法
案
に
つ
き
、
青
木
君
外
十
八
名

の
委
員
を
も
つ
て
、
五
日
間
に
わ
た
り
ま
し
て
愼
重
審
議
を
重
ね
ま
し
た
結
果
、
本
日
に
至
り
、
以
下
説
明
い
た
し
ま
す
る
通
り
の

修
正
を
加
え
、
原
案
通
り
可
決
す
べ
き
旨
議
決
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
本
委
員
會
に
お
け
る
審
議
の
概
要
及
び
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、

努
め
て
簡
明
に
報
告
い
た
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
　

地
方
自
治
法
案
は
、
昨
年
第
九
十
囘
帝
國
議
會
に
お
け
る
地
方
制
度
改
正
の
根
本
方
針
に
則
り
、
さ
ら
に
地
方
分
權
及
び
地
方
行

政
の
民
主
化
を
徹
底
し
、
も
つ
て
國
政
民
主
化
の
根
底
に
培
う
た
め
、
現
行
の
東
京
都
制
、
道
府
縣
制
、
市
制
及
び
町
村
制
を
廢
止

し
、
日
本
國
憲
法
の
精
神
に
從
い
、
地
方
公
共
團
體
の
基
本
的
組
織
及
び
運
營
に
つ
き
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
法
律
案

の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
概
ね
同
感
で
あ
り
ま
す
る
が
、
地
方
公
共
團
體
の
自
主
性
及
び
自
律
性
を
尊
重
し
、
そ
の
自
治
權
を
全
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う
せ
し
め
る
上
に
お
い
て
、
な
お
不
充
分
か
つ
不
適
當
の
點
が
あ
り
ま
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
點
及
び
選
擧
、
財
務
、
警
察
等
に
關

し
、
約
三
十
九
項
目
に
わ
た
り
修
正
を
加
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
以
下
修
正
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

　
　

第
一
は
、
總
括
的
事
項
で
あ
り
ま
し
て
、
地
方
公
共
團
體
の
境
界
の
裁
定
ま
た
は
決
定
は
、
内
務
大
臣
ま
た
は
都
道
府
縣
知
事
が

こ
れ
を
行
う
こ
と
と
相
な
つ
て
を
り
ま
し
た
の
を
、
事
案
の
性
質
が
司
法
的
行
爲
で
あ
り
ま
す
の
で
、
裁
判
所
を
し
て
行
わ
し
め
る

こ
と
に
修
正
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
〔
議
長
退
席
、
副
議
長
着
席
〕

　
　

第
二
は
、
選
擧
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
不
在
者
投
票
の
範
圍
を
擴
大
し
て
、
病
氣
そ
の
他
身
體
の
故
障
に
よ
り
、
投
票
所

に
お
い
て
投
票
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
對
し
て
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
ま
た
自
書
で
き
な
い
不
具
者
等
に
對
し
て
は
、

自
書
の
方
法
に
よ
ら
な
い
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
ま
た
當
選
人
の
當
選
の
承
諾
を
一
々
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
す

る
等
、
選
擧
の
民
衆
化
及
び
合
理
化
を
は
か
り
、
ま
た
立
會
人
の
選
任
及
び
選
擧
管
理
委
員
會
の
構
成
に
つ
き
、
各
政
黨
の
機
會
均

等
の
見
地
よ
り
、
修
正
を
加
え
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
三
は
、
議
會
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
議
員
は
、
任
期
を
限
り
選
擧
人
の
委
託
を
受
け
て
選
任
せ
ら
れ
て
、
そ
の
任
に
あ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
任
期
中
定
數
が
減
少
し
て
も
こ
れ
を
解
任
し
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
議
會
に
お
け
る
選
擧
の
效
力
に
關

す
る
異
議
の
決
定
に
對
し
て
は
、
直
ち
に
裁
判
所
に
出
訴
す
る
も
の
と
し
て
、
效
力
の
決
定
の
公
平
を
期
す
る
と
と
も
に
、
町
村
總

會
の
設
置
は
、
町
村
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
そ
の
任
意
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
等
、
議
會
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
た
め
必
要
な
修
正

を
加
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
四
は
、
執
行
機
關
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
地
方
公
共
團
體
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
議
會
及
び
長
は
、
と
も
に
住
民
の

直
接
選
擧
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
長
そ
の
他
の
執
行
機
關
の
職
員
は
、
議
會
の
請
求
が
な
け
れ
ば
出
席
せ
ず
、
説
明
書
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を
提
出
し
て
、
豫
算
そ
の
他
議
案
及
び
事
務
の
概
況
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
政
府
の
原
案
に
よ
れ
ば
、
内

務
大
臣
及
び
都
道
府
縣
知
事
は
、
公
聽
會
を
開
い
て
都
道
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
を
解
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
住
民
の
意
思
に
よ
り
選
擧
せ
ら
れ
て
そ
の
任
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
内
務
大
臣

ま
た
は
都
道
府
縣
知
事
が
、
た
と
え
公
聽
會
を
開
く
と
し
て
も
、
一
方
的
に
解
職
す
る
こ
と
は
適
當
で
な
い
の
で
、
裁
判
官
の
罷
免

の
例
に
倣
い
、
内
務
大
臣
ま
た
は
都
道
府
縣
知
事
か
ら
、
法
律
を
も
つ
て
定
め
る
彈
劾
裁
判
所
に
罷
免
の
訴
追
を
提
起
し
、
そ
の
判

決
に
基
い
て
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
に
修
正
を
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

都
道
府
縣
知
事
に
對
す
る
各
省
大
臣
の
指
揮
監
督
の
規
定
に
つ
き
、
都
道
府
縣
の
自
治
權
尊
重
の
趣
旨
よ
り
し
て
、
行
政
官
廳
法

の
規
定
に
即
應
し
て
規
定
を
整
理
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
な
お
都
道
府
縣
知
事
を
し
て
、
そ
の
處
理
す
べ
き
國
政
事
務
を
完

全
に
遂
行
せ
し
め
る
た
め
、
部
内
の
行
政
事
務
に
關
係
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
食
糧
事
務
所
、
木
炭
事
務
所
等
、
行
政
機
關
の
長

を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

次
は
、
先
般
の
議
會
に
お
い
て
も
論
議
の
焦
點
と
相
な
り
ま
し
た
原
案
執
行
權
で
あ
り
ま
す
。
地
方
議
會
と
首
長
と
の
行
政
組
織

上
の
基
本
的
關
係
よ
り
い
た
し
ま
し
て
、
原
案
執
行
の
制
度
は
き
わ
め
て
不
合
理
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
根
本
的
に
改
め
、
い

わ
ゆ
る
公
益
を
害
す
る
場
合
の
原
案
執
行
は
全
廢
し
、
違
法
越
權
の
場
合
に
は
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
に
修
正
い
た
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
法
令
等
に
基
く
義
務
費
を
減
額
し
た
場
合
に
限
つ
て
、
豫
算
に
計
上
し
て
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

非
常
災
害
の
場
合
に
お
け
る
應
急
の
經
費
、
竝
び
に
傳
染
病
豫
防
の
た
め
必
要
な
經
費
を
再
度
削
除
減
額
し
た
と
き
は
、
不
信
任
議

決
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
暫
定
豫
算
を
も
つ
て
必
要
な
經
費
を
支
出
す
る
制
度
を
認

め
、
そ
の
ほ
か
一
般
的
に
は
、
議
決
が
收
入
ま
た
は
支
出
に
關
し
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
認
め
て
も
、
單
に
再

議
に
付
す
る
權
限
を
有
す
る
に
止
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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第
五
は
、
監
督
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
内
務
大
臣
及
び
都
道
府
縣
知
事
は
、
現
在
都
道
府
縣
及
び
市
町
村
に
對
し
、

な
お
相
當
強
大
な
る
監
督
權
を
有
し
て
を
り
ま
す
る
が
、
地
方
自
治
法
制
定
の
根
本
精
神
に
考
え
、
監
督
に
關
し
て
は
、
關
係
條
文

の
す
べ
て
に
わ
た
り
根
本
的
檢
討
を
加
え
ま
し
て
、
大
幅
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
地
方
公

共
團
體
に
對
す
る
内
務
大
臣
及
び
都
道
府
縣
知
事
の
一
般
監
督
權
に
關
す
る
第
二
百
四
十
六
條
の
規
定
を
削
除
し
、
ま
た
一
般
的
基

準
を
設
定
し
て
そ
の
採
用
を
勸
告
す
る
制
度
を
廢
止
し
、
強
制
豫
算
及
び
代
執
行
の
制
度
を
全
廢
し
、
條
例
は
法
律
中
に
明
記
し
た

數
件
に
限
り
許
可
を
要
す
る
も
の
と
し
、
更
正
許
可
、
不
正
許
可
等
の
制
度
も
ま
た
廢
止
す
る
ほ
か
、
議
會
不
成
立
の
場
合
に
お
け

る
長
の
專
決
處
分
に
對
す
る
指
揮
權
も
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
等
、
そ
の
全
面
に
わ
た
り
修
正
を
加
え
ま
し
た
。

　
　

以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
主
要
な
る
事
項
の
ほ
か
、
細
目
に
つ
き
ま
し
て
、
民
主
化
を
徹
底
す
る
た
め
必
要
な
修
正
を
加
え
、
か
つ

關
係
の
あ
る
規
定
を
整
理
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
詳
細
は
、
修
正
案
に
つ
い
て
御
覽
を
願
い
た
い
と
存
ず
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　

以
上
、
地
方
自
治
法
案
に
關
す
る
本
委
員
會
の
審
議
の
概
略
及
び
修
正
に
つ
い
て
御
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
委
員
會
は
本
修
正

案
に
對
し
ま
し
て
、
總
員
一
致
を
も
ち
ま
し
て
、
こ
れ
を
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
な
お
各
派
共
同

の
提
案
に
よ
り
ま
す
る
附
帶
決
議
を
議
決
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

一
、
都
道
府
縣
の
區
域
を
適
當
に
整
備
統
合
す
る
こ
と
。

二
、
中
央
行
政
官
廳
の
出
先
機
關
は
原
則
と
し
て
都
道
府
縣
知
事
の
も
と
に
移
管
す
る
こ
と
。

三
、
警
察
法
を
速
や
か
に
立
案
し
て
次
の
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

四
、
五
大
都
市
を
特
別
市
と
し
て
指
定
す
る
法
律
は
次
の
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

五
、
公
務
員
法
を
速
や
か
に
立
案
し
て
次
の
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
。
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附
帶
決
議
も
、
全
員
一
致
で
可
決
い
た
し
ま
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
以
上
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。（
拍
手
）

　
　
（
４
）
貴
族
院
本
会
議
（
三
月
二
十
三
日
）

　
　

地
方
自
治
法
案
に
つ
い
て
、
植
原
内
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
及
び
法
案
中
の
主
要
事
項
並
び
に
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
が
加

え
ら
れ
た
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
、
議
長
が
氏
名
す
る
二
十
七
名
の
委
員
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
（
５
）
貴
族
院

地
方
自
治
法
案
特
別
委
員
会

ア

三
月
二
十
三
日

　
　

植
原
大
臣
が
、
衆
議
院
に
お
け
る
主
な
修
正
事
項
を
説
明
し
、
鈴
木
俊
一
政
府
委
員
が
、
第
一
編
及
び
第
二
編
に
つ
い
て
、

衆
議
院
に
お
け
る
修
正
も
含
め
て
順
次
説
明
し
た
。

○
國
務
大
臣
（
植
原
悦
二
郎
君
）（
０
０
３
）
本
法
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
中
主
要
な
る
事
項
の
概
略
に
付
て
は
、
本
會
議

に
於
て
御
説
明
申
上
げ
た
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
相
當
分
量
の
多
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
茲
に
繰
返
し
て
申
上
げ
る
こ
と
を

避
け
、
別
途
御
配
り
致
し
ま
す
印
刷
物
に
依
り
御
承
知
を
願
ふ
こ
と
と
致
し
、
此
の
際
は
衆
議
院
に
於
け
る
修
正
中
の
主
要
な
事
項

に
付
て
御
説
明
を
申
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
、
第
一
は
「
地
方
公
共
團
體
」
の
境
界
の
裁
定
、
又
は
決
定
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま

し
て
、
原
案
に
於
き
ま
し
て
は
、
内
務
大
臣
又
は
都
道
府
縣
知
事
の
行
政
處
分
に
依
つ
て
之
を
行
ふ
こ
と
と
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、
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事
案
の
性
質
上
、
裁
判
所
に
於
て
之
を
行
ふ
こ
と
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
第
二
は
「
選
擧
」
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
し
て
、

不
在
者
投
票
の
制
度
を
擴
充
し
、
不
具
者
に
對
し
て
投
票
の
自
書
主
義
の
原
則
に
對
す
る
例
外
を
認
め
、
又
當
選
の
際
に
は
別
に
當

選
承
諾
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
す
る
等
、選
擧
の
民
主
化
及
び
合
理
化
の
見
地
よ
り
若
干
の
修
正
が
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
、

第
三
は
「
議
會
」
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
、
議
會
の
議
員
は
、
其
の
任
期
中
は
定
數
に
異
動
が
あ
つ
て
も
解
任
し
な
い
こ
と
と

し
、
又
町
村
會
に
代
る
町
村
總
會
は
、
町
村
の
任
意
に
依
り
之
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
來
る
も
の
と
し
、
其
の
他
議
會
に
於
け
る
選

擧
の
效
力
に
關
す
る
異
議
の
決
定
に
對
し
て
は
、
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
出
來
る
も
の
と
す
る
等
の
修
正
が
加
へ
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
、
第
四
は
「
執
行
機
關
」
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
、
都
道
府
縣
知
事
及
び
市
町
村
長
直
接
公
選
の
本
旨
に
鑑
み
、
執

行
機
關
が
議
會
に
出
席
す
る
の
は
、
議
會
よ
り
其
の
要
求
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
又
是
等
の
者
の
解
職
は
法
律
の
定
め

る
所
に
依
り
、
別
に
法
律
を
以
て
定
め
る
彈
劾
裁
判
所
に
罷
免
の
訴
追
を
し
、
其
の
判
決
に
依
る
べ
き
も
の
と
す
る
外
、
市
町
村
長

の
處
分
が
公
益
を
害
す
る
場
合
に
於
け
る
都
道
府
縣
知
事
の
取
消
權
を
廢
止
す
る
等
、
其
の
地
位
及
び
權
限
の
保
障
が
強
化
せ
ら
れ

ま
し
た
外
、
地
方
公
共
團
體
の
長
と
其
の
執
行
機
關
と
の
關
係
に
付
き
ま
し
て
、
所
謂
原
案
執
行
權
を
制
限
し
、
原
案
執
行
は
議
會

が
法
令
に
基
く
義
務
費
、
法
令
に
基
き
監
督
官
廳
の
命
ず
る
經
費
を
削
除
減
額
し
た
場
合
に
限
り
之
を
認
め
、
非
常
災
害
の
場
合
及

び
傳
染
病
豫
防
の
爲
必
要
な
經
費
を
再
度
削
除
減
額
し
た
場
合
は
、
之
を
不
信
任
議
決
と
看
做
す
も
の
と
し
、
之
に
件
つ
て
暫
定
豫

算
の
制
度
を
設
く
る
も
の
と
し
ま
し
た
、
唯
議
會
不
成
立
の
場
合
は
監
督
官
廳
の
指
揮
を
受
く
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
專
決
處
分
を

す
る
こ
と
が
出
來
る
も
の
と
し
、
執
行
機
關
と
議
會
と
の
權
限
の
調
整
を
圖
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
第
五
は
「
監
督
」

に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
し
て
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
鑑
み
、
内
務
大
臣
及
び
都
道
府
縣
知
事
の
一
般
監
督
權
に
關
す
る
規
定
を
廢

止
し
て
、
監
督
は
各
當
該
規
定
に
基
い
て
行
ふ
も
の
と
し
、
又
強
制
豫
算
、
代
執
行
の
制
度
を
廢
止
し
、
許
可
事
項
を
整
理
す
る
等

の
修
正
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
以
上
の
外
尚
細
部
の
點
に
付
若
干
の
修
正
が
あ
り
、
之
に
伴
ひ
ま
し
て
關
係
の
あ
る
規
定
を
整
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理
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
此
處
に
一
々
御
説
明
申
上
げ
る
の
を
避
け
、
御
質
疑
に
應
じ
説
明
申
上
げ
る
こ
と
と
致
し
た
い
と
存

じ
ま
す
る
が
、
是
等
の
衆
議
院
の
修
正
案
に
對
し
て
は
、
政
府
と
し
て
も
之
を
了
承
し
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
の
で
、
何
卒
愼
重

御
審
議
の
上
、
速
か
に
御
協
贊
あ
ら
む
こ
と
を
御
願
ひ
致
し
ま
す

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
１
３
）
そ
れ
で
は
第
一
編
の
「
總
則
」
に
付
き
ま
し
て
、特
に
現
在
の
東
京
都
制
、道
府
縣
制
、市
制
、

町
村
制
と
云
ふ
も
の
に
比
較
致
し
ま
し
て
、
變
更
致
し
ま
し
て
規
定
を
致
し
ま
し
た
點
を
中
心
と
致
し
ま
し
て
御
説
明
を
申
上
げ
ま

す
、第
一
條
で
矢
張
り
「
地
方
公
共
團
体
」
と
云
ふ
言
葉
を
使
つ
て
居
り
ま
す
が
、是
は
憲
法
の
「
地
方
自
治
」
の
章
に
、矢
張
り
「
地

方
公
共
團
体
」
と
云
ふ
言
葉
を
使
つ
て
居
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
承
け
て
、
都
道
府
縣
、
市
町
村
其
の
他
の
所
謂
地
方
團
體
を
總
て

「
地
方
公
共
團
体
」と
云
ふ
言
葉
で
申
す
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
す
、さ
う
し
て「
地
方
公
共
團
体
」に
は
、「
普
通
地
方
公
共
團
体
」「
特

別
地
方
公
共
團
体
」、
此
の
二
通
り
の
公
共
團
體
の
種
類
を
區
分
致
し
て
居
り
ま
す
、「
普
通
地
方
公
共
團
体
は
、
都
道
府
縣
及
び
市

町
村
と
す
る
。」「
特
別
地
方
公
共
團
体
は
、
特
別
市
、
特
別
區
、
地
方
公
共
團
体
の
組
合
及
び
財
産
區
と
す
る
。」「
特
別
市
」
と
申

し
ま
す
の
は
、
後
程
申
上
げ
ま
す
が
、
人
口
五
十
萬
以
上
の
市
に
付
き
ま
し
て
、
特
別
に
内
務
大
臣
が
指
定
を
致
し
ま
し
た
所
謂
大

都
市
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
「
特
別
区
」
は
東
京
都
の
現
在
の
區
で
あ
り
ま
す
、
之
を
特
に
「
特
別
區
」
と
申
し
ま
し
て
、
大
體

市
と
同
じ
や
う
な
權
能
を
認
め
る
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
す
、「
地
方
公
共
團
体
の
組
合
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
今
迄
の
府
縣
組
合

で
あ
り
ま
す
と
か
、
市
町
村
組
合
と
云
ふ
や
う
な
地
方
公
共
團
體
の
區
を
總
稱
し
て
斯
樣
に
申
し
て
居
り
ま
す
、「
財
産
區
」
と
申

し
ま
す
の
は
、
從
來
か
ら
學
術
上
の
名
稱
に
財
産
區
と
申
し
て
居
り
ま
し
た
、
市
町
村
の
一
部
の
財
産
を
持
つ
て
居
り
ま
す
區
で
あ

り
ま
す
が
、
特
に
そ
れ
を
「
財
産
區
」
と
申
し
ま
す
、
そ
れ
を
一
括
し
て
之
を
「
特
別
地
方
公
共
團
体
」
斯
樣
に
申
し
て
居
り
ま
す
、

此
の
法
律
の
體
系
と
致
し
ま
し
て
は
、
第
一
編
が
「
總
則
」
で
あ
り
ま
す
が
、
第
二
編
は
「
普
通
地
方
公
共
團
体
」
と
致
し
ま
し
て
、
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都
道
府
縣
、
市
町
村
に
關
す
る
事
項
を
規
定
し
て
居
り
ま
す
、
そ
し
て
第
三
編
が
「
特
別
地
方
公
共
團
体
」
と
云
ふ
風
に
な
つ
て
居

り
ま
し
て
、
そ
れ
に
更
に
若
干
の
特
例
と
致
し
ま
し
て
、「
地
方
公
共
團
體
に
關
す
る
特
例
」
と
云
ふ
も
の
を
規
定
致
し
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
、
左
樣
な
大
體
の
法
の
構
成
に
な
つ
て
居
り
ま
す
、
第
二
編
が
全
體
の
中
心
で
あ
り
ま
し
て
、
第
一
編
と
第
三
編
は
極

め
て
簡
單
な
數
箇
條
を
設
け
る
に
止
ま
つ
て
居
り
ま
す
、
第
二
條
は
、
團
體
の
權
能
に
關
す
る
事
項
で
あ
り
ま
し
て
、
大
體
今
迄
の

府
縣
制
な
り
市
町
村
制
の
規
定
を
承
け
た
規
定
で
ご
ざ
い
ま
す
、
唯
從
來
、
所
謂
團
體
に
對
す
る
國
家
事
務
の
委
任
は
命
令
で
も
宜

い
、
各
省
大
臣
の
省
令
で
も
宜
い
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
今
囘
は
省
令
で
委
任
致
し
ま
す
こ
と
は
、
團
體
の
自
治

性
を
尊
び
ま
す
る
所
以
で
な
い
と
考
へ
ま
し
て
、
政
令
以
上
の
立
法
手
續
を
以
て
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
云
ふ
や
う
に
致
し
た
の

で
あ
り
ま
す
、
唯
古
い
も
の
は
、
即
ち
從
來
か
ら
や
つ
て
來
て
居
り
ま
す
も
の
は
其
の
儘
で
宜
い
や
う
に
致
し
て
居
り
ま
す
、
特
別

地
方
公
共
團
體
の
權
能
は
第
三
編
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
此
所
は
唯
抽
象
的
に
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
第
三

條
は
名
稱
、
第
四
條
は
「
事
務
所
」、
是
は
府
縣
廳
と
か
、
市
役
所
、
町
村
役
場
と
云
ふ
こ
と
を
抽
象
的
に
包
括
し
ま
し
て
「
事
務
所
］

と
云
ふ
言
葉
で
表
は
し
て
居
り
ま
す
が
、
是
等
は
大
體
從
來
の
例
に
從
つ
て
、
其
の
位
置
の
變
更
の
方
法
を
規
定
致
し
た
譯
で
あ
り

ま
す

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
１
５
）
第
二
編
の
「
普
通
地
方
公
共
團
體
」、
第
一
章
は
「
通
則
」
で
あ
り
ま
す
が
、
是
の
第
五

條
は
區
域
に
關
す
る
規
定
で
あ
り
ま
し
て
、
是
は
孰
れ
も
從
來
の
區
域
を
地
方
團
體
の
區
域
と
す
る
、
斯
う
云
ふ
や
う
に
規
定
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
第
五
條
の
二
項
で
「
都
道
府
縣
は
、
市
町
村
を
包
括
す
る
。」
と
、
斯
う
規
定
し
て
あ
り
ま
す
が
、

道
府
縣
は
市
町
村
の
上
に
あ
り
ま
す
複
合
的
な
團
體
で
あ
り
ま
し
て
、
さ
う
云
ふ
性
格
が
從
來
か
ら
は
つ
き
り
し
て
居
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
都
は
東
京
都
制
と
云
ふ
法
律
で
御
承
知
の
や
う
に
、
市
町
村
と
同
じ
や
う
な
基
礎
的
の
團
體
、
即
ち
都
自
身
が
住
民
を
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持
つ
と
云
ふ
形
に
な
つ
て
居
り
ま
し
て
、
自
分
自
身
の
區
域
を
持
つ
、
斯
う
云
ふ
形
に
今
迄
な
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
處
が

此
の
「
地
方
自
治
法
」
と
云
ふ
一
つ
の
法
律
に
規
定
を
致
し
ま
す
と
云
ふ
と
、
矢
張
り
如
何
に
も
都
と
云
ふ
の
が
、
他
の
府
縣
の
市

町
村
と
同
性
格
の
團
體
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
ど
う
も
稍
稍
こ
じ
つ
け
の
感
が
あ
り
ま
し
て
、
實
際
實
情
に
即
し
な
い
の
で
あ
り

ま
す
、
そ
こ
で
區
な
り
、
市
町
村
、
都
内
の
區
な
り
、
市
町
村
と
云
ふ
も
の
は
、
矢
張
り
是
が
基
礎
的
な
團
體
で
あ
つ
て
、
他
の
府

縣
の
市
町
村
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
、
都
は
其
の
上
に
立
つ
所
の
全
體
を
包
括
す
る
複
合
的
な
團
體
で
あ
る
、
即
ち
性
格
と
し

て
道
府
縣
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
風
に
規
定
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
都
が
「
市
町
村
を
包
括
す
る
」
と
云
ふ
風
に
規
定
致

し
ま
し
た
の
が
新
た
に
變
更
す
る
點
で
あ
り
ま
す
、

イ

三
月
二
十
四
日

　
　
　
　

第
三
編
及
び
附
則
に
つ
い
て
鈴
木
政
府
委
員
が
説
明
を
行
い
、
続
い
て
全
般
的
な
事
項
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
０
２
）
第
三
編
は
、
第
二
編
が
普
通
地
方
公
共
團
體
に
付
き
ま
し
て
の
規
定
で
あ
り
ま
す
る
の
に

對
應
し
ま
し
て
、
特
別
地
方
公
共
團
體
に
付
て
の
規
定
と
、
そ
れ
か
ら
地
方
公
共
團
體
の
特
例
と
し
て
茲
に
一
、二
規
定
を
致
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
特
別
地
方
公
共
團
體
の
規
定
の
仕
振
り
は
、
大
體
普
通
地
方
公
共
團
體
に
關
す
る
規
定
が
使
へ
ま
す
も
の
は
、

之
を
準
用
し
て
使
ふ
こ
と
に
致
し
ま
し
て
、
一
般
の
普
通
地
方
公
共
團
體
の
規
定
の
特
に
適
用
出
來
な
い
所
だ
け
を
書
き
出
す
や
う

な
規
定
の
方
法
を
採
り
ま
し
た
、
第
一
節
は
「
特
別
市
」
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、（
以
下
、
特
別
市
に
関
す
る
説
明
省
略
）
次
に

特
別
區
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
是
は
東
京
都
の
區
と
從
來
申
し
ま
し
た
區
で
あ
り
ま
す
、
特
別
區
の
制
度
は
、
從
來
財
産
、
營
造
物
に

關
す
る
法
人
區
と
し
て
、
市
制
第
六
條
の
法
人
區
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
も
の
を
、
左
樣
な
特
定
の
市
に
關
す
る
法
人
區
で
な
く
、
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一
般
的
の
市
と
同
格
の
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
こ
と
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
即
ち
都
を
基
礎
的
な
地
方
公
共
團
體
で
な
く
、
區

市
町
村
の
上
に
立
ち
ま
す
包
括
的
の
地
方
公
共
團
體
に
致
し
ま
し
た
の
と
相
伴
ひ
ま
し
て
、
此
の
區
と
云
ふ
も
の
は
市
と
同
格
の
地

方
公
共
團
體
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
但
し
全
く
他
府
縣
の
市
と
同
格
の
も
の
に
し
て
し
ま
つ
て
行
き
ま
す
と
、
是
は
都
の
統
一

性
、
一
體
性
と
云
ふ
も
の
を
保
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
ご
ざ
い
ま
す
、
そ
こ
で
都
の
區
は
法
人
で
あ
り
、
性
格
上
一
般
市
町
村
と
同

じ
の
規
定
を
致
し
ま
し
た
、
都
と
し
て
は
特
に
此
の
二
百
八
十
二
條
に
、「
條
例
で
特
別
區
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
。」
と
云
ふ
規
定
を
置
き
ま
し
て
、
都
が
統
一
を
保
持
す
る
爲
に
必
要
な
事
項
に
付
き
ま
し
て
は
、
其
の
組
織
に
付
て
も

亦
其
の
權
能
に
付
て
も
、
適
當
な
調
整
を
取
る
こ
と
が
出
來
る
や
う
に
根
據
規
定
を
置
い
て
ご
ざ
い
ま
す
、
尚
此
の
條
例
は
、
相
當

此
の
法
律
に
規
定
致
し
ま
し
た
根
本
的
な
事
項
に
觸
れ
る
點
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
特
に
是
は
内
務
大
臣
の
許
可
事
項
に
な
つ
て
居

り
ま
す
、
尚
特
別
區
は
二
百
八
十
一
條
の
第
二
項
に
於
き
ま
し
て
、
一
般
の
市
と
違
ひ
ま
し
て
、
特
に
都
の
條
例
に
依
つ
て
「
都
の

區
に
屬
す
る
事
務
を
處
理
す
る
」
と
云
ふ
點
が
ご
ざ
い
ま
す
、
是
は
從
來
と
も
あ
り
ま
す
が
、
矢
張
り
都
内
の
特
別
な
團
體
と
云
ふ

性
格
が
こ
こ
で
一
部
殘
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
其
の
他
の
規
定
は
總
て
市
に
關
す
る
規
定
を
適
用
す
る
と
云
ふ
建
前
に
な
つ
て

居
り
ま
す
、（
以
下
、
第
三
節
の
「
地
方
公
共
団
体
の
組
合
」、
第
四
節
の
「
財
産
区
」
及
び
第
二
章
の
「
地
方
公
共
団
体
の
協
議
会
」

に
関
す
る
説
明
省
略
）

（
以
下
、
附
則
に
関
す
る
説
明
。
第
一
条
の
説
明
に
続
き
）
そ
れ
か
ら
第
二
條
の
東
京
都
制
に
關
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
、
從
來
の

地
方
制
度
の
規
定
は
、「
こ
れ
を
廢
止
す
る
。
但
し
、
東
京
都
制
第
百
八
十
九
條
乃
至
第
百
九
十
一
條
及
び
第
百
九
十
八
條
の
規
定
」

と
申
し
ま
す
も
の
は
、
東
京
都
制
施
行
の
際
の
附
屬
の
規
定
で
あ
り
ま
す
が
、
將
來
と
も
尚
效
力
を
存
續
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
い

規
定
を
此
處
に
殘
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
例
へ
ば
東
京
の
市
の
吏
員
が
東
京
都
の
官
吏
に
な
り
ま
し
た
、
其
の
場
合
の
恩
給
計

算
上
の
退
職
年
金
の
通
算
に
關
す
る
規
定
等
は
、
矢
張
り
今
後
も
引
續
き
其
の
效
力
を
殘
す
必
要
が
あ
り
ま
す
、
或
は
從
來
の
選
擧
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に
關
す
る
犯
罪
等
に
關
し
て
の
規
定
等
は
、
矢
張
り
殘
す
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
其
の
儘
生
か
す
こ
と
に
し
て
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
、（
中
略
）
そ
れ
か
ら
第
三
條
の
第
二
項
の
東
京
都
と
特
別
區
と
、
是
は
何
れ
も
一
般
的
な
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
結
果
、
議
員
定
數
が
都
の
場
合
は
本
來
の
規
定
に
依
り
ま
す
と
減
じ
、
特
別
區
の
場
合
は
増
加
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

是
は
選
擧
直
後
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
次
の
總
選
擧
迄
は
現
在
の
定
數
に
依
る
と
云
ふ
こ
と
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、（
中
略
）
そ

れ
か
ら
第
十
七
條
は
、
市
に
關
す
る
規
定
を
特
別
區
に
も
適
用
す
る
、
即
ち
東
京
都
の
區
は
市
と
同
じ
や
う
な
權
能
を
一
般
的
に
持

つ
や
う
に
す
る
、（
以
下
省
略
）

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
０
４
）
全
般
的
の
こ
と
で
ち
よ
つ
と
御
伺
ひ
し
ま
す
が
、
今
度
の
地
方
自
治
法
が
全
體
を
普
通
地
方
公
共
團
體

と
特
別
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
風
に
分
け
て
あ
り
ま
す
で
す
ね
、
昨
日
は
私
休
み
ま
し
た
の
で
其
の
邊
の
御
趣
旨
、
御
説
明
が
あ
つ

た
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
若
し
出
來
ま
し
た
ら
、
其
の
名
稱
を
分
け
た
標
準
竝
に
其
の
實
益
を
簡
單
で
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
よ

つ
と
其
の
點
に
付
て
御
伺
ひ
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
す

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
０
５
）
是
は
特
に
立
法
の
技
術
上
の
關
係
が
非
常
に
影
響
致
し
て
居
り
ま
し
て
、
從
來
の
や
う
に

四
つ
の
法
律
を
別
々
に
規
定
致
し
ま
す
と
云
ふ
と
、
總
て
具
體
的
に
規
定
が
出
來
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
斯
樣
に
四
つ
一
緒
に
書

く
と
云
ふ
や
う
に
な
り
ま
す
と
、
矢
張
り
何
か
抽
象
的
に
包
括
的
な
名
稱
で
規
定
を
設
け
た
方
が
、
讀
む
人
も
讀
み
易
い
し
、
書
く

の
に
も
非
常
に
書
き
易
い
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
こ
で
特
に
普
通
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
風
に
致
し
ま
し
て
、
都
道
府
縣
市
町
村
の
全

部
に
適
用
さ
れ
ま
す
も
の
を
、
そ
れ
を
普
通
地
方
公
共
團
體
と
申
し
、
特
別
市
、
特
別
區
、
或
は
財
産
區
と
云
ふ
や
う
な
も
の
迄
含

め
て
申
し
ま
す
場
合
は
、
之
を
單
に
地
方
公
共
團
體
と
申
し
、
所
謂
特
別
公
共
團
體
と
し
て
は
特
別
市
、
特
別
區
と
云
ふ
も
の
を
、

又
地
方
公
共
團
體
の
組
合
と
云
ふ
も
の
を
特
に
規
定
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
憲
法
で
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
言
葉
を
使
用
し
て
居
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り
ま
す
の
で
、
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
言
葉
を
使
用
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
唯
東
京
都
に
付
き
ま
し
て
は
、
是
は
從
來
新
し
い
あ

れ
か
ら
申
し
ま
す
と
、
稍
稍
特
別
地
方
公
共
團
體
的
の
も
の
の
性
格
が
、
從
來
の
儘
で
申
し
ま
す
と
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

之
を
止
し
て
一
般
の
都
道
府
縣
と
同
じ
や
う
に
致
し
ま
し
て
、
唯
都
内
の
特
別
區
だ
け
が
一
般
の
市
町
村
と
稍
稍
性
格
が
違
ふ
と
云

ふ
の
で
特
別
區
と
致
し
ま
し
た
、
都
と
し
て
は
矢
張
り
他
の
府
縣
と
同
樣
に
市
町
村
は
包
括
す
る
團
體
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま

す
、
斯
う
云
ふ
風
に
規
定
を
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
從
つ
て
普
通
地
方
公
共
團
體
の
方
の
中
に
都
道
府
縣
市
町
村
と
六
通
り
の
、

名
前
で
申
し
ま
す
と
七
つ
に
な
り
ま
す
か
、
さ
う
云
ふ
團
體
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
都
道
府
縣
市
町
村
は
是

は
矢
張
り
一
つ
の
性
格
の
團
體
と
、
市
町
村
は
又
別
の
性
格
の
團
體
、
其
の
二
つ
を
合
せ
て
普
通
地
方
公
共
團
體
、
斯
樣
に
申
し
た

譯
で
あ
り
ま
す
、
之
を
も
う
少
し
細
か
く
區
分
致
し
ま
す
と
、
普
通
地
方
公
共
團
體
の
中
に
、
更
に
何
か
上
級
地
方
公
共
團
體
、
或

は
下
級
地
方
公
共
團
體
と
仕
分
け
を
す
れ
ば
、
尚
論
理
的
に
は
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
是
は
又
稍
稍
複
雜
に
な
つ
て
參
り
ま
す

し
、
一
般
の
規
定
と
し
て
は
出
來
る
だ
け
都
道
府
縣
市
町
村
と
同
樣
な
も
の
に
致
し
ま
し
て
、
唯
區
域
に
關
す
る
事
項
、
或
は
住
民

に
關
す
る
事
項
と
云
ふ
基
礎
的
團
體
と
上
級
團
體
と
違
ふ
點
だ
け
を
書
き
分
け
た
次
第
で
あ
り
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
０
６
）
大
體
御
説
明
分
り
ま
し
た
が
、
ど
う
も
特
別
普
通
と
云
ふ
言
葉
が
、
今
迄
一
般
に
用
ら
れ
て
居
つ
た
時

の
普
通
團
體
、
特
別
團
體
と
云
ふ
概
念
と
違
ふ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
そ
れ
は
少
し
も
構
ひ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
今
の
御
話
に
も
あ

り
ま
し
た
や
う
に
、
立
法
技
術
的
に
は
必
要
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
果
し
て
地
方
公
共
團
體
を
大
別
し
て
、
然
る
後
に

其
の
中
で
一
般
都
道
府
縣
と
市
町
村
と
云
ふ
や
う
に
更
に
分
け
る
、
特
別
地
方
團
體
と
云
ふ
方
は
特
別
市
、
特
別
區
云
々
と
云
ふ
や

う
に
分
れ
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
結
局
全
體
を
二
つ
に
分
け
た
な
ら
ば
、
そ
れ
程
實
益
も
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
殊
に

理
論
的
に
見
る
と
甚
だ
を
か
し
い
の
で
、
東
京
都
は
普
通
地
方
團
體
、
北
海
道
も
普
通
地
方
團
體
で
、
特
別
市
、
或
は
都
の
區
と
云

ふ
も
の
は
特
別
地
方
團
體
と
云
ふ
の
は
、
ど
う
も
標
準
が
を
か
し
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
分
類
は
理
論
的
に
は
甚
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だ
を
か
し
い
が
、
立
法
技
術
的
に
も
、
果
し
て
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
今
御
話
の
や
う
に
上
級
地
方
團
體
、
下
級
地
方
團
體
と
分

け
た
方
が
寧
ろ
簡
單
明
瞭
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
點
に
關
聯
し
ま
し
て
其
の
次
に
、
一
つ
の
地
方
公
共
團
體

の
み
に
適
用
が
あ
る
特
別
法
と
の
關
聯
に
付
て
御
尋
ね
致
し
ま
す
が
、
先
程
御
説
明
で
、
特
別
市
の
法
律
が
そ
れ
に
該
當
す
る
と
云

ふ
や
う
な
御
解
釋
で
し
た
が
、
そ
れ
は
特
別
市
を
法
律
で
指
定
す
る
、
其
の
法
律
が
、
そ
れ
に
な
る
譯
で
あ
り
ま
す
か

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
０
７
）
其
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
０
８
）
さ
う
し
ま
す
と
、
例
へ
ば
地
方
自
治
法
自
體
は
、
そ
れ
に
は
な
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
な

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
０
９
）
そ
れ
に
は
な
り
ま
せ
ぬ

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
１
０
）
さ
う
し
ま
す
と
、
都
に
關
す
る
規
定
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
、
一
つ
の
公
共
團
體
の
み
に
適
用
が
あ
る

特
別
法
と
云
ふ
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
す
か

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
１
１
）
東
京
都
制
を
是
で
廢
止
致
し
ま
す
か
ら
、
都
制
は
御
説
の
や
う
に
一
つ
の
公
共
團
體
の
み

に
適
用
さ
れ
る
法
律
で
あ
り
ま
す
が
…
…
、
此
の
法
律
は
憲
法
施
行
と
同
時
に
效
力
を
持
つ
規
定
で
あ
り
ま
し
て
、
制
定
は
舊
法
に

基
い
て
制
定
を
致
し
ま
す
か
ら
差
支
な
い
と
存
じ
て
居
り
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
１
２
）
さ
う
す
る
と
、
若
し
地
方
自
治
法
一
本
に
し
な
い
で
、
都
に
關
す
る
部
分
或
は
道
に
關
す
る
部
分
を
從

來
の
や
う
な
形
式
で
、
特
別
の
法
律
で
今
御
出
し
に
な
る
と
し
て
も
、
今
な
ら
ば
特
別
法
と
云
ふ
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
、
斯
う
云
ふ
御

趣
旨
で
す
か

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
１
３
）
御
尋
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
１
４
）
さ
う
す
る
と
、
將
來
地
方
自
治
法
を
改
正
し
て
、
都
に
關
す
る
部
分
の
改
正
が
あ
る
と
致
し
ま
す
と
、

さ
う
云
ふ
時
に
は
ど
う
致
し
ま
す
か
、
或
條
項
を
…
…
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○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
１
５
）
御
尋
の
や
う
に
、
其
の
東
京
都
だ
け
に
付
て
適
用
す
る
特
別
の
法
律
を
決
め
る
と
云
ふ
こ
と

に
な
り
ま
す
と
、
是
は
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
、
九
十
五
條
に
該
當
す
る
一
つ
の
特
別
の
法
律
、
斯
う
云
ふ
こ
と
に
相
成
る
と
存
じ
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
１
６
）
私
の
御
尋
ね
し
た
の
は
、
地
方
自
治
法
の
都
に
關
す
る
規
定
、
例
へ
ば
部
局
の
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
、

あ
れ
を
將
來
改
正
す
る
と
云
ふ
や
う
な
場
合
、
地
方
自
治
法
中
改
正
法
律
、
都
に
關
す
る
規
定
、
さ
う
云
ふ
場
合
に
は
ど
う
云
ふ
風

に
な
る
の
で
す
か

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
１
７
）
是
は
さ
う
云
ふ
場
合
に
於
き
ま
し
て
も
、
其
の
中
の
一
部
分
を
改
正
す
る
法
律
案
で
あ
り
ま

し
て
も
、
其
の
改
正
法
律
案
が
都
だ
け
に
適
用
が
あ
る
、
斯
う
云
ふ
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
れ
ば
、
矢
張
り
憲
法
施
行
後
に
於
き
ま
し

て
は
、
其
の
部
分
だ
け
が
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
を
必
要
と
す
る
一
つ
の
地
域
の
み
に
適
用
さ
れ
る
法
律
と
し
て
扱
つ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
１
８
）
私
も
さ
う
思
ひ
ま
す
が
、
さ
う
致
し
ま
す
と
、
此
の
地
方
自
治
法
自
體
は
、
今
の
憲
法
施
行
と
同
時
に

と
云
ふ
こ
と
で
、
憲
法
の
規
定
に
依
つ
て
や
る
必
要
は
な
い
も
の
で
せ
う
か
と
云
ふ
こ
と
を
御
尋
ね
致
し
ま
す

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
１
９
）
現
在
此
の
地
方
自
治
法
を
出
し
ま
す
場
合
は
、
憲
法
施
行
前
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
東
京
都
で

は
斯
う
云
ふ
や
り
方
を
す
る
と
か
色
々
の
こ
と
を
書
き
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
投
票
の
制
度
は
要
ら
な
い
と
存
じ
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
２
０
）
そ
れ
か
ら
多
少
、
部
分
的
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
都
の
取
扱
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
特
別
區
を
特

に
市
と
同
じ
や
う
な
風
に
し
て
居
ら
れ
る
の
で
す
が
、
ち
よ
つ
と
考
へ
る
と
、
ど
う
も
東
京
の
都
だ
け
、
特
別
區
と
し
て
特
別
扱
ひ

を
し
、
そ
れ
以
外
の
從
來
の
市
制
第
六
條
の
市
と
か
、
其
の
他
の
市
の
區
に
付
て
は
、
さ
う
し
な
い
と
云
ふ
點
の
理
由
が
少
し
を
か

し
い
や
う
な
氣
が
す
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
す
か

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
２
１
）
從
來
の
大
都
市
の
中
の
區
の
制
度
は
、
東
京
都
に
於
て
は
法
人
で
あ
り
、
京
都
、
大
阪
も
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法
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
京
都
、
大
阪
に
付
き
ま
し
て
は
法
律
上
法
人
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
實
際
は

今
日
何
等
の
財
産
も
持
つ
て
居
り
ま
せ
ぬ
、
學
校
其
の
他
も
、
皆
區
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
、
一
切
の
財
産
が

全
く
無
い
、
法
律
上
の
以
外
の
も
の
に
付
き
ま
し
て
も
無
い
と
云
ふ
状
況
で
あ
り
ま
し
て
、
五
大
都
市
の
區
は
從
ひ
ま
し
て
、
横
濱
、

神
戸
、
名
古
屋
の
行
政
區
と
共
に
全
く
實
質
上
は
行
政
區
と
云
ふ
實
情
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
處
が
東
京
都
の
區
に
付
き

ま
し
て
は
、
是
は
財
産
營
造
物
に
關
し
て
、
法
律
的
に
も
實
質
上
に
も
、
矢
張
り
法
人
區
の
實
を
備
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
さ

う
し
て
前
囘
の
改
正
に
依
り
ま
し
て
、
更
に
財
政
權
、
課
税
權
、
起
債
權
等
も
與
へ
ら
れ
ま
し
た
し
、
又
更
に
最
近
の
區
の
整
理
統

合
に
依
り
ま
し
て
、
區
の
規
模
も
適
正
に
な
り
、
又
行
政
事
務
も
此
の
法
律
が
施
行
に
な
り
ま
す
前
に
、
都
で
條
例
に
依
つ
て
一
般

の
市
と
同
樣
な
事
務
を
區
に
委
任
を
す
る
、
斯
う
云
ふ
措
置
を
執
る
や
う
に
準
備
を
進
め
て
居
る
や
う
に
聞
い
て
居
り
ま
す
、
其
の

や
う
な
關
係
で
、
都
の
區
だ
け
は
、
事
實
他
の
市
に
於
け
る
と
同
樣
な
實
情
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
特
に
特
別
區
と
致
し
ま

し
て
、
本
來
な
ら
市
と
同
じ
や
う
に
規
定
し
て
宜
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
矢
張
り
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
大
都
市
の
實
體
を

備
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
都
が
從
來
東
京
市
、
東
京
府
が
や
つ
て
居
り
ま
し
た
公
共
事
業
を
相
當
大
幅
に
や
つ
て
居
り
ま

す
關
係
で
、
一
般
の
獨
立
し
た
市
よ
り
も
區
の
所
管
す
る
公
共
事
務
が
少
い
、
實
際
問
題
と
し
て
幅
が
少
い
と
云
ふ
點
が
違
つ
て
居

る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
こ
で
其
の
都
が
、
都
の
幅
が
一
般
の
府
縣
よ
り
も
大
き
く
て
、
區
の
幅
が
一
般
の
市
よ
り
も
狹
い
、

法
律
上
は
孰
れ
も
其
の
公
共
事
務
を
所
管
す
る
團
體
で
あ
り
ま
し
て
も
、
其
の
公
共
事
務
の
幅
と
云
ふ
も
の
が
、
他
の
府
縣
市
町
村

と
比
べ
ま
し
て
少
し
違
ふ
と
云
ふ
意
味
で
、
區
に
付
き
ま
し
て
は
特
に
特
別
區
と
云
ふ
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
左
樣
御

了
承
を
願
ひ
ま
す

○
宮
澤
俊
義
君
（
０
２
２
）
此
の
間
の
大
臣
の
御
説
明
で
も
、
特
別
市
を
設
け
る
と
云
ふ
こ
と
は
二
重
監
督
と
云
つ
た
や
う
な
こ
と

の
弊
を
避
け
る
爲
だ
と
云
つ
た
や
う
な
御
趣
旨
が
あ
つ
た
や
う
に
思
ひ
ま
す
が
、
さ
う
云
ふ
趣
旨
か
ら
し
ま
し
て
、
東
京
の
區
の
自



260

三　第九十二回帝国議会における審議

治
權
を
擴
大
し
て
自
治
團
體
た
る
性
格
を
強
め
る
と
云
ふ
こ
と
は
ど
う
で
せ
う
か
、
都
自
身
が
公
共
團
體
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
そ

れ
か
ら
元
來
東
京
都
と
云
ふ
も
の
が
、府
と
市
の
二
重
性
を
止
め
て
一
元
化
す
る
と
云
ふ
所
か
ら
都
制
が
出
來
た
譯
で
あ
り
ま
す
が
、

さ
う
云
ふ
趣
旨
か
ら
言
つ
て
、
其
處
に
少
し
矛
盾
が
あ
る
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
、
詰
り
私
の
考
で
は
、
東
京
の
區
を
特
別
區
と
し

て
市
に
準
ず
る
も
の
に
す
る
と
云
ふ
方
向
が
、
少
し
再
檢
討
を
要
す
る
の
ぢ
や
な
い
か
、
寧
ろ
ど
つ
ち
か
と
言
へ
ば
、
都
の
統
一
性

と
云
ふ
點
か
ら
言
つ
て
、
多
少
行
政
區
に
近
附
い
て
行
く
傾
向
の
方
が
、
即
ち
特
別
市
と
同
じ
や
う
に
取
扱
ふ
傾
向
の
方
が
宜
く
は

な
い
か
と
云
ふ
、
斯
う
云
ふ
意
味
な
ん
で
す
か
、
如
何
で
す
か

○
政
府
委
員
（
林
敬
三
君
）（
０
２
３
）
理
論
的
に
宮
澤
先
生
の
仰
し
や
る
や
う
な
點
は
確
か
に
あ
る
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
併
し
申

上
げ
る
迄
も
な
く
、
此
の
二
重
監
督
と
申
し
ま
す
の
は
、
御
承
知
の
や
う
に
、
昔
の
東
京
市
と
東
京
府
と
云
ふ
風
な
殆
ど
同
程
度
、

或
は
若
干
市
の
方
が
實
力
が
強
い
の
ぢ
や
な
い
か
と
云
ふ
や
う
な
場
合
、
現
在
の
五
大
都
市
と
五
大
府
縣
の
場
合
と
云
ふ
や
う
な
、

殆
ど
監
督
す
る
官
廳
の
方
の
力
と
云
ふ
も
の
が
、
監
督
さ
れ
る
市
よ
り
も
弱
い
の
ぢ
や
な
い
か
、
實
力
的
に
も
内
容
的
に
も
財
政
的

に
も
、
さ
う
云
ふ
や
う
な
場
合
に
二
重
監
督
と
云
ふ
問
題
が
起
つ
て
來
る
の
が
、
一
番
世
間
の
指
彈
を
受
け
る
點
だ
と
存
ず
る
の
で

ご
ざ
い
ま
す
、
そ
れ
で
殊
に
此
の
度
の
や
う
に
、
知
事
が
公
選
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
參
り
ま
す
と
、
從
來
で
あ
れ
ば
、
假
に
大
阪

府
な
り
、
東
京
府
と
云
ふ
も
の
が
、
是
は
陣
容
が
或
程
度
市
に
比
べ
て
貧
弱
で
あ
り
ま
し
て
も
、
是
は
一
つ
の
國
家
の
、
或
意
味
に

於
て
の
出
先
機
關
、
政
府
が
其
處
迄
出
て
行
く
、
斯
う
云
ふ
意
味
か
ら
言
ひ
ま
す
れ
ば
、
其
處
に
一
つ
の
意
味
が
存
在
し
た
譯
で
あ

り
ま
す
が
、
今
度
に
な
り
ま
す
と
、
兩
方
共
公
選
に
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
性
格
も
極
め
て
民
主
的
な
性
格
で
、
完
全
自
治
體
の

性
格
に
な
つ
て
參
り
ま
す
、
さ
う
し
ま
す
と
、
上
と
下
の
區
別
を
附
け
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
大
都
市
に
關
す
る
場
合
に
は
、
非
常
な

を
か
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
特
別
市
制
と
云
ふ
も
の
を
考
へ
て
居
る
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
、
二
重
制
と
申
し
ま
す
の
は
、
さ
う
云
ふ

場
合
の
不
合
理
と
云
ふ
も
の
を
除
却
し
よ
う
と
云
ふ
こ
と
を
強
く
感
ず
る
譯
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
さ
う
云
ふ
風
に
立
法
を
致
し
て
參
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つ
た
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
、
そ
れ
で
今
御
尋
の
東
京
の
都
の
中
の
區
に
な
り
ま
す
と
、
是
は
先
程
行
政
課
長
か
ら
申
上
げ
ま
し
た
や
う

に
、
他
の
五
大
都
市
、
殊
に
大
阪
、
京
都
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
う
云
ふ
所
の
區
と
云
ふ
や
う
な
行
政
機
關
の
場
合
と
非
常
に
違
つ

て
、
色
色
議
決
機
關
も
昔
か
ら
持
つ
て
居
り
ま
す
し
、
殊
に
最
近
是
が
強
力
に
な
つ
て
參
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
營
造
物
も
持
つ
て

居
り
ま
す
、
財
産
權
も
持
つ
て
居
れ
ば
、
課
税
權
も
持
つ
て
居
り
、
更
に
條
例
權
も
認
め
ら
れ
、
斯
う
云
ふ
や
う
な
一
つ
の
獨
立
の

自
治
體
と
申
し
ま
す
か
、
そ
れ
に
近
い
形
に
な
つ
て
參
り
ま
す
の
で
、
之
を
此
の
度
市
町
村
と
同
じ
立
場
、
其
處
に
迄
持
つ
て
行
か

う
、
斯
う
云
ふ
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
併
し
御
心
配
の
二
重
監
督
、
二
重
制
と
云
ふ
も
の
の
點
で
あ
り
ま
す
、
併
し
其
の
上
に
あ
り

ま
す
東
京
都
と
云
ふ
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
其
の
下
に
あ
る
所
の
東
京
都
の
中
の
特
別
區
と
云
ふ
も
の
と
の
間
に
は
、
非
常
に
地
域
的

に
も
、
そ
れ
か
ら
力
の
上
に
於
て
も
大
變
な
違
ひ
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
、
從
つ
て
縣
の
中
に
市
が
あ
つ
て
も
、
普
通
の
五
萬
と
か
十

萬
と
か
十
五
萬
の
市
が
あ
り
ま
し
て
も
、
其
の
點
に
於
て
二
重
監
督
の
煩
を
避
け
る
と
云
ふ
聲
が
な
い
の
と
同
樣
に
、
東
京
の
場
合

に
於
き
ま
し
て
も
、
東
京
都
と
云
ふ
も
の
と
東
京
の
中
の
區
と
云
ふ
も
の
に
付
て
は
、
其
の
點
の
弊
害
も
な
け
れ
ば
、
其
の
點
に
對

す
る
非
難
の
聲
も
な
い
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
、
ま
あ
小
さ
な
市
が
出
來
た
と
云
ふ
や
う
な
位
で
あ
り
ま
す
、
併
し
な
が
ら
そ
れ

は
市
と
ど
う
か
と
云
ふ
と
、
法
制
上
、
そ
れ
と
大
體
準
ず
る
や
う
な
、
同
樣
の
規
定
を
動
か
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
譯
で
あ
り
ま
す

る
が
、
併
し
東
京
の
場
合
は
、
そ
れ
で
以
て
千
代
田
區
だ
と
か
、
新
宿
區
と
か
、
皆
獨
立
で
、
北
九
州
の
や
う
な
状
態
に
な
つ
て
し

ま
つ
た
の
で
は
、
是
亦
非
常
に
不
便
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
其
の
場
合
に
は
、
東
京
都
が
條
例
で
、
特
別
區
に
付
て
の
必
要
な
規
定

を
設
け
ま
し
て
、
之
を
一
括
し
て
纏
め
る
、
さ
う
し
て
所
謂
一
つ
の
統
一
體
と
し
て
の
、
唯
縣
が
市
を
監
督
す
る
と
云
ふ
立
場
で
は

な
く
て
、
そ
れ
よ
り
は
強
い
、
矢
張
り
一
つ
の
統
一
的
な
自
治
體
た
る
の
適
用
と
云
ふ
も
の
は
相
富
留
保
し
、
且
必
要
な
統
制
は
行

つ
て
や
つ
て
行
く
、
併
し
な
が
ら
方
向
と
し
て
は
成
る
べ
く
區
は
獨
立
自
活
の
自
主
的
の
形
を
今
よ
り
も
強
く
す
る
、
斯
う
云
ふ
の

が
一
番
適
切
で
は
な
い
か
と
考
へ
ま
し
た
の
で
、
實
は
立
案
致
し
た
譯
で
あ
り
ま
す
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○
淺
井
清
君
（
０
３
１
）
只
今
宮
澤
委
員
か
ら
も
御
尋
が
あ
つ
た
こ
と
に
關
聯
致
し
ま
す
が
、
今
度
の
自
治
法
案
に
依
つ
て
法
人
格

を
取
上
げ
ら
れ
る
も
の
が
出
て
來
る
譯
で
す
、
詰
り
從
來
の
市
制
第
六
條
の
九
（
マ
マ
「
区
」
か
）
と
云
ふ
の
は
、
此
の
法
案
で

は
法
人
格
が
な
く
な
る
、
是
は
今
行
政
課
長
の
御
話
で
、
殆
ど
實
際
利
害
關
係
が
な
い
、
斯
う
云
ふ
御
説
明
で
あ
り
ま
し
た
が
、
兎

も
角
從
來
認
め
ら
れ
た
法
人
格
と
云
ふ
も
の
を
取
上
げ
る
と
云
ふ
こ
と
に
對
し
て
、
別
に
非
難
の
起
る
や
う
な
こ
と
は
な
い
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
か
、
如
何
で
す
か

○
委
員
長
（
男
爵
松
平
外
與
麿
君
）（
０
３
２
）
ち
よ
つ
と
此
の
際
御
諮
り
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
速
記
を
止
め
て
下
さ
い

　
　
　
〔
速
記
中
止
〕

○
委
員
長
（
男
爵
松
平
外
與
麿
君
）（
０
３
３
）
速
記
開
始

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
３
４
）
今
の
京
都
、
大
阪
の
區
で
あ
り
ま
す
が
、
是
は
淺
井
先
生
の
言
は
れ
ま
す
や
う
に
、
今
度

法
人
格
か
ら
行
政
區
に
性
格
が
變
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
此
の
點
に
付
き
ま
し
て
は
、
地
方
制
度
調
査
會
に
於
き
ま
し
て
、

是
は
行
政
區
に
し
た
方
が
宜
い
と
云
ふ
意
見
の
答
申
が
あ
つ
た
の
で
す
が
、
考
へ
方
と
致
し
ま
し
て
は
、
町
内
會
、
部
落
會
の
や
う

な
も
の
が
な
く
な
り
ま
す
と
、
何
か
其
處
に
自
主
的
な
民
主
的
な
組
織
が
、
特
別
市
の
下
の
機
構
と
し
て
入
用
で
は
な
い
か
と
云
ふ

こ
と
を
我
々
は
考
へ
て
居
る
の
で
す
が
、矢
張
り
殊
に
此
の
五
大
都
市
關
係
の
當
事
者
の
從
來
の
經
驗
か
ら
の
希
望
と
致
し
ま
し
て
、

單
な
る
行
政
區
で
宜
い
と
云
ふ
こ
と
で
、
其
の
點
が
相
當
論
議
が
交
は
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
結
局
行
政
區
と
云
ふ
こ
と
に
落

著
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す

ウ

三
月
二
十
五
日

　
　

前
日
に
引
き
続
い
て
全
般
的
な
事
項
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
続
い
て
細
目
的
な
質
疑
が
行
わ
れ
、
質
疑
は
概
ね
終
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了
し
た
。

○
淺
井
清
君
（
０
６
１
）
從
來
學
問
上
だ
け
で
用
ひ
て
居
り
ま
し
た
財
産
區
と
か
、
行
政
區
と
か
云
ふ
言
葉
が
今
度
は
は
つ
き
り
決

つ
て
大
變
結
構
だ
と
思
ふ
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
法
人
格
を
持
つ
て
居
り
ま
し
た
學
區
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
が
、
あ

れ
は
何
と
云
ふ
法
律
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
地
方
學
事
通
則
で
し
た
か
、
兎
も
角
さ
う
云
ふ
も
の
を
認
め
て
居
り
ま
し
た
が
、
あ
れ

の
關
係
は
ど
う
な
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
、
私
全
然
分
ら
な
い
の
で
す
が
、
あ
れ
は
相
變
ら
ず
別
に
な
つ
て
居
る
の
で
す
か
、
其
の

邊
を
ち
よ
つ
と
御
願
ひ
致
し
ま
す

○
政
府
委
員
（
鈴
木
俊
一
君
）（
０
６
２
）
學
區
の
制
度
は
、
只
今
先
生
の
御
指
摘
に
な
り
ま
し
た
地
方
學
事
通
則
の
中
に
現
在
ま
だ

あ
る
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
是
は
恐
ら
く
教
育
行
政
法
と
申
し
ま
す
か
、
さ
う
云
ふ
や
う
な
新
し
い
法
律
で
、
又
何
等
か
制
度
が
定

め
ら
れ
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
矢
張
り
市
町
村
の
中
に
特
別
の
左
樣
な
學
校
を
設
置
す
る
爲
の
區
を
作
り
ま
し
て
、
そ
れ

を
法
人
區
と
致
し
ま
し
て
、
學
校
の
經
費
は
其
の
區
に
於
て
負
擔
せ
し
め
る
、
さ
う
云
ふ
制
度
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
矢
張
り
教

育
關
係
の
特
別
法
の
中
に
規
定
を
す
る
と
云
ふ
建
前
で
、
特
定
の
目
的
の
爲
の
法
人
區
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
一
章
の
中
で
は
特
に

規
定
を
致
さ
な
か
つ
た
譯
で
あ
り
ま
す

エ

三
月
二
十
七
日

　
　

追
加
的
な
質
疑
（
特
別
区
に
関
す
る
質
疑
は
な
し
）
が
行
わ
れ
た
後
、
秋
元
春
朝
委
員
か
ら
法
案
の
修
正
動
議
が
出
さ
れ
、

修
正
案
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
修
正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
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○
子
爵
秋
元
春
朝
君
（
０
３
４
）
そ
れ
で
は
私
の
修
正
案
に
付
て
、
其
の
箇
條
其
の
他
に
付
て
一
言
申
上
げ
ま
す
、
何
分
修
正
と
申

し
ま
す
と
、
衆
議
院
か
ら
參
つ
て
居
る
も
の
も
相
當
澤
山
あ
り
ま
し
て
、
ち
よ
つ
と
勘
定
し
て
も
五
十
數
箇
所
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
か
ら
又
其
の
兩
方
を
合
せ
ま
す
と
、
私
の
方
を
入
れ
ま
す
と
、
六
十
何
箇
所
か
、
多
數
の
も
の
に
な
り
ま
す
、
そ
れ
で
之
を
要
約

し
て
申
上
げ
ま
す
れ
ば
、
大
體
大
き
な
點
を
拾
つ
て
見
ま
す
と
、
十
項
目
だ
け
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
政
府
提
出

の
方
の
原
案
の
方
で
、
第
百
二
十
條
及
び
第
二
百
七
十
一
條
、
ち
よ
つ
と
是
は
順
序
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
第

六
十
六
條
、
そ
れ
か
ら
第
六
十
八
條
、
そ
れ
か
ら
第
十
三
條
、
是
だ
け
は
こ
の
原
案
の
方
か
ら
の
數
字
で
申
上
げ
ま
す
、
尚
衆
議
院

か
ら
の
修
正
に
な
り
ま
し
た
方
は
第
二
百
四
十
九
條
、
第
二
百
五
十
一
條
、
第
二
百
五
十
五
條
、
二
百
五
十
八
條
、
第
二
百
七
十
條
、

そ
れ
か
ら
二
百
八
十
二
條
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
其
の
中
に
は
字
句
の
修
正
も
あ
り
ま
す
し
、
又
は
條
文
其
の
も
の
全
部
を
削

除
し
た
と
云
ふ
も
の
も
二
、三
此
の
中
に
は
含
ん
で
居
り
ま
す
、（
中
略
）
そ
れ
か
ら
第
二
百
八
十
二
條
中
「
内
務
大
臣
の
許
可
を
受

け
、」
を
全
部
削
り
ま
す
、（
中
略
）
今
此
處
で
申
上
げ
ま
し
た
の
が
全
部
で
あ
り
ま
す
、
之
に
付
て
は
、
或
は
御
質
疑
等
が
ご
ざ
い

ま
す
れ
ば
、
私
か
ら
も
御
返
事
申
上
げ
ま
す
、
尚
私
で
不
十
分
な
場
合
に
は
、
政
府
委
員
の
方
か
ら
も
、
其
の
趣
旨
を
代
つ
て
御
答

辯
願
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す

　
　
（
６
）
貴
族
院
本
会
議
（
三
月
二
十
八
日
）

　
　

松
平
外
與
麿
委
員
長
か
ら
の
委
員
会
の
結
果
報
告
に
続
き
、
淺
井
清
議
員
が
賛
成
の
立
場
か
ら
の
討
論
を
行
い
、
こ
れ
を
受

け
て
植
原
大
臣
が
発
言
し
た
。
そ
の
後
の
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
た
。
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○
男
爵
松
平
外
與
麿
君
（
０
０
４
）
只
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
地
方
自
治
法
案
に
關
す
る
委
員
會
の
經
過
竝
に
結
果
を
御
報
告
申
上
げ

ま
す
、
本
委
員
會
は
二
十
三
日
に
正
副
委
員
長
の
互
選
の
後
、
直
ち
に
審
議
に
移
り
ま
し
た
、
丁
度
五
日
間
掛
つ
て
居
り
ま
す
の
で

あ
り
ま
す
が
、
中
途
各
關
係
官
廳
の
連
絡
の
爲
に
、
一
兩
囘
委
員
會
を
中
止
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
、
其
の
結
果
大
體
總
て
の
方
面

の
了
解
も
得
ま
し
て
、
茲
に
御
報
告
を
申
上
げ
る
こ
と
に
相
成
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
申
す
迄
も
な
く
、
此
の
地
方
自
治
法
と
申
し

ま
す
の
は
、
從
來
ご
ざ
い
ま
し
た
所
の
地
方
制
度
の
諸
法
律
を
纏
め
ま
し
て
、
新
ら
し
き
構
想
の
下
に
、
更
に
地
方
自
治
制
度
の
民

主
化
、
自
律
化
、
之
を
中
心
と
致
し
ま
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
、
此
の
法
律
案
自
體
を
御
覽
に
な
り
ま
す
る
と
、
相

當
浩
瀚
な
條
文
に
相
成
つ
て
居
り
ま
す
る
が
、
從
來
の
法
律
の
各
條
文
か
ら
見
ま
す
る
と
非
常
に
洗
煉
さ
れ
ま
し
て
、
非
常
に
簡
單

に
要
點
主
義
に
出
來
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
此
の
法
案
に
付
き
ま
し
て
は
先
般
内
務
大
臣
か
ら
御
説
明

が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
殊
更
に
申
上
げ
る
必
要
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
特
に
若
干
此
の
際
更
に
申
上
げ
た
方
が
宜
い
と
思

ふ
こ
と
を
申
上
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
從
來
の
地
方
制
度
の
各
法
令
と
は
違
ひ
ま
し
て
、
今
囘
は
地
方
公
共
團
體
を
二
つ
に
分
け
て

居
り
ま
す
、
普
通
地
方
公
共
團
體
と
特
別
地
方
公
共
團
體
の
此
の
二
つ
に
條
文
化
さ
れ
た
點
で
あ
り
ま
す
、
勿
論
内
容
的
に
從
來
か

ら
の
關
係
を
見
ま
す
る
と
、
殊
更
特
に
異
つ
た
や
う
な
感
じ
が
致
し
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
事
實
は
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
で
、
唯
此

の
法
案
の
第
三
編
に
規
定
さ
れ
ま
す
る
條
項
に
該
當
す
る
關
係
上
、特
別
地
方
公
共
團
體
と
云
ふ
制
度
を
茲
に
作
ら
れ
て
居
り
ま
す
、

其
の
次
に
特
に
感
じ
ま
す
る
こ
と
は
、
選
擧
に
關
す
る
點
が
相
當
擴
張
さ
れ
整
備
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
又
地
方
の
各
議
會
、
之
の
權

限
が
非
常
に
擴
大
さ
れ
た
と
云
ふ
點
を
我
我
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
、
所
謂
自
治
制
の
本
義
に
則
り
ま
し
て
國
の
監

督
、
指
揮
と
云
ふ
よ
り
も
、
其
の
地
方
自
治
體
の
獨
立
性
に
依
つ
て
自
己
の
發
達
、
自
己
の
進
展
に
俟
つ
、
此
の
趣
旨
が
明
か
に
此

の
法
文
に
窺
は
れ
て
居
り
ま
す
、
之
を
特
に
申
上
げ
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
而
し
て
此
の
法
案
は
、
衆
議
院
に
於
き
ま
し
て
約

五
十
箇
所
近
く
の
修
正
が
參
つ
て
居
り
ま
す
、
委
員
會
の
初
め
に
於
き
ま
し
て
申
上
げ
た
通
り
、
先
づ
第
一
日
に
於
き
ま
し
て
此
の
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法
案
の
御
趣
旨
竝
に
衆
議
院
の
修
正
の
主
な
る
箇
所
の
御
説
明
を
承
り
ま
し
た
、
更
に
進
み
ま
し
て
各
條
文
に
對
す
る
所
の
説
明
を

要
求
致
し
ま
し
た
、
第
一
編
か
ら
第
三
編
竝
に
附
則
迄
、
是
等
の
政
府
に
關
す
る
説
明
を
求
め
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
質
疑
に
移
り
ま

し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
、
各
委
員
共
御
熱
心
に
檢
討
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
非
常
に
滿
足
に
思
つ
て
居
り
ま
す
、
其
の
中
に
於
き

ま
し
て
、
質
疑
の
主
な
も
の
を
若
干
申
上
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
先
づ
第
一
に
、
普
通
地
方
公
共
團
體
と
特
別
地
方
公
共
團
體
と
の

名
稱
を
分
け
た
標
準
竝
に
實
益
は
何
處
に
あ
る
か
と
云
ふ
問
で
あ
り
ま
す
、
之
に
對
し
ま
し
て
政
府
當
局
は
、
都
道
府
縣
、
市
町
村

の
全
部
に
適
用
さ
れ
る
も
の
を
普
通
地
方
公
共
團
體
と
す
る
、
特
別
市
、
特
別
區
、
財
産
區
に
特
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
、
之
を
特

別
地
方
公
共
團
體
と
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
御
答
辯
で
あ
り
ま
す
、
更
に
一
委
員
は
、
東
京
都
の
區
を
特
別
區
と
し
市
と
同

樣
に
す
る
の
は
行
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
云
ふ
御
質
疑
で
あ
り
ま
す
、
之
に
對
す
る
政
府
の
答
辯
は
、
東
京
都
の
區
は
從
來
法
人
區
と

し
て
存
在
し
て
居
つ
た
、
今
改
め
て
其
の
法
人
區
に
な
つ
た
譯
で
な
い
、
さ
う
云
ふ
關
係
か
ら
今
囘
の
色
々
な
制
度
の
改
正
に
於
き

ま
し
て
も
、
之
を
行
政
區
に
戻
す
と
云
ふ
こ
と
は
不
適
當
で
は
な
い
か
、
斯
か
る
見
地
か
ら
東
京
都
の
區
を
特
別
區
と
し
て
置
い
た

の
で
あ
る
、
其
の
次
は
、
是
は
二
三
の
方
か
ら
御
質
問
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
國
の
委
任
事
務
と
地
方
公
共
團
體
の
固
有
事

務
と
の
區
別
の
實
益
は
何
處
に
あ
る
か
と
云
ふ
點
で
あ
り
ま
す
、
此
の
答
で
あ
り
ま
す
が
、
法
律
上
の
規
定
と
し
ま
し
て
は
二
つ
の

も
の
と
し
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
ど
う
し
て
も
斯
う
云
ふ
字
句
を
使
ふ
こ
と
は
已
む
を
得
な
い
、
其
の
區
別
を
個
々
に
す
る
の

は
ち
よ
つ
と
、
例
へ
ば
斯
う
云
ふ
も
の
は
委
任
事
務
だ
、
斯
う
云
ふ
事
務
は
固
有
事
務
だ
と
、
個
々
に
行
ふ
こ
と
は
な
か
な
か
困
難

な
場
合
が
多
い
、唯
經
費
の
財
源
負
擔
區
分
、是
等
の
點
か
ら
見
れ
ば
、明
か
に
此
の
二
つ
に
事
務
を
分
け
て
置
く
方
が
實
益
が
あ
る
、

此
の
點
か
ら
、
所
謂
從
來
通
り
此
の
二
つ
の
字
句
と
云
ふ
も
の
を
採
用
し
て
來
た
ん
だ
、
斯
う
云
ふ
御
答
辯
で
あ
り
ま
す
、
更
に
法

律
と
政
令
に
依
る
事
務
委
任
の
取
扱
上
の
區
別
は
ど
う
か
、
條
文
を
御
覽
下
さ
い
ま
す
と
、
場
合
に
依
り
ま
す
と
、「
法
律
に
よ
る
」

又
は
「
政
令
に
よ
る
」
と
云
ふ
字
句
が
載
せ
ら
れ
て
居
り
ま
す
、
此
の
區
別
で
ご
ざ
い
ま
す
、
是
は
基
本
的
に
は
大
體
は
法
律
で
定
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め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
政
令
は
法
律
に
基
く
所
の
施
行
命
令
等
が
豫
想
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
是
等
が
所
謂
政
令
の

範
圍
に
入
る
も
の
で
あ
る
、
斯
う
云
ふ
御
答
辯
で
あ
り
ま
す
、
其
の
次
に
は
、
個
々
の
議
員
の
解
職
請
求
制
度
は
不
當
に
濫
用
さ
れ

て
少
數
代
表
の
趣
旨
に
反
す
る
虞
が
な
い
か
ど
う
か
と
云
ふ
點
で
あ
り
ま
す
、
又
解
職
後
一
人
の
缺
員
、
例
へ
ば
個
々
の
議
員
が
辭

め
た
、
其
の
一
人
と
云
ふ
も
の
に
指
定
し
て
、
解
職
後
一
人
の
缺
に
對
し
て
は
直
ち
に
補
缺
も
行
は
な
い
、
其
の
缺
員
の
數
が
定
數

の
六
分
の
一
を
超
え
た
場
合
に
補
缺
選
挙
を
行
ふ
の
で
あ
る
、
そ
れ
等
か
ら
考
へ
て
も
、
必
ず
し
も
少
數
代
表
の
趣
旨
に
反
す
る
、

斯
う
云
ふ
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
へ
る
と
云
ふ
答
辯
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
次
に
、
公
選
知
事
に
依
つ
て
地
方
の
警
察
と
云
ふ
も

の
が
ど
う
云
ふ
按
排
に
な
る
か
、
言
ひ
換
へ
ま
す
れ
ば
、
自
治
警
察
と
云
ふ
點
は
ど
う
な
る
の
か
と
云
ふ
御
質
問
で
あ
り
ま
す
、
之

に
對
し
て
政
府
の
答
辯
は
、
成
る
程
公
選
知
事
の
下
に
警
察
事
務
と
云
ふ
も
の
が
、
地
方
自
治
に
適
す
る
所
謂
自
治
警
察
の
外
に
、

或
は
國
家
警
察
と
云
ふ
も
の
も
現
在
は
幾
分
殘
す
と
考
へ
て
居
り
ま
す
、
然
る
に
ま
だ
之
に
關
す
る
法
規
が
出
來
て
居
り
ま
せ
ぬ
、

そ
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
其
の
點
に
於
き
ま
し
て
考
へ
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
公
選
知
事
の
下
に
あ
り
ま
し
て
も
、
現
下
の
社
會
情
勢
に

鑑
み
ま
し
て
、
當
分
の
間
警
察
は
國
に
於
て
一
元
的
に
指
揮
監
督
す
る
、
其
の
職
員
も
官
吏
の
身
分
に
し
て
置
く
、
特
に
必
要
が
あ

る
場
合
が
起
る
な
ら
ば
、是
は
政
令
を
以
て
規
定
し
得
る
、そ
れ
だ
か
ら
政
令
を
以
て
規
定
す
る
と
、斯
う
云
ふ
御
答
辯
で
あ
り
ま
す
、

更
に
此
の
地
方
自
治
と
警
察
法
と
云
ふ
も
の
が
、
同
時
に
竝
行
的
に
制
定
さ
れ
た
ら
ば
非
常
に
宜
い
の
ぢ
や
な
い
か
、
之
に
何
等
か

物
足
り
な
い
感
じ
が
あ
る
と
云
ふ
御
質
問
で
あ
り
ま
す
、
政
府
の
御
答
辯
は
、
其
の
通
り
で
あ
り
ま
す
、
所
謂
一
方
に
は
地
方
自
治

體
が
出
來
、
一
方
に
は
警
察
法
若
し
く
は
消
防
法
が
出
來
ま
す
、
さ
う
し
ま
す
る
と
、
關
聯
事
項
に
付
て
も
圓
滿
に
出
來
る
、
斯
う

云
ふ
も
の
が
兩
方
が
竝
行
的
に
行
く
こ
と
は
望
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
色
々
な
各
法
律
關
係
に
於
き
ま
し
て
、
今
囘
は
遺
憾
な
が
ら

竝
行
的
に
出
來
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
御
了
察
を
願
ふ
と
云
ふ
御
答
辯
で
ご
ざ
い
ま
す
、
そ
れ
か
ら
次
に
公
務
員
法
は
何
時
頃
出
來
る

か
、
其
の
答
は
、
本
法
と
矢
張
り
是
も
竝
行
的
に
行
ひ
た
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
官
吏
法
と
の
關
係
上
な
か
な
か
色
々
の
折
衝
も
あ
る
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の
で
、
本
議
會
提
出
に
は
間
に
合
は
な
い
が
、
次
の
議
會
に
は
必
ず
出
し
た
い
、
斯
う
云
ふ
御
答
辯
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
ら
選
擧

に
關
係
す
る
御
質
問
で
あ
り
ま
し
た
が
、
自
書
不
能
者
の
投
票
方
法
は
ど
う
す
る
か
、
例
へ
ば
病
人
で
あ
る
、
重
態
で
あ
る
、
又
手

が
無
い
、
足
が
無
い
、
歩
い
て
行
け
な
い
、
而
も
斯
う
云
ふ
人
も
選
擧
權
は
持
つ
て
居
る
、
斯
う
云
ふ
自
書
不
能
者
の
投
票
方
法
は

ど
う
か
と
云
ふ
點
で
あ
り
ま
す
、
是
は
政
令
に
依
り
ま
し
て
、
代
理
人
が
行
ふ
こ
と
が
出
來
る
方
法
を
考
へ
て
居
る
、
斯
う
云
ふ
御

答
辯
で
あ
り
ま
し
た
、
次
に
國
会
法
に
準
ず
る
や
う
に
地
方
議
會
法
と
云
ふ
も
の
の
制
定
に
付
て
考
が
あ
る
か
ど
う
か
、
斯
う
云
ふ

點
で
あ
り
ま
す
、
地
方
議
會
に
付
て
特
別
法
等
を
設
け
る
こ
と
は
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
出
來
る
な
ら
ば
、
此
の
地
方
自

治
法
の
中
に
出
來
る
だ
け
其
の
國
会
法
に
準
據
し
得
る
點
を
加
へ
て
置
い
て
、
さ
う
し
て
や
つ
た
方
が
宜
い
と
云
ふ
考
か
ら
、
此
の

地
方
自
治
法
の
議
會
の
章
の
第
二
節
以
下
に
於
き
ま
し
て
は
、
概
ね
國
会
法
に
準
據
し
て
規
定
し
て
あ
る
と
云
ふ
御
答
辯
で
ご
ざ
い

ま
し
た
、
尚
其
の
他
各
種
の
御
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
委
細
は
速
記
録
で
御
覽
を
願
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
質
疑
が
終

了
致
し
ま
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
、
討
論
に
入
り
ま
し
て
、
一
委
員
か
ら
修
正
の
動
議
が
出
ま
し
て
、
之
に
對
す
る
贊
成
が
あ
り

ま
し
た
、
此
の
修
正
の
箇
所
に
付
き
ま
し
て
は
、
別
途
印
刷
物
を
以
て
皆
さ
ん
方
の
御
手
許
に
配
付
に
な
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
そ

れ
を
以
て
御
承
知
願
ひ
ま
す
、
一
應
貴
族
院
の
修
正
の
箇
所
に
付
き
ま
し
て
の
御
話
を
申
上
げ
ま
す
、
本
條
文
、
地
方
自
治
法
の
條

文
を
訂
正
致
し
ま
し
た
又
は
削
除
致
し
ま
し
た
の
は
、
此
の
貴
族
院
の
修
正
の
條
項
に
於
き
ま
し
て
は
、
四
點
ご
ざ
い
ま
す
、
此
の

四
點
が
條
文
を
削
除
す
る
、
若
し
く
は
新
た
に
そ
れ
に
加
へ
る
と
云
ふ
點
で
ご
ざ
い
ま
す
、
そ
れ
に
依
り
ま
し
て
條
文
の
系
列
整
備

と
云
ふ
こ
と
が
行
は
れ
て
居
り
ま
す
、
他
の
修
正
箇
所
は
、
衆
議
院
か
ら
修
正
し
て
參
り
ま
し
た
其
の
箇
所
を
更
に
貴
族
院
に
於
き

ま
し
て
再
修
正
致
し
た
こ
と
に
相
成
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、
一
々
修
正
箇
所
に
付
て
御
話
を
申
す
の
が
宜
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ

け
れ
ど
も
、
煩
に
流
れ
ま
す
か
ら
省
略
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
斯
く
致
し
ま
し
て
、
修
正
の
動
議
が
成
立
致
し
ま
し
た
、
採
決
に

入
り
ま
し
て
、
所
謂
貴
族
院
の
修
正
箇
所
に
付
て
の
可
否
を
問
ひ
ま
し
た
、
全
會
一
致
、
修
正
を
可
決
せ
ら
れ
ま
し
た
、
更
に
殘
り
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ま
し
た
所
の
法
案
の
全
部
に
付
て
採
決
致
し
ま
し
た
、
是
亦
全
會
一
致
、
可
決
す
べ
き
も
の
と
相
成
つ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
、
以

上
を
以
て
簡
單
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
地
方
自
治
法
案
の
委
員
會
の
經
過
竝
に
結
果
の
御
報
告
に
代
へ
ま
す

　
　
（
７
）
衆
議
院
本
会
議
（
三
月
二
十
八
日
）

　
　
　
　

貴
族
院
回
付
案
が
議
題
と
さ
れ
、
貴
族
院
の
修
正
は
異
議
な
く
同
意
さ
れ
た
。

貴
族
院
回
付
案
（
０
４
２

会
議
録
情
報
６
）（
抄
）

第
二
百
八
十
二
條
中
「
内
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
、」
ヲ
削
ル

注（
１
）
以
下
、
本
節
で
引
用
す
る
第
九
十
二
回
帝
国
議
会
の
会
議
録
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
帝
国
議
会
会
議
録
テ
キ
ス
ト
版
（
一
部
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版

に
よ
り
修
正
）
に
よ
る
。

（
２
）
本
条
の
修
正
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

政
府
原
案

第
二
百
五
十
一
条

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
を
設
け
又
は
改
廃
す
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
轄
行
政
庁
の
許
可
を

　
　

受
け
又
は
こ
れ
に
対
し
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
条
例
の
許
可
の
制
度
を
廃
止
す
る
よ
う
申
入
れ
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
修
正
案
と
な
っ
た
。
前
数
条
の
修
正

に
よ
り
、
条
数
は
一
条
繰
り
下
が
っ
て
い
る
。

第
二
百
五
十
二
條

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
条
第
三
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
八

　
　

条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
の
条
例
を
設
け
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
轄
行
政
庁
の
許
可
を
受
け

　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
を
設
け
又
は
改
廃
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所

　
　

轄
行
政
庁
に
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
こ
の
衆
議
院
修
正
に
つ
い
て
は
、
貴
族
院
に
お
い
て
第
二
百
五
十
一
条
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
衆
議
院
修
正
第
二
百
五
十
二
条
は
、

第
一
項
が
第
二
百
五
十
一
条
、
第
二
項
が
第
二
百
五
十
二
条
と
分
割
さ
れ
、
所
要
の
字
句
訂
正
が
行
わ
れ
た
。（
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

編
『
戦
後
自
治
史

第
三
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅴ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年
）
２
７
４
頁
以
下
に
よ
る
。
た
だ
し
、
第

二
百
五
十
二
条
の
条
文
は
、
第
九
十
二
回
帝
国
議
会

衆
議
院
地
方
自
治
法
案
委
員
会

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
三
月
二
十
二
日
の
会

議
録
に
よ
る
。）

（
３
）
た
だ
し
、こ
の
修
正
は
、本
章
三（
５
）エ（
２
６
３
頁
以
下
）で
後
述
す
る
よ
う
に
、貴
族
院
の
審
議
で
改
め
て
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



第五章　地方自治法の関係規定とその後の改正

271

　
　
　
　

第
五
章

地
方
自
治
法
の
関
係
規
定
と
そ
の
後
の
改
正

　
　
　

一

地
方
自
治
法
の
規
定

　
　

地
方
自
治
法
案
の
規
定
の
う
ち
特
別
区
に
関
す
る
部
分
は
、
第
四
章
三
（
２
）
イ
（
２
４
４
頁
）
及
び
（
５
）
エ
（
２
６
３

頁
以
下
）
に
記
し
た
と
お
り
、
衆
議
院
で
一
部
修
正
さ
れ
た
が
、
貴
族
院
で
再
度
修
正
さ
れ
、
結
局
、
政
府
原
案
の
と
お
り
の

条
文
と
な
っ
た
。

　
　
（
１
）
地
方
自
治
法

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

　
　
　

第
一
編

総

則
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第
一
条

地
方
公
共
団
体
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

②

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
と
す
る
。

③

特
別
地
方
公
共
団
体
は
、
特
別
市
、
特
別
区
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
及
び
財
産
区
と
す
る
。

第
二
条

地
方
公
共
団
体
は
、
法
人
と
す
る
。

②

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
属

す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

③

特
別
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
。

第
三
条

地
方
公
共
団
体
の
名
称
は
、
従
来
の
名
称
に
よ
る
。

②

都
道
府
県
及
び
特
別
市
の
名
称
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

③

都
道
府
県
及
び
特
別
市
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
名
称
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
も
の
を

除
く
外
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
事
務
所
の
位
置
を
定
め
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

　
　
　
　

第
一
章

通
則

第
五
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
は
、
従
来
の
区
域
に
よ
る
。

②

都
道
府
県
は
、
市
町
村
を
包
括
す
る
。
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（
第
六
条
～
第
二
百
六
十
二
条

省
略
）

第
二
百
六
十
三
条
（
第
一
項

省
略
）

②

都
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
。

（
第
三
項

省
略
）

　
　
　

第
三
編

特
別
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
特
例

　
　
　
　

第
一
章

特
別
地
方
公
共
団
体

　
　
　
　
　

第
一
節

特
別
市

（
第
二
百
六
十
四
条
～
第
二
百
八
十
条

省
略
）

　
　
　
　
　

第
二
節

特
別
区

第
二
百
八
十
一
条

都
の
区
は
、
こ
れ
を
特
別
区
と
い
う
。

②

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
並
び
に
従
来
法
令
又
は
都

の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
百
八
十
二
条

都
は
、
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
八
十
三
条

政
令
で
特
別
の
定
を
す
る
も
の
を
除
く
外
、
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　

第
三
節

地
方
公
共
団
体
の
組
合

第
二
百
八
十
四
条

普
通
地
方
公
共
団
体
並
び
に
特
別
市
及
び
特
別
区
は
、
第
三
項
の
場
合
を
除
く
外
、
そ
の
事
務
の
一
部
を
共
同
処

理
す
る
た
め
、
そ
の
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
都
道
府
県
及
び
特
別
市
の
加
入
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
内
務
大
臣
、
そ
の
他
の
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も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。（
こ
れ
を
一
部
事
務
組
合
と

い
う
。）
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
内
の
地
方
公
共
団
体
に
つ
き
そ
の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
項
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

そ
の
執
行
機
関
は
、
組
合
の
成
立
と
同
時
に
消
滅
す
る
。

（
第
二
項
、
第
三
項

省
略
）

④

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

及
び
特
別
区
の
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

前
項
の
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
特
別
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
百
八
十
五
条
～
第
三
百
四
条

省
略
）

　
　
（
２
）
附
則

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
警
察
部
、
警
察
署
及
び
警
察
吏
員
に
関
す
る
規

定
の
施
行
の
期
日
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
条

東
京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
及
び
町
村
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
東
京
都
制
第
百
八
十
九
条
乃
至
第
百
九
十
一

条
及
び
第
百
九
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
、
府
県
知
事
、
市
町
村
長
及
び
市
町
村
長
に
準
ず
る
者
若
し
く
は

東
京
都
議
会
議
員
、
道
府
県
会
議
員
、
市
町
村
会
議
員
及
び
市
町
村
会
議
員
に
準
ず
る
者
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
及
び
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
の
他
の
職
に
在
る
者
は
、
こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
で
別
に
定
め
る
者
を
除
く
外
、
こ
の
法
律
に
よ
り
選
挙
又
は
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選
任
さ
れ
た
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
長
若
し
く
は
議
会
の
議
員
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村

及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
他
の
相
当
す
る
職
に
在
る
者
と
み
な
し
、
任
期
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
期
は
、
従
前
の
規

定
に
よ
る
選
挙
又
は
就
任
の
日
か
ら
こ
れ
を
起
算
す
る
。

②

都
又
は
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
第
九
十
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
総
選
挙

ま
で
の
間
は
、
な
お
、
従
前
の
規
定
に
よ
る
。

（
第
四
条
～
第
十
条

省
略
）

第
十
一
条

従
前
の
東
京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
若
し
く
は
町
村
制
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
よ
つ
て
し
た
手

続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
い
て
発
す
る
命
令
中
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
し
た
手
続
そ
の
他
の
行

為
と
み
な
す
。

（
第
十
二
条

省
略
）

第
十
三
条

他
の
法
令
中
地
方
長
官
、
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
東
京
都
の
区
の
官
吏
に
関
す
る
規
定

は
、
政
令
で
特
別
の
規
定
を
設
け
る
場
合
を
除
く
外
、
各
々
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
特
別
市
の
市
長
、
都
知
事
、
道
知
事
又
は
都

道
府
県
若
し
く
は
特
別
区
の
相
当
す
る
吏
員
に
関
す
る
規
定
と
み
な
す
。

（
第
十
四
条
～
第
十
六
条

省
略
）

第
十
七
条

他
の
法
令
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令
で
特
別
の
規
定
を
設
け
る
場
合
を
除
く
外
、
特
別
区
に
も
、
ま
た
、
こ
れ
を
適

用
す
る
。

（
第
十
八
条
～
第
二
十
条

省
略
）

第
二
十
一
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
規
定
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
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（
３
）
引
用
規
定
等

ア

附
則
第
二
条

附
則
第
二
条
で
、
な
お
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
東
京
都
制
第
百
八
十
九
条
等
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
八
十
九
条

東
京
府
又
ハ
東
京
市
ノ
有
給
吏
員
本
法
施
行
ノ
際
引
続
キ
都
ノ
官
吏
ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
恩
給
法
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ

勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
官
吏
ノ
在
職
ニ
継
続
ス
ル
有
給
吏
員
ノ
勤
務
年
月
数
ハ
之
ヲ
公
務
員
ト
シ
テ
ノ
在
職
年
ニ
通
算
ス

第
百
九
十
条

他
ノ
法
律
（
市
制
、
町
村
制
、
府
県
制
、
北
海
道
会
法
、
北
海
道
地
方
費
法
、
地
方
税
法
、
地
方
分
与
税
法
及
大
正

十
一
年
法
律
第
一
号
竝
ニ
特
ニ
東
京
都
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
中
東
京
府
又
ハ
東
京
府
知
事
ト
ア
ル

ハ
各
東
京
都
又
ハ
東
京
都
長
官
ト
ス

②

他
ノ
法
律
中
府
県
制
、
府
県
、
府
県
庁
、
府
県
条
例
、
府
県
会
、
府
県
会
議
員
、
府
県
参
事
会
、
府
県
名
誉
職
参
事
会
員
、
府
県
知
事
、

府
県
吏
員
、
府
県
出
納
吏
、
府
県
費
又
ハ
府
県
税
ト
ア
ル
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
各
東
京
都
制
、
東
京

都
、
東
京
都
庁
、
東
京
都
条
例
、
東
京
都
議
会
、
東
京
都
議
会
議
員
、
東
京
都
参
事
会
、
東
京
都
参
事
会
員
、
東
京
都
長
官
、
東
京

都
ノ
官
吏
及
吏
員
、
東
京
都
出
納
吏
、
東
京
都
費
又
ハ
東
京
都
税
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
他
府
県
ニ
係
ル
規
定
ニ
付
之
ニ
準
ズ
ル
モ

ノ
ト
ス

第
百
九
十
一
条

他
ノ
法
律
中
東
京
市
ト
ア
ル
ハ
東
京
都
ト
ス
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②

他
ノ
法
律
中
市
制
第
六
条
ノ
市
ト
ア
ル
ハ
東
京
都
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

③

他
ノ
法
律
中
市
制
、
市
、
市
役
所
、
市
条
例
、
市
会
、
市
会
議
員
、
市
参
事
会
、
市
名
誉
職
参
事
会
員
、
市
長
、
市
吏
員
、
市
収

入
役
、
市
費
又
ハ
市
税
ト
ア
ル
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
各
東
京
都
制
、
東
京
都
、
東
京
都
庁
、
東
京
都

条
例
、
東
京
都
議
会
、
東
京
都
議
会
議
員
、
東
京
都
参
事
会
、
東
京
都
参
事
会
員
、
東
京
都
長
官
、
東
京
都
ノ
官
吏
及
吏
員
、
東
京

都
出
納
吏
、
東
京
都
費
又
ハ
東
京
都
税
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
他
市
ニ
係
ル
規
定
ニ
付
之
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

④

前
三
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
ヲ
以
テ
東
京
都
ノ
区
域

ト
看
做
ス

第
百
九
十
八
条

本
法
施
行
前
東
京
府
会
議
員
又
ハ
東
京
市
会
議
員
（
同
市
ノ
区
ノ
区
会
議
員
ヲ
含
ム
）
ノ
選
挙
ニ
関
シ
府
県
制
第

四
十
条
又
ハ
市
制
第
四
十
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
関
ス
ル
罰
則
ヲ
適
用
ス
ベ
カ
リ
シ
行
為
ニ
付
テ
ハ
仍
従
前
ノ
例

ニ
依
ル

な
お
、
第
百
九
十
一
条
第
二
項
に
い
う
「
市
制
第
六
条
ノ
市
」
と
は
、
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）

第
六
条
に
基
づ
く
勅
令
「
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
二
日
勅
令
第
二
百
三
十
九
号
）」

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
市
の
こ
と
で
、
東
京
市
、
京
都
市
及
び
大
阪
市
が
指
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
市
の
区
は
、
市
制
第
六
条
に
よ
り
、
市
制
第
二
条
の
市
と
同
様
に
法
人
格
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、

財
産
及
び
営
造
物
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
法
令
に
よ
り
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
、
区
の
廃
置
分
合
に
つ
い
て
市
の

規
定（
第
四
条
・
第
五
条
）を
準
用
す
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
市
の
区
に
つ
い
て
は
、第
一
章
一（
１
）（
１
７

頁
以
下
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）

第
六
条

勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ノ
区
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事

務
ヲ
処
理
ス

②

区
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
其
ノ
他
区
ノ
境
界
ニ
関
シ
テ
ハ
前
二
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
第
四
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
関
係
ア
ル
市
会
ノ
意
見
ヲ
モ
徴
ス
ヘ
シ

「
前
二
条
」（
市
制
第
四
条
、
第
五
条
）

第
四
条

市
ノ
境
界
変
更
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
府
県
知
事
ハ
関
係
ア
ル
市
町
村
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
府
県
参
事
会
ノ
議
決
ヲ
経
内
務

大
臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
所
属
未
定
地
ヲ
市
ノ
区
域
ニ
編
入
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
亦
同
シ

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
財
産
ア
ル
ト
キ
其
ノ
処
分
ニ
関
シ
テ
ハ
前
項
ノ
例
ニ
依
ル

第
五
条

市
ノ
境
界
ニ
関
ス
ル
争
論
ハ
府
県
参
事
会
之
ヲ
裁
定
ス
其
ノ
裁
定
ニ
不
服
ア
ル
市
町
村
ハ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
②

市
ノ
境
界
判
明
ナ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
争
論
ナ
キ
ト
キ
ハ
府
県
知
事
ハ
府
県
参
事
会
ノ
決
定
ニ
付
ス
ヘ
シ
其
ノ
決
定
ニ
不

服
ア
ル
市
町
村
ハ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③

第
一
項
ノ
裁
定
及
前
項
ノ
決
定
ハ
文
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
其
ノ
理
由
ヲ
附
シ
之
ヲ
関
係
市
町
村
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

④

第
一
項
ノ
裁
定
及
第
二
項
ノ
決
定
ニ
付
テ
ハ
府
県
知
事
ヨ
リ
モ
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得



第五章　地方自治法の関係規定とその後の改正

279

イ

附
則
第
三
条
第
二
項

　
　
　
　

附
則
第
三
条
第
二
項
で
引
用
さ
れ
て
い
る
該
当
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
九
十
条
第
一
項

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
人
口
七
十
万
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
四
十
人
と
し
、
人
口
七
十
万

以
上
百
万
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
人
口
五
万
、
人
口
百
万
以
上
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
人
口
七
万
を
加
え
る
ご
と
に
各
々

議
員
一
人
を
増
し
、
百
二
十
人
を
以
て
定
限
と
す
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項

市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
左
の
通
り
と
し
、
人
口
三
十
万
以
上
五
十
万
未
満
の
市
に
あ
つ
て
は
人
口

十
万
、
人
口
五
十
万
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
人
口
二
十
万
を
加
え
る
ご
と
に
各
々
議
員
四
人
を
増
し
、
百
人
を
以
て
定
限
と
す
る
。

（
第
一
号
～
第
四
号

省
略
）

五

人
口
五
万
未
満
の
市
及
び
人
口
二
万
以
上
の
町
村　
　

三
十
人

六

人
口
五
万
以
上
十
五
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　
　

三
十
六
人

七

人
口
十
五
万
以
上
二
十
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　
　

四
十
人

八

人
口
二
十
万
以
上
三
十
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　

四
十
四
人

九

人
口
三
十
万
以
上
の
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
八
人

　
　

ま
た
、
附
則
第
三
条
第
二
項
で
い
う
「
従
前
の
規
定
」
に
つ
い
て
、
改
正
東
京
都
制
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律

第
二
十
六
号
）
で
は
、
区
会
議
員
の
定
数
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
い
た
。
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第
百
四
十
四
条
第
三
項

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

二

人
口
五
万
以
上
十
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
人

三

人
口
十
万
以
上
二
十
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
人

四

人
口
二
十
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
五
人

　
　

た
だ
、
こ
の
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
会
議
員
の
総
選
挙
か
ら
施
行
す
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

こ
の
時
点
で
は
施
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
改
正
前
の
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）
の
定
数
規
定
が
施

行
さ
れ
て
い
た
。
該
当
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
四
十
四
条
第
三
項

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
五
人

二

人
口
十
五
万
以
上
二
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　

二
十
人

三

人
口
二
十
五
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

　
　
　

な
お
、
区
会
の
議
員
定
数
の
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
補
説
二
（
４
１
６
頁
以
下
）
を
、
法
改
正
等
に
伴
う
区
会
議
員
の
任
期

の
延
長
に
つ
い
て
は
補
説
三
（
４
３
８
頁
以
下
）
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
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二

地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定

（
１
）
施
行
令

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

　
　
　

第
二
篇

特
別
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
特
例

　
　
　
　

第
一
章

特
別
市

（
第
百
九
十
一
条
～
第
二
百
八
条

省
略
）

　
　
　
　

第
二
章

特
別
区

第
二
百
九
条

日
本
国
民
た
る
年
齢
二
十
年
以
上
の
者
で
六
箇
月
以
来
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
都
の
議

会
の
議
員
及
び
長
並
び
に
当
該
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

第
二
百
十
条

都
知
事
は
、
特
別
区
の
区
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
特
別
区
に
必
要
な
都
吏
員
を
配
属
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

前
項
の
都
吏
員
は
、
区
長
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

　
　
　
　

第
三
章

市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
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第
二
百
十
一
条

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
関
係
市
町
村
及
び
特
別
区
の
議
会
に
諮
つ
て
規
約
を

定
め
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
場
合
に
お
い
て
関
係
市
町
村
及
び
特
別
区
の
数
が
二
十
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
及
び
特
別
区

の
議
会
に
代
え
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
つ
て
規
約
を
定
め
、
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
に
関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
百
十
二
条

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
は
、
そ
の
組
合
市
町
村
及
び
特

別
区
の
数
を
増
減
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
加
入
又
は
脱
退
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
と
の
協
議
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
組
合
の
議
会
及
び
加
入
又
は
脱
退
さ
せ
よ
う
と
す
る
市
町
村
又
は

特
別
区
の
議
会
に
諮
つ
て
組
合
市
町
村
又
は
特
別
区
の
数
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
三
条

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
は
、
そ
の
共
同
事
務
の
変
更
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
の
議
会
の
議
決
を
経
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
組
合
に
諮
つ
て
組
合
の
共
同
事
務
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
四
条

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
は
、
そ
の
規
約
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、組
合
の
議
決（
マ
マ
「
組
合
の『
議
会
の
』議
決
」か
）を
経
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
組
合
の
議
会
に
諮
つ
て
規
約
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
五
条

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
は
、
そ
の
組
合
を
解
散
し
よ
う
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と
す
る
と
き
は
、
組
合
の
議
会
の
議
決
を
経
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
組
合
の
議
会
に
諮
つ
て
市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
を
解
散
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
六
条

第
二
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
財
産
の
処
分
に
関

す
る
事
項
は
、
組
合
と
加
入
若
し
く
は
脱
退
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
若
し
く
は
特
別
区
と
の
協
議
に
よ
り
、
又
は
組
合
の
議
会
の
議

決
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

②

第
二
百
十
一
条
第
二
項
、
第
二
百
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
財
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項
は
、

組
合
の
議
会
及
び
加
入
若
し
く
は
脱
退
さ
せ
よ
う
と
す
る
市
町
村
若
し
く
は
特
別
区
の
議
会
に
諮
り
、
又
は
組
合
の
議
会
に
諮
つ
て

都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
百
十
七
条

第
二
百
十
二
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
組
合
及
び
市
町
村
又
は
特
別
区
の
議
会
の
議
決
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
八
条

市
町
村
及
び
特
別
区
の
組
合
に
関
し
て
は
、
第
一
条
乃
至
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
約
で
特
別
の
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
百
十
九
条
～
第
二
百
二
十
一
条

省
略
）

　
　
（
２
）
附
則

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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第
二
条

東
京
都
制
施
行
令
、
道
府
県
制
施
行
令
、
市
制
町
村
制
施
行
令
、
昭
和
四
年
勅
令
第
百
八
十
九
号
（
市
制
第
六
十
五
条
の
名

誉
職
参
事
会
員
の
定
数
に
関
す
る
件
）、
昭
和
十
八
年
勅
令
第
四
百
四
十
六
号
（
町
村
制
を
施
行
し
な
い
島
の
指
定
に
関
す
る
件
）

及
び
昭
和
十
九
年
勅
令
第
百
十
九
号
（
町
又
は
字
の
区
域
等
の
変
更
に
関
す
る
件
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
東
京
都
制

施
行
令
第
百
二
十
四
条
乃
至
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
六
条
乃
至
第
百
四
十
四
条
、
第
百
四
十
六
条
及
び
第

百
四
十
七
条
の
規
定
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

②

東
京
都
官
制
、北
海
道
庁
官
制
、地
方
官
官
制
、都
庁
府
県
等
臨
時
職
員
等
設
置
制
及
び
地
方
世
話
部
官
制
は
、こ
れ
を
廃
止
す
る
。

但
し
、
地
方
自
治
法
附
則
に
お
い
て
準
用
さ
れ
又
は
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
第
三
条

省
略
）

第
四
条

道
路
法
及
び
同
法
施
行
令
、
水
道
条
例
、
伝
染
病
予
防
法
第
十
七
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
（
伝
染
病
院
等
の
施
設

に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
都
市
計
画
法
及
び
同
法
施
行
令
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
は
、
こ
れ

を
適
用
し
な
い
。

（
第
五
条
～
第
九
条

省
略
）

　
　
（
３
）
引
用
規
定
等

ア

第
二
百
十
一
条
第
三
項

　
　

第
二
百
十
一
条
第
三
項
で
引
用
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第

二
百
八
十
九
条
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
八
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
組
合
は
、
こ
れ
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
増
減
し
若
し
く
は
共
同
処
理
す
る

事
務
を
変
更
し
、
又
は
組
合
の
規
約
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
協
議
に
よ
り
、
都
道
府
県
及
び
特
別

市
の
加
入
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
内
務
大
臣
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
八
十
八
条

一
部
事
務
組
合
又
は
役
場
事
務
組
合
を
解
散
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
協
議
に
よ
り
、
第

二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
例
に
よ
り
、
内
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

全
部
事
務
組
合
を
解
散
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
の
議
会
の
議
決
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
百
八
十
九
条

第
二
百
八
十
六
条
又
は
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
財
産
処
分
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の

協
議
に
よ
り
若
し
く
は
関
係
地
方
公
共
団
体
と
組
合
と
の
協
議
に
よ
り
又
は
組
合
の
議
会
の
議
決
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。
そ
の
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
又
は
組
合
の
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
都
道
府
県
及
び
特
別
市
の
加
入
す
る
組
合
に
あ

つ
て
は
内
務
大
臣
、
そ
の
他
の
組
合
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。

イ

第
二
百
十
八
条

　
　
　
　

第
二
百
十
八
条
で
引
用
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
条
乃
至
第
六
条
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
従
来
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
属
し
て
い
た
関
係
地
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方
公
共
団
体
の
長
た
る
者
又
は
長
で
あ
つ
た
者
（
長
た
る
者
又
は
長
で
あ
つ
た
者
に
故
障
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
し
若

し
く
は
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
）
の
中
か
ら
そ
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
者
が
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
選

挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

②

前
項
の
場
合
に
お
い
て
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
所
轄
行
政
庁
は
、
同
項
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
関
係
地
方
公
共
団
体
が
一
で
あ
る
と
き
は
、関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
た
る
者
又
は
長
で
あ
つ
た
者
が
、

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
を
行
う
。

第
二
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
を

行
う
者
は
、
歳
入
歳
出
予
算
が
議
会
の
議
決
を
経
て
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
必
要
な
収
支
に
つ
き
暫
定
予
算
を
調
製
し
、
こ
れ
を
執

行
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務

を
行
う
者
は
、
必
要
な
事
項
に
つ
き
条
例
又
は
規
則
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
従
来
そ
の
地
域
に
施
行
さ
れ
た
条
例
又
は
規

則
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
条
例
又
は
規
則
と
し
て
当
該
地
域
に
引
き
続
き
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
は
、
議
会
に
お
い

て
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
従
来
そ
の
地
域
の
属
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
た
る
者
又
は
選
挙
管
理
委
員
で
あ
つ

た
者
の
互
選
に
よ
り
定
め
た
者
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
従
来
そ
の
地
域
の
属
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
選

挙
管
理
委
員
た
る
者
又
は
選
挙
管
理
委
員
で
あ
つ
た
者
の
数
が
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
の
定

数
を
超
え
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
を
以
て
こ
れ
に
充
て
、
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
、
又
は
従
来
そ
の
地
域
の
属
し
て
い
た
地
方
公
共
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団
体
の
選
挙
管
理
委
員
た
る
者
若
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
で
あ
つ
た
者
が
な
い
と
き
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
の
職
務
を
行
う
者
に
お
い
て
、
従
来
そ
の
地
域
に
属
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
の
補
充
員
た
る
者
又

は
補
充
員
で
あ
つ
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
な
い
と
き
は
、当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
）

の
中
か
ら
選
任
し
た
者
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
互
選
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
を
行

う
者
に
お
い
て
、
予
め
関
係
人
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
域
が
あ
ら
た
に
属
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
事
務
を
承
継
す
る
。
そ
の
地
域
に
よ
り
承
継
の
区
分
を
定
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
所
轄
行
政
庁
は
、
事
務
の
分
界
を

定
め
、
又
は
承
継
す
べ
き
普
通
地
方
公
共
団
体
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
消
滅
し
た
地
方
公
共
団
体
の
収
支
は
、
消
滅
の
日
を
以
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の

長
又
は
そ
の
職
務
を
代
理
し
若
し
く
は
行
う
者
で
あ
つ
た
者
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。

③

前
項
の
規
定
に
よ
る
決
算
は
、
事
務
を
継
承
し
た
各
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
お
い
て
こ
れ
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
（
監

査
委
員
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
自
ら
こ
れ
を
審
査
し
）、
そ
の
意
見
を
附
け
て
議
会
の
認
定
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
算
は
、
そ
の
認
定
に
関
す
る
議
会
の
議
決
と
と
も
に
、
更
（
マ
マ
）
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
内
務
大
臣
、

市
村
（
マ
マ
「
市
町
村
」
か
）
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
、
且
つ
、
そ
の
要
領
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
た
め
事
務
の
分
割
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
務
の
承
継
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
内
務
大
臣
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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二　地方自治法施行令の規定

ウ

附
則
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書

　
　

附
則
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
で
「
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
」
と
さ
れ
た
規
定
の
主
な
内
容
は
、
都
制
施
行
の
際
引
き

続
き
都
の
官
吏
・
有
給
吏
員
と
な
っ
た
東
京
府
・
東
京
市
の
有
給
吏
員
等
に
か
か
わ
る
恩
給
・
退
隠
料
、
府
税
・
市
税
、
使
用

料
、
分
担
金
に
関
わ
る
賦
課
徴
収
、
訴
願
・
訴
訟
の
扱
い
、
都
制
施
行
前
の
府
出
納
吏
・
吏
員
、
市
収
入
役
・
副
収
入
役
に
関

わ
る
訴
願
・
訴
訟
な
ど
の
扱
い
、
ま
た
、
都
制
施
行
前
、
市
制
町
村
制
施
行
令
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
東
京
市
の
区
収
入

役
そ
の
他
の
区
所
属
吏
員
に
関
わ
る
訴
願
・
訴
訟
な
ど
、
東
京
府
・
東
京
市
・
市
の
区
の
廃
止
に
伴
う
継
続
や
扱
い
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
。

　
　

た
だ
し
、
施
行
令
第
百
四
十
七
条
は
、
市
を
都
と
読
み
替
え
る
こ
と
等
を
定
め
た
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
章
四

（
３
）
エ
（
３
１
２
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

エ

附
則
第
四
条

　
　

こ
こ
で
は
適
用
し
な
い
規
定
の
例
と
し
て
、
伝
染
病
予
防
法
（
明
治
三
十
年
四
月
一
日
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
七
条
、
第

十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
（
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
の
改
正
後
の
規
定
）
を
掲
げ
て
お
く
。

○
伝
染
病
予
防
法
（
明
治
三
十
年
四
月
一
日
法
律
第
三
十
六
号
）（
大
正
十
一
年
四
月
十
一
日
法
律
第
三
十
二
号
に
よ
る
改
正
後
の

条
文
）

第
十
七
条

市
町
村
ハ
地
方
長
官
ノ
指
示
ニ
従
ヒ
伝
染
病
院
、
隔
離
病
舎
、
隔
離
所
又
ハ
消
毒
所
ヲ
設
置
ス
ヘ
シ

（
第
二
項

省
略
）
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第
十
八
条
（
第
一
項
、
第
二
項

省
略
）

③

船
舶
汽
車
電
車
ノ
検
疫
ニ
於
テ
発
見
シ
タ
ル
患
者
ハ
其
ノ
地
市
町
村
立
ノ
伝
染
病
院
又
ハ
隔
離
病
舎
ニ
収
容
治
療
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

得
市
町
村
ハ
相
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
之
カ
為
特
ニ
要
シ
タ
ル
費
用
ハ
地
方
長
官
ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
第
四
項

省
略
）

第
二
十
一
条

左
ノ
諸
費
ハ
市
町
村
ノ
負
担
ト
ス

（
第
一
号
～
第
三
号

省
略
）

四

伝
染
病
院
、
隔
離
病
舎
、
隔
離
所
及
消
毒
所
ニ
関
ス
ル
諸
費

（
第
五
号
～
第
七
号

省
略
）

　
　
　

三

施
行
通
達

○
地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
件

昭
和
二
二
年
五
月
三
日
内
務
省
発
第
一
一
一
号

　
　

各
都
道
府
県
知
事
あ
て

内
務
次
官
通
達

本
日
日
本
国
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
同
施
行
規
程
及
び
同
施
行
規
則
が
施
行
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
い
東
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三　施行通達

京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
及
び
町
村
制
並
び
に
東
京
都
官
制
、
北
海
道
庁
官
制
及
び
地
方
官
官
制
等
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た

の
で
あ
る
。

明
治
二
一
年
市
制
町
村
制
発
布
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
約
六
〇
年
の
歳
月
を
閲
し
、
そ
の
制
度
は
遍
く
僻
陬
に
及
び
、
そ
の
精
神
は

益
々
発
揚
せ
ら
れ
、
そ
の
世
局
の
進
展
に
対
す
る
功
績
は
、
洵
に
顕
著
な
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

新
憲
法
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
重
要
性
に
鑑
み
、
特
に
地
方
自
治
に
関
し
一
章
を
設
け
、
そ
の
基
本
原
則
を
確
立
し
て
地

方
公
共
団
体
の
発
達
と
地
方
自
治
の
真
髄
の
顕
現
昂
揚
を
期
し
て
お
り
、
地
方
自
治
法
は
、
こ
の
新
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
地
方
自
治

の
本
旨
に
稽
え
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
を
重
ん
じ
自
律
を
尊
び
、
行
政
の
公
正
と
能
率
を
確
保
す
る
と
と
も
に
国
家
的
統
制
は
極
力

こ
れ
を
抑
制
し
て
地
方
住
民
の
総
意
に
基
き
地
方
共
同
の
福
祉
を
増
進
し
、
国
力
の
根
底
に
培
わ
し
め
以
て
国
家
の
再
建
を
図
る
こ
と

を
趣
旨
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。殊
に
従
来
わ
が
国
地
方
行
政
の
中
心
で
あ
つ
た
地
方
長
官
が
住
民
に
よ
つ
て
選
挙
せ
ら
れ
、

地
方
自
治
法
の
施
行
と
と
も
に
公
吏
た
る
都
道
府
県
知
事
と
し
て
行
政
の
衝
に
当
た
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
、
地
方
行
政
上
最
も
重
要

な
変
革
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
地
方
行
政
の
画
期
的
民
主
化
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
に
負

荷
さ
れ
た
使
命
も
ま
た
愈
々
重
き
を
加
え
、
そ
の
負
荷
の
任
を
全
う
す
る
か
否
か
は
、
た
だ
に
地
方
住
民
の
共
同
の
福
祉
に
関
す
る
の

み
な
ら
ず
国
の
利
害
休
戚
に
直
ち
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
行
政
の
指
導
及
び
運
営
に
当
る
職
員
は
、
宜
し
く
地
方

自
治
法
制
定
の
本
旨
を
体
し
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
歴
史
的
使
命
を
深
く
自
覚
し
、
地
方
公
共
の
福
祉
増
進
と
地
方
自
治
の
本
旨
の
実

現
に
格
段
の
努
力
を
致
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
法
の
精
神
を
よ
く
地
方
住
民
に
周
知
徹
底
せ
し
め
、
住
民
相
率
い
て
地
方
自
治
窮
極
の

成
果
を
挙
げ
る
こ
と
に
最
善
の
努
力
を
尽
さ
せ
る
よ
う
希
つ
て
や
ま
な
い
。

地
方
自
治
法
の
施
行
に
当
つ
て
は
、
よ
く
右
の
趣
旨
を
体
し
、
特
に
左
記
各
項
に
留
意
し
て
遺
漏
の
な
い
よ
う
格
段
の
配
意
を
加
え

る
と
と
も
に
各
市
町
村
に
対
し
て
関
係
事
項
を
漏
れ
な
く
示
達
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
周
知
徹
底
に
つ
い
て
は
特
に
適
切
な
措
置
を
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講
ぜ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　

第
一

総
則
に
関
す
る
事
項

一

地
方
公
共
団
体
は
、
構
成
、
機
関
、
組
織
又
は
権
能
等
よ
り
見
て
最
も
一
般
的
性
格
を
有
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
と
そ
れ
ぞ
れ

特
異
の
性
格
を
有
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
と
の
二
に
分
ち
、
前
者
に
関
し
て
は
地
方
自
治
法
第
二
編
に
お
い
て
共
通
の
規
定
を
定

め
、
後
者
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
特
異
の
性
格
に
応
じ
て
特
別
の
規
定
を
設
け
る
外
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
規
定
を
適
用

し
又
は
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

二

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
を
い
い
、
地
方
自
治
法
（
以
下
本
法
又
は
法
と
い
う
。）
施
行
の
際
現
に
存
す

る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
す
べ
て
法
に
い
わ
ゆ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

東
京
都
は
、
本
法
施
行
と
と
も
に
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
な
く
、
一
般
道
府
県
と
同
様
に
市
町
村
及
び
特
別
区
を
包
括
す
る

　
　

地
方
公
共
団
体
と
な
り
そ
の
性
格
が
全
く
異
な
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
経
過
的
運
営
に
つ
い
て
は
特
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
特

　
　

別
区
の
存
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
即
応
す
る
行
政
を
行
う
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

三

特
別
地
方
公
共
団
体
は
、
今
回
あ
ら
た
に
制
度
を
設
け
た
特
別
市
、
特
別
区
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
及
び
財
産
区
を
い
い
、
特

別
市
は
、
将
来
法
律
を
以
て
指
定
し
又
は
特
に
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
法
施
行
の
際
現
に
存
す
る
東
京
都
の
区
は
特

別
区
に
、市
町
村
組
合
又
は
町
村
組
合
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
に
、市
町
村
の
一
部
で
財
産
を
有
す
る
も
の
は
財
産
区
と
な
る
こ
と
。

四

従
来
の
都
道
府
県
、
市
町
村
、
東
京
都
の
区
、
市
町
村
組
合
又
は
町
村
組
合
、
市
町
村
の
一
部
で
財
産
を
有
す
る
も
の
の
人
格
は
、

本
法
の
各
相
当
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
そ
の
法
人
格
に
変
更
が
な
い
こ
と
。

五

地
方
公
共
団
体
の
権
能
に
関
し
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
す
る
こ
と
。
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三　施行通達

１

普
通
地
方
公
共
団
体
（
省
略
）

２

特
別
地
方
公
共
団
体　
　

特
別
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
自
治
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
の
で
あ　
　

る
が
、
各
地
方
公
共
団
体
の
権
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
地
方
公
共
団
体
ご
と
に
具
体
的
に
規
定
せ
ら
れ
、
特
別
市
に
つ
い
て
は

第
二
六
四
条
、
特
別
区
に
つ
い
て
は
第
二
八
一
条
第
二
項
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
に
つ
い
て
は
第
二
八
四
条
、
第
二
八
七
条
及

び
第
二
九
二
条
、
財
産
区
に
つ
い
て
は
第
二
九
四
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
。

六

地
方
公
共
団
体
の
事
務
所
す
な
わ
ち
現
在
の
都
道
府
県
庁
、
市
役
所
、
町
村
役
場
等
の
位
置
を
定
め
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と

は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
将
来
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

第
二

普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　
　

一

通
則
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

二

住
民
に
関
す
る
事
項

一

東
京
都
の
性
格
の
変
更
に
伴
い
、
東
京
都
の
区
域
内
の
市
町
村
及
び
特
別
区
の
住
民
が
東
京
都
の
住
民
と
な
る
こ
と
。

二
（
省
略
）

　
　
　
　
　

三

条
例
及
び
規
則
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

四

選
挙
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

五

直
接
請
求
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

六

議
会
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

七

執
行
機
関
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）
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八

財
務
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　
　

九

監
督
に
関
す
る
事
項
（
省
略
）

　
　
　
　

第
三

特
別
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
の
特
例
に
関
す
る
事
項

一

特
別
市
（
省
略
）

二

特
別
区

１

特
別
区
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
市
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
は
、
沿
革
上
よ

り
見
る
も
又
住
民
の
社
会
生
活
の
実
際
に
徴
し
て
も
一
体
性
を
な
し
て
を
り
、
選
挙
権
の
要
件
た
る
六
箇
月
の
住
所
の
期
間
を
各

区
毎
に
計
算
す
る
こ
と
は
現
実
に
反
す
る
の
で
、
区
の
存
す
る
区
域
を
通
じ
て
こ
れ
を
計
算
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

２

特
別
区
と
都
の
関
係
は
、
事
務
及
び
事
業
の
処
理
執
行
並
び
に
財
政
上
の
均
衡
の
保
持
及
び
区
行
政
の
統
一
調
整
上
極
め
て
緊

密
な
関
係
に
お
か
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
の
で
、
特
別
区
に
都
吏
員
を
配
属
し
、
区
長
の
命
を
承
け
て
事
務
に
従
事
さ
せ
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

三

地
方
公
共
団
体
の
組
合　
　

地
方
公
共
団
体
の
組
合
は
、
従
来
府
県
及
び
市
町
村
の
各
々
相
互
の
間
に
お
い
て
組
合
を
設
立
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
法
に
よ
り
必
要
に
応
じ
各
種
の
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。

四

地
方
公
共
団
体
の
協
議
会
（
省
略
）
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三　施行通達

　
　
　
　

第
四

そ
の
他
の
事
項

一
～
四
（
省
略
）

五

従
前
の
東
京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
若
し
く
は
町
村
制
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
よ
つ
て
し
た
手
続
そ
の

他
の
行
為
は
、
す
べ
て
本
法
又
は
本
法
施
行
令
中
の
相
当
規
定
に
よ
り
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。

六
～
七
（
省
略
）

　
　
　
　

第
五

経
過
的
措
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　
　

一

地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
関
す
る
事
項

地
方
自
治
行
政
の
運
営
上
職
員
の
人
事
行
政
の
重
要
性
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
任
免
、
分
限
、
服
務
、
給
与
、
懲
戒
等

に
関
し
て
は
近
く
特
別
法
が
制
定
さ
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
特
別
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
左
の
各
項
の
要
領
に
よ
り
こ
れ
を
処

理
し
、
特
に
人
事
の
適
正
に
留
意
し
、
紀
律
の
保
持
に
努
め
る
と
と
も
に
職
員
の
士
気
を
振
作
し
、
以
て
行
政
の
闊
達
な
る
遂
行
に
努

め
る
こ
と
。

一
～
五
（
省
略
）

　
　
　
　
　

二

そ
の
他
の
事
項

一
～
二
（
省
略
）

三

副
知
事
及
び
特
別
区
の
助
役
等　
　

副
知
事
又
は
特
別
区
の
助
役
若
し
く
は
法
律
第
一
五
五
条
第
二
項
の
市
の
区
の
助
役
が
置
か

れ
る
ま
で
の
間
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
特
別
区
の
区
長
若
し
く
は
同
法
第
一
五
五
条
第
二
項
の
市
の
区
長
の
職
務
を
代
理
す
る
者

は
、
従
前
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
を
代
理
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
。
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特
別
区
の
収
入
役
が
置
か
れ
る
ま
で
の
間
は
、
特
別
区
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
都
の
出
納
吏
が
こ

れ
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
六
（
省
略
）

　
　
　

四

地
方
自
治
法
に
お
け
る
特
別
区
の
位
置
づ
け

　
　
（
１
）
東
京
都
の
区
の
法
的
な
位
置
づ
け

　
　

東
京
都
の
区
の
制
度
的
な
根
拠
は
、
改
正
東
京
都
制
か
ら
地
方
自
治
法
へ
と
移
行
し
た
が
、
こ
れ
に
伴
い
、
東
京
都
の
区
の

制
度
は
、
東
京
と
い
う
個
別
の
地
域
に
関
す
る
固
有
の
制
度
か
ら
、
普
遍
的
・
一
般
的
な
制
度
へ
と
、
そ
の
制
度
的
な
位
置
づ

け
が
大
き
く
変
化
し
た
。

　
　

ま
た
、
東
京
都
は
、
地
方
自
治
法
施
行
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
は
な
く
、
一
般
道
府
県
と
同
様

に
市
町
村
及
び
特
別
区
を
包
括
す
る
地
方
公
共
団
体
と
な
り
、
特
別
区
に
は
原
則
と
し
て
市
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
特
別
区
が
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
と

も
見
る
こ
と
が
で
き
（
但
し
、
当
初
の
地
方
自
治
法
の
中
に
、「
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
」「
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
地

方
公
共
団
体
」
と
い
う
文
言
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。）、
都
と
区
と
の
法
律
上
の
関
係
性
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。
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四　地方自治法における特別区の位置づけ

　
　

東
京
都
を
道
府
県
と
同
一
の
性
格
の
団
体
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
第
九
十
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
法
案
審
議
の
大
臣
答

弁
資
料
は
、
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
（
１
）。

　
　
「（
一
）
都
は
、
現
在
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
せ
ら
れ
、
都
の
市
町
村
は
都
を
基
礎
と
し
て
そ
の
内
に
包
摂
せ
ら
れ
る
関
係

に
あ
り
道
府
県
が
市
町
村
を
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
、
こ
れ
を
包
括
し
て
そ
の
上
に
立
つ
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
の
に
法

制
上
根
本
的
に
そ
の
構
造
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
都
と
都
内
の
市
町
村
と
の
関
係
と
、
一
般
道
府
県
と
そ
の
区
域
内

の
市
町
村
と
の
関
係
と
は
、
本
質
上
何
ら
異
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
都
を
以
て
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
す
る
こ
と
の
方
が
却
っ

て
実
際
に
即
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
二
）
而
し
て
東
京
都
の
区
は
、
統
合
に
よ
り
こ
れ
に
市
と
同
等
の
機
能
を
附
与
す
る
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た

の
で
原
則
と
し
て
市
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
必
要
な
事
項
は
、
都
の
条
例
で
調
整
す
る
途
を
拓
い
た
の

で
、
東
京
都
と
区
と
の
関
係
も
ま
た
、
こ
れ
を
一
般
の
道
府
県
と
市
町
村
と
の
関
係
と
同
様
に
し
て
支
障
が
な
く
な
る
に
至
つ

た
か
ら
、
今
回
都
を
一
般
の
道
府
県
と
同
一
の
性
格
に
変
更
し
た
わ
け
で
あ
る
。」

　
　
（
２
）
自
治
権
の
拡
大

　
　

特
別
区
は
、
既
に
第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
東
京
都
制
の
改
正
）
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
大
幅
に
自
治
権
を
拡
大
し

て
い
た
が
、
地
方
自
治
法
の
制
定
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
は
市
と
同
等
の
権
能
を
持
つ
に
至
っ
た
。

　
　

特
別
区
を
市
と
同
様
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
第
九
十
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
法
案
審
議
の
大
臣
答
弁
資
料
は
次
の
と
お

り
述
べ
て
い
る
（
２
）。



第五章　地方自治法の関係規定とその後の改正

297

　
　
「（
一
）
東
京
都
の
区
は
、
従
来
も
、
そ
の
区
域
、
人
口
、
住
民
の
担
税
能
力
等
の
点
か
ら
い
え
ば
、
優
に
一
般
の
市
に
比
肩

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
月
（
編
者
注

昭
和
二
十
二
年
三
月
）
十
五
日
よ
り
実
施
せ
ら
れ
た
東
京
都
の
区
の
流

合
（
マ
マ
「
統
合
」
か
）
の
結
果
区
の
区
域
及
び
人
口
は
、
戦
災
後
の
状
況
に
お
い
て
も
、
一
般
の
市
に
比
較
し
て
、
何
等

遜
色
な
き
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
市
と
同
一
の
機
能
を
与
え
る
こ
と
は
、
何
ら
支
障
な
き
の
み
な
ら
ず
、
住
民
自
治

の
本
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
（
二
）
し
か
し
都
の
区
は
二
十
二
区
密
接
連
携
し
、
相
互
に
相
関
渉
す
る
事
項
が
頗
る
多
く
、
二
十
二
区
の
区
域
は
以
て
従

来
東
京
市
を
構
成
し
、
相
合
し
て
一
体
を
な
し
、
各
種
の
事
業
及
び
施
設
の
経
営
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
統
一
し
て
行
う
べ
き
必

要
の
存
す
る
も
の
も
少
く
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
性
に
鑑
み
、特
別
区
の
事
務
に
関
し
て
は
、

都
の
条
例
を
以
て
必
要
な
規
定
を
設
け
て
統
一
を
保
持
し
よ
う
と
し
、
又
他
の
法
令
中
市
に
関
す
る
規
定
を
直
ち
に
特
別
区
に

適
用
し
難
い
事
情
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
こ
れ
を
除
外
す
る
途
を
拓
き
以
て
特
別
区
及
び
都
の
実
情
に
即
応
し
得

る
措
置
を
講
じ
て
あ
る
か
ら
、
何
等
支
障
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
る
。」

ア

事
務
権
能

（
ア
）「
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
」
か
ら
「
公
共
事
務
」
へ

　
　

事
務
権
能
に
つ
い
て
、
改
正
東
京
都
制
第
百
四
十
条
と
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
一
条
第
二
項
と
を
比
べ
る
と
、
次
の
と
お

り
、
そ
れ
ま
で
「
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
公
共
事
務
」
と
規
定
さ
れ
、
所
管
事
務
の

範
囲
が
よ
り
幅
広
い
書
き
ぶ
り
と
な
っ
た
。
市
制
に
お
け
る
市
の
事
務
の
規
定
や
地
方
自
治
法
に
お
け
る
普
通
地
方
公
共
団
体

の
事
務
の
規
定
に
近
い
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
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四　地方自治法における特別区の位置づけ

○
東
京
都
制
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
に
よ
る
改
正
後
の
条
文
）

第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
法
令
及
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ

属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
八
十
一
条
第
二
項

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
並

び
に
従
来
法
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

〈
参
考
〉
市
の
事
務
権
能
の
規
定

○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）

第
二
条

市
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
法
令
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
其
ノ
公
共
事
務
並
従
来
法
令
又
ハ
慣
例
ニ
依
リ
及
将
来
法
律
勅
令

ニ
依
リ
市
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

（
昭
和
十
八
年
三
月
二
十
日
法
律
第
八
十
号
に
よ
る
改
正
後
）

第
二
条

市
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
法
令
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
其
ノ
公
共
事
務
及
法
令
又
ハ
従
来
ノ
慣
例
ニ
依
リ
市
ニ
属
ス
ル
事

務
ヲ
処
理
ス

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）
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第
二
条
第
二
項

普
通
地
方
公
共
得
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
普
通
地
方

公
共
団
体
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

（
イ
）
他
の
法
令
中
市
に
関
す
る
規
定
の
適
用

　
　

ま
た
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
三
条
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
が
原
則
と
し
て
す
べ
て
特
別
区

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
附
則
第
十
七
条
に
よ
り
、
他
の
法
令
中
の
市
に
関
す
る
規
定
も
、
原
則
と
し
て
特
別
区
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

附
則
第
十
七
条

他
の
法
令
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令
で
特
別
の
規
定
を
設
け
る
場
合
を
除
く
外
、
特
別
区
に
も
、
ま
た
、
こ
れ

を
適
用
す
る
。

　
　

市
に
関
す
る
法
律
が
そ
の
ま
ま
特
別
区
に
適
用
さ
れ
る
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
法
律
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
四

年
時
点（
３
））。

政
治
資
金
規
正
法
（
六
、三
三
、三
四
）

国
民
体
力
法
（
五
、二
〇
）

電
気
事
業
法
（
六
）

瓦
斯
事
業
法
（
一
二
Ⅱ
、
一
七
、一
七
の
二
）
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漁
業
法
（
九
）

食
糧
管
理
法
（
一
九
Ⅱ
）

土
地
収
用
法
（
二
５
、一
〇
、一
五
～
一
七
、二
二
、二
四
、四
〇
Ⅱ
、
七
一
Ⅰ
）

耕
地
整
理
法
（
一
４
、三
の
二
、八
Ⅱ
、
九
、三
二
、三
八
、五
三
Ⅰ
５
、七
九
）

不
動
産
登
記
法
（
一
四
Ⅱ
、
三
〇
）

小
作
調
停
法
（
三
～
五
、七
、八
、一
七
、一
八
、四
一
、四
三
）

検
察
審
査
会
法
（
九
～
一
三
）

地
方
財
政
法
（
二
七
～
三
〇
）

競
馬
法
（
一
）

　
　

ま
た
、
個
別
の
法
律
の
中
に
、
当
該
法
律
に
お
い
て
市
又
は
市
長
と
あ
る
の
は
特
別
区
又
は
特
別
区
長
を
含
む
と
す
る
規
定

を
置
い
て
い
る
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
法
律
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
四
年
時
点（
４
））。

戸
籍
法
（
四
）

寄
留
法
（
二
）

地
方
税
法
（
一
三
三
）

学
校
教
育
法
（
八
七
）

教
育
委
員
会
法
（
三
Ⅰ
）

児
童
福
祉
法
（
八
Ⅲ
Ⅳ
）
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民
生
委
員
法
（
三
、四
）

災
害
救
助
法
（
三
○
、
四
三
、四
四
）

厚
生
年
金
保
険
法
（
一
一
の
二
Ⅰ
）

国
民
健
康
保
険
法
（
二
）

職
業
安
定
法
（
一
一
Ⅰ
）

農
地
調
整
法
（
一
七
の
三
）

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
（
四
九
）

農
業
災
害
補
償
法
（
五
Ⅰ
、
一
○
七
）

水
産
業
協
同
組
合
法
（
一
八
Ⅱ
）

道
路
運
送
法
（
四
Ⅵ
２
）

土
地
台
帳
法
（
四
三
Ⅱ
）

家
屋
台
帳
法
（
二
五
Ⅱ
）

特
別
都
市
計
画
法
（
一
Ⅱ
）

衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
十
二
条
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
一
Ⅱ
）

選
挙
運
動
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
二
九
）

水
防
法
（
二
）

人
権
擁
護
委
員
法
（
三
、六
）

屋
外
広
告
物
法
（
三
Ⅰ
）
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死
体
解
剖
保
存
法
（
一
二
）

（
ウ
）
都
条
例
に
よ
る
事
務
の
委
譲

　
　

地
方
自
治
法
の
制
定
を
目
前
に
控
え
、
東
京
都
は
区
委
譲
事
務
条
例
及
び
区
委
譲
事
務
条
例
施
行
規
則
を
定
め
、
一
定
の
留

保
を
付
し
つ
つ
事
務
を
委
譲
し
た
（
な
お
、
都
か
ら
区
へ
の
機
関
委
任
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
一
（
４
）（
３
１
頁
以
下
）

を
参
照
さ
れ
た
い
）。

○
区
委
譲
事
務
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
東
京
都
条
例
第
十
四
号
）

第
一
条

都
制
第
百
四
十
条
に
よ
り
左
に
掲
げ
る
事
務
は
、
区
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
但
し
、
数
区
に
亘
る
も
の
、
そ

の
他
総
合
的
又
は
統
一
的
処
理
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。

一

保
護
救
済
に
関
す
る
こ
と
。

二

乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

三

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
・

四

国
民
学
校
（
水
上
国
民
学
校
、
光
明
学
校
を
除
く
以
下
同
じ
）
幼
稚
園
及
び
青
年
学
校
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
民
学
校
、
幼
稚
園
及
び
青
年
学
校
の
学
校
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

六

図
書
館
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

七

社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

八

体
育
に
関
す
る
こ
と
。
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九

街
路
照
明
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十

別
に
指
定
す
る
公
園
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

別
に
指
定
す
る
緑
地
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

別
に
指
定
す
る
区
域
の
戦
災
跡
地
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

保
健
衛
生
思
想
の
普
及
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

保
健
所
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条

前
条
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
も
臨
時
急
施
を
要
す
る
も
の
は
、
都
に
お
い
て
施
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
当
り
必
要
な
事
項
は
都
長
官
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

○
区
委
譲
事
務
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
東
京
都
規
則
第
十
二
号
）

第
一
条

区
委
譲
事
務
条
例
（
以
下
条
例
と
い
う
。）
第
一
条
第
一
号
の
事
務
は
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

要
保
護
者
の
保
護
救
済
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
浮
浪
者
の
一
斉
収
容
保
護
及
び
収
容
保
護
施
設
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

二

非
常
災
害
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

三

海
外
引
揚
者
及
び
戦
災
者
の
援
護
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
未
定
着
者
の
援
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

第
二
条

条
例
第
一
条
第
二
号
の
事
務
は
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
護
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
浮
浪
児
、
戦
災
孤
児
、
精
神
薄
弱
児
、
虚
弱
児
等
異
常
児
の

　
　

収
容
保
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

二

乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
健
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
体
力
検
査
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
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三

妊
産
婦
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
妊
産
婦
手
帳
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

第
三
条

条
例
第
一
条
第
三
号
の
事
務
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

授
産
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

二

小
額
資
金
の
融
通
に
関
す
る
こ
と
。

三

宿
泊
に
関
す
る
こ
と
。

四

食
堂
又
は
浴
場
の
経
営
に
関
す
る
こ
と
。

五

日
常
生
活
用
品
の
供
給
又
は
交
換
に
関
す
る
こ
と
。

六

生
活
改
善
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

健
全
慰
楽
及
び
余
暇
善
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条

条
例
第
一
条
第
四
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
建
設
と
は
建
設
に
関
す
る
左
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

一

事
業
計
画

二

予
算
編
成

三

建
築
（
造
修
を
含
む
）
設
計

四

請
負
契
約
、
締
結
及
び
そ
の
実
施

第
五
条

条
例
第
一
条
第
五
号
の
事
務
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

児
童
、
生
徒
及
び
教
職
員
の
身
体
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

三

児
童
及
び
生
徒
の
疾
病
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
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四

栄
養
剤
の
補
給
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条

条
例
第
一
条
第
七
号
の
事
務
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

青
少
年
団
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
民
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

宗
教
及
び
科
学
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
文
化
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条

条
例
第
一
条
第
八
号
の
事
務
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

体
育
行
事
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
体
力
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条

条
例
第
一
条
第
十
号
の
公
園
は
別
表
に
掲
げ
る
公
園
を
い
う
。（
別
表
省
略
）

第
九
条

条
例
第
一
条
第
十
四
号
の
保
健
所
に
は
左
の
保
健
所
を
含
ま
な
い
。

　
　

東
京
都
立
中
央
保
健
所

　
　

同　
　
　

第
一
保
健
所

　
　

同　
　
　

第
二
保
健
所

　
　

同　
　
　

第
三
保
健
所

　
　

同　
　
　

第
四
保
健
所
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同　
　
　

第
五
保
健
所

第
十
条

条
例
第
二
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
長
官
は
区
長
に
そ
の
事
項
を
指
定
し
、
施
行
の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す

る
。

イ

議
決
機
関
・
執
行
機
関
の
組
織
権
限
等

　
　

特
別
区
は
、
議
決
機
関
の
組
織
及
び
権
限
に
つ
い
て
も
執
行
機
関
の
組
織
及
び
権
限
に
つ
い
て
も
、
地
方
自
治
法
第

二
百
八
十
三
条
に
よ
り
、
す
べ
て
市
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
例
え
ば
区
議
会
に
つ
い
て
見

る
と
、
機
関
委
任
事
務
に
対
し
発
言
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
（
地
自
法
自
治
法
第
九
十
九
条
）
と
と
も
に
、
常
任
委
員
会
・

特
別
委
員
会
制
度
が
導
入
さ
れ
る
（
地
方
自
治
法
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
）
等
、
市
議
会
と
同
様
に
、
権
限
や

組
織
が
格
段
に
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
第
六
十
七
号
）

第
九
十
九
条
第
一
項

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
委
任
さ
れ
た
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
そ

の
他
公
共
団
体
の
事
務
に
関
し
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
説
明
を
求
め
、
又
は
こ
れ
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
百
九
条
第
一
項

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
条
例
で
常
任
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
十
条
第
一
項

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
条
例
で
特
別
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
区
の
組
織
に
つ
い
て
改
正
東
京
都
制
と
比
較
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
東
京
都
制
で
は
区
に
助
役
は
設
置
さ
れ
ず
、

区
の
出
納
吏
は
都
長
官
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
東
京
都
制
第
百
五
十
六
条
第
一
項
）
が
、
地
方
自
治
法
で
は
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
助
役
や
収
入
役
を
選
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
る（
地
方
自
治
法
第
百
六
十
二
条
及
び
第
百
六
十
八
条
第
六
項
）

等
、
組
織
や
権
限
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）（
第
百
五
十
六
条
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
改
正
で
改
正

　
　

さ
れ
て
い
な
い
。）

第
百
五
十
六
条
第
一
項

区
ニ
区
出
納
吏
ヲ
置
キ
区
所
属
ノ
官
吏
及
吏
員
ノ
中
ニ
就
キ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
第
六
十
七
号
）

第
百
六
十
二
条

副
知
事
及
び
助
役
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
選
任
す
る
。

第
百
六
十
八
条
第
六
項

第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
五
十
九
条
、
第
百
六
十
二
条
、
第
百
六
十
三
条
本
文
及
び
第

百
六
十
四
条
の
規
定
は
、
出
納
長
及
び
副
出
納
長
並
び
に
収
入
役
及
び
副
収
入
役
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　
（
３
）
市
と
異
な
る
特
例

　
　

地
方
自
治
法
の
制
定
に
よ
り
、
特
別
区
の
自
治
権
は
拡
大
し
、
法
律
上
の
原
則
と
し
て
は
市
と
同
等
の
権
能
を
持
つ
こ
と
と

な
っ
た
一
方
で
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
全
体
を
一
つ
の
市
と
み
な
し
、
そ
の
市
の
役
割
を
都
が
担
う
よ
う
な
、
そ
の
意
味
で
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個
々
の
特
別
区
の
自
治
権
を
制
約
す
る
特
例
も
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
次
に
掲
げ
る
。

ア

特
別
区
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　

都
は
、
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
二
条
）。

　
　

こ
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、「
特
別
区
の
存
す
る
区
域
は
、
相
ま
つ
て
一
つ
の
自
治
団
体
を
構
成
す
る
に
近
い
、
相

互
に
は
な
れ
ら
れ
な
い
緊
密
な
、
一
体
的
の
関
係
に
在
る
の
で
あ
つ
て
、
二
十
三
の
独
立
区
に
分
解
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
都

民
生
活
の
実
情
に
即
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
行
政
の
統
一
を
破
壊
し
、
都
民
の
負
担
を
区
々
な
ら
し
め
、
け
つ
し
て
都
全
体
の

調
和
あ
る
発
展
を
図
り
、
都
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
所
以
で
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
都
が
、
特
別
区
に
お
け
る
行
政
の
調
和
と

統
一
を
保
持
す
る
た
め
、
条
例
で
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
（
５
）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　

都
条
例
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
先
に
引
用
し
た
大
臣
答
弁
資
料
は
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
（
６
）。

　
　
　
　
「
主
と
し
て
区
の
行
政
の
統
一
乃
至
調
整
上
必
要
な
事
項
を
条
例
で
規
定
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
事
項
と
し
て

　
　
　

は
、

一

特
別
区
に
勤
務
す
る
吏
員
は
、
原
則
と
し
て
都
の
吏
員
と
し
、
そ
の
任
用
、
資
格
、
分
限
、
給
与
、
服
務
等
に
関
し
、
必

要
な
統
一
的
規
定
を
設
け
る
。

二

区
の
職
制
、
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
に
関
し
、
必
要
な
統
一
的
規
定
を
設
け
る
。

三

都
と
区
が
相
並
ん
で
処
理
し
得
る
事
務
又
は
経
営
し
得
る
施
設
例
へ
ば
中
学
校
の
如
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
設
置
経

営
を
制
限
し
、
そ
の
他
（
イ
）
区
の
行
政
及
び
財
政
上
の
能
力
か
ら
見
て
又
は
専
門
的
技
術
能
力
の
関
係
か
ら
考
え
て
区

に
お
い
て
施
設
経
営
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
も
の
例
え
ば
病
院
、
試
験
所
、
検
査
所
、
汚
水
処
分
施
設
の
如
き
も
の
、（
ロ
）
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当
該
の
事
務
に
対
す
る
需
要
の
程
度
か
ら
区
の
施
設
経
営
を
必
要
と
し
な
い
も
の
例
え
ば
、
養
育
院
、
教
護
院
、
精
神
病
院

の
如
き
も
の
、（
ハ
）
事
業
の
経
営
上
区
の
区
域
狭
少
な
る
も
の
例
え
ば
職
業
紹
介
事
業
等
の
如
き
も
の
、（
二
）
事
件
の
性

質
上
機
動
的
な
緊
急
措
置
を
必
要
と
し
都
が
主
管
運
営
す
る
を
必
要
と
す
る
防
疫
措
置
の
如
き
も
の
、（
ホ
）
配
給
等
の
如

く
二
二
区
を
通
じ
高
度
の
統
一
を
必
要
と
す
る
も
の
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
考
え
で
あ
る
。」

イ

自
治
法
の
市
に
関
す
る
規
定
適
用
の
例
外

地
方
自
治
法
の
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
原
則
と
し
て
特
別
区
に
す
べ
て
適
用
さ
れ
る
が
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を

す
る
も
の
は
除
か
れ
る
（
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
三
条
）。

（
ア
）
選
挙
権
に
係
る
居
住
要
件

選
挙
権
の
要
件
で
あ
る
六
箇
月
の
住
所
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
全
体
が
一
つ
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
、
そ
の
区
域
内
に
六
箇
月
以
来
住
所
を
有
し
て
い
れ
ば
、
都
の
議
会
の
議
員
及
び
長
並
び
に
現
に
住
所

を
有
す
る
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
九
条
。
地
方
自
治
法
第
十
八
条

第
一
項
の
例
外
）。

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

第
二
百
九
条

日
本
国
民
た
る
年
齢
二
十
年
以
上
の
者
で
六
箇
月
以
来
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
都
の
議

会
の
議
員
及
び
長
並
び
に
当
該
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。
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○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
第
六
十
七
号
）

第
十
八
条
第
一
項

日
本
国
民
た
る
年
齢
二
十
年
以
上
の
者
で
六
箇
月
以
来
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
属
す

る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

（
イ
）
配
属
職
員
制
度

　
　

ま
た
、
特
別
区
に
は
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
二
条
及
び
第
百
七
十
三
条
が
適
用
さ
れ
、
必
要
な
吏
員
を
置
き
、
区
長
が
任

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
特
別
区
の
区
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
都
知
事
が
特

別
区
に
必
要
な
都
吏
員
を
配
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
条
）。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
第
六
十
七
号
）

第
百
七
十
二
条

前
十
一
条
に
定
め
る
者
を
除
く
外
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
必
要
な
吏
員
を
置
く
。

②

前
項
の
吏
員
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。

③

第
一
項
の
吏
員
の
定
数
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
百
七
十
三
条

前
条
第
一
項
の
吏
員
は
、
事
務
吏
員
、
技
術
吏
員
、
教
育
吏
員
及
び
警
察
吏
員
と
す
る
。

②

事
務
吏
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
掌
る
。

③

技
術
吏
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
技
術
を
掌
る
。

④

教
育
吏
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
を
掌
る
。

⑤

警
察
吏
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。
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○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

第
二
百
十
条

都
知
事
は
、
特
別
区
の
区
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
特
別
区
に
必
要
な
都
吏
員
を
配
属
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

前
項
の
都
吏
員
は
、
区
長
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

ウ

他
法
令
の
市
に
関
す
る
規
定
適
用
の
例
外

　
　

道
路
法
及
び
同
法
施
行
令
、
水
道
条
例
、
伝
染
病
予
防
法
第
十
七
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
（
伝
染
病
院
等
の
施
設

に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
都
市
計
画
法
及
び
同
法
施
行
令
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
適
用

し
な
い
（
地
方
自
治
法
施
行
令
附
則
第
四
条
）。

　
　

こ
れ
ら
の
事
務
は
い
ず
れ
も
、「
各
特
別
区
ご
と
に
独
立
し
て
施
行
、
管
理
す
る
に
適
せ
ず
、
各
特
別
区
の
区
域
を
総
合
し

て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
又
適
当
で
も
あ
る
」、
あ
る
い
は
「
各
特
別
区
ご
と
で
は
不
経
済
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
（
７
）。

　
　

ま
た
、
生
活
保
護
に
つ
い
て
も
、
市
及
び
市
長
の
機
能
は
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
都
及
び
都
知
事
が
担
う
こ

と
と
さ
れ
た
（
生
活
保
護
法
第
四
条
、
第
十
八
条
）

道
路
法
（
大
正
八
年
四
月
十
一
日
法
律
第
五
十
八
号
）

道
路
法
施
行
令
（
大
正
八
年
十
一
月
五
日
勅
令
第
四
百
六
十
号
）

水
道
条
例
（
明
治
二
十
三
年
二
月
十
三
日
法
律
第
九
号
）
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伝
染
病
予
防
法
（
明
治
三
十
年
四
月
一
日
法
律
第
三
十
六
号
）

都
市
計
画
法
（
大
正
八
年
四
月
五
日
法
律
第
三
十
六
号
）

都
市
計
画
法
施
行
令
（
大
正
八
年
十
一
月
二
十
八
日
勅
令
第
四
百
八
十
二
号
）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
九
日
法
律
第
十
七
号
）

エ

市
を
都
と
読
み
替
え
る
等
の
規
定

　
　

地
方
自
治
法
附
則
第
二
条
た
だ
し
書
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
附
則
第
二
条
た
だ
し
書
に
よ
り
、
東
京
都
制
第
百
九
十
一
条

及
び
東
京
都
制
施
行
令
第
百
四
十
七
条
が
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
他
の
法
令
中
東
京
市
と

あ
る
場
合
に
は
東
京
都
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
制
第
六
条
の
市
又
は
市
と
あ
る
場
合
に
は
東
京
都
を
含
む
も
の
と
さ
れ
、
こ

れ
ら
の
場
合
に
は
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
を
以
て
東
京
都
の
区
域
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
第
六
十
七
号
）

附
則
第
二
条

東
京
都
制
、
道
府
県
制
、
市
制
及
び
町
村
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
東
京
都
制
第
百
八
十
九
条
乃
至
第

百
九
十
一
条
及
び
第
百
九
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

附
則
第
二
条

東
京
都
制
施
行
令
、
道
府
県
制
施
行
令
、
市
制
町
村
制
施
行
令
、
昭
和
四
年
勅
令
第
百
八
十
九
号
（
市
制
第
六
十
五
条

の
名
誉
職
参
事
会
員
の
定
数
に
関
す
る
件
）、
昭
和
十
八
年
勅
令
第
四
百
四
十
六
号
（
町
村
制
を
施
行
し
な
い
島
の
指
定
に
関
す
る
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件
）
及
び
昭
和
十
九
年
勅
令
第
百
十
九
号
（
町
又
は
字
の
区
域
等
の
変
更
に
関
す
る
件
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
東
京
都

制
施
行
令
第
百
二
十
四
条
乃
至
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
六
条
乃
至
第
百
四
十
四
条
、
第
百
四
十
六
条
及
び
第

百
四
十
七
条
の
規
定
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
九
十
一
条

他
ノ
法
律
中
東
京
市
ト
ア
ル
ハ
東
京
都
ト
ス

②

他
ノ
法
律
中
市
制
第
六
条
ノ
市
ト
ア
ル
ハ
東
京
都
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

③

他
ノ
法
律
中
市
制
、
市
、
市
役
所
、
市
条
例
、
市
会
、
市
会
議
員
、
市
参
事
会
、
市
名
誉
職
参
事
会
員
、
市
長
、
市
吏
員
、
市
収

入
役
、
市
費
又
ハ
市
税
ト
ア
ル
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
各
東
京
都
制
、
東
京
都
、
東
京
都
庁
、
東
京
都

条
例
、
東
京
都
議
会
、
東
京
都
議
会
議
員
、
東
京
都
参
事
会
、
東
京
都
参
事
会
員
、
東
京
都
長
官
、
東
京
都
ノ
官
吏
及
吏
員
、
東
京

都
出
納
吏
、
東
京
都
費
又
ハ
東
京
都
税
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
他
市
ニ
係
ル
規
定
ニ
付
之
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

④

前
三
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
ヲ
以
テ
東
京
都
ノ
区
域

ト
看
做
ス

○
東
京
都
制
施
行
令
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
九
号
）

第
百
四
十
七
条

他
ノ
命
令
及
関
係
依
用
法
令
中
東
京
市
又
ハ
東
京
市
長
ト
ア
ル
ハ
各
東
京
都
又
ハ
東
京
都
長
官
ト
ス

②

他
ノ
命
令
及
関
係
依
用
法
令
中
市
制
第
六
条
ノ
市
ト
ア
ル
ハ
東
京
都
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

③

他
ノ
命
令
及
関
係
依
用
法
令
中
市
制
、
市
、
市
役
所
、
市
会
、
市
会
議
員
、
市
参
事
会
、
市
長
、
市
吏
員
又
ハ
市
費
ト
ア
ル
ハ
命
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令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
各
東
京
都
制
、
東
京
都
、
東
京
都
庁
、
東
京
都
議
会
、
東
京
都
議
会
議
員
、
東
京
都

参
事
会
、
東
京
都
長
官
、
東
京
都
ノ
官
吏
及
吏
員
又
ハ
東
京
都
費
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
他
市
ニ
係
ル
規
定
ニ
付
之
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ

ト
ス

④

前
三
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
命
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
ヲ
以
テ
東
京
都
ノ
区
域

ト
看
做
ス

注（
１
）
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
二
部
』（
昭
和
２
２
年
）
４
３
６
頁

（
２
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
二
部
』
４
３
５
頁

（
３
）
金
丸
三
郎
『
地
方
自
治
法
精
義

下
巻
』
春
日
出
版
社
（
昭
和
２
４
年
）
３
５
６
頁
。
た
だ
し
、
一
部
補
正
し
て
い
る
。

（
４
）
金
丸
三
郎

前
掲
書

３
５
４
頁
。
た
だ
し
、
一
部
補
正
し
て
い
る
。

（
５
）
金
丸
三
郎

前
掲
書

３
６
６
頁

（
６
）
前
掲
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
二
部
』
４
３
５
頁

（
７
）
金
丸
三
郎

前
掲
書

３
５
８
頁
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五

昭
和
二
十
二
年
の
地
方
自
治
法
改
正

　
　
（
１
）
改
正
の
経
過

　
　

先
述
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
は
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
四
月
十
七
日
に
公
布
さ
れ
、
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
。

し
か
し
、
附
則
を
含
め
全
三
百
二
十
五
条
に
及
ぶ
膨
大
な
法
律
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
調
整
が
十
分
で
は
な
く
、
自
治

法
施
行
以
後
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
「
五
月
雨
式
に
」
改
正
意
見
が
出
さ
れ
、
同
年
七
月
に
は
四
十
項
目
に
及
ぶ
改
正
意
見
が
示
さ
れ

た（
１
）。
そ
の
後
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
内
務
省
と
の
折
衝
は
続
き
、
法
改
正
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
九
月
二
日
に
至
っ
て
「
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　
　

改
正
法
案
は
十
月
十
一
日
に
第
一
回
国
会
（
会
期

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月
二
十
日
～
同
年
十
二
月
九
日
）
の

衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
が
、
衆
議
院
で
は
、
引
き
続
く
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
等
の
影
響
を
受
け
て
、「
単
に
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
の
み
で
な
く
、
地
方
自
治
法
全
条
に
対
す
る
大
修
正（
２
）」
と
な
る
修
正
案
が
可
決
さ
れ
、

十
二
月
七
日
に
参
議
院
本
会
議
で
衆
議
院
の
修
正
ど
お
り
可
決
成
立
、十
二
月
十
二
日
に
公
布
さ
れ
た（
法
律
第
百
六
十
九
号
）。
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（
２
）
改
正
の
概
要

　
　

こ
の
改
正
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
各
項
目
末
尾
の
括
弧
書
き
は
、
改
正

後
の
該
当
条
項
番
号
）。

・
行
政
事
務
を
処
理
す
る
権
能
の
付
与
（
第
二
条
第
二
項
）

・
刑
事
罰
を
含
む
条
例
制
定
権
の
整
備
（
第
十
四
条
）

・
議
会
の
予
算
増
額
修
正
権
の
明
確
化
（
第
九
十
七
条
第
二
項
）

・
機
関
委
任
事
務
に
係
る
職
務
執
行
命
令
訴
訟
制
度
の
導
入
（
第
百
四
十
六
条
）

・
都
道
府
県
の
部
局
の
法
定
化
（
第
百
五
十
八
条
）

・
地
方
債
の
許
可
に
関
す
る
事
項
の
整
備
（
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
、
第
二
百
五
十
条
）

・
特
別
市
指
定
の
住
民
投
票
の
範
囲
の
整
備
（
都
道
府
県
の
住
民
全
体
の
投
票
に
付
す
）（
第
二
百
六
十
五
条
第
四
項
）

条
文
中
に
「
特
別
区
」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
る
条
文
の
中
で
は
、
第
二
百
八
十
一
条
第
二
項
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
た
。

第
二
百
八
十
一
条
第
二
項

旧

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
並
び
に
従
来
法
令
又
は
都

の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

新

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
も
の
並
び
に
従
来
法
令
又
は
都
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の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
も
の
の
外
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
そ
の
他
の
行
政
事
務
で
国
の
事
務
に
属
し
な
い
も
の
を
処
理

す
る
。

　
　

こ
の
改
正
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
行
政
事
務
の
処
理
権
能
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
第
二
条
第
二
項
を
次
の
と
お
り
改
正

し
た
こ
と
に
伴
う
改
正
で
あ
る
。

第
二
条
第
二
項

旧

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
属

す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

新

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
属

す
る
も
の
の
外
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
そ
の
他
の
行
政
事
務
で
国
の
事
務
に
属
し
な
い
も
の
を
処
理
す
る
。

　
　

注（
１
）
鈴
木
俊
一
『
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
』
ぎ
ょ
う
せ
い
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
５
１
頁
、
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地

方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
１
２
３
頁
以
下

（
２
）
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
十
二
月
五
日

第
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会
に
お
け
る
坂
東
幸
太
郎
委
員
長

の
委
員
会
報
告
中
の
発
言
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六

昭
和
二
十
三
年
の
地
方
自
治
法
改
正

（
１
）

　
　
（
１
）
改
正
の
経
過

　
　

昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
二
月
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
地
方
自
治
法
の
改
正
を
内
事
局（
２
）に
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
内
事
局
は

改
正
法
案
を
と
り
ま
と
め
、
三
月
十
九
日
の
閣
議
で
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
決
定
さ
れ
た
。
閣
議
決

定
後
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
折
衝
は
続
き
、
四
月
十
五
日
に
政
府
原
案
が
確
定
し
、
同
日
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
（
３
）。

　
　

衆
議
院
は
、
六
月
十
九
日
の
本
会
議
で
坂
東
幸
太
郎
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
修
正
可
決
し
、
参
議
院
で
は
、
六
月
二
十
八
日

に
衆
議
院
修
正
ど
お
り
に
可
決
成
立
し
、
七
月
二
十
日
に
公
布
さ
れ
た
（
法
律
第
百
七
十
九
号
）。

　
　

こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、「
前
年
の
一
二
月
の
第
三
次
地
方
制
度
改
正
に
続
く
第
四
次
地
方
制
度
改
正
で
あ
る
が
、
前
回
の

改
正
を
も
っ
て
、
地
方
制
度
民
主
化
の
た
め
の
改
革
は
、
実
質
的
に
は
完
了
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
た
び
の
改
正
は
、
実
質
的

改
革
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
法
文
の
整
備
な
い
し
は
制
度
の
改
善
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。」
と
さ
れ

て
い
る
（
４
）。

　
　

な
お
、
国
会
に
お
け
る
法
案
の
提
案
理
由
説
明
で
は
、
苫
米
地
義
三
官
房
長
官
が
改
正
の
趣
旨
を
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い

る
。
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○
苫
米
地
（
義
三
）
国
務
大
臣

こ
の
委
員
会
に
付
託
に
な
り
ま
し
た
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ

の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
る
事
項
の
概
略
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
自
治
の
民
主
化
と
そ
の
健
全
な
る
運
営
を
目
途
と
い
た
し
ま
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
地
方
自
治
法
は
、
昨
年
五
月
三
日
新
憲

法
施
行
と
同
時
に
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
運
用
の
実
情
に
鑑
み
、
さ
ら
に
住
民
自
治
の
本
旨
を
具
現

し
、
そ
の
民
主
化
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
昨
年
の
十
二
月
、
相
当
廣
範
囲
に
わ
た
り
ま
し
て
第
一
次
の
地
方
自
治
の
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
こ
と
は
、各
位
の
御
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。今
回
の
改
正
の
骨
子
は
、地
方
公
共
團
体
の
権
能
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、

地
方
議
会
の
権
限
を
一
層
拡
充
い
た
し
、
地
方
公
共
團
体
の
議
会
と
そ
の
長
と
の
関
係
の
調
整
に
つ
き
ま
し
て
、
さ
ら
に
一
歩
を
進

め
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
す
ほ
か
、
地
方
自
治
運
営
に
お
け
る
腐
敗
を
防
止
し
、
そ
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
住
民
の
自

治
参
與
の
範
囲
を
拡
張
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
第
一
次
の
地
方
自
治
法

改
正
の
趣
旨
を
敷
衍
い
た
し
ま
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
（
５
）。（
以
下
省
略
）

　
　
（
２
）
改
正
の
概
要

こ
の
改
正
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
各
項
目
末
尾
の
括
弧
書
き
は
、
改
正
後
の
該
当
条
項
番
号
）。

　
　

・
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
国
の
事
務
の
例
示
（
第
二
条
第
三
項
、
第
四
項
）

　
　

・
条
例
制
定
改
廃
請
求
権
の
制
限
（
第
十
二
条
第
一
項
）

　
　

・
地
方
議
会
の
議
決
事
項
の
追
加
（
第
九
十
六
条
第
一
項
）



320

六　昭和二十三年の地方自治法改正

　
　

・
住
民
に
よ
る
監
査
請
求
制
度
の
創
設
（
第
二
百
四
十
三
条
の
二
）

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
日
法
律
第
百
七
十
九
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
二
条
（
第
一
項
、
第
二
項

省
略
）

③

前
項
の
事
務
を
例
示
す
る
と
、
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
、
法
令
に
特
別
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

地
方
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
、
住
民
及
び
滞
在
者
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
を
保
持
す
る
こ
と
。

二

公
園
、
運
動
場
、
広
場
、
緑
地
、
道
路
、
橋
梁
、
河
川
、
運
河
、
溜
池
、
用
排
水
路
、
堤
防
等
を
設
置
し
若
し
く
は
管
理
し
、

又
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
権
利
を
規
制
す
る
こ
と
。

三

上
水
道
そ
の
他
の
給
水
事
業
、
下
水
道
事
業
、
電
気
事
業
、
ガ
ス
事
業
、
電
車
事
業
、
自
動
車
事
業
、
船
舶
そ
の
他
の
運
輸
事

業
そ
の
他
企
業
を
経
営
す
る
こ
と
。

四

ド
ッ
ク
、
防
波
堤
、
波
止
場
、
倉
庫
、
上
屋
そ
の
他
の
海
上
又
は
陸
上
輸
送
に
必
要
な
営
造
物
を
設
置
し
若
し
く
は
管
理
し
、

又
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
権
利
を
規
制
す
る
こ
と
。

五

学
校
、
研
究
所
、
試
験
場
、
図
書
館
、
美
術
館
、
物
品
陳
列
所
、
公
会
堂
、
劇
場
、
音
楽
堂
そ
の
他
の
教
育
学
芸
、
文
化
、
勧

業
に
関
す
る
営
造
物
を
設
置
し
若
し
く
は
管
理
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
権
利
を
規
制
す
る
こ
と
。

六

病
院
、
隔
離
病
舎
、
療
養
所
、
消
毒
所
、
産
院
、
住
宅
、
宿
泊
所
、
食
堂
、
浴
場
、
共
同
便
所
、
質
屋
、
授
産
場
、
託
児
所
、
養
老
院
、

慈
善
院
、
少
年
教
護
施
設
、
留
置
場
、
屠
場
、
じ
ん
か
い
処
理
場
、
汚
物
処
理
場
、
火
葬
場
、
墓
地
そ
の
他
の
保
健
衛
生
、
社
会

福
祉
等
に
関
す
る
営
造
物
を
設
置
し
若
し
く
は
管
理
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
権
利
を
規
制
す
る
こ
と
。

七

清
掃
、
消
毒
、
美
化
、
騒
音
防
止
、
風
俗
又
は
清
潔
を
汚
す
行
為
の
制
限
そ
の
他
の
保
健
衛
生
、
風
俗
の
じ
ゆ
ん
化
に
関
す
る
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事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

八

防
犯
、
防
災
、
罹
災
者
の
救
護
等
を
行
う
こ
と
。

九

未
成
年
者
、
貧
困
者
、
病
人
、
老
衰
者
、
寡
婦
、
不
具
者
、
浮
浪
者
、
精
神
異
常
者
、
め
い
て
い
者
等
を
救
助
し
若
し
く
は
保

護
し
、
又
は
看
護
す
る
こ
と
。

十

森
林
、
牧
野
、
土
地
、
市
場
、
漁
場
、
共
同
作
業
場
の
経
営
そ
の
他
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
収

益
事
業
を
行
う
こ
と
。

十
一

治
山
治
水
事
業
、
農
地
開
発
事
業
、
耕
地
整
理
事
業
、
公
有
水
面
埋
立
事
業
、
都
市
計
画
事
業
、
不
良
地
区
改
良
事
業
そ
の

他
の
土
地
改
良
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
。

十
二

発
明
改
良
又
は
特
産
物
等
の
保
護
奨
励
そ
の
他
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

十
三

史
跡
、
名
勝
そ
の
他
の
記
念
物
を
保
護
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

十
四

普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
に
必
要
な
調
査
を
行
い
、
統
計
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
五

住
民
、
滞
在
者
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
者
に
関
す
る
戸
籍
、
身
分
証
明
及
び
登
録
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

十
六

計
量
器
及
び
各
種
生
産
物
、
家
畜
等
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

十
七

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
物
の
構
造
、
設
備
、
敷
地
及
び
周
密
度
、
空
地
地
区
、
住
居
、
商
業
、
工
業
そ
の
他

住
民
の
業
態
に
基
く
地
域
等
に
関
し
制
限
を
設
け
る
こ
と
。

十
八

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
の
目
的
の
た
め
に
動
産
及
び
不
動
産
を
使
用
又
は
収
用
す
る
こ
と
。

十
九

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
活
動
の
綜
合
調
整
を
す
る
こ
と
。

二
十

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
税
、
使
用
料
、
手
数
料
、
分
担
金
、
加
入
金
又
は
夫
役
現
品
を
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
。
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二
十
一

基
本
財
産
又
は
減
債
基
金
そ
の
他
積
立
金
穀
等
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

④

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
国
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

司
法
に
関
す
る
事
務

二

刑
罰
及
び
国
の
懲
戒
に
関
す
る
事
務

三

国
の
運
輸
、
通
信
に
関
す
る
事
務

四

郵
便
に
関
す
る
事
務

五

国
立
の
教
育
及
び
研
究
施
設
に
関
す
る
事
務

六

国
立
の
病
院
及
び
療
養
施
設
に
関
す
る
事
務

七

国
の
航
行
、
気
象
及
び
水
路
施
設
に
関
す
る
事
務

八

国
立
の
博
物
館
及
び
図
書
館
に
関
す
る
事
務

（
第
五
項
～
第
七
項

省
略

な
お
第
六
項
に
つ
い
て
は
後
述
）

　
　

こ
の
改
正
で
加
え
ら
れ
た
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
特
別
区
の
処
理
す
る
事
務
に
も
波
及
す
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
第
二
百
八
十
一
条
に
次
の
一
項
が
加
え
ら
れ
た
。

第
二
百
八
十
一
条
第
三
項

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
事
務
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　

ま
た
、
条
文
中
に
「
特
別
区
」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
る
条
文
と
し
て
は
、
次
の
条
文
が
追
加
さ
れ
た
。
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第
二
条
第
六
項

地
方
公
共
団
体
は
、
法
令
に
違
反
し
て
そ
の
事
務
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
市
町
村
及
び
特
別
区
は
、
当

該
都
道
府
県
の
条
例
に
違
反
し
て
そ
の
事
務
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

注（
１
）
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
は
、
こ
の
改
正
を
含
め
六
回
の
地
方
自
治
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
改
正
以
外
は
い
ず
れ
も
小

規
模
な
改
正
で
あ
り
、
特
別
区
制
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
２
）
内
事
局
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
主
導
に
よ
り
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
十
二
月
三
十
一
日
に
内
務
省
が
解
体
・
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

翌
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
一
月
一
日
に
内
務
省
大
臣
官
房
、
地
方
局
、
警
保
局
等
の
事
務
を
引
き
継
い
で
設
置
さ
れ
た
暫
定
的
・
時
限

的
な
機
関
（
設
置
根
拠
は
内
事
局
令
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
で
あ
る
。
約
二
ヵ
月
後
の
三
月
六
日
に
廃

止
さ
れ
、
そ
の
事
務
は
、
三
月
七
日
に
設
け
ら
れ
た
総
理
庁
官
房
自
治
課
等
に
引
き
継
が
れ
た
。

（
３
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
年
）
１
５
４
頁

（
４
）
前
掲
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
１
５
６
頁

（
５
）
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
四
月
二
十
七
日

第
二
回
国
会

衆
議
院
治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会
に
お
け
る
苫
米
地
義
三
国
務
大
臣

の
発
言
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第
六
章

関
連
諸
制
度
の
整
備

　
　

特
別
区
は
、
地
方
自
治
法
の
制
定
に
よ
り
、
基
本
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
は
市
と
同
様
の
立
場
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

そ
の
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
例
も
設
け
ら
れ
た
。
自
治
体
を
と
り
ま
く
関
連
諸
制
度
の
整
備
が
進
む
中
で
、
そ
れ
ら
諸
制
度

に
も
特
別
区
に
関
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
く
。
以
下
、主
な
関
連
諸
制
度
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
別
区
の
特
例
に
つ
い
て
、

沿
革
を
中
心
に
見
て
い
く
。

　
　

な
お
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
も
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
○
）
年
の
公
職
選
挙
法
制
定
以
降
、
地
方
自
治
法
と
は
別
建
て
の

法
律
と
な
る
た
め
、
便
宜
上
、
関
連
諸
制
度
の
一
つ
と
し
て
こ
の
章
で
取
り
上
げ
る
。
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一

地
方
税
財
政
制
度
の
改
革
と
特
別
区
の
特
例

　
　
（
１
）
地
方
税
制
の
改
革

　
　

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
が
、
地
方
財
政
は
、
戦
災
と
生
産
力
の
激
減
に
よ
っ
て

収
入
が
極
端
に
減
少
す
る
一
方
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
と
戦
災
復
興
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
の
増
大
に
よ
り
支
出
は
膨
張
し
た
。

政
府
は
、
こ
う
し
た
地
方
財
政
の
窮
状
を
打
開
す
る
た
め
、
地
方
財
源
の
充
実
、
地
方
財
政
の
自
主
性
の
強
化
、
地
方
財
政
調

整
の
適
正
化
等
を
め
ざ
し
、
次
の
と
お
り
地
方
税
制
と
地
方
分
与
税
制
の
改
正
を
毎
年
度
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

○
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
度
地
方
税
制
改
正

　
　

・
地
方
税
法
及
び
地
方
分
与
税
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
一
日
法
律
第
十
六
号
）

○
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
度
地
方
税
制
改
正

　
　

・
地
方
税
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
二
号
）

　
　

・
地
方
分
与
税
法
の
全
部
改
正
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
三
号
）

○
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
度
地
方
税
制
改
正

　
　

・
地
方
税
法
の
全
部
改
正
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
十
号
）
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・
地
方
配
付
税
法
の
制
定
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
十
一
号
）（
地
方
分
与
税
法
の
廃
止
）

○
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
度
地
方
税
制
改
正

　
　

・
地
方
税
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
法
律
第
百
六
十
九
号
）

　
　

こ
の
間
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
十
二
月
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
経
済
安
定
九
原
則
が
指
令
さ
れ
、
こ
れ
を
具
体
化
す
べ

く
来
日
し
た
ド
ッ
ジ
公
使
が
示
し
た
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
昭
和
二
十
四
年
度
予
算
は
超
均
衡
予
算
が
組
ま
れ
た
。
こ

の
ド
ッ
ジ
予
算
に
よ
り
、
地
方
財
政
は
一
層
窮
乏
し
て
い
く
。

　
　

地
方
財
政
が
窮
乏
の
度
合
い
を
増
す
中
で
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
五
月
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
要
請
に
基
づ
き
、
シ
ャ
ウ
プ

使
節
団
が
来
日
し
た
。「
同
使
節
団
は
、
ド
ッ
ジ
の
経
済
安
定
計
画
に
そ
っ
て
、
日
本
経
済
の
自
立
と
資
本
蓄
積
を
促
進
す
る

と
と
も
に
、
地
方
自
治
の
保
持
強
化
に
役
立
つ
よ
う
に
税
財
政
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
（
１
）」。
使
節
団
は
、
約
三

か
月
の
間
に
精
力
的
な
調
査
と
報
告
書
の
作
成
を
行
い
、
同
年
八
月
二
十
六
日
、
シ
ャ
ウ
プ
博
士
が
勧
告
の
概
要
を
談
話
と
し

て
発
表
し
、
翌
月
の
九
月
十
五
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
報
告
書
全
文
を
公
表
し
た
（
２
）。

　
　

こ
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
き
、

・
地
方
税
法
の
制
定
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）（
旧
法
を
廃
止
）

・
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
の
制
定
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
百
十
一
号
）（
地
方
配
付
税
法
を
廃
止
）（
地

　
　

方
財
政
平
衡
交
付
金
法
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
に
題
名
を
地
方
交
付
税
法
に
改
正
）

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

な
お
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
に
は
、「
地
方
財
政
の
自
主
性
と
健
全
性
の
確
保
」
並
び
に
「
国
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及
び
地
方
公
共
団
体
の
財
政
責
任
の
明
確
化
と
財
政
秩
序
の
確
立
」
を
基
本
理
念
と
す
る
（
３
）
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月

七
日
法
律
第
百
九
号
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
２
）
地
方
税
制
に
お
け
る
特
別
区
の
特
例

ア

第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
都
の
区
の
税
制

　
　

東
京
都
制
施
行
下
の
区
は
、
当
初
、
課
税
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
（
４
）が
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
よ
り
、
区
の
課
税
権
に

つ
い
て
東
京
都
制
、
地
方
税
法
、
地
方
税
法
施
行
令
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
条
文
が
加
え
ら
れ
、
区
は
、
東
京
都
の
条
例
制
定
等
が

前
提
と
さ
れ
る
、
い
わ
ば
条
件
付
き
の
課
税
権
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）

第
百
五
十
七
条
ノ
三

区
ハ
其
ノ
支
出
二
充
ツ
ル
為
区
税
及
分
担
金
ヲ
賦
課
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
七
条
ノ
四

区
税
及
其
ノ
賦
課
徴
収
二
関
シ
テ
ハ
地
方
税
法
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル

（
第
二
項

省
略
）

○
地
方
税
法
及
び
地
方
分
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
一
日
法
律
第
十
六
号
）

地
方
税
法

第
八
十
五
条
ノ
十
一

東
京
都
ノ
区
ハ
東
京
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
区
域
内
ニ
於
テ
東
京
都
ノ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
税
ノ
全
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部
又
ハ
一
部
ヲ
区
税
ト
シ
テ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
東
京
都
条
例
ニ
付
テ
ハ
内
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
八
十
五
条
ノ
十
二

東
京
都
ノ
区
ハ
前
条
第
一
項
ノ
外
別
ニ
税
目
ヲ
起
シ
テ
独
立
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

前
項
ノ
独
立
税
ノ
新
設
及
変
更
ニ
付
テ
ハ
東
京
都
ノ
同
意
並
ニ
内
務
大
臣
及
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
八
十
五
条
ノ
十
三

区
税
ニ
付
テ
ハ
本
法
中
市
町
村
税
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
町
村
、
市
町
村
長
、
市
町
村
吏
員
、
市
町
村
会
又
ハ
市
町
村
条
例
ト
ア
ル
ハ
区
、
区
長
、
区
所
属
ノ
官

吏
、
区
所
属
ノ
都
吏
員
若
ハ
区
吏
員
、
区
会
又
ハ
区
条
例
ト
ス

○
東
京
都
制
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
勅
令
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
四
日
勅
令
第
四
百
六
十
一
号
）

附
則
第
九
項

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
や
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
ノ
四

東
京
都
ノ
区
ガ
東
京
都
民
税
ノ
一
部
ヲ
区
税
ト
シ
テ
課
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
区
民
税
ト
ス

　
　

こ
れ
ら
の
法
令
改
正
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
東
京
都
特
別
区
税
条
例
が
定
め
ら
れ
、
区
（
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年

五
月
三
日
以
降
は
特
別
区
）
は
、
地
方
税
法
及
び
こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
地
租
附
加
税
、
区
民
税
等
を
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〇
東
京
都
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）

第
一
条

特
別
区
は
、
法
令
そ
の
他
別
段
の
定
め
あ
る
も
の
の
外
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
区
税
を
課
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

第
二
条

特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
こ
れ
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

地
租
附
加
税

　
　

家
屋
税
附
加
税

　
　

特
別
区
民
税

　
　

舟
税

　
　

自
転
車
税

　
　

荷
車
税

　
　

金
庫
税

　
　

犬
税

第
三
条

地
租
附
加
税
及
び
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
率
は
、
本
税
の
百
分
の
百
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
条

地
租
附
加
税
及
び
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
日
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
日
に
よ

る
。

第
五
条

特
別
区
民
税
は
、
そ
の
特
別
区
に
お
け
る
都
民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
個
人
に
対
し
て
そ
れ
を
賦
課
す
る
。

第
六
条

特
別
区
民
税
の
賦
課
総
額
は
、
五
十
円
に
そ
の
特
別
区
に
お
け
る
特
別
区
民
税
の
納
税
義
務
者
数
を
乗
じ
た
額
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
七
条

舟
税
、
自
転
車
税
、
金
庫
税
及
び
犬
税
の
賦
課
額
が
、
次
に
定
め
る
限
度
を
超
え
る
と
き
は
、
都
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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舟
税　
　
　
　

一
艘
に
つ
き
五
十
円

　
　

自
転
車
税　
　

一
台
に
つ
き
五
十
円

　
　

荷
車
税　
　
　

一
台
に
つ
き
八
十
円

　
　

金
庫
税　
　
　

外
法
体
積
十
立
方
粁
に
つ
き
一
円
五
十
銭

　
　

犬
税　
　
　
　

一
頭
に
つ
き
百
円

第
八
条

特
別
区
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
あ
る
も
の
の
外
、
そ
の
特
別
区
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
九
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
都
知
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　
　
　
　

附　
　
　

則

①

こ
の
条
例
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

②

こ
の
条
例
は
昭
和
二
十
二
年
度
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

③

当
分
の
間
、
千
代
田
区
、
杉
並
区
及
び
中
央
区
の
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
率
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
百
分
の
四
十
」、「
百
分
の
五
十
」
及
び
「
百
分
の
二
十
」
と
す
る
。

④

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
ま
で
は
、
こ
の
条
例
中
「
特
別
区
税
」
と
あ
る
の
は
「
区
税
」、「
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
区
」、「
特
別

区
民
税
」
と
あ
る
の
は
「
区
民
税
」、「
都
知
事
」
と
あ
る
の
は
、「
都
長
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

こ
の
後
、
特
別
区
税
の
税
目
は
、
そ
の
後
の
改
正
で
不
動
産
取
得
税
附
加
税
等
が
加
え
ら
れ
た
。
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イ

第
一
次
地
方
制
度
改
革
後
の
特
例
の
経
過

　
　
　
　

昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
、
地
方
税
法
の
全
部
改
正
が
行
わ
れ
、
特
別
区
の
課
税
権
に
関
す
る
規
定
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま

　
　
　

ま
引
き
継
が
れ
た
（
５
）。

〇
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
十
号
）（
地
方
税
法
の
全
部
改
正
）

第
百
三
十
条

東
京
都
の
特
別
区
は
、
東
京
都
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
東
京
都
が
課
す
る
こ
と
の
で

き
る
税
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

東
京
都
の
特
別
区
が
東
京
都
民
税
の
一
部
を
特
別
区
と
し
て
課
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
特
別
区
民
税
と
い
う
。

第
百
三
十
一
条

東
京
都
の
特
別
区
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
別
に
税
目
を
起
し
て
独
立
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
独
立
税
の
新
設
及
び
変
更
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
二
条

特
別
区
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
の
市
町
村
税
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
第
二
項

省
略
）

第
百
三
十
三
条

第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
の
特
別
区
並
び

に
京
都
市
、
大
阪
市
、
横
浜
市
、
神
戸
市
及
び
名
古
屋
市
の
区
は
、
こ
れ
を
市
と
み
な
す
。

〈
参
考
〉
前
条
の
関
係
条
文

第
五
十
五
条
第
二
項

地
租
は
、
各
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
同
一
市
町
村
内
に
お
け
る
土
地
の
賃
貸
価
格
の
合
計
金
額
に
よ
り
算

出
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
賃
貸
価
格
の
合
計
金
額
が
五
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
六
十
条
第
二
項

家
屋
税
は
、
各
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
同
一
市
町
村
内
に
お
け
る
家
屋
の
賃
貸
価
格
の
合
計
金
額
に
よ
り
算

出
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
賃
貸
価
格
の
合
計
金
額
が
五
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
二
条

市
町
村
は
、
そ
の
市
町
村
内
の
土
地
及
び
家
屋
に
つ
い
て
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
租
名
寄
帳
及
び
家

屋
税
名
寄
帳
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

前
記
の
特
別
区
税
の
規
定
は
、
そ
の
後
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
新
た
な
地
方
税
法
（
旧
法
は
廃
止
）
に

も
引
き
継
が
れ
た
。

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

（
特
別
区
税
）

第
七
百
三
十
六
条

特
別
区
は
、
都
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
都
が
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
税
の

全
部
又
は
一
部
を
特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
は
、
特
別
区
が
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
税
を
都
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
別
区
は
、
特
別
区
税
と
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
外
、
別
に
税
目
を
起
し
て
普
通

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
普
通
税
の
新
設
及
び
変
更
に
つ
い
て
は
、
都
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
別
区
が
都
民
税
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
、
特
別
区
民
税
と
い
う
。

６

特
別
区
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
の
当
該
特
別
区
税
に
相
当
す
る
道
府
県
税
又
は
市
町
村
税
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、「
道
府
県
」
若
し
く
は
「
市
町
村
」、「
道
府
県
知
事
」
若
し
く
は
「
市
町
村
長
」、「
道
府
県
吏
員
」
若
し

く
は
「
市
町
村
吏
員
」
又
は
「
市
町
村
民
税
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
特
別
区
」、「
特
別
区
長
」、「
特
別
区
所
属
の
都
吏
員
若

し
く
は
特
別
区
吏
員
」
又
は
「
特
別
区
民
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
第
三
百
十
一
条
の
規
定
（
編
者
注
：
均
等
割
額
に
よ
っ

て
課
す
る
市
町
村
民
税
の
標
準
税
率
に
関
す
る
規
定
。
均
等
割
額
が
市
町
村
の
人
口
規
模
に
応
じ
て
三
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。）

の
準
用
に
つ
い
て
は
、
人
口
五
十
万
以
上
の
市
と
み
な
す
。

（
特
別
区
、
行
政
区
及
び
五
大
市
の
区
に
関
す
る
特
例
）

第
七
百
三
十
七
条

市
町
村
民
税
及
び
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
都
、
特
別
市
及
び
地
方
自
治
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
の
市
に

対
す
る
準
用
及
び
適
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
、
特
別
市
の
行
政
区
及
び
地
方
自
治
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
の
市
の
区
の
区
域
は
、

一
の
市
の
区
域
と
み
な
し
、
な
お
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
財
政
委
員
会
規
則
で
特
別
の
定
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
第
七
百
三
十
八
条

省
略
）

（
特
別
区
税
等
の
特
例
）

第
七
百
三
十
九
条

特
別
区
税
及
び
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
都
税
並
び
に
そ
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
こ
の
法
律
の
規
定

を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
地
方
財
政
委
員
会
規
則
で
、
特
別
の
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

こ
の
地
方
税
法
の
廃
止
制
定
を
受
け
て
、
特
別
区
税
条
例
も
廃
止
制
定
が
行
わ
れ
た
。

○
東
京
都
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
東
京
都
条
例
第
五
十
八
号
）
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（
課
税
の
根
拠
）

第
一
条

特
別
区
は
、
法
令
そ
の
他
に
別
に
定
が
あ
る
も
の
の
外
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
特
別
区
税
を
課
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
特
別
区
税
と
し
て
課
す
る
税
目
）

第
二
条

特
別
区
は
、
普
通
税
と
し
て
、
左
に
掲
げ
る
特
別
区
税
を
課
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
徴
収
に
要
す
べ
き
経
費
が
徴
収
す

べ
き
税
額
に
比
し
て
多
額
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　

特
別
区
民
税

　
　

自
転
車
税

　
　

荷
車
税

　
　

木
材
引
取
税

　
　

接
客
人
税

　
　

使
用
人
税

　
　

犬
税

（
均
等
割
額
に
よ
る
特
別
区
民
税
の
税
率
）

第
三
条

左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
均
等
割
額
に
よ
つ
て
課
す
る
特
別
区
民
税
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二

号
の
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

百

円
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二

法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
者

二
千
四
百
円

（
均
等
割
額
に
よ
つ
て
課
す
る
特
別
区
民
税
の
軽
減
）

第
四
条

特
別
区
民
税
の
納
税
義
務
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
均
等
割
額
に
よ

つ
て
課
す
る
特
別
区
民
税
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
以
内
の
額
を
減
額
し

た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
減
額
す
べ
き
額

が
四
百
円
を
こ
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
四
百
円
と
す
る
。

一

四
人
以
上
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
者
で
前
年
中
の
課
税
総
所
得
金
額
が
十
五
万
円
未
満
の
者

扶
養
親
族
の
総
数
か
ら
三
人
を

控
除
し
た
残
り
の
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
百
円

二

扶
養
親
族

百
円

三

法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
も
の
で
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
二
十
以
上
（
民
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
公

益
法
人
に
つ
い
て
は
特
別
区
内
に
二
以
上
）
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の

事
務
所
又
は
事
業
所
一
に
つ
い
て
三
百
円

（
特
別
区
民
税
の
課
税
標
準
等
）

第
五
条

特
別
区
民
税
の
課
税
標
準
は
、
所
得
税
額
と
し
、
そ
の
税
率
は
、
百
分
の
十
八
と
す
る
。

（
特
別
区
民
税
の
納
期
）

第
六
条

特
別
区
民
税
の
納
期
は
左
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
期　
　

七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
二
期　
　

九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

第
三
期　
　

十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で



第六章　関連諸制度の整備

337

第
四
期　
　

二
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で

２

法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
特
別
区
民
税
の
納
期
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

３

特
別
区
長
は
前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
、
別
に
納
期
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
和
二
十
五
年
度
分
及
び
昭
和
二
十
六
年
度
分
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
）

第
七
条

昭
和
二
十
五
年
度
分
の
特
別
区
民
税
に
限
り
、
左
の
各
項
に
掲
げ
る
条
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条

項　
　
　
　
　
　

読
み
替
え
ら
れ
る
規
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
み
替
え
る
規
定

第
四
条
第
一
号　
　

課
税
総
所
得
金
額　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
正
前
の
所
得
税
法
第
十
三
条
の
課
税
所
得
金
額

第
四
条
第
二
号　
　

扶
養
親
族　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
正
前
の
所
得
税
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
扶
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
族（
同
条
同
項
に
規
定
す
る
不
具
、廃
疾
の
者
を
除
く
。）

第
六
条
第
一
項　
　

第
一
期
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で　
　
　

第
一
期
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
期
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で　
　
　
　

第
二
期
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
期
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で　
　

第
三
期
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
期
二
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で

第
六
条
第
二
項　
　

七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で　
　
　
　
　
　

九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

２

昭
和
二
十
六
年
度
分
の
特
別
区
民
税
に
限
り
、
第
六
条
第
一
項
中
「
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、「
昭
和

二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
自
転
車
税
等
の
税
率
）

第
八
条

自
転
車
税
、
荷
車
税
、
木
材
引
取
税
及
び
接
客
人
税
に
つ
い
て
、
法
第
四
百
四
十
四
条
、
第
四
百
六
十
六
条
、
第

五
百
五
十
二
条
及
び
六
百
四
十
九
条
に
規
定
す
る
標
準
税
率
を
こ
え
て
課
税
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
人
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
九
条

使
用
人
税
は
、
家
事
使
用
人
に
対
し
、
そ
の
従
業
地
所
在
の
特
別
区
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
者
に
課
す
る
。

２

使
用
人
税
に
つ
い
て
は
、
使
用
人
一
人
に
つ
い
て
年
額
五
百
円
を
こ
え
て
課
税
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
使
用
人
一
人
を
増
す
ご
と
に
、
そ
の
一
人
に
つ
い
て
逓
次
に
二
百
円
を
こ
え
な
い
額
を
加
算
し
た
額
の

合
算
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

使
用
人
税
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と
す
る
。

（
犬
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
十
一
条
（
マ
マ
「
第
十
条
」
か
）
犬
税
は
、
犬
に
対
し
、
飼
育
所
所
在
の
特
別
区
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。

２

犬
税
の
税
率
は
、
一
頭
に
つ
い
て
年
額
三
百
円
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

犬
税
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　

附　
　
　
　

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
木
材
引
取
税
及
び
接
客
人
税
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他

の
特
別
区
税
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。
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（
関
係
条
例
の
廃
止
）

２

東
京
都
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
旧
東
京
都
特
別
区
税
条
例
の
規
定
に
基
い
て
課
し
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
特
別
区
税
の
取
扱
）

３

旧
東
京
都
特
別
区
税
条
例
の
規
定
に
よ
つ
て
課
し
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
特
別
区
税
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
、
旧
東
京
都
特
別
区
税
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

　
　

こ
の
後
、
特
別
区
の
課
税
権
が
、
都
の
条
例
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
地
方
税
法
上
に
直
接
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
の
特
別
区
制
度
の
改
革
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
３
）
地
方
財
政
調
整
制
度
の
改
革

　
　

地
方
財
政
調
整
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
少
し
遡
っ
て
み
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
恐
慌
や
資
本
主
義
経
済
の
発
展

に
よ
る
都
市
と
農
村
の
格
差
拡
大
を
背
景
に
、
昭
和
十
五
（
一
九
四
○
）
年
に
、
地
方
分
与
税
制
度
の
創
設
を
含
む
地
方
税
財

政
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
分
与
税
制
度
が
、
我
が
国
初
の
本
格
的
な
地
方
財
政
調
整
制
度
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
６
）（
７
）。

　
　

同
制
度
の
根
拠
法
規
で
あ
る
地
方
分
与
税
法
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
の
全
部
改
正
（
昭

和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
三
号
）
を
経
て
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
に
地
方
配
付
税
法
（
昭
和
二
十
三

年
七
月
七
日
法
律
第
百
十
一
号
）
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
（
編
者
注
：
地
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方
配
付
税
の
総
額
の
決
定
方
法
及
び
地
方
配
付
税
の
自
治
体
へ
の
配
分
方
法
）
を
踏
ま
え
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
○
）
年
、

地
方
配
付
税
法
を
廃
し
て
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
百
十
一
号
）
が
制
定
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
そ
の
後
、
同
法
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
の
改
正
に
よ
り
、
法
律
名
が
地
方
交
付
税
法
に
改
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
　
（
４
）
地
方
財
政
調
整
制
度
に
お
け
る
特
別
区
の
特
例

　
　

地
方
分
与
税
法
で
は
、
道
府
県
及
び
市
町
村
が
適
用
対
象
と
さ
れ
、
東
京
に
つ
い
て
い
え
ば
東
京
府
及
び
東
京
市
が
適
用
の

対
象
で
あ
っ
て
区
へ
の
適
用
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
区
に
つ
い
て
特
段
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和

十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
東
京
都
制
の
制
定
に
よ
り
次
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

〇
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

百
九
十
七
条

地
方
分
与
税
法
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
道
府
県
」
ヲ
「
都
道
府
県
」
ニ
改
ム

第
四
条
中
「
道
府
県
」
ヲ
「
都
道
府
県
」
ニ
、「
北
海
道
庁
長
官
」
ヲ
「
東
京
都
長
官
及
北
海
道
庁
長
官
」
ニ
改
ム

第
四
章
中
第
四
十
一
条
ノ
前
ニ
左
ノ
一
条
ヲ
加
フ

第
四
十
条
ノ
二

配
付
税
ノ
分
与
ニ
関
シ
テ
ハ
東
京
都
ハ
其
ノ
全
区
域
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
道
府
県
、
其
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
ニ
付
テ
ハ

　
　

之
ヲ
市
ト
看
做
ス
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そ
の
後
、
こ
の
規
定
は
、
地
方
分
与
税
法
の
全
部
改
正
、
地
方
配
付
税
法
の
制
定
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
の
制
定
に
お

い
て
、
次
の
と
お
り
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

〇
地
方
分
与
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
三
号
）（
地
方
分
与
税
法
の
全
部
改
正
）

第
三
十
二
条

東
京
都
は
、
道
市
県
（
マ
マ
「
道
府
県
」
か
）
分
与
税
の
分
与
に
関
し
て
は
、
そ
の
全
区
域
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
道

府
県
と
み
な
し
、
市
町
村
分
与
税
の
分
与
に
関
し
て
は
、
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
市
と
み
な
す
。

（
第
二
項

省
略
）

〇
地
方
配
付
税
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
十
一
号
）（
地
方
分
与
税
法
の
廃
止
）

第
二
十
九
条

東
京
都
は
、
道
府
県
配
付
税
の
配
付
に
関
し
て
は
、
そ
の
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
道
府
県
と
み
な
し
、
市
町
村

配
付
税
の
配
付
に
関
し
て
は
、
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
市
と
み
な
す
。

（
第
二
項

省
略
）

〇
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
百
十
一
号
）（
地
方
配
付
税
法
の
廃
止
）

第
二
十
一
条

都
は
、
道
府
県
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
に
関
し
て
は
、
そ
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
、
市
町
村
に
対
す
る
交
付

金
の
交
付
に
関
し
て
は
、
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
す
。

（
第
二
項
、
第
三
項

省
略
）
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地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
第
二
十
一
条
は
、
そ
の
後
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
に
改
正
さ
れ
、
都
に
つ
い
て
は
道
府
県

分
の
算
定
結
果
と
市
町
村
分
の
算
定
結
果
と
を
合
算
し
て
交
付
す
る
と
い
う
算
定
方
法
が
、
明
文
化
さ
れ
た
。

○
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
百
十
一
号
）（
昭
和
二
十
六
年
四
月
五
日
法
律
第　
　

百
三
十
三
号
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
条
文
）

第
二
十
一
条

都
に
あ
つ
て
は
、
道
府
県
に
対
す
る
交
付
金
の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の
全
域
を
道
府
県
と
、
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金

の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
及
び

基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
を
も
つ
て
そ
の
基
準
財
政
需
要
額
及
び
基
準
財
政
収
入
額
と
す
る
。

（
第
二
項
、
第
三
項

省
略
）

　
　
（
５
）
条
例
等
に
よ
る
財
政
調
整
制
度

ア

東
京
市
の
財
政
交
付
金
制
度

東
京
都
制
の
制
定
以
前
、
区
に
属
す
る
市
税
は
、
各
区
が
そ
れ
ぞ
れ
の
区
会
の
議
決
を
経
て
賦
課
徴
収
し
、
区
財
政
に
お
け
る

主
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
十
五
年
の
市
制
町
村
制
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、
区
に
属
す
る
市
税
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

東
京
市
で
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
財
政
交
付
金
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
交
付
金
が
、
区
の
主
要
な
財
源
と
な
っ
た
（
８
）。
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〇
東
京
市
区
財
政
交
付
金
規
程
（
昭
十
六
年
三
月
三
十
一
日
東
京
市
告
示
第
百
二
十
八
号
）

第
一
条

本
市
ハ
区
ニ
対
シ
其
ノ
財
源
ノ
不
足
ニ
充
ツ
ル
為
本
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
毎
年
度
区
財
政
交
付
金
（
以
下
交
付
金
ト
称

ス
）
ヲ
交
付
ス

第
二
条

交
付
金
額
ハ
区
ノ
財
政
需
要
ニ
付
本
市
予
算
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
市
長
ノ
認
定
シ
タ
ル
必
要
経
費
ヨ
リ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル

収
入
、
使
用
料
及
法
令
其
ノ
他
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ト
ス

第
三
条

前
条
ニ
規
定
ス
ル
必
要
経
費
ハ
左
ノ
各
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

区
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
経
費

二

区
ニ
於
テ
経
営
ス
ル
実
業
学
校
及
幼
稚
園
ニ
関
ス
ル
経
費

三

法
令
ニ
依
リ
又
ハ
従
来
慣
例
若
ハ
契
約
ニ
依
リ
区
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
経
費

第
四
条

必
要
経
費
ノ
額
ハ
左
ノ
各
号
ニ
掲
グ
ル
基
準
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム

一

経
常
経
費

　
　
　

前
年
度
当
初
予
算
歳
出
額
（
同
時
議
決
ノ
追
加
予
算
ヲ
含
ム
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ニ
左
ノ
経
費
ヲ
加
減
シ
タ
ル
額

　
　

イ

在
学
児
童
及
生
徒
ノ
増
減
ニ
伴
フ
モ
ノ

　
　

ロ

市
長
ノ
承
認
ヲ
経
テ
新
設
シ
タ
ル
施
設
及
施
設
ノ
廃
止
ニ
伴
フ
モ
ノ

　
　

ハ

法
令
及
本
市
諸
規
程
ノ
改
廃
ニ
伴
フ
モ
ノ

　
　

ニ

其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
依
リ
増
減
ス
ベ
キ
モ
ノ

二

臨
時
経
費

　
　

前
年
度
当
初
予
算
歳
出
額
中
ヨ
リ
法
令
及
本
市
諸
規
程
ノ
改
廃
、
事
業
ノ
終
了
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
依
リ
減
額
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
控
除
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シ
タ
ル
額

三

前
各
号
ニ
依
リ
難
キ
災
害
復
旧
又
ハ
応
急
費
、
教
育
ニ
関
ス
ル
臨
時
施
設
費
其
ノ
他
ノ
経
費
ニ
付
テ
ハ
市
長
適
当
ト
認
メ
タ
ル

　
　

額

第
五
条

交
付
金
ハ
毎
年
度
四
月
、
七
月
、
十
月
、
一
月
ノ
四
回
ニ
分
チ
之
ヲ
交
付
ス
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

ズ
第
六
条

市
長
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
交
付
金
ノ
出
納
ニ
関
シ
報
告
ヲ
求
メ
検
査
ヲ
為
シ
又
ハ
必
要
ナ
ル
処
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
ヲ

得
第
七
条

本
規
程
施
行
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
市
長
之
ヲ
定
ム

　
　
　
　

附　
　

則

本
規
程
ハ
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

イ

特
別
区
配
付
税
条
例

　
　

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
地
方
自
治
法
の
施
行
を
目
前
に
控
え
、
本
章
一
（
２
）
ア
（
３
２
８
頁
以
下
）
で
も
述
べ

た
と
お
り
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
よ
る
都
制
改
正
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
の

改
正
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
一
日
法
律
第
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
東
京
都
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日
東

京
都
条
例
第
十
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
、
特
別
区
の
財
政
状
態
の
調
整
を
図
る
た
め
、
東
京
都
特
別
区
配

付
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日
東
京
都
条
例
第
十
三
号
）
が
制
定
さ
れ
た
（
９
）。

　
　

特
別
区
配
付
税
に
つ
い
て
は
、「
配
付
税
は
都
税
の
一
定
割
合
を
そ
の
総
額
（
財
源
）
と
し
、
そ
の
一
半
を
課
税
力
に
反
比
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例
さ
せ
、
他
の
一
半
を
財
政
需
要
に
比
例
さ
せ
て
配
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
的
に
は
課
税
力

の
小
さ
い
特
別
区
に
相
対
的
に
多
く
の
額
が
分
与
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
点
か
ら
み
て
も
、
と
も
か
く
都
区
財
政
調
整
制
度
の
誕
生
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。」

と
の
評
価
が
あ
る
。

〇
東
京
都
特
別
区
配
付
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日
東
京
都
条
例
第
十
三
号
）

第
一
条

東
京
都
特
別
区
配
付
税
（
以
下
配
付
税
と
い
う
。）
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
特
別
区
に
対
し
て

分
与
す
る
。

第
二
条

毎
年
度
配
付
税
と
な
る
べ
き
額
及
び
毎
年
度
分
と
し
て
分
与
す
べ
き
配
付
税
の
額
は
、
前
前
年
度
に
お
い
て
徴
収
し
た
、
特

別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
営
業
税
の
百
分
の
五
十
、
法
人
に
対
す
る
都
民
税
の
百
分
の
四
十
及
び
前
前
年
度
に
お
け
る
大
都
市

配
付
税
の
合
算
額
と
す
る
。

第
三
条

配
付
税
の
分
与
額
は
、
前
年
度
一
月
一
日
の
現
在
に
よ
り
各
特
別
区
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
算
定
す
る
。

②

前
項
の
期
日
後
に
お
い
て
、
特
別
区
の
配
（
マ
マ
「
廃
」
か
）
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
。
そ
の
特

別
区
に
対
す
る
配
付
税
の
分
与
額
は
、
都
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

配
付
税
は
、
年
四
回
に
分
け
て
、
こ
れ
を
分
与
す
る
。

第
五
条

配
付
税
は
、
こ
れ
を
第
一
種
配
付
額
、
第
二
種
配
付
額
及
び
第
三
種
配
付
額
に
分
け
、
第
一
種
配
付
額
は
特
別
区
の
課
税
力

を
標
準
と
し
、
第
二
種
配
付
額
は
特
別
区
の
財
政
需
要
を
標
準
と
し
、
第
三
種
配
付
額
は
特
別
の
事
情
あ
る
特
別
区
に
対
し
、
そ
の

事
情
を
斟
酌
し
て
、
こ
れ
を
分
与
す
る
。

（10）
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第
六
条

第
一
種
配
付
額
、
第
二
種
配
付
額
及
び
第
三
種
配
付
額
は
そ
れ
ぞ
れ
配
付
税
総
額
の
百
分
の
四
十
七
・
五
、百
分
の

四
十
七
、五
（
マ
マ
「
四
十
七
・
五
」
か
）
及
び
百
分
の
五
と
す
る
。

第
七
条

第
一
種
配
付
額
は
、
単
位
税
額
が
標
準
単
位
税
額
に
不
足
す
る
特
別
区
に
対
し
、
そ
の
不
足
額
に
そ
の
特
別
区
の
人
口
を
乗

じ
た
額
に
按
分
し
て
、
こ
れ
を
分
与
す
る
。

②

単
位
税
額
は
、
標
準
賦
課
率
で
算
定
し
た
そ
の
特
別
区
の
地
租
附
加
税
額
、
家
屋
税
附
加
税
額
及
び
特
別
区
民
税
額
の
合
算
額
を

そ
の
特
別
区
の
人
口
で
除
し
た
額
と
す
る
。

③

標
準
単
位
税
額
は
、
標
準
賦
課
税
（
マ
マ
「
賦
課
率
」
か
）
で
算
定
し
た
全
特
別
区
の
地
租
付
（
マ
マ
「
附
」
か
）
加
税
額
、

家
屋
税
付
（
マ
マ
「
附
」
か
）
加
税
額
及
び
特
別
区
民
税
額
並
び
に
配
付
税
総
額
の
合
算
額
を
全
特
別
区
の
人
口
で
除
し
た
額
と

な
る
（
マ
マ
「
と
す
る
」
か
）。

④

前
二
項
の
標
準
賦
課
率
は
、
地
租
附
加
税
及
び
家
屋
税
附
加
税
に
あ
つ
て
は
、
賦
課
率
百
分
の
百
、
特
別
区
民
税
に
あ
つ
て
は
納

税
義
務
者
一
人
に
つ
き
五
十
円
と
す
る
。

第
八
条

第
二
種
配
付
額
は
、
そ
の
特
別
区
の
割
増
人
口
に
按
分
し
て
、
こ
れ
を
分
与
す
る
。

②

割
増
人
口
は
、
そ
の
特
別
区
の
人
口
に
十
万
を
加
へ
た
も
の
と
す
る
。

第
九
条

第
三
種
配
付
額
の
分
与
方
法
は
、
都
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
条

単
位
税
額
が
、
標
準
単
位
税
額
の
一
・
三
倍
を
超
過
す
る
特
別
区
に
対
し
て
は
、
第
二
種
配
付
額
は
、
こ
れ
を
分
与
し
な
い
。

②

単
位
配
付
額
及
び
単
位
税
額
の
合
算
額
が
、
単
位
税
額
の
一
・
三
倍
を
超
過
す
る
特
別
区
に
つ
い
て
は
、
単
位
配
付
額
か
ら
平
均

単
位
配
付
額
の
百
分
の
五
十
を
減
じ
た
額
に
そ
の
特
別
の
人
口
を
乗
じ
た
額
を
、
第
一
種
配
付
額
及
び
第
二
種
配
付
額
の
合
算
額
か

ら
減
額
す
る
。



第六章　関連諸制度の整備

347

③

単
位
配
付
額
は
、
そ
の
特
別
区
の
第
一
種
配
付
額
及
び
第
二
種
配
付
額
の
合
算
額
を
、
そ
の
特
別
区
の
人
口
で
除
し
た
額
と
す
る
。

④

平
均
単
位
配
付
額
は
、
第
一
種
配
付
額
及
び
第
二
種
配
付
額
の
合
算
額
を
、
全
特
別
区
の
人
口
で
除
し
た
額
と
す
る
。

第
十
一
条

前
条
第
二
項
の
定
め
に
よ
り
減
額
し
た
額
は
、
こ
れ
を
第
三
種
配
付
額
に
加
え
る
。

第
十
二
条

第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
の
人
口
、
第
七
条
の
地
租
附
加
税
額
、
家
屋
税
附
加
税
額
、
特
別
区
民
税
額
並
び
に
配
付

税
総
額
は
、
都
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
三
条

配
付
税
の
分
与
の
基
礎
に
用
い
る
人
口
、
税
額
等
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
知
事
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
後
年
度
に
お
い
て
配
付
税
の
分
与
の
基
礎
に
用
い
る
人
口
、
税
額
等
に
つ
い
て
加
算
又
は
控
除
を
行
い
、
分
与
額
を
算

定
す
る
。

第
十
四
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
外
、
配
付
税
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
都
知
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　
　
　
　

附　
　
　

則

①

こ
の
条
例
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

②

昭
和
二
十
二
年
度
及
び
昭
和
二
十
三
年
度
に
お
い
て
配
付
税
と
な
る
べ
き
額
並
び
に
昭
和
二
十
二
年
度
及
び
昭
和
二
十
三
年
度
分

と
し
て
分
与
す
べ
き
配
付
税
の
額
は
、
第
二
条
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
五
千
万
円
及
び
六
千
万
円
と
す
る
。

③

昭
和
二
十
二
年
度
に
限
り
、
第
三
条
中
「
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、「
三
月
十
五
日
」
と
す
る
。

④

当
分
の
間
、
東
京
都
特
別
区
税
条
例
附
則
第
三
項
の
定
め
に
よ
り
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
率
に
つ
い
て
特
例
を
設
け
た
特
別
区
に

あ
つ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
賦
課
率
を
も
つ
て
第
七
条
の
標
準
賦
課
率
と
し
、
第
十
条
第
二
項
中
「
単
位
配
付
額
か
ら
平
均
単
位
配

付
額
の
百
分
の
五
十
を
減
じ
た
額
」
と
あ
る
の
は
、「
単
位
配
付
額
」
と
す
る
。

⑤

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
ま
で
は
、
こ
の
条
例
中
「
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
区
」、「
特
別
区
民
税
」
と
あ
る
の
は
「
区
民
税
」、「
都
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知
事
」
と
あ
る
の
は
、「
都
長
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ウ

納
付
金
を
財
源
と
す
る
財
政
調
整
制
度

　
　

そ
の
後
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
き
、
国
と
地
方
を
通
ず
る
税
制
の
抜
本
的
改
正
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
都
区
間
に
お
い
て

も
特
別
区
の
財
源
確
保
や
事
務
配
分
等
の
問
題
と
関
連
し
て
、
配
付
税
制
度
に
代
わ
る
新
た
な
財
政
調
整
制
度
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
○
）
年
、「
各
特
別
区
が
特
別
区
税
の
適
正
な
課
税
の
も
と
に
、
現
状

に
即
し
て
妥
当
な
規
模
と
内
容
と
に
お
い
て
適
実
な
行
政
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
財
源
の
調
整
を
図
る
」
た
め
、
昭
和
二
十
五

年
度
に
お
け
る
東
京
都
特
別
区
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
条
例
第
五
十
九
号
）
及
び
昭
和
二
十
五

年
度
特
別
区
特
別
納
付
金
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）
に
よ
り
、
特
別
区
か
ら
の
納
付
金
を
財

源
と
す
る
財
政
調
整
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。

〇
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
け
る
東
京
都
特
別
区
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
東
京
都
条
例
第
五
十
九
号
）

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
各
特
別
区
が
特
別
区
税
の
適
正
な
課
税
の
も
と
に
、
現
状
に
即
し
て
妥
当
な

規
模
と
内
容
と
に
お
い
て
適
実
な
行
政
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
財
源
の
調
整
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

東
京
都
及
び
特
別
区
は
、
効
率
的
な
行
政
の
運
営
と
財
源
の
確
保
と
に
協
力
し
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
政
調
整
交
付
金
の
交
付
）

第
二
条

都
は
、
財
政
需
要
額
が
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
特
別
区
に
対
し
、
当
該
超
過
額
を
補
て
ん
0

0

す
る
た
め
に
必
要
な
額
を
特
別
区

（
11
）



第六章　関連諸制度の整備

349

財
政
調
整
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。）
と
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
政
調
整
納
付
金
の
納
付
）

第
三
条

前
条
の
交
付
金
の
財
源
と
す
る
た
め
、
財
政
収
入
額
が
財
政
需
要
額
を
こ
え
る
特
別
区
は
、
当
該
超
過
額
を
特
別
区
財
政
調

整
納
付
金
（
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。）
と
し
て
都
へ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
及
び
納
付
金
の
額
の
算
定
期
日
）

第
四
条

各
特
別
区
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
額
及
び
各
特
別
区
が
都
へ
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
昭
和
二
十
五
年
八
月

一
日
現
在
に
よ
り
算
定
す
る
。

（
交
付
金
の
総
額
の
算
定
）

第
五
条

特
別
区
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
総
額
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
財
政
需
要
額
が
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
特

別
区
の
当
該
超
過
額
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
東
京
都
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
交
付
金
の
額
の
算
定
）

第
六
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
各
特
別
区
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
額
は
、
交
付
金
の
総
額
を
当
該
特
別
区
の
財
政
需
要
額

が
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
額
に
あ
ん
0

0

分
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
知
事
が
定
め
る
。

（
財
政
需
要
額
の
算
定
）

第
七
条

各
特
別
区
の
財
政
需
要
額
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
け
る
特
別
区
の
人
口
、
職
員
数
、
教
職
員
数
、
議
員
数
、
道
路
及
び

橋
り
0

0

よ0

う0

の
面
積
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
数
、
学
級
数
並
び
に
そ
の
児
童
数
及
び
生
徒
数
等
を
考
慮
し
た
必
要
経
費
を
基
礎
と
し

て
知
事
が
定
め
る
。

２

前
項
の
財
政
需
要
額
の
算
定
に
当
つ
て
は
、
補
助
金
、
負
担
金
、
手
数
料
、
使
用
料
、
分
担
金
、
区
債
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
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収
入
及
び
東
京
都
特
別
区
税
条
例（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第　
　

号（
マ
マ

条
例
番
号
は
第
五
十
八
号
）、以
下「
区
税
条
例
」

と
い
う
。）
に
定
め
る
特
別
区
税
以
外
の
特
別
区
税
を
財
源
と
す
る
部
分
を
除
く
も
の
と
す
る
。

（
財
政
収
入
額
の
算
定
）

第
八
条

各
特
別
区
の
財
政
収
入
額
は
、
区
税
条
例
に
定
め
る
標
準
的
税
率
に
よ
り
算
定
し
た
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
け
る
当
該
特
別

区
税
の
収
入
見
込
額
か
ら
昭
和
二
十
五
年
度
特
別
区
特
別
納
金
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に

定
め
る
特
別
納
付
金
の
額
を
控
除
し
た
る
額
を
基
礎
と
し
て
知
事
が
定
め
る
。

（
交
付
金
の
交
付
時
期
及
び
交
付
額
）

第
九
条

交
付
金
は
、
当
該
特
別
区
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
金
額
の
三
分
の
一
を
そ
れ
ぞ
れ
左
の
三
期
に
分
け
て
こ
れ
を
交
付
す

る
。

第
一
期　
　
　
　

昭
和
二
十
五
年
九
月

第
二
期　
　
　
　

昭
和
二
十
五
年
十
一
月

第
三
期　
　
　
　

昭
和
二
十
六
年
二
月

（
納
付
金
の
総
額
の
算
定
）

第
十
条

特
別
区
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
総
額
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
け
る
財
政
収
入
額
が
財

政
需
要
額
を
こ
え
る
特
別
区
の
当
該
超
過
額
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
、
東
京
都
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
納
付
金
の
額
の
算
定
）

第
十
一
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
区
が
都
へ
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
納
付
金
の
総
額
を
当
該
特
別
区
の
財
政
収
入
額

が
財
政
需
要
額
を
こ
え
る
額
に
あ
ん
0

0

分
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
知
事
が
定
め
る
。
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（
納
付
金
の
納
付
時
期
及
び
納
期
）

第
十
二
条

納
付
金
を
納
付
す
べ
き
特
別
区
は
、
毎
月
徴
収
し
た
特
別
区
民
税
に
相
当
す
る
額
に
、
知
事
の
定
め
る
率
を
乗
じ
た
額
を

翌
月
十
五
日
ま
で
に
納
付
書
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
納
付
書
を
遅
く
と
も
納
期
前
五
日
ま
で
に
特
別
区
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
区
民
税
に
係
る
調
定
並
び
に
収
入
報
告
書
の
提
出
）

第
十
三
条

前
条
の
特
別
区
は
、
毎
月
徴
収
し
た
特
別
区
民
税
に
係
る
調
定
並
び
に
収
入
報
告
書
を
翌
月
五
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
金
の
特
例
）

第
十
四
条

特
別
区
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
、
都
へ
納
付
す
べ
き
額
が
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
す
べ
き
額
を

こ
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
超
過
額
を
都
へ
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
経
過
措
置
）

第
十
五
条

こ
の
条
例
施
行
前
に
、
東
京
都
特
別
区
配
付
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
三
号
）
に
よ
り
各
特
別
区
に
対

し
、
昭
和
二
十
五
年
度
分
と
し
て
既
に
分
与
し
た
東
京
都
特
別
区
配
付
税
の
額
は
、
こ
れ
を
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に

都
へ
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

附　
　
　

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
関
係
条
例
の
廃
止
）
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２

東
京
都
特
別
区
配
付
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

○
昭
和
二
十
五
年
度
特
別
区
特
別
納
付
金
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
都
が
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
最
も
効
率
的
な
行
政
を
執
行
す
る
た

め
に
必
要
と
す
る
財
源
を
各
特
別
区
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
特
別
納
付
金
の
納
付
）

第
二
条

特
別
区
は
、
都
が
必
要
と
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
、
特
別
納
付
金
を
都
へ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
納
付
金
の
総
額
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
す
べ
き
特
別
納
付
金
の
総
額
は
、
十
八
億
三
千
五
百
七
十
六
万
円
と
す
る
。

（
各
特
別
区
の
納
付
金
の
額
）

第
四
条

各
特
別
区
の
特
別
納
付
金
の
額
は
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
特
別
納
金
の
納
付
時
期
等
）

第
五
条

各
特
別
区
は
、
毎
月
徴
収
し
た
特
別
区
民
税
に
相
当
す
る
額
に
、
三
割
七
分
一
厘
九
毛
を
乗
じ
た
額
を
翌
月
十
五
日
ま
で
に

納
付
書
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
都
へ
納
付
し
た
額
が
前
条
の
規
定
に
定
め
る
額
に
不
足
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
不
足
額
は
同
日
ま
で
に
納
付
書
に
よ
つ
て
都
へ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
二
項
の
納
付
書
を
遅
く
と
も
納
期
前
五
日
ま
で
に
、
特
別
区
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
納
付
金
の
特
例
）

第
六
条

各
特
別
区
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
都
へ
納
付
す
べ
き
額
が
第
四
条
の
規
定
に
定
め
る
額
を
こ
え
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
超
過
額
を
都
へ
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
　
　
　
　

附　
　
　

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
別　
　
　

表
）

特

別

区

名　
　
　
　
　

特

別

納

付

金

の

額

千　
　
　

代　
　
　

田　
　
　
　
　
　

七
千
八
百
七
十
五
万
五
千
円

中　
　
　
　
　
　
　

央　
　
　
　
　

一
億
二
千
七
百
九
十
万
一
千
円

港　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
億
二
百
十
六
万
九
千
円

新　
　
　
　
　
　
　

宿　
　
　
　
　
　

八
千
五
百
八
十
六
万
二
千
円

文　
　
　
　
　
　
　

京　
　
　
　
　
　

六
千
八
百
九
十
三
万
一
千
円

台　
　
　
　
　
　
　

東　
　
　
　

一
億
二
千
九
百
九
十
二
万
四
千
円

墨　
　
　
　
　
　
　

田　
　
　
　
　
　

七
千
八
百
三
十
五
万
三
千
円

江　
　
　
　
　
　
　

東　
　
　
　
　
　

五
千
八
百
三
十
五
万
四
千
円

品　
　
　
　
　
　
　

川　
　
　
　
　
　
　
　

八
千
七
百
五
十
二
万
円
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目　
　
　
　
　
　
　

黒　
　
　
　
　
　

六
千
四
百
二
十
三
万
一
千
円

大　
　
　
　
　
　
　

田　
　
　
　

一
億
二
千
二
百
九
十
九
万
八
千
円

世　
　
　

田　
　
　

谷　
　
　
　
　
　
　

一
億
二
千
百
九
万
七
千
円

渋　
　
　
　
　
　
　

谷　
　
　
　
　
　

五
千
九
百
二
十
一
万
二
千
円

中　
　
　
　
　
　
　

野　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
千
百
二
万
一
千
円

杉　
　
　
　
　
　
　

並　
　
　
　
　
　

一
億
五
百
二
十
五
万
一
千
円

豊　
　
　
　
　
　
　

島　
　
　
　
　
　
　
　

六
千
三
百
五
十
六
万
円

北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
千
二
百
八
十
七
万
六
千
円

荒　
　
　
　
　
　
　

川　
　
　
　
　
　

六
千
二
百
五
十
五
万
九
千
円

板　
　
　
　
　
　
　

橋　
　
　
　
　
　
　
　

六
千
二
百
七
十
七
万
円

練　
　
　
　
　
　
　

馬　
　
　
　
　
　

三
千
七
百
五
十
九
万
三
千
円

足　
　
　
　
　
　
　

立　
　
　
　
　
　

五
千
九
百
四
十
一
万
九
千
円

葛　
　
　
　
　
　
　

飾　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
千
九
万
四
千
円

江　
　
　

戸　
　
　

川　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
五
百
三
十
一
万
円

合　
　
　
　
　

計　
　
　
　
　
　

十
八
億
三
千
五
百
七
十
六
万
円
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注（
１
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
３
６
０
頁

（
２
）
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
参
考
に
「
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）」
の
記
述
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
「
同
勧
告
の
内
容
は
、
国
税
、
地
方
税
、
税
務
行
政
の
全
般
に
わ
た
っ
て
い
た
。
ま
ず
国
税
に
つ
い
て
は
、
直
接
税
中
心
主
義
を
と
り
、
所

得
税
は
徹
底
し
た
総
合
課
税
と
し
、
そ
の
最
高
税
率
を
引
き
下
げ
る
か
わ
り
に
富
裕
税
を
設
け
る
こ
と
、
法
人
税
は
、
配
当
分
に
つ
い
て
所
得

税
の
前
払
い
と
し
て
課
税
す
る
と
同
時
に
、
個
人
が
配
当
所
得
を
取
得
し
た
と
き
配
当
控
除
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
減
価

償
却
不
足
を
解
消
す
る
た
め
資
産
再
評
価
を
行
い
、
評
価
益
に
再
評
価
税
を
課
す
る
こ
と
、
な
ど
を
内
容
と
し
て
い
た
。
地
方
税
に
つ
い
て
は
、

地
方
に
独
立
の
税
目（
税
金
の
種
類
）を
配
分
し
て
、付
加
税
方
式（
国
税
収
入
の
一
定
パ
ー
セ
ン
ト
を
地
方
税
と
す
る
や
り
方
）を
や
め
る
こ
と
、

地
方
税
収
入
が
地
方
財
政
需
要
額
に
不
足
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
を
つ
く
っ
て
国
が
全
額
補
填(

ほ
て
ん)

す
る
こ
と

を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
税
務
行
政
に
つ
い
て
は
、
税
負
担
の
不
公
平
さ
を
一
掃
す
る
た
め
に
、
青
色
申
告
制
度
、
予
定
申
告
制
度
な
ど
の
採

用
を
勧
告
し
て
い
た
。

　
　

同
勧
告
は
、
若
干
の
点
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
１
９
５
０
年
度
税
制
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
多
く
の
改
定
が
行
わ
れ
て
勧
告
の
基
本
路
線

が
希
薄
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
現
在
に
至
る
わ
が
国
税
制
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

［
一
杉
哲
也
］

『
林
栄
夫
著
『
戦
後
日
本
の
租
税
構
造
』（
１
９
５
８
・
有
斐
閣
）』
▽
『
二
見
明
著
『
戦
後
租
税
史
年
表
』（
１
９
８
３
・
財
経
詳
報
社
）』
▽
『
吉

岡
健
次
著
『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
研
究
』（
１
９
８
４
・
時
潮
社
）』」

（
３
）
石
原
信
雄
・
二
橋
正
弘
『
新
版
地
方
財
政
法
逐
条
解
説
』
ぎ
ょ
う
せ
い
（
平
成
一
二
（
二
○
○
○
）
年
）
３
頁

（
４
）
明
治
時
代
ま
で
遡
っ
て
区
の
課
税
権
を
見
て
み
る
と
、
区
は
既
に
三
新
法
（
郡
区
町
村
編
制
法
、
府
県
会
規
則
及
び
地
方
税
規
則
）
の
時

代
か
ら
課
税
権
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
明
治
四
十
四
年
十
月
一
日
、
改
正
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
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行
と
同
時
に
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
二
日
勅
令
第
二
百
四
十
四
号
）
が
施
行
さ
れ
、そ
の
第
十
三
条
に
、

い
わ
ゆ
る
「
区
に
属
す
る
市
税
」
の
規
定
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
の
定
め
た
附
加
税
の
割
合
の
限
度
内
で
、
区
は
市
税
を
賦
課
徴
収

す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

区
に
属
す
る
市
税
は
東
京
市
の
区
の
主
要
な
財
源
と
な
っ
た
が
、
昭
和
十
五
年
の
地
方
税
制
改
正
の
一
環
と
し
て
市
制
町
村
制
施
行
令
第

七
十
条
（
前
記
の
勅
令
第
十
三
条
は
、
後
に
市
制
町
村
制
施
行
令
（
大
正
十
五
年
六
月
二
十
四
日
勅
令
第
二
百
一
号
）
第
七
十
条
に
移
行
し
た
）

が
改
正
さ
れ
（
昭
和
十
五
年
四
月
一
日
勅
令
第
二
百
三
十
四
号
）、
区
は
課
税
権
を
失
っ
た
。

　
　

〇
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
五
日
勅
令
第
二
百
四
十
四
号
）

第
十
三
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
市

　
　

ハ
其
ノ
区
ニ
於
テ
特
ニ
賦
課
徴
収
ス
ル
市
税
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ヘ
シ

③

前
項
ノ
市
税
ニ
付
市
会
ノ
議
決
ス
ヘ
キ
事
項
ハ
区
会
之
ヲ
議
決
ス
但
シ
市
ノ
定
メ
タ
ル
制
限
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

④

市
制
第
九
十
八
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
ノ
負
担
ス
ル
費
用
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

　
　

〇
市
制
町
村
制
施
行
令
中
改
正
ノ
件
（
昭
和
十
五
年
四
月
一
日
勅
令
第
二
百
三
十
四
号
）

　
　

改
め
文
で
は
な
く
、
第
七
十
条
の
新
旧
条
文
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
附
則
で
「
本
令
ハ
、
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
旧
条
文
〕

第
七
十
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
市
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ハ
其
ノ
区
ニ
於
テ
特
ニ
賦
課
徴
収
ス
ル
市
税
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ

③

前
項
ノ
市
税
ニ
付
市
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
項
ハ
区
会
之
ヲ
議
決
ス
但
シ
市
ノ
定
メ
タ
ル
制
限
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

④

市
制
第
九
十
八
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
市
ノ
負
担
ス
ル
費
用
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

　
　
〔
新
条
文
〕

第
七
十
条

区
ハ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

②

前
項
ノ
支
出
ハ
区
ノ
財
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
使
用
料
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
市

　
　

ハ
市
費
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ

　
　
（
第
三
項
、
第
四
項
は
削
除
）

（
５
）
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
い
て
区
に
限
定
的
な
課
税
権
が
賦
与
さ
れ
た
際
に
は
、
区
が
独
立
税
を
新
設
又
は
変
更
す
る
と
き
に
は
都

の
同
意
並
び
に
内
務
大
臣
及
び
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
地
方
税
法
第
八
十
五
条
ノ
十
二
第
二
項
）
が
、
昭
和
二
十
三

年
の
地
方
税
法
の
全
部
改
正
の
際
に
は
、
区
の
独
立
税
の
新
設
又
は
変
更
に
つ
い
て
は
、
都
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
（
地
方
税
法
第

百
三
十
一
条
第
二
項
）、
大
臣
の
許
可
は
要
件
か
ら
外
さ
れ
た
。

（
６
）
藤
田
武
夫
『
現
代
日
本
地
方
財
政
史

上
』
日
本
評
論
社
（
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
）
３
６
頁
以
下
、丸
山
高
満
『
日
本
地
方
税
制
史
』

ぎ
ょ
う
せ
い
（
昭
和
六
○
（
一
九
八
五
）
年
）
３
５
０
頁

（
７
）
昭
和
十
五
（
一
九
四
○
）
年
二
月
十
七
日
、
兒
玉
秀
雄
内
務
大
臣
は
、
第
七
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
地
方
分
与
税
法

案
の
趣
旨
説
明
で
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。

「
○
国
務
大
臣
伯
爵
兒
玉
秀
雄
君
（
０
１
６
）
（
前
段
省
略
）
第
二
ニ
配
付
税
ニ
付
申
上
ゲ
マ
ス
、
所
謂
地
方
財
政
ノ
調
整
財
源
ト
シ
テ
配
分

ス
ル
分
与
税
デ
ア
リ
マ
ス
、
御
承
知
ノ
通
リ
今
日
ノ
社
会
事
情
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
地
方
財
源
ガ
甚
シ
ク
地
域
的
ニ
偏
在
シ
テ
居
ル
関
係
上
、

独
立
財
源
ニ
依
ル
地
方
税
制
ノ
改
正
ノ
ミ
ニ
於
テ
ハ
、
地
方
財
源
ノ
偏
在
ヲ
如
何
ト
モ
シ
難
ク
、
団
体
財
政
ノ
基
礎
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
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マ
セ
ヌ
ノ
デ
、
何
等
カ
有
効
適
切
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
、
地
方
財
政
ノ
調
整
ヲ
図
ル
コ
ト
ガ
、
極
メ
テ
緊
要
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
シ
テ

其
ノ
方
策
ト
シ
マ
シ
テ
ハ
、
同
時
ニ
地
方
自
治
ト
ノ
調
和
ヲ
モ
考
慮
ニ
入
レ
マ
シ
テ
、
今
回
ノ
改
正
ニ
於
テ
地
方
税
制
ノ
中
ニ
、
此
ノ
配
付
税

タ
ル
分
与
税
制
度
ヲ
取
入
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
以
下
省
略
）」

（
８
）
『
東
京
都
財
政
史
』
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
交
付
金
は
、（
中
略
）
区
に
属
す
る
市
税
に
代
わ
り
市
の
財
政
交
付
金
制
度
が
一
五
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
、
貧
困
な
区
の
財
源
不
足
を
補
う
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
区
歳
入
と
し
て
交
付
金
の
比
重
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。
一
五
年
度
の
区
財
政
交
付
金
は
（
中
略
）
一
、三
二
一
万
円
に

達
し
、歳
入
総
額
の
二
分
の
一
以
上
を
占
め
た
の
で
あ
る
。」（
東
京
都
財
政
史
研
究
会
編
『
東
京
都
財
政
史

中
巻
』
（
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）

年
）
４
９
６
頁
）

（
９
）
特
別
区
相
互
間
の
税
収
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
措
置
と
し
て
、
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日

条
例
第
十
二
号
）
に

お
い
て
も
、
附
則
第
三
項
で
千
代
田
区
、
杉
並
区
及
び
中
央
区
の
家
屋
税
附
加
税
の
賦
課
率
に
制
限
を
か
け
、
税
収
の
不
均
衡
を
是
正
し
よ
う

と
し
て
い
る
（
本
章
一
（
２
）
ア
（
３
３
１
頁
）
参
照
）。

（
10
）
財
団
法
人
特
別
区
協
議
会
『
都
区
財
政
調
整
制
度
の
し
く
み
と
沿
革
』（
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
）
８
４
頁

（
11
）
都
政
通
信
社
『
特
別
区
―
都
区
調
整
の
十
年
』（
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
）
１
５
３
頁
以
下
、
前
掲
『
都
区
財
政
調
整
制
度
の
し
く

み
と
沿
革
』
８
４
頁
以
下
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二

選
挙
制
度
の
改
革
と
特
別
区
の
特
例

　
　
（
１
）
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正

　
　

敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
二
月
、
女
性
参
政
権
の
実
現
、
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
年
齢
引
下
げ
等
を
含
む

衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
大
改
正
（
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
七
日
法
律
第
四
十
二
号
）
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
正
方
針
は
、
幣
原

内
閣
の
十
月
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
女
性
参
政
権
の
実
現
は
、
十
月
十
一
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
か
ら
示

さ
れ
た
五
大
改
革
指
令
に
も
合
致
し
て
い
た
（
１
）（
２
）。

　
　

こ
の
大
改
正
を
経
た
衆
議
院
議
員
選
挙
法
で
は
、
東
京
都
の
区
並
び
に
市
制
第
六
条
及
び
第
八
十
二
条
第
三
項
の
市
に
つ
い

て
次
の
特
例
が
置
か
れ
て
い
る
。

〇
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
七
日
法
律
第
四
十
二
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
百
四
十
五
条

東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
並
ニ
市
制
第
六
条
及
第
八
十
二
条
第
三
項
ノ
市
ニ
於
テ
ハ
本
法
中
市
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ

区
ニ
、
市
長
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
長
ニ
、
市
役
所
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
役
所
ニ
之
ヲ
適
用
ス
但
シ
第
十
二
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ

ハ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
其
ノ
市
町
村
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ア
ル
ハ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
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区
域
内
又
ハ
其
ノ
市
内
ニ
住
居
ヲ
有
シ
且
其
ノ
日
ニ
於
テ
其
ノ
区
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス
（
３
）

（
旧
第
一
項
は
削
除
）

〈
参
考
〉
関
係
条
文

第
十
二
条

市
町
村
長
ハ
毎
年
九
月
十
五
日
ノ
現
在
ニ
依
リ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
其
ノ
市
町
村
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
選
挙

資
格
ヲ
調
査
シ
十
月
三
十
一
日
迄
ニ
選
挙
人
名
簿
ヲ
調
製
ス
ヘ
シ

（
第
二
項
〜
第
五
項

省
略
）

　
　
（
２
）
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
選
挙
制
度
の
改
正

　
　

衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
法
改
正
の
後
に
行
わ
れ
た
第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
都
制
、
府
県
制
、
市
制
及
び
町
村
制
の
改
正
）

に
お
い
て
も
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
と
方
向
性
を
同
じ
く
し
て
、
地
方
選
挙
制
度
の
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
選
挙

に
関
す
る
主
な
改
正
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
４
）。

・
女
性
に
対
し
て
も
、
男
性
と
同
一
条
件
で
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
認
め
た
。

・
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
が
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
に

　
　

つ
い
て
直
接
選
挙
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

・
選
挙
権
の
年
齢
要
件
を
満
二
十
五
歳
か
ら
満
二
十
歳
に
、
被
選
挙
権
の
年
齢
要
件
を
満
三
十
歳
か
ら
満
二
十
五
歳
に
引
き
下

　
　

げ
（
都
道
府
県
の
長
の
被
選
挙
権
は
満
三
十
歳
以
上
）、
選
挙
権
の
在
住
期
間
の
要
件
を
二
年
か
ら
六
月
に
短
縮
し
た
。
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・
欠
格
条
項
を
整
理
し
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
の
範
囲
を
狭
く
し
た
。

・
公
民
及
び
名
誉
職
制
度
を
廃
止
し
た
が
、
都
又
は
市
町
村
に
対
し
特
別
の
関
係
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
住
所
要
件
に
か
か
わ

　
　

ら
ず
、
都
参
事
会
又
は
市
町
村
会
の
議
決
に
よ
り
、
選
挙
権
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
（
特
別
選
挙
権
）。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、

　
　

住
所
地
で
の
選
挙
権
の
行
使
は
で
き
な
い
こ
と
と
し
た
。

・
従
来
は
、
議
員
選
挙
の
事
務
は
、
地
方
長
官
又
は
市
町
村
長
が
管
理
・
執
行
し
て
い
た
が
、
新
た
に
、
選
挙
事
務
を
扱
う
行

　
　

政
機
関
と
し
て
、
選
挙
管
理
委
員
会
を
設
け
た
。

　
　

住
民
の
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
は
同
一
市
町
村
に
六
月
以
上
（
都
に
お
け
る
都
議
会
議
員
の
選
挙
権
に
つ

い
て
は
都
内
に
六
月
以
上
）
居
住
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
た
が
、
東
京
都
の
区
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
と
同
様

に
特
例
的
な
要
件
が
設
け
ら
れ
た
（
５
）（
６
）。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
十
三
条

年
齢
二
十
年
以
上
ノ
都
民
ニ
シ
テ
六
月
以
来
都
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書

及
び
第
二
項
〜
第
四
項

省
略
）

第
百
四
十
五
条

都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

（
第
二
項

省
略
）

〈
参
考
〉
市
町
村
に
お
け
る
市
町
村
会
議
員
及
び
府
県
会
議
員
の
選
挙
権
に
関
す
る
規
定
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○
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
八
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
十
四
条

年
齢
二
十
年
以
上
ノ
市
民
ニ
シ
テ
六
月
以
来
市
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
市
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書
及

び
第
二
項
〜
第
四
項

省
略
）（
な
お
、
町
村
制
第
十
二
条
も
同
様
の
規
定
）

○
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
七
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
六
条

府
県
内
ノ
市
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
府
県
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

府
県
内
ノ
市
町
村
会
議
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
府
県
会
議
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

（
第
三
項
〜
第
六
項

省
略
）

〈
参
考
〉
第
一
次
地
方
制
度
改
革
時
の
答
弁
資
料

内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
一
部
』（
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
）
１
３
１
４
頁

地
方
制
度
改
正
関
係
答
弁
資
料

問
第
十
三
ノ
二

東
京
都
の
区
と
一
般
の
市
町
村
と
の
異
る
所
は
ど
こ
か
。

答
（（
１
）、（
２
）
省
略
）

（
３
）
選
挙
権
そ
の
他
参
政
権
の
要
件
は
市
町
村
に
お
い
て
は
、
同
一
市
町
村
に
六
月
以
来
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
区
に
お

い
て
は
、
都
内
に
六
月
以
来
住
所
を
有
す
る
者
で
区
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
足
り
、
六
月
以
来
居
住
す
る
こ
と
を
必
要
と

し
な
い
。

（
４
）
市
町
村
会
議
員
の
選
挙
は
そ
の
市
町
村
の
衆
議
院
議
員
選
挙
人
名
簿
と
補
充
選
挙
人
名
簿
に
よ
つ
て
行
ふ
が
、
区
会
議
員
の
選
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挙
は
都
の
衆
議
院
議
員
選
挙
人
名
簿
及
び
都
の
補
充
選
挙
人
名
簿
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
ふ
。

（（
５
）、（
６
）、（
７
）
省
略
）

　
　
（
３
）
地
方
自
治
法
の
選
挙
に
関
す
る
規
定

　
　

住
民
の
選
挙
権
に
係
る
居
住
要
件
に
つ
い
て
、
市
町
村
は
同
一
市
町
村
内
に
六
箇
月
で
あ
る
の
に
対
し
、
特
別
区
は
特
別
区

の
存
す
る
区
域
内
に
六
箇
月
と
い
う
特
例
は
、
地
方
自
治
法
に
も
引
き
継
が
れ
た
（
７
）。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
十
八
条

日
本
国
民
た
る
年
齢
二
十
年
以
上
の
者
で
六
箇
月
以
来
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
属
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

（
第
二
項
〜
第
五
項

省
略
）

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

第
二
百
九
条

日
本
国
民
た
る
年
齢
二
十
年
以
上
の
者
で
六
箇
月
以
来
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
都
の
議

会
の
議
員
及
び
長
並
び
に
当
該
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。
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注（
１
）
十
月
十
一
日
の
閣
議
で
は
、
女
性
参
政
権
の
付
与
、
選
挙
年
齢
の
引
下
げ
及
び
大
選
挙
区
制
の
採
用
に
つ
い
て
、
各
大
臣
と
も
基
本
的
に

は
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
意
見
が
あ
っ
た
と
い
う
（
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
自
治
史

第
二
巻
（
戦
後
自
治
史
Ⅳ
）』
文
生
書
院
（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
）
７
頁
）。

（
２
）
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
月
十
四
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
の
記
事
に
よ
る
と
、
十
月
十
一
日
に
大
選
挙
区
の
採
用
、
十
三
日
に
年
齢
引

下
げ
及
び
女
性
へ
の
参
政
権
付
与
の
方
針
が
決
ま
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
こ
の
第
百
四
十
五
条
を
遡
る
と
、
次
の
よ
う
な
改
正
経
過
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

〇
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
九
日
法
律
第
七
十
三
号
：
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
法
律
第

三
号
）
の
全
部
改
正
）

第
百
六
条
（
第
一
項
、
第
二
項

省
略
）

③

東
京
市
、
京
都
市
、
大
阪
市
ニ
於
テ
ハ
本
法
中
市
ト
ア
ル
ハ
区
、
市
長
ト
ア
ル
ハ
区
長
、
市
役
所
ト
ア
ル
ハ
区
役
所
ニ
該
当
ス

　
　
　
　

〇
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
大
正
十
四
年
五
月
五
日
法
律
第
四
十
七
号
：
前
記
法
律
の
全
部
改
正

通
称
普
通
選
挙
法
）

　
　
　

第
百
四
十
五
条
（
第
一
項

省
略
）

　
　
　

②

市
制
第
六
条
ノ
市
ニ
於
テ
ハ
本
法
中
市
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
ニ
、
市
長
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
長
ニ
、
市
役
所
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
役
所
ニ

　
　
　
　

之
ヲ
適
用
ス

　
　
　
（
第
三
項

省
略
）

　
　
　
（
当
時
、
改
正
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）
第
六
条
が
適
用
さ
れ
る
市
と
し
て
、
東
京
市
、
京
都
市
及
び
大
阪
市

　
　
　

が
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
二
日
勅
令
第
二
百
三
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
た
。）
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〈
参
考
〉
前
条
の
関
係
条
文

　
　
　

市
制
第
六
条

勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ノ
区
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス

　
　
　
　

ル
事
務
ヲ
処
理
ス

　
　
　
（
第
二
項

省
略
）

　
　
　

　
　
　
　

〇
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
九
年
六
月
二
十
三
日
法
律
第
四
十
九
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

　
　
　

第
百
四
十
五
条
（
第
一
項

省
略
）

　
　
　

②

市
制
第
六
条
ノ
市
ニ
於
テ
ハ
本
法
中
市
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
ニ
、
市
長
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
長
ニ
、
市
役
所
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
役
所
ニ

　
　
　
　

之
ヲ
適
用
ス
但
シ
第
十
二
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
其
ノ
市
町
村
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ア
ル
ハ
其
ノ

　
　
　
　

日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
其
ノ
市
内
ニ
住
居
ヲ
有
シ
且
其
ノ
日
ニ
於
テ
其
ノ
区
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

　
　
　
（
第
三
項

省
略
）

　
　
　
　

〇
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
法
律
第
三
十
四
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
百
四
十
五
条
（
第
一
項

省
略
）

②

東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
及
市
制
第
六
条
ノ
市
ニ
於
テ
ハ
本
法
中
市
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
ニ
、
市
長
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
長
ニ
、
市
役

　
　

所
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
区
役
所
ニ
之
ヲ
適
用
ス
但
シ
第
十
二
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
其
ノ
市
町
村
内
ニ
住

　
　

居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ア
ル
ハ
其
ノ
日
迄
引
続
キ
六
月
以
上
東
京
都
ノ
区
ノ
存
ス
ル
区
域
内
又
ハ
其
ノ
市
内
ニ
住
居
ヲ
有
シ
且
其
ノ
日
ニ
於
テ

　
　

其
ノ
区
内
ニ
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

（
第
三
項

省
略
）
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（
４
）
こ
の
改
正
内
容
の
要
約
は
、
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）

年
）
７
４
頁
、
２
３
３
頁
以
下
及
び
２
３
９
頁
以
下
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
５
）
こ
の
特
例
は
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
都
制
制
定
時
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

〇
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
六
条

帝
国
臣
民
タ
ル
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
二
年
以
来
都
住
民
タ
ル
モ
ノ
ハ
都
公
民
ト
ス
（
た
だ
し
書
及
び
第
二
項

省
略
）

第
十
三
条

都
公
民
ハ
総
テ
都
議
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書

省
略
）

第
百
四
十
五
条

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
都
公
民
ハ
総
テ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書

省
略
）

（
６
）
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
東
京
都
制
が
定
め
ら
れ
た
当
時
、
一
般
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
「
市
町
村
公
民
」
の
概
念
を
軸
に
選
挙
権

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
東
京
都
制
で
は
東
京
都
が
市
と
同
格
と
さ
れ
、「
市
町
村
公
民
」
に
代
わ
っ
て
「
都
公
民
」
の
規
定
が
置
か

れ
た
（
第
六
条
）。
こ
の
た
め
、
東
京
都
内
の
市
町
村
に
は
市
制
第
十
四
条
（「
市
公
民
ハ
総
テ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書

省
略
）」）
及
び

町
村
制
第
十
二
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
（
東
京
都
制
第
百
六
十
条
）、第
百
六
十
五
条
で
「
二
年
以
来
市
町
村
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
都
公
民
（
括

弧
書

省
略
）
ハ
総
テ
市
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
（
た
だ
し
書

省
略
）」
と
規
定
し
、
選
挙
権
に
つ
い
て
、
都
以
外
の
市
町
村
と
同

じ
２
年
の
居
住
要
件
を
要
す
る
も
の
と
し
た
。

（
７
）
そ
の
後
、
こ
の
特
例
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日
法
律
第
百
号
）
に
も
引
き
継
が
れ
（
第
二
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
）、

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
の
公
職
選
挙
法
改
正
（
昭
和
四
十
一
年
六
月
一
日
法
律
第
七
十
七
号
）
の
際
に
削
除
さ
れ
た
。

　
　

〇
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日
法
律
第
百
号
）

第
二
百
六
十
六
条

こ
の
法
律
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
適
用
す
る
。
但
し
、
第
九
条
（（
選
挙
権
））
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

　
　

第
二
十
六
条
（（
補
充
選
挙
人
名
簿
の
調
製
））
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
三
箇
月
以
来
市
町
村
の
区
域
内
」
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と
あ
る
の
は
「
三
箇
月
以
来
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
第
二
十
条
（（
基
本
選
挙
人
名
簿
の
調
製
））
第
一
項

　
　

及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
三
箇
月
以
来
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
」
と

　
　

あ
る
の
は
「
三
箇
月
以
来
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
且
つ
、
そ
の
日
に
お
い
て
そ
の
特
別
区
内
に
住
所
を
有
す
る
」
と
読

　
　

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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三

警
察
制
度
及
び
消
防
制
度
の
改
革
と
特
別
区
の
特
例

　
　
（
１
）
警
察
制
度
の
改
革

　
　

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
月
四
日
、「
政
治
的
公
民
的
及
び
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
限
の
除
去
に
関
す
る
覚
書
」（
い

わ
ゆ
る
「
人
権
指
令
」
（
序
章
注
（
１
）
１
５
頁
参
照
）
を
発
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
日
本
の
警
察
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
た
め
、

米
国
か
ら
二
つ
の
調
査
団
を
招
く
な
ど
し
て
検
討
を
進
め
て
い
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
で
、
改
革
の
方
向
性
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が

対
立
し
て
い
た
。「
一
つ
は
民
生
局
の
意
見
で
、
我
が
国
を
民
主
化
す
る
立
場
か
ら
警
察
は
徹
底
し
て
地
方
分
権
化
せ
よ
と
主

張
し
た
。
他
の
一
つ
は
参
謀
二
部
の
意
見
で
、
人
口
五
万
人
以
上
の
都
市
で
あ
れ
ば
自
治
体
警
察
を
設
け
て
も
差
し
支
え
な
い

が
、
治
安
維
持
の
現
実
的
な
立
場
か
ら
他
は
国
家
警
察
が
治
安
維
持
に
当
た
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
警
察
制
度
の
改
革
は
時

間
を
か
け
て
徐
々
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
１
）。」

　
　

こ
の
た
め
政
府
は
、
憲
法
改
正
や
地
方
制
度
改
革
に
合
わ
せ
て
警
察
制
度
の
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
昭
和
二
十
二

（
一
九
四
七
）
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
地
方
自
治
法
の
附
則
に
は
、
警
察
制
度
を
当
面
従
前
の
ま
ま
と
す
る
た
め
の
経
過
規
定

が
置
か
れ
た
（
２
）。

　
　

同
年
九
月
十
六
日
に
至
っ
て
、
片
山
哲
首
相
の
求
め
に
応
じ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
意
見
対
立
に
裁
断
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を
下
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
最
終
案
が
民
生
局
の
考
え
方
に
沿
っ
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
政
府
は
、
昭
和

二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
十
一
月
十
日
に
警
察
法
案
を
国
会
に
提
出
し
、
可
決
成
立
し
た
法
律
は
、
同
年
十
二
月
十
七
日
に
公

布
さ
れ
、
翌
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　
　

こ
の
警
察
法
の
理
念
と
特
徴
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）
年
警
察
白
書
は
次
の
と
お
り
紹
介
し
て
い
る
（
３
）。

旧
警
察
法（
４
）の
理
念
と
特
徴

■

警
察
の
地
方
分
権

　
　

そ
れ
ま
で
の
国
家
警
察
制
度
を
改
め
、
市
町
村
の
自
治
体
警
察
を
基
本
と
し
た
。
す
べ
て
の
市
及
び
人
口
５
，
０
０
０
人
以

上
の
市
街
的
町
村
は
自
ら
警
察
を
維
持
す
る
一
方
、
そ
の
他
の
地
域
（
主
と
し
て
村
落
部
）
は
国
の
機
関
で
あ
る
国
家
地
方
警

察
の
管
轄
と
し
た
。
市
町
村
警
察
は
、
国
家
非
常
事
態
の
場
合
を
除
い
て
、
国
家
地
方
警
察
の
指
揮
監
督
を
受
け
ず
、
ま
た
、

都
道
府
県
の
国
家
地
方
警
察
は
、
知
事
の
所
轄
の
下
に
置
か
れ
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
そ
の
運
営
を
管
理
し
た
。

■

警
察
の
民
主
的
管
理

　
　

警
察
を
民
主
的
に
管
理
し
、
か
つ
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
制
度
と
し
て
、
公
安
委
員
会
制
度
を
採
り
入
れ
た
。

公
安
委
員
会
は
、
市
民
の
代
表
者
た
る
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
合
議
体
の
機
関
で
あ
り
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に

置
か
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
か
ら
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
た
。

■

警
察
の
職
務
の
限
定

　
　

警
察
の
責
務
を
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
、
犯
罪
の
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
及
び
公
安
の
維
持
に
当

た
る
こ
と
と
し
、
警
察
の
活
動
は
厳
格
に
そ
の
責
務
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
、
権
能
の
乱
用
を
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戒
め
る
旨
を
特
に
規
定
し
た
。

　
　
（
２
）
消
防
制
度
の
改
革

　
　

警
察
制
度
に
関
す
る
二
つ
の
米
国
調
査
団
の
報
告
は
、
消
防
を
警
察
か
ら
分
離
す
べ
き
点
で
は
異
論
は
な
く
、
ま
た
、
政

府
の
警
察
制
度
審
議
会
の
答
申（
５
）も
、
同
様
に
消
防
を
分
離
し
市
町
村
に
移
譲
す
る
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
十
二

（
一
九
四
七
）
年
九
月
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
下
し
た
断
に
よ
り
、
警
察
制
度
改
革
の
根
本
方
針
が
決
ま
り
、
消
防
は
警
察

か
ら
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、十
月
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
安
課
よ
り
内
務
省
に
「
消
防
法
に
関
す
る
件
」

の
覚
書
案
が
示
さ
れ
、
十
一
月
十
四
日
、
正
式
に
「
自
治
体
消
防
は
、
市
町
村
長
の
管
理
に
属
す
る
」
と
す
る
「
消
防
立
法
に

関
す
る
件
」
が
通
知
さ
れ
る
。
政
府
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
さ
ら
に
調
整
を
図
っ
た
上
、
十
一
月
二
十
五
日
、
消
防

を
警
察
か
ら
分
離
し
、
地
方
分
権
主
義
の
原
則
に
立
ち
、
消
防
の
責
任
は
総
て
市
町
村
と
す
る
消
防
組
織
法
案
を
国
会
に
提
出
、

成
立
し
た
法
案
は
同
年
十
二
月
二
十
三
日
公
布
さ
れ
、
翌
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
三
月
七
日
に
施
行
さ
れ
た
。

　
　

こ
う
し
て
明
治
以
来
警
察
機
構
の
中
に
あ
っ
た
官
制
消
防
は
、
各
市
町
村
が
消
防
責
任
を
負
い
（
第
六
条
）、
そ
れ
ぞ
れ
市

町
村
が
定
め
た
条
例
に
従
い
、市
町
村
長
が
管
理
す
る
（
第
七
条
）
新
し
い
自
治
体
消
防
制
度
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
（
３
）
特
別
区
に
関
す
る
特
例

　
　

前
述
の
と
お
り
、
警
察
も
消
防
も
、
こ
の
改
革
に
よ
り
市
町
村
を
基
本
と
す
る
ま
っ
た
く
新
た
な
体
制
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
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た
だ
、
特
別
区
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
が
連
合
し
て
責
任
を
負
い
、
都
知
事
が
管
理
す
る
等
、
他
の
自
治
体
と
は
異
な
る
特
例

が
設
け
ら
れ
た
。
特
別
区
に
関
す
る
特
例
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
警
察
法
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
法
律
第
百
九
十
六
号
）

第
五
十
一
条

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
特
別
区
が
連
合
し
て
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
警
察
の
責
に
任
ず
る
。

第
五
十
二
条

前
条
の
特
別
区
に
は
、
都
知
事
の
所
轄
の
下
に
市
町
村
公
安
委
員
会
に
相
当
す
る
特
別
区
公
安
委
員
会
を
置
き
、
そ
の

委
員
は
、
都
知
事
が
、
都
の
議
会
の
同
意
を
経
て
こ
れ
を
任
命
す
る
。

第
五
十
三
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
自
治
体
警
察
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
区

域
を
以
て
一
の
市
と
み
な
し
、
市
町
村
警
察
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

〇
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

第
十
六
条

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、特
別
区
が
連
合
し
て
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
第
六
条
に
規
定
す
る
責
任
を
有
す
る
。

第
十
七
条

前
条
の
特
別
区
の
消
防
は
、
都
知
事
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。

②

特
別
区
の
消
防
長
は
、
都
条
例
に
従
い
、
都
知
事
が
こ
れ
を
任
命
し
、
一
定
の
事
由
に
よ
り
罷
免
す
る
。

第
十
八
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
消
防
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
以
て

一
の
市
と
み
な
し
、
市
町
村
の
消
防
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

〈
参
考
〉
市
町
村
の
消
防
責
任
に
関
す
る
規
定
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第
六
条

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
消
防
を
十
分
に
果
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
。

　
　

警
察
法
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
別
区
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
第
一
回
国
会
（
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
五

月
二
十
日
〜
同
年
十
二
月
九
日
）
の
審
議
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

第
一
回
国
会

衆
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会

【
十
一
月
十
三
日
】

○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
０
３
）
市
町
村
警
察
の
中
で
特
別
區
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
例
を
認
め
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

す
な
わ
ち
特
別
區
の
存
す
る
區
域
に
お
き
ま
し
て
は
、そ
の
實
體
に
適
應
し
て
警
察
の
機
能
の
發
揮
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
た
め
に
、

特
別
區
が
連
合
し
て
單
一
の
組
織
で
警
察
の
責
に
任
ず
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
公
安
委
員
會
に
都
知
事
の
所
轄

の
も
と
に
お
き
ま
し
て
、
委
員
の
任
命
は
都
知
事
が
都
議
會
の
同
意
を
經
て
行
う
こ
と
に
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
事

項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
別
區
の
存
す
る
區
域
を
も
つ
て
一
つ
の
市
と
み
な
し
ま
し
て
、
こ
れ
に
市
町
村
警
察
に
關
す
る
事
項
を
準

用
す
る
こ
と
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

【
十
一
月
十
七
日
】

○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
０
３
）
そ
れ
か
ら
特
別
區
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
も
と
も
と
こ
れ
は
現
在
は
東
京
都
だ
け
し

か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
京
の
例
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
二
十
三
の
特
別
區
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

い
わ
ば
一
つ
の
自
治
體
、
市
と
し
て
の
作
用
も
も
ち
ろ
ん
も
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
二
十
三
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區
の
連
合
い
た
し
ま
し
た
全
體
の
區
域
が
、
自
治
的
な
生
活
に
お
き
ま
し
て
は
一
つ
の
自
治
體
的
な
働
き
を
も
つ
て
お
る
の
で
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
吏
員
な
ど
も
こ
れ
は
都
の
吏
員
で
あ
り
ま
す
る
し
、
ま
た
選
擧
權
、
被
選
擧
權
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
も
、
各
區
ご
と

の
制
限
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
や
は
り
二
十
三
區
を
包
括
す
る
區
域
を
も
つ
て
、
一
つ
の
資
格
要
件
の
區
域
と
い
た
し
て
お
る

よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
し
、
水
道
で
あ
る
と
か
、
ガ
ス
で
あ
る
と
か
、
電
氣
と
か
、
そ
う
い
つ
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
も
の
に

つ
き
ま
し
て
も
、
二
十
三
區
が
連
合
し
て
、
そ
れ
が
一
體
と
な
つ
て
運
營
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
普
通
の
都
市
と
違
つ
た
性
質

が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
現
實
に
は
都
と
い
う
も
の
の
中
に
一
體
と
し
て
包
含
さ
れ
て
お
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
る
の
で
、
特
別
區
が
連
合
い
た
し
ま
し
て
都
知
事
の
所
轄
の
も
と
に
一
つ
の
委
員
會
を
も
つ
て
、
二
十
三
區
に
わ
た
る

區
域
の
警
察
の
運
營
に
當
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
實
質
に
即
し
、
ま
た
警
察
の
性
格
か
ら
申
し
ま
し
て
、
一
番
適
當
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
し
て
、
こ
こ
に
特
別
區
に
關
す
る
特
例
と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
趣
旨
の
規
定
を
置
い
た
次
第
な
の
で
あ
り
ま
す
。

○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
１
９
）
先
ほ
ど
も
御
説
明
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
な
る
ほ
ど
人
口
五
千
以
上
と
い
う
こ
と

か
ら
見
ま
す
と
、
相
當
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
獨
立
し
た
一
つ
の
町
村
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
東
京
都
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

特
別
區
は
警
察
を
設
置
い
た
し
ま
す
觀
點
か
ら
見
ま
し
た
場
合
に
、
そ
の
特
別
區
に
あ
る
區
域
全
體
が
自
治
體
的
に
一
體
を
な
し
て

い
る
と
い
う
觀
點
か
ら
、
警
察
は
區
の
存
し
て
お
り
ま
す
區
域
全
體
に
一
つ
の
組
織
が
あ
る
こ
と
が
最
も
實
態
に
合
つ
て
お
る
の
で

あ
り
ま
す
。
特
別
區
に
お
い
て
は
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
都
市
計
畫
と
か
、
あ
る
い
は
道
路
と
か
、
水
道
と
か
、
そ
う
い

つ
た
よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、
區
ご
と
の
特
別
區
は
存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
都
の
吏
員
が
特
別
區
に
配
屬
さ
れ
て
仕

事
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
議
員
の
選
擧
の
條
件
に
お
い
て
も
、
區
ご
と
の
住
所
の
區
畫
と
い
う
も
の
も
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
が
一
體
と
し
て
一
つ
の
共
同
生
活
體
を
な
し
て
い
る
と
い
う
面
が
相
當
強
く
殘
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
警
察
を
つ
く
る
場
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合
に
各
區
ご
と
に
つ
く
る
こ
と
は
、
か
え
つ
て
事
態
に
即
し
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
東
京
都
に
お
い
て
は
二
十
三
區
が
連
合
し
て
、

一
つ
の
公
安
委
員
の
も
と
に
一
つ
の
警
察
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
最
も
實
體
に
適
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
　
　
　

ま
た
、
消
防
組
織
法
に
お
け
る
特
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
回
国
会

衆
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会

【
十
二
月
四
日
】

○
長
野（
實
）説
明
員（
０
０
４
）
そ
の
他
の
消
防
本
部
あ
る
い
は
消
防
署
、あ
る
い
は
消
防
職
員
に
關
す
る
條
文
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

大
體
警
察
法
と
同
様
の
條
文
を
も
つ
て
終
始
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
特
別
區
の
存
す
る
區
域
の
こ
の
東
京
の
二
十
三
區
の

問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
、
警
察
法
と
同
じ
よ
う
な
條
文
を
つ
く
つ
て
ま
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
一
回
国
会

参
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会

【
十
一
月
二
十
八
日
】（
予
備
審
査
）

○
説
明
員
（
長
野
實
君
）（
０
０
９
）
只
今
の
御
質
問
に
お
答
を
い
た
し
ま
す
。
本
法
案
の
十
六
條
、
十
七
條
、
十
八
條
は
実
に
分
り

に
く
い
規
定
で
あ
り
ま
し
て
、
警
察
法
と
大
体
同
じ
條
文
に
な
り
、
関
係
方
面
と
の
連
絡
、
そ
の
他
に
つ
き
ま
し
て
も
同
じ
條
文
に

な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
法
案
そ
の
も
の
が
聯
合
軍
総
司
令
部
の
方
か
ら
の
詳
細
な
警
察
に
関
す
る
細
目
案
が
九
月
三
十
日

に
參
り
ま
し
て
、
そ
の
細
目
案
に
消
防
に
つ
い
て
は
後
報
す
る
と
い
う
一
項
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
報
さ
れ
た
も
の
が
実
は
十
一
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月
十
四
日
に
參
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
急
速
に
幾
多
の
折
衝
を
続
け
ま
し
て
、
こ
の
案
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
の
経

過
的
の
措
置
と
い
た
し
ま
し
て
、
一
應
警
察
法
と
同
じ
條
文
に
相
成
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
（
４
）
特
例
規
定
の
解
釈

　
　

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
立
法
過
程
で
は
、
特
別
区
が
一
部
事
務
組
合
を
設
立
し
、
経
費
も
特
別

区
が
負
担
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

立
法
過
程
に
お
け
る
政
府
の
考
え
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
国
会
答
弁
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア

警
察
法

第
一
回
国
会

衆
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会

【
十
一
月
十
九
日
】

○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
３
５
）
特
別
區
の
規
定
は
、
お
話
の
よ
う
に
、
五
十
二
條
の
前
條
の
特
別
區
と
申
し
ま
す
の
は
、

五
十
一
條
に
あ
り
ま
す
特
別
區
の
存
す
る
區
域
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
前
條
の
特
別
区
の
存
す
る
區
域
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
書
き
改
め
た
方
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
從
い
ま
し
て
そ
の
特
別
區
の

存
す
る
區
域
に
お
き
ま
し
て
、
特
別
區
が
連
合
し
て
そ
の
區
域
内
の
警
察
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
一
つ
の
市

と
見
な
し
ま
し
て
、
そ
の
費
用
の
負
檐
は
、
都
が
條
例
を
も
ち
ま
し
て
、
そ
の
特
別
區
の
存
す
る
區
域
に
あ
る
特
別
區
が
連
合
し
て
、

そ
の
費
用
負
檐
に
當
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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【
十
一
月
二
十
二
日（
７
）】

○
坂
東
（
幸
太
郎
）
委
員
長
（
０
１
１
）
次
は
第
五
十
一
條
で
あ
り
ま
す
が
、
す
な
わ
ち
現
在
で
は
特
別
區
と
い
う
の
は
東
京
都
の

場
合
で
あ
り
ま
す
が
、
特
別
區
の
存

る
（
マ
マ
）
區
域
に
お
い
て
は
、
特
別
區
が
連
合
し
て
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
單
に
連
合

し
て
だ
け
で
は
そ
の
費
用
負
擔
等
に
お
き
ま
し
て
法
律
上
曖
昧
の
點
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
つ
ま
り
二
十
三
區
連
合
し
て
組
織

す
る
組
合
と
い
う
關
係
か
ら
、「
特
別
區
が
連
合
し
て
」
と
あ
り
ま
す
の
を
、「
特
別
區
の
組
織
す
る
組
合
が
」
と
改
め
た
ら
い
か
が

で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
１
２
）
連
合
し
て
と
い
う
こ
と
は
、法
律
的
に
解
釋
い
た
し
ま
す
と
、今
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

特
別
區
が
組
織
い
た
し
ま
す
組
合
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
法
律
的
に
は
む
し
ろ
お
話
の
よ
う
に
連
合
し
て
と
い
う
ふ
う
な
言

葉
で
な
く
て
、
特
別
區
が
組
織
す
る
組
合
と
い
う
も
の
が
そ
の
責
任

も
つ
（
マ
マ
）
と
い
う
ふ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
こ
と
が
却

つ
て
は
つ
き
り
し
て
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

○
坂
東
（
幸
太
郎
）
委
員
長
（
０
１
３
）
次
は
第
五
十
二
條
で
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
二
十
三
區
が
組
合
を
つ
く
り
、
そ
し
て
費
用

も
負
擔
す
る
と
い
う
以
上
は
、公
安
委
員
は
そ
の
特
別
區
の
方
か
ら
出
る
の
が
當
然
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、第
五
十
二
條
に
は
、「
前

條
の
特
別
區
に
は
、
都
知
事
の
所
轄
の
下
に
市
町
村
公
安
委
員
會
に
相
當
す
る
特
別
區
公
安
委
員
會
を
置
き
、
そ
の
委
員
は
、
都
知

事
が
、
都
の
議
會
の
同
意
を
經
て
こ
れ
を
任
命
す
る
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
す
で
に
二
十
三
の
特
別
區
が
組
合
を
つ
く
り
ま
し

た
以
上
は
、
そ
の
費
用
を
負
擔
す
る
か
ら
に
は
、
特
別
區
の
方
の
議
會
に
お
い
て
委
員
を
出
す
こ
と
が
當
前
だ
と
思
い
ま
す
。
從
つ

て
第
五
十
二
條
を
「
前
條
の
組
合
に
は
、
都
知
事
の
所
轄
の
下
に
市
町
村
公
安
委
員
會
に
相
當
す
る
一
の
特
別
區
公
安
委
員
會
を
置

き
、
そ
の
委
員
は
、
都
知
事
が
、
組
合
の
議
會
の
同
意
を
經
て
こ
れ
を
任
命
す
る
」
こ
う
改
め
た
ら
い
か
が
で
す
か
。
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○
久
山
（
秀
雄
）
政
府
委
員
（
０
１
４
）
五
十
一
條
の
連
合
し
て
と
い
う
こ
と
が
、
特
別
區
が
組
織
す
る
組
合
と
い
う
こ
と
に
明
瞭

に
な
り
ま
し
た
こ
と
と
關
連
し
て
、
當
前
五
十
二
條
に
つ
き
ま
し
て
も
、
た
だ
い
ま
お
話
の
よ
う
に
は
つ
き
り
と
、
そ
の
特
別
區
が

組
織
し
ま
す
組
合
と
い
う
こ
と
に
書
替
え
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
お
話
の
よ
う
に
、
前
條
の
組
合
に
一
つ
の
特
別
區
公
安
委
員
會
を
お

き
ま
し
て
、
そ
の
委
員
は
都
知
事
が
そ
の
組
合
の
議
會
の
同
意
を
經
て
こ
れ
を
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
に
當
前
書
き
改
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

第
一
回
国
会

参
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
・
司
法
連
合
委
員
会

【
十
一
月
二
十
一
日
】（
予
備
審
査
）

○
説
明
員
（
上
原
誠
一
郎
君
）（
０
５
７
）
東
京
都
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
京
都
の
中
の
二
十
三
区
は
実
は
東
京
市
的
な
性
格
を
持
つ

て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
大
分
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
結
局
二
十
三
区
の

区
域
だ
け
は
聯
合
し
て
一
つ
の
警
察
を
持
つ
た
方
が
治
安
の
維
持
上
便
利
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
に
落
ち
着
き
ま
し
て
、
第
五
十

項
（
マ
マ
「
第
五
十
一
条
」
か
）
に
「
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
特
別
区
が
連
合
し
て
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
警
察

の
責
に
任
ず
る
。」
と
い
う
ふ
う
に
規
定
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
連
合
し
て
」
と
申
し
ま
す
の
は
、具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、

組
合
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
一
体
と
な
つ
て
、
從
つ
て
各
区
の
性
格
を
喪
失
し
て
一
つ
の
警
察
組
合
と
し
て
や
る
と
い
う
ふ
う
な
趣

旨
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
條
文
で
は
若
干
五
十
一
、五
十
二
、五
十
三
條
は
矛
盾
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
精
神
は
今

申
し
ま
し
た
よ
う
に
組
合
的
な
も
の
を
考
え
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
五
十
二
條
は
そ
の
公
安
委
員
会
の
規
定
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
特
別
区
に
都
知
事
の
所
轄
の
下
に
公
安
委
員
会
を
設
け
る
と
い

う
ふ
う
に
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
組
合
を
作
り
ま
す
れ
ば
、
当
然
組
合
長
は
別
に
選
任
せ
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
組
合
長
が
そ



378

三　警察制度及び消防制度の改革と特別区の特例

の
事
務
を
や
る
の
が
適
当
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
こ
の
規
定
に
お
き
ま
し
て
特
に
都
知
事
に
指
定
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
従
つ
て
都
知
事
が
組
合
長
の
よ
う
な
資
格
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
性
質
を
持
つ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
都
知
事
は
こ
の

公
安
委
員
会
を
所
轄
し
ま
し
て
全
般
的
な
管
理
を
す
る
と
い
う
ふ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
尚
こ
の
五
十
一
、五
十
二
、五
十
三

條
は
、
非
常
に
矛
盾
と
い
い
ま
す
か
、
読
み
に
く
い
規
定
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
十
分
御
審
議
を
願
う
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

私
共
の
考
え
と
し
ま
し
て
は
、
組
合
的
な
も
の
と
し
ま
し
て
、
た
だ
組
合
長
は
都
知
事
に
お
願
い
す
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
お

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　

第
五
十
三
条
は
こ
れ
を
補
足
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
の
市
町
村
の
規
定
を
全
部
準
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
特
別
区
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。

イ

消
防
組
織
法

第
一
回
国
会

参
議
院

治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会

【
十
一
月
二
十
八
日
】（
予
備
審
査
）

○
鈴
木
直
人
君
（
０
０
８
）
消
防
は
全
國
各
市
町
村
に
亘
つ
て
極
め
て
大
切
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
特
に
東
京
都
の
消
防
は

極
め
て
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
十
六
條
、
十
七
條
、
十
八
條
に
特
別
区
の
消
防
の
組
織
が
あ
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
警
察
に
お
け
る
組
織
と
全
く
同
樣
に
な
つ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
解
釈
に
お
い
て
は
つ
き
り
し

な
い
点
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
特
別
区
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
消
防
組
織
に
つ
い
て
も
つ
と
具
体
的
に
は
つ
き
り
分
る
よ
う
に
、

ど
う
い
う
よ
う
な
組
織
に
な
る
か
を
御
説
明
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
説
明
員
（
長
野
實
君
）（
０
０
９
）
（
前
略
）
こ
の
十
六
條
に
書
い
て
あ
り
ま
す
る
「
特
別
地
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
特
別
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区
が
聯
合
し
て
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
第
六
條
に
規
定
す
る
責
任
を
有
す
る
。」
と
い
う
條
文
は
特
別
区
全
体
が
組
合
を
組
織
し
て

や
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
組
合
の
管
理
者
は
こ
の
條
文
で
參

り
ま
す
る
と
、
都
知
事
が
こ
れ
を
管
理
す
る
と
い
う
よ
う
な
條
文
に
現
在
の
と
こ
ろ
相
成
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
十
七
條
に
都

知
事
が
管
理
す
る
と
い
う
の
を
解
釈
と
し
て
申
上
げ
ま
す
る
と
、
一
應
そ
の
組
合
の
管
理
は
都
知
事
が
こ
れ
を
管
理
す
る
と
い
う
の

は
、
組
合
の
管
理
者
が
都
知
事
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
、
こ
う
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

○
鈴
木
直
人
君
（
０
１
０
）
更
に
こ
の
第
十
八
條
に
お
け
る
「
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
以
て
一
の
市
と
み
な
し
、」
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
区
を
市
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
る
か
、
二
十
三
区
を
全
部
包
含
し
た
も
の
を
市
と
み
な
す
、
こ
う
い
う

意
味
で
あ
り
ま
す
か
。

○
説
明
員
（
長
野
實
君
）（
０
１
１
）
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
一
應
そ
の
聯
合
し
た
組
合
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
る
が
、
そ
の

組
合
を
一
つ
の
市
と
み
な
す
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

○
鈴
木
直
人
君
（
０
１
２
）
そ
う
い
た
し
ま
す
る
と
、
東
京
都
に
は
二
十
三
区
の
特
別
区
の
聯
合
的
な
組
合
が
で
き
ま
し
て
、
そ
う

し
て
知
事
が
組
合
の
管
理
者
と
な
り
、
そ
の
組
合
が
消
防
を
運
営
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
、
そ
の
組
合
の

議
員
と
な
る
よ
う
な
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
区
会
議
員
等
の
中
か
何
名
か
の
代
表
者
が
出
て
、そ
う
し
て
そ
の
人
た
ち
が
議
員
と
な
つ
て
、

そ
の
組
合
を
運
営
し
て
行
く
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
。

○
説
明
員
（
長
野
實
君
）（
０
１
３
）
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。
只
今
の
御
質
問
の
関
係
は
、
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
組

合
を
作
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
組
合
は
地
方
自
治
法
に
よ
る
一
部
事
務
組
合
を
作
つ
て
頂
き
ま
し
て
、
た
だ
こ
の
法
律
の
関

係
で
は
そ
の
組
合
の
管
理
者
は
地
方
自
治
法
の
執
行
機
関
と
し
て
の
管
理
者
が
、
一
部
事
務
組
合
の
組
合
の
管
理
者
た
る
者
が
知
事

で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
制
限
を
せ
ら
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
を
い
た
し
ま
し
て
、
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そ
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
合
会
議
員
そ
の
他
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
法
の
條
文
に
從
つ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

○
鈴
木
直
人
君
（
０
１
４
）
こ
の
特
別
区
の
運
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
が
聯
合
し
て
一
部
事
務
組
合
を
作
つ
て
消
防

を
経
営
し
て
行
く
と
い
う
考
え
方
と
、
も
う
一
つ
は
二
十
三
区
を
一
つ
の
市
と
み
な
し
て
、
そ
う
し
て
そ
の
運
営
は
東
京
都
に
お
い

て
や
つ
て
行
く
。
予
算
に
お
き
ま
し
て
も
す
べ
て
東
京
都
が
や
る
、
從
つ
て
都
の
議
会
に
お
い
て
こ
の
議
決
す
べ
き
も
の
は
し
て
行

く
、
一
部
事
務
組
合
と
い
う
も
の
で
な
く
…
…
。
併
し
な
が
ら
東
京
都
は
三
多
摩
を
加
え
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
三
多

摩
を
加
え
た
と
こ
ろ
の
都
会
に
お
い
て
す
べ
て
の
議
決
を
し
て
行
く
。
各
区
か
ら
代
表
者
と
し
て
出
た
と
こ
ろ
の
一
部
事
務
組
合
の

議
員
が
す
べ
て
を
や
つ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
現
在
あ
る
と
こ
ろ
の
東
京
都
会
が
す
べ
て
議
決
し
て
行
く
、
い
わ
ゆ
る
東
京

都
が
二
十
三
の
区
域
を
特
に
一
つ
の
市
と
し
て
取
扱
つ
て
行
く
、
こ
う
い
う
よ
う
な
行
き
方
に
つ
い
て
は
そ
の
方
が
よ
い
と
思
う
の

で
す
が
、
御
意
見
は
ど
う
で
し
よ
う
。

○
説
明
員
（
長
野
實
君
）（
０
１
５
）
只
今
の
御
質
問
の
御
趣
旨
は
誠
に
よ
く
分
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
経
費
の
負
担
区
分
そ
の

他
の
関
係
を
考
え
ま
す
る
と
、
や
は
り
こ
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
法
案
の
第
六
條
に
「
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に

お
け
る
消
防
を
十
分
に
果
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
。」
と
い
う
條
文
も
あ
り
ま
し
て
、
大
体
本
來
か
ら
言
え
ば
、
特
別
区
は
地
方
自

治
法
の
特
別
区
の
規
定
に
よ
り
ま
す
る
と
、
大
体
市
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
條
文
に
相
成
つ
て
お
り
ま
す
る
が
、
そ
こ
で
特
別
区
自

体
が
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
消
防
の
実
効
を
期
す
る
の
が
非
常
に
困

難
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
特
別
区
が
聯
合
し
て
組
合
を
作
つ
て
そ
の
組
合
で
全
体
を
運
営
し
て
行
く
、
そ
の

費
用
の
負
担
も
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
だ
け
に
つ
い
て
組
合
が
分
担
、
そ
の
他
の
関
係
を
決
め
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し

て
行
く
方
が
当
座
一
部
分
担
金
を
特
別
区
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
取
る
か
と
い
う
ふ
う
な
問
題
で
議
決
し
て
行
く
の
が
や
り
易
い
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
（
５
）
解
釈
の
整
理

　
　

警
察
法
が
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
十
二
月
十
七
日
、
消
防
組
織
法
が
同
二
十
三
日
と
相
次
い
で
公
布
さ
れ
て
か
ら
、

年
が
明
け
た
二
月
三
日
、
内
事
局
長
官
か
ら
都
知
事
宛
て
に
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
通
知
が
発
せ
ら
れ
、
次
の
と
お
り
改
め
て

解
釈
が
整
理
さ
れ
た
（
８
）。

○
警
察
法
及
び
消
防
組
織
法
中
の
特
別
区
に
関
す
る
特
例
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
（
昭
和
二
十
三
年
二
月
三
日

内
事
局
発
一
第

七
号（
９
））

警
察
法
第
五
十
一
条
乃
至
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
別
紙
の
通
り
解
釈
し
て
適
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
御
承
知
あ
り
た

い
。
な
お
、
消
防
組
織
法
第
十
六
条
乃
至
第
十
八
条
の
規
定
も
、
右
と
同
様
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

別
紙

特
別
区
に
関
す
る
特
例
の
解
釈
に
つ
い
て

一
、
警
察
法
第
五
十
一
条
の
「
特
別
区
が
連
合
し
て
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
警
察
の
責
に
任
ず
る
。」
と
は
、
特
別
区
が
警
察
事
務
を

行
う
た
め
に
一
つ
と
な
り
、
都
知
事
及
び
都
議
会
が
市
長
及
び
市
議
会
の
資
格
に
お
い
て
、
都
知
事
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
都
知
事
に

対
し
て
責
任
を
負
う
特
別
区
公
安
委
員
会
を
通
じ
て
、
警
察
の
責
に
任
ず
る
も
の
と
す
る
。（
特
別
区
が
警
察
事
務
の
為
に
、
地
方
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自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
、
一
部
事
務
組
合
を
組
織
す
る
の
で
は
な
い
。）

二
、
従
つ
て
、
特
別
区
の
警
察
の
経
費
は
、
東
京
都
が
こ
れ
を
支
弁
し
、
条
例
は
都
議
会
に
よ
り
、
規
則
は
都
知
事
に
よ
つ
て
制
定
せ

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

三
、
し
か
し
な
が
ら
、
第
五
十
三
条
に
「
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
以
て
一
の
市
と
み
な
し
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
区
の
警
察

の
経
費
は
、
実
質
的
に
は
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
み
の
負
担
と
し
、
又
公
安
委
員
会
の
委
員
の
解
職
請
求
は
、
特
別
区
の
存
す
る

区
域
内
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
以
上
の
者
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
（
６
）
そ
の
後
の
特
例
規
定
に
関
す
る
経
過

　
　

警
察
法
は
そ
の
後
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
に
全
部
改
正
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
八
日
法
律
第
六
十
二
号
）
さ
れ
、

警
察
組
織
の
基
本
が
市
町
村
警
察
か
ら
都
道
府
県
警
察
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
特
例
規
定
は
廃
さ
れ
た
。

　
　

一
方
、
消
防
組
織
法
の
特
例
規
定
は
、
第
十
七
条
第
二
項
が
そ
の
後
二
回
ほ
ど
文
言
修
正
が
行
わ
れ
た
以
外
は
、
現
在
も
制

定
時
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
（
平
成
十
八
年
の
「
消
防
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
法
律

第
六
十
四
号
）
に
よ
り
、
条
数
は
、
十
六
条
〜
十
八
条
か
ら
二
十
六
条
〜
二
十
八
条
に
繰
り
下
げ
ら
れ
た
）。

　
　

今
日
、
こ
の
よ
う
な
特
例
規
定
が
置
か
れ
た
理
由
は
次
の
と
お
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
特
別
区
は
市
に
相
当
す
る
地
位
に
あ
る
が
、
そ
の
組
織
及
び
権
限
に
つ
い
て
は
、
都
と
の
関
係
で
特
別
の
扱
い
を
受
け

て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
存
す
る
区
域
が
旧
東
京
市
が
存
し
た
地
域
で
あ
り
、
社
会
的
・
経
済
的
に
一
体
と
な
っ
た
大
都
市

を
形
成
し
て
い
る
の
で
、
当
該
区
域
の
行
政
に
つ
い
て
一
体
性
を
確
保
す
る
必
要
性
が
特
に
強
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

（
10
）

（
11
）
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て
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
は
市
の
事
務
に
相
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
が
、
都
が
そ
の
事
務
の
一
部
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
特
別
区
間
の
調
整
を
行
う
も
の
と
さ
れ
る
（
地
方
自
治
法
第

二
百
八
十
一
条
第
二
項
、第
二
百
八
十
一
条
の
七
）。
平
成
十
年
の
地
方
自
治
法
改
正
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
四
号
）
を
経
て
、

特
別
区
は
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
、
人
口
が
高
度

に
集
中
す
る
大
都
市
地
域
に
お
け
る
行
政
の
一
体
性
及
び
統
一
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
通
じ
て
、
都

が
一
体
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
を
除
い
た
上
で
、
一
般
的
に
、
市
町
村
が
処
理
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
事
務
を
、
特
別
区
が
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
二
百
八
十
一
条
の
二
）。
こ
れ
に
よ
り
、
特
別
区
の

位
置
づ
け
を
強
固
な
も
の
と
し
つ
つ
、
都
と
特
別
区
の
間
の
役
割
分
担
が
明
確
に
さ
れ
、
か
つ
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
行

政
の
一
体
的
か
つ
統
一
的
な
処
理
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

こ
の
よ
う
な
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
消
防
組
織
に
つ
い
て
は
、
本
条
以
下
三
箇
条
に
特
例
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。」

　
　

ま
た
、第
十
六
条
の
「
特
別
区
が
連
合
し
て
（
中
略
）
責
任
を
有
す
る
。」
と
い
う
文
言
は
、次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「『
特
別
区
が
連
合
し
て
…
責
任
を
有
す
る
。』
と
は
、
特
別
区
が
消
防
事
務
を
行
う
た
め
に
一
つ
と
な
り
、
都
知
事
が
当
該

区
域
の
市
長
の
資
格
に
お
い
消
防
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
防
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
別
区
が
消
防
事
務

の
た
め
に
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
事
務
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
で
は
な
い
（
昭
和
二
三
、二
、三

内
事
局
長
官
通
知
参
照
）。
第
十
七
条
に
よ
り
特
別
区
の
消
防
は
都
知
事
が
管
理
す
る
と
さ
れ
、
第
十
八
条
に
よ
り
特
別
区
の

存
す
る
区
域
を
も
っ
て
一
の
市
と
み
な
し
市
町
村
の
消
防
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
よ

（
12
）
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三　警察制度及び消防制度の改革と特別区の特例

う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

　
　

な
お
、
消
防
組
織
法
に
続
い
て
制
定
さ
れ
た
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
法
律
第
百
八
十
六
号
）
に
も
、
特
別

区
に
関
す
る
次
の
特
例
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

〇
消
防
法

第
三
十
七
条

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
市
町
村
、
市
町
村
長
又
は
市
町
村
条
例
と
あ
る
の
は
、
夫
々
こ
れ

を
都
、
都
知
事
又
は
都
条
例
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

注（
１
）
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
）
１
６
５
頁

（
２
）
地
方
自
治
法

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
、
第
四
条
、
第
七
条

（
３
）
警
察
庁
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
『
平
成
１
６
年
警
察
白
書
』
第
２
章
第
１
節
１
（
２
）
旧
警
察
法
の
制
定

（
４
）
警
察
法
は
、
こ
の
七
年
後
の
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
に
、
組
織
体
制
を
市
町
村
警
察
か
ら
都
道
府
県
警
察
へ
と
改
め
る
全
部
改
正

が
行
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
の
警
察
法
を
「
旧
警
察
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
５
）
警
察
制
度
審
議
会
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
月
十
一
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
内
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
警
察
制
度
の
改
正

に
関
し
調
査
審
議
を
行
う
た
め
に
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
同
年
十
一
月
九
日
に
諮
問
が
行
わ
れ
、
十
二
月
二
十
三
日
に
答
申
し
て
い
る
。

（
６
）
以
下
、
本
節
で
引
用
す
る
第
一
回
国
会
の
会
議
録
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
国
会
会
議
録
テ
キ
ス
ト
版
（
一
部
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
に
よ
り
修
正
）

に
よ
る
。
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（
７
）
以
下
の
坂
東
幸
太
郎
委
員
長
と
久
山
秀
雄
政
府
委
員
の
質
疑
応
答
で
は
、
条
文
の
修
正
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
条
文
の
修
正

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（
８
）
な
ぜ
こ
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
通
知
が
発
せ
ら
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
警
察
法
及
び
消
防
組
織
法
の
施
行
（
昭
和

二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
三
月
七
日
）
を
目
前
に
控
え
、
実
務
レ
ベ
ル
で
様
々
な
混
乱
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
資
料
「
警
察
法
及
び
消
防
組
織
法
中
の
特
別
区
に
関
す
る
特
例
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て

昭
和
二
三
年
二
月
四

日
総
文
収
第
２
３
９
２
号
」
に
よ
る
。

（
10
）
全
部
改
正
後
の
警
察
法
で
は
、「
特
別
区
」
と
い
う
文
言
が
次
の
一
箇
条
に
の
み
見
ら
れ
る
。

第
四
十
七
条
第
三
項

警
視
庁
は
特
別
区
の
区
域
内
に
、
道
府
県
警
察
本
部
は
道
府
県
庁
所
在
地
に
置
く
。

（
11
）
消
防
基
本
法
制
研
究
会
編
『
逐
条
解
説
消
防
組
織
法
』
東
京
法
令
出
版
（
平
成
一
八
（
二
○
○
六
）
年
）
２
９
９
頁
以
下

（
12
）
前
掲
『
逐
条
解
説
消
防
組
織
法
』
３
０
０
頁
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四　教育制度の改革と特別区の特例

　
　
　

四

教
育
制
度
の
改
革
と
特
別
区
の
特
例

　
　
（
１
）
教
育
制
度
の
改
革

　
　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
五
大
改
革
指
令
の
一
つ
と
し
て
、
学
校
教
育
の
自
由
主
義
化
、
民
主
化
を
指
示
し
、
日
本
の
新
た
な
教
育
制
度

を
検
討
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
三
月
に
本
国
か
ら
教
育
使
節
団
を
招
い
た
。
同
使
節
団
が
日
本
の
教
育

界
の
協
力
を
得
て
作
成
し
た
報
告
書
は
、
同
年
四
月
に
公
表
さ
れ
、
政
府
は
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
九
月
、
内
閣
に
教
育
刷
新

委
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員
会
は
、
報
告
書
の
内
容
を
中
心
に
検
討
を
進
め
、
同
年
十
二
月
に
、
教
育
基
本
法
の
制
定
、
い

わ
ゆ
る
六
・
三
・
三
・
四
制
の
学
校
体
系
及
び
教
育
委
員
会
制
度
の
発
足
を
内
閣
に
建
議
し
た
。
こ
の
建
議
に
基
づ
き
、
政
府
は
、

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
五
号
）、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第

二
十
六
号
）
及
び
教
育
委
員
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
法
律
第
百
七
十
号
）
を
定
め
て
い
く
。

　
　

そ
れ
ま
で
教
育
行
政
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
首
長
部
局
が
所
管
し
て
い
た
が
、
こ
の
教
育
委
員
会
法
に
よ
り
、
都
道

府
県
及
び
市
区
町
村
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
こ
と
と
な
り
、
教
育
委
員
会
の
委
員
は
、
住
民
が
直
接

選
挙
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
　

教
育
委
員
の
第
一
回
の
選
挙
は
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
十
月
五
日
に
都
道
府
県
及
び
五
大
市
で
行
わ
れ
、
そ
の
後
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さ
ま
ざ
ま
な
検
討
課
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
十
一
月
ま
で
に
す
べ
て
の
市
区
町
村
に
教
育
委
員
会

が
設
置
さ
れ
た
。

　
　
（
２
）
特
別
区
に
関
す
る
特
例
（
１
）

　
　

教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
及
び
教
育
委
員
会
法
が
制
定
さ
れ
て
い
く
中
で
、
東
京
都
の
区
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
以

降
は
「
特
別
区
」）
に
つ
い
て
は
次
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
六
号
）

第
八
十
七
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
市
に
は
、
東
京
都
の
区
を
含
む
も
の
と
す
る
。

○
教
育
委
員
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
法
律
第
百
七
十
号
）

第
五
十
二
条

特
別
区
の
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
せ
ず
、
都

の
教
育
委
員
会
が
、
こ
れ
を
行
う
。

〈
参
考
〉
前
条
の
関
係
条
文

〇
教
育
委
員
会
法

第
四
十
九
条

教
育
委
員
会
は
左
の
事
務
を
行
う
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
教
育
長
に
対
し
、
助
言
と
推
薦
を
求
め
る
こ
と
が
で
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き
る
。

（
第
一
号
、
第
二
号

省
略
）　　

三

教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
に
関
す
る
こ
と
。

四

教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
こ
と
。

（
第
五
号
〜
第
十
八
号

省
略
）

（
な
お
、
教
育
委
員
会
法
第
五
十
二
条
は
、
法
案
提
出
時
に
は
第
五
十
一
条
で
あ
っ
た
が
、
衆
議
院
の
修
正
に
よ
り
、
条
数
が
繰
り

下
げ
ら
れ
て
第
五
十
二
条
と
な
っ
て
い
る
。）

　
　

教
育
委
員
会
法
の
特
例
に
つ
い
て
、
当
時
の
千
代
田
区
長
と
東
京
都
教
育
局
長
は
、
立
法
時
に
お
け
る
国
会
審
議
の
証
人
と

し
て
、
第
二
回
国
会
（
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
十
二
月
十
日
〜
同
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
七
月
五
日
）
で
そ
れ
ぞ
れ

次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
（
２
）。

第
二
回
国
会

参
議
院

文
教
委
員
会

【
六
月
二
十
五
日
】
（
証
人
発
言
）

○
証
人
（
村
瀬
清
君
）（
０
０
５
）
（
前
段
省
略
）

　
　

そ
れ
か
ら
、
我
々
の
特
別
区
と
し
て
重
大
な
点
を
こ
の
際
申
上
げ
て
、
是
非
委
員
各
位
の
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
点
が
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
第
五
十
一
條
で
、
東
京
都
の
特
別
区
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
四
十
九
條
の
三
号
、
四
号
の
権
限
が
な
い
。
こ
れ
は
都

廰
に
留
保
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
教
科
内
容
、
そ
の
取
扱
に
関
す
る
こ
と
、
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
折
角
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特
別
区
に
委
員
会
が
で
き
ま
し
て
も
、
教
科
内
容
を
決
め
る
こ
と
も
、
教
科
書
の
採
択
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
こ
の
委

員
会
設
置
の
大
き
な
目
的
を
失
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
折
角
教
育
の
自
主
性
の
確
立
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
生
命
あ
る
教
育
を

な
さ
ん
と
す
る
こ
の
法
律
の
精
神
を
全
く
失
う
虞
れ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
万
以
上
の
町
村
す
ら
こ
の
二
つ
の
権
能
を
有
し

て
お
る
に
拘
わ
ら
ず
、
三
、四
十
万
の
大
き
な
特
別
区
が
、
教
科
書
の
採
択
も
教
科
内
容
の
扱
い
も
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
非

常
に
法
の
精
神
を
蹂
躪
し
た
規
定
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
、
我
々
と
い
た
し
ま
し
て
、
ど
う
し
て
も
承
服
で
き
な
い
点
で
あ
り
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
東
京
都
の
区
は
、
明
治
十
一
年
都
区
町
村
編
制
法
よ
り
発
展
し
た
も
の
で
、
市
よ
り
も
遥
か
に
古
い
歴
史
と
傳
統

を
持
つ
た
特
殊
事
情
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
区
域
の
実
情
に
即
し
た
民
主
的
な
教
育
を
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
特
別
区

の
委
員
会
に
お
い
て
重
大
な
教
科
内
容
の
扱
い
、
教
科
書
採
択
の
権
能
を
與
え
な
け
れ
ば
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
五
十
一
條
の
削
除
を
是
非
御
研
究
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。（
以
下
省
略
）

○
証
人
（
宇
佐
美
毅
君
）（
０
１
３
）（
前
段
省
略
）

　
　

最
後
に
第
五
点
は
、（
中
略
）
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
細
か
い
点
は
省
き
ま
す
が
、
た
だ
東
京
都
の
特
殊
的
な
問
題
と
し
て
、

特
判
区
と
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
先
程
千
代
田
区
長
が
、
自
治
体
の
建
前
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
自
治
体
の
建
前
か
ら
各
特
別
区
が

普
通
の
市
と
同
樣
の
権
限
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
建
前
か
ら
、
教
科
書
の
問
題
、
教
科
書
の
選
定
、
教
科
内
容
の
特
別

留
保
の
こ
と
ま
で
区
に
渡
せ
と
い
う
御
議
論
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
成
程
自
治
体
の
自
治
法
の
建
前
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
つ

て
お
り
ま
す
し
、
自
治
区
の
性
格
か
ら
渡
し
て
も
い
い
も
の
は
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
併
し
自
治
法
に
も
ご
ざ
い

ま
す
通
り
に
、
東
京
都
の
区
と
い
う
も
の
は
、
府
縣
と
市
と
合
体
し
た
特
別
な
関
係
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
都
と
区
の
有
機
的

一
体
を
す
る
た
め
の
特
別
規
定
が
自
治
法
に
も
設
け
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
状
を
申
し
ま
す
る
と
小
学
校
、
新
制
中
学
校
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の
教
室
か
ら
申
し
ま
す
と
、
こ
の
千
代
田
区
で
ご
ざ
い
ま
す
と
か
、
中
央
区
に
多
く
の
余
裕
教
室
を
持
つ
て
お
り
ま
す
空
き
教
室
を

見
ま
す
と
、
プ
ラ
ス
の
余
り
の
教
室
が
出
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
こ
の
周
辺
の
区
に
参
り
ま
す
と
、
こ
れ
が
逆
に
足
り
な
い
現

状
に
ご
ざ
い
ま
す
。
財
政
負
担
の
状
況
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
中
央
に
属
す
る
九
区
の
所
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
人
当
り
の
担

税
力
と
い
う
も
の
は
、
二
千
円
か
ら
三
千
円
に
な
つ
て
お
る
に
拘
わ
ら
ず
、
葛
飾
区
と
か
そ
う
い
う
周
辺
に
な
り
ま
す
と
、
二
百
円

及
至
三
百
円
、
平
均
五
百
円
以
上
の
区
が
大
部
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
財
政
的
に
非
常
な
豊
か
な
所
は
施
設
も
亦
間

に
合
う
、
足
り
な
い
所
は
財
政
的
に
困
る
と
い
う
よ
う
な
所
を
、
現
状
に
お
い
て
こ
れ
を
各
区
に
市
と
同
樣
の
権
限
を
與
え
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
る
と
、
教
育
の
機
会
均
等
と
申
し
ま
す
か
、
普
遍
的
な
都
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
に
不
均
衡
が
非
常
に

甚
し
く
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
高
等
学
校
の
例
を
申
し
ま
し
て
も
、
新
制
高
等
学
校
で
中
央
の
区
の
高
等
学
校
は
、
一
校
当
り
の

人
口
が
二
千
か
ら
三
千
く
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
周
辺
の
区
に
な
り
ま
す
と
、
高
等
学
校
一
校
当
り
の
人
口
が
五
万
か
ら
七
万
と

い
う
こ
と
に
な
つ
て
、
財
政
力
と
そ
の
施
設
の
状
況
と
い
う
も
の
は
逆
に
な
つ
て
お
る
。
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
調
整
的
な
作
用
が
な

け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
れ
は
人
事
の
給
與
の
問
題
に
も
い
ず
れ
影
響
す
る
問
題
で
あ
り
、こ
う
い
う
よ
う
な
面
か
ら
い
た
し
ま
し
て
も
、

で
き
る
も
の
は
区
に
讓
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
都
と
し
て
の
、
有
機
的
な
都
市
と
し
て
の
動
き
か
ら
申
し
ま
す
と
、
ど

う
し
て
も
そ
こ
に
統
制
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
調
整
す
べ
き
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
都
は
う
ま
く
行
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
私
は
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
申
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
規
定
に
は
特

別
区
の
関
係
が
余
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
、
財
政
的
に
も
実
際
面
で
困
る
面
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
申
上
げ
ま
し
て
、

私
の
証
言
を
終
り
ま
す
。

　
　
　
　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
特
例
規
定
を
設
け
た
理
由
は
、
法
案
審
議
の
中
で
次
の
と
お
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
回
国
会

衆
議
院

文
教
委
員
会

【
七
月
三
日
】

○
辻
田
（
力
）
政
府
委
員
（
０
０
６
）
五
十
一
條
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
四
十
九
條
に
よ
り
ま
し
て
、
都
と
特
別
区
の

教
育
委
員
会
と
の
関
係
は
、
元
來
の
建
前
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
同
等
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
都
と
区
と
の
関
係
に

お
き
ま
し
て
は
、
他
の
道
府
縣
と
市
等
と
の
関
係
と
は
若
干
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
成
立
の
過
程
か
ら
い
き
ま

し
て
も
、
そ
こ
に
は
一
体
的
な
面
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
從
つ
て
第
五
十
一
條
に
お
き
ま
し
て
、
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
い
に

関
す
る
こ
と
。
ま
た
教
科
書
、
教
材
、
図
書
の
採
択
に
関
す
る
こ
と
と
い
う
ふ
う
な
教
育
の
内
容
の
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

は
限
ら
れ
た
狹
い
地
域
に
お
き
ま
し
て
、
特
に
別
々
に
す
る
必
要
は
な
い
、
ま
と
め
て
都
の
教
育
委
員
会
で
、
こ
の
事
務
を
取
扱
う

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
第
五
十
一
條
は
必
要
で
あ
る
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

○
高
津
（
正
道
）
委
員
（
０
０
７
）
わ
れ
わ
れ
は
東
京
都
千
代
田
区
長
の
村
瀬
氏—

—

村
瀬
氏
は
東
京
都
特
別
区
協
議
会
の
二
十
三

区
区
長
協
議
会
の
代
表
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
村
瀬
清
氏
か
ら
聽
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
第
四
十
九
條
第
一
項
の
中
の
第
三
号
及
び

第
四
号
の
事
項
と
い
う
か
、
そ
れ
を
都
に
奪
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
区
の
教
育
委
員
会
と
い
う
も
の
を
設
立
す
る
目
的
の
大
半
が
失
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
自
主
的
な
活
発
な
教
育
は
行
わ
れ
な
い
か
ら
、
本
法
制
定
の
精
神
に
反
す
る
。
相
当
廣
汎
に
委
讓
さ
れ

て
、
初
め
て
教
育
委
員
会
法
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
点
は
相
当
理
由
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
て

そ
れ
だ
け
区
が
み
ず
か
ら
教
育
を
背
負
つ
て
立
と
う
と
い
う
誠
意
も
あ
れ
ば
、
熱
意
も
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
も

ち
ろ
ん
能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ま
す
。
都
の
肩
を
も
つ
た
よ
う
な
、
ど
う
し
て
都
を
そ
う
い
う
よ
う
に
か
わ
い
が
ろ
う
と
し
た
の

か
、
か
り
に
も
東
京
都
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
説
に
よ
れ
ば
同
じ
区
域
の
中
に
あ
る
区
で
あ
る
か
ら
、
縣
と
市
と
の
関
係
と
は
違
う
。
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ま
た
区
は
成
立
の
過
程
に
お
い
て
違
う
の
だ
と
い
う
説
明
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
御
説
明
を
納
得
で
き
な
い
点
が
あ
る
の
で
、
も

う
少
し
詳
し
く
御
説
明
を
聽
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
辻
田
（
力
）
政
府
委
員
（
０
０
８
）
五
十
一
條
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
特
に
都
の
方
の
肩
を
も
つ
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

東
京
都
の
区
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
も
と
の
東
京
市
の
地
域
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
住
民
の
生
活
上
、
あ
る
い
は
文
化
上
と
い
う

よ
う
な
点
か
ら
、
必
ず
し
も
教
育
委
員
会
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
都
で
ま
と
め
て
事
務
を
と
つ

た
方
が
便
利
で
あ
る
、
そ
れ
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
水
谷
（
昇
）
委
員
（
０
０
９
）
高
津
君
の
御
質
問
に
関
連
し
て
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
い
ま
千
代
田
区
長
の
村
瀬
氏
の
御
説
明
に

よ
り
ま
す
と
、
経
費
の
点
も
他
の
都
市
と
変
り
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
き
將
來
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
人
口
か

ら
い
つ
て
も
、
二
十
万
以
上
三
十
万
、四
十
万
と
い
う
都
市
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
他
の
都
市
に
比
べ
ま
す
と
、
五
大
都
市
を

除
い
て
有
力
な
都
市
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
都
道
府
縣
の
委
員
会
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
都
と
府
縣
と
は
同
格
の
も

の
で
あ
る
。
区
は
よ
り
以
上
人
口
区
域
の
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
点
か
ら
考
え
て
府
縣
の
地
方
委
員
会
に
お
い
て

も
、
す
べ
て
の
事
務
が
行
え
る
の
に
、
特
別
区
だ
け
が
第
四
十
九
條
第
一
項
の
第
三
号
と
第
四
号
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
は
偏
頗
な
処
置
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
府
縣
の
方
で
も
、
局
長
の
お
つ
し
や
る

よ
う
に
し
た
方
が
統
一
が
と
れ
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
御
意
見
を
伺
い
た
い
。

○
辻
田
（
力
）
政
府
委
員
（
０
１
０
）
人
口
と
か
、
あ
る
い
は
経
済
能
力
と
か
い
う
観
点
か
ら
考
え
ま
す
と
、
先
ほ
ど
來
の
お
説
の

よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
五
十
一
條
は
、
そ
う
い
う
人
口
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
経
済
的
能
力
と
か
い
う
点
か

ら
割
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
化
的
に
、
あ
る
い
は
ま
た
生
活
形
態
と
か
い
う
ふ
う
な
面
か
ら
見
て
、
特
に
從
來
一
つ

の
東
京
市
と
し
て
ま
と
ま
つ
て
お
つ
た
地
域
を
区
域
と
し
ま
す
区
に
お
き
ま
し
て
、
そ
れ
を
教
育
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
ま
た
教
科
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書
の
取
扱
に
つ
き
ま
し
て
、
個
々
に
区
別
す
る
必
要
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
繰
返
し
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、
人
口
と

か
経
済
能
力
の
点
か
ら
特
に
制
限
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

注（
１
）
東
京
都
制
が
施
行
さ
れ
る
前
、
東
京
市
の
区
は
教
育
行
政
に
お
け
る
学
区
と
し
て
の
性
格
も
併
せ
持
ち
、
明
治
期
以
来
、
小
学
校
の
設
置
・

管
理
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
行
政
を
長
年
に
亘
っ
て
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
の
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
三

月
一
日
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
の
施
行
に
よ
り
学
区
制
が
廃
止
さ
れ
、
学
務
委
員
制
度
も
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
教
育
行
政

は
基
本
的
に
東
京
市
の
所
管
と
な
り
、
区
の
学
校
財
産
も
東
京
市
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
第
一
章
一
（
１
）（
２
０
頁
以
下
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
（
２
）
以
下
、
本
節
で
引
用
す
る
第
二
回
国
会
の
会
議
録
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
国
会
会
議
録
テ
キ
ス
ト
版
（
一
部
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
に
よ
り
修
正
）

　
　
　

に
よ
る
。
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五

地
方
公
務
員
制
度
の
整
備
と
特
別
区
の
特
例

　
　
（
１
）
地
方
公
務
員
制
度
の
整
備

　
　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
よ
り
、
地
方
長
官
（
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
及
び
府
県
知
事
）
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
以

後
、
官
吏
（
国
家
公
務
員
）
で
は
な
く
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
地
方
長
官
の
下

で
勤
務
し
て
い
た
多
く
の
都
道
府
県
の
職
員
も
、
そ
の
身
分
を
官
吏
か
ら
吏
員
（
地
方
公
務
員
）
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
、
日
本
国
憲
法
の
施
行
ま
で
に
地
方
公
務
員
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
問
題
は
、
地
方
制
度
の
改
正
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
四
日
に
地
方
制
度
調
査
会
に
対
し
、「
府
県
知

事
等
の
身
分
の
変
更
に
伴
っ
て
地
方
団
体
の
吏
僚
制
度
を
い
か
に
す
る
か
。
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。」
と
諮
問
が
な
さ
れ
、

第
三
部
会
で
の
検
討
を
経
て
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
に
答
申
が
行
わ
れ
た
。

　
　

し
か
し
、
こ
の
と
き
対
日
合
衆
国
人
事
行
政
顧
問
団
（
い
わ
ゆ
る
フ
ー
バ
ー
顧
問
団
）
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
招
き
に
よ
り
来
日
し
て

官
吏
制
度
の
改
革
を
検
討
中
で
あ
っ
た
た
め
、
政
府
は
、
そ
の
検
討
結
果
を
見
定
め
た
上
で
、
地
方
公
務
員
制
度
の
確
立
を
図

る
こ
と
と
し
た
。

　
　

こ
う
し
て
、
地
方
自
治
法
で
は
、
そ
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
官
吏
か
ら
吏
員
へ
の
一
斉
の
身
分
変
更
等
に
つ
い
て
は
、
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必
要
最
小
限
度
の
規
定
の
み
を
地
方
自
治
法
で
定
め（
法
附
則
第
四
条
〜
第
九
条
）、服
務
等
の
具
体
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
施
行
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
九
号
）
に
よ
り
、
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
暫
定
措
置
が

講
じ
ら
れ
た
（
１
）。

　
　

そ
の
後
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
行
政
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
、
地
方
公
務
員
法
が
、
昭
和
二
十
五
年
に
至
り

よ
う
や
く
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

○
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

　
　
　

第
一
章

総
則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
の
人
事
機
関
並
び
に
地
方
公
務
員
の
任
用
、
職
階
制
、
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
、
分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
、
研
修
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
、
福
祉
及
び
利
益
の
保
護
並
び
に
団
体
等
人
事
行
政
に
関
す
る
根
本
基

準
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
民
主
的
且
つ
能
率
的
な
運
営
を
保
障
し
、
も
つ
て
地
方
自
治
の
本
旨
の
実

現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
効
力
）

第
二
条

地
方
公
務
員
（
地
方
公
共
団
体
の
す
べ
て
の
公
務
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
関
す
る
従
前
の
法
令
又
は
条
例
、
地
方
公

共
団
体
の
規
則
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
程
の
規
定
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
て
い
0

0

触
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
法

律
の
規
定
が
、
優
先
す
る
。

（
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
及
び
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
）
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第
三
条

地
方
公
務
員
の
職
は
、
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
け
る
。

２

一
般
職
は
、
特
別
職
に
属
す
る
職
以
外
の
一
切
の
職
と
す
る
。

３

特
別
職
は
、
左
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一

就
任
に
つ
い
て
公
選
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
選
挙
、
議
決
若
し
く
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職

二

法
令
又
は
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
程
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
委
員
及
び
委

　
　

員
会
（
審
議
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。）
の
構
成
員
の
職
で
臨
時
又
は
非
常
勤
の
も
の

三

臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問
、
参
与
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
者
の
職

四

地
方
公
共
団
体
の
長
、
議
会
の
議
長
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
長
の
秘
書
の
職
で
条
例
で
指
定
す
る
も
の

五

非
常
勤
の
消
防
団
員
及
び
水
防
団
員
の
職

六

失
業
対
策
事
業
及
び
公
共
事
業
の
た
め
公
共
職
業
安
定
所
か
ら
失
業
者
と
し
て
紹
介
を
受
け
て
地
方
公
共
団
体
が
雇
用
し
た
者

　
　

で
、
技
術
者
、
技
能
者
、
監
督
者
及
び
行
政
事
務
を
担
当
す
る
者
以
外
の
も
の
の
職

（
こ
の
法
律
の
適
用
を
受
け
る
地
方
公
務
員
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
一
般
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
地
方
公
務
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）
に
適
用
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
人
事
委
員
会
及
び
公
平
委
員
会
並
び
に
職
員
に
関
す
る
条
例
の
制
定
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
根
本
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
人
事

委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
設
置
、
職
員
に
適
用
さ
れ
る
基
準
の
実
施
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
そ
の
条
例
は
、
こ
の
法
律
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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２

第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
前
項
の
条
例
を
制
定
し
、
又
は

改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
二
章

人
事
機
関

（
任
命
権
者
）

第
六
条

地
方
公
共
団
体
の
長
、
議
会
の
議
長
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
公
安
委
員
会
（
特
別
区
公
安
委
員
会
を
含
む
。）、

教
育
委
員
会
、
人
事
委
員
会
及
び
公
平
委
員
会
並
び
に
市
町
村
の
警
察
長
及
び
消
防
長
（
特
別
区
が
連
合
し
て
維
持
す
る
警
察
の
警

察
長
及
び
特
別
区
が
連
合
し
て
維
持
す
る
消
防
の
消
防
長
を
含
む
。）
そ
の
他
法
令
又
は
条
例
に
基
く
任
命
権
者
は
、
法
律
に
特
別

の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
こ
の
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
く
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め

る
規
程
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
職
員
の
任
命
、
休
職
、
免
職
及
び
懲
戒
等
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
任
命
権
者
は
、同
項
に
規
定
す
る
権
限
の
一
部
を
そ
の
補
助
機
関
た
る
上
級
の
地
方
公
務
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
設
置
）

第
七
条

都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
五
条
第
二
項
の
市
及
び
特
別
市
は
、
条
例
で
人

事
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

地
方
自
治
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
の
市
以
外
の
市
は
、
条
例
で
人
事
委
員
会
を
置
き
、
又
は
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
規
約

に
よ
り
地
方
自
治
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
の
市
以
外
の
他
の
市
と
共
同
し
て
人
事
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
」
と
総
称

す
る
。）
以
外
の
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。）
は
、
条
例
で
公
平
委
員
会
を
置

く
も
の
と
す
る
。
但
し
、
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
規
約
に
よ
り
共
同
し
て
公
平
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委
員
会
を
置
く
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
第
八
条
〜
第
六
十
二
条

省
略
）

　
　
（
２
）
特
別
区
に
関
す
る
特
例

　
　

地
方
公
務
員
法
で
は
、
第
六
条
（
警
察
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
八
日
法

律
第
百
六
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
）
で
特
別
区
公
安
委
員
会
及
び
特
別
区
が
連
合
し
て
維
持
す
る
警
察
の
警
察
長
・
消
防
の

消
防
長
に
触
れ
て
い
る
以
外
、
特
別
区
に
関
す
る
特
例
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
第
５
章
四
（
３
）
イ
（
イ
）（
３
１
０

頁
）
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
特
別
区
に
係
る
公
務
員
法
制
の
中
で
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令

第
十
六
号
）
第
二
百
十
条
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
配
属
職
員
制
度
が
、
他
の
自
治
体
と
は
異
な
る
特
別
な
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ

た
。

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
十
六
号
）

第
二
百
十
条

都
知
事
は
、
特
別
区
の
区
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
特
別
区
に
必
要
な
都
吏
員
を
配
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

前
項
の
都
吏
員
は
、
区
長
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

　
　

配
属
職
員
制
度
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
に
つ
い
て
は
、「
こ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
都
と
特
別
区
の
間
及
び
特
別
区
相
互
間
の
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人
的
一
体
性
を
保
ち
、
人
事
の
交
流
に
よ
る
行
政
の
進
展
を
期
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
吏
員
の
地
位
、
待
遇
の
平

均
化
と
向
上
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
別
区
の
行
政
こ
と
に
財
政
面
の
充
実
に
よ
つ
て
、
そ
の
必
要
は
、

減
少
す
る
に
至
る
も
の
と
予
想
さ
れ
、
身
分
、
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
整
備
と
相
互
の
調
整
の
如
何
に
よ
つ
て
は
、
或
は
必

要
が
な
く
な
る
に
至
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

　
　

注（
１
）
こ
こ
で
の
記
述
は
主
と
し
て
、地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）

　
　

年
）
１
３
５
頁
以
下
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
２
）
金
丸
三
郎
『
地
方
自
治
法
精
義

下
巻
』
春
日
出
版
社
（
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
）
３
７
０
頁

　
　

ま
た
、
地
方
自
治
法
制
定
時
の
国
会
に
お
け
る
内
務
大
臣
答
弁
資
料
か
ら
は
、
特
別
区
に
勤
務
す
る
吏
員
は
、
原
則
と
し
て
都
の
吏
員
と　
　

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　
「
問
一
八

都
の
区
に
つ
い
て
都
の
条
例
で
い
か
な
る
特
例
を
設
け
る
考
え
で
あ
る
か

　
　

答

主
と
し
て
区
の
行
政
の
統
一
乃
至
調
整
上
必
要
な
事
項
を
条
例
で
規
定
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
る
事
項
と
し
て
は
、

　
　

一

特
別
区
に
勤
務
す
る
吏
員
は
、
原
則
と
し
て
都
の
吏
員
と
し
、
そ
の
任
用
、
資
格
、
分
限
、
給
与
、
服
務
等
に
関
し
、
必
要
な
統
一
的

　
　
　

規
定
を
設
け
る
。

　
　

二

区
の
職
制
、
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
に
関
し
、
必
要
な
統
一
的
規
定
を
設
け
る
。

　
　
（
以
下
省
略
）」

　
　
（
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
二
部
』（
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
）
４
３
５
頁
「
内
務
大
臣
答
弁
資
料

第
八

特
別
市
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特
別
区
及
び
地
方
公
共
団
体
の
協
議
会
に
関
す
る
事
項
」）
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補

説

　
　

こ
こ
で
、
既
に
記
述
し
た
内
容
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
区
長
及
び
区
会
議
員
の
身
分
等
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
に
つ

い
て
、
市
長
及
び
市
会
議
員
と
比
較
し
つ
つ
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
の
市
制
改
正
か
ら
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）

年
の
地
方
自
治
法
制
定
ま
で
の
流
れ
を
ま
と
め
て
お
く
。

　
　

ま
た
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
混
乱
期
に
お
け
る
区
会
議
員
の
任
期
延
長
に
関
す
る
経
過
及
び
区
の
区
域
再
編
に
つ
い

て
も
触
れ
て
お
く
。
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一

区
長
の
身
分
等
に
関
す
る
制
度
の
変
遷

　
　
（
１
）
東
京
都
制
以
前

　
　

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
、
市
制
町
村
制
の
全
面
的
な
改
正
が
行
わ
れ
、
こ
の
時
に
定
め
ら
れ
た
市
制
改
正
法
律
で
は
、

区
長
は
市
の
有
給
吏
員
（
現
在
の
地
方
公
務
員
）
で
、
市
長
が
任
免
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　

こ
れ
に
対
し
市
長
は
、
区
長
と
同
じ
く
基
本
的
に
は
有
給
吏
員
で
あ
る
も
の
の
、
任
期
が
４
年
で
、
内
務
大
臣
が
市
会
に
候

補
者
三
名
を
推
薦
さ
せ
、
上
奏
裁
可
を
経
て
選
任
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）

第
八
十
条

第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
区
長
一
人
ヲ
置
キ
市
有
給
吏
員
ト
シ
市
長
之
ヲ
任
免
ス

（
第
二
項

省
略
）

第
七
十
三
条

市
長
ハ
有
給
吏
員
ト
シ
其
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
ス

②

内
務
大
臣
ハ
市
会
ヲ
シ
テ
市
長
候
補
者
三
人
ヲ
選
挙
推
薦
セ
シ
メ
上
奏
裁
可
ヲ
請
フ
ヘ
シ

（
第
三
項

省
略
）



補　説

403

　
　

そ
の
後
、
東
京
都
制
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
区
長
の
選
任
方
法
に
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
市
長
の
選
任
方
法
は
、
大
正
十
五

（
一
九
二
六
）
年
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
と
、
二
回
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
市
制
中
改
正
法
律
（
大
正
十
五
年
六
月
二
十
四
日
法
律
第
七
十
四
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
七
十
三
条
（
第
一
項

省
略
）

②

市
長
ハ
市
会
ニ
於
テ
之
ヲ
選
挙
ス

（
第
三
項

省
略
）

○
市
制
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
八
年
三
月
二
十
日
法
律
第
八
十
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
七
十
三
条
（
第
一
項
、
第
二
項

省
略
）

③

市
長
ハ
内
務
大
臣
市
会
ヲ
シ
テ
其
ノ
候
補
者
ヲ
推
薦
セ
シ
メ
其
ノ
者
ニ
就
キ
勅
裁
ヲ
経
テ
之
ヲ
選
任
ス

（
第
四
項
〜
第
六
項

省
略
）

　
　

区
の
事
務
及
び
区
長
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
の
市
制
改
正
法
律
に
は
次
の
規
定
が
置

か
れ
た
。

○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）
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第
六
条

勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ノ
区
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事

務
ヲ
処
理
ス

（
第
二
項

省
略
）

第
九
十
八
条

第
六
条
ノ
市
ノ
区
長
ハ
市
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
又
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
内
ニ
関
ス
ル
市
ノ
事
務
及
区
ノ
事
務
ヲ
掌

ル
②

区
長
其
ノ
他
区
所
属
ノ
吏
員
ハ
市
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
又
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
府
県
其
ノ
他
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

（
第
三
項
、
第
四
項

省
略
）

　
　
　

こ
れ
に
対
し
、
市
の
事
務
及
び
市
長
の
職
務
権
限
に
関
す
る
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
条

市
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
法
令
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
其
ノ
公
共
事
務
並
従
来
法
令
又
ハ
慣
例
ニ
依
リ
及
将
来
法
律
勅
令

ニ
依
リ
市
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

第
八
十
七
条

市
長
ハ
市
ヲ
統
括
シ
市
ヲ
代
表
ス

②

市
長
ノ
担
任
ス
ル
事
務
ノ
概
目
左
ノ
如
シ

一

市
会
及
市
参
事
会
ノ
議
決
ヲ
経
ヘ
キ
事
件
ニ
付
其
ノ
議
案
ヲ
発
シ
及
其
ノ
議
決
ヲ
執
行
ス
ル
事

二

財
産
及
営
造
物
ヲ
管
理
ス
ル
事
但
シ
特
ニ
之
カ
管
理
者
ヲ
置
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
務
ヲ
監
督
ス
ル
事

三

収
入
支
出
ヲ
命
令
シ
及
会
計
ヲ
監
督
ス
ル
事

四

証
書
及
公
文
書
類
ヲ
保
管
ス
ル
事
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五

法
令
又
ハ
市
会
ノ
議
決
ニ
依
リ
使
用
料
、
手
数
料
、
加
入
金
、
市
税
又
ハ
夫
役
現
品
ヲ
賦
課
徴
収
ス
ル
事

六

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
市
長
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
事
項

第
九
十
三
条

市
長
其
ノ
他
市
吏
員
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
府
県
其
ノ
他
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

（
第
二
項

省
略
）

　
　
　

市
及
び
区
の
所
掌
事
務
等
に
関
す
る
規
定
は
、
東
京
都
制
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
及
び
昭

　
　

和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
て
い
る
。

○
市
制
中
改
正
法
律
（
昭
和
四
年
四
月
十
五
日
法
律
第
五
十
六
号
）

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
法
令
」
ヲ
「
従
来
法
令
又
ハ
将
来
法
律
勅
令
」
ニ
改
ム

第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
法
令
」
ヲ
「
従
来
法
令
若
ハ
将
来
法
律
勅
令
」
ニ
改
ム

○
市
制
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
八
年
三
月
二
十
日
法
律
第
八
十
号
）

第
二
条
中
「
並
従
来
法
令
又
ハ
慣
例
ニ
依
リ
及
将
来
法
律
勅
令
ニ
依
リ
」
ヲ
「
及
法
令
又
ハ
従
来
ノ
慣
例
ニ
依
リ
」
ニ
改
ム

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
従
来
法
令
又
ハ
将
来
法
律
勅
令
」
ヲ
「
法
令
」
ニ
改
メ
同
条
第
二
項
ヲ
削
ル

第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
従
来
法
令
若
ハ
将
来
法
律
勅
令
」
ヲ
「
法
令
」
ニ
改
メ
同
条
第
四
項
ヲ
削
ル

　
　

こ
れ
ら
の
改
正
理
由
は
、
第
五
十
六
回
帝
国
議
会
、
第
八
十
一
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
改
正
法
案
の
説
明
の
中
で
、
そ
れ　
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ぞ
れ
次
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

○
国
務
大
臣
（
望
月
圭
介
君
）(

０
０
５)

地
方
制
度
ニ
関
ス
ル
各
種
改
正
法
律
案
ノ
説
明
ヲ
致
シ
マ
ス
、（
中
略
）
第
二
ハ
市
町
村
吏

員
ニ
対
ス
ル
国
政
事
務
等
ノ
委
任
ハ
、
将
来
ハ
必
ズ
法
律
勅
令
ヲ
以
テ
規
定
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ト
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
蓋
シ
是

等
ノ
委
任
事
務
ニ
要
ス
ル
経
費
ハ
、
之
ヲ
市
町
村
自
治
体
ノ
負
担
ニ
属
セ
シ
ム
ル
ガ
為
ニ
、
現
行
法
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
ク
省
令
以
下
ノ

命
令
ヲ
以
テ
自
由
ニ
市
町
村
吏
員
ニ
対
シ
テ
国
政
事
務
等
ヲ
委
任
シ
、
市
町
村
ヲ
シ
テ
其
経
費
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
為
ス
ニ
於

テ
ハ
、
地
方
負
担
ヲ
増
加
シ
、
自
治
ノ
堅
実
ナ
ル
発
達
ヲ
阻
害
ス
ル
ノ
虞
ガ
ア
リ
マ
ス
ル
ニ
依
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
１
）、（
以
下
省
略
）

○
国
務
大
臣
（
湯
澤
三
千
男
君
）(
０
０
３
）(

前
段
省
略)

以
上
ハ
市
制
、
町
村
制
ノ
改
正
中
、
重
要
ナ
リ
ト
認
メ
マ
ス
ル
事
項
ニ
付
キ
マ
シ
テ
申
シ
上
ゲ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、（
中
略
）

又
市
町
村
ヲ
国
政
事
務
処
理
ノ
第
一
線
機
関
ト
シ
テ
、
大
イ
ニ
活
用
セ
ン
ガ
為
ニ
、
市
町
村
及
ビ
市
町
村
ニ
対
ス
ル
国
政
事
務
ノ
委

任
ヲ
一
層
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
措
置
ヲ
講
ジ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
是
ガ
為
ニ
必
要
ナ
ル
財
源
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
適
当
ナ
ル
保
障
ヲ
与
フ
ル

コ
ト
ト
致
シ
マ
シ
タ
（
２
）、（
以
下
省
略
）

　
　
（
２
）
東
京
都
制

　
　

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）
が
制
定
さ
れ
る
と
、
併
せ
て
東
京

都
官
制
が
定
め
ら
れ
、
区
長
に
は
官
吏
（
現
在
の
国
家
公
務
員
）
を
充
て
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
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○
東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）

第
三
十
六
条

各
区
ニ
区
長
ヲ
置
キ
書
記
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

②

区
長
ハ
長
官
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ケ
法
律
命
令
ヲ
執
行
シ
部
内
ノ
行
政
事
務
ヲ
掌
理
シ
部
下
ノ
官
吏
ヲ
指
揮
監
督
ス

　
　

区
長
に
官
吏
を
充
て
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
は
、「
区
長
は
従
来
も
戸
籍
、
兵
事
を
初
と
し
て
其
の
担
当
す
る
事
務
は
国
家

事
務
に
属
す
る
も
の
が
多
く
、
自
治
事
務
は
極
め
て
僅
少
で
あ
っ
た
が
、
時
局
の
進
展
に
伴
ひ
今
後
益
々
多
く
の
国
家
事
務
を

担
当
せ
し
め
て
、
第
一
線
行
政
機
関
と
し
て
そ
の
機
能
を
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
が
為
に
は
、
都

長
官
選
の
趣
旨
を
徹
底
し
て
区
長
も
こ
れ
を
官
吏
を
以
て
充
て
、
独
立
の
行
政
官
庁
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
が
為
で
あ
る
（
３
）。」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

区
長
は
、
右
記
の
と
お
り
区
内
で
は
特
に
他
の
官
庁
に
属
し
て
い
る
も
の
を
除
き
国
家
事
務
一
般
を
所
掌
す
る
と
と
も
に
、

次
の
と
お
り
、
区
の
事
務
及
び
都
長
官
の
指
定
す
る
都
の
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
五
十
二
条

区
長
ハ
区
ノ
事
務
及
都
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
区
内
ニ
関
ス
ル
都
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

（
第
二
項

省
略
）

〈
参
考
〉
区
の
事
務
権
能
に
関
す
る
規
定
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第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル

事
務
ヲ
処
理
ス

（
第
二
項

省
略
）

　
　

条
文
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、
そ
れ
ま
で
市
制
で
は
「
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
ニ
属
ス
ル

事
務
」
を
処
理
す
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
東
京
都
制
で
は
「
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事
務
」
を
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
　

こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
区
は
『
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
』
に
依
り
区
に
属
す
る
事
務
を
自
己
の
事
務
と
為
し
之
を
処
理
す
る
。
旧
法
に
は
『
法
令
ニ

依
リ
区
ニ
属
ス
ル
事
務
云
々
』
と
あ
る
も
、
従
来
法
令
に
依
る
区
の
事
務
の
実
例
も
な
く
、
戦
時
下
区
を
都
行
政
の
第
一
線
機

関
と
し
て
活
動
せ
し
む
る
の
趣
旨
に
於
て
都
の
事
務
を
容
易
く
区
に
委
任
し
得
る
の
建
前
を
採
っ
た
の
で
あ
る
（
４
）。」

　
　
「
都
の
区
と
従
前
の
東
京
市
の
区
の
制
度
と
異
な
る
所
を
見
れ
ば
、
区
に
対
す
る
事
務
の
委
任
が
、
従
前
は
法
令
に
依
る
こ

と
を
要
す
る
も
の
と
定
め
て
居
た
の
を
改
め
て
都
条
例
を
以
て
す
る
こ
と
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
区
に
課
税
権
、
起
債
権

等
の
固
有
の
財
源
を
認
め
ぬ
為
、
法
令
を
以
て
直
接
に
事
務
を
区
に
委
任
す
る
も
、
こ
の
為
要
す
る
費
用
は
結
局
都
に
於
て
負

担
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
都
の
意
思
如
何
に
拘
ら
ず
直
接
法
令
を
以
て
区
に
委
任
す
る
こ
と
は
適
当
で
な

い
の
で
あ
つ
て
、
都
に
於
て
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
財
源
を
も
併
せ
考
慮
し
て
都
よ
り
区
に
事
務
を
委
任
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、
又
区
の
存
す
る
区
域
は
都
の
中
枢
を
成
す
地
域
で
あ
つ
て
最
も
都
行
政
の
統
一
を
必
要
と
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
区
に
属
せ
し
め
る
事
務
は
直
接
法
令
に
依
ら
ず
都
及
び
区
の
実
状
に
即
し
て
最
も
適
当
に
都
の
区
の
区
域
に
於
け
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る
公
共
事
務
を
都
と
区
と
に
分
割
し
得
る
如
く
、
都
に
於
て
こ
れ
を
決
定
せ
し
め
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
こ
と
等
の
事
由
に
依

る
も
の
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
（
５
）。」

　
　
（
３
）
改
正
東
京
都
制

　
　

区
長
の
選
任
方
法
は
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
よ
り
、
大
き
く
変
わ
る
。

　
　

政
府
が
第
九
十
回
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
政
府
案
で
は
、区
長
は
、都
長
官
が
区
会
の
意
見
を
徴
し
て
任
命
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
た
。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
政
府
提
出
案
）

第
百
五
十
一
条
ノ
二

区
ニ
区
長
ヲ
置
ク

②

区
長
ハ
都
ノ
二
級
以
上
ノ
官
吏
ノ
中
ニ
就
キ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
テ
都
長
官
之
ヲ
命
ズ

　
　

こ
れ
に
対
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
、
区
長
は
公
選
に
す
べ
き
と
の
修
正
要
求
が
出
さ
れ
、
衆
議
院
で
の
修
正
に
よ
り
、
区
長
は
、

任
期
四
年
で
直
接
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）

第
百
五
十
一
条
ノ
二

区
ニ
区
長
ヲ
置
ク
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②

区
長
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

③

区
長
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
ヲ
シ
テ
選
挙
セ
シ
メ
其
ノ
者
ニ
就
キ
之
ニ
任
ズ

　
　

た
だ
、
旧
憲
法
下
で
は
、
官
吏
の
任
命
権
は
天
皇
の
任
命
大
権
に
属
し
（
大
日
本
帝
国
憲
法
第
十
条
）、
住
民
が
選
挙
に
よ
っ

て
官
吏
を
直
接
任
命
す
る
こ
と
は
憲
法
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
者
を
新
憲
法
施
行
の
日
ま
で

官
吏
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
た
（
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
区
長
だ
け
で
な
く
、
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長

官
及
び
府
県
知
事
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）

　
　
　

附

則

（
第
一
項
〜
第
九
項

省
略
）

⑩

都
長
官
及
び
区
長
は
、
改
正
憲
法
施
行
の
日
ま
で
官
吏
と
す
る
。

（
第
十
一
項
〜
第
十
五
項

省
略
）

○
東
京
都
官
制
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
勅
令
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
四
日
勅
令
第
四
百
七
十
号
）

〔
旧
条
文
〕

第
一
条

東
京
都
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

　
　

長
官
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次
長　
　
　
　
　

一
人

（
以
下

省
略
）

第
二
十
九
条

各
区
ニ
区
長
ヲ
置
キ
二
級
ノ
地
方
事
務
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

②

区
長
ハ
長
官
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ケ
法
律
命
令
ヲ
執
行
シ
部
内
ノ
行
政
事
務
ヲ
掌
理
シ
部
下
ノ
官
吏
ヲ
指
揮
監
督
ス

〔
新
条
文
〕

第
一
条

東
京
都
ニ
都
長
官
及
区
長
ノ
外
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

　
　

次
長　
　
　
　
　

一
人

（
以
下

省
略
）

第
二
十
九
条

第
一
項

削
除

附

則

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
附
則
第
二
項
の
規
定
を
除
く
外
、
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
（
東

京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
及
び
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
七
号
（
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
に
よ
り
初
め
て
選

挙
に
基
い
て
都
長
官
若
し
く
は
区
長
又
は
道
庁
長
官
若
し
く
は
府
県
知
事
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
都
若
し
く
は
区
又
は
道

府
県
に
お
い
て
は
、
な
ほ
、
従
前
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
第
二
項

省
略
）

　
　

な
お
、
市
長
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
は
、
政
府
案
の
段
階
で
既
に
直
接
選
挙
に
よ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。



412

一　区長の身分等に関する制度の変遷

○
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
八
号
）(

改
正
後
の
条
文)

第
七
十
二
条
ノ
二

市
長
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
七
十
三
条

市
長
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

（
第
二
項
〜
第
六
項

省
略
）

　
　

ま
た
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
東
京
都
制
の
改
正
で
は
、
区
長
の
所
掌
す
る
事
務
を
規
定
す
る
第
百
五
十
二
条
第

一
項
は
改
正
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
百
四
十
条
第
一
項
が
改
正
さ
れ
、
区
に
対
し
て
法
令
に
よ
る
事
務
の
委
任
が
認
め
ら
れ
た

た
め
、
そ
の
意
味
で
区
長
の
所
掌
す
る
事
務
の
範
囲
は
拡
大
し
た
。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）（
第
百
四
十
条
は
改
正
後
の
条
文
）

第
百
四
十
条

区
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
其
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
務
並
ニ
法
令
及
都
条
例
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
区
ニ

属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

（
第
二
項

省
略
）

第
百
五
十
二
条

区
長
ハ
区
ノ
事
務
及
都
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
区
内
ニ
関
ス
ル
都
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

（
第
二
項

省
略
）

　
　

市
長
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
の
市
制
改
正
以
降
、
地
方
自
治
法
の
制
定
ま
で
改
正
は
行
わ
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れ
て
い
な
い
。

　
　
（
４
）
地
方
自
治
法

　
　
　

首
長
公
選
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
に
引
き
継
が
れ
た
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
八
十
三
条

政
令
で
特
別
の
定
を
す
る
も
の
を
除
く
外
、
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
十
七
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
は
、
そ
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
選
挙
人
が
投
票
に
よ
り
之
を

選
挙
す
る
。

第
百
三
十
九
条

都
道
府
県
に
知
事
を
置
く
。

②

市
町
村
に
市
町
村
長
を
置
く
。

第
百
四
十
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

（
第
二
項

省
略
）

　
　

ま
た
、
区
長
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
で
は
第
二
百
八
十
三
条
に
よ
り
市
町
村
長
と
同
じ
第
百
四
十
八
条
第
二

項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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第
百
四
十
八
条
（
第
一
項

省
略
）

②

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
国
、
他
の

地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
を
管
理
し
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
。

一
方
、
市
を
含
む
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
規
定
す
る
第
二
条
は
第
一
編
に
置
か
れ
て
お
り
、
特
別
区
に
は
適
用
さ
れ

な
い
た
め
、
区
の
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
規
定
が
置
か
れ
た
。

第
二
百
八
十
一
条
（
第
一
項

省
略
）

②

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
並
び
に
従
来
法
令
又
は
都

の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
条
（
第
一
項

省
略
）

②

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
並
び
に
従
来
法
令
に
よ
り
及
び
将
来
法
律
又
は
政
令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
属

す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

（
第
三
項

省
略
）
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注（
１
）
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
二
月
五
日

第
五
十
六
回
帝
国
議
会

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
望
月
圭
介
内
務
大
臣
の
改
正
法
案
に
つ
い
て

の
説
明

（
２
）
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
一
月
三
十
日

第
八
十
一
回
帝
国
議
会

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
湯
澤
三
千
男
内
務
大
臣
の
改
正
法
案
に

つ
い
て
の
説
明

（
３
）
加
藤
陽
三
『
東
京
都
制
概
説
』
良
書
普
及
会
（
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
）
１
５
１
頁

（
４
）
深
谷
成
司
『
政
府
解
説
編
輯

東
京
都
制
解
説
』
中
央
社
（
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
）
１
３
２
頁

（
５
）
加
藤
陽
三

前
掲
書
１
３
８
頁
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二

区
会
議
員
の
身
分
、
議
員
定
数
等
に
関
す
る
制
度
の
変
遷

　
　
（
１
）
東
京
都
制
以
前

　
　

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
に
市
制
改
正
法
律
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
併
せ
て
、
市
制
第
六
条
の
市
の
区
会
の
組
織
や
区

会
議
員
の
選
挙
等
に
つ
い
て
も
、
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。

　
　

以
下
の
規
定
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、
区
会
議
員
の
被
選
挙
権
、
欠
格
条
項
、
兼
職
禁
止
の
範
囲
や
市
の
名
誉
職
で
あ
る

と
す
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
市
制
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
、
任
期
は
四
年
で
、
定
数
は
市
制
第
十
三
条
の
市
会
に
関

す
る
定
数
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
区
会
の
議
決
権
に
つ
い
て
も
、
市
会
の
職
務
権
限
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ

れ
、
区
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
幅
広
い
議
決
権
を
有
し
て
い
た
。

○
市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
（
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
五
日
勅
令
第
二
百
四
十
四
号
）

第
三
条

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
市
公
民
ニ
シ
テ
其
ノ
区
ニ
於
テ
直
接
市
税
ヲ
納
ム
ル
者
ハ
総
テ
選
挙
権
ヲ
有
ス
但
シ
公
民
権
停
止
中

ノ
者
又
ハ
市
制
第
十
一
条
第
三
項
ノ
場
合
ニ
当
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

（
第
二
項
〜
第
四
項

省
略
）
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第
五
条

第
三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
市
公
民
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

左
ニ
掲
ク
ル
者
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ス
其
ノ
之
ヲ
罷
メ
タ
ル
後
一
月
ヲ
経
過
セ
サ
ル
者
亦
同
シ

一

所
属
府
県
ノ
官
吏
及
有
給
吏
員

二

其
ノ
市
ノ
有
給
吏
員
但
シ
他
ノ
区
所
属
ノ
市
有
給
吏
員
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

三

検
事
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏

四

神
官
神
職
僧
侶
其
ノ
他
ノ
諸
宗
教
師

五

小
学
校
教
員

（
第
三
項
〜
第
五
項

省
略
）

第
六
条

区
会
議
員
ハ
市
ノ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
第
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

（
第
三
項
、
第
四
項

省
略
）

第
九
条

区
会
ノ
組
織
及
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
関
シ
テ
ハ
前
数
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
市
制
第
十
三
条
第
十
七
条
第
二
十
条
乃
至
第

二
十
六
条
第
二
十
八
条
乃
至
第
三
十
三
条
第
三
十
五
条
乃
至
第
三
十
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
区
会
議
員
ノ
定
数
ニ
付
テ
ハ
市
ハ

区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
市
条
例
ヲ
以
テ
特
ニ
之
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
条

区
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
シ
テ
ハ
市
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

②

区
長
ト
区
会
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
市
長
ト
市
会
ト
ノ
関
係
ニ
関
ス
ル
規
定
及
市
制
第
九
十
二
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

○
市
制
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）
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第
十
三
条

市
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

②

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
五
万
未
満
ノ
市　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
人

ニ

人
口
五
万
以
上
十
五
万
未
満
ノ
市　
　
　

三
十
六
人

三

人
口
十
五
万
以
上
二
十
万
未
満
ノ
市　
　

三
十
九
人

四

人
口
二
十
万
以
上
三
十
万
未
満
ノ
市　
　

四
十
二
人

五

人
口
三
十
万
以
上
ノ
市　
　
　
　
　
　
　

四
十
五
人

③

人
口
三
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
十
万
、
人
口
五
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
二
十
万
ヲ
加
フ
ル
毎
ニ
議
員
三
人
ヲ

増
加
ス

④

議
員
ノ
定
数
ハ
市
条
例
ヲ
以
テ
特
ニ
之
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
第
五
項

省
略
）

第
十
八
条

選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
市
公
民
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

左
ニ
掲
ク
ル
者
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ス
其
ノ
之
ヲ
罷
メ
タ
ル
後
一
月
ヲ
経
過
セ
サ
ル
者
亦
同
シ

一

所
属
府
県
ノ
官
吏
及
有
給
吏
員

二

其
ノ
市
ノ
有
給
吏
員

三

検
事
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏

四

神
官
神
職
僧
侶
其
ノ
他
諸
宗
教
師

五

小
学
校
教
員
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（
第
三
項
〜
第
五
項

省
略
）

第
十
九
条

市
会
議
員
ハ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
第
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

（
第
三
項
〜
第
五
項

省
略
）

第
四
十
一
条

市
会
ハ
市
ニ
関
ス
ル
事
件
及
法
律
勅
令
ニ
依
リ
其
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
件
ヲ
議
決
ス

第
四
十
二
条

市
会
ノ
議
決
ス
ヘ
キ
事
件
ノ
概
目
左
ノ
如
シ

一

市
条
例
及
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
事

二

市
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
キ
事
業
ニ
関
ス
ル
事
但
シ
第
九
十
三
条
ノ
事
務
及
法
律
勅
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

三

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
事

四

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
事

五

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
手
数
料
、
加
入
金
、
市
税
又
ハ
夫
役
現
品
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
事

六

不
動
産
ノ
管
理
処
分
及
取
得
ニ
関
ス
ル
事

七

基
本
財
産
及
積
立
金
穀
等
ノ
設
置
管
理
及
処
分
ニ
関
ス
ル
事

八

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
事

九

財
産
及
営
造
物
ノ
管
理
方
法
ヲ
定
ム
ル
事
但
シ
法
律
勅
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

十

市
吏
員
ノ
身
元
保
証
ニ
関
ス
ル
事

十
一

市
ニ
係
ル
訴
願
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
事
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こ
の
後
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
、
区
会
の
組
織
に
準
用
さ
れ
る
市
制
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
が
次
の
と
お
り

改
正
さ
れ
、
議
員
定
数
が
増
加
し
た
。

○
市
制
中
改
正
法
律
（
大
正
十
年
四
月
十
一
日
法
律
第
五
十
八
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
十
三
条
（
第
一
項

省
略
）

②

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
五
万
未
満
ノ
市　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
人

二

人
口
五
万
以
上
十
五
万
未
満
ノ
市　
　
　

三
十
六
人

三

人
口
十
五
万
以
上
二
十
万
未
満
ノ
市　
　

四
十
人

四

人
口
二
十
万
以
上
三
十
万
未
満
ノ
市　
　

四
十
四
人

五

人
口
三
十
万
以
上
ノ
市　
　
　
　
　
　
　

四
十
八
人

③

人
口
三
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
十
万
、
人
口
五
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
二
十
万
ヲ
加
フ
ル
毎
ニ
議
員
四
人
ヲ
増
加

　
　
　

ス

　
　

市
制
第
六
条
ノ
市
ノ
区
ニ
関
ス
ル
件
は
、
そ
の
後
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
市
制
町
村
制
施
行
令
が
制
定
さ
れ
た
際
、

同
施
行
令
の
第
八
章
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
移
行
し
た
。
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○
市
制
町
村
制
施
行
令
（
大
正
十
五
年
六
月
二
十
四
日
勅
令
第
二
百
一
号
）

第
六
十
二
条

区
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
市
公
民
ハ
総
テ
区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
但
シ
公
民
権
停
止
中
ノ
者
又
ハ
市
制
第
十
一
条
ノ

規
定
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
六
十
三
条

区
会
議
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
市
公
民
ハ
区
会
議
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス

②

在
職
ノ
検
事
、
警
察
官
吏
及
収
税
官
吏
ハ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

③

選
挙
事
務
ニ
関
係
ア
ル
官
吏
及
市
ノ
有
給
吏
員
ハ
其
ノ
関
係
区
域
内
ニ
於
テ
被
選
挙
権
ヲ
有
セ
ズ

④

市
ノ
有
給
ノ
吏
員
教
員
其
ノ
他
ノ
職
員
ニ
シ
テ
在
職
中
ノ
者
ハ
其
ノ
所
属
区
ノ
区
会
議
員
ト
相
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
六
十
四
条

区
会
議
員
ハ
市
ノ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

（
第
三
項
〜
第
五
項

省
略
）

第
六
十
五
条

区
会
ノ
組
織
及
区
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
関
シ
テ
ハ
前
数
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
市
制
第
十
三
条
、
第
十
七
条
及
第
二
十
条

乃
至
第
三
十
九
条
並
ニ
本
令
第
七
条
乃
至
第
二
十
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
市
制
第
十
三
条
第
四
項
ノ
規
定
ノ
準
用
ニ
依
ル
市
条
例

ノ
設
定
ニ
付
テ
ハ
市
ハ
区
会
ノ
意
見
ヲ
徴
ス
ベ
ク
、
市
制
第
三
十
二
条
及
第
三
十
四
条
ノ
規
定
ノ
準
用
ニ
依
ル
報
告
ハ
市
長
ヲ
経
テ

之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
六
十
六
条

第
三
章
及
第
四
章
ノ
規
定
ハ
市
制
第
三
十
九
条
ノ
二
ノ
区
ノ
区
会
議
員
選
挙
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
七
条

区
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
シ
テ
ハ
市
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

②

区
長
ト
区
会
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
市
長
ト
市
会
ト
ノ
関
係
ニ
関
ス
ル
規
定
及
市
制
第
九
十
二
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
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そ
の
後
の
改
正
に
お
い
て
も
、区
会
は
市
会
に
概
ね
準
ず
る
と
い
う
枠
組
み
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、昭
和
十
八（
一
九
四
三
）

年
五
月
の
市
制
町
村
制
施
行
令
の
改
正
の
際
、
議
員
定
数
に
つ
い
て
市
制
第
十
三
条
の
準
用
が
外
さ
れ
、
市
制
町
村
制
施
行
令

の
中
に
新
た
に
区
会
議
員
の
定
数
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

　
　

ま
た
、
区
会
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
も
、
市
制
施
行
令
中
に
区
会
の
議
決
事
件
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、

市
制
の
準
用
に
つ
い
て
も
規
定
の
整
備
が
図
ら
れ
た
。

○
市
制
町
村
制
施
行
令
中
改
正
ノ
件
（
昭
和
十
八
年
五
月
二
十
五
日
勅
令
第
四
百
四
十
三
号
）

第
六
十
一
条
ノ
二

区
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

②

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　

十
五
人

二

人
口
十
五
万
以
上
二
十
五
万
未
満
ノ
区

二
十
人

三

人
口
二
十
五
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

③

議
員
ノ
定
数
ハ
総
選
挙
ヲ
行
フ
場
合
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
増
減
セ
ズ

第
六
十
六
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

二

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

三

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

四

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
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法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

五

基
本
財
産
及
積
立
金
穀
等
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

六

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

七

財
産
及
営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

八

区
所
属
ノ
吏
員
ノ
身
元
保
証
ニ
関
ス
ル
コ
ト

九

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

十

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

（
第
六
十
六
条
ノ
二
、
第
六
十
六
条
ノ
三

省
略
）

第
六
十
七
条

前
数
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
区
会
ノ
職
務
権
限
ニ
関
シ
テ
ハ
市
制
第
四
十
四
条
乃
至
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第

五
十
条
及
第
五
十
二
条
乃
至
第
六
十
三
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

②

区
長
ト
区
会
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
市
制
第
八
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
第
九
十
条
（
原
文
は
「
号
」）、
第
九
十
条
ノ
二
、
第

九
十
一
条
第
二
項
乃
至
第
五
項
、
第
九
十
二
条
及
九
十
二
条
ノ
二
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

　
　

こ
の
改
正
に
よ
り
、区
会
議
員
の
定
数
は
大
き
く
削
減
さ
れ
る
と
と
も
に
、区
会
の
権
限
も
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た（
１
）。

　
　

な
お
、
こ
の
改
正
に
先
立
ち
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
三
月
に
市
制
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
市
会
の
権
限
が
大
幅
に

縮
小
さ
れ
て
い
る
。
市
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
区
会
議
員
ほ
ど
大
き
な
削
減
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
若
干
の
削
減
が

行
わ
れ
て
い
る
。
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○
市
制
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
八
年
三
月
二
十
日
法
律
第
八
十
号
）

第
四
十
一
条

削
除

第
四
十
二
条

市
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

市
条
例
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト

二

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

三

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

四

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
手
数
料
、
加
入
金
、
市
税
、
分
担
金
又
ハ
夫
役
現
品
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
コ
ト

五

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
市
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

六

基
本
財
産
及
積
立
金
穀
等
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

七

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

八

財
産
及
営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

九

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
市
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

第
十
三
条
第
三
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

人
口
三
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
十
五
万
、
人
口
六
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
三
十
万
ヲ
加
フ
ル
毎
ニ
議
員
四
人
ヲ

増
加
シ
八
十
人
ヲ
以
テ
定
限
ト
ス
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こ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
理
由
は
、第
八
十
一
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
改
正
法
案
の
説
明
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

○
国
務
大
臣
（
湯
澤
三
千
男
君
）(

０
０
３)

（
前
段
省
略
）

　
　

第
二
ハ
市
町
村
行
政
上
ニ
於
ケ
ル
各
般
ノ
手
続
等
ヲ
簡
易
化
シ
、
市
町
村
行
政
ノ
運
営
等
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
能
フ
限
リ
ノ
簡
素
化
ト

能
率
化
ト
ヲ
図
ツ
タ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
日
市
町
村
行
政
ノ
制
度
ハ
余
リ
ニ
煩
雑
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
時
局
ノ
要
請
ニ
副
ハ
ザ
ル
モ
ノ

ガ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
ヒ
マ
シ
テ
此
ノ
際
相
当
思
ヒ
切
ツ
テ
、
之
ヲ
簡
素
ニ
ス
ル
コ
ト
ガ
必
要
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ

ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
趣
旨
ニ
於
テ
市
町
村
会
議
員
選
挙
ノ
手
続
、
市
町
村
会
ノ
職
務
権
限
、
行
政
、
救
済
ノ
手
続
、
市
町
村
ノ
監
督
事

務
、
其
ノ
他
市
町
村
行
政
ノ
各
般
ニ
亙
リ
マ
シ
テ
、
事
務
処
理
ノ
簡
捷
化
ト
能
率
化
ト
ヲ
図
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
２
）（
以
下
省
略
）

　
　
「
従
来
市
町
村
会
は
市
町
村
に
関
す
る
事
件
に
付
て
は
事
の
軽
重
細
大
を
論
ぜ
ず
広
く
議
決
権
を
有
し
、
市
町
村
に
関
す
る

事
件
は
法
令
に
明
文
あ
る
な
し
に
拘
ら
ず
凡
て
市
町
村
会
の
議
決
を
経
べ
く
、
然
ら
ざ
れ
ば
市
町
村
の
事
件
と
し
て
確
定
的
な

内
容
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
従
つ
て
市
町
村
会
の
議
決
事
項
の
範
囲
は
解
釈
上
広
い
推
定
を
受
け
、
其
の
権
限
の
範

囲
は
概
括
例
示
的
で
あ
つ
た
。
併
し
乍
ら
此
の
建
前
は
市
町
村
の
事
務
が
単
純
簡
素
な
時
代
に
於
て
な
ら
ば
兎
も
角
、
今
日
の

如
く
市
町
村
の
行
政
が
繁
劇
多
端
と
な
り
、
事
務
の
内
容
分
量
共
に
著
し
く
広
汎
多
岐
と
な
つ
て
は
、
如
何
に
軽
易
些
細
な
事

柄
で
も
一
々
市
町
村
会
の
議
決
を
経
べ
き
も
の
と
す
る
が
如
き
は
、
市
町
村
の
事
務
を
敏
活
に
処
理
し
事
を
簡
捷
能
率
的
に
運

ぶ
所
以
で
は
な
い
。

　
　

斯
く
し
て
市
町
村
行
政
の
能
率
的
運
営
を
図
り
処
務
の
簡
素
敏
活
化
を
期
す
る
為
に
昭
和
十
八
年
の
市
制
町
村
制
の
改
正
に

於
て
は
、
市
町
村
会
の
議
決
事
項
も
府
県
会
同
様
に
、
重
要
事
件
に
限
り
、
制
限
列
挙
主
義
を
採
用
し
、
軽
易
な
事
件
は
市
町
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村
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
な
く
、
市
町
村
長
限
り
に
て
責
任
を
以
て
処
理
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
（
３
）。」

　
　
（
２
）
東
京
都
制

　
　

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
東
京
都
制
で
は
、
身
分
や
任
期
に
そ
れ
ま
で
と
変
わ
り
は
な
く
、
議
員
定
数
及

び
区
会
の
議
決
権
に
つ
い
て
も
、
同
年
五
月
に
改
正
さ
れ
た
市
制
町
村
制
施
行
令
の
規
定
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
形
と

な
っ
た
。

○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
四
十
四
条

区
ニ
区
会
ヲ
置
ク

②

区
会
議
員
ハ
其
ノ
被
選
挙
権
ア
ル
者
ニ
就
キ
選
挙
人
之
ヲ
選
挙
ス

③

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
十
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　

十
五
人

ニ

人
口
十
五
万
以
上
二
十
五
万
未
満
ノ
区　
　

二
十
人

三

人
口
二
十
五
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

④

議
員
ノ
定
数
ハ
総
選
挙
ヲ
行
フ
場
合
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
増
減
セ
ズ

第
百
四
十
七
条

区
会
議
員
ハ
都
ノ
名
誉
職
ト
ス

②

議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス
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第
百
五
十
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

二

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

三

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

四

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
都
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

五

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

六

営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
都
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

七

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

八

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

　
　

区
会
の
議
員
定
数
を
大
幅
に
削
減
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
区
会
に
於
け
る
議
員
の
定
数
は
各
区
の
人
口
に
比
例
し
て
、
十
五
人
、
二
十
人
、
二
十
五
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
区
の
固
有

事
務
は
財
産
及
営
造
物
に
関
す
る
事
項
だ
け
で
、
予
算
も
平
均
七
八
万
円
程
度
に
止
ま
り
、
一
年
五
六
回
開
催
す
る
に
過
ぎ
な

い
現
状
で
あ
つ
て
、
従
来
の
定
数
四
十
名
は
却
て
会
議
体
の
規
模
が
大
き
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
惟
は
れ
る
。
従
て
都
制

で
は
区
会
の
構
成
運
営
等
を
簡
素
化
せ
し
む
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
、
半
数
位
ひ
の
議
員
定
数
を
定
め
た
の
で
あ
る
（
４
）。」

　
　

ま
た
、
区
会
の
議
決
権
の
制
限
列
挙
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
も
見
ら
れ
る
。

　
　
「
従
前
の
東
京
市
の
区
会
は
原
則
と
し
て
区
に
関
す
る
一
切
の
事
件
を
議
決
し
て
ゐ
た
の
で
、
こ
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
区
会
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の
権
限
は
縮
少
さ
れ
た
。
而
し
従
前
の
東
京
市
の
区
に
付
て
は
、
区
の
営
造
物
に
関
す
る
市
条
例
又
は
市
規
則
、
区
会
議
員
の

定
数
増
減
、
区
の
手
数
料
徴
収
等
に
関
す
る
市
条
例
は
区
会
の
意
見
を
徴
し
て
市
会
に
於
て
定
め
る
の
で
あ
つ
た
（
市
制
町
村

制
施
行
令
六
五
、六
九
、七
一
）。
今
回
は
区
に
区
条
例
、
区
規
則
等
の
立
法
権
を
認
め
ぬ
こ
と
は
従
前
と
同
様
で
あ
る
が
、
区

の
営
造
物
又
は
区
の
事
務
に
関
す
る
都
条
例
は
一
般
的
に
都
議
会
に
代
つ
て
区
会
こ
れ
を
議
決
す
る
も
の
と
し
（
制
一
四
三
）、

上
述
の
如
く
区
の
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
都
規
則
、
区
費
支
弁
工
事
執
行
に
関
す
る
都
規
則
並
に
区
の
営
造

物
の
管
理
に
関
す
る
都
規
則
は
区
会
に
於
て
こ
れ
を
議
決
す
る
も
の
と
し
た
（
制
一
五
〇
）
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
に
於
て
区

会
の
権
限
は
拡
張
さ
れ
た
と
謂
へ
る
の
で
あ
る
（
５
）。」

　
　

な
お
、
区
会
の
構
成
に
つ
い
て
、
政
府
が
第
八
十
一
回
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
東
京
都
制
案
で
は
、
議
員
定
数
を
減
少
さ
せ

る
外
、
区
会
議
長
に
は
区
長
を
充
て
る
案
と
な
っ
て
い
た
。

○
政
府
提
出
案

第
百
五
十
一
条

区
会
ハ
区
長
ヲ
以
テ
議
長
ト
ス
区
長
故
障
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
代
理
者
議
長
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス

　
　

し
か
し
、
原
案
の
第
百
五
十
一
条
は
議
論
の
的
と
な
り
、
衆
議
院
に
お
い
て
「
区
会
ハ
議
員
中
ヨ
リ
議
長
及
其
ノ
代
理
者
一

人
ヲ
選
挙
ス
ベ
シ

議
長
及
其
ノ
代
理
者
ノ
任
期
ハ
議
員
ノ
任
期
ニ
依
ル
」
と
い
う
修
正
案
が
出
さ
れ
、
こ
の
修
正
案
ど
お
り

可
決
成
立
し
た
。

　
　

こ
の
衆
議
院
で
の
修
正
理
由
に
つ
い
て
、
淸
瀨
一
郎
東
京
都
制
案
委
員
会
委
員
長
は
、
衆
議
院
本
会
議
で
次
の
と
お
り
説
明

し
て
い
る
。
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○
淸
瀨
一
郎
君
（
０
５
８)

（
前
段
省
略
）

　
　

ソ
コ
デ
此
ノ
修
正
ヲ
必
要
ト
シ
タ
ル
松
永
東
君
ノ
修
正
動
機
ノ
説
明
ヲ
御
紹
介
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
考
ヘ
マ
ス
、（
中
略
）
第
一

ニ
ハ
自
治
ノ
本
義
ニ
鑑
ミ
マ
シ
テ
、
区
会
ノ
議
長
ハ
区
会
議
員
ニ
依
ツ
テ
選
挙
ス
ル
ノ
ガ
、
是
ガ
先
ヅ
当
然
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
、
第
二

ニ
ハ
、
実
際
問
題
ト
シ
テ
、
今
回
ノ
区
議
員
ハ
数
ガ
大
変
少
ク
ナ
ツ
テ
居
ル
、
ソ
レ
デ
ア
ル
カ
ラ
可
否
同
数
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
場

合
ガ
相
当
多
カ
ラ
ウ
、
サ
ウ
ナ
ル
ト
原
案
デ
行
ケ
バ
、
官
吏
タ
ル
区
長
ガ
可
否
同
数
ノ
区
会
ノ
採
決
ヲ
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
、
結
局

官
吏
、
即
チ
役
人
ノ
意
思
ガ
区
会
ノ
意
思
ト
ナ
ツ
テ
シ
マ
ウ
、
斯
ウ
云
フ
「
ケ
ー
ス
」
ガ
相
当
多
カ
ラ
ウ
、
是
ハ
自
治
ノ
本
義
ト
大

分
遠
ザ
カ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
思
ハ
レ
ル
、
斯
ウ
云
フ
心
配
デ
ア
リ
マ
ス
、
第
三
ニ
ハ
東
京
ノ
各
区
ノ
区
長
ノ
職
務
ハ
、
都
政
ノ

実
ニ
第
一
線
ニ
立
ツ
テ
、
直
接
区
民
ニ
接
触
ス
ル
職
務
デ
ア
ツ
テ
、
非
常
ニ
複
雑
、
多
岐
、
多
忙
デ
ア
リ
マ
ス
、
若
シ
原
案
ノ
如
ク

ニ
区
長
ガ
同
時
ニ
区
会
議
長
デ
、
区
会
ノ
統
率
ト
云
フ
コ
ト
ニ
力
ヲ
注
ガ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ト
、
本
来
ノ
区
長

ノ
行
政
執
行
事
務
ガ
、
動
モ
ス
ル
ト
疎
カ
ニ
ナ
ル
虞
ハ
ナ
イ
ト
シ
ナ
イ
、
殊
ニ
戦
時
下
諸
般
ノ
行
事
、
儀
礼
、
是
等
デ
区
民
ノ
協
力

ヲ
求
ム
ル
等
、
区
代
表
者
、
即
チ
区
会
代
表
者
ノ
活
動
ヲ
要
請
ス
ル
場
合
ハ
極
メ
テ
多
イ
ノ
デ
ア
ル
、
仍
テ
区
会
任
（
マ
マ
「
代
」

か
）
表
者
ヲ
別
ニ
存
置
シ
テ
、
是
ト
区
長
ト
協
力
シ
テ
以
テ
翼
賛
ノ
誠
ヲ
盡
ス
方
ガ
、
機
構
ト
シ
テ
ハ
良
イ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
云
フ
確

信
ヲ
持
ツ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
（
６
）（
以
下
省
略
）

　
　
（
３
）
改
正
東
京
都
制

　
　

戦
争
が
終
結
し
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
で
、
定
数
は
概
ね
市
と
同
様
の
水
準
に
復
す
る
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こ
と
と
な
る
。
議
決
権
も
、
区
に
広
範
な
条
例
制
定
権
や
限
定
的
と
は
い
え
課
税
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
拡
充
さ

れ
た
。
ま
た
こ
の
と
き
の
改
革
で
、
名
誉
職
と
い
う
制
度
は
廃
さ
れ
た
（
７
）。

○
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
六
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
百
四
十
四
条

③

議
員
ノ
定
数
左
ノ
如
シ

一

人
口
五
万
未
満
ノ
区　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
五
人

二

人
口
五
万
以
上
十
万
未
満
ノ
区　
　
　
　

三
十
人

ニ

人
口
十
万
以
上
二
十
万
未
満
ノ
区　
　
　

四
十
人

三

人
口
二
十
万
以
上
ノ
区　
　
　
　
　
　
　

四
十
五
人

第
百
四
十
七
条

区
会
議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

（
区
会
議
員
は
名
誉
職
で
あ
る
と
す
る
旧
第
一
項
は
削
除
）

第
百
五
十
条

区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

区
条
例
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト

二

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

三

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

四

営
造
物
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

五

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
区
税
又
ハ
分
担
金
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
コ
ト
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六

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
区
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

　
　

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

七

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

八

営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
区
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

九

区
ニ
係
ル
訴
願
、
訴
訟
及
和
解
ニ
関
ス
ル
コ
ト

十

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
区
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

②

前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
区
ハ
区
条
例
ヲ
以
テ
区
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
区
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

市
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
第
十
三
条
第
三
項
が
改
正
さ
れ
、
若
干
の

定
数
削
減
が
図
ら
れ
た
が
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
で
、
ほ
ぼ
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の
条
文
に
復
し
た
。
ま
た
、
市
会
議

員
は
名
誉
職
で
あ
る
と
す
る
旧
第
十
九
条
第
一
項
は
削
除
さ
れ
た
。

○
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
八
号
）（
改
正
後
の
条
文
）

第
十
三
条
（
第
一
項
、
第
二
項

省
略
）

③

人
口
三
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
十
万
、
人
口
五
十
万
ヲ
超
ユ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
人
口
二
十
万
ヲ
加
フ
ル
毎
ニ
議
員
四
人
ヲ

増
加
シ
百
人
ヲ
以
テ
定
限
ト
ス

（
第
四
項
、
第
五
項

省
略
）

第
十
九
条

市
会
議
員
ノ
任
期
ハ
四
年
ト
シ
総
選
挙
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス
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〈
参
考
〉
第
一
次
地
方
制
度
改
革
後
の
市
会
の
議
決
権
限

第
四
十
二
条

市
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
事
件
左
ノ
如
シ

一

市
条
例
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト

二

歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

三

決
算
報
告
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト

四

法
令
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
使
用
料
、
手
数
料
、
加
入
金
、
市
税
、
分
担
金
又
ハ
夫
役
現
品
ノ
賦
課
徴
収
ニ
関
ス
ル
コ
ト

五

財
産
ノ
取
得
、
管
理
及
処
分
並
ニ
市
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ベ
キ
工
事
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ

法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

六

基
本
財
産
及
積
立
金
穀
等
ノ
設
置
及
処
分
ニ
関
ス
ル
コ
ト

七

歳
入
出
予
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
新
ニ
義
務
ノ
負
担
ヲ
為
シ
及
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
為
ス
コ
ト

八

財
産
及
営
造
物
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
市
規
則
ヲ
設
ケ
又
ハ
改
廃
ス
ル
コ
ト
但
シ
法
令
ニ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

九

市
内
ノ
団
体
等
ノ
活
動
ノ
総
合
調
整
ニ
関
ス
ル
コ
ト

十

其
ノ
他
法
令
ニ
依
リ
市
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
項

②

市
参
事
会
ヲ
置
カ
ザ
ル
市
ニ
於
テ
ハ
市
会
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
第
六
十
七
条
第
一
項
第
四
号
乃
至
第
六
号
ニ
掲
グ
ル
事

件
ヲ
議
決
ス
ベ
シ

③

前
二
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
市
ハ
市
条
例
ヲ
以
テ
市
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
市
会
ノ
議
決
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
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（
４
）
地
方
自
治
法

　
　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
改
正
市
制
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
同
法
第

二
百
八
十
三
条
に
基
づ
き
、
市
に
関
す
る
規
定
が
特
別
区
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
九
十
一
条

市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
左
の
通
り
と
し
、
人
口
三
十
万
以
上
五
十
万
未
満
の
市
に
あ
つ
て
は
人
口
十
万
、

人
口
五
十
万
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
人
口
二
十
万
を
加
え
る
ご
と
に
各
々
議
員
四
人
を
増
し
、
百
人
を
以
て
定
限
と
す
る
。

一

人
口
二
千
未
満
の
町
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
人

二

人
口
二
千
以
上
五
千
未
満
の
町
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
人

三

人
口
五
千
以
上
一
万
未
満
の
町
村　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
二
人

四

人
口
一
万
以
上
二
万
未
満
の
町
村　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
六
人

五

人
口
五
万
未
満
の
市
及
び
人
口
二
万
以
上
の
町
村　
　
　

三
十
人

六

人
口
五
万
以
上
十
五
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
六
人

七

人
口
十
五
万
以
上
二
十
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
人

八

人
口
二
十
万
以
上
三
十
万
未
満
の
市　
　
　
　
　
　
　

四
十
四
人

九

人
口
三
十
万
以
上
の
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
八
人
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②

議
員
の
定
数
は
、
条
例
で
特
に
こ
れ
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
前
項
の
定
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③

第
一
項
の
議
員
の
定
数
は
、
総
選
挙
を
行
う
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
著
し
く
人
口
の

増
加
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
項
の
定
数
以
内
の
数
を
増
加
す
る
こ
と
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
十
六
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
左
に
掲
げ
る
事
件
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
を
設
け
又
は
改
廃
す
る
こ
と
。

二

歳
入
歳
出
予
算
を
定
め
る
こ
と
。

三

決
算
報
告
を
認
定
す
る
こ
と
。

四

法
律
又
は
政
令
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
使
用
料
、
手
数
料
、
地
方
税
、
分
担
金
、
加
入
金
又
は
夫
役
現
品
の
賦
課
徴
収

に
関
す
る
こ
と
。

五

基
本
財
産
及
び
積
立
金
穀
等
の
設
置
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

六

歳
入
歳
出
予
算
を
以
て
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
あ
ら
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
及
び
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
。

七

異
議
の
申
立
、
訴
願
、
訴
訟
及
び
和
解
に
関
す
る
こ
と
。

八

普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
の
団
体
等
の
活
動
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
法
令
に
よ
り
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
。

②

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
事
件
に
つ
き
議
会
の
議
決
す

べ
き
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

な
お
、
兼
職
禁
止
の
範
囲
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
で
は
、
新
た
に
国
会
議
員
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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第
九
十
二
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
有
給
の
職
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

新
た
に
国
会
議
員
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
国
会
議
員
と
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
と
の
兼
職
を
禁
止
し
た
の
は
、
中
央
の
政
争
が
地
方
に
波
及
す
る
の
を
防
止

す
る
趣
旨
に
出
ず
る
も
の
で
あ
る
。
健
全
な
政
党
政
治
の
発
達
は
、
国
政
及
び
地
方
自
治
の
運
営
上
最
も
大
切
で
あ
る
が
、
中

央
の
政
争
が
直
接
地
方
に
波
及
す
る
こ
と
は
地
方
自
治
の
本
旨
に
鑑
み
、
で
き
う
る
限
り
最
少
限
度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
更
に
国
会
及
び
地
方
議
会
の
権
限
が
大
幅
に
拡
張
せ
ら
れ
、
議
会
の
招
集
が
頻
繁
と
な
り
、
且
つ
会
期
が
長
期
に
亘
る
の

で
、
両
者
の
兼
職
は
何
れ
か
の
曠
職
を
余
儀
な
く
せ
し
め
る
こ
と
は
明
白
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
８
）。」

　
　

な
お
、
兼
職
禁
止
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日
法
律
第
百
号
）
第
八
十
九

条
（
公
務
員
の
立
候
補
制
限
）
等
の
規
定
に
よ
り
、よ
り
広
い
範
囲
の
兼
職
を
禁
止
す
る
形
で
整
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　

注
（
１
）
こ
の
施
行
令
は
、
同
施
行
令
附
則
に
よ
り
、
議
員
定
数
に
関
す
る
部
分
は
次
の
総
選
挙
よ
り
、
そ
の
他
の
部
分
は
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）

年
六
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
方
、
同
年
七
月
一
日
に
は
東
京
都
制
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
東
京
の
区
会
は
、
議
員
定
数

に
関
す
る
部
分
は
こ
の
施
行
令
の
適
用
を
受
け
ず
、
職
務
権
限
に
関
す
る
部
分
は
六
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
一
月
だ
け
適
用
を
受
け
る
こ
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と
と
な
っ
た
。

（
２
）
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
湯
澤
三
千
男
内
務
大
臣
の
発
言
。

（
３
）
入
江
俊
郎
、
古
井
喜
実
『
改
訂
版

逐
条
市
制
町
村
制
提
義

上
巻
』
良
書
普
及
会
（
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
）
８
５
２
頁

（
４
）
深
谷
成
司
『
政
府
解
説
編
輯

東
京
都
制
解
説
』
中
央
社
（
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
）
１
３
６
頁

（
５
）
加
藤
陽
三
『
東
京
都
制
概
説
』
良
書
普
及
会
（
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
）
１
４
７
頁

（
６
）
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
二
月
二
十
七
日
第
八
十
一
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
淸
瀨
一
郎
東
京
都
制
案
委
員
会
委
員
長
の

委
員
長
報
告

（
７
）
名
誉
職
の
制
度
は
、
公
民
権
の
制
度
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
　

市
制
改
正
法
律
（
明
治
四
十
四
年
四
月
七
日
法
律
第
六
十
八
号
）
は
、
公
民
権
及
び
名
誉
職
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
規
定
し
て
い
た
。

第
九
条

帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子
二
年
以
来
市
ノ
住
民
ト
為
リ
其
ノ
市
ノ
負
担
ヲ
分
任
シ
且
其
ノ

　
　

市
内
ニ
於
テ
地
租
ヲ
納
メ
若
ハ
直
接
国
税
年
額
二
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
市
公
民
ト
ス
（
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
以
下

省
略
）

第
十
条

市
公
民
ハ
市
ノ
選
挙
ニ
参
与
シ
市
ノ
名
誉
職
ニ
選
挙
セ
ラ
ル
ル
権
利
ヲ
有
シ
市
ノ
名
誉
職
ヲ
担
任
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
（
第
二
項
以
下

　
　

省
略
）

　
　

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
い
て
、政
府
が
こ
の
公
民
権
及
び
名
誉
職
の
制
度
の
廃
止
を
提
案
し
た
理
由
は
、

答
弁
資
料（
内
務
省
編『
改
正
地
方
制
度
資
料

第
一
部
』（
昭
和
二
二（
一
九
四
七
）年
）１
２
０
４
頁
）の
中
で
次
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
名
誉
職
の
制
度
は
、
地
方
の
住
民
を
し
て
名
誉
の
た
め
無
給
で
、
地
方
公
共
の
事
務
を
処
理
せ
し
め
も
つ
て
自
治
の
実
を
挙
げ
る
と
共
に
、

公
務
に
練
熟
せ
し
め
施
政
の
難
易
を
知
ら
し
め
国
務
に
参
与
せ
し
む
る
実
力
を
養
成
せ
し
め
ん
と
す
る
趣
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
こ

れ
に
任
ず
る
の
は
兵
役
の
義
務
と
均
し
く
地
方
人
民
の
義
務
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
に
発
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
従
来
名
誉
職
に
よ
つ
て

公
共
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
自
治
の
本
質
の
如
く
考
へ
ら
れ
、
市
町
村
の
公
務
に
参
与
す
る
者
は
、
地
方
住
民
中
特
に
そ
の
能
力
を
有
す
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る
こ
と
を
必
要
と
し
資
力
に
よ
つ
て
こ
れ
を
区
別
し
て
公
民
と
い
ふ
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
社
会
経
済
生
活
の
発
達
と

国
民
の
政
治
能
力
の
向
上
と
に
よ
り
、
地
方
住
民
の
中
に
か
く
の
如
き
区
別
を
設
け
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
の
で
市
制
町
村
制
の
改
正
以
来
そ

の
区
別
は
改
正
毎
に
漸
次
緩
和
せ
ら
れ
、
大
正
十
五
年
の
改
正
に
よ
つ
て
現
在
の
如
く
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
が
拡
張
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

今
回
は
先
般
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
の
趣
旨
に
従
つ
て
満
二
十
年
以
上
の
男
子
及
び
女
子
に
対
し
て
均
し
く
参
政
権
を
賦
与
す
る
こ
と

に
し
た
の
で
あ
る
。
又
同
時
に
従
来
公
民
権
の
要
件
で
あ
つ
た
二
年
の
住
居
要
件
を
、
現
在
の
社
会
生
活
の
実
情
か
ら
考
へ
て
こ
れ
を
六
月
に

短
縮
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
結
果
市
町
村
住
民
は
男
女
を
問
は
ず
、
苟
も
六
月
以
上
居
住
す
る
限
り
皆
均
し
く
参
政
権
を
賦
与
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
公
民
と
い
ふ
特
別
の
身
分
的
観
念
を
伴
ふ
制
度
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
の
で
、
公
民
の
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
致
し
た

の
で
あ
る
。
又
自
治
行
政
の
実
情
は
近
年
そ
の
事
務
が
頗
る
複
雑
繁
劇
を
加
へ
、
多
忙
を
極
む
る
に
至
つ
た
の
で
、
以
前
の
如
く
単
に
名
誉
の

為
に
そ
の
事
務
に
当
る
も
の
と
す
る
の
は
、
却
っ
て
実
際
に
反
し
む
し
ろ
一
般
的
に
専
任
制
を
建
前
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
つ
た
。
現
に
名

誉
職
市
町
村
長
で
あ
つ
て
も
実
質
的
勤
務
に
お
い
て
は
、
他
の
有
給
市
町
村
長
と
何
等
の
区
別
が
な
い
実
情
で
あ
る
。
従
つ
て
名
誉
職
と
有
給

職
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
も
意
義
を
失
っ
て
き
た
の
で
、
公
民
の
制
度
と
共
に
名
誉
職
の
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
し
た
次

第
で
あ
る
。
尤
も
専
任
制
と
す
る
為
に
他
の
地
位
に
現
に
あ
る
故
に
適
材
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
市
町
村
等
に
就
任
で
き
な
い
と
云
ふ
や
う
な
こ

と
が
な
い
や
う
に
し
た
い
と
考
へ
て
、
兼
職
禁
止
の
制
限
を
或
程
度
緩
和
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
。」

（
８
）
金
丸
三
郎
『
地
方
自
治
法
精
義

上
巻
』
春
日
出
版
社
（
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
）
４
２
４
頁
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三

区
会
議
員
の
任
期
延
長

　
　

前
述
の
と
お
り
、
東
京
の
区
は
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
か
ら
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
の
四
年
間
に
、
市
制
第
六
条

の
市
の
区
、
東
京
都
制
の
区
、
改
正
東
京
都
制
の
区
、
地
方
自
治
法
の
特
別
区
と
、
四
つ
の
制
度
を
経
て
い
る
。
そ
の
一
方
で

区
会
議
員
の
選
挙
は
、
東
京
都
制
施
行
以
後
、
戦
時
下
及
び
終
戦
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
次
の
と
お
り
任
期
が
延
長
さ

れ
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
四
月
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。

・
東
京
都
制

昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

・
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
及
東
京
都
制
中
改
正
法
律

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

・
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改
正
法
律

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
九
月
二
十
日
ま
で
延
長

・
道
府
県
会
議
員
等
の
任
期
延
長
に
関
す
る
法
律

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

・
東
京
都
制
改
正
経
過
規
程

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
月
三
十
一
日
以
降
も
在
職

・
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
の
期
日
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）

年
四
月
三
十
日
に
選
挙

　
　

関
係
条
文
及
び
参
考
条
文
を
次
に
掲
げ
る
。
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○
東
京
都
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
八
十
七
条

本
法
施
行
ノ
際
（
編
者
注
：
東
京
都
制
の
施
行
は
、「
東
京
都
制
施
行
期
日
ノ
件
」（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令

第
五
百
三
号
）
に
よ
り
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
七
月
一
日
）
東
京
市
ノ
区
ノ
区
会
議
員
ノ
職
ニ
在
ル
者
ハ
各
其
ノ
区
域
ヲ
以
テ

区
域
ト
ス
ル
区
ノ
区
会
議
員
ト
為
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
任
期
ハ
昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日
迄
ト
ス

②

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
議
員
ノ
職
ニ
在
ル
者
ノ
数
第
百
四
十
四
条
ノ
定
数
ヲ
超
ユ
ル
モ
其
ノ
数
ヲ
以
テ
議
員
ノ
定
数
ト
ス
但
シ
議
員

中
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
応
ジ
其
ノ
議
員
ノ
定
数
ハ
同
条
ノ
定
数
ニ
至
ル
迄
減
少
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

○
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
及
東
京
都
制
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
七
日
法
律
第
三
十
三
号
）

第
一
条

昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
左
ノ
通
改
正
ス

「
昭
和
十
九
年
」
ヲ
「
昭
和
二
十
年
」
ニ
改
ム

第
二
条

東
京
都
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
百
八
十
七
条
第
一
項
中
「
昭
和
十
九
年
」
ヲ
「
昭
和
二
十
年
」
ニ
改
ム

な
お
、
こ
の
第
一
条
に
い
う
「
法
律
第
九
十
号
」
と
は
、
次
の
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
任
期
延
長
の
際
に
は
、
区
会

議
員
も
、
東
京
都
制
で
は
な
く
こ
の
法
律
第
九
十
号
に
含
ま
れ
た
形
で
任
期
延
長
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

○
道
府
県
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
ニ
関
ス
ル
法
律
（
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
二
日
法
律
第
九
十
号
）
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①

昭
和
十
九
年
八
月
三
十
日
迄
ニ
任
期
満
了
ス
ベ
キ
道
府
県
会
議
員
ノ
任
期
ハ
昭
和
十
九
年
八
月
三
十
一
日
迄
之
ヲ
延
長
ス

②

昭
和
十
九
年
九
月
十
九
日
迄
ニ
任
期
満
了
ス
ベ
キ
市
町
村
会
議
員（
全
部
事
務
ノ
為
ニ
設
ク
ル
町
村
組
合
ノ
組
合
会
議
員
ヲ
含
ム
）

ノ
任
期
ハ
昭
和
十
九
年
九
月
二
十
日
迄
之
ヲ
延
長
ス

○
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改
正
法
律
（
昭
和
二
十
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
三
十
二
号
）

昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
左
ノ
通
改
正
ス

「
昭
和
二
十
年
」
ヲ
「
昭
和
二
十
一
年
」
ニ
、「（
全
部
事
務
ノ
為
ニ
設
ク
ル
町
村
組
合
ノ
組
合
会
議
員
ヲ
含
ム
）」
ヲ
「
、
全
部
事
務
ノ

為
ニ
設
ク
ル
町
村
組
合
ノ
組
合
会
議
員
及
東
京
都
ノ
区
ノ
区
会
議
員
」
ニ
改
メ
左
ノ
三
項
ヲ
加
フ

東
京
都
制
第
十
六
条
、
第
五
十
条
及
第
五
十
五
条
、
北
海
道
会
法
第
十
四
条
並
ニ
府
県
制
第
八
条
、
第
三
十
二
条
及
第
三
十
六
条
ノ

規
定
ニ
依
ル
東
京
都
議
会
議
員
及
道
府
県
会
議
員
ノ
選
挙
ハ
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
期
日
迄
、
市
制
第
二
十
条
、
第
三
十
三
条
及
第

三
十
七
条
、
町
村
制
第
十
七
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
及
第
百
三
十
六
条
並
ニ
東
京
都
制
施
行
令
第
五
十
条
、
第
六
十
五
条
及

第
六
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
市
町
村
会
議
員
、
全
部
事
務
ノ
為
ニ
設
ク
ル
町
村
組
合
ノ
組
合
会
議
員
及
東
京
都
ノ
区
ノ
区
会
議
員
ノ

選
挙
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
期
日
迄
之
ヲ
行
ハ
ズ

前
項
ニ
掲
グ
ル
議
員
ノ
数
当
該
議
員
ノ
定
数
ノ
三
分
ノ
二
ニ
満
タ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ガ
補
充
ノ
為
選
挙
ヲ
行
フ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
選
挙
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

〈
参
考
〉
改
正
後
の
第
一
項
、
第
二
項

①

昭
和
二
十
一
年
八
月
三
十
日
迄
ニ
任
期
満
了
ス
ベ
キ
道
府
県
会
議
員
ノ
任
期
ハ
昭
和
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
迄
之
ヲ
延
長
ス
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②

昭
和
二
十
一
年
九
月
十
九
日
迄
ニ
任
期
満
了
ス
ベ
キ
市
町
村
会
議
員
、
全
部
事
務
ノ
為
ニ
設
ク
ル
町
村
組
合
ノ
組
合
会
議
員
及
東

京
都
ノ
区
ノ
区
会
議
員
ノ
任
期
ハ
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
日
迄
之
ヲ
延
長
ス

○
道
府
県
会
議
員
等
の
任
期
延
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
法
律
第
十
号
）

昭
和
二
十
一
年
十
月
三
十
日
ま
で
に
任
期
の
満
了
す
る
道
府
県
会
議
員
及
び
市
町
村
会
議
員
（
全
部
事
務
の
た
め
に
設
け
る
町
村
組

合
の
組
合
会
議
員
及
び
東
京
都
の
区
の
区
会
議
員
を
含
む
。）
の
任
期
は
、
同
月
三
十
一
日
ま
で
、
こ
れ
を
延
長
す
る
。

（
公
布
日
施
行
）

○
東
京
都
制
改
正
経
過
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
四
日
勅
令
第
四
百
六
十
二
号
）

第
十
九
条

現
任
区
会
議
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
後
も
、
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
（
編
者
注
：
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
）
及
び
同
年
の
東
京
都
制
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
勅
令
に
よ
り
初
め
て
行
は
れ
る
議
員
の
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
は
、
な

ほ
、
そ
の
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
公
布
日
の
翌
日
施
行
）

○
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
の
期
日
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
五
日
法
律
第
十
五
号
）

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
（
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）、
同
年
法
律
第
二
十
七
号
（
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
）、
同
年
法
律
第
二
十
八
号
（
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
及
び
同
年
法
律
第
二
十
九
号
（
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
）
に
よ
り
初
め
て
行
う
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
は
、
内
務
大
臣
の
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定
め
る
日
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
議
会
の
議
員
で
昭
和
二
十
二
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
に
任
期
が
満
了
し
な
い
も
の
の
任
期

は
、
同
日
ま
で
と
す
る
。

　
　
　

四

東
京
の
区
の
区
域
再
編

　
　

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
東
京
都
制
等
の
改
正
、翌
年
の
地
方
自
治
法
の
制
定
と
い
う
地
方
制
度
改
革
が
進
む
中
で
、

東
京
の
区
は
、
区
域
再
編
と
い
う
も
う
一
つ
の
大
き
な
変
革
を
経
て
い
る
。
区
域
再
編
は
、
制
度
改
正
と
は
次
元
の
異
な
る
出

来
事
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
区
に
お
け
る
大
き
な
変
革
の
一
つ
で
あ
り
、
制
度
改
正
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
参
考
に
、
そ
の
経
過
の
概
要
と
基
本
的
な
資
料
の
み
を
掲
げ
て
お
く
（
１
）。

　
　

東
京
の
区
が
三
十
五
区
か
ら
二
十
三
区
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
経
過
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年

　
　

七
月
三
十
日

東
京
都
が
区
の
整
理
統
合
に
関
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
東
京
都
区
域
整
理
委
員
会
を
設
置

　
　

九
月
二
十
日

東
京
都
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
区
の
整
理
統
合
を
必
要
と
す
る
理
由
を
示
す
文
書
を
提
出

　
　

九
月
二
十
六
日

東
京
都
長
官
が
区
域
整
理
委
員
会
に
区
の
整
理
統
合
に
つ
い
て
諮
問
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十
二
月
九
日

区
域
整
理
委
員
会
が
二
十
二
区
案
を
答
申

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年

　
　
（
前
年
十
二
月
〜
）
三
月

関
係
各
区
会
が
統
合
案
を
可
決

　
　

三
月
十
五
日

三
十
五
区
が
二
十
二
区
と
な
る

　
　

七
月
一
日

板
橋
区
議
会
が
練
馬
区
の
分
離
独
立
を
可
決

　
　

八
月
一
日

練
馬
区
が
新
た
に
発
足
し
二
十
三
区
と
な
る

　
　

な
お
、
改
正
東
京
都
制
は
一
部
を
除
き
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
十
月
五
日
に
施
行
さ
れ
、
地
方
自
治
法
は
昭
和

二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
三
十
五
区
か
ら
二
十
二
区
へ
の
統
合
は
改
正
東
京
都
制
の
規

定
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
練
馬
区
の
分
離
・
独
立
は
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

○
東
京
都
区
域
整
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
三
十
日
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
二
号
）

第
一
条

本
会
は
東
京
都
区
域
整
理
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
い
ふ
）
と
称
し
事
務
所
を
東
京
都
庁
内
に
置
く
。

第
二
条

委
員
会
は
東
京
都
区
の
地
域
の
廃
置
分
合
に
つ
い
て
都
長
官
の
諮
問
に
応
へ
又
は
意
見
を
具
陳
す
る
。

第
三
条

委
員
会
は
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
若
干
人
を
以
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②

都
長
官
必
要
あ
り
と
認
め
る
と
き
は
特
別
委
員
若
干
人
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。

第
四
条

委
員
長
は
都
長
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

②

副
委
員
長
は
次
長
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。
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③

委
員
は
都
議
会
議
員
、
区
会
議
長
、
都
並
び
に
関
係
官
庁
、
官
吏
及
び
学
識
経
験
者
の
中
よ
り
都
長
官
こ
れ
を
嘱
託
し
又
は
任
命

す
る
。

第
五
条

委
員
長
は
会
務
を
統
理
す
る
。

②

副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
六
条

委
員
会
に
幹
事
を
置
く
、
都
職
員
中
か
ら
都
長
官
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②

幹
事
は
委
員
長
の
命
を
承
け
庶
務
を
整
理
す
る
。

第
七
条

委
員
会
に
書
記
を
置
く
、
民
生
局
総
務
課
員
中
か
ら
都
長
官
が
こ
れ
を
命
ず
る
（
３
）。

②

書
記
は
上
司
の
命
を
承
け
庶
務
に
従
事
す
る
。

第
八
条

委
員
会
は
都
合
に
よ
り
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

小
委
員
会
の
構
成
は
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

③

小
委
員
会
の
委
員
は
委
員
中
か
ら
委
員
長
が
こ
れ
を
選
任
す
る
。

○
米
第
三
十
一
軍
政
部
提
出
和
文
（
４
）

東
京
都
ノ
区
ノ
整
理
統
合
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由

１

戦
災
ニ
ヨ
ッ
テ
様
相
ヲ
一
変
シ
タ
都
ハ
、
新
生
日
本
ノ
中
心
的
都
市
ト
シ
テ
立
チ
（
マ
マ
「
テ
」
か
）
直
サ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
従

来
ノ
ヤ
ウ
ナ
非
衛
生
的
非
文
化
的
ナ
貌
ハ
改
メ
ラ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
。
ソ
コ
デ
都
市
計
画
的
ナ
構
想
ヲ
以
テ
緑
地
ヤ
環
状
線
放
射
線
ノ

大
道
路
ガ
縦
横
ニ
作
ラ
レ
文
化
ノ
薫
高
キ
モ
ノ
へ
再
建
計
画
ガ
進
メ
ラ
レ
ツ
ツ
ア
ル
。
之
等
ノ
緑
地
ヤ
道
路
等
ニ
ヨ
ッ
テ
都
ノ
貌
ハ

将
来
モ
大
キ
ナ
変
化
ヲ
齎
ス
コ
ト
ト
ナ
ル
。
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２

戦
災
ニ
ヨ
ッ
テ
人
口
ヤ
建
物
其
ノ
他
ノ
設
備
ノ
配
置
ガ
著
シ
ク
変
ッ
タ
。
将
来
モ
亦
前
述
ノ
理
由
ト
相
俟
テ
戦
前
ノ
状
態
ニ
復
帰

ス
ル
コ
ト
ハ
ア
ル
マ
イ
。
従
テ
明
治
時
代
ニ
定
メ
タ
区
デ
ハ
力
ノ
均
衡
ヲ
失
フ
コ
ト
ハ
明
瞭
デ
ア
ル
。

３

地
方
制
度
ガ
大
改
正
サ
レ
地
方
分
権
ガ
徹
底
ス
ル
ト
自
治
区
ノ
権
能
ハ
著
シ
ク
民
主
的
ト
ナ
リ
大
拡
張
サ
レ
ル
。
ソ
ウ
（
マ
マ
）

ナ
ル
ト
自
治
区
ヲ
中
心
ト
シ
テ
都
民
ノ
日
常
生
活
関
係
ガ
有
機
的
ニ
連
繋
サ
レ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ノ
デ
生
活
共
同
圏
ヲ
構
成
ス
ル
ニ
適

ス
ル
地
域
ヲ
纏
メ
テ
一
ノ
区
ニ
シ
其
ノ
地
方
的
ナ
事
務
事
業
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
ガ
適
当
ト
思
フ
。
現
在
ノ
区
ハ
コ
ノ
要
請
ニ
適
合
シ
ナ

イ
モ
ノ
ガ
多
イ
。

４

理
想
的
ナ
地
域
ヲ
包
括
シ
得
タ
ナ
ラ
バ
自
治
区
ガ
有
機
的
ナ
自
治
活
動
ヲ
ナ
シ
得
テ
ソ
ノ
能
率
ガ
向
上
ス
ル
デ
ア
ロ
ウ
（
マ
マ
）。

ソ
シ
テ
国
ヤ
都
ノ
事
務
事
業
ヲ
区
ニ
移
管
ス
ル
ト
共
ニ
区
民
ノ
政
治
意
識
ヲ
昂
揚
シ
各
地
区
ノ
再
建
ヲ
促
進
シ
以
テ
文
化
都
市
東
京

ヲ
再
建
シ
タ
イ
。

○
区
域
整
理
委
員
会
へ
の
諮
問
事
項
（
５
）

　
　
　
　

諮　
　

問

戦
災
後
の
都
及
び
各
区
の
現
状
を
将
来
の
復
興
に
鑑
み
る
と
共
に
、
改
正
都
制
実
施
に
伴
ふ
区
の
自
治
拡
充
に
対
処
し
、
区
の
区
域
を

整
理
統
合
の
要
あ
る
と
認
め
る
。
よ
っ
て
こ
れ
が
方
策
に
つ
い
て
貴
会
の
意
見
を
諮
ひ
ま
す
。

昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
長
官　
　

安
井
誠
一
郎　
　

○
区
域
整
理
委
員
会
の
答
申
（
６
）
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答

申

書

一

東
京
都
の
区
は
可
及
的
迅
速
な
る
戦
災
復
興
と
、
区
の
自
治
権
拡
張
を
企
図
し
、
こ
の
際
こ
れ
を
適
当
に
整
理
統
合
す
る
こ
と
。

二

統
合
す
る
区
の
具
体
的
内
容
は
、
東
京
都
当
局
が
委
員
会
に
提
示
し
た
参
考
案
に
付
て
は
、
小
数
（
マ
マ
「
少
数
」
か
）
の
意

見
も
あ
る
が
、
本
委
員
会
は
二
十
二
区
案
を
適
当
と
認
め
る
。

　
　
　
　

附
帯
事
項

一

区
の
境
界
に
不
適
当
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
著
し
き
凹
凸
は
区
の
統
合
の
実
施
に
引
続
き
、
適
当
に
是
正
す
る
為
、
こ
れ
が
委
員

会
を
組
織
す
る
こ
と
。

二

区
の
自
治
権
を
拡
充
し
、
区
が
真
に
自
治
団
体
と
し
て
の
名
実
を
備
へ
得
る
よ
う
、
法
制
的
に
も
行
政
的
に
も
最
善
の
努
力
を
払

は
れ
た
い
。

　
　

注（
１
）
こ
こ
で
の
記
述
は
、
次
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。

・
東
京
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
百
年
史

第
六
巻
』（
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
）
ぎ
ょ
う
せ
い

３
９
１
頁
以
下

・（
公
財
）
特
別
区
協
議
会
『
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語

東
京
２
３
区
の
な
り
た
ち
』（
平
成
二
九
（
二
○
一
七
）
年
）
５
６
頁
以
下

（
２
）
前
掲
『
東
京
百
年
史

第
六
巻
』
３
９
４
頁
で
は
、
諮
問
の
日
が
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
九
月
二
十
六
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同

年
九
月
二
十
三
日
と
す
る
次
の
よ
う
な
文
献
も
あ
る
。

・
墨
田
区
役
所
編
『
墨
田
区
史

上
』（
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
）
ぎ
ょ
う
せ
い

１
４
５
頁
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・
江
東
区
役
所
編
『
江
東
区
二
十
年
史
』（
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
）
３
３
頁

（
３
）
こ
の
時
点
で
は
、「
区
及
市
町
村
其
ノ
他
公
共
団
体
ノ
行
政
一
般
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項
」
や
「
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
事
項
」
は
、
民

生
局
が
所
管
し
て
い
た
（
東
京
都
官
制
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日
勅
令
第
五
百
四
号
）
第
十
一
条
第
二
号
、
第
八
号
）。

（
４
）
前
掲
『
東
京
百
年
史

第
六
巻
』
４
０
１
頁
以
下

（
５
）
前
掲
『
東
京
百
年
史

第
六
巻
』
３
９
４
頁

（
６
）
前
掲
『
東
京
百
年
史

第
六
巻
』
３
９
７
頁
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